
（別紙） 
平成 13 年７月５日付課法３－57 ほか 11 課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち、次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に欄に掲げるように改正する。 

（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

20．06 改正                                    （法１２０１）   

 

           法 人 設 立 届 出 書 
 

※ 整 理 番 号  

（フリガナ）  

法 人 名  

本店又は主たる
事務所の所在地 

〒 
 
     電話(   )    ―     

納 税 地 
〒 
 
 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                          ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

税務署長殿 
 

新たに内国法人を設立した
ので届け出ます。 代 表 者 住 所 

〒 
 
     電話(   )    ―     

設 立 年 月 日 平成   年   月   日 事 業 年 度 (自)   月   日 (至)   月   日 

資 本 金 又 は 
出 資 金 の 額 

円 
消費税の新設法人に該当するこ
ととなった事業年度開始の日 

平成  年  月  日 

名   称 所    在    地 

  

  

  

事

業

の

目

的 

(定款等に記載しているもの) 
 
 
 
(現に営んでいる又は営む予定のもの) 

支
店
・
出
張
所
・
工
場
等   

設 立 の 形 態 

１ 個人企業を法人組織とした法人である場合 
２ 合併により設立した法人である場合 
３ 新設分割により設立した法人である場合（□分割型・□分社型・□その他） 
４ 現物出資により設立した法人である場合 
５ その他(              ) 
事業主の氏名、合併により消滅した法人の名称、
分割法人の名称又は出資者の氏名、名称 納 税 地 事 業 内 容 等 

   

設立の形態が１～４
である場合の設立前
の個人企業、合併によ
り消滅した法人、分割
法人又は出資者の状
況    

設立の形態が２～４である場合の適格区分 適  格 ・ そ の 他 

事業開始（見込み）年月日 平成    年    月    日 

「給与支払事務所等の開設届出
書」提出の有無 

有   ・   無 

氏 名  

関 与 
税 理 士 事務所所在地  

電話（   ）    －     

 

添

付

書

類

等 

１ 定款等の写し 
２ 登記事項証明書（履歴事項全部証
明書）、登記簿謄本又はオンライン
登記情報提供制度利用 
（照会番号：         ） 
（発行年月日：  年  月  日） 
３ 株主等の名簿 
４ 現物出資者名簿 
５ 設立趣意書 
６ 設立時の貸借対照表 
７ 合併契約書の写し 
８ 分割計画書の写し 
９ その他（      ） 

 
連結親 
法人名 

 

所轄税務署 連結親 
法人の 
納税地 

〒 
 
 

電話（   ）   －     
 
 

連 結 親 法 人 連結子法人 

設 立 し た 法
人 が 連 結 子
法 人 で あ る
場 合 

「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」の提出年月日 
年  月  日 

 
 年 月 日  

 
税 理 士 署 名 押 印 ○印 
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 

（
規
格
Ａ
４
） 

19．06 改正                                    （法１２０１）   

 

           法 人 設 立 届 出 書 
 

※ 整 理 番 号  

（フリガナ）  

法 人 名  

本店又は主たる
事務所の所在地 

〒 
 
     電話(   )    ―     

納 税 地 
〒 
 
 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                          ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

税務署長殿 
 

新たに内国法人を設立した
ので届け出ます。 代 表 者 住 所 

〒 
 
     電話(   )    ―     

設 立 年 月 日 平成   年   月   日 事 業 年 度 (自)   月   日 (至)   月   日 

資 本 金 又 は 
出 資 金 の 額 

円 
消費税の新設法人に該当するこ
ととなった事業年度開始の日 

平成  年  月  日 

名   称 所    在    地 

  

  

  

事

業

の

目

的 

(定款等に記載しているもの) 
 
 
 
(現に営んでいる又は営む予定のもの) 

支
店
・
出
張
所
・
工
場
等   

設 立 の 形 態 

１ 個人企業を法人組織とした法人である場合 
２ 合併により設立した法人である場合 
３ 新設分割により設立した法人である場合（□分割型・□分社型・□その他） 
４ 現物出資により設立した法人である場合 
５ その他(              ) 
事業主の氏名、合併により消滅した法人の名称、
分割法人の名称又は出資者の氏名、名
称 

納 税 地 事 業 内 容 等 

   

設立の形態が１～４
である場合の設立前
の個人企業、合併によ
り消滅した法人、分割
法人又は出資者の状
況    

設立の形態が２～４である場合の適格区分 適  格 ・ そ の 他 

事業開始（見込み）年月日 平成    年    月    日 

「給与支払事務所等の開設届出
書」提出の有無 

有   ・   無 

氏 名  

関 与 
税 理 士 事務所所在地  

電話（   ）    －     

 

添

付

書

類

等 

１ 定款等の写し 
２ オンライン登記情報提供制度利
用（照会番号：     ）（発行
年月日： 年 月 日）又は登記
事項証明書（履歴事項全部証明
書）、登記簿謄本 
３ 株主等の名簿 
４ 現物出資者名簿 
５ 設立趣意書 
６ 設立時の貸借対照表 
７ 合併契約書の写し 
８ 分割計画書の写し 
９ その他（      ） 

 
連結親 
法人名 

 

所轄税務署 連結親 
法人の 
納税地 

〒 
 
 

電話（   ）   －     
 
 

連 結 親 法 人 連結子法人 

設 立 し た 法
人 が 連 結 子
法 人 で あ る
場 合 

「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」の提出年月日 
年  月  日 

 
 年 月 日  

 
税 理 士 署 名 押 印 ○印 
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 

 

法人設立届出書の記載要領等 
 
 内国法人である普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げる法人）を設立した場合には、その設立の日以後２月以内に
法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの
届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 
１ 提出部数及び添付書類等 
 この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 
 なお、資本金１億円以上の内国普通法人の場合は２通提出してください。 
 ①  定款、寄附行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 
 ② 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 

(注)１ ｢オンライン登記情報提供制度｣(http://www.touki.or.jp)を利用した場合には、「(照会番号   )」及び「(発行年月
日： 年 月 日)」欄に｢照会番号｣及び｢発行年月日｣を記載してください。この場合には、登記事項証明書(履歴事項全
部証明書)又は登記簿謄本の添付は不要です。 
２ 当該「照会番号」を記載して、「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」を送信（提出）した後、e－Tax によりこ
の届出書をオンラインで提出することもできます（その他の添付書類については、別途提出していただく必要がありま
す。）。 

 ③ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者（以下「株主等」といいます。）の名簿（次の
様式によってください。） 

 氏   名 住    所 株数又は 
口  数 

金   額  役職名及び当該法人の役員 
又は、他の株主等との関係  

 

          円   

      
 ④ 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類 
 ⑤ 設立趣意書 
 ⑥ 設立の時における貸借対照表 
 ⑦ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 
 ⑧ 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 
２ 各欄の記載方法 
 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。 
 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載してください。 
 (3) 「設立年月日」欄には、登記簿に記載されている登記年月日を記載してください。 
  (注)  合併又は新設分割により設立した法人である場合には、新設合併設立法人又は新設分割設立法人の設立登記の日を記

載してください。 
 (4) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に営んでいる事業又は営む予定の

事業の種類を記載してください。 
 (5) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 
 (6) 「資本金又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金額を記載してください。 
 (7) 「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄には、設立時の資本金の額又は出資金額が１千万円以

上である場合にその設立年月日を記入してください。この欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当す
る旨の届出書」を提出する必要はありません。 

  (注)  新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資金の額が１千万円以上である法
人は、基準期間のない課税期間（一般的には、設立第１期目及び第２期目）について、消費税の納税義務の免除の規定
の適用はありませんので、消費税の確定申告書を提出する必要があります。 
なお、基準期間の課税売上高を計算できる課税期間（一般的には、設立第３期目）からは、原則どおり基準期間の課
税売上高により納税義務の有無を判定します。 
このため、設立第３期目以降において基準期間の課税売上高による判定では納税義務が免除される場合でも、消費税の
課税事業者となることを選択しようとするときには、改めて「消費税課税事業者選択届出書（第１号様式）」を、その選
択しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。これを提出していない場合には確定申告をすれば
消費税の還付を受けられるとしても、確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。 

 (8) 「支店、出張所、工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務所、工場等を記
載してください。 

 (9) 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。 
  新設分割により設立した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第 12 号の９（分割型分割）に該当する場合には
「分割型」、同第 12 号の 10（分社型分割）に該当する場合には「分社型」、又は分割承継法人の株式等を分割法人及び分割法人
の株主等のいずれにも交付するものである場合には「その他」のそれぞれ□にレ点を付してください。 

    なお、個人企業を法人組織とした法人である場合又は合併により設立した法人である場合には、「設立の形態が１から４
である場合の設立前の個人、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏名又
は合併により消滅した法人の名称、納税地及び事業内容等を記載してください。 

 (10) 「適格区分」欄は、「設立の形態」が２から４である場合に、その合併、分割又は現物出資が、法人税法第２条第 12 号の
８（適格合併）、同第 12 号の 11（適格分割）又は同第 12 号の 14（適格現物出資）に該当する場合には「適格」、該当しない場
合には「その他」の文字を○で囲んでください。 

 (11) 「事業開始（見込み）年月日」欄には、設立後、事業開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載してください。 
 (12) 「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれかの該当のものを○で囲んでくださ

い（既に別途に提出している場合は「有」を○で囲んでください。）。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出し

なければならないことになっております。 
 (13) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 
 (14) 「添付書類等」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 
 (15) 「設立した法人が連結子法人である場合」欄は、設立と同時に連結子法人となった場合に記載してください。それ以外の

場合は記入しないでください。 
      なお、連結子法人である場合には、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を別途提出する必要があ

ります。 
 (16) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください
 (17) 「※」欄は、記入しないでください。 

法人設立届出書の記載要領等 
 
 内国法人である普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げる法人）を設立した場合には、その設立の日以後２月以内に
法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの
届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 
１ 提出部数及び添付書類等 
 この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 
 なお、資本金１億円以上の内国普通法人の場合は２通提出してください。 
 ①  定款、寄付行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 
 ② 「オンライン登記情報提供制度」（http://www.touki.or.jp）を利用した場合には、（照会番号    ）及び（発行年月日：
年 月 日）欄に「照会番号」及び「発行年月日」を記載してください。この場合には、登記事項証明書（履歴事項全部証明
書）又は登記簿謄本の添付は不要です。 

 
また、当該照会番号を記載して、「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」を送信（提出）して e－Tax によりこの届出書
をオンラインで提出することもできます（その他の添付書類については、別途提出していただく必要があります。）。 

 
 ③ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者（以下「株主等」といいます。）の名簿（次の
様式によってください。） 

 氏   名 住    所 株数又は 
口  数 

金   額  役職名及び当該法人の役員 
又は、他の株主等との関係  

 

          円   

      
 ④ 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類 
 ⑤ 設立趣意書 
 ⑥ 設立の時における貸借対照表 
 ⑦ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 
 ⑧ 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 
２ 各欄の記載方法 
 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。 
 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載してください。 
 (3) 「設立年月日」欄には、登記簿に記載されている登記年月日を記載してください。 
  (注)  合併又は新設分割により設立した法人である場合には、新設合併設立法人又は新設分割設立法人の設立登記の日を記

載してください。 
 (4) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に営んでいる事業又は営む予定の

事業の種類を記載してください。 
 (5) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 
 (6) 「資本金又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金額を記載してください。 
 (7) 「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄には、設立時の資本金の額又は出資金額が１千万円以

上である場合にその設立年月日を記入してください。この欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当す
る旨の届出書」を提出する必要はありません。 

  (注)  新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資金の額が１千万円以上である法
人は、基準期間のない課税期間（一般的には、設立第１期目及び第２期目）について、消費税の納税義務の免除の規定
の適用はありませんので、消費税の確定申告書を提出する必要があります。 
なお、基準期間の課税売上高を計算できる課税期間（一般的には、設立第３期目）からは、原則どおり基準期間の課
税売上高により納税義務の有無を判定します。 
このため、設立第３期目以降において基準期間の課税売上高による判定では納税義務が免除される場合でも、消費税の
課税事業者となることを選択しようとするときには、改めて「消費税課税事業者選択届出書（第１号様式）」を、その選
択しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。これを提出していない場合には確定申告をすれば
消費税の還付を受けられるとしても、確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。 

 (8) 「支店、出張所、工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務所、工場等を記
載してください。 

 (9) 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。 
  新設分割により設立した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第 12 号の９（分割型分割）に該当する場合には
「分割型」、同第 12 号の 10（分社型分割）に該当する場合には「分社型」、又は分割承継法人の株式等を分割法人及び分割法人
の株主等のいずれにも交付するものである場合には「その他」のそれぞれ□にレ点を付してください。 

    なお、個人企業を法人組織とした法人である場合又は合併により設立した法人である場合には、「設立の形態が１から４
である場合の設立前の個人、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏名又
は合併により消滅した法人の名称、納税地及び事業内容等を記載してください。 

 (10) 「適格区分」欄は、「設立の形態」が２から４である場合に、その合併、分割又は現物出資が、法人税法第２条第 12 号の
８（適格合併）、同第 12 号の 11（適格分割）又は同第 12 号の 14（適格現物出資）に該当する場合には「適格」、該当しない場
合には「その他」の文字を○で囲んでください。 

 (11) 「事業開始（見込み）年月日」欄には、設立後、事業開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載してください。 
 (12) 「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれかの該当のものを○で囲んでくださ

い（既に別途に提出している場合は「有」を○で囲んでください。）。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出し

なければならないことになっております。 
 (13) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 
 (14) 「添付書類」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 
 (15) 「設立した法人が連結子法人である場合」欄は、設立と同時に連結子法人となった場合に記載してください。それ以外の

場合は記入しないでください。 
      なお、連結子法人である場合には、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を別途提出する必要があ

ります。 
 (16) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください
 (17) 「※」欄は、記入しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

外国普通法人となった旨の届出書の記載要領等 
 
  国内に恒久的施設を有する外国普通法人となった場合、人的役務の提供事業を国内において開始した場合又は国

内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有する
こととなった場合には、その外国普通法人は該当することとなった日又は開始した日若しくはその有することとな

った日以後２月以内に外国普通法人となった旨の届出書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこと

になっていますので、下記の記載方法等を参考としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。

 

記 

 
 １ 外国普通法人となった旨の届出書の提出部数及び添付書類 

   この届出書は、次に掲げる書類を添付して２通を納税地（２の「各欄の記載方法」により記載した納税地）の

所轄税務署長に提出してください。 

  (1) 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの和訳文 

  (2) 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものについて登記をしている場合には、その登記事項証

明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 

  (3) 国内に恒久的施設を有することとなったとき、国内において人的役務の提供事業を開始したとき又は国内

にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有す

ることとなったときにおける、国内において行う事業又は国内にある資産についての貸借対照表及び財産目録

ならびに当該外国普通法人のそれらの時の属する事業年度の直前事業年度の貸借対照表 

  (4) 国内において行う事業の概要を記載した書類 

 ２ 各欄の記載方法 

    (1) 「納税地」欄は、次により記載してください。 

   イ 国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第141条第１号から第３号までに規定するもの)にあっては

国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもののうちその主たるものの所在地 

   ロ イ以外の法人で不動産の貸付け等の対価（船舶又は航空機の貸付けによるものを除く｡）を受ける法人にあ

っては、その貸付け等をしている資産のうち主たる資産の所在地 

   ハ イ及びロ以外の法人にあっては、法人税に関する申告、請求、その他の行為をする場所として選択した場所

  (2) 「責任者氏名」欄には、国内において行う事業又は国内にある資産の管理の責任者の氏名を､｢責任者住所｣

欄には、その者の住所を記載してください。 

  (3) 「事業年度」欄には、当該外国普通法人の事業年度を記載してください。 
  (4) 「国内において行う事業の目的及び種類」欄には、国内において行う事業の目的及び種類を具体的に記載

してください。 

  (5) 「国内にある事務所等」欄には、国内における主たる事務所、事業所等以外の国内にある事務所、事業所
等についてその名称と所在地を記載してください。 

  (6) 「国内において資産の運用等を行うこととなった日又は人的役務の提供を行うこととなった日」欄には、

国内に恒久的施設を有し事業を行う外国法人以外で、国内にある資産を有することとなった日又は人的役務
の提供を行うこととなった日を記載してください。 

  (7)  「国内にある資産の種類及び所在地」欄には、国内にある資産を有することとなった外国普通法人について、

その国内にある資産の種類及び所在地を記載してください。 

  (8) 「『給与支払事務所等の開設届出書』の提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれか該当のものを○

で囲んでください｡(既に別途に提出している場合も含みます｡) 

   (注)  給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月
以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければな

らないことになっております。 
  (9) 「添付書類」欄には、この届出書に添付したものを○で囲んで表示してください。 

  (10) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

  (11) 「※」欄は、記載しないでください。 

 ３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又

は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

外国普通法人となった旨の届出書の記載要領等 
 
  国内に恒久的施設を有する外国普通法人となった場合、人的役務の提供事業を国内において開始した場合又は国

内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有する
こととなった場合には、その外国普通法人は該当することとなった日又は開始した日若しくはその有することとな

った日以後２月以内に外国普通法人となった旨の届出書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこと

になっていますので、下記の記載方法等を参考としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。
 

記 

 
 １ 外国普通法人となった旨の届出書の提出部数及び添付書類 

   この届出書は、次に掲げる書類を添付して２通を納税地（２の「各欄の記載方法」により記載した納税地）の

所轄税務署長に提出してください。 

  (1) 定款、寄付行為、規則又は規約の和訳文 

  (2) 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものについて登記をしている場合には、その登記事項証

明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 

  (3) 国内に恒久的施設を有することとなったとき、国内において人的役務の提供事業を開始したとき又は国内

にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有す

ることとなったときにおける、国内において行う事業又は国内にある資産についての貸借対照表及び財産目録

ならびに当該外国普通法人のそれらの時の属する事業年度の直前事業年度の貸借対照表 

  (4) 国内において行う事業の概要を記載した書類 

 ２ 各欄の記載方法 
    (1) 「納税地」欄は、次により記載してください。 

   イ 国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141条第１号から第３号までに規定するもの)にあっては

国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもののうちその主たるものの所在地 
   ロ イ以外の法人で不動産の貸付け等の対価（船舶又は航空機の貸付けによるものを除く｡）を受ける法人にあ

っては、その貸付け等をしている資産のうち主たる資産の所在地 

   ハ イ及びロ以外の法人にあっては、法人税に関する申告、請求、その他の行為をする場所として選択した場所
  (2) 「責任者氏名」欄には、国内において行う事業又は国内にある資産の管理の責任者の氏名を､｢責任者住所｣

欄には、その者の住所を記載してください。 
  (3) 「事業年度」欄には、当該外国普通法人の事業年度を記載してください。 

  (4) 「国内において行う事業の目的及び種類」欄には、国内において行う事業の目的及び種類を具体的に記載

してください。 

  (5) 「国内にある事務所等」欄には、国内における主たる事務所、事業所等以外の国内にある事務所、事業所

等についてその名称と所在地を記載してください。 

  (6) 「国内において資産の運用等を行うこととなった日又は人的役務の提供を行うこととなった日」欄には、

国内に恒久的施設を有し事業を行う外国法人以外で、国内にある資産を有することとなった日又は人的役務

の提供を行うこととなった日を記載してください。 

  (7)  「国内にある資産の種類及び所在地」欄には、国内にある資産を有することとなった外国普通法人について、

その国内にある資産の種類及び所在地を記載してください。 
  (8) 「『給与支払事務所等の開設届出書』の提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれか該当のものを○

で囲んでください｡(既に別途に提出している場合も含みます｡) 

   (注)  給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月
以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければな

らないことになっております。 
  (9) 「添付書類」欄には、この届出書に添付したものを○で囲んで表示してください。 
  (10) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

  (11) 「※」欄は、記載しないでください。 

 ３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基

づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

         国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合 
の届出書・国内事業管理親法人株式の数の 
増加又は減少があった場合の届出書 

※整理番号  

（フリガナ） 
 

 

法 人 名 等  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 

納 税 地 

〒 
 

     電話(   )    －     
（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                        

（フリガナ） 
 

 

責 任 者 氏 名                          ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

 

 

       税務署長殿 

責 任 者 住 所 
〒 
 

     電話(   )    －     
    

国内事業管理親法人株式の              ので届け出ます。 
 

事 業 年 度 自 平成  年  月  日   ～   至 平成  年  月  日 

交付を受けた日 交付を受けた株式の銘柄 交付の基因と 
なった事実 

交付を受けた株式の数 
（又は出資の金額） 

交付を受けた日の属する事業年
度終了の時に有する株式の数
（又は出資の金額） 

平成  年  月  日  
□ 合 併 
□ 分割型分割 
□ 株 式 交 換 

  

交
付
を
受
け
た
場
合 

平成  年  月  日  
□ 合 併 
□ 分割型分割 
□ 株 式 交 換 

  

事 業 年 度 自 平成  年  月  日   ～   至 平成  年  月  日 

増加又は減少 
があった日 増加又は減少した株式の銘柄 増加又は減少した株式 

の数（又は出資の金額） 
増加又は減少の
基因となった事実 

増加又は減少があった日の属す
る事業年度終了の時に有する株
式の数（又は出資の金額） 

平成  年  月  日     

増
加
又
は
減
少
が
あ
っ
た
場
合 平成  年  月  日     

参 

考 

事 

項 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算 
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認 
印 

   

20．06改正  

交付を受けた 
数の増加又は減少があった 

（
規
格
Ａ
４
） 

         国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合 
の届出書・国内事業管理親法人株式の数の 
増加又は減少があった場合の届出書 

※整理番号  

（フリガナ） 
 

 

法 人 名  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 

納 税 地 

〒 
 

     電話(   )    －     
（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                        

（フリガナ） 
 

 

責 任 者 氏 名                          ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

 

 

       税務署長殿 

責 任 者 住 所 
〒 
 

     電話(   )    －     
    

国内事業管理親法人株式の              ので届け出ます。 
 

事 業 年 度 自 平成  年  月  日   ～   至 平成  年  月  日 

交付を受けた日 交付を受けた株式の銘柄 交付の基因と 
なった事実 

交付を受けた株式の数 
（又は出資の金額） 

交付を受けた日の属する事業年
度終了の時に有する株式の数
（又は出資の金額） 

平成  年  月  日  
□ 合 併 
□ 分割型分割 
□ 株 式 交 換 

  

交
付
を
受
け
た
場
合 

平成  年  月  日  
□ 合 併 
□ 分割型分割 
□ 株 式 交 換 

  

事 業 年 度 自 平成  年  月  日   ～   至 平成  年  月  日 

増加又は減少 
があった日 増加又は減少した株式の銘柄 増加又は減少した株式 

の数（又は出資の金額） 
増加又は減少の
基因となった事実 

増加又は減少があった日の属す
る事業年度終了の時に有する株
式の数（又は出資の金額） 

平成  年  月  日     

増
加
又
は
減
少
が
あ
っ
た
場
合 平成  年  月  日     

参 

考 

事 

項 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算 
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認 
印 

   

19．06  

交付を受けた 
数の増加又は減少があった 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合の 
届出書・国内事業管理親法人株式の数の増加又 
は減少があった場合の届出書の記載要領等 

 

  国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141 条第１号から第３号までに規定するものをいいます。以下

同じです。)が、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合又は既に有する国内事業管理親法人株式の数の増加

又は減少があった場合には、その交付を受けた日又はその増加若しくは減少のあった日の属する事業年度終了の日

の翌日から２月以内に、その事業年度終了の時に有する国内事業管理親法人株式の銘柄及び数等を記載した届出書

を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっていますので、下記の記載方法等を参考としてこ

の届出書を作成し提出してください。 

 (注) 国内事業管理親法人株式とは、国内に恒久的施設を有する外国法人が、国内において行う事業に係る資産と

して管理し、かつ、国内の恒久的施設において管理する株式（以下、「国内事業管理株式」といいます。）を有

する場合において、内国法人が行う合併、金銭等不交付分割型分割、株式交換（それぞれ法人税法第 61 条の

２第２項、第４項、第９項に規定するものに限ります。）により、当該国内事業管理株式に対応して交付を受

けた合併親法人株式等（外国法人の株式に限ります。）をいいます。 

 

記 

 １ 届出書の提出部数 

   この届出書は、２通を納税地（３の「各欄の記載方法」により記載した納税地）の所轄税務署長に提出してく

ださい。 

 ２ この届出書は、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合とその数の増加又は減少があった場合に使用する

ことになっていますので、いずれか一方の不要文字を抹消して使用してください。 

   なお、同時に双方の届出を行う場合には、抹消は不要です。 

 ３ 各欄の記載方法 

    (1) 「納税地」欄は、国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもののうちその主たるものの所在地（た

だし、国税局長又は国税庁長官からの納税地の指定を受けている場合には、その指定を受けている納税地）

を記載してください。 

  (2) 「責任者氏名」欄には、国内において行う事業又は国内にある資産の管理の責任者の氏名を､｢責任者住所｣

欄には、その者の住所を記載してください。 

  (3) 「交付の基因となった事実」欄には、いずれか該当する□にレ印を付してください。 

  (4) 「交付を受けた日」及び「事業年度」の各欄には、国内事業管理親法人株式の交付を受けた日及びその日

の属する当該外国法人の事業年度を記載してください。 

  (5) 「交付を受けた株式の銘柄」及び「交付を受けた株式の数（又は出資の金額）」の各欄には、交付を受け

た国内事業管理親法人株式の銘柄及び数（出資にあっては金額。以下同じです。）を記載してください。 

  (6) 「増加又は減少の基因となった事実」欄には、既に有する国内事業管理親法人株式の数が増加又は減少す

ることとなった事由を、例えば、「株式分割」、「第三者への譲渡」、「本店移管」又は「株式併合」と記載して

ください。 

  (7) 「増加又は減少があった日」及び「事業年度」の各欄には、既に有する国内事業管理親法人株式の増加又

は減少があった日及びその日の属する当該外国法人の事業年度を記載してください。 

  (8) 「増加又は減少した株式の銘柄」、「増加又は減少した株式の数（又は出資の金額）」及び「増加又は減

少があった日の属する事業年度終了の時に有する株式の数（又は出資の金額）」の各欄には、既に有する国

内事業管理親法人株式の銘柄、増加又は減少した数（その増加又は減少があった日の属する事業年度中にお

ける合計）及び当該事業年度終了の時に有する数を記載してください。 

  (9) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

   (10) 「※」欄は、記載しないでください。 

 ４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又

は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合の 
届出書・国内事業管理親法人株式の数の増加又 
は減少があった場合の届出書の記載要領等 

 

  国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141 条第１号から第３号までに規定するものをいいます。以下

同じです。)が、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合又は既に有する国内事業管理親法人株式の数の増加

又は減少があった場合には、その交付を受けた日又はその増加若しくは減少のあった日の属する事業年度終了の日

の翌日から２月以内に、その事業年度終了の時に有する国内事業管理親法人株式の銘柄及び数等を記載した届出書

を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっていますので、下記の記載方法等を参考としてこ

の届出書を作成し提出してください。 

 (注) 国内事業管理親法人株式とは、国内に恒久的施設を有する外国法人が、国内において行う事業に係る資産と

して管理し、かつ、国内の恒久的施設において管理する株式（以下、「国内事業管理株式」といいます。）を有

する場合において、内国法人が行う合併、金銭等不交付分割型分割、株式交換（それぞれ法人税法第 61 条の

２第２項、第４項、第９項に規定するものに限ります。）により、当該国内事業管理株式に対応して交付を受

けた合併親法人株式等（外国法人の株式に限ります。）をいいます。 

 

記 

 １ 届出書の提出部数 

   この届出書は、２通を納税地（３の「各欄の記載方法」により記載した納税地）の所轄税務署長に提出してく

ださい。 

 ２ この届出書は、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合とその数の増加又は減少があった場合に使用する

ことになっていますので、いずれか一方の不要文字を抹消して使用してください。 

   なお、同時に双方の届出を行う場合には、抹消は不要です。 

 ３ 各欄の記載方法 

    (1) 「納税地」欄は、国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもののうちその主たるものの所在地（た

だし、国税局長又は国税庁長官からの納税地の指定を受けている場合には、その指定を受けている納税地）

を記載してください。 

  (2) 「責任者氏名」欄には、国内において行う事業又は国内にある資産の管理の責任者の氏名を､｢責任者住所｣

欄には、その者の住所を記載してください。 

  (3) 「交付の基因となった事実」欄には、いずれか該当する□にレ印を付してください。 

  (4) 「交付を受けた日」及び「事業年度」の各欄には、国内事業管理親法人株式の交付を受けた日及びその日

の属する当該外国法人の事業年度を記載してください。 

  (5) 「交付を受けた株式の銘柄」及び「交付を受けた株式の数（又は出資の金額）」の各欄には、交付を受け

た国内事業管理親法人株式の銘柄及び数（出資にあっては金額。以下同じです。）を記載してください。 

  (6) 「増加又は減少の基因となった事実」欄には、既に有する国内事業管理親法人株式の数が増加又は減少す

ることとなった事由を、例えば、「株式分割」、「第三者への譲渡」、「本店移管」又は「株式併合」と記載して

ください。 

  (7) 「増加又は減少があった日」及び「事業年度」の各欄には、既に有する国内事業管理親法人株式の増加又

は減少があった日及びその日の属する当該外国法人の事業年度を記載してください。 

  (8) 「増加又は減少した株式の銘柄」、「増加又は減少した株式の数（又は出資の金額）」及び「増加又は減

少があった日の属する事業年度終了の時に有する株式の数（又は出資の金額）」の各欄には、既に有する国

内事業管理親法人株式の銘柄、増加又は減少した数（その増加又は減少があった日の属する事業年度中にお

ける合計）及び当該事業年度終了の時に有する数を記載してください。 

  (9) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

   (10) 「※」欄は、記載しないでください。 

   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

           収益事業開始届出書 ※整理番号  

（フリガナ） 
 

 

名 称  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 
 
     電話(   )    －     

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                         ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 

 

 

税務署長殿 代 表 者 住 所 
〒 
 
     電話(   )    －     

 新たに収益事業を開始したので届け出ます。 

収 益 事 業 
開 始 日 

平成   年   月   日 事 業 年 度 
自   月   日   自  月  日 
至   月   日   至  月  日 

事

業

の

目

的 

 

収
益
事
業
の
種
類 

 

収 益 事 業 の 種 類 事 業 場 等 の 名 称 所 在 地 収益事業の経営責任者 

 
 

  

    

    

収
益
事
業
を
営
む
事
業
場
等     

氏 名 
 

関 与 
 

税理士 事務所所在地 
 
 
      電話(   )      － 

添
付
書
類 

１ 収益事業の概要を記載した書類 
２ 収益事業についての貸借対照表 
（追 加） 

(備 考) 
 
 
 
 
 
   「給与支払事務所等の開設届出書」の提出の有無      有 ･ 無 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

18．06改正                                       （法１２０３） 

（
規
格
Ａ
４
） 

20．06 改正                                   （法１２０３） 

           収益事業開始届出書 ※整理番号  

（フリガナ） 
 

 

名 称  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 
 
     電話(   )    －     

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                         ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 

 

 

税務署長殿 代 表 者 住 所 
〒 
 

     電話(   )    －     

 新たに収益事業を開始したので届け出ます。 

収 益 事 業 
開 始 日 

平成   年   月   日 事 業 年 度 
自   月   日   自  月  日 
至   月   日   至  月  日 

事

業

の

目

的 

 

収
益
事
業
の
種
類 

 

収益事業の種類 事 業 場 等 の 名 称 所 在 地 収益事業の経営責任者 

 
 

  

    

    

収
益
事
業
を
営
む
事
業
場
等     

氏 名 

 

関 与 
 

税理士 
事務所所在地 

 
 
 
      電話(   )      － 

添
付
書
類 

１ 収益事業の概要を記載した書類 
２ 収益事業についての貸借対照表 
３ 定款等の写し 
４ 登記事項証明書（履歴事項全部証
明書）、登記簿謄本又はオンライン
登記情報提供制度利用 
（照会番号：     ） 
（発行年月日：  年  月  日） 
５ 合併契約書の写し 

(備 考) 
 
 
 
   「給与支払事務所等の開設届出書」の提出の有無      有 ･ 無 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

収益事業開始届出書の記載要領等 
 

 公益法人等又は人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後２月以内に収益事業
開始届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載要領等を参考
としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 
 

記 
１ 収益事業開始届出書を提出しなければならない法人等 
 (1) 内国法人である公益法人等（法人税法別表第２に掲げる法人）又は人格のない社団等が収益事業を開始した

場合 
 (2) 外国法人(人格のない社団等に限ります。)が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとな

った場合 
２ 収益事業開始届出書の提出部数及び添付書類 
  この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通（外国法人(人格のない社団等に限ります。)の場合は２通） 
 提出してください。 
 (1) 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 

イ 収益事業の概要を記載した書類 
ロ 収益事業開始の日における収益事業についての貸借対照表 
 
ハ 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し 
ニ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 
(注) ｢オンライン登記情報提供制度｣(http://www.touki.or.jp)を利用した場合には、(照会番号   )及び

(発行年月日： 年 月 日)欄に｢照会番号｣及び｢発行年月日｣を記載してください。この場合には、登記
事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本の添付は不要です。 

ホ 合併により法人が設立され、かつ、その設立の時に収益事業を開始した場合における合併契約書の写し 
(2) 外国法人(人格のない社団等に限ります。) 
イ 収益事業の概要を記載した書類 
ロ 国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった時における収益事業についての貸借対
照表 

３ 各欄の記載方法 
 (1) 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合には、次により記載します。 
  イ 「本店又は主たる事務所の所在地」欄は、次により記載します。 
   (ｲ) 公益法人等にあっては、登記してある主たる事務所の所在地を記載してください。 
   (ﾛ) 人格のない社団等にあっては、本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合にはその定められた所在

地、これらの定めがない場合には主たる事業場の所在地（移動販売業等のように事業場が転々移動する場合
において、その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該社団等の行う業務を企画し、経理を統括
している場所があるときはその場所とし、その場所が転々移転するときは代表者又は管理人の住所とする｡)
を記載してください。 

  ロ 「代表者氏名」欄には、公益法人等又は人格のない社団等を代表する者の氏名を記載してください。ただし、
   人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては管理人の氏名を記載してくださ

い。 
  ハ 「事業の目的」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の本来の事業目的を記載してください。 
  ニ 「事業年度」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の事業年度を記載してください。 
  ホ 「収益事業の種類」欄には、公益法人等又は人格のない社団等が営んでいる収益事業の種類を具体的に記載

してください。 
  ヘ 「『給与支払事務所等の開設届出書』の提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれか該当のものを○で

囲んでください（既に別途に提出している場合も含みます｡）｡ 
    (注) 給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月

以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければな
らないことになっております。 

  ト 「(備考)｣欄には、その他参考となる事項を記載してください。 
  チ 「添付書類」欄には、この届出書に添付したものを○で囲んで表示してください。 
 (2) 外国法人(人格のない社団等に限ります。)が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとな

った場合は､｢内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合」に準じて記載しま
すが、次の点に注意してください。 

  イ 「納税地」欄は、次により記載します。 
(ｲ) その法人が国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141 条第１号から第３号までに規定するもの)
に該当するときは、その収益事業についての国内にある事務所、事業所、その他これらに準ずるもののうち
その主たるものの所在地を納税地として記載してください。 
(ﾛ) その法人が(ｲ)以外で不動産の貸付け等の対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く｡)を受ける法人
に該当するときは、その貸付け等をしている資産のうち主たる資産の所在地を納税地として記載してくださ
い。 
(ﾊ) その法人が(ｲ)及び(ﾛ)以外のものである場合には、その法人が法人税に関する申告、請求その他の行為を
する場所として選択した場所を納税地として記載してください。 

  ロ 「収益事業開始日」欄には、国内において行う収益事業開始の日を記載してください。 
 (3)  「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 
 (4)  「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 
 (5)  「※」欄は記載しないでください。 

収益事業開始届出書の記載要領等 
 

 公益法人等又は人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後２月以内に収益事業
開始届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載要領等を参考
としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 
 

記 
１ 収益事業開始届出書を提出しなければならない法人等 
 (1) 内国法人である公益法人等（法人税法別表第２に掲げる法人）又は人格のない社団等が収益事業を開始した

場合 
 (2) 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有するこ

ととなった場合 
２ 収益事業開始届出書の提出部数及び添付書類 
  この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通（外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の場合は２通）
 提出してください。 
（追 加） 

 (1) 収益事業の概要を記載した書類 
 (2) 収益事業開始の日又は国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった時における収益事

業についての貸借対照表 
 （追 加） 
 （追 加） 
 
 
 
 （追 加） 
（追 加） 
 
 
 

３ 各欄の記載方法 
 (1) 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合には、次により記載します。 
  イ 「本店又は主たる事務所の所在地」欄は、次により記載します。 
   (ｲ) 公益法人等にあっては、登記してある主たる事務所の所在地を記載してください。 
   (ﾛ) 人格のない社団等にあっては、本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合にはその定められた所在

地、これらの定めがない場合には主たる事業場の所在地（移動販売業等のように事業場が転々移動する場合
において、その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該社団等の行う業務を企画し、経理を統括
している場所があるときはその場所とし、その場所が転々移転するときは代表者又は管理人の住所とする｡)
を記載してください。 

  ロ 「代表者氏名」欄には、公益法人等又は人格のない社団等を代表する者の氏名を記載してください。ただし、
   人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては管理人の氏名を記載してくださ

い。 
  ハ 「事業の目的」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の本来の事業目的を記載してください。 
  ニ 「事業年度」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の事業年度を記載してください。 
  ホ 「収益事業の種類」欄には、公益法人等又は人格のない社団等が営んでいる収益事業の種類を具体的に記載

してください。 
  ヘ 「『給与支払事務所等の開設届出書』の提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれか該当のものを○で

囲んでください（既に別途に提出している場合も含みます｡）｡ 
    (注) 給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月

以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければな
らないことになっております。 

  ト 「(備考)｣欄には、その他参考となる事項を記載してください。 
  チ 「添付書類」欄には、この届出書に添付したものを○で囲んで表示してください。 
 (2) 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有するこ

ととなった場合は､｢内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合」に準じて記
載しますが、次の点に注意してください。 

  イ 「納税地」欄は、次により記載します。 
(ｲ) その法人が国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141 条第１号から第３号までに規定するもの)
に該当するときは、その収益事業についての国内にある事務所、事業所、その他これらに準ずるもののうち
その主たるものの所在地を納税地として記載してください。 

(ﾛ) その法人が(ｲ)以外で不動産の貸付け等の対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く｡)を受ける法人
に該当するときは、その貸付け等をしている資産のうち主たる資産の所在地を納税地として記載してくださ
い。 

(ﾊ) その法人が(ｲ)及び(ﾛ)以外のものである場合には、その法人が法人税に関する申告、請求その他の行為を
する場所として選択した場所を納税地として記載してください。 

  ロ 「収益事業開始日」欄には、国内において行う収益事業開始の日を記載してください。 
 (3)  「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 
 (4)  「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 
 (5)  「※」欄は記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 
  （新 設） 

 

 

       普通法人又は協同組合等となった旨の届出書 
 

※ 整 理 番号  

（フリガナ）  

法 人 名  

本店又は主たる
事務所の所在地 

〒 
 
     電話(   )    ―     

納 税 地 
〒 
 
 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                          ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

税務署長殿 
  
普通法人又は協同組合等に該当す
ることとなったので届け出ます。 代 表 者 住 所 

〒 
 
     電話(   )    ―     

名   称 所    在    地 

  

  

  

事

業

の

目

的 

(定款等に記載しているもの) 
 
 
 
(現に行っている又は行う予定のもの) 

支
店
・
出
張
所
・
工
場
等   

該当することとなった日 平成  年  月  日 事業年度 （自）  月  日 （至）  月  日 

該 当 理 由 
１ 公益認定の取消し 
２ 法人税法施行令第３条第１項又は第２項の規定に該当しなくなった場合 
３ その他(                                 ) 

該 当 す る こ と と な っ た 日 に お け る 
源 泉 徴 収 義 務 の 有 無 

有 ・ 無 

該 当 す る こ と と な っ た 日 に お け る 
消 費 税 課 税 事 業 者 の 状 況 

該 当 ・ 非該当 

氏 名 
 

関 与 
税 理 士 

事務所所在地 

 
 
 

電話（   ）    －     

添

付

書

類

等 

 
１ 定款等の写し 
２ 登記事項証明書（履歴事項全部
証明書）、登記簿謄本又はオンラ
イン登記情報提供制度利用 
（照会番号：     ） 
（発行年月日： 年 月 日） 
３ 貸借対照表 
４ その他 

（備 考） 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印 
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

20・06  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 
  （新 設） 

 

普通法人又は協同組合等となった旨の届出書の記載要領等 

 

 公益法人等（収益事業を行っていないものに限ります。）が普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げ
る法人）に該当することとなった場合には、その該当することとなった日以後２月以内に普通法人又は協同組合等
となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方
法を参考としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 
１ 提出部数及び添付書類等 
  この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 
 ①  定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるもの(以下「定款等」といいます。）の写し 
 ② 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 

(注) 「オンライン登記情報提供制度」（http://www.touki.or.jp）を利用した場合には、（照会番号    ）
及び（発行年月日： 年 月 日）欄に「照会番号」及び「発行年月日」を記載してください。この場合
には、登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本の添付は不要です。 

 ③ 貸借対照表 
  
２ 各欄の記載方法 
 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してくだ

さい。 
 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載し

てください。 
 (3) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に行っている事業

又は行う予定の事業の種類を記載してください。 
(4) 「支店・出張所・工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務
所、工場等を記載してください。 

(5) 「該当することとなった日」欄には、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった年月日を記載
してください。 

 (6) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 
 (7) 「該当理由」欄には、該当する理由の番号を○で囲んでください。 
 (8)  「該当することとなった日における源泉徴収義務の有無」欄には、その源泉徴収義務の有無のいずれか該

当のものを○で囲んでください。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に「給与

支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出しなければならないことになっており
ます。 

 (9) 「該当することとなった日における消費税課税事業者の状況」欄には、その消費税課税事業者の該当又は
非該当のいずれか該当のものを○で囲んでください。  

 (10) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 
 (11) 「添付書類等」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 
(12) 普通法人又は協同組合等となったことに伴い、法人名の変更を行っている場合は、｢(備考)｣欄に変更前の

法人名と変更年月日を記載してください。 
(13) 「（備考）」欄には、その他参考となる事項を記載してください。 

 (14) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

 (15) 「※」欄は、記入しないでください。  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

異動届出書の記載要領等 
 
１ この届出書は、法人（国及び地方公共団体の特別会計、連結納税を申請中の法人、法人課税信託を含む。）が事業年度等の変
更、納税地の異動、資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、法人の合併、法人の分割による事業の譲
渡若しくは譲受け、法人の解散（信託の終了）・清算結了、支店・工場等の異動等をした場合に、これを所轄の税務署長に届け
出るときに使用してください。 
 (注) 法人の合併又は分割により新たに設立した法人が、「法人設立届出書」を届け出る場合には、当該届出書の届出は必要あ

りません。 
２ この届出書は次の提出先にそれぞれ１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
 (1) 納税地の異動があった場合（提出法人：納税地を異動した法人） 

異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長 
 (2) 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地に異動があった場合（提出法人：連結親法人） 
① 連結親法人の納税地の所轄税務署長 
② 異動のあった連結子法人の異動前の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 
③ 異動のあった連結子法人の異動後の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

  (注) 上記①～③のすべてに提出していただくことになります。 
 (3) 上記(1)及び(2)以外の異動があった場合（提出法人：異動のあった法人） 
   異動のあった法人の納税地（連結子法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長 
３ 各欄は、次により記載してください。 
 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人等の名称」、「納税地」、「本店又は主たる
事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。なお、提出法人が法人課税信託の受託者である
場合には、「法人等の名称」欄に法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。また、受託者
が個人である場合には「代表者氏名」及び「代表者住所」をそれぞれ「氏名」及び「住所」と読み替えて記載してください。 

 (2) 「異動のあった□連結子法人等」欄には、次の場合に応じて該当する□にレ印を付すとともに、当該法人の「法人名等」、
「納税地（本店又は主たる事務所の所在地）」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

  ① 提出法人が連結親法人（又は連結親法人となる法人）の場合は、異動のあった連結子法人（又は連結子法人となる法人）
の□にレ印を付してください。 
② 提出法人が連結子法人（又は連結子法人となる法人）の場合は、異動のあった法人に係る連結親法人（又は連結親法人
となる法人）の□にレ印を付してください。 

 (3) 法人の合併等に係る異動の場合は、「異動事項等」の各欄は、次の記載事項により記載してください。 
  イ 本店又は主たる事務所の所在地の異動の場合 

異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 
(連結子法人) 

 
 

 
○○○ △△△ □□  

 
△△△ □□□ ○○ 

 
1９・○・○ 

  ロ 吸収合併の場合（被合併法人）       
異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
吸 収 合 併 

 
 合併法人 ㈱ ○○○ 

（△△市××町  ） 
（合併期日） 
1９ ・ ○ ・ ○ 

 
 

    （注）連結子法人が合併等で連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合は、別途「連結完全支配関係等
を有しなくなった旨を記載した書類」を提出してください。 

ハ 新設合併の場合（被合併法人）       
異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
新 設 合 併 

 
 新設合併設立法人 

 ㈱ ◇◇◇ 
（○○市××町  ） 

 
1９ ・ ○ ・ ○ 

(注)１ 新設分割型分割についても｢異動年月日｣欄には、新設分割設立法人の設立登記の日を記載してください。 
２ 信託の併合は合併とみなされるので、適格合併、非適格合併のいずれかの□にレ印を付してください。 

 （追 加） 
 
 
(4) 「所轄税務署」欄には、納税地を異動した場合のみ記入してください。 
(5) 「合併、分割の場合｣欄には、該当する□にレ印を付してください。なお、分割の場合には、分割型分割、分社型分割の区
分のほか、適格分割に該当するかどうかの区分も□にレ印を付してください。また、信託の分割は、分割型分割に含まれる
ものとされています。 

(6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。 
 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 
４ 異動事項の内容確認のため、登記事項証明書、定款等の写しを確認させていただく場合があります。 
（追 加） 
 
 

異動内容を記載 
(転出)法務局の
本店移転登記の
日を記載 

合併法人の名称及び
本店所在地を記載 

合併契約書において合併の
効力発生日と定めた日を記載

連結法人の場合、異動事項等の該当
する法人の親・子の関係を記載

新設合併設立法人の名称
及び本店所在地を記載 新設合併設立法人の

設立登記の日を記載 

異動届出書の記載要領等 
 
１ この届出書は、法人（国及び地方公共団体の特別会計、連結納税を申請中の法人、法人課税信託を含む。）が事業年度等の変
更、納税地の異動、資本金額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、法人の合併、法人の分割による
事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、法人の解散（信託の終了）・清算結了、支店・工場等の異動等をした場合に、こ
れを所轄の税務署長に届け出るときに使用してください。 
 (注) 法人の合併又は分割により新たに設立した法人が、「法人設立届出書」を届け出る場合には、当該届出書の届出は必要あ

りません（「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」についても同様です。）。 
２ この届出書は次の提出先にそれぞれ１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
 (1) 納税地の異動があった場合（提出法人：納税地を異動した法人） 

異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長 
 (2) 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地に異動があった場合（提出法人：連結親法人） 

① 連結親法人の納税地の所轄税務署長 
② 異動のあった連結子法人の異動前の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 
③ 異動のあった連結子法人の異動後の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

  (注) 上記①～③のすべてに提出していただくことになります。 
 (3) 上記(1)及び(2)以外の異動があった場合（提出法人：異動のあった法人） 
   異動のあった法人の納税地（連結子法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長 
３ 各欄は、次により記載してください。 
 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人等の名称」、「納税地」、「本店又は主たる

事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。なお、提出法人が法人課税信託の受託者である
場合には、「法人等の名称」欄に法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。また、受託者
が個人である場合には「代表者氏名」及び「代表者住所」をそれぞれ「氏名」及び「住所」と読み替えて記載してください。 

 (2) 「異動のあった□連結子法人等」欄には、次の場合に応じて該当する□にレ印を付すとともに、当該法人の「法人名等」、
「納税地（本店又は主たる事務所の所在地）」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

  ① 提出法人が連結親法人（又は連結親法人となる法人）の場合は、異動のあった連結子法人（又は連結子法人となる法人）
の□にレ印を付してください。 
② 提出法人が連結子法人（又は連結子法人となる法人）の場合は、異動のあった法人に係る連結親法人（又は連結親法人
となる法人）の□にレ印を付してください。 

 (3) 法人の合併等に係る異動の場合は、「異動事項等」の各欄は、次の記載事項により記載してください。 
  イ 本店又は主たる事務所の所在地の異動の場合 

異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 
(連結子法人) 

 

 
○○○ △△△ □□  

 
△△△ □□□ ○○ 

 
1９・○・○ 

  ロ 吸収合併の場合（被合併法人）       
異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
吸 収 合 併 

 
 合併法人 ㈱ ○○○ 

（△△市××町  ） （合併期日） 
1９ ・ ○ ・ ○ 

 

    （注）連結子法人が合併等で連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合は、別途「連結完全支配関係等
を有しなくなった旨を記載した書類」を提出してください。 

ハ 新設合併の場合（被合併法人）       
異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
新 設 合 併 

 
 新設合併設立法人 

 ㈱ ◇◇◇ 
（○○市××町  ） 

 
1９ ・ ○ ・ ○ 

(注)１ 新設分割型分割についても｢異動年月日｣欄には、新設分割設立法人の設立登記の日を記載してください。 
２ 信託の併合は合併とみなされるので、適格合併、非適格合併のいずれかの□にレ印を付してください。 

(4) 普通法人に該当していた一般社団法人若しくは一般財団法人が公益法人等に該当することとなった場合、公益法人等に該
当していた一般社団法人若しくは一般財団法人が普通法人に該当することとなった場合、又は社団法人若しくは財団法人が
行政庁の認定若しくは認可を受けた場合は、「異動事項等」欄に「法人区分の変更」と記載の上、右側の各欄にそれぞれ異動
前、異動後の法人区分等を記載してください。なお、公益法人等に該当することとなった場合には「（備考）」欄に収益事業
の有無を併せて記載してください。 
 （注）法人区分は、一般社団法人又は一般財団法人のうち、①公益認定を受けているものを「公益認定法人」、②法人税法

上の非営利型法人に該当しているものを「非営利型法人」、①及び②以外のもので行政庁の認可を受けているものを「普
通法人」とし、行政庁の認定又は認可を受ける前の社団法人又は財団法人を「特例民法法人」としてください。 

(5) 「所轄税務署」欄には、納税地を異動した場合のみ記入してください。 
(6) 「合併、分割の場合｣欄には、該当する□にレ印を付してください。なお、分割の場合には、分割型分割、分社型分割の区
分のほか、適格分割に該当するかどうかの区分も□にレ印を付してください。また、信託の分割は、分割型分割に含まれる
ものとされています。 

(7) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。 
(8) 「※」欄は、記載しないでください。 

４ 異動事項の内容確認のため、登記事項証明書、定款等の写しを確認させていただく場合があります。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税
務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人等の名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法
人課税信託の名称を併せて記載してください。 

異動内容を記載 (転出)法務局の本店
移転登記の日を記載 

合併法人の名称及び本店所在地を記載 合併契約書において合併の 
効力発生日と定めた日を記載

連結法人の場合、異動事項等の該当
する法人の親・子の関係を記載 

新設合併設立法人の名称及び本店所在地を記載 

新設合併設立法人の設立登記の日を記載



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
開 設 

給与支払事務所等の 移 転 届出書の記載要領等 
廃 止 
 

１ この届出書は、給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した日から１か月以内

にその事務所等の所在地の所轄税務署長（移転の場合には、移転前と移転後のそれぞれの事務所等

の所在地の所轄税務署長）に提出してください。 

２ 各欄は、次により記載してください。 
「 開設 

(1) 標題の  移転  の文字は、届出の区分に応じ該当する文字を○で囲んでください。 
 廃止 」 

(2) ｢名称｣、「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本

店（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる

事務所）の所在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の所在地を記載してくださ

い。 

(注) この場合、「住所又は本店の所在地」欄に届出者の住所(居所）又は本店(主たる事務所）

の所在地を記載してください。 

(3) 「開設・廃止の内容」欄は、該当するものにレ印を付し、それ以外の場合には、その他にレ印

を付してその内容を(  )内に記載してください。 

(4) 「給与支払を開始する年月日」欄は、給与支払事務所等を開設した月中に給与の支払が開始さ

れない場合に、給与の支払を開始した日（又は開始予定日）を記載してください。 
前  

(5) 「移転  の所在地」欄は、給与支払事務所等を移転した場合のみ、該当する文字を○で囲む後 
とともに、移転前の所在地を所轄する税務署長に提出するときは移転後の所在地を記載し、移

転後の所在地の税務署長に提出するときは移転前の所在地を記載してください。 

(6) 「従事員数及び給与支払の状況」の「給与の定め方」欄には日給・月給等の区分を記載し、「税

額の有無」欄には各人ごとの給与額及び扶養親族等の状況等からみて納付すべき税額があるか

どうかを判断し、その区分の全員について納付すべき税額がないと認められる場合には「無」

を、その他の場合には「有」を○で囲んでください。 

(7) 「その他参考事項」欄は、法人成りにより個人の事業を廃止した場合のその廃止した事業に係

る事業主、納税地、整理番号など、参考となる事項を記載してください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士

等が署名押印してください。 

(9) 「※」欄は、記載しないでください。 

３ 給与支払事務所等の廃止届出書については､｢名称」､｢所在地」､｢代表者氏名」､｢給与支払事務所

等を廃止した年月日」､｢廃止の内容」､｢住所又は本店の所在地」だけ記載してください。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄

には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 
開 設 

給与支払事務所等の 移 転 届出書の記載要領等 
廃 止 
 

１ この届出書は、給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した日から１か月以内

にその事務所等の所在地の所轄税務署長（移転の場合には、移転前と移転後のそれぞれの事務所等

の所在地の所轄税務署長）に提出してください。 

２ 各欄は、次により記載してください。 
「 開設 

(1) 標題の  移転  の文字は、届出の区分に応じ該当する文字を○で囲んでください。 
 廃止 」   

(2) ｢名称｣、「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本

店（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる

事務所）の所在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の所在地を記載してくださ

い。 

(注) この場合、「住所又は本店の所在地」欄に届出者の住所(居所）又は本店(主たる事務所）

の所在地を記載してください。 

(3) 「開設・廃止の内容」欄は、該当するものにレ印を付し、それ以外の場合には、その他にレ印

を付してその内容を(  )内に記載してください。 

(4) 「給与支払を開始する年月日」欄は、給与支払事務所等を開設した月中に給与の支払が開始さ

れない場合に、給与の支払を開始した日（又は開始予定日）を記載してください。 
前  

(5) 「移転  の所在地」欄は、給与支払事務所等を移転した場合のみ、該当する文字を○で囲む後 
とともに、移転前の所在地を所轄する税務署長に提出するときは移転後の所在地を記載し、移

転後の所在地の税務署長に提出するときは移転前の所在地を記載してください。 

(6) 「従事員数及び給与支払の状況」の「給与の定め方」欄には日給・月給等の区分を記載し、「税

額の有無」欄には各人ごとの給与額及び扶養親族等の状況等からみて納付すべき税額があるか

どうかを判断し、その区分の全員について納付すべき税額がないと認められる場合には「無」

を、その他の場合には「有」を○で囲んでください。 

(7) 「その他参考事項」欄は、法人成りにより個人の事業を廃止した場合のその廃止した事業に係

る事業主、納税地、整理番号など、参考となる事項を記載してください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士

等が署名押印してください。 

(9) 「※」欄は、記載しないでください。 

３ 給与支払事務所等の廃止届出書については､｢名称」､｢所在地」､｢代表者氏名」､｢給与支払事務所

等を廃止した年月日」､｢廃止の内容」､｢住所又は本店の所在地」だけ記載してください。 

（追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

  
 特定信託契約の締結等の届出書   ※整理番号  

〒 
納 税 地         

   電話(   )     － 
 

（フリガナ）  

 平成  年  月  日 受 託 者 の 名 称   

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名            ○印  
 

特定信託の名称          

特 定 信 託 の         
委 託 者 の 名 称         

 

 税務署長殿 
※ 信託区分番号  

 

 

   新 た に 特 定 信 託 契 約 を 締 結 す る こ と                          
   特定信託以外の信託が特定信託に該当すること                          

になったので届け出ます。               

特定信託の契約締結等の日               平成  年  月  日  

信 託 期 間               自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 

一 期 目     自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 特 定 信 託 契 約 に          
定 め る 計 算 期 間          

二 期 目     自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 

一 期 目     自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 
計 算 期 間          

二 期 目     自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 

計 算 期 間 に 係 る          
特 記 事 項          

  □ ① 計算期間の末日が営業日でない場合は翌営業日と規定されている。 
  □ ② 三期目以降の計算期間が一定でない。 
  □ ③ その他（                         ） 

添 付 
 
 

書 類 

 
 
 
 
 

１ 特定信託の契約（一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、 
その最初の契約）に係る契約書の写し 
２ 特定信託の約款の写し（特定目的信託にあっては、資産の流動化に関する法律第２条 
第 13 項（定義）に規定する資産信託流動化計画の写し） 
３ その他（                   ） 

 
 
 
 
 

 （備 考） 

 
 

 

 
 

    

 税 理 士 署 名 押 印             ○印   

              

 ※税務署 
処理欄 管理  部門  決算 

期  業種 
番号  入力  名簿  通信日付印 年 月 日 確認印   

 18･06 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託契約の締結等の届出書の記載要領等 
 

１ この届出書は、法人が以下の表の各事項に該当することとなった場合に、下記２の各欄の記
載要領等を参照して作成し、納税地の所轄税務署に添付書類とともに１通（調査課所管法人に
ついては２通）提出してください。 
 

 提    出    事    由 提 出 期 限 等 

(1) 
 特定信託契約（一の約款に基づき複数の信託契約が締
結される特定信託の場合には、その最初の契約）を締結
した場合 

 特定信託契約を締結し
た日から２カ月以内  

(2) 
 既に締結していた特定信託以外の信託が、特定信託契
約に該当することとなった場合 

 該当することとなった
日以後すみやかに 

 

 
２ 各欄は次により記載してください。 
(1)  「特定信託の委託者の名称」欄には、特定信託が「投資信託及び投資法人に関する法
律」第２条第１項（定義）に規定する委託者指図型投資信託に該当する場合に、当該特
定信託の委託者の名称を記載してください。 

(2)  本文については、「新たに特定信託契約を締結すること」又は「特定信託以外の信託が
特定信託契約に該当すること」のうち、該当しないものを二重線で抹消してください。 

(3)  「特定信託の契約締結等の日」欄には、当該特定信託の受託者と委託者が特定信託に
係る契約を締結した日又は既に締結していた特定信託以外の信託が特定信託に該当する
こととなった日を記載してください。 

(4)  「信託期間」欄には、特定信託の契約又は当該契約に基づく約款に定める信託期間を
記載してください。 

(5)  「特定信託に定める計算期間」欄には、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定
める特定信託の計算期間を記載してください。 

(6)  「計算期間」欄には、法人税法第15条の3（計算期間）第１項又は第２項に規定する計
算期間を記載してください。 

(7)  「計算期間に係る特記事項」欄は、該当する事項に「レ」点を付してください（その
他の場合については、その内容をかっこの中に記載してください｡）。 
  また、備考欄には、特記事項に係る各期の計算期間（自・至）を記載してください
（欄が不足する場合には、適宜の用紙を使用してください｡）｡ 
(8)  「添付書類」欄には、この届出書に添付した書類の番号を○で囲み、それ以外の書類を
添付した場合は、その書類の名称をその他のかっこの中に記載してください。 

(9)  「(備考)」欄には、その他参考となる事項を記載してください。 
(10) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、そ
の税理士等が署名押印してください。 

(11) 「※」欄は記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

 

事 業 年 度 指 定 通 知 書 
                            

   貴法人の事業年度については、法令又は定款、寄附行為、規則若しくは規約にその定め 

がなく、かつ、事業年度の届出がないので、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 13 条 

第 3 項の規定により、下記のとおり指定したから通知します。 

記 

  

             自   月   日 

     事 業 年 度             （年 1 回決算）  

             至   月   日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 

20.06 改正                                  （法１２２５）  

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

 

事 業 年 度 指 定 通 知 書 
                            

   貴法人の事業年度については、法令又は定款、寄付行為、規則若しくは規約にその定め 

がなく、かつ、事業年度の届出がないので、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 13 条 

第 3 項の規定により、下記のとおり指定したから通知します。 

記 

  

             自   月   日 

     事 業 年 度             （年 1 回決算）  

             至   月   日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 

17.03 改正                                  （法１２２５）  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
事業年度指定通知書 

 
 １ 使用目的 

   「事業年度指定通知書」(法 1225)は、法令又は定款、寄附行為、規則若しくは規約に事業年度の定めがなく、か

つ、事業年度の届出がない法人について、事業年度を指定し、通知する場合に使用するものである。 

 ２ 作成部数 

   複写により２部作成し、その１部を原義として決裁を受け、他の１部を法人に送付する。 

 ３ 記載要領 

項 目 内 容 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記載する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記載する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記載する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記載する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

４ 送付にあたっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等が

その法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名

又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
事業年度指定通知書 

 
 １ 使用目的 

   「事業年度指定通知書」(法 1225)は、法令又は定款、寄付行為、規則若しくは規約に事業年度の定めがなく、か

つ、事業年度の届出がない法人について、事業年度を指定し、通知する場合に使用するものである。 

 ２ 作成部数 

   複写により２部作成し、その１部を原義として決裁を受け、他の１部を法人に送付する。 

 ３ 記載要領 

項 目 内 容 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記載する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記載する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記載する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記載する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

４ 留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 等  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                              国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
         法人税及び消費税の納税地指定通知書 
 
 
 
 
  法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
 
 
 

記 
 
 
 
   指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                              国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
         法人税及び消費税の納税地指定通知書 
 
 
 
 
  法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
 
 
 

記 
 
 
 
   指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 等  

 
  
 
代表者氏名             殿 

 
 
 
 
                                 国 税 局 長 
 
 
 
 
           法 人 税 及 び 消 費 税 の 納 税 地 指 定 通 知 書 
 
 
 
      
  法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
 
 
 

記 
 
 
 
   指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名  

 
  
 
代表者氏名             殿 

 
 
 
 
                                 国 税 局 長 
 
 
 
 
           法 人 税 及 び 消 費 税 の 納 税 地 指 定 通 知 書 
 
 
 
      
  法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
 
 
 

記 
 
 
 
   指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 

 
  
 
法 人 名 等 

 
 

  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                               国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
          法人税及び消費税の納税地指定通知書（指定替え） 
 
 
 
   法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
  なお、  年  月  日付  第  号による貴法人に対する法人税及び消費税の納 
 
 税地指定の処分は、この通知により失効することとなります。 
 
 
 
                      記 
 
 
 
  指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 

 
  
 
法 人 名 

 
 

  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                               国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
          法人税及び消費税の納税地指定通知書（指定替え） 
 
 
 
   法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
  なお、  年  月  日付  第  号による貴法人に対する法人税及び消費税の納 
 
 税地指定の処分は、この通知により失効することとなります。 
 
 
 
                      記 
 
 
 
  指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 等 

 
 

  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                国 税 局 長 
 
 
 
 
           法人税及び消費税の納税地指定通知書(指定替え) 
 
 
 
 
   法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納  
  
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事  
  
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費  
  
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。  
  
  なお、  年  月  日付  第  号による貴法人に対する法人税及び消費税の納  
 
 税地指定の処分は、この通知により失効することとなります。 
 
 
                      記 
 
 
 
  指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 

 
 

  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                国 税 局 長 
 
 
 
 
           法人税及び消費税の納税地指定通知書(指定替え) 
 
 
 
 
   法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納  
  
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事  
  
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費  
  
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。  
  
  なお、  年  月  日付  第  号による貴法人に対する法人税及び消費税の納  
 
 税地指定の処分は、この通知により失効することとなります。 
 
 
                      記 
 
 
 
  指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                        第    号 
                                   平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 等  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
          法人税及び消費税の納税地指定解除通知書 
 
 
 
 
 
 
 年  月  日付  第  号をもって貴法人の法人税及び消費税の納税地を指定し  
  
 ましたが、この度この指定を解除したから通知します。  
  
   なお、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事務は、本店所在地を所轄する  税  
  
 務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費税の申告書、諸届出書等は、同税務署長あて  
 
 提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                        第    号 
                                   平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
          法人税及び消費税の納税地指定解除通知書 
 
 
 
 
 
 
 年  月  日付  第  号をもって貴法人の法人税及び消費税の納税地を指定し  
  
 ましたが、この度この指定を解除したから通知します。  
  
   なお、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事務は、本店所在地を所轄する  税  
  
 務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費税の申告書、諸届出書等は、同税務署長あて  
 
 提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                        第    号 
                                   平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 等  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                  国 税 局 長 
 
 
 
 
            法人税及び消費税の納税地指定解除通知書 
 
 
 
 
 
 
 年  月  日付  第  号をもって貴法人の法人税及び消費税の納税地を指定  
  
 しましたが、この度この指定を解除したから通知します。  
  
   なお、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事務は、本店所在地を所轄する  税  
  
 務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費税の申告書、諸届出書等は、同税務署長あて  
 
 提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                        第    号 
                                   平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                  国 税 局 長 
 
 
 
 
            法人税及び消費税の納税地指定解除通知書 
 
 
 
 
 
 
 年  月  日付  第  号をもって貴法人の法人税及び消費税の納税地を指定  
  
 しましたが、この度この指定を解除したから通知します。  
  
   なお、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事務は、本店所在地を所轄する  税  
  
 務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費税の申告書、諸届出書等は、同税務署長あて  
 
 提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

 特 定 信 託 に 係 る 計 算   
  

 期 間 の 変 更 等 届 出 書   

  
※整理番号  

 

   〒 

   
納 税 地 

   電話(   )     － 
  （フリガナ）  

 平成  年  月  日 受 託 者 の 名 称          

（フリガナ）  
 

代 表 者 氏 名          ○印 

特定信託の名称          

 税 務 署長殿 
※  信託区分番号  

 

 

特 定 信 託 契 約 又 は 約 款 の 計 算 期 間 を 変 更 し た こ と 

特 定 信 託 契 約 が 計 算 期 間 の 中 途 に お い て 終 了 し た こ と 

特定信託が計算期間の中途において特定信託に該当しなくなったこと 

から、下記のとおり 

 

 
計 算 期 間 が 変 更 に な り ま し た 

特定信託に係る信託期間が終了しました 
ので、法人税法第 15条の 3の規定に基づき届け出ます。 

 
記 

 １ 計算期間の変更 

変 更 前 計 算 期 間             変 更 後 計 算 期 間             変更後計算期間の翌計算期間 

 
 

（自） （至） （自） （至） （自） （至） 

･  ･ ･  ･ ･  ･ ･  ･ ･  ･ ･  ･  

 ２ 特定信託に係る信託期間の終了 

 特 定 信託契約の終了の日                平成  年  月  日 

 特定信託に該当しなくなった日  平成  年  月  日 
 

 添 付 書 類         １ 契約書の写し  ２ その他（                       ） 

 （備 考） 

 

 

 

    

 税 理 士 署 名 押 印             ○印  

               

 ※ 税 務 署 処 理 欄          管理  部門  決算 
期  業種 

番号  入力  名簿   

   16･06 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託に係る計算期間の変更等届出書の記載要領等 
 

１ この届出書は、特定信託が以下の各事項に該当することとなった場合に、特定信託の受託者

である法人が所轄の税務署長に届け出るときに使用してください。 

(1) 特定信託契約又は約款の計算期間を変更した場合 

(2) 特定信託契約が計算期間の中途において終了した場合 

(3) 特定信託が計算期間の中途において特定信託に該当しないこととなった場合 

２ この届出書は１通（調査課所管法人は２通）提出してください。 

３ この届出書には、特定信託の計算期間を変更したことが確認可能な書類（契約書の写し等）

を添付してください。 

４ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 本文については、該当しないものを二重線で抹消してください。 

(2) 「１ 計算期間の変更」欄には、法人税法第15条の3（計算期間）第１項又は第２項に規

定する計算期間の変更前計算期間、変更後計算期間及び変更後計算期間の翌計算期間のそれ

ぞれの計算期間の開始及び終了の日を記載してください。 

(3) 「２ 特定信託に係る信託期間の終了」欄には、特定信託契約が計算期間の中途において

終了した場合における当該特定信託契約の終了の日又は特定信託契約が計算期間の中途にお

いて特定信託に該当しないこととなった場合における当該特定信託に該当しなくなった日を

記載してください。 

(4) 「添付書類」欄には、上記１(1)から(3)の事項に係る契約書の写しを添付した場合は「契

約書の写し」を○で囲み、それ以外の書類を添付した場合は、その書類の名称をその他のか

っこの中に記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税

理士等が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

  
  特定信託の事務引継届出書  

 
 

※整理番号  

〒 
 納 税 地         

   電話(   )     － 
 （フリガナ）  

 平成  年  月  日 受 託 者 の 名 称          

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名             ○印 
 

 
特定信託の名称         

 
 

特 定 信 託 の         
委 託 者 の 名 称         

 

 税 務 署長殿 
※  信託区分番号  

   特定信託の信託事務の引継ぎを受けたので、法人税法第 148 条の２の規定により届け出ます。 

 納 
 税 
 地 

    特定信託の信託 
 
   事務の引継ぎを 
 
  行った受託者 

 名 
 
 称 

 

  引 継 ぎ の 日           平成   年   月   日  

  添 付 書 類          

  引 継 ぎ の 理 由          

 （備 考） 

 

 

 

  
 
 税 理 士 署 名 押 印                   ○印 

 

               

 ※税務署 
処理欄 管理  部門  決算 

期  業種 
番号  入力  名簿  通信日付印 年 月 日 確認印   

   18･06 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託の事務引継届出書の記載要領等 
 

１ 法人が、特定信託契約の信託事務の引継ぎを受けた場合に、その引継ぎの日以後２月以内に、

当該引継ぎの事実を証する書類を添付し、納税地の所轄税務署に提出してください。 

２ この届出書は１通（調査課所管法人は２通）提出してください。 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「特定信託の信託事務の引継ぎを行った受託者」欄には、特定信託の信託事務の引継ぎ

を行った受託者の納税地及び名称を記載してください。 

(2) 「引継ぎの日」欄には、特定信託の信託事務の引継ぎを受けた年月日を記載してくださ

い。 

(3) 「添付書類」欄には、当該引継ぎの事実を証する書類としてこの届出書に添付した書類

の名称を記載してください。 

(4) 「引継ぎの理由」欄には、当該引継ぎを受けた理由を記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その

税理士等が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
） 

           更 正 の 請 求 書 
            （ 単 体 申 告 用 ） ※整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名 ○印  

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

       税務署長殿 
事 業 種 目 業  

              
                      自 平成  年  月  日 
              の規定に基づき、              事業年度の確定申告に係る課税標準等に 
                      至 平成  年  月  日 
  ついて下記のとおり更正の請求をします。 
                          記 

区          分 この請求前の金額 更正の請求金額 

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額 １             円  

軽 減 税 率 適 用 所 得 金 額 ２   同上の内 
訳 そ の 他 の 金 額 ( 1 － 2 ) ３   

所 得 

法 人 税 額 ４   

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 ５   

差 引 法 人 税 額 ( 4 － 5 ) ６   

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 ７   

課 税 土 地 譲 渡 利 益 金 額 ８   土地譲渡 
利 益 金 同 上 に 対 す る 税 額 ９   

課 税 留 保 金 額 10   
留保金 

同 上 に 対 す る 税 額 11   

使 途 秘 匿 金 額 12   使 途 
秘匿金 同 上 に 対 す る 税 額 13   

法 人 税 額 計 (６ ＋ ７ ＋ ９ ＋ 1 1 ＋ 1 3 ) 14   

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 15   

控 除 税 額 16   

差引所得に対する法人税額（ 1 4 － 1 5 － 1 6 ） 17   

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 18   

納 付 す べ き 法 人 税 額 19   
差引 

還 付 金 額 20   

翌 期 へ 繰 り 越 す 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 21   
（更正の請求をする理由等） 

修正申告書提出年月日 平成  年  月  日 

更正決定通知書受理年月日 平成  年  月  日 
添付書類  

還付される税金 
の受取場所 

１ 銀行等の預貯金口座に振込みを希望する場合 
       銀行・金庫・組合      本店・支店 
       漁協 ・ 農協       本所・支所 
       預金 口座番号            

２ 日本郵政公社の通常貯金口座に振込みを希望する場合 
   通常貯金口座の記号番号     －       
３ 郵便局窓口での受け取りを希望する場合 

               郵便局 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

18．06改正                                       （法 １１０１）  

国税通則法第23条 
法人税法第80条の２ 

（
規
格
Ａ
４
） 

           更 正 の 請 求 書 
            （ 単 体 申 告 用 ） ※整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名 ○印  

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

       税務署長殿 
事 業 種 目 業  

              
                      自 平成  年  月  日 
              の規定に基づき、              事業年度の確定申告に係る課税標準等に 
                      至 平成  年  月  日 
  ついて下記のとおり更正の請求をします。 
                          記 

区          分 この請求前の金額 更正の請求金額 

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額 １             円  

軽 減 税 率 適 用 所 得 金 額 ２   同上の 
内 訳 そ の 他 の 金 額 ( 1 － 2 ) ３   

所 得 

法 人 税 額 ４   

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 ５   

差 引 法 人 税 額 ( 4 － 5 ) ６   

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 ７   

課 税 土 地 譲 渡 利 益 金 額 ８   土地譲渡 
利 益 金 同 上 に 対 す る 税 額 ９   

課 税 留 保 金 額 10   
留保金 

同 上 に 対 す る 税 額 11   

使 途 秘 匿 金 額 12   使 途 
秘匿金 同 上 に 対 す る 税 額 13   

法 人 税 額 計 ( ６ ＋ ７ ＋ ９ ＋ 1 1 ＋ 1 3 ) 14   

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 15   

控 除 税 額 16   

差 引 所得に対する法人税額（ 1 4 － 1 5 － 1 6 ） 17   

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 18   

納 付 す べ き 法 人 税 額 19   
差引 

還 付 金 額 20   

翌 期 へ 繰 り 越 す 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 21   

（更正の請求をする理由等） 

修正申告書提出年月日 平成  年  月  日 

更正決定通知書受理年月日 平成  年  月  日 
添付書類  

還付を受けようと 
する金融機関等 

１ 銀行等の預金口座に振込みを希望する場合 
       銀行            本店・支店 

金庫・組合         出 張 所 
       漁協・農協         本所・支所 
       預金 口座番号             

２ ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 
  貯金口座の記号番号     －       
３ 郵便局等の窓口での受け取りを希望する場合 

郵便局名等             

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
   
20．06改正                                        （法 １１０１） 

国税通則法第23条 
法人税法第80条の２ 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

更正の請求書（単体申告用）の記載要領等 
 
１ この請求書は、次に掲げる事実に該当する場合等に、国税通則法第23条又は法人税法第80条の２の規定に基づい

て更正の請求をするときに使用するものです。 

 (1) 税務署に提出した確定申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が、法人税に関する法律の規定に従っ

ていなかったため又は当該計算に誤りがあったために、次のことに該当する場合 

  イ 納付すべき税額が過大となったこと。 

  ロ 申告書に記載した欠損金額が過少となったこと（申告書に欠損金額を記載しなかった場合を含む｡）。 

  ハ 申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少となったこと（申告書に還付金の額に相当する税額を記

載しなかった場合を含む｡)。 

 (2) 修正申告書を提出した場合又は更正、決定を受けた場合に、その修正申告又は更正、決定に伴い、その後の

事業年度の法人税額が過大となる場合（欠損金額又は還付金額については過少となる場合） 

２ この請求書は、次の区分に応じてそれぞれの提出期限までに提出する必要があります。 
 
 
    区 分       提 出 期 限 

 

 

(1) 国税通則法第 23条第１項の規 
定に基づいて提出する場合 

 請求のもとになる申告の法定申告期限（申告期限の延長申請に対する承認
がある場合は、その承認申期限）から１年以内 

 

 

(2) 国税通則法第 23条第２項の規 
定に基づいて提出する場合 

 国税通則法第 23 条第２項の各号に掲げる事実に該当した日の翌日から起
算して２月以内 

 

 

 (3) 法人税法第 80条の２の規定に 
基づいて提出する場合 

 請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた
日の翌日から起算して２月以内 

 

３ この請求書は、１通（調査課所管法人の場合は２通）作成して提出してください。 

４ この請求書の各欄の記載は、次によります。 

 (1) 「この請求前の金額」欄には、請求のもとになる確定申告書（当該申告書に関し更正があった場合には、更

正通知書）に記載された該当項目の金額を移記してください。 

 (2) 「更正の請求金額」欄には、請求に基づいて更正がなされた場合の金額を、確定申告書の記載方法に準じて

計算の上、 記載してください。 

 (3) 「更正の請求をする理由等」欄には、請求をする理由及び請求をするに至った事情について記載するほか、

その他参考となる事項がある場合はこれを付記してください。 

 (4) 「修正申告書提出年月日」欄又は「更正決定通知書受理年月日」欄は、法人税法第80条の2の規定に基づいて

更正の請求を行う場合に記載してください。 

 (5) 「還付を受けようとする金融機関等」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預金口座への振

込みを希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください｡）、預金の種類及びそ

の口座番号を記載してください。ゆうちょ銀行の貯金口座への振込みを希望されるときは、その貯金口座の記

号番号を記載してください。また、ゆうちょ銀行又は郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払を

受けるのに便利な郵便局名等を記載してください。 

 (6) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

更正の請求書（単体申告用）の記載要領等 
 
１ この請求書は、次に掲げる事実に該当する場合等に、国税通則法第23条又は法人税法第80条の２の規定に基づい

て更正の請求をするときに使用するものです。 

 (1) 税務署に提出した確定申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が、法人税に関する法律の規定に従っ

ていなかったため又は当該計算に誤りがあったために、次のことに該当する場合 

  イ 納付すべき税額が過大となったこと。 

  ロ 申告書に記載した欠損金額が過少となったこと（申告書に欠損金額を記載しなかった場合を含む｡）。 

  ハ 申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少となったこと（申告書に還付金の額に相当する税額を記

載しなかった場合を含む｡)。 

 (2) 修正申告書を提出した場合又は更正、決定を受けた場合に、その修正申告又は更正、決定に伴い、その後の

事業年度の法人税額が過大となる場合（欠損金額又は還付金額については過少となる場合） 

２ この請求書は、次の区分に応じてそれぞれの提出期限までに提出する必要があります。 
 
 
    区 分       提 出 期 限 

 

 

(1) 国税通則法第 23条第１項の規 
定に基づいて提出する場合 

 請求のもとになる申告の法定申告期限（申告期限の延長申請に対する承認
がある場合は、その承認申期限）から１年以内 

 

 

(2) 国税通則法第 23条第２項の規 
定に基づいて提出する場合 

 国税通則法第 23 条第２項の各号に掲げる事実に該当した日の翌日から起
算して２月以内 

 

 

 (3) 法人税法第 80条の２の規定に 
基づいて提出する場合 

 請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた
日の翌日から起算して２月以内 

 

３ この請求書は、１通（調査課所管法人の場合は２通）作成して提出してください。 

４ この請求書の各欄の記載は、次によります。 

 (1) 「この請求前の金額」欄には、請求のもとになる確定申告書（当該申告書に関し更正があった場合には、更

正通知書）に記載された該当項目の金額を移記してください。 

 (2) 「更正の請求金額」欄には、請求に基づいて更正がなされた場合の金額を、確定申告書の記載方法に準じて

計算の上、 記載してください。 

 (3) 「更正の請求をする理由等」欄には、請求をする理由及び請求をするに至った事情について記載するほか、

その他参考となる事項がある場合はこれを付記してください。 

 (4) 「修正申告書提出年月日」欄又は「更正決定通知書受理年月日」欄は、法人税法第80条の2の規定に基づいて

更正の請求を行う場合に記載してください。 

 (5) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預貯金口座への振込み

を希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください｡）、預貯金の種類及びその

口座番号を記載してください。日本郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望されるときは、その通常貯金口

座の記号番号を記載してください。また、郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払を受けるのに

便利な郵便局名を記載してください。 

 (6) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

  
 特定信託に係る更正の請求書   
  

※整理番号  

〒 
 納 税 地         
        電話（   ）   － 

 

(ﾌ ﾘ ｶ゙  ﾅ)  
  平成  年  月  日 
            

受 託 者 の 名 称  

(ﾌ ﾘ ｶ゙  ﾅ)  
 

代 表 者 氏 名          ○印  

特定信託の名称          

 税 務 署長殿 
※ 信託区分番号  

 

   国税通則法第 2 3条           
   法人税法第82条の16           

の規定に基づき 
自 平成    年    月    日 
至 平成    年    月    日 

計算期間の特定信託確定申告に係る 

 

 
  課税標準等について下記のとおり更正の請求をします。 

記 

区 分             この請求前の金額          更 正 の 請 求 金 額          

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額                    １ 円  円 
所  得 

法 人 税 額                    ２   

課 税 土 地 譲 渡 利 益 金 額                    ３   土地譲渡 
利 益 金     同 上 に 対 す る 税 額                    ４   

課 税 留 保 金 額                    ５   
留 保 金     

同 上 に 対 す る 税 額                    ６   

法 人 税 額 計                 （２＋４＋６） ７   

控 除 税 額                         ８   

差 引 所 得 に 対 す る 法 人 税 額                   （７－８） ９   

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額                         10   

納 付 す べ き 法 人 税 額                    11   
差 引     

還 付 金 額                    12   

翌 期 へ 繰 り 越 す 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金                         13   

 

 （更正の請求をする理由等） 

 

 
 
 

修正申告書提出年月日             平成    年    月    日 

更正決定通知書受理年月日 平成    年    月    日 
添付書類  

 還付される税金 
 
の受取場所 

１ 銀行等の預貯金口座に振込みを希望する
場合 
 
     銀行･金庫･組合    本店･支店 
      漁 協・農 協     本所･支所 
 
     預金 口座番号         

２ 日本郵政公社の通常貯金口座に振込みを
希望する場合 
通常貯金口座の記号番号    

           －         
 
３ 郵便局窓口での受け取りを希望する場合 
                 郵便局 

 
 

    

 税 理 士 署 名 押 印                ○印   

               

 ※税務署 処理欄 管理  部門  決算 
期  業種 

番号  整理
簿  備考  通信日付印 年 月 日 確認印   

  18･06 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託に係る更正の請求書の記載要領等 

 

１ この請求書は、次に掲げる事実に該当する場合に、国税通則法第23条又は法人税法第82条の16の規定に基づいて更

正の請求をするときに使用するものです。 

(1) 税務署に提出した特定信託確定申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が、法人税に関する法律の規定

に従っていなかったため又は当該計算に誤りがあったために、次のことに該当する場合 

イ 納付すべき税額が過大となったこと。 

ロ 申告書に記載した欠損金額が過少となったこと（申告書に欠損金額を記載しなかった場合を含みます｡)。 

ハ 申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少となったこと（申告書に還付金の額に相当する税額を記載

しなかった場合を含みます｡）。 

(2) 修正申告書を提出した場合又は更正、決定を受けた場合に、その修正申告又は更正、決定に伴い、その後の計算

期間分の特定信託に係る所得金額又は法人税額が過大となる場合（欠損金額又は還付金額については過少となる場

合） 

２ この請求書は、次の区分に応じてそれぞれの提出期限までに提出する必要があります。 

区     分 提    出    期    限 

(1) 国税通則法第23条第１項の規定

に基づいて提出する場合 

請求の基になる申告の法定申告期限（申告期限の延長申請に対する承認があ

る場合は、その承認申告期限）から１年以内 

(2) 国税通則法第23条第２項の規定

に基づいて提出する場合 

国税通則法第23条第２項の各号に掲げる事実に該当した日の翌日から起算し

て２月以内 

 

(3) 法人税法第82条の16の規定に基

づいて提出する場合 

請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた日の

翌日から起算して２月以内 

 

 

３ この請求書は、１通（調査課所管法人の場合は２通）提出してください。 

４ この請求書の各欄の記載は、次によります。 

(1) 「この請求前の金額」欄には、請求の基になる特定信託確定申告書（当該申告書に関し更正があった場合には、

更正通知書）に記載された該当項目の金額を移記してください。 

(2) 「更正の請求金額」欄には、請求に基づいて更正がなされた場合の金額を、特定信託確定申告書の記載方法に

準じて計算の上、記載してください。 

(3) 「更正の請求をする理由等」欄には、請求をする理由及び請求をするに至った事情について記載するほか、そ

の他参考となる事項がある場合はこれを付記してください。 

(4) 「修正申告書提出年月日」欄又は「更正決定通知書受理年月日」欄は、法人税法第82条の16の規定に基づいて

更正の請求を行う場合に記載してください。 

(5) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預貯金口座への振込みを

希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください｡）、預貯金の種類及びその口座番

号を記載してください。日本郵政公社の通常貯金口座へ振込みを希望されるときは、その通常貯金口座の記号番号

を記載してください。また、郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払いを受けるのに便利な郵便局名

を記載してください。 

(6) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印し

てください。 

(7) 「※」欄は、記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

    

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書 

 
                     自平成  年  月  日 (連結)事業年度 
貴法人から平成  年  月  日付でされた                     に係る 
                     至平成  年  月  日 課 税 期 間 

 更正の請求については、調査した結果、下記理由により更正をすべき理由がないと認められるので通知 

 します。 

記 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 

 

 

20．06 改正                              （法１１０２－２）  

（
規
格
Ａ
４
） 

(正 本) 法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書 

 
                     自平成  年  月  日 (連結)事業年度 
貴法人から平成  年  月  日付でされた                     に係る 
                     至平成  年  月  日 課 税 期 間 

 更正の請求については、調査した結果、下記理由により更正をすべき理由がないと認められるので通知 

 します。 

記 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 

 

 

17．03 改正                              （法１１０２－２）  

（
規
格
Ａ
４
） 

(正 本) 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

    

 

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書 

 
１ 使用目的 

「更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書」(法 1102-1、法 1102-2)は、更正の請求に対して

調査した結果、その更正をすべき理由がないと認めた場合、更正の請求が請求期限経過後に提出されたもの又は請

求事項が不適法なものである場合に、請求法人に対してその旨を通知するときに使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

 提出された更正の請求書に基づき、提出年月日及び請求対象事業年度又は請求対象課税
期間を記入し、当該請求書が、法人税の場合は「課税期間」の文字を抹消し、単体法人の
場合は「連結事業年度」の「連結」の文字を抹消する。消費税及び地方消費税の場合は「連
結事業年度」の文字を抹消する。 

理 由  更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした理由を具体的に記載する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 
調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
(1)  税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
(2)  国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所
属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに
留意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
イ 青色申告法人及び連結法人に対してこの通知を行う場合（青色申告書に係る更正等） 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
ロ イ以外の法人に対してこの通知を行う場合（その他の処分） 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
イ 青色申告法人及び連結法人に対してこの通知を行う場合（青色申告書に係る更正等） 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
ロ イ以外の法人に対してこの通知を行う場合（その他の処分） 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等が

その法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名

又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書 

 
１ 使用目的 

「更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書」(法1102-1、法 1102-2)は、更正の請求に対して

調査した結果、その更正をすべき理由がないと認めた場合、更正の請求が請求期限経過後に提出されたもの又は請

求事項が不適法なものである場合に、請求法人に対してその旨を通知するときに使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

 提出された更正の請求書に基づき、提出年月日及び請求対象事業年度又は請求対象課税
期間を記入し、当該請求書が、法人税の場合は「課税期間」の文字を抹消し、単体法人の
場合は「連結事業年度」の「連結」の文字を抹消する。消費税及び地方消費税の場合は「連
結事業年度」の文字を抹消する。 

理 由  更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした理由を具体的に記載する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 
調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
(1)  税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
(2)  国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所
属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに
留意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
イ 青色申告法人及び連結法人に対してこの通知を行う場合（青色申告書に係る更正等） 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
ロ イ以外の法人に対してこの通知を行う場合（その他の処分） 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
イ 青色申告法人及び連結法人に対してこの通知を行う場合（青色申告書に係る更正等） 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
ロ イ以外の法人に対してこの通知を行う場合（その他の処分） 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 
別 添 ２ 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        （追 加） 
 
 
 
 

 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      （削 除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
 
                                       第    号 
                                  平成  年  月  日 
 〒  
  
 
納 税 地  

 
  
  
 
法 人 名 等 

 

 
  
  
 
代表者氏名  殿 

          税 務 署 長 
 
                                        ○印 
 
 
 
 納 税 申 告 書  
 更 正 の 請 求 書 

の 移 送 通 知 書
 

 
 
 
 
 納税申告書 
 

貴法人から平成  年  月  日付で提出された 
 

の 
更正の請求書 

につ 

 
 いては、下記の理由により         税務署長に移送しましたので通知します。 
 

  なお、今後この事案についての申出先は、上記税務署長となります。 

 
記 

 
 １ 移送する納税申告書・更正の請求書 
 
 
 
 ２ 移送の理由 
 
 
 
 ３ 移送する関係書類、物件 
 
 
 
 ４ 参考事項 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正                                         （法０４０１－２）  

（
規
格
Ａ
４
）

 
 
                                       第    号 
                                  平成  年  月  日 
 〒  
  
 
納 税 地  

 
  
  
 
法 人 名 

 

 
  
  
 
代表者氏名  殿 

          税 務 署 長 
 
                                        ○印 
 
 
 
 納 税 申 告 書  
 更 正 の 請 求 書 

の 移 送 通 知 書
 

 
 
 
 
 納税申告書 
 

貴法人から平成  年  月  日付で提出された 
 

の 
更正の請求書 

につ 

 
 いては、下記の理由により         税務署長に移送しましたので通知します。 
 

  なお、今後この事案についての申出先は、上記税務署長となります。 

 
記 

 
 １ 移送する納税申告書・更正の請求書 
 
 
 
 ２ 移送の理由 
 
 
 
 ３ 移送する関係書類、物件 
 
 
 
 ４ 参考事項 
 
 
 
 
 
 
13．07 改正                                         （法０４０１－２） 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

              納税申告書 
     の移送通知書 

              更正の請求書 
１ 使用目的 

「納税申告書 

 更正の請求書 
の移送書通知書｣(法0401-2)は、国税通則法第21条第３項又は同法第23条第７項の規定による 

場合等、現在の納税地を所轄する税務署長以外の税務署長に提出された納税申告書又は更正の請求書を現在の納税

地を所轄する税務署長に移送した旨を納税者に通知するために使用する。 

 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 「 納税申告書・ 

 更 正の請求書」 

標題及び本文中の「納税申告書・更正の請求書」の区分は、いずれか該当しない文字を

抹消する。 

「……提出された 

の……」 

本文中の「……提出された    の……」の空白部分には、移送すべき書類の税目を

記載する。 

移送する納税申告

書・更正の請求書 

                    自平成○年○月○日 
移送すべき書類に応じて、例えば､｢法人税の         事業年度分確定申告書｣、 
                    至平成○年○月○日 
           自平成○年○月○日 
「消費税及び地方消費税の         課税期間の更正の請求書」等と記載する。 
           至平成○年○月○日 

移 送 の 理 由 上記使用目的に掲げる場合に応じ、その理由を記載する。 

  
 
                   「納税申告書  
（注）移送の理由等の記載に当たっては、       の移送書」と複写で記載する。 
                    更正の請求書 

 

３ 送付にあたっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に通知書等を提出する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

              納税申告書 
     の移送通知書 

              更正の請求書 
１ 使用目的 

「納税申告書 

 更正の請求書 
の移送書通知書｣(法0401-2)は、国税通則法第21条第３項又は同法第23条第７項の規定による 

場合等、現在の納税地を所轄する税務署長以外の税務署長に提出された納税申告書又は更正の請求書を現在の納税

地を所轄する税務署長に移送した旨を納税者に通知するために使用する。 

 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 「 納税申告書・ 

 更 正の請求書」 

標題及び本文中の「納税申告書・更正の請求書」の区分は、いずれか該当しない文字を

抹消する。 

「……提出された 

の……」 

本文中の「……提出された    の……」の空白部分には、移送すべき書類の税目を

記載する。 

移送する納税申告

書・更正の請求書 

                    自平成○年○月○日 
移送すべき書類に応じて、例えば､｢法人税の         事業年度分確定申告書｣、 
                    至平成○年○月○日 
           自平成○年○月○日 
「消費税及び地方消費税の         課税期間の更正の請求書」等と記載する。 
           至平成○年○月○日 

移 送 の 理 由 上記使用目的に掲げる場合に応じ、その理由を記載する。 

  
 
                   「納税申告書  
（注）移送の理由等の記載に当たっては、       の移送書」と複写で記載する。 
                    更正の請求書 

 

  （追 加） 

 

 

 

 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

                  第       号  

                  年   月   日  納 税 地      

  

受託者の  
名    称 

  税 務 署 長  

  財務事務官 ○印 

 

代 表 者      
氏  名 

 殿   

   

 
特定信託の各計算期間の所得に対する法人税額等の     通知書及び 
 
加算税の賦課決定通知書 

 

   

 
自    年  月  日 
至    年  月  日 

計算期間分（   ）の次の特定信託の所得に対する法人税について、下記のとおり  

 法人税額等の         及び加算税の賦課決定をしたから通知します。  

    

特定信託の名称   
 

記 
 

摘        要 申告又は更正前の金額 更正又は決定の金額  

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額 １  円  円 

法 人 税 額 ２     

課 税 土 地 譲 渡 利 益 金 額 ３     土地譲渡 
利 益 金 同 上 に 対 す る 税 額 ４     

課 税 留 保 金 額 ５     
留 保 

同 上 に 対 す る 税 額 ６     

 

 法 人 税 額 計 ７     
 
 控 除 所 得 税 額 等 ８     
 

差 引 所 得 に 対 す る 法 人 税 額 ９     

還 付 所 得 税 額 等 10     
 

還 付 金 額 11     欠 損 
繰 戻 し 減 少 す る 還 付 加 算 金 12    

 

差 引 合 計 法 人 税 額 13     

既 に 納 付 の 確 定 し た 本 税 額 14     

差引納付すべき又は減少（－印）する法人税額 15     

 

翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金 16     

 

   
賦 課 し た 加 算 税 の 額 の 計 算 明 細 この通知により納付すべき又は 

減少（－印）する税額 区     分 加算税の基礎となる税額 加算税の額 

本 税 の 額  円  申告      賦課決定額  円  円 

無申告加算税   加 算 税 変更決定後の賦課決定額     

過少申告加算税        賦課決定額     

 

重 加 算 税   

 

重 加 算 税 
変更決定後の賦課決定額     

 

   

 この通知書に係る処分は、                    の職員の調査に基づいて行いました。  

   

   



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

１ 納付すべき税額は、同封の納付書により    年   月   日までに日本銀行（本店、支店、代理店及び歳入代理店
（郵便局を含む。））又は当税務署へ納付してください。 

２ 本税等と併せて納付すべき延滞税は、次の「延滞税の額の計算方法」により計算してください。 
３ 延滞税の額の計算方法（国税通則法第６０条、第６１条、第１１８条、第１１９条及び租税特別措置法第９４条） 

 延滞税の割合  
７.３％（注）２ 

期間（日数） 
（注）３   

 

納付すべき本税の
額 
（注）１ 

 納期限の翌日から２月を経過 
した日以後は１４.６％ 

 
法 定 納 期 限 の 翌日 
か ら 完 納 の 日 まで  

 

× 

 

× 

   
 

３６５ 

延 滞 税 の 額 
（注)４ 

 
 
 

 
 
＝ 

  
 
(注)１ 本税の額が１０，０００円未満の場合には、延滞税を納付する必要はありません。 

本税の額が１０，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算してください。 
２ 平成１２年１月１日以後の延滞税の割合は、年単位（１／１～１２／３１）で適用することとなります。 

具体的な割合は、次のとおりです。 
・ 納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・年「７．３％」と「前年の１１月３０日において日本銀行が定める基準
割引率＋４％」のいずれか低い割合 

・ 納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・年「１４．６％」 
３ 次の場合には、延滞税の額の計算の基礎となる「期間（日数）」に特例が設けられていますから御注意ください。 
① 期限内申告書を提出している場合で確定申告期限から１年を経過した日以降に更正があったとき又は期限後申告書を提
出している場合でその提出した日の翌日から起算して１年を経過した日以降に更正があったとき（偽りその他不正の行 
為により税金を免れ又は還付を受けた法人に対する更正については、この特例の適用はありません。)（国税通則法第６
１条） 
② 欠損金の繰戻しに係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第１号） 
③ 期限後申告書に係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第３号） 

４ 延滞税の額が１，０００円未満の場合は、納付する必要はありません。 
延滞税の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨ててください。 

 
４ この更正又は決定が､申告期限から１年を経過してされた場合で､その国税を一時に納付することができないと認められるとき
は､原則として納期限内にされた申請により､１年以内の期間、納税の猶予が認められます。 

５ 内容に不明な点がありましたら遠慮なく当税務署にお問い合わせください。 
６ 翌期首現在の利益積立金額について 

この更正又は決定により､税務計算上の翌期首現在利益積立金額は､次のとおりとなります。 
 
 科    目 翌期首現在利益積立金額 科    目 翌期首現在利益積立金額  

 利 益 準 備 金               

   積 立 金               

                

                

                

                

                

                

                

                

        繰 越 損 益 金        

        納 税 充 当 金        

        未 納 法 人 税        

        未 納 都 道 府 県 民 税        

        未 納 市 町 村 民 税        

        差 引 合 計 額        

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

  

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

税務署長に対して 異議申立て又は国 税不服審判所長（ 提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。  

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

  

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

国税局長に対して異議申立て又は国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。  

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

            第          号

 納 税 地  

            年     月     日

受託者の 
 

名 称 
  税 務 署 長 

財務事務官 ○印 

 

代 表 者 
 

氏 名 
 殿 

 

 
 

特定信託に係る法人税の加算税の賦課決定通知書 
 

次の特定信託に係る法人税について下記のとおり加算税を賦課決定します。  
 
特定信託の名称 
 

記 
 

計 算 期 間         区        分 加算税の計算の基礎となる税額 加算税額 

 賦課決定額  円 円

 変更決定後の賦課決定額     
 

申 告 
加算税  この通知により納付すべき加算税の額又は減少（ －印 ）する加算税の額    

 賦課決定額     

 変更決定後の賦課決定額     

自    年  月  日 
 

至    年  月  日 
（     ） 重 加 

算  税 
 この通知により納付すべき加算税の額又は減少（ －印 ）する加算税の額    

 賦課決定額     

 変更決定後の賦課決定額     
 

申 告 
加算税  この通知により納付すべき加算税の額又は減少（ －印 ）する加算税の額    

 賦課決定額     

 変更決定後の賦課決定額     

自    年  月  日 
 

至    年  月  日 
（     ） 重 加 

算  税 
 この通知により納付すべき加算税の額又は減少（ －印 ）する加算税の額    

 賦課決定額     

 変更決定後の賦課決定額     
 

申 告 
加算税  この通知により納付すべき加算税の額又は減少（ －印 ）する加算税の額    

 賦課決定額     

 

 変更決定後の賦課決定額     

 

  
 

自    年  月  日 
 

至    年  月  日 
（     ） 重 加 

算  税 
 
この通知により納付すべき加算税の額
又は減少（ －印 ）する加算税の額    

 
 
○ 納付すべき加算税の額は、同封の納付書により    年 月 日までに日本銀行（本店、支店、
代理店及び歳入代理店（郵便局を含む。））又は当税務署へ納付してください。  
なお、納付書には、納付すべき加算税の額を計算期間ごとにそれぞれ別葉にして書いてください。 

 
  この処分は、          の職員の調査に基づいて行いました。   

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○             、            又は            

計算期間分の処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月

以内に         に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、 

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。 

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

自平成  年  月  日
至平成  年  月  日

自平成  年   月   日
至平成  年   月  日

自平成  年 月 日
至平成   年   月   日 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

                   

           青色申告の承認の取消通知書          
                  

貴法人の青色申告の承認は、次の事実が法人税法第 127 条第 1 項第四号に該当する 

    自平成  年  月  日 
ので、            事業年度以後これを取り消したから通知します。 

    至平成  年  月  日 
 

 
（取消処分の基因となった事実） 

 

 自   年  月  日 

 至   年  月  日 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 この通知に係る処分は、       の職員の調査に基づいて行いました。  

  
 

 
 

 

 
 
20．06 改正                                    （法 １３０４） 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

                   

           青色申告の承認の取消通知書          
                  

貴法人の青色申告の承認は、次の事実が法人税法第 127 条第 1 項第四号に該当する 

    自平成  年  月  日 
ので、            事業年度以後これを取り消したから通知します。 

    至平成  年  月  日 
 

 
（取消処分の基因となった事実） 

 

 自   年  月  日 

 至   年  月  日 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 この通知に係る処分は、       の職員の調査に基づいて行いました。  

  
 

 
 

 

 
 
17．03 改正                                    （法 １３０４） 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

公    示    送    達    書 

 

                                                              平成    年    月    日 

 

     下記の書類は当税務署                  部門に保管していますので、来署の上受領  
 

  してください。 
 

 

                    税 務 署 長 

                      財 務 事 務 官             ○印  
 

送達を受けるべき 
納 税 地 

 

法人又は源泉徴収 
法 人 名 等 又 は 
源泉徴収義務者名 

 

    義務者 
代 表 者 氏 名 

 

 

送達する書類の 

 

 

名 称 

 

 

 
 （注意） 
 
     国税通則法第１４条第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過した 
 
   ときに書類の送達があったものとみなされます。 
 
20・06改正                                          （法１２１４）  

（
規
格
Ａ
４
）

公    示    送    達    書 

 

                                                              平成    年    月    日 

 

     下記の書類は当税務署                  部門に保管していますので、来署の上受領  
 

  してください。 
 

 

                    税 務 署 長 

                      財 務 事 務 官             ○印  
 

送達を受けるべき 
納 税 地 

 

法人又は源泉徴収 
法 人 名 又 は 
源泉徴収義務者名 

 

    義務者 
代 表 者 氏 名 

 

 

送達する書類の 

 

 

名 称 

 

 

 
 （注意） 
 
     国税通則法第１４条第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過した 
 
   ときに書類の送達があったものとみなされます。 
 
13・07改正                                          （法１２１４）  

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

公示送達書 
 
 １ 使用目的 
   「公示送達書｣(法 1214）は、国税通則法第 14条の規定に基づいて、公示送達を行う場合に使用する。 
 ２ 作成部数等 
   この書類は、送達を受けるべき法人ごとに、かつ公示年月日の異なるごとに２部作成し、その１部を原義とし
て、これに送付による送達があて先不明として返戻された書類ならびに法務局及び市町村役場等についての調査
事績等を添付して決裁に回付する。 

   決裁終了後、他の１部を税務署の掲示場に掲示するため、総務課に回付する。 
 ３ 記載要領 
 

項  目 内               容 

 
平成 年 月 日   公示をした日を記載する。 

 
当税務署  部門 

  空欄には、公示送達をする書類を保管している部門名を、例えば「法人課税第一部門」、 
 「法人課税」､｢調査｣のように記載する。 

 
 

  例えば、 
 イ 青色申告の承認の取消通知書……………………………………………………………１通 

 

 
 ロ           事業年度分の｢法人税額等の更正通知書｣……………………１通 
 

 

 

送達する書類の 
名 称 

 ハ 源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書…………………………………１通 
   のように記載する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する
法律に基づき税務署長等が公示送達を行う場合には、公示送達書等の「法人名等又は源泉徴収義務者名」の欄

には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
 

自平成○○年○月○日 
至平成○○年○月○日 

公示送達書 
 
 １ 使用目的 
   「公示送達書｣(法 1214）は、国税通則法第 14条の規定に基づいて、公示送達を行う場合に使用する。 
 ２ 作成部数等 
   この書類は、送達を受けるべき法人ごとに、かつ公示年月日の異なるごとに２部作成し、その１部を原義とし
て、これに送付による送達があて先不明として返戻された書類ならびに法務局及び市町村役場等についての調査
事績等を添付して決裁に回付する。 

   決裁終了後、他の１部を税務署の掲示場に掲示するため、総務課に回付する。 
 ３ 記載要領 
 

項  目 内               容 

 
平成 年 月 日   公示をした日を記載する。 

 
当税務署  部門 

  空欄には、公示送達をする書類を保管している部門名を、例えば「法人課税第一部門」、 
 「法人課税」､｢調査｣のように記載する。 

 
 

  例えば、 
 イ 青色申告の承認の取消通知書……………………………………………………………１通 

 

 
 ロ           事業年度分の｢法人税額等の更正通知書｣……………………１通 
 

 

 

送達する書類の 
名 称 

 ハ 源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書…………………………………１通 
   のように記載する。 

  （追 加） 

自平成○○年○月○日 
至平成○○年○月○日 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

         納 税 管 理 人 届 出 書 ※整理番号  

（フリガナ）  

納 税 地 

（〒       ） 
 
 
 
      (電話    －   －    ) 

（フリガナ）  

法人名等又は名称  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

 

 

       税務署長殿 代 表 者 氏 名                      ○印 

             税の納税管理人として次の者を定めたので届け出ます。 

(フリガナ)  

住 所 又 は 居 所 
( 法 人 の 場 合 ) 
本 店 又 は 主 た る 
事 務 所 の 所 在 地 

（〒       ） 
 
 

      (電話    －   －    ) 

(フリガナ)  

氏 名 又 は 名 称 
及 び 代 表 者 氏 名 

  ○印 

届 出 者 と の 
続 柄 ( 関 係 ) 

 

納

税

管

理

人 

職 業 又 は 
事 業 内 容 

 

納 税 管 理 人 を 
 

定 め た 理 由 
 

そ の 他 参 考 事 項  

 

税 理 士 署 名 押 印 
                                      ○印 

                      (電話    －    －    ) 

 

※ 税 務 署 処 理 欄 
整理
番号 

 業種 
番号  部門

番号  入力  名簿  

20．06改正                                      （法１２０２）  

（
規
格
Ａ
４
） 

         納 税 管 理 人 届 出 書 ※整理番号  

（フリガナ）  

納 税 地 

（〒       ） 
 
 
 
      (電話    －   －    ) 

（フリガナ）  

法 人 名 又 は 名 称  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

 

 

       税務署長殿 代 表 者 氏 名                      ○印 

             税の納税管理人として次の者を定めたので届け出ます。 

(フリガナ)  

住 所 又 は 居 所 
( 法 人 の 場 合 ) 
本 店 又 は 主 た る 
事 務 所 の 所 在 地 

（〒       ） 
 
 

      (電話    －   －    ) 

(フリガナ)  

氏 名 又 は 名 称 
及 び 代 表 者 氏 名 

  ○印 

届 出 者 と の 
続 柄 ( 関 係 ) 

 

納

税

管

理

人 

職 業 又 は 
事 業 内 容 

 

納 税 管 理 人 を 
 

定 め た 理 由 
 

そ の 他 参 考 事 項  

 

税 理 士 署 名 押 印 
                                      ○印 

                      (電話    －    －    ) 

 

※ 税 務 署 処 理 欄 
整理
番号 

 業種 
番号  部門

番号  入力  名簿  

13．07改正                                      （法１２０２）  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

納税管理人届出書 
 
 １  提出すべき場合 
   この届出書は、納税管理人を選任した場合に提出するものです。 
 
 ２  提出先 
     この届出書は、納税義務者の納税地の所轄税務署長に提出してください。 
 

 ３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す

る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等又は名称」の欄には、

受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 
 

納税管理人届出書 
 
 １  提出すべき場合 
   この届出書は、納税管理人を選任した場合に提出するものです。 
 
 ２  提出先 
     この届出書は、納税義務者の納税地の所轄税務署長に提出してください。 
 

 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

         納 税 管 理 人 解 任 届 出 書 ※整理番号  

（フリガナ）  

納 税 地 

（〒       ） 
 
 
      (電話    －   －    ) 

（フリガナ）  

法人名等又は名称  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

 

 

       税務署長殿 
代 表 者 氏 名                      ○印 

    年   月   日に届出した         税の納税管理人を解任したので届け出ます。 

(フリガナ)  

住 所 又 は 居 所 
( 法 人 の 場 合 ) 
本 店 又 は 主 た る 
事 務 所 の 所 在 地 

（〒       ） 
 
 

      (電話    －   －    ) 

(フリガナ)  

解
任
し
た
納
税
管
理
人 

氏 名 又 は 名 称 
及 び 代 表 者 氏 名 

  ○印 

現 在 の 納 税 地  納

税

地 

選 任 し て い た 
と き の 納 税 地 

 

納税管理人を解任した理由  

そ の 他 参 考 事 項  

 

税 理 士 署 名 押 印 
                                      ○印  

                      (電話    －    －    ) 

 

※ 税 務 署 処 理 欄 
整理
番号 

 業種 
番号  部門

番号  入力  名簿  

20・06改正                                      （法１２０２）  

（
規
格
Ａ
４
） 

         納 税 管 理 人 解 任 届 出 書 ※整理番号  

（フリガナ）  

納 税 地 

（〒       ） 
 
 
      (電話    －   －    ) 

（フリガナ）  

法 人 名 又 は 名 称  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

 

 

       税務署長殿 
代 表 者 氏 名                      ○印 

    年   月   日に届出した         税の納税管理人を解任したので届け出ます。 

(フリガナ)  

住 所 又 は 居 所 
( 法 人 の 場 合 ) 
本 店 又 は 主 た る 
事 務 所 の 所 在 地 

（〒       ） 
 
 

      (電話    －   －    ) 

(フリガナ)  

解
任
し
た
納
税
管
理
人 

氏 名 又 は 名 称 
及 び 代 表 者 氏 名 

  ○印 

現 在 の 納 税 地  納

税

地 

選 任 し て い た 
と き の 納 税 地 

 

納税管理人を解任した理由  

そ の 他 参 考 事 項  

 

税 理 士 署 名 押 印 
                                      ○印  

                      (電話    －    －    ) 

 

※ 税 務 署 処 理 欄 
整理
番号 

 業種 
番号  部門

番号  入力  名簿  

13・07改正                                      （法１２０２）  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

納税管理人解任届出書 
 

 １ 提出すべき場合 

   この届出書は、先に選任していた納税管理人を解任した場合に提出するものです。 

 ２ 記載要領及び提出先 

   「納税地」欄は、納税地が納税管理人を選任していたときの納税地と同一の場合は、 ｢現在の納税地」欄に

その納税地を記入してその納税地の所轄税務署長に提出してください。 

   また、納税地が納税管理人を選任していたときの納税地と異なるときは、｢選任していたときの納税地」欄及

び「現在の納税地」欄にそれぞれの納税地を記入してそれぞれの納税地の所轄税務署長に提出してください。 

   この場合は、 ｢異動届出書」を別途提出する必要はありません。 

 ３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する

法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等又は名称」の欄には、受託

者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

納税管理人解任届出書 
 

 １ 提出すべき場合 

   この届出書は、先に選任していた納税管理人を解任した場合に提出するものです。 

 ２ 記載要領及び提出先 

   「納税地」欄は、納税地が納税管理人を選任していたときの納税地と同一の場合は、 ｢現在の納税地」欄に

その納税地を記入してその納税地の所轄税務署長に提出してください。 

   また、納税地が納税管理人を選任していたときの納税地と異なるときは、｢選任していたときの納税地」欄及

び「現在の納税地」欄にそれぞれの納税地を記入してそれぞれの納税地の所轄税務署長に提出してください。 

   この場合は、 ｢異動届出書」を別途提出する必要はありません。 

 （追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※ 整 理 番 号  
 

申 告 期 限 の 延 長 申 請 書   
※連結グループ整理番号  

（ フ リ ガ ナ ）  
提出法人 

法 人 名 等 
 
 

納 税 地 
〒 

 
  電話(    )    －     
 （ フ リ ガ ナ ） 

 
代 表 者 氏 名 

 
                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
   

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

   
  自 平成  年  月  日 
                                         の提出期限を下記の期日まで 
  至 平成  年  月  日 
  
 延長したいので申請します。 
                            記 

１ 申告期限延長の指定を受けようとする期日                  平成   年   月   日   

  
２ 確定申告書若しくは連結確定申告書の提出期限までに決算が確定しない又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連
結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由並びに指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を
必要とする理由 

 
 

 

 

 

 

 

 
 ３ その他の参考事項 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

部 門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入 力  
名簿 
等 

 通信日付印 確認印 
※税務署処理欄 

回付先   □ 親 署 → 子 署     ・    □ 子 署 → 調 査 課 年 月 日  

20．06改正                                         (法１３３９)  

（
規
格
Ａ
４
） 

□ 事業年度の法人税の確定申告書 
 
□ 連結事業年度の法人税の連結確定申告書 

※ 整 理 番 号  
 

申 告 期 限 の 延 長 申 請 書   
※連結グループ整理番号  

（ フ リ ガ ナ ）  
提出法人 

法 人 名 
 
 

納 税 地 
〒 

 
  電話(    )    －     
 （ フ リ ガ ナ ） 

 
代 表 者 氏 名 

 
                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
   

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

   
  自 平成  年  月  日 
                                         の提出期限を下記の期日まで 
  至 平成  年  月  日 
  
 延長したいので申請します。 
                            記 

１ 申告期限延長の指定を受けようとする期日                  平成   年   月   日   

  
２ 確定申告書若しくは連結確定申告書の提出期限までに決算が確定しない又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連
結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由並びに指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を
必要とする理由 

 
 

 

 

 

 

 

 
 ３ その他の参考事項 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

部 門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入 力  
名簿 
等 

 通信日付印 確認印 
※税務署処理欄 

回付先   □ 親 署 → 子 署     ・    □ 子 署 → 調 査 課 年 月 日  

18．06改正                                         (法１３３９)  

（
規
格
Ａ
４
） 

□ 事業年度の法人税の確定申告書 
 
□ 連結事業年度の法人税の連結確定申告書 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

申告期限の延長申請書の記載要領等 
 

 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、災害その他やむを得ない

理由によって決算が確定しない等のため、法人税の確定申告書又は連結確定申告書をその提出期限までに提出で

きないときに、法人税法第 75 条又は第 81 条の 23 の規定によりその提出期限の延長を申請する場合（国税通則

法第 11 条の規定によって既にその提出期限延長が認められている場合を除きます｡)に使用してください。 

   なお、会計監査人の監査を受けなければならないこと等法人税法第 75 条の２第１項又は第 81 条の 24 に掲げ

る理由による場合には、「申告期限の延長の特例の申請書」を使用してください。 

 

 ２ この申請書の提出期限は、次の区分によりそれぞれに掲げる期限までに納税地の所轄税務署長に１通（調査課

所管法人にあっては２通）提出してください。 

  ① 確定申告書の延長･･････申請しようとする事業年度終了の日の翌日から 45 日以内 

  ② 連結確定申告書の延長･･････申請しようとする連結事業年度終了の日の翌日から 45 日以内 

 

 

 

  （注） この申請書により連結確定申告書の提出期限の延長が認められると、この提出期限が連結子法人の

個別帰属額等の届出書の提出期限となります。 

 
 ３ 各欄は、次により記載します。 

   

  (1) 申請本文の                            には、いずれか該当する□に 
 

レ印を付してください。 

  (2) ｢申告期限延長の指定を受けようとする期日」欄には、法人税の確定申告書又は連結確定申告書を提出する

ことができると認められる日を記載してください。 

  (3) 「確定申告書若しくは連結確定申告書の提出期限までに決算が確定しない又は各連結事業年度の連結所得

の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由並びに指定を受けようと

する期日までその提出期限の延長を必要とする理由」欄には、決算が確定しない等の理由となっている災害

等の事実と指定を受けようとする期日まで申告書を提出することができない事情をできるだけ詳細に記載

してください。 

  (4) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

  (5) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 

 ４ この申告期限の延長が認められた場合には、延長された期間（指定を受けた期日前に確定申告書又は連結確定

申告書を提出した場合には、その提出した日までの期間）について利子税を納付する必要があります。 

 

 

 

 (注) この申請書により法人税の確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長が認められた場合で

も、消費税の確定申告書の提出期限については適用がないことにご注意ください。 

 
 ５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又

は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

□ 事 業 年 度 の 法 人 税 の 確 定 申 告 書 
□ 連結事業年度の法人税の連結確定申告書 

申告期限の延長申請書の記載要領等 
 

 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、災害その他やむを得ない

理由によって決算が確定しない等のため、法人税の確定申告書又は連結確定申告書をその提出期限までに提出で

きないときに、法人税法第 75 条又は第 81 条の 23 の規定によりその提出期限の延長を申請する場合（国税通則

法第 11 条の規定によって既にその提出期限延長が認められている場合を除きます｡)に使用してください。 

   なお、会計監査人の監査を受けなければならないこと等法人税法第 75 条の２第１項又は第 81 条の 24 に掲げ

る理由による場合には、「申告期限の延長の特例の申請書」を使用してください。 

 

 ２ この申請書の提出期限は、次の区分によりそれぞれに掲げる期限までに納税地の所轄税務署長に１通（調査課

所管法人にあっては２通）提出してください。 

  ① 確定申告書の延長･･････申請しようとする事業年度終了の日の翌日から 45 日以内 

  ② 連結確定申告書の延長･･････申請しようとする連結事業年度終了の日の翌日から 45 日以内 

 

 

 

  （注） この申請書により連結確定申告書の提出期限の延長が認められると、この提出期限が連結子法人の

個別帰属額等の届出書の提出期限となります。 

 
 ３ 各欄は、次により記載します。 

   

  (1) 申請本文の                            には、いずれか該当する□に 
 

レ印を付してください。 

  (2) ｢申告期限延長の指定を受けようとする期日」欄には、法人税の確定申告書又は連結確定申告書を提出する

ことができると認められる日を記載してください。 

  (3) 「確定申告書若しくは連結確定申告書の提出期限までに決算が確定しない又は各連結事業年度の連結所得

の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由並びに指定を受けようと

する期日までその提出期限の延長を必要とする理由」欄には、決算が確定しない等の理由となっている災害

等の事実と指定を受けようとする期日まで申告書を提出することができない事情をできるだけ詳細に記載

してください。 

  (4) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

  (5) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 

 ４ この申告期限の延長が認められた場合には、延長された期間（指定を受けた期日前に確定申告書又は連結確定

申告書を提出した場合には、その提出した日までの期間）について利子税を納付する必要があります。 

 

 

 

 (注) この申請書により法人税の確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長が認められた場合で

も、消費税の確定申告書の提出期限については適用がないことにご注意ください。 

 
   （追 加） 

 

□ 事 業 年 度 の 法 人 税 の 確 定 申 告 書 
□ 連結事業年度の法人税の連結確定申告書 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

                   指 定 
        申告期限の延長申請の    通 知 書 

                却 下 
 

貴法人から平成  年  月  日付でされた法人税の申告期限延長申請については、 

  
 下 記 の 日 を 提 出 期 限 に 指 定 し た の で 
                        通知します。 
 理由が相当でないと認められるので却下したから 

 

記 
 
 （指定期日）     平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
20．06 改正                                 （法 １３４１） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

                   指 定 
        申告期限の延長申請の    通 知 書 

                却 下 
 

貴法人から平成  年  月  日付でされた法人税の申告期限延長申請については、 

  
 下 記 の 日 を 提 出 期 限 に 指 定 し た の で 
                        通知します。 
 理由が相当でないと認められるので却下したから 

 

記 
 
 （指定期日）     平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
17．03 改正                                 （法 １３４１） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

指 定 
申告期限の延長申請の     通知書 

却 下 
 １ 使用目的 

指定 
「申告期限の延長申請の   通知書｣(法 1341) は、法人税の申告期限延長申請について、期日指定又は却下 

却下 

の通知をする場合に使用する。 

 ２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 「指定 
     のように上下二段書きとなっている箇所については、決議の内容に応じて不要 
  却下」 

文字を抹消する。 

下 記 部 分 
 延長の期日指定をする場合には、この処分により指定する期日を「平成  年  月  日」

の空白箇所に記入し、却下の通知をする場合には、下記部分は抹消する。 

教 示 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 

 ３ 送付に当たっての留意事項 

   この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律

に基づき税務署長等が通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏

名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

指 定 
申告期限の延長申請の     通知書 

却 下 
 １ 使用目的 

指定 
「申告期限の延長申請の   通知書｣(法 1341) は、法人税の申告期限延長申請について、期日指定又は却下 

却下 

の通知をする場合に使用する。 

 ２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 「指定 
     のように上下二段書きとなっている箇所については、決議の内容に応じて不要 
  却下」 

文字を抹消する。 

下 記 部 分 
 延長の期日指定をする場合には、この処分により指定する期日を「平成  年  月  日」

の空白箇所に記入し、却下の通知をする場合には、下記部分は抹消する。 

教 示 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 

 ３ 送付に当たっての留意事項 

   この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 

（追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 
                        指 定 
        申告期限の延長の特例の申請の       通 知 書 

                     却 下 
 

 

貴法人から平成  年  月  日付でされた法人税の申告期限の延長の特例の申請 

 
        下 記月数を延長月数として指定したので 
 については、                        通知します。 
       理由が相当でないと認められるので却下したから 

 

 

記 
 
 
 （指定月数）        月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
17．03 改正                                （法 １３４６）  
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

 
                        指 定 
        申告期限の延長の特例の申請の       通 知 書 

                     却 下 
 

 

貴法人から平成  年  月  日付でされた法人税の申告期限の延長の特例の申請 

 
        下 記月数を延長月数として指定したので 
 については、                        通知します。 
       理由が相当でないと認められるので却下したから 

 

 

記 
 
 
 （指定月数）        月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
20．06 改正                                （法 １３４６）  
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

指 定 
           申告期限の延長の特例の申請の 

却 下 
通知書 

 
 １ 使用目的 

指定 
   「申告期限の延長の特例の申請の 

却下 
 通知書｣(法 1346) は、法人税の申告期限の延長の特例の申請について、延 

    長月数の指定又は却下の通知をする場合に使用する。 
 ２ 記載要領 
 

項  目 内               容 

  「指定 
   却下」

のように上下二段書きとなっている箇所については、通知の内容に応じて不要文 
標 題 及 び 本 文 

 字を抹消する。 

下 記 部 分 
  延長月数の指定の通知をする場合には、この処分により指定する延長月数を｢(指定月数) 
   月」の空白箇所に記入し、却下の通知をする場合には、下記部分は抹消する。 

教 示 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の納
税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当
該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 
 ３ 送付に当たっての留意事項 

   この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項(定 
義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9項に規定する特定信書便事業者による同条第 2項に規定する信書便 
の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基
づき税務署長等が通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、

その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
 

指 定 
           申告期限の延長の特例の申請の 

却 下 
通知書 

 
 １ 使用目的 

指定 
   「申告期限の延長の特例の申請の 

却下 
 通知書｣(法 1346) は、法人税の申告期限の延長の特例の申請について、延 

    長月数の指定又は却下の通知をする場合に使用する。 
 ２ 記載要領 
 

項  目 内               容 

  「指定 
   却下」

のように上下二段書きとなっている箇所については、通知の内容に応じて不要文 
標 題 及 び 本 文 

 字を抹消する。 

下 記 部 分 
  延長月数の指定の通知をする場合には、この処分により指定する延長月数を｢(指定月数) 
   月」の空白箇所に記入し、却下の通知をする場合には、下記部分は抹消する。 

教 示 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の納
税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当
該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 
 ３ 送付に当たっての留意事項 

   この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項(定 
義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9項に規定する特定信書便事業者による同条第 2項に規定する信書便 
の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 
    （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

 

       取 消 
申告期限の延長の特例の     通 知 書 

    変 更 
 
                      自平成  年  月  日 

貴法人の申告期限の延長の特例については、              (連結)事業年度 
至平成  年  月  日 

 
      延 長 を 取 消 
以後その              したから通知します。 

      指定月数を下記月数に変更 
 

 

記 

 

 
 
 （変更後の指定月数）            月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この通知に係る処分は、                の職員の調査に基づいて行いました。  

  
 

 
 

 

 

20．06 改正                                 （法 １３４８） 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

 

       取 消 
申告期限の延長の特例の     通 知 書 

    変 更 
 
                      自平成  年  月  日 

貴法人の申告期限の延長の特例については、              (連結)事業年度 
至平成  年  月  日 

 
      延 長 を 取 消 
以後その              したから通知します。 

      指定月数を下記月数に変更 
 

 

記 

 

 
 
 （変更後の指定月数）            月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この通知に係る処分は、                の職員の調査に基づいて行いました。  

  
 

 
 

 

 

17．03 改正                                 （法 １３４８） 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

取 消 
            申告期限の延長の特例の 

変 更 
通知書 

 
 １ 使用目的 

取消 
   「申告期限の延長の特例の 

変更 
通知書｣(法1348) は、申告期限の延長の取消し又は延長期間の変更の通知をする 

  場合に使用する。 
 ２  記載要領 
 

項  目 内               容 

標 題 及 び 本 文 

  「取消    ｢延 長 を 取 消 
      及び                            の箇所については、通知の内容に応じて不要 
   変更｣       指定月数を下記月数に変更｣ 
 文字を抹消する。 

「自 平成  年  月  日 
  また、                     (連結)事業年度以後 ……」の空白箇所には、この処分を

至 平成  年  月  日 
しようとする日の属する事業年度を記入し、単体法人の場合は「(連結)事業年度」の「(連結)」

の文字を抹消する。 

下 記 部 分 
  ｢(変更後の指定月数)     月｣ の空白箇所には、承認又は指定していた延長期間の月数を 
変更する場合は、この処分により指定しようとする延長期間の月数を記入し、取消しの通知
をする場合は、下記部分は抹消する。 

調査担当者の表示 

  「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 
 調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
 (1)  税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
 (2)  国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属 
    国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留
意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 
 ３  送付に当たっての留意事項 

   この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項 

(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9項に規定する特定信書便事業者による同条第 2項に規定する 

信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 
 
４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等が通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
 

取 消 
            申告期限の延長の特例の 

変 更 
通知書 

 
 １ 使用目的 

取消 
   「申告期限の延長の特例の 

変更 
通知書｣(法1348) は、申告期限の延長の取消し又は延長期間の変更の通知をする 

  場合に使用する。 
 ２  記載要領 
 

項  目 内               容 

標 題 及 び 本 文 

  「取消    ｢延 長 を 取 消 
      及び                            の箇所については、通知の内容に応じて不要 
   変更｣       指定月数を下記月数に変更｣ 
 文字を抹消する。 

「自 平成  年  月  日 
  また、                     (連結)事業年度以後 ……」の空白箇所には、この処分を

至 平成  年  月  日 
しようとする日の属する事業年度を記入し、単体法人の場合は「(連結)事業年度」の「(連結)」

の文字を抹消する。 

下 記 部 分 
  ｢(変更後の指定月数)     月｣ の空白箇所には、承認又は指定していた延長期間の月数を 
変更する場合は、この処分により指定しようとする延長期間の月数を記入し、取消しの通知
をする場合は、下記部分は抹消する。 

調査担当者の表示 

  「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 
 調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
 (1)  税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
 (2)  国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属 
    国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留
意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 
 ３  送付に当たっての留意事項 

   この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項 

(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9項に規定する特定信書便事業者による同条第 2項に規定する 

信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 
 
  （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
） 

※ 整 理 番 号  
      

申告期限の延長の特例の取りやめの届出書 
※連結グループ整理番号  

 
提出法人 （ フ リ ガ ナ ） 

 
法 人 名 等 

 

納 税 地 
〒 
 
  電話(    )    －     
 （ フ リ ガ ナ ） 

 
代 表 者 氏 名 

 
                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
      

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 
 
 
 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

 
自平成  年  月  日  

                               の提出期限の延長の特例 
  至平成  年  月  日  
  
 の適用をやめますので届け出ます。 
                            記 

 １ 確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があったものとみなされた日 
                                           年   月   日 

  
２ 確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由 
 

 

 

 

 

 

 
 ３ その他の参考事項 
 

 

税 理 士 署 名 押 印 
 
                                       ○印  

 

部 門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入 力  
名簿 
等 

 通信日付印 確認印 
※税務署処理欄 

回付先   □ 親 署 → 子 署     ・    □ 子 署 → 調 査 課 年 月 日  
 
20．06改正 

□ 事業年度から、法人税の確定申告書  
 
□ 連結事業年度から、法人税の連結確定申告書 

（
規
格
Ａ
４
） 

※ 整 理 番 号  
      

申告期限の延長の特例の取りやめの届出書 
※連結グループ整理番号  

 
提出法人 （ フ リ ガ ナ ） 

 
法 人 名 

 

納 税 地 
〒 
 
  電話(    )    －     
 （ フ リ ガ ナ ） 

 
代 表 者 氏 名 

 
                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
      

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 
 
 
 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

 
自平成  年  月  日  

                               の提出期限の延長の特例 
  至平成  年  月  日  
  
 の適用をやめますので届け出ます。 
                            記 

 １ 確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があったものとみなされた日 
                                           年   月   日 

  
２ 確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由 
 

 

 

 

 

 

 
 ３ その他の参考事項 
 

 

税 理 士 署 名 押 印 
 
                                       ○印  

 

部 門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入 力  
名簿 
等 

 通信日付印 確認印 
※税務署処理欄 

回付先   □ 親 署 → 子 署     ・    □ 子 署 → 調 査 課 年 月 日  
 
18．06改正 

□ 事業年度から、法人税の確定申告書  
 
□ 連結事業年度から、法人税の連結確定申告書 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

申告期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます｡）又は連結親法人で、法人税法第 75 条の２第

１項の規定（法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例）又は第 81 条の 24 第１項の規定（連結確定申告書の

提出期限の延長の特例）の適用を受けている法人が、その規定の適用を受けることをやめようとする場合に使用

してください。 

 

 ２ この届出書は、適用を受けることをやめようとする事業年度又は連結事業年度終了の日までに、納税地の所轄

税務署長に 1通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 

 ３ 各欄は、次により記載してください。 

   

  (1) 届出本文の                             には、いずれか該当する□に 

   

    レ印を付してください。 

  (2) 「確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があったものとみなさ

れた日」欄には、先に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」に対する処分の通知の有無により、次の

とおり記載してください。 

   イ 所轄税務署長から承認の通知又は延長月数についての指定の通知があった場合には、当該通知に係る書面

（通知書）に記載された年月日を記載してください。 

   ロ 最初に適用を受けようとした事業年度終了の日の翌日から 15 日又は連結事業年度終了の日の翌日から２

月以内に所轄税務署長から処分の通知がなかった場合には、当該事業年度終了の日の翌日から 15 日又は連

結事業年度終了の日の翌日から２月を経過した日を記載してください。 

  (3) 「確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由」欄には、延長の

特例の適用をやめようとする理由を簡明に記載してください。 

  (4) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

  (5) 「※」欄は、記載しないでください。 
 
４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する

法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名

又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

□ 事 業 年 度 か ら 、 法 人 税 の 確 定 申 告 書
□ 連結事業年度から、法人税の連結確定申告書 

申告期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます｡）又は連結親法人で、法人税法第 75 条の２第

１項の規定（法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例）又は第 81 条の 24 第１項の規定（連結確定申告書の

提出期限の延長の特例）の適用を受けている法人が、その規定の適用を受けることをやめようとする場合に使用

してください。 

 

 ２ この届出書は、適用を受けることをやめようとする事業年度又は連結事業年度終了の日までに、納税地の所轄

税務署長に 1通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 

 ３ 各欄は、次により記載してください。 

   

  (1) 届出本文の                             には、いずれか該当する□に 

   

    レ印を付してください。 

  (2) 「確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があったものとみなさ

れた日」欄には、先に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」に対する処分の通知の有無により、次の

とおり記載してください。 

   イ 所轄税務署長から承認の通知又は延長月数についての指定の通知があった場合には、当該通知に係る書面

（通知書）に記載された年月日を記載してください。 

   ロ 最初に適用を受けようとした事業年度終了の日の翌日から 15 日又は連結事業年度終了の日の翌日から２

月以内に所轄税務署長から処分の通知がなかった場合には、当該事業年度終了の日の翌日から 15 日又は連

結事業年度終了の日の翌日から２月を経過した日を記載してください。 

  (3) 「確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由」欄には、延長の

特例の適用をやめようとする理由を簡明に記載してください。 

  (4) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

  (5) 「※」欄は、記載しないでください。 
 
   （追 加） 

 

□ 事 業 年 度 か ら 、 法 人 税 の 確 定 申 告 書
□ 連結事業年度から、法人税の連結確定申告書 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
） 

青 色 申 告 の 承 認 申 請 書 
※整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
                      

事 業 種 目                   業 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 
 

        税務署長殿 
資 本 金 又 は 
出 資 金 額                     円 

   
自平成  年  月  日   

  事業年度から法人税の申告書を青色申告によって提出したいので申請します。 
  至平成  年  月  日  
                            記 
  
１ この申請書が次に該当するときには、それぞれ□にレ印を付すとともに該当の年月日を記載してください。 
  □ 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後に 
   再び青色申告書の提出の承認を申請する場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書を提出した 
   日                                        平成  年  月  日 
 
  □ この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が設立第一期等に該当する場合には、内国法人である 
   普通法人又は協同組合等にあってはその設立の日、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあっては新た 
   に収益事業を開始した日、公益法人等（収益事業を行っていないものに限ります。）に該当していた普通法人又は協同

組合等にあっては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日        平成  年  月  日 
 
  □ この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が連結納税から離脱した(連結親法人による連結完全 

支配関係を有しなくなった)日を含む事業年度である場合には、その離脱した日     平成  年  月  日 
  
  □ 連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合には、分割型分割の日 
                                            平成  年  月  日 
 
  □ 内国法人が、法人税法第4条の5第2項第4号又は第5号（連結納税の承認の取消し）の規定により第4条の2（連

結納税義務者）の承認を取り消された場合には、取り消された日            平成  年  月  日 
                                            
  □ 内国法人が、法人税法第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合は、取り消された 
   日                                        平成  年  月  日 
 
２ 参考事項 
(1) 帳簿組織の状況 

伝 票 又 は 帳 簿 名 
左の帳簿 
の 形 態 

記 帳 の 
時 期 

伝 票 又 は 帳 簿 名 
左の帳簿 
の 形 態 

記 帳 の 
時 期 

      

      

      
 
(2) 特別な記帳方法の採用の有無 
   イ 伝票会計採用 
   ロ 電子計算機利用 

 
(3) 税理士が関与している場合におけるその関与度合 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 
20．06改正                                       (法１３０１) 

 

（
規
格
Ａ
４
） 

青 色 申 告 の 承 認 申 請 書 
※整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名 

 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
                      

事 業 種 目                   業 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 
 

        税務署長殿 
資 本 金 又 は 
出 資 金 額                     円 

   
自平成  年  月  日   

  事業年度から法人税の申告書を青色申告によって提出したいので申請します。 
  至平成  年  月  日  
                            記 
  
１ この申請書が次に該当するときには、それぞれ□にレ印を付すとともに該当の年月日を記載してください。 
  □ 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後に 
   再び青色申告書の提出の承認を申請する場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書を提出した 
   日                                        平成  年  月  日 
 
  □ この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が設立第一期等に該当する場合には、内国法人である 
   普通法人又は協同組合等にあってはその設立の日、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあっては新た 
   に収益事業を開始した日                              平成  年  月  日 
 
  □ この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が連結納税から離脱した(連結親法人による連結完全 

支配関係を有しなくなった)日を含む事業年度である場合には、その離脱した日     平成  年  月  日 
  
  □ 連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合には、分割型分割の日 
                                            平成  年  月  日 
 
  □ 内国法人が、法人税法第4条の5第2項第4号又は第5号（連結納税の承認の取消し）の規定により第4条の2（連

結納税義務者）の承認を取り消された場合には、取り消された日            平成  年  月  日 
                                            
  □ 内国法人が、法人税法第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合は、取り消された 
   日                                        平成  年  月  日 
２ 参考事項 
(1) 帳簿組織の状況 

伝 票 又 は 帳 簿 名 
左の帳簿 
の 形 態 

記 帳 の 
時 期 

伝 票 又 は 帳 簿 名 
左の帳簿 
の 形 態 

記 帳 の 
時 期 

      

      

      
 
(2) 特別な記帳方法の採用の有無 
   イ 伝票会計採用 
   ロ 電子計算機利用 

 
(3) 税理士が関与している場合におけるその関与度合 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

19.12改正                                       (法１３０１) 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

            青色申告の承認申請書の記載要領等 
 
１ この申請書は、法人税法第２条第 16 号に規定する連結申告法人以外の法人が各事業年度における法人税の確
定申告書、中間申告書及び清算事業年度予納申告書を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする
場合に使用してください。 
２ この申請書は、青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄
税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
なお、その事業年度が次の事業年度に該当するときは、次に掲げる日までに提出してください。 
(1) 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度…設立の日以後３月を経過した日と当該事業年度
終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

(2) 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度…開始した日以後３
月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

(3) 公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)に該当していた普通法人又は協同組合等が当該普
通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度…同日以後３月を経過した日と当該事
業年度終了の日とのうちいずれか早い日 

(4) 普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開
始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)に該当していた普通法人若しくは協同
組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日（以下｢設立等の日｣といいます。）から、
その事業年度終了の日までの期間が３月に満たない場合におけるその翌事業年度…当該設立等の日以後３月
を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 
(注) 外国法人については、法人税法第 146 条の規定によって提出してください。 

(5) 連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合における当該分割型分割の日
の前日の属する事業年度…当該事業年度終了の日の翌日から２月を経過する日の前日 

(6) 内国法人が、法人税法第４条の５第２項第４号又は第５号(連結納税の承認の取消し)の規定により第４条
の２(連結納税義務者)の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の前日の属する事業年度…
当該事業年度終了の日の翌日から２月を経過する日の前日 

(7) 内国法人が法人税法第４条の５第２項各号の規定により第４条の２の承認を取り消された場合における
その取り消された日の属する事業年度…当該取消日以降３月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日
から２月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日 

(8) 内国法人が法人税法第４条の５第２項各号の規定により第４条の２の承認を取り消された場合における
その取り消された日の属する事業年度開始の日からその終了の日までの期間が３月に満たない場合におけ
る当該事業年度後の各事業年度…当該取消日以後３月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から
２月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日 

(9) 法人税法第４条の５第３項の承認を受けて第４条の２の適用を受けることをやめることとなった内国法
人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度…当該翌事業年度開始の日以後３月を経
過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

３ 「参考事項」欄は、次により記載してください。 
(1) 「帳簿組織の状況」欄には、貴法人の伝票から総勘定元帳までの帳簿書類等の種類、形態及び記帳の時期
を記載します。なお､「左の帳票の形態」欄には、例えば､「３枚複写伝票」、「大学ノート」､「ルーズリー
フ」､「装丁帳簿」のように記載し､「記帳の時期」欄には、例えば､「毎日」､「１週間ごと」､「１０日ご
と」のように記載します。 

(2) 「特別な経理方法の採用の有無」欄は、貴法人がイ又はロのいずれかに該当する場合には、該当項目を○
で囲んで表示してください。 

(3) 「税理士が関与している場合におけるその関与度合」欄は、その関与度合を例えば､｢総勘定元帳の記帳か
ら一切の事務」､｢伝票整理から一切の事務｣ のように具体的に記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 
  （削 除） 

 
 
 
４ 留意事項 
(1) 連結納税の承認申請中の青色申告の承認申請 

連結納税の承認申請中において提出された、連結事業年度を対象とした青色申告の承認申請書は、連結納
税が承認された場合、無効なものとなります。 
このため、連結グループから離脱した際に、青色申告の承認を受けようとする場合は、法律の定める日ま
でに改めて申請書を提出する必要があることにご注意ください。 

(2) 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する
法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人
名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

青色申告の承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、法人税法第２条第 16 号に規定する連結申告法人以外の法人が各事業年度における法人税の確

定申告書、中間申告書及び清算事業年度予納申告書を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする
場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄
税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

   なお、その事業年度が次の事業年度に該当するときは、次に掲げる日までに提出してください。 
  (1) 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度…設立の日以後３月を経過した日と当該事業年度終

了の日とのうちいずれか早い日の前日 
  (2) 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度…開始した日以後３月

を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 
（追 加） 
 
 

  (3) 普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開
始した日から、その事業年度終了の日までの期間が３月に満たない場合におけるその翌事業年度…その設立
の日又は新たに収益事業を開始した日以後３月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早
い日の前日 

 
   （注）外国法人については、法人税法第 146 条の規定によって提出してください。 
  (4) 連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合における当該分割型分割の日の

前日の属する事業年度…当該事業年度終了の日の翌日から２月を経過する日の前日 
  (5) 内国法人が、法人税法第４条の５第２項第４号又は第５号(連結納税の承認の取消し)の規定により第４条

の２(連結納税義務者)の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の前日の属する事業年度…当
該事業年度終了の日の翌日から２月を経過する日の前日 

  (6) 内国法人が法人税法第４条の５第２項各号の規定により第４条の２の承認を取り消された場合におけるそ
の取り消された日の属する事業年度…当該取消日以降３月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から
２月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日 

  (7)  内国法人が法人税法第４条の５第２項各号の規定により第４条の２の承認を取り消された場合におけるそ
の取り消された日の属する事業年度開始の日からその終了の日までの期間が３月に満たない場合における当
該事業年度後の各事業年度…当該取消日以後３月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から２月を
経過する日とのうちいずれか早い日の前日 

  (8) 法人税法第４条の５第３項の承認を受けて第４条の２の適用を受けることをやめることとなった内国法人
の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度…当該翌事業年度開始の日以後３月を経過し
た日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

 ３ 「参考事項」欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢帳簿組織の状況」欄には、貴法人の伝票から総勘定元帳までの帳簿書類等の種類、形態及び記帳の時期を

記載します。なお､｢左の帳票の形態｣ 欄には、例えば､｢３枚複写伝票｣ 、「大学ノート」､｢ルーズリーフ｣ ､｢装
丁帳簿｣ のように記載し､｢記帳の時期｣ 欄には、例えば､｢毎日｣ ､｢１週間ごと｣ ､｢１０日ごと｣ のように記
載します。 

  (2) 「特別な経理方法の採用の有無」欄は、貴法人がイ又はロのいずれかに該当する場合には、該当項目を○
で囲んで表示してください。 

  (3) 「税理士が関与している場合におけるその関与度合」欄は、その関与度合を例えば､｢総勘定元帳の記帳か
ら一切の事務」､｢伝票整理から一切の事務｣ のように具体的に記載してください。 

  (4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

  (5) 「※」欄は、記載しないでください。 
  （注）連結納税の承認申請中において提出された、連結事業年度を対象とした青色申告の承認申請書は、連結納

税が承認された場合、無効なものとなります。 
     このため、連結グループから離脱した際に、青色申告の承認を受けようとする場合は、法律の定める日ま

でに改めて申請書を提出する必要があることにご注意ください。 
 ４ 留意事項 
   （追 加） 

 
 
 
 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基

づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名
のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

                      承 認 
          青色申告の承認申請の     通 知 書         

                   却 下 
 

貴法人から平成  年  月  日付でされた青色申告の承認申請については、調査 

 
        相 当            承認 
 したところ    と認められるのでこれを    したから通知します。 
       不相当            却下 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この通知に係る処分は、       の職員の調査に基づいて行いました。  

  
 

 
 

 

 

20．06 改正                                （法 １３０３） 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

                      承 認 
          青色申告の承認申請の     通 知 書         

                   却 下 
 

貴法人から平成  年  月  日付でされた青色申告の承認申請については、調査 

 
        相 当            承認 
 したところ    と認められるのでこれを    したから通知します。 
       不相当            却下 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この通知に係る処分は、       の職員の調査に基づいて行いました。  

  
 

 
 

 

 

17．03 改正                                （法 １３０３） 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

承 認 
         青色申告の承認申請の 

却 下 
通知書 

 
 １ 使用目的 

承認 
｢青色申告の承認申請の 

却下 
通知書｣(法1303)は、青色申告の承認申請について承認(みなし承認の場合は除く｡) 

  又は却下の通知をする場合に使用する。 
 ２ 記載要領 
 
 

項  目 内               容 

 
 

標 題 及 び 本 文 
  青色申告の承認申請について、承認する場合は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、 
 却下する場合は「承認」及び「相当」の文字を抹消する。 

 
 

 

 

 

調査担当者の表示 

  「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 
 調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
 (1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
 (2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属 
   国税局名を記入する。 

 
 

 

 

 教      示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留
意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
なお、承認する場合は、教示文を送付しない。 

 
 ３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14

年法律第 99号）第 2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第 2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 

 ４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基

づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、

その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

承 認 
         青色申告の承認申請の 

却 下 
通知書 

 
 １ 使用目的 

承認 
｢青色申告の承認申請の 

却下 
通知書｣(法1303)は、青色申告の承認申請について承認(みなし承認の場合は除く｡) 

  又は却下の通知をする場合に使用する。 
 ２ 記載要領 
 
 

項  目 内               容 

 
 

標 題 及 び 本 文 
  青色申告の承認申請について、承認する場合は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、 
 却下する場合は「承認」及び「相当」の文字を抹消する。 

 
 

 

 

 

調査担当者の表示 

  「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 
 調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
 (1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
 (2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属 
   国税局名を記入する。 

 
 

 

 

 教      示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留
意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
なお、承認する場合は、教示文を送付しない。 

 
 ３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14

年法律第 99 号）第 2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第 2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

 

青色申告の承認の取消通知書 
 

貴法人の青色申告の承認は、次の事実が法人税法第 127 条第 1 項第  号に該当す 

     自平成 年 月 日 
るので、          事業年度以後これを取り消したから通知します。 

     至平成 年 月 日 
 

 
 
（取消処分の基因となった事実） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 この通知に係る処分は、       の職員の調査に基づいて行いました。  

  
 

 
 

 

 
 

20．06 改正                                （法 １３０４） 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

 

青色申告の承認の取消通知書 
 

貴法人の青色申告の承認は、次の事実が法人税法第 127 条第 1 項第  号に該当す 

     自平成 年 月 日 
るので、          事業年度以後これを取り消したから通知します。 

     至平成 年 月 日 
 

 
 
（取消処分の基因となった事実） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 この通知に係る処分は、       の職員の調査に基づいて行いました。  

  
 

 
 

 

 
 

17．03 改正                                （法 １３０４） 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

青色申告の承認の取消通知書 
 
 １ 使用目的 
   「青色申告の承認の取消通知書」(法 1304)は、青色申告の承認の取消しの通知をする場合に使用する。 
 
 ２ 記載要領 
 

項  目 内               容 

 
 

本      文 
  「第   号」の空白箇所には、法人税法第 127 条第１項各号に掲げる取消しの基因とな 
 った事実が２以上ある場合は、主な取消理由が該当する号数のみを記載する。 

 
 

取消処分の基因 
と な っ た 事 実 

  青色申告を取り消すこととなった事実を具体的に記載する。 

 
 

 

 

 

調査担当者の表示 

  「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 
 調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
 (1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
 (2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属 
   国税局名を記入する。 

 
 

 

教      示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留
意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の納
税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 
 ３ 送付に当たっての留意事項 

    この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 
 

 ４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 
 

青色申告の承認の取消通知書 
 
 １ 使用目的 
   「青色申告の承認の取消通知書」(法 1304)は、青色申告の承認の取消しの通知をする場合に使用する。 
 
 ２ 記載要領 
 

項  目 内               容 

 
 

本      文 
  「第   号」の空白箇所には、法人税法第 127 条第１項各号に掲げる取消しの基因とな 
 った事実が２以上ある場合は、主な取消理由が該当する号数のみを記載する。 

 
 

取消処分の基因 
と な っ た 事 実 

  青色申告を取り消すこととなった事実を具体的に記載する。 

 
 

 

 

 

調査担当者の表示 

  「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 
 調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
 (1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
 (2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属 
   国税局名を記入する。 

 
 

 

教      示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留
意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の納
税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 
 ３ 送付に当たっての留意事項 

    この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 
  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
帳簿書類の記載事項等の省略について、                  の規定によりその記載 

※整理番号  
帳簿書類の記載事項等の 
省 略 承 認 申 請 書 

 

 

 ※連結グループ整理番号  

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                      業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
□法人税法施行規則第８条の３の９           

                                                 □法人税法施行規則第 58条 

 事項の一部を 省 略 ・ 変 更 したいので申請します。                   

 
（帳簿書類の記載事項の一部を省略又は変更しようとする内容） 

 

 

 
税 理 士 署 名 押 印                                    ○印 

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算 
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
20・06 改正 
 

 

（
規
格
Ａ
４
） 

 
帳簿書類の記載事項等の省略について、                  の規定によりその記載 

※整理番号  
帳簿書類の記載事項等の 
省 略 承 認 申 請 書 

 

 

 ※連結グループ整理番号  

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                      業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
□法人税法施行規則第８条の３の９           

                                                 □法人税法施行規則第 58条 

 事項の一部を 省 略 ・ 変 更 したいので申請します。                   

 
（帳簿書類の記載事項の一部を省略又は変更しようとする内容） 

 

 

 
税 理 士 署 名 押 印                                    ○印 

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算 
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
15・07 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

帳簿書類の記載事項等の省略承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、青色申告法人又は連結親法人が、帳簿書類の記載事項等についてその業種、業態及
び規模等により法人税法施行規則第54条から第56条（青色申告法人の帳簿書類）までの規定又は法
人税法施行規則第８条の３の５から第８条の３の７まで（連結法人の帳簿書類）の規定により難くそ
の記載事項の一部を省略又は変更したい場合に使用してください。 
２ この申請書は、帳簿書類の記載事項についてその記載事項の一部を省略又は変更しようとする事業
年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、青色申告法人又は連結親法人が納税地（連結子法人に
係る場合には、その連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 
なお、その事業年度が次の事業年度に該当するときは、次に掲げる日までに提出してください。 

(1) 普通法人、連結親法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度又は連結事業年度…設立の日
以後３月を経過した日と当該事業年度終了の日又は連結事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
の前日 

(2) 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度…開始した日
以後３月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

(3) 普通法人、連結親法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等
の新たに収益事業を開始した日から、その事業年度終了の日又は連結事業年度終了の日までの期間
が３月に満たない場合におけるその翌事業年度又は翌連結事業年度…その設立の日又は新たに収益
事業を開始した日以後３月を経過した日と当該翌事業年度終了の日又は当該翌連結事業年度終了の
日とのうちいずれか早い日の前日 
（注）外国法人については、法人税法第 146条の規定によって提出してください。 

３ 各欄は、次により記載します。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税地｣、
「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分に応じ、該当する□にレ印を付すとともに「省略」、「変
更」の別は該当する項目を○で囲んでください。 

(4) 「帳簿書類の記載事項の一部を省略又は変更しようとする内容」欄には、その省略又は変更しよ
うとする内容を記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等
が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税
に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄に
は、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

帳簿書類の記載事項等の省略承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、青色申告法人又は連結親法人が、帳簿書類の記載事項等についてその業種、業態及
び規模等により法人税法施行規則第54条から第56条（青色申告法人の帳簿書類）までの規定又は法
人税法施行規則第８条の３の５から第８条の３の７まで（連結法人の帳簿書類）の規定により難くそ
の記載事項の一部を省略又は変更したい場合に使用してください。 
２ この申請書は、帳簿書類の記載事項についてその記載事項の一部を省略又は変更しようとする事業
年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、青色申告法人又は連結親法人が納税地（連結子法人に
係る場合には、その連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 
なお、その事業年度が次の事業年度に該当するときは、次に掲げる日までに提出してください。 

(1) 普通法人、連結親法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度又は連結事業年度…設立の日
以後３月を経過した日と当該事業年度終了の日又は連結事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
の前日 

(2) 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度…開始した日
以後３月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

(3) 普通法人、連結親法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等
の新たに収益事業を開始した日から、その事業年度終了の日又は連結事業年度終了の日までの期間
が３月に満たない場合におけるその翌事業年度又は翌連結事業年度…その設立の日又は新たに収益
事業を開始した日以後３月を経過した日と当該翌事業年度終了の日又は当該翌連結事業年度終了の
日とのうちいずれか早い日の前日 
（注）外国法人については、法人税法第 146条の規定によって提出してください。 

３ 各欄は、次により記載します。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏
名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分に応じ、該当する□にレ印を付すとともに「省略」、「変
更」の別は該当する項目を○で囲んでください。 

(4) 「帳簿書類の記載事項の一部を省略又は変更しようとする内容」欄には、その省略又は変更しよ
うとする内容を記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等
が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 
 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  売 上 に 関 す る 帳 簿 の 記 載 
事 項 の 省 略 承 認 申 請 書 

※連結グループ整理番号  

 提出法人 （フリガナ） 

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上で法人税法施行規則別表 21 の(11)の記載事項欄のただ 
 
し書きの規定にもより難く帳簿書類の作成が困難であるため、その記載事項を省略したいので申請します。 

 
 （帳簿書類の記載事項を省略しようとする内容） 
 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算 
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  売 上 に 関 す る 帳 簿 の 記 載 
事 項 の 省 略 承 認 申 請 書 

※連結グループ整理番号  

 提出法人 （フリガナ） 

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上で法人税法施行規則別表 21 の(11)の記載事項欄のただ 
 
し書きの規定にもより難く帳簿書類の作成が困難であるため、その記載事項を省略したいので申請します。 

 
 （帳簿書類の記載事項を省略しようとする内容） 
 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算 
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
19．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

売上に関する帳簿の記載事項の省略承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、小売その他これに類するものを行う青色申告法人又は連結法人が、帳簿書類の記載

事項等について法人税法施行規則別表21の（11）の記載事項欄のただし書の規定にもより難く日々の

現金売上の総額のみを記載しようとする場合に使用してください。 

２ この申請書は、帳簿書類の記載事項についてその記載事項の一部を省略又は変更しようとする事業

年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、青色申告法人又は連結親法人が納税地（連結子法人に

係る場合には、その連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 

なお、その事業年度が次の事業年度に該当するときは、次に掲げる日までに提出してください。 

(1) 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度…設立の日以後３月を経過した日と当該

事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

(2) 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度…開始した

日以後３月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

(3) 普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収

益事業を開始した日から、その事業年度終了の日までの期間が３月に満たない場合におけるその翌

事業年度…その設立の日又は新たに収益事業を開始した日以後３月を経過した日と当該翌事業年

度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

（注）外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出してください。 

３ 各欄は、次により記載します。 

(1) 「帳簿書類の記載事項を省略しようとする内容」欄には、日々の現金売上の総額のみを記載する

旨を記載してください。 

(2) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

(3) 「※」欄は、記載しないでください。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄に

は、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

売上に関する帳簿の記載事項の省略承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、小売その他これに類するものを行う青色申告法人又は連結法人が、帳簿書類の記載

事項等について法人税法施行規則別表21の（11）の記載事項欄のただし書の規定にもより難く日々の

現金売上の総額のみを記載しようとする場合に使用してください。 

２ この申請書は、帳簿書類の記載事項についてその記載事項の一部を省略又は変更しようとする事業

年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、青色申告法人又は連結親法人が納税地（連結子法人に

係る場合には、その連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 

なお、その事業年度が次の事業年度に該当するときは、次に掲げる日までに提出してください。 

(1) 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度…設立の日以後３月を経過した日と当該

事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

(2) 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度…開始した

日以後３月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

(3) 普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収

益事業を開始した日から、その事業年度終了の日までの期間が３月に満たない場合におけるその翌

事業年度…その設立の日又は新たに収益事業を開始した日以後３月を経過した日と当該翌事業年

度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

（注）外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出してください。 

３ 各欄は、次により記載します。 

(1) 「帳簿書類の記載事項を省略しようとする内容」欄には、日々の現金売上の総額のみを記載する

旨を記載してください。 

(2) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

(3) 「※」欄は、記載しないでください。 

  （追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

（
規
格
Ａ
４
） 

青色申告の取りやめの届出書 
※整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

  

      税務署長殿 事 業 種 目                       業 

  自平成  年  月  日   
  事業年度から青色申告書による法人税の申告書の提出をやめますので届け出ます。 

至平成  年  月  日   
                             記 

１ 青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があったものとみなされた日 
                                              年   月   日 

  
２ 青色申告書による法人税の申告をやめようとする理由 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 ３ その他の参考事項 

 

税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 

20．06改正        

 

（
規
格
Ａ
４
） 

青色申告の取りやめの届出書 
※整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

  

      税務署長殿 事 業 種 目                       業 

  自平成  年  月  日   
  事業年度から青色申告書による法人税の申告書の提出をやめますので届け出ます。 

至平成  年  月  日   
                             記 

１ 青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があったものとみなされた日 
                                              年   月   日 

  
２ 青色申告書による法人税の申告をやめようとする理由 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 ３ その他の参考事項 

 

税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 

18．06改正        



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

            青色申告の取りやめの届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、法人税法第 121 条第１項（青色申告）の承認を受けている法人が、同項各号に
掲げる申告書を青色申告書により提出することをやめようとする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、青色申告書により提出することをやめようとする事業年度終了の日の翌日から
２月以内に、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 各欄は、次により記載します。 
  (1) 「青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があったものとみなされた日」欄には、

先に提出した「青色申告の承認申請書」に対する処分の通知の有無により、次のとおり記載し
てください。 

   イ 所轄税務署長から承認の通知があった場合は、当該通知書に記載された年月日を記載して
ください。 

   ロ 最初に青色申告書によって提出することの承認を受けようとした事業年度終了の日（当該
事業年度について中間申告書を提出すべき法人については、当該事業年度開始の日以後６月
を経過した日の前日。以下同じ｡)までに所轄税務署長から承認又は却下の通知がなかった場
合は、当該事業年度終了の日を記載してください。 

  (2) 「青色申告書による法人税の申告をやめようとする理由」欄には、青色申告書による法人
税の申告書の提出をやめようとする理由を簡明に記載してください。 

  (3) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税
理士等が署名押印してください。 

  (4) 「※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

            青色申告の取りやめの届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、法人税法第 121 条第１項（青色申告）の承認を受けている法人が、同項各号に
掲げる申告書を青色申告書により提出することをやめようとする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、青色申告書により提出することをやめようとする事業年度終了の日の翌日から
２月以内に、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 各欄は、次により記載します。 
  (1) 「青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があったものとみなされた日」欄には、

先に提出した「青色申告の承認申請書」に対する処分の通知の有無により、次のとおり記載し
てください。 

   イ 所轄税務署長から承認の通知があった場合は、当該通知書に記載された年月日を記載して
ください。 

   ロ 最初に青色申告書によって提出することの承認を受けようとした事業年度終了の日（当該
事業年度について中間申告書を提出すべき法人については、当該事業年度開始の日以後６月
を経過した日の前日。以下同じ｡)までに所轄税務署長から承認又は却下の通知がなかった場
合は、当該事業年度終了の日を記載してください。 

  (2) 「青色申告書による法人税の申告をやめようとする理由」欄には、青色申告書による法人
税の申告書の提出をやめようとする理由を簡明に記載してください。 

  (3) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税
理士等が署名押印してください。 

  (4) 「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

 特 定 信 託 に 係 る    

    青色申告の承認申請書    
 

※整理番号 
  

〒 
納 税 地         

   電話(   )     － 
 

（フリガナ）  

 平成  年  月  日 受 託 者 の 名 称          

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名          ○印 
 

特 定 信 託 の         
委 託 者 の 名 称 

 

特定信託の名称          

 税 務 署長殿 
※ 信託区分番号  

 

  自 平成  年  月  日 
  至 平成  年  月  日 

計算期間から特定信託に係る法人税の申告書を青色申告によって提  

 

  出したいので、法人税法第122条第３項の規定に基づき申請します。   

 

 
１ この申請書が次に該当するときは、それぞれ該当の年月日を記載してください。 
(1) 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書
を提出した後に再び青色申告書の提出の承認を申請する場合には、その取消しの通知を受けた日又
は取りやめの届出書を提出した日                  平成  年  月  日 

(2) この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする計算期間が第一期計算期間に該当する場合に
は、特定信託の契約（一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最
初の契約）の締結の日                       平成  年  月  日 

 
 
２ 参考事項 
(1) 帳簿組織の状況 

 

 

伝 票 又 は 帳 簿 名             
左 の 帳 票      
の 形 態      

記 帳 の     
時 期     

伝 票 又 は 帳 簿 名             
左 の 帳 票      
の 形 態      

記 帳 の     
時 期     

      

      

      

 

 
 

 

 
(2) 特別な記帳方法の採用の有無 
イ 伝票会計採用 
ロ 電子計算機利用 

(3) 税理士が関与している場合におけるその関与度合 
 

   

 税 理 士 署 名 押 印             ○印 

 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

               

 ※税務署 
処理欄 管理  部門  決算 

期  業種 
番号  入力  名簿  通信日付印 年 月 日 確認印   

18.06 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託に係る青色申告の承認申請書の記載要領等 
 

１ この申請書は、特定信託の受託者である法人が、各計算期間における特定信託確定申告書及

び特定信託中間申告書を青色申告書により提出することの承認を受けようとする場合に使用し

てください。 
（注）法人税法第125条第３項の規定に該当する場合には、当該申請書を提出する必要はあり

ません。 
２ この申請書は、特定信託確定申告書等を青色申告書によって提出しようとする計算期間開始

の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出して

ください。 
なお、その計算期間が次の各項の計算期間に該当する場合には、それぞれに掲げる日の前日

までに提出してください。 
(1) 次のイからハに掲げる日の属する計算期間（以下「第一計算期間」といいます。） 
同日以降３月を経過した日と当該計算期間終了の日とのいずれか早い日 

イ 特定信託の契約（一の契約に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、

その最初の契約）の締結の日 
ロ 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなった日 
ハ 特定信託の信託事務の引継ぎを受けた日 
(2) 第一計算期間が３月に満たない場合の当該第一計算期間後の各計算期間（第一計算期間の

翌計算期間から当該特定信託に係るイからハまでに掲げる日以後３月を経過した日の属する

計算期間までの各計算期間に限ります。） 
イからハに掲げる日以後３月を経過した日と当該計算期間終了の日とのいずれか早い日 

３ 「参考事項」欄は、次により記載してください。 
(1) 「帳簿組織の状況」欄には、貴法人の特定信託に関する伝票から総勘定元帳までの帳簿書

類等の種類、形態及び記帳の時期を記載します。 
なお、「左の帳票の形態」欄には、例えば、「３枚複写伝票」、「装丁帳簿」のように記載し、

「記帳の時期」欄には、例えば、｢毎日｣、「１週間ごと」、｢10日ごと｣のように記載します。 
(2) 「特別な経理方法の採用の有無」欄は、貴法人の特定信託に関する経理方法がイ又はロの

いずれかに該当する場合には、該当項目を○で囲んで表示してください。 
(3) 「税理士が関与している場合におけるその関与度合」欄は、その特定信託に関する関与度

合を例えば､｢総勘定元帳の記帳から一切の事務｣､「伝票整理から一切の事務」のように具体

的に記載してください。 
(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税

理士等が署名押印してください。 
(5) 「※」欄は、記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

法第     号 

         平成    年    月    日 

 

納
税
地

  

 
受名
託 
者  
の称

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 税 務 署 長 

 

代氏
表 
者名

 殿 
      財務事務官        ○印  

 
 
 
 
 

特定信託に係る青色申告の承認申請の
承 認
却 下 通知書 

 
 
 
 

貴法人から平成  年  月  日付でされた次の特定信託に係る青色申告の承認

 
申請については、調査したところ

相 当 
不相当 と認められるのでこれを

承認
却下

し た か ら

通知します。 

 
 
  ○ 特定信託の名称 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

この通知に係る処分は、                の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 
 

 

（
規
格
Ａ
４
） 

  17･03 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

  

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託に係る青色申告の承認申請の 
承認 
却下 

通知書 

 

１ 使用目的 

｢特定信託に係る青色申告の承認申請の 承認 却下  通知書｣は、特定信託に係る青色申告の承認申請について承認（みな 
し承認の場合は除く｡)又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項    目 内               容 

標 題 及 び 本 文 特定信託に係る青色申告の承認申請について、承認する場合は「不相当」及び「却下」の

文字を抹消し、却下する場合は「相当」及び「承認」の文字を抹消する。 

また、承認・却下の対象とする特定信託の名称を記載する。 

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡｣の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

国税局名を記入する。 

 

 

教 示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留意
する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に
は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に
は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
なお、承認する場合は、教示文を送付しない。 

 

 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定義）に

規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のう

ち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

法第     号  

          平成    年    月    日  

納 
税 
地 
  

 

受名 
託  
者  
の称
  

 

 
 

 

 

 税 務 署 長 

 

 

 

  

代氏 
表  
者名 
 殿 

    財務事務官           ○印   

 
 
 
 

特定信託に係る青色申告の承認の取消通知書 
 

 

 
 

貴法人の次の１に掲げる特定信託に係る青色申告の承認は、次の２に掲げる事実が 

 法人税法第１２７条第２項第  号に該当するので、 自  平成   年   月   日 
至  平成   年   月   日 

計算期間 

 以後これを取り消したから通知します。 

  
 １ 取消処分の対象となった特定信託の名称  

  

 ２ 取消処分の基因となった事実 

 

 

 

 

 

 

この通知に係る処分は、                の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 

 

 

 

  
 

（
規
格
Ａ
４
） 

 
 
 

 

 
 17･03 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

  

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託に係る青色申告の承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

「特定信託に係る青色申告の承認の取消通知書｣は、特定信託に係る青色申告の承認の取消しを通知する場合に使

用する。 

２ 記載要領 

項    目 内               容 

本 文 「第    号」の空白箇所には、法人税法第127条第２項各号に掲げる取消しの基因とな

った事実が２以上ある場合は、主な取消理由が該当する号数のみを記載する。 

取消処分の対象

となった特定信託

の名称 

取消対象となった特定信託を特定するため、その名称を記載する。 

取消処分の基因

と な っ た 事 実 

特定信託に係る青色申告の承認を取り消すこととなった事実を具体的に記載する。 

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡｣の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

国税局名を記入する。 

 

教 示 処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留
意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 

 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項（定

義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託青色申告法人に係る帳簿書類 
の 記 載 事項 等の省 略承 認申請書 ※整理番号  

納 税 地 

〒 
 
 
  電話（     ）      - 
 （フリガナ） 

 
受 託 者 の 名 称 

 

 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                   ○印  

特定信託の名称  

 
 
 
 
 
 
 平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
 

 

税 務 署 長 殿 ※信託区分番号  

  
  特定信託青色申告法人に係る帳簿書類の記載事項等の省略について、法人税法施行規則第59条の３ 
  
 の規定によりその記載事項の一部を 省 略 ・ 変 更 したいので申請します。 

 
（帳簿書類の記載事項の一部を省略又は変更しようとする内容） 
 
 
 
 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 
※税務署 
処理欄 

管理  部門  
決算 
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 名簿  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

  

 
 

（

規

格

Ａ

４

） 

）

 

18･06 改正                                         
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

 特定信託に係る青色申告   
  

 の 取 り や め の 届 出 書   

 
※整理番号  

 

  〒  納 税 地         
   電話(   )     － 

 
（フリガナ）  

 平成  年  月  日 受 託 者 の 名 称          

（フリガナ）  
 

代 表 者 氏 名          ○印 

特定信託の名称          

 税 務 署長殿 
※  信託区分番号  

 

 
自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 
計算期間から青色申告書による特定信託に係る申告書の提出をやめま 

 

 すので､法人税法第 128 条第 2項の規定に基づき届け出ます｡ 

 １ 特定信託に係る青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があったものとみなされた日 
平成  年  月  日 

 ２ 青色申告書による特定信託に係る申告をやめようとする理由 

 

 
 

 

  

 

 

 

３ その他の参考事項 
 

 

 

   

 税 理 士 署 名 押 印             ○印 

              

（
規
格
Ａ
４
） 

 ※税務署 
処理欄 管理  部門  決算 

期  業種 
番号  入力  名簿  通信日付印 年 月 日 確認印   

  18.06 改正 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託に係る青色申告の取りやめの届出書の記載要領等 
 

１ この届出書は、特定信託の受託者である法人が法人税法第１２１条第２項（青色申告）の承

認を受けている各特定信託につき、同項各号に掲げる申告書を青色申告書により提出すること

をやめようとする場合に使用してください。 

２ この届出書は、青色申告書により提出することをやめようとする特定信託の計算期間終了の

日の翌日から２月以内に、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提

出してください。 

３ 各欄は、次により記載します。 

(1) ｢特定信託に係る青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があったものとみなさ

れた日｣欄には、先に提出した「特定信託に係る青色申告承認申請書」に対する処分の通知

の有無により、次のとおり記載してください。 

イ 所轄税務署長から承認の通知があった場合は、当該通知書に記載された年月日を記載し

てください。 

ロ 最初に青色申告書によって提出することの承認を受けようとした計算期間終了の日（当

該計算期間について中間申告書を提出すべき特定信託については、当該計算期間開始の日

以後６月を経過した日の前日。以下同じです｡)までに所轄税務署長から承認又は却下の通

知がなかった場合は、当該計算期間終了の日を記載してください。 

(2) 「青色申告書による特定信託に係る申告をやめようとする理由」欄には、青色申告書に

よる特定信託に係る申告書の提出をやめようとする理由を簡明に記載してください。 

(3) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その

税理士等が署名押印してください。 

(4) 「※」欄は、記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

 

特定信託青色申告法人に係る帳簿書類の 

記載事項等の省略承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、特定信託に係る青色申告法人が帳簿書類の記載事項等についてその業種、業態及び

規模等により法人税法施行規則第54条から第56条（青色申告法人の帳簿書類）までの規定により難

く、その記載事項の一部を省略又は変更したい場合に使用してください。 

２ この申請書は、帳簿書類の記載事項についてその記載事項の一部を省略又は変更しようとする計算

期間開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し

てください。 

なお、その計算期間が次の各項の計算期間に該当する場合には、それぞれに掲げる日の前日までに

提出してください。 

(1) 次のイからハに掲げる日の属する計算期間（以下「第一計算期間」といいます。） 

同日以降３月を経過した日と当該計算期間終了の日とのいずれか早い日 

イ 特定信託の契約（一の契約に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最

初の契約）の締結の日 

ロ 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなった日 

ハ 特定信託の信託事務の引継ぎを受けた日 

(2) 第一計算期間が３月に満たない場合の当該第一計算期間後の各計算期間（第一計算期間の翌計算

期間から当該特定信託に係る(1)のイからハまでに掲げる日以後３月を経過した日の属する計算期

間までの各計算期間に限ります。） 

(1)のイからハに掲げる日以後３月を経過した日と当該計算期間終了の日とのいずれか早い日 

 

３ 各欄は、次により記載します。 

(1) 「省略」、「変更」の別は該当する項目を○で囲んでください。 

(2) 「帳簿書類の記載事項の一部を省略又は変更しようとする内容」欄には、その省略又は変更しよ

うとする内容を記載してください。 

(3) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

(4) 「※」欄は、記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
  （新 設） 

 

20.06 

 

特定受益証券発行信託に関する書類の提出書 
 

 ※整理番号  

 （フリガナ） 
 
法 人 名 

 
 

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 
 

電話（   ）   －    

納 税 地 
〒 
 

電話（   ）   －    

 （フリガナ） 
 

代 表 者 氏 名 
 

 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     税務署長殿 
代 表 者 住 所 

〒 
 

電話（   ）   －    

  法人税法施行令第 14 条の４第９項の規定に基づき、下記のとおり特定受益証券発行信
託に関する書類を提出します。 

記 

提 出 対 象 
事 業 年 度 

(自) 平成  年  月  日 
(至) 平成  年  月  日 

法人税法施行令第 14 条の４
第６項の承認年月日 

平成  年  月  日 

信 託 の 名 称 計 算 期 間 提 出 書 類 ※入力 

 
(自) 平成  年  月  日 
(至) 平成  年  月  日 

１ 貸借対照表、損益計算書 
２ その他（        ） 

 
 

 
(自) 平成  年  月  日 
(至) 平成  年  月  日 

１ 貸借対照表、損益計算書 
２ その他（        ） 

 
 

 
(自) 平成  年  月  日 
(至) 平成  年  月  日 

１ 貸借対照表、損益計算書 
２ その他（        ） 

 
 

 
(自) 平成  年  月  日 
(至) 平成  年  月  日 

１ 貸借対照表、損益計算書 
２ その他（        ） 

 
 

 
(自) 平成  年  月  日 
(至) 平成  年  月  日 

１ 貸借対照表、損益計算書 
２ その他（        ） 

 
 

 
(自) 平成  年  月  日 
(至) 平成  年  月  日 

１ 貸借対照表、損益計算書 
２ その他（        ） 

 
 

 
(自) 平成  年  月  日 
(至) 平成  年  月  日 

１ 貸借対照表、損益計算書 
２ その他（        ） 

 
 

提
出
対
象
事
業
年
度
中
に
計
算
期
間
の
終
了
し
た
特
定
受
益
証
券
発
行
信
託 

 
(自) 平成  年  月  日 
(至) 平成  年  月  日 

１ 貸借対照表、損益計算書 
２ その他（        ） 

 
 

 
※税務署 
 整理欄 

部門  
決算
期 

 通信日付印 平成  年  月  日 
確認
印 

 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
  （新 設） 

 

特定受益証券発行信託に関する書類の提出書の記載要領等 

 

特定受益証券発行信託の受託者としての承認を受けた法人は、事業年度終了の日の翌日以後２月を経過する日

までに、当該事業年度中に終了した特定受益証券発行信託の各計算期間について、法人税法施行令第 14 条の４

第９項に基づく書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととなっておりますので、下記の記載

要領等を参考としてこの提出書を作成し、提出書類と併せて提出してください。 

 

記 

 

１ 提出部数 

この提出書は、法人税法施行令第 14 条の４第９項に基づく提出書類と併せて１通（調査課所管法人にあっ

ては提出書類２部と提出書２通）を納税地の所轄税務署に提出してください。 

 

２ 各欄の記載方法 

(1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してくだ

さい。 

(2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄にはその代表者の住所地を記載し

てください。 

(3) 「提出対象事業年度」欄には、特定受益証券発行信託に関する書類を提出しなければならない事業年度を

記載してください。 

(4) 「法人税法施行令第 14 条の４第６項の承認年月日」欄には、法人税法施行令第 14 条の４第３項に規定に

基づき提出した承認申請に対する、同条第６項の承認通知の日付を記載してください。 

(5) 「信託の名称」欄には、書類を提出しなければならない特定受益証券発行信託の名称を、「計算期間」欄

には、同信託の計算期間を記載してください。 

(6) 「提出書類」欄には、この提出書と併せて提出するものを○で囲んで表示してください。 

(7) 「※」印欄は記載しないでください。 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号   
        事前確定届出給与に関する届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

 
 
 
 
 
平成   年   月   日 

 
 

 

   税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

代 表 者 住 所 

〒 
 
 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        （      局      署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  
整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

代 表 者 住 所 
〒 

 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

事前確定届出給与について下記のとおり届け出ます。 
記 

① 事前確定届出給与に係る株主総会等の決議
をした日及びその決議をした機関等 

（決議をした日） 平成   年   月   日 
（決議をした機関等） 

② 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始
する日 

平成   年   月   日 

③ 臨時改定事由の概要及びその臨時改定事由
が生じた日 

（臨時改定事由の概要） 
 
 
（臨時改定事由が生じた日） 平成   年   月   日 

④ 事前確定届出給与等の状況 付表１（No.    ～No.    ）のとおり。 

⑤ 事前確定届出給与につき定期同額給与によ
る支給としない理由及び事前確定届出給与の
支給時期を付表１の支給時期とした理由 

 

⑥ 事前確定届出給与対象者以外の役員に対す
る給与の状況 

付表２（No.    ～No.    ）のとおり。 

⑦ その他参考となるべき事項 
 

 

イ 次のうちいずれか早い日 平成  年  月  日 
(ｲ) ①又は②に記載した日のうちいずれか早い日から１月を経過する日（平成  年  月  日） 
(ﾛ) 会計期間４月経過日等（平成  年  月  日） 
ロ 設立の日以後２月を経過する日 平成  年  月  日 
ハ 臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日 平成  年  月  日 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署処理欄 部門  決算期  業種番号  整理簿  備考  通信日付印 年 月 日 確認印    
 
20・06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

届 

出 

期 

限 

届出期限となる日 
  □イ  □ロ  □ハ  

※整理番号   
        事前確定届出給与に関する届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

 
 
 
 
 
平成   年   月   日 

 
 

 

   税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

代 表 者 住 所 

〒 
 
 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        （      局      署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  
整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

代 表 者 住 所 
〒 

 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

事前確定届出給与について下記のとおり届け出ます。 
記 

① 事前確定届出給与に係る株主総会等の決議
をした日及びその決議をした機関等 

（決議をした日） 平成   年   月   日 
（決議をした機関等） 

② 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始
する日 

平成   年   月   日 

③ 臨時改定事由の概要及びその臨時改定事由
が生じた日 

（臨時改定事由の概要） 
 
 
（臨時改定事由が生じた日） 平成   年   月   日 

④ 事前確定届出給与等の状況 付表１（No.    ～No.    ）のとおり。 

⑤ 事前確定届出給与につき定期同額給与によ
る支給としない理由及び事前確定届出給与の
支給時期を付表１の支給時期とした理由 

 

⑥ 事前確定届出給与対象者以外の役員に対す
る給与の状況 

付表２（No.    ～No.    ）のとおり。 

⑦ その他参考となるべき事項 
 

 

イ 次のうちいずれか早い日 平成  年  月  日 
(ｲ) ①又は②に記載した日のうちいずれか早い日から１月を経過する日（平成  年  月  日） 
(ﾛ) 会計期間４月経過日等（平成  年  月  日） 
ロ 設立の日以後２月を経過する日 平成  年  月  日 
ハ 臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日 平成  年  月  日 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署処理欄 部門  決算期  業種番号  整理簿  備考  通信日付印 年 月 日 確認印    
 
19・05改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

届 

出 

期 

限 

届出期限となる日 
  □イ  □ロ  □ハ  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等 

 

１ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、役員の職務につき「所定の時
期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する法人税法第 34 条第１項第２号（役員給与の損金不算入）に掲げ
る給与（以下付表１までにおいて「事前確定届出給与」といいます。）について、その「定め」の内容に関して届出を
する場合に使用するもので、次の区分に応じてそれぞれの届出期限までに提出してください。 

区         分 届   出   期   限 
① 株主総会等の決議により役員の職務につき「所定の
時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合（下記
②又は③に該当する場合を除きます。） 

株主総会等の決議をした日（同日がその職務の執行を開
始する日後である場合にあっては、当該開始する日）から
１月を経過する日。ただし、その日が当該事業年度又は連
結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から４月を
経過する日（保険会社にあっては、当該会計期間開始の日
から５月を経過する日。以下「会計期間４月経過日等」と
いいます。）後である場合には当該会計期間４月経過日等 

② 新設法人がその役員のその設立の時に開始する職
務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」
をした場合 

その設立の日以後２月を経過する日 

③ 臨時改定事由（法人税法施行令第 69 条第１項第１
号ロ（定期同額給与の範囲等）に規定する役員の職制
上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これ
らに類するやむを得ない事情をいいます。以下同じ。）
により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき「所
定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合
（当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務
につき「定め」があった場合を除きます。） 
 (注) 当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職

務につき「定め」があり、当該「定め」に係る届出
をしている場合は、変更届出となります。 

次に掲げる日のうちいずれか遅い日 
イ 上記①に掲げる日（上記②に該当する場合は、②に
掲げる日） 

ロ 当該臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日 

(注)1   連結子法人（連結申告法人に限ります。）については、法人税法施行令第 155 条の６（個別益金額又は個別損
金額の計算における届出等の規定の準用）の規定により、当該連結子法人に係る連結親法人が提出することにな
ります。 
2   他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づい
て支給する給与、例えば、非常勤役員に対して四半期ごとに支給する給与についても、この届出が必要となりま
すのでご注意ください。ただし、同族会社に該当しない法人が、定期給与を支給しない役員に対して支給する給
与については、この届出は必要ありません。 

 
２ この届出書は、事前確定届出給与に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」ごとに作成し、納税地の所轄税
務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
なお、作成に当たっては、その「定め」において定めた事前確定届出給与の支給の対象となる者（以下付表２までに
おいて「事前確定届出給与対象者」といいます。）のすべての分を取りまとめて作成します。ただし、例えば、当該事
業年度に係る届出書を提出した後において、新たな役員が就任するなどの臨時改定事由が生じ、当該役員について事前
確定届出給与に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」を定めた場合には、その「定め」については、別途こ
の届出書を作成して提出してください。 
 

３ 各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏名」
及び「代表者住所」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、この届出の対象が連結子法人である場合における当該連結子法人の「法人名」、「本店又
は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等 

 

１ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、役員の職務につき「所定の時
期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する法人税法第 34 条第１項第２号（役員給与の損金不算入）に掲げ
る給与（以下付表１までにおいて「事前確定届出給与」といいます。）について、その「定め」の内容に関して届出を
する場合に使用するもので、次の区分に応じてそれぞれの届出期限までに提出してください。 

区         分 届   出   期   限 
① 株主総会等の決議により役員の職務につき「所定の
時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合（下記
②又は③に該当する場合を除きます。） 

株主総会等の決議をした日（同日がその職務の執行を開
始する日後である場合にあっては、当該開始する日）から
１月を経過する日。ただし、その日が当該事業年度又は連
結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から４月を
経過する日（保険会社にあっては、当該会計期間開始の日
から５月を経過する日。以下「会計期間４月経過日等」と
いいます。）後である場合には当該会計期間４月経過日等 

② 新設法人がその役員のその設立の時に開始する職
務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」
をした場合 

その設立の日以後２月を経過する日 

③ 臨時改定事由（法人税法施行令第 69 条第１項第１
号ロ（定期同額給与の範囲等）に規定する役員の職制
上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これ
らに類するやむを得ない事情をいいます。以下同じ。）
により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき「所
定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合
（当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務
につき「定め」があった場合を除きます。） 
 (注) 当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職

務につき「定め」があり、当該「定め」に係る届出
をしている場合は、変更届出となります。 

次に掲げる日のうちいずれか遅い日 
イ 上記①に掲げる日（上記②に該当する場合は、②に
掲げる日） 

ロ 当該臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日 

(注)1   連結子法人（連結申告法人に限ります。）については、法人税法施行令第 155 条の６（個別益金額又は個別損
金額の計算における届出等の規定の準用）の規定により、当該連結子法人に係る連結親法人が提出することにな
ります。 
2   他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づい
て支給する給与、例えば、非常勤役員に対して四半期ごとに支給する給与についても、この届出が必要となりま
すのでご注意ください。ただし、同族会社に該当しない法人が、定期給与を支給しない役員に対して支給する給
与については、この届出は必要ありません。 

 
２ この届出書は、事前確定届出給与に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」ごとに作成し、納税地の所轄税
務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
なお、作成に当たっては、その「定め」において定めた事前確定届出給与の支給の対象となる者（以下付表２までに
おいて「事前確定届出給与対象者」といいます。）のすべての分を取りまとめて作成します。ただし、例えば、当該事
業年度に係る届出書を提出した後において、新たな役員が就任するなどの臨時改定事由が生じ、当該役員について事前
確定届出給与に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」を定めた場合には、その「定め」については、別途こ
の届出書を作成して提出してください。 
 

３ 各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、「代表者氏名」
及び「代表者住所」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、この届出の対象が連結子法人である場合における当該連結子法人の「法人名等」、「本店
又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) 「① 事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日及びその決議をした機関等」欄には、「株主総会」、「報
酬委員会」、「取締役会」などの機関等の決議により役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」
をした場合におけるその決議をした日及びその決議をした機関等の名称を記載してください。 

(4) 「② 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日」欄には、「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に
係る職務の執行を開始する日（定時株主総会の開催日など）を記載してください。 
なお、事前確定届出給与対象者のうちその職務の執行を開始する日が異なる者がいる場合には、この欄の余白部分
に、例えば、「一部役員については平成○年○月○日」等と記載してください。 
(5) 「③ 臨時改定事由の概要及びその臨時改定事由が生じた日」欄には、臨時改定事由により当該臨時改定事由に
係る役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合（その役員の当該臨時改定事由が生
ずる直前の職務につき「定め」があった場合を除きます。）において、当該臨時改定事由を具体的に記載するととも
に、当該臨時改定事由が生じた日を記載します。 

(6) 「④ 事前確定届出給与等の状況」欄の「（No.   ～No.   ）」には、付表１に付した一連番号の最初と末尾の
番号を記載します。 

(7) 「⑤ 事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由及び事前確定届出給与の支給時期を付表１
の支給時期とした理由」欄には、これらの理由を具体的に記載してください。 
なお、「定期同額給与」とは、その支給時期が１月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時
期における支給額が同額である給与等、法人税法第34条第１項第１号に掲げる給与をいいます。 
(8) 「⑥ 事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況」欄の「（No.   ～No.   ）」には、付表２に付
した一連番号の最初と末尾の番号を記載します。 

(9) 「⑦ その他参考となるべき事項」欄には、新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につ
き「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をして届出を行う場合に、「設立年月日 平成○年○月○日」等と記
載するほか、この届出に係る事前確定届出給与につき参考となるべき事項を記載してください。この場合、参考と
なるべき事項のうちこの届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」の内容に関する事項の記載に当た
っては、その事項の記載に代えて、その「定め」の写しを添付するようにしてください。 

(10) 「届出期限」欄は、上記１の表の区分に応じて、それぞれ次のとおり記載してください。 
・区分①（株主総会等の決議）…「(ｲ) ①又は②に記載した日のうちいずれか早い日から１月を経過する日」に「①」

欄に記載した「決議をした日」又は「②」欄に記載した「職務の執行を開始する日」のうちいずれか早い
日から１月を経過する日を、「(ﾛ) 会計期間４月経過日等」に当該事業年度開始の日の属する会計期間開
始の日から４月を経過する日（保険会社にあっては、その会計期間開始の日から５月を経過する日）を、
それぞれ記載するとともに、「イ 次のうちいずれか早い日」に該当する日付を記載します。 
また、「届出期限となる日」欄の「□ イ」にレ印を付します。 

(注) 「決議をした日から１月を経過する日」は、「決議をした日」の翌日を起算日として、暦に従って計算し
ます。なお、起算日が月の初めでないときは、翌月におけるその起算日に応当する日の前日（翌月にその
応当する日がないときは、その月の末日）となります。 
（例：決議をした日が５月25日の場合、５月26日が起算日となり、翌月における起算日に応当する日（６
月26日）の前日である６月25日が「決議をした日から１月を経過する日」となります。） 

・区分②（新設法人）…「ロ 設立の日以後２月を経過する日」に、該当する日付を記載します。また、「届出期限
となる日」欄の「□ ロ」にレ印を付します。 

・区分③（臨時改定事由）…区分①又は区分②と同様に記載するほか、「ハ 臨時改定事由が生じた日から１月を経
過する日」に「③」欄に記載した「臨時改定事由が生じた日」から１月を経過する日を記載します。 
また、「届出期限となる日」欄は、「イ」又は「ロ」に記載した日と「ハ」に記載した日のうち、いずれ
か遅い日について、該当するものにレ印を付します。 

(11) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印して
ください。 

(12) 「※」欄は、記載しないでください。 
 （追 加） 

(3) 「① 事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日及びその決議をした機関等」欄には、「株主総会」、「報
酬委員会」、「取締役会」などの機関等の決議により役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」
をした場合におけるその決議をした日及びその決議をした機関等の名称を記載してください。 

(4) 「② 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日」欄には、「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に
係る職務の執行を開始する日（定時株主総会の開催日など）を記載してください。 
なお、事前確定届出給与対象者のうちその職務の執行を開始する日が異なる者がいる場合には、この欄の余白部分
に、例えば、「一部役員については平成○年○月○日」等と記載してください。 
(5) 「③ 臨時改定事由の概要及びその臨時改定事由が生じた日」欄には、臨時改定事由により当該臨時改定事由に
係る役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合（その役員の当該臨時改定事由が生
ずる直前の職務につき「定め」があった場合を除きます。）において、当該臨時改定事由を具体的に記載するととも
に、当該臨時改定事由が生じた日を記載します。 

(6) 「④ 事前確定届出給与等の状況」欄の「（No.   ～No.   ）」には、付表１に付した一連番号の最初と末尾の
番号を記載します。 

(7) 「⑤ 事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由及び事前確定届出給与の支給時期を付表１
の支給時期とした理由」欄には、これらの理由を具体的に記載してください。 
なお、「定期同額給与」とは、その支給時期が１月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時
期における支給額が同額である給与等、法人税法第34条第１項第１号に掲げる給与をいいます。 
(8) 「⑥ 事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況」欄の「（No.   ～No.   ）」には、付表２に付
した一連番号の最初と末尾の番号を記載します。 

(9) 「⑦ その他参考となるべき事項」欄には、新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につ
き「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をして届出を行う場合に、「設立年月日 平成○年○月○日」等と記
載するほか、この届出に係る事前確定届出給与につき参考となるべき事項を記載してください。この場合、参考と
なるべき事項のうちこの届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」の内容に関する事項の記載に当た
っては、その事項の記載に代えて、その「定め」の写しを添付するようにしてください。 

(10) 「届出期限」欄は、上記１の表の区分に応じて、それぞれ次のとおり記載してください。 
・区分①（株主総会等の決議）…「(ｲ) ①又は②に記載した日のうちいずれか早い日から１月を経過する日」に「①」

欄に記載した「決議をした日」又は「②」欄に記載した「職務の執行を開始する日」のうちいずれか早い
日から１月を経過する日を、「(ﾛ) 会計期間４月経過日等」に当該事業年度開始の日の属する会計期間開
始の日から４月を経過する日（保険会社にあっては、その会計期間開始の日から５月を経過する日）を、
それぞれ記載するとともに、「イ 次のうちいずれか早い日」に該当する日付を記載します。 
また、「届出期限となる日」欄の「□ イ」にレ印を付します。 

(注) 「決議をした日から１月を経過する日」は、「決議をした日」の翌日を起算日として、暦に従って計算し
ます。なお、起算日が月の初めでないときは、翌月におけるその起算日に応当する日の前日（翌月にその
応当する日がないときは、その月の末日）となります。 
（例：決議をした日が５月25日の場合、５月26日が起算日となり、翌月における起算日に応当する日（６
月26日）の前日である６月25日が「決議をした日から１月を経過する日」となります。） 

・区分②（新設法人）…「ロ 設立の日以後２月を経過する日」に、該当する日付を記載します。また、「届出期限
となる日」欄の「□ ロ」にレ印を付します。 

・区分③（臨時改定事由）…区分①又は区分②と同様に記載するほか、「ハ 臨時改定事由が生じた日から１月を経
過する日」に「③」欄に記載した「臨時改定事由が生じた日」から１月を経過する日を記載します。 
また、「届出期限となる日」欄は、「イ」又は「ロ」に記載した日と「ハ」に記載した日のうち、いずれ
か遅い日について、該当するものにレ印を付します。 

(11) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印して
ください。 

(12) 「※」欄は、記載しないでください。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基
づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、
その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

※整理番号     （平成19年３月31日以前開始事業年度又は連結事業年度分） 
       事前確定届出給与に関する届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

 
 
 
 
 
平成   年   月   日 

 
 

 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

代 表 者 住 所 

〒 
 
 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        （      局      署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  
整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

代 表 者 住 所 
〒 

 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

事前確定届出給与について下記のとおり届け出ます。 
記 

① 事前確定届出給与に係る職務 
の執行を開始する日 

 

② 事前確定届出給与等の状況 付表１（No.    ～No.    ）のとおり。 

③ 事前確定届出給与の支給時期 
及び支給金額を定めた日並びに 
その定めを行った機関等 

（定めた日） 平成   年   月   日 
 
（機関等） 
 

④ 事前確定届出給与につき定期 
同額給与による支給としない理 
由及び事前確定届出給与の支給 
時期を付表１の支給時期とした 
理由 

 

⑤ 事前確定届出給与対象者以外 
の役員に対する給与の状況 

付表２（No.    ～No.    ）のとおり。 

⑥ その他参考となるべき事項 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  決算期  
業種 
番号 

 整理簿  備考  通信日付印 年 月 日確認印    

19．05改正  

（
規
格
Ａ
４
） 

平成   年   月   日 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

事前確定届出給与に関する届出書（平成19年3月31日以前開始事業年度又は連結事業年度分）の記載要領等 
 

１ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、役員の職務につき「所定の時

期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する法人税法第 34 条第１項第２号（役員給与の損金不算入）に掲げ

る給与（以下付表１までにおいて「事前確定届出給与」といいます。）について、その「定め」の内容に関して届出を

する場合に使用するもので、次の区分に応じてそれぞれの届出期限までに提出してください。 

区    分 届 出 期 限 

① 平成18年４月１日以後

最初に開始する事業年度

又は連結事業年度 

事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日（以下付表１までにおいて「職務執

行開始日」といいます。）と当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間

（法人税法第 13 条第１項（事業年度の意義）に規定する会計期間をいいます。以下付

表１までにおいて同じ。）開始の日から３月を経過する日（保険業法第２条第２項に規

定する保険会社にあっては、４月を経過する日。以下「会計期間３月経過日」といいま

す。）とのいずれか早い日 

ただし、上記のいずれか早い日が平成18年６月30日（当該保険会社にあっては、平

成18年７月31日）以前の日となる場合には、平成18年６月30日（当該保険会社にあ

っては、平成18年７月31日） 

（注）このただし書による場合であっても、その職務執行開始日までに「所定の時期に

確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。 

② ①の事業年度又は連結

事業年度後の各事業年度

又は各連結事業年度 

職務執行開始日と会計期間３月経過日とのいずれか早い日 

（注）連結子法人（連結申告法人に限ります。）については、法人税法施行令第 155 条の６（個別益金額又は個別損金

額の計算における届出等の規定の準用）の規定により、当該連結子法人に係る連結親法人が提出することになりま

す。 

 

２ この届出書は、事前確定届出給与に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」ごとに作成し、納税地の所轄税

務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

なお、作成に当たっては、その「定め」において定めた事前確定届出給与の支給の対象となる者（以下付表２までに

おいて「事前確定届出給与対象者」といいます。）のすべての分を取りまとめて作成します。ただし、例えば、当該事

業年度に係る届出書を提出した後において、会計期間３月経過日までに新たな役員が就任し、かつ、当該役員の職務執

行開始日までに当該役員について事前確定届出給与に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」を定めた場合に

は、その「定め」については、別途この届出書を作成して提出してください。 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

   「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏名」及

び「代表者住所」を記載してください。 

   「連結子法人」欄には、この届出の対象が連結子法人である場合における当該連結子法人の「法人名」、「本店又は

主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

   「① 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日」欄には、「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に

係る職務執行開始日（定時株主総会の開催日など）を記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号   
        事前確定届出給与に関する変更届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

 
 
 
 
 
平成   年   月   日 

 
 

 

   税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        （      局      署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  
整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

代 表 者 住 所 
〒 

 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

事前確定届出給与に関する変更について下記のとおり届け出ます。 
記 

臨時改定事由の概要及びその臨時改
定事由が生じた日 
 
 

（臨時改定事由の概要） 
 
 

（臨時改定事由が生じた日） 平成  年  月  日 

① 

業績悪化改定事由により直前届出に
係る「定め」の内容の変更に関する株主
総会等の決議をした日及びその変更前
の直前届出に係る「定め」に基づく給与
の支給の日 

（決議をした日） 平成  年  月  日 

（直前届出に係る給与の支給の日）  平成  年  月  日 

② 変更を行った機関等 （機関等） 

③ 変更後の事前確定届出給与等の状況 付表（No.    ～No.    ）のとおり。 

④ 変更前後で事前確定届出給与の支給時
期が異なる場合のその理由 

（理由） 
 
 

⑤ 直前届出に係る届出書の提出をした日   平成  年  月  日 

⑥ その他参考となるべき事項 
 

 

□ 臨時改定事由：「臨時改定事由が生じた日」から１月を経過する日 平成  年  月  日 
□ 業績悪化改定事由：「決議をした日」から１月を経過する日と「直前届出に係る給与の支給の日」の前日とのいずれか早

い日 平成  年  月  日 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署処理欄 部門  決算期  業種番号  整理簿  備考  通信日付印    年  月  日 確認印    

 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

届
出
期
限 

※整理番号   
        事前確定届出給与に関する変更届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

 
 
 
 
 
平成   年   月   日 

 
 

 

   税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        （      局      署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  
整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

代 表 者 住 所 
〒 

 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

事前確定届出給与に関する変更について下記のとおり届け出ます。 
記 

臨時改定事由の概要及びその臨時改
定事由が生じた日 
 
 

（臨時改定事由の概要） 
 
 

（臨時改定事由が生じた日） 平成  年  月  日 

① 

業績悪化改定事由により直前届出に
係る「定め」の内容の変更に関する株主
総会等の決議をした日及びその変更前
の直前届出に係る「定め」に基づく給与
の支給の日 

（決議をした日） 平成  年  月  日 

（直前届出に係る給与の支給の日）  平成  年  月  日 

② 変更を行った機関等 （機関等） 

③ 変更後の事前確定届出給与等の状況 付表（No.    ～No.    ）のとおり。 

④ 変更前後で事前確定届出給与の支給時
期が異なる場合のその理由 

（理由） 
 
 

⑤ 直前届出に係る届出書の提出をした日   平成  年  月  日 

⑥ その他参考となるべき事項 
 

 

□ 臨時改定事由：「臨時改定事由が生じた日」から１月を経過する日 平成  年  月  日 
□ 業績悪化改定事由：「決議をした日」から１月を経過する日と「直前届出に係る給与の支給の日」の前日とのいずれか早

い日 平成  年  月  日 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署処理欄 部門  決算期  業種番号  整理簿  備考  通信日付印    年  月  日 確認印    

 
19．05改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

届
出
期
限 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事前確定届出給与に関する変更届出書の記載要領等 
 

１ この届出書は、役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する法人税法第 34 条

第１項第２号（役員給与の損金不算入）に掲げる給与（以下付表までにおいて「事前確定届出給与」といいます。）に

ついて、既に法人税法施行令第69条第３項に規定する直前届出（以下付表までにおいて「直前届出」といいます。）を

している単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、次の２の表の区分欄に掲げる事由に基

因して当該直前届出に係る「定め」の内容を変更する場合において、その変更後の「定め」の内容に関して届出をする

ときに使用するものです。 

 

２ この届出書は、次に掲げる変更の事由の区分に応じてそれぞれの変更届出期限までに提出してください。 

区    分 変 更 届 出 期 限 

① 臨時改定事由 

 （法人税法施行令第69条第１項

第１号ロ（定期同額給与の範囲

等）に規定する役員の職制上の

地位の変更、職務の内容の重大

な変更その他これらに類するや

むを得ない事情をいいます。以

下同じ。） 

その臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日 

 

② 業績悪化改定事由 

 （法人税法施行令第69条第１項

第１号ハ（定期同額給与の範囲

等）に規定する経営の状況が著

しく悪化したことその他これに

類する理由をいいます。以下付

表までにおいて同じ。） 

その業績悪化改定事由により直前届出に係る「定め」の内容の変更に関する株

主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの（以下付表までにおいて「株主総会等」

といいます。）の決議をした日から１月を経過する日 

ただし、当該変更前の当該直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日（当

該決議をした日後最初に到来するものに限ります。）が当該１月を経過する日前

にある場合には、その支給の日の前日 

（注）連結子法人（連結申告法人に限ります。）については、法人税法施行令第 155 条の６（個別益金額又は個別損金

額の計算における届出等の規定の準用）の規定により、当該連結子法人に係る連結親法人が提出することになりま

す。 

 

３ この届出書は、臨時改定事由又は業績悪化改定事由に基因してその内容の変更がされた「所定の時期に確定額を支給

する旨の定め」に基づく給与の支給の対象となる者（直前届出の対象となった者に限ります。以下付表までにおいて「事

前確定届出給与対象者」といいます。）のすべての分を取りまとめて作成し、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 

 

４ 各欄は、次により記載してください。 

   「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、「代表者氏名」

及び「代表者住所」を記載してください。 

   「連結子法人」欄には、この届出の対象が連結子法人である場合における当該連結子法人の「法人名等」、「本店又

は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

事前確定届出給与に関する変更届出書の記載要領等 
 

１ この届出書は、役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する法人税法第 34 条

第１項第２号（役員給与の損金不算入）に掲げる給与（以下付表までにおいて「事前確定届出給与」といいます。）に

ついて、既に法人税法施行令第69条第３項に規定する直前届出（以下付表までにおいて「直前届出」といいます。）を

している単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、次の２の表の区分欄に掲げる事由に基

因して当該直前届出に係る「定め」の内容を変更する場合において、その変更後の「定め」の内容に関して届出をする

ときに使用するものです。 

 

２ この届出書は、次に掲げる変更の事由の区分に応じてそれぞれの変更届出期限までに提出してください。 

区    分 変 更 届 出 期 限 

① 臨時改定事由 

 （法人税法施行令第69条第１項

第１号ロ（定期同額給与の範囲

等）に規定する役員の職制上の

地位の変更、職務の内容の重大

な変更その他これらに類するや

むを得ない事情をいいます。以

下同じ。） 

その臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日 

 

② 業績悪化改定事由 

 （法人税法施行令第69条第１項

第１号ハ（定期同額給与の範囲

等）に規定する経営の状況が著

しく悪化したことその他これに

類する理由をいいます。以下付

表までにおいて同じ。） 

その業績悪化改定事由により直前届出に係る「定め」の内容の変更に関する株

主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの（以下付表までにおいて「株主総会等」

といいます。）の決議をした日から１月を経過する日 

ただし、当該変更前の当該直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日（当

該決議をした日後最初に到来するものに限ります。）が当該１月を経過する日前

にある場合には、その支給の日の前日 

（注）連結子法人（連結申告法人に限ります。）については、法人税法施行令第 155 条の６（個別益金額又は個別損金

額の計算における届出等の規定の準用）の規定により、当該連結子法人に係る連結親法人が提出することになりま

す。 

 

３ この届出書は、臨時改定事由又は業績悪化改定事由に基因してその内容の変更がされた「所定の時期に確定額を支給

する旨の定め」に基づく給与の支給の対象となる者（直前届出の対象となった者に限ります。以下付表までにおいて「事

前確定届出給与対象者」といいます。）のすべての分を取りまとめて作成し、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 

 

４ 各欄は、次により記載してください。 

   「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏名」及

び「代表者住所」を記載してください。 

   「連結子法人」欄には、この届出の対象が連結子法人である場合における当該連結子法人の「法人名」、「本店又は

主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   「①」欄は、その変更の事由に応じてそれぞれ次のとおり記載してください。 

イ その変更が臨時改定事由に基因するものである場合………「臨時改定事由の概要及びその臨時改定事由が生じた

日」欄に、その臨時改定事由を具体的に記載するとともに、その臨時改定事由が生じた日を記載してください。 

ロ その変更が業績悪化改定事由に基因するものである場合………「業績悪化改定事由により直前届出に係る「定め」

の内容の変更に関する株主総会等の決議をした日及びその変更前の直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の

日」欄に、業績悪化改定事由により直前届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」の内容の変更に関

する株主総会等の決議をした日を記載するとともに、その変更前の直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の

日（その決議をした日後最初に到来するものに限ります。）を記載してください。なお、その給与の支給の日が異

なる者がいる場合には、この欄の余白の部分に、例えば、「一部役員については平成○年○月○日」等と記載して

ください。 

  「② 変更を行った機関等」欄には、直前届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」の内容に関する

変更を行った「株主総会」、「報酬委員会」、「取締役会」などの機関の名称を記載してください。 

  「③ 変更後の事前確定届出給与等の状況」欄の「（No.  ～No.  ）」には、付表に付した一連番号の最初と末

尾の番号を記載します。 

  「④ 変更前後で事前確定届出給与の支給時期が異なる場合のその理由」欄には、変更前の事前確定届出給与の支

給時期がその変更後のその事前確定届出給与の支給時期と異なる場合に、その変更後のその給与の支給時期を付表の

とおりとした理由を具体的に記載してください。 

  「⑤ 直前届出に係る届出書の提出をした日」欄には、直前届出に係る届出書の提出をした日を記載してください。

なお、その提出をした日が異なる者がいる場合には、この欄の余白の部分に、例えば、「一部役員については平成

○年○月○日」等と記載してください。 

  「⑥ その他参考となるべき事項」欄には、この届出に係る変更後の事前確定届出給与につき参考となるべき事項

を記載してください。この場合、参考となるべき事項のうち直前届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定

め」の内容の変更に関する事項の記載に当たっては、その事項の記載に代えて、その変更を行った株主総会等の議事

録等の写しを添付するようにしてください。 

  「届出期限」欄は、上記２の表の変更の事由の区分に応じて、それぞれ次のとおり記載してください。 

・臨時改定事由……「①」欄の「臨時改定事由が生じた日」に記載した日から１月を経過する日を記載するとともに、

□にレ印を付します。 

(注) 「臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日」は、「臨時改定事由が生じた日」の翌日を起

算日として、暦に従って計算します。なお、起算日が月の初めでないときは、翌月におけるその

起算日に応当する日の前日（翌月にその応当する日がないときは、その月の末日）となります。 

（例：臨時改定事由が生じた日が５月25日の場合、５月26日が起算日となり、翌月における起

算日に応当する日（６月26日）の前日である６月25日が「臨時改定事由が生じた日から１

月を経過する日」となります。） 

・業績悪化改定事由……「①」欄の「決議をした日」に記載した日から１月を経過する日と「①」欄の「直前届出に

係る給与の支給の日」の前日のうちいずれか早い日を記載するとともに、□にレ印を付しま

す。 

  「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してく

ださい。 

  「※」欄は、記載しないでください。 

 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長

等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称

を併せて記載してください。 

   「①」欄は、その変更の事由に応じてそれぞれ次のとおり記載してください。 

イ その変更が臨時改定事由に基因するものである場合………「臨時改定事由の概要及びその臨時改定事由が生じた

日」欄に、その臨時改定事由を具体的に記載するとともに、その臨時改定事由が生じた日を記載してください。 

ロ その変更が業績悪化改定事由に基因するものである場合………「業績悪化改定事由により直前届出に係る「定め」

の内容の変更に関する株主総会等の決議をした日及びその変更前の直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の

日」欄に、業績悪化改定事由により直前届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」の内容の変更に関

する株主総会等の決議をした日を記載するとともに、その変更前の直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の

日（その決議をした日後最初に到来するものに限ります。）を記載してください。なお、その給与の支給の日が異

なる者がいる場合には、この欄の余白の部分に、例えば、「一部役員については平成○年○月○日」等と記載して

ください。 

  「② 変更を行った機関等」欄には、直前届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」の内容に関する

変更を行った「株主総会」、「報酬委員会」、「取締役会」などの機関の名称を記載してください。 

  「③ 変更後の事前確定届出給与等の状況」欄の「（No.  ～No.  ）」には、付表に付した一連番号の最初と末

尾の番号を記載します。 

  「④ 変更前後で事前確定届出給与の支給時期が異なる場合のその理由」欄には、変更前の事前確定届出給与の支

給時期がその変更後のその事前確定届出給与の支給時期と異なる場合に、その変更後のその給与の支給時期を付表の

とおりとした理由を具体的に記載してください。 

  「⑤ 直前届出に係る届出書の提出をした日」欄には、直前届出に係る届出書の提出をした日を記載してください。

なお、その提出をした日が異なる者がいる場合には、この欄の余白の部分に、例えば、「一部役員については平成

○年○月○日」等と記載してください。 

  「⑥ その他参考となるべき事項」欄には、この届出に係る変更後の事前確定届出給与につき参考となるべき事項

を記載してください。この場合、参考となるべき事項のうち直前届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定

め」の内容の変更に関する事項の記載に当たっては、その事項の記載に代えて、その変更を行った株主総会等の議事

録等の写しを添付するようにしてください。 

  「届出期限」欄は、上記２の表の変更の事由の区分に応じて、それぞれ次のとおり記載してください。 

・臨時改定事由……「①」欄の「臨時改定事由が生じた日」に記載した日から１月を経過する日を記載するとともに、

□にレ印を付します。 

(注) 「臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日」は、「臨時改定事由が生じた日」の翌日を起

算日として、暦に従って計算します。なお、起算日が月の初めでないときは、翌月におけるその

起算日に応当する日の前日（翌月にその応当する日がないときは、その月の末日）となります。 

（例：臨時改定事由が生じた日が５月25日の場合、５月26日が起算日となり、翌月における起

算日に応当する日（６月26日）の前日である６月25日が「臨時改定事由が生じた日から１

月を経過する日」となります。） 

・業績悪化改定事由……「①」欄の「決議をした日」に記載した日から１月を経過する日と「①」欄の「直前届出に

係る給与の支給の日」の前日のうちいずれか早い日を記載するとともに、□にレ印を付しま

す。 

  「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してく

ださい。 

  「※」欄は、記載しないでください。 

 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号   
        棚卸資産の評価方法の届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒            （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                      業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

棚卸資産の評価方法を下記のとおり届け出ます。 
記 

事業の種類（又は事業所別） 資 産 の 区 分 評 価 方 法 

 商 品 又 は 製 品  

 半 製 品  

 仕 掛 品 （ 半 成 工 事 ）  

 主 要 原 材 料  

 補 助 原 材 料 
そ の 他 の 棚 卸 資 産  

  
  

  
  

   

参 
考 
事 
項 

 １ 新設法人等の場合には、設立等年月日                     平成  年  月  日 
 ２ 新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合には、開始又は変更の年月日 
                                         平成  年  月  日 
 ３ その他  

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
20．06改正                                       （法１３０５） 
 

 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号   
        棚卸資産の評価方法の届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒            （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                      業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

棚卸資産の評価方法を下記のとおり届け出ます。 
記 

事業の種類（又は事業所別） 資 産 の 区 分 評 価 方 法 

 商 品 又 は 製 品  

 半 製 品  

 仕 掛 品 （ 半 成 工 事 ）  

 主 要 原 材 料  

 補 助 原 材 料 
そ の 他 の 棚 卸 資 産  

  
  

  
  

   

参 
考 
事 
項 

 １ 新設法人等の場合には、設立等年月日                     平成  年  月  日 
 ２ 新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合には、開始又は変更の年月日 
                                         平成  年  月  日 
 ３ その他  

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
18．06改正                                       （法１３０５） 
 

 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

棚卸資産の評価方法の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、棚卸資産の評価方法を

選定して届け出るときに使用するもので、次の区分に応じてそれぞれの提出期限までに提出してください。 
        区     分             提    出    期    限       
 

 
 

 普通法人を設立した場合 
 
 

設立第１期の確定申告書の提出期限（合併により設立された法人
が法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を
提出するときは、その中間申告書の提出期限） 

 

 
 公益法人等及び人格のない社団等が新たに 
 収益事業を開始した場合 

新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提
出期限 

 

 
 
 
 

  
設立後（又は収益事業開始後）新たに他の 
 種類の事業（又は収益事業）を開始し、あ 
 るいは事業（又は収益事業）の種類を変更 
 した場合 
 

他の種類の事業（又は収益事業）を開始し、あるいは事業（又は
収益事業）の種類を変更した日の属する事業年度の確定申告書の
提出期限（普通法人が法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場
合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限） 

 （注）連結親法人については、法人税法施行令第 155 条の６の規定によって提出してください。また、外国法人に
ついては、法人税法施行令第 188 条第３項の規定によって提出してください。 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
 ３ 棚卸資産の評価方法の選定は、事業の種類ごとに、かつ、資産の区分ごとに行うことになっていますから、そ

の区分ごとに評価方法を定めて明確に記載しますが、事業の種類ごとのほか事業所別に、又は資産の区分をさら
に細分して異なる評価方法を選定することができます。 

 ４ 各欄は、次により記載します。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、

「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「事業の種類(又は事業所別）」欄には、実際に行っている事業の内容を種類別に記載しますが、事業所別に

選定しようとする場合には、その事業所名を記載してください。 
  (4) 「資産の区分」の空白欄には、事業を２以上営んでいる場合又は事業所別に選定しようとする場合に、棚卸

資産を次の区分によって記載してください。 
   イ 商品又は製品（副産物及び作業くずを除きます｡）  
   ロ 半 製 品 
   ハ 仕 掛 品（半成工事を含みます｡） 
   ニ 主要原材料 
   ホ 補助原材料その他の棚卸資産 
   （注）副産物及び作業くずは、その他の棚卸資産の中に含まれます。 
  (5) 「評価方法」欄には、次に掲げる評価方法のうち採用しようとする評価方法を記載してください。なお、個

別法による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする低価法を含みます｡）は、通常一の取引によ
って大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められている棚卸資産については、選定できないことに
なっていますから注意してください。 

   イ 原 価 法 
    (ｲ) 個別法による原価法 
    (ﾛ) 先入先出法による原価法 
    (ﾊ) 後入先出法による原価法 
    (ﾆ) 総平均法による原価法 
    (ﾎ) 移動平均法による原価法 
    (ﾍ) 単純平均法による原価法 
    (ﾄ) 最終仕入原価法による原価法 
    (ﾁ) 売価還元法による原価法 
   ロ 低 価 法 
    (ｲ) 個別法による原価法に基づく低価法 
    (ﾛ) 先入先出法による原価法に基づく低価法 
    (ﾊ) 後入先出法による原価法に基づく低価法 
    (ﾆ) 総平均法による原価法に基づく低価法 
    (ﾎ) 移動平均法による原価法に基づく低価法 
    (ﾍ) 単純平均法による原価法に基づく低価法 
    (ﾄ) 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法 
    (ﾁ) 売価還元法による原価法に基づく低価法 
    （注）(5)に掲げる法定の評価方法によらないで、特別な評価方法により行おうとする場合には、その評価

方法についてあらかじめ税務署長の承認を受ける必要がありますので、その場合には「棚卸資産の特別
な評価方法の承認申請書」を作成し、所轄税務署長に提出してください。 

  (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

  (7) 「※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又
は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

棚卸資産の評価方法の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、棚卸資産の評価方法を

選定して届け出るときに使用するもので、次の区分に応じてそれぞれの提出期限までに提出してください。 
        区     分             提    出    期    限       
 

 
 

 普通法人を設立した場合 
 
 

設立第１期の確定申告書の提出期限（合併により設立された法人
が法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を
提出するときは、その中間申告書の提出期限） 

 

 
 公益法人等及び人格のない社団等が新たに 
 収益事業を開始した場合 

新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提
出期限 

 

 
 
 
 

  
設立後（又は収益事業開始後）新たに他の 
 種類の事業（又は収益事業）を開始し、あ 
 るいは事業（又は収益事業）の種類を変更 
 した場合 
 

他の種類の事業（又は収益事業）を開始し、あるいは事業（又は
収益事業）の種類を変更した日の属する事業年度の確定申告書の
提出期限（普通法人が法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場
合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限） 

 （注）連結親法人については、法人税法施行令第 155 条の６の規定によって提出してください。また、外国法人に
ついては、法人税法施行令第 188 条第３項の規定によって提出してください。 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
 ３ 棚卸資産の評価方法の選定は、事業の種類ごとに、かつ、資産の区分ごとに行うことになっていますから、そ

の区分ごとに評価方法を定めて明確に記載しますが、事業の種類ごとのほか事業所別に、又は資産の区分をさら
に細分して異なる評価方法を選定することができます。 

 ４ 各欄は、次により記載します。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、

「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「事業の種類(又は事業所別）」欄には、実際に行っている事業の内容を種類別に記載しますが、事業所別に

選定しようとする場合には、その事業所名を記載してください。 
  (4) 「資産の区分」の空白欄には、事業を２以上営んでいる場合又は事業所別に選定しようとする場合に、棚卸

資産を次の区分によって記載してください。 
   イ 商品又は製品（副産物及び作業くずを除きます｡）  
   ロ 半 製 品 
   ハ 仕 掛 品（半成工事を含みます｡） 
   ニ 主要原材料 
   ホ 補助原材料その他の棚卸資産 
   （注）副産物及び作業くずは、その他の棚卸資産の中に含まれます。 
  (5) 「評価方法」欄には、次に掲げる評価方法のうち採用しようとする評価方法を記載してください。なお、個

別法による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする低価法を含みます｡）は、通常一の取引によ
って大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められている棚卸資産については、選定できないことに
なっていますから注意してください。 

   イ 原 価 法 
    (ｲ) 個別法による原価法 
    (ﾛ) 先入先出法による原価法 
    (ﾊ) 後入先出法による原価法 
    (ﾆ) 総平均法による原価法 
    (ﾎ) 移動平均法による原価法 
    (ﾍ) 単純平均法による原価法 
    (ﾄ) 最終仕入原価法による原価法 
    (ﾁ) 売価還元法による原価法 
   ロ 低 価 法 
    (ｲ) 個別法による原価法に基づく低価法 
    (ﾛ) 先入先出法による原価法に基づく低価法 
    (ﾊ) 後入先出法による原価法に基づく低価法 
    (ﾆ) 総平均法による原価法に基づく低価法 
    (ﾎ) 移動平均法による原価法に基づく低価法 
    (ﾍ) 単純平均法による原価法に基づく低価法 
    (ﾄ) 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法 
    (ﾁ) 売価還元法による原価法に基づく低価法 
    （注）(5)に掲げる法定の評価方法によらないで、特別な評価方法により行おうとする場合には、その評価

方法についてあらかじめ税務署長の承認を受ける必要がありますので、その場合には「棚卸資産の特別
な評価方法の承認申請書」を作成し、所轄税務署長に提出してください。 

  (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

  (7) 「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号          棚 卸 資 産 の 特 別 な 評 価 方 法 
        の 承 認 申 請 書 

※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
次の棚卸資産の評価について、特別な評価方法によりたいので申請します。 

 

事 業 の 種 類 資 産 の 区 分 評 価 方 法 

             業   

   

   

   

   

承認を受けようとする特別な評価方法の内容 
 
 
後入先出法に準じているかどうかの別     準じている。     準じていない。 

特別な評価方法を採用しようとする理由 

その他の参考事項 

 
税 理 士 署 名 押 印                                         ○印  

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  
 
20．06改正                                        （法１３０７） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号          棚 卸 資 産 の 特 別 な 評 価 方 法 
        の 承 認 申 請 書 

※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
次の棚卸資産の評価について、特別な評価方法によりたいので申請します。 

 

事 業 の 種 類 資 産 の 区 分 評 価 方 法 

             業   

   

   

   

   

承認を受けようとする特別な評価方法の内容 
 
 
後入先出法に準じているかどうかの別     準じている。     準じていない。 

特別な評価方法を採用しようとする理由 

その他の参考事項 

 
税 理 士 署 名 押 印                                         ○印  

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  
 
15．07改正                                        （法１３０７） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

         棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、棚卸資
産の評価の方法につき、法人税法施行令第 28 条の２第１項（たな卸資産の特別な評価の方法）
に規定する特別な評価の方法により行おうとする場合に、その承認（法人税法施行令第 155 条の
６の規定を含む）を受けようとするときに使用してください。 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してくだ
さい。 

 ３ 棚卸資産の評価の方法の選定は、事業の種類ごとに、かつ、法人税法施行令第 29 条第１項に
定める資産の区分ごとに行うこととなっていますから、その区別ごとに評価の方法を記載してく
ださい。 

   この場合、事業所ごとに選定するとき又は資産の区分をさらに細分するときは、その旨及び理
由を「その他の参考事項」欄に記載してください。 

 ４ 各欄の記載は次によります。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「事業の種類」欄には、特別な評価の方法を採用しようとする棚卸資産に係る事業の種類を

具体的に記載してください。 
  (4) 「資産の区分」欄には、特別な評価の方法を採用しようとする棚卸資産を３の選定区分によ

り記載してください。 
  (5) 「評価方法」欄には、採用しようとする特別な評価の方法について、その内容を端的に表現

する名称を記載してください。 
  (6) 「承認を受けようとする特別な評価方法の内容」欄には、その採用しようとする特別な評価

方法を算式等によりできるだけ詳細に記載し、この欄に書ききれない場合には、別紙に記載
して添付してください。 

     なお､｢後入先出法に準じているかどうかの別｣ 欄は、その採用しようとする特別な評価の
方法が、法人税法施行令第 28条第１項第１号ハ（たな卸資産の評価の方法）に掲げる後入先
出法による原価法、又はその後入先出法により算出した取得価額を基礎とする低価法に準じ
ているかどうかにより該当する文字を○で囲んでください。 

  (7) 「特別な評価方法を採用しようとする理由」欄には、特別な評価の方法を採用しようとする
理由をできるだけ詳細に記載してください。 

  (8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (9) 「※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

         棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、棚卸資
産の評価の方法につき、法人税法施行令第 28 条の２第１項（たな卸資産の特別な評価の方法）
に規定する特別な評価の方法により行おうとする場合に、その承認（法人税法施行令第 155 条の
６の規定を含む）を受けようとするときに使用してください。 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してくだ
さい。 

 ３ 棚卸資産の評価の方法の選定は、事業の種類ごとに、かつ、法人税法施行令第 29 条第１項に
定める資産の区分ごとに行うこととなっていますから、その区別ごとに評価の方法を記載してく
ださい。 

   この場合、事業所ごとに選定するとき又は資産の区分をさらに細分するときは、その旨及び理
由を「その他の参考事項」欄に記載してください。 

 ４ 各欄の記載は次によります。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税

地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「事業の種類」欄には、特別な評価の方法を採用しようとする棚卸資産に係る事業の種類を

具体的に記載してください。 
  (4) 「資産の区分」欄には、特別な評価の方法を採用しようとする棚卸資産を３の選定区分によ

り記載してください。 
  (5) 「評価方法」欄には、採用しようとする特別な評価の方法について、その内容を端的に表現

する名称を記載してください。 
  (6) 「承認を受けようとする特別な評価方法の内容」欄には、その採用しようとする特別な評価

方法を算式等によりできるだけ詳細に記載し、この欄に書ききれない場合には、別紙に記載
して添付してください。 

     なお､｢後入先出法に準じているかどうかの別｣ 欄は、その採用しようとする特別な評価の
方法が、法人税法施行令第 28条第１項第１号ハ（たな卸資産の評価の方法）に掲げる後入先
出法による原価法、又はその後入先出法により算出した取得価額を基礎とする低価法に準じ
ているかどうかにより該当する文字を○で囲んでください。 

  (7) 「特別な評価方法を採用しようとする理由」欄には、特別な評価の方法を採用しようとする
理由をできるだけ詳細に記載してください。 

  (8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (9) 「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号           有価証券の一単位当たりの 

         帳簿価額の算出方法の届出書 
※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
   

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ） 
 

 
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を下記のとおり届け出ます。 

区分 種       類 算 出 方 法 新 た に 取 得 し た 年 月 日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 有
価
証
券 

売
買
目
的    移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法        年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法        年    月    日 

等

有

価

証

券

満
期
保
有
目
的    移動平均法 ・ 総平均法        年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法        年    月    日 有
価
証
券 

そ

の

他 

   移動平均法 ・ 総平均法        年    月    日 

参 
考 
事 
項 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
20．06改正                                      （法１３０６） 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号           有価証券の一単位当たりの 

         帳簿価額の算出方法の届出書 
※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
   

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ） 
 

 
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を下記のとおり届け出ます。 

区分 種       類 算 出 方 法 新 た に 取 得 し た 年 月 日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 有
価
証
券 

売
買
目
的    移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法        年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法        年    月    日 

等

有

価

証

券

満
期
保
有
目
的    移動平均法 ・ 総平均法        年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法        年    月    日 有
価
証
券 

そ

の

他 

   移動平均法 ・ 総平均法        年    月    日 

参 
考 
事 
項 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
18．06改正                                      （法１３０６） 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、有価証券を所有していなかった単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法
人が、新たに有価証券を取得した場合又は従来所有していた有価証券と法人税法施行令（以下「法令」といいま
す｡)第 119 条の２第２項に掲げる区分及び種類の異なった有価証券を新たに取得した場合において、その取得し
た有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を届け出る場合に使用してください。（法令第 119 条の５・第
155 条の６） 

   (注) １ 法令第 119 条の２第２項に掲げる区分とは、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券又はその他
有価証券の別をいいます。 

     ２ 法令第 119 条の２第３項第１号に掲げる保険業法第 118 条第１項《特別勘定》に属する有価証券を有
する法人については、その特別勘定に属する有価証券である旨を参考事項欄に記載した上、別葉にして
この届出書を提出してください｡ 

     ３ 種類とは、おおむね金融商品取引法第２条第１項第１号から第 21号まで（第 17号を除きます｡)の各
号の区分によります。この場合、外国又は外国法人の発行するもので同項第１号から第９号まで及び第
12号から第 16号までの性質を有するものはこれに準じて区分します。したがって、例えば、国債証券、
地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます｡）、株券（新株予約権を表示する証券を含みます｡）、
証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などは、それぞれ種類の異なる有価証券として区分する
ことができます｡ 

       また、新株引受権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分し、外貨
建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内
国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。 

 ２ この届出書は、有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条第１項に
規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限。以下同じ｡)までに、納
税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券又はそ
の他有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行うことになっていますから、その区別ごとに評価方
法を定めて明確に記載してください。 

 ４ 各欄は、次により記載します。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「種類」欄には、新たに取得した有価証券の種類について 1の(注)3に掲げる別に応じたその有価証券の種

類を、例えば「外国法人発行の円貨建社債」等のように記載してください。 
  (4) 「算出方法」欄は、選定する方法を○で囲んでください。 
  (5) 「新たに取得した年月日」欄には、この届出を必要とする有価証券の取得年月日を記載してください。 
  (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 
  (7) 「※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又
は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、有価証券を所有していなかった単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法
人が、新たに有価証券を取得した場合又は従来所有していた有価証券と法人税法施行令（以下「法令」といいま
す｡)第 119 条の２第２項に掲げる区分及び種類の異なった有価証券を新たに取得した場合において、その取得し
た有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を届け出る場合に使用してください。（法令第 119 条の５・第
155 条の６） 

   (注) １ 法令第 119 条の２第２項に掲げる区分とは、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券又はその他
有価証券の別をいいます。 

     ２ 法令第 119 条の２第３項第１号に掲げる保険業法第 118 条第１項《特別勘定》に属する有価証券を有
する法人については、その特別勘定に属する有価証券である旨を参考事項欄に記載した上、別葉にして
この届出書を提出してください｡ 

     ３ 種類とは、おおむね証券取引法第２条第１項第１号から第 11 号まで（第９号を除きます｡)の各号及
び第２項第１号《定義》ごとの区分によります。この場合、外国又は外国法人の発行するもので同条第
１項第１号から第６号まで、第７号の３又は第８号の性質を有するものはこれに準じて区分します。し
たがって、例えば、国債証券、地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます｡）、株券（新株予約
権を表示する証券を含みます｡）、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などは、それぞれ種類
の異なる有価証券として区分することができます｡ 

       また、新株引受権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分し、外貨
建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内
国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。 

 ２ この届出書は、有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条第１項に
規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限。以下同じ｡)までに、納
税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券又はそ
の他有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行うことになっていますから、その区別ごとに評価方
法を定めて明確に記載してください。 

 ４ 各欄は、次により記載します。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者

氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「種類」欄には、新たに取得した有価証券の種類について 1の(注)3に掲げる別に応じたその有価証券の種

類を、例えば「外国法人発行の円貨建社債」等のように記載してください。 
  (4) 「算出方法」欄は、選定する方法を○で囲んでください。 
  (5) 「新たに取得した年月日」欄には、この届出を必要とする有価証券の取得年月日を記載してください。 
  (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 
  (7) 「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号           短期売買商品の一単位当たりの 

         帳簿価額の算出方法の届出書 
※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
   

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ） 
 

 
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を下記のとおり届け出ます。 

種 類 又 は 銘 柄 算 出 方 法 新 た に 取 得 し た 年 月 日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

参 
考 
事 
項 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
20．06改正 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号           短期売買商品の一単位当たりの 

         帳簿価額の算出方法の届出書 
※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
   

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ） 
 

 
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を下記のとおり届け出ます。 

種 類 又 は 銘 柄 算 出 方 法 新 た に 取 得 し た 年 月 日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

参 
考 
事 
項 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
19．06改正 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、短期売買商品を所有していなかった単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結
親法人が、新たに短期売買商品を取得した場合又は従来所有していた短期売買商品と種類及び銘柄の異なった短
期売買商品を新たに取得した場合において、その取得した短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を
届け出るときに使用してください。（法令第 118 条の６・第 155条の６） 
（注） 短期売買商品とは、金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の

価格差を利用して利益を得る目的（以下「短期売買目的」といいます。）で行う取引に専ら従事する者が
短期売買目的でその取得の取引を行ったものをいいます。（法令第 118 条の４） 

 ２ この届出書は、短期売買商品を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条第１
項に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限。以下同じ｡)までに、
納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、短期売買商品の種類及び銘柄の異なるごとに行
うことになっていますから、その区別ごとに評価方法を定めて明確に記載してください。 

 ４ 各欄は、次により記載します。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「種類又は銘柄」欄には、新たに取得した短期商品売買の種類及び銘柄について、その短期売買商品の種

類及び銘柄を、例えば「金」、「銀」、「白金」等のように記載してください。 
  (4) 「算出方法」欄は、選定する方法を○で囲んでください。 
  (5) 「新たに取得した年月日」欄には、この届出を必要とする短期売買商品の取得年月日を記載してください。 
  (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 
  (7) 「※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又
は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 
 
 
 
 

短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、短期売買商品を所有していなかった単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結
親法人が、新たに短期売買商品を取得した場合又は従来所有していた短期売買商品と種類及び銘柄の異なった短
期売買商品を新たに取得した場合において、その取得した短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を
届け出るときに使用してください。（法令第 118 条の６・第 155 条の６） 
（注） 短期売買商品とは、金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の

価格差を利用して利益を得る目的（以下「短期売買目的」といいます。）で行う取引に専ら従事する者が
短期売買目的でその取得の取引を行ったものをいいます。（法令第 118 条の４） 

 ２ この届出書は、短期売買商品を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条第１
項に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限。以下同じ｡)までに、
納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、短期売買商品の種類及び銘柄の異なるごとに行
うことになっていますから、その区別ごとに評価方法を定めて明確に記載してください。 

 ４ 各欄は、次により記載します。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者

氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「種類又は銘柄」欄には、新たに取得した短期商品売買の種類及び銘柄について、その短期売買商品の種

類及び銘柄を、例えば「金」、「銀」、「白金」等のように記載してください。 
  (4) 「算出方法」欄は、選定する方法を○で囲んでください。 
  (5) 「新たに取得した年月日」欄には、この届出を必要とする短期売買商品の取得年月日を記載してください。 
  (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 
  (7) 「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号           棚卸資産の評価方法・短期売買商品の一単位当 
         たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位 

当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

                        
 
               （連結）事業年度から                         を下記のとおり 
  
 
変更したいので申請します。    
                           記 

事 業 の 種 類 ・ 
有 価 証 券 の 区 分 

棚卸資産の区分・短期
売買商品の種類又は 
銘柄・有価証券の種類 

現 に よ っ て い る 
評 価 方 法 等 

左の評価方法等を 
採 用 し た 年 月 日 

採用しようとする 
新たな評価方法等 

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

と
す
る
理
由 

変
更
し
よ
う 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
20．06改正                                              （法１３０８） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 

棚卸資産の評価方法 
短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

※整理番号           棚卸資産の評価方法・短期売買商品の一単位当 
         たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位 

当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

                        
 
               （連結）事業年度から                         を下記のとおり 
  
 
変更したいので申請します。    
                           記 

事 業 の 種 類 ・ 
有 価 証 券 の 区 分 

棚卸資産の区分・短期
売買商品の種類又は 
銘柄・有価証券の種類 

現 に よ っ て い る 
評 価 方 法 等 

左の評価方法等を 
採 用 し た 年 月 日 

採用しようとする 
新たな評価方法等 

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

と
す
る
理
由 

変
更
し
よ
う 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
19．06改正                                              （法１３０８） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 

棚卸資産の評価方法 
短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

  棚卸資産の評価方法 
  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価格の算出方法 
  有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

の変更承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、既に選定している棚卸
資産の評価方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額
の算出方法を変更しようとする場合に使用してください。（法人税法施行令第30条・第118条の６・第119条の
６・第155条の６） 

   この場合、棚卸資産について変更しようとする評価方法が法定の評価方法ではなく特別な評価方法であると
きは、「棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書」により納税地の所轄税務署長に提出してください。 

 ２ この申請書は、新たに棚卸資産の評価方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証
券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税
務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ この申請書は、棚卸資産の評価方法の変更承認申請又は短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
の変更承認申請若しくは有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請を行う場合に使用する
ことになっていますので、不要文字を抹消して使用してください。 

   また、同時にこれらの申請を行う場合には、別々に申請書を提出してください。 
 ４ 棚卸資産の評価方法の選定は、原則として事業の種類ごとに、かつ、資産の区分ごとに行うことになってお
り、また、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価
証券、その他有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行うことになっていますから、現によって
いる評価方法等を変更しようとする場合も、その区別ごとにその評価方法等を変更するかどうかを定めて、変
更しようとするその区別ごとの資産又は有価証券だけについて明確に記載してください。 

 ５ 各欄は、次により記載します。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、
「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏
名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 「事業の種類・有価証券の区分」欄には、棚卸資産については、法人の営んでいる事業の種類（事業所ご
とに選定しようとするときは、その別）を記載し、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的
等有価証券、その他有価証券の別を記載してください。なお、短期売買商品については、記載の必要はあり
ません。 

(4) 「棚卸資産の区分・短期売買商品の種類又は銘柄・有価証券の種類」欄には、棚卸資産については、①商
品又は製品（副産物及び作業くずを除きます｡)、②半製品、③仕掛品（半成工事を含みます｡）、④主要原
材料、⑤補助原材料その他の棚卸資産の区分（上記区分を更に細分するときはその別）を記載し、短期売買
商品については、①金、②銀、③白金その他の資産の区分（上記区分を更に銘柄別に細分するときはその
別）を記載し、有価証券については、おおむね金融商品取引法第２条第１項第１号から第 21 号まで（第 17
号を除きます。）の各号の区分を記載します。 
したがって、例えば、国債証券、地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます｡）、株券（新株予
約権を表示する証券を含みます｡)、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などは、それぞれ種類の
異なる有価証券として区分することができます。この場合、外国又は外国法人の発行するもので同項第１号
から第９号まで及び第 12 号から第 16 号までの性質を有するものはこれに準じて区分して記載してください｡ 

    (注) 新株予約権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分し、外貨建ての
有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の
発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。 

(5) 「現によっている評価方法等」欄には、現在採用している棚卸資産の評価方法、短期売買商品の一単位当
たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法（棚卸資産の評価方法、短期
売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出を
行わなかった等のため、法定の方法によることとされている場合には、その方法。以下同じ｡)を記載してく
ださい。 

(6) 「左の評価方法等を採用した年月日」欄には、現在の棚卸資産の評価方法、短期売買商品の一単位当たり
の帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を採用した事業年度の開始の日を
記載してください。 

(7) 「採用しようとする新たな評価方法等」欄には、これから採用しようとする棚卸資産の評価方法、短期売
買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を記載して
ください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

(9) 「※」欄は、記載しないでください。 
６ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する
法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名
又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

  棚卸資産の評価方法 
  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価格の算出方法 
  有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

の変更承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、既に選定している棚卸
資産の評価方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額
の算出方法を変更しようとする場合に使用してください。（法人税法施行令第30条・第118条の６・第119条の
６・第155条の６） 

   この場合、棚卸資産について変更しようとする評価方法が法定の評価方法ではなく特別な評価方法であると
きは、「棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書」により納税地の所轄税務署長に提出してください。 

 ２ この申請書は、新たに棚卸資産の評価方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証
券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税
務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ この申請書は、棚卸資産の評価方法の変更承認申請又は短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
の変更承認申請若しくは有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請を行う場合に使用する
ことになっていますので、不要文字を抹消して使用してください。 

   また、同時にこれらの申請を行う場合には、別々に申請書を提出してください。 
 ４ 棚卸資産の評価方法の選定は、原則として事業の種類ごとに、かつ、資産の区分ごとに行うことになってお
り、また、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価
証券、その他有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行うことになっていますから、現によって
いる評価方法等を変更しようとする場合も、その区別ごとにその評価方法等を変更するかどうかを定めて、変
更しようとするその区別ごとの資産又は有価証券だけについて明確に記載してください。 

 ５ 各欄は、次により記載します。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代
表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、
「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 「事業の種類・有価証券の区分」欄には、棚卸資産については、法人の営んでいる事業の種類（事業所ご
とに選定しようとするときは、その別）を記載し、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的
等有価証券、その他有価証券の別を記載してください。なお、短期売買商品については、記載の必要はあり
ません。 

(4) 「棚卸資産の区分・短期売買商品の種類又は銘柄・有価証券の種類」欄には、棚卸資産については、①商
品又は製品（副産物及び作業くずを除きます｡)、②半製品、③仕掛品（半成工事を含みます｡）、④主要原
材料、⑤補助原材料その他の棚卸資産の区分（上記区分を更に細分するときはその別）を記載し、短期売買
商品については、①金、②銀、③白金その他の資産の区分（上記区分を更に銘柄別に細分するときはその
別）を記載し、有価証券については、おおむね証券取引法第２条第１項第１号から第 11 号まで（第９号を
除きます。）の各号及び第２項第１号《定義》ごとの区分を記載します。 
したがって、例えば、国債証券、地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます｡）、株券（新株予
約権を表示する証券を含みます｡)、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などは、それぞれ種類の
異なる有価証券として区分することができます。この場合、外国又は外国法人の発行するもので同項第１号
から第６号まで、第７号の３又は第８号の性質を有するものはこれに準じて区分して記載してください｡ 

    (注) 新株予約権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分し、外貨建ての
有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の
発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。 

(5) 「現によっている評価方法等」欄には、現在採用している棚卸資産の評価方法、短期売買商品の一単位当
たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法（棚卸資産の評価方法、短期
売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出を
行わなかった等のため、法定の方法によることとされている場合には、その方法。以下同じ｡)を記載してく
ださい。 

(6) 「左の評価方法等を採用した年月日」欄には、現在の棚卸資産の評価方法、短期売買商品の一単位当たり
の帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を採用した事業年度の開始の日を
記載してください。 

(7) 「採用しようとする新たな評価方法等」欄には、これから採用しようとする棚卸資産の評価方法、短期売
買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を記載して
ください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

(9) 「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

 

棚卸資産の評価方法 
短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 の変更申請の承認、却下通知書 
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

 
                          棚卸資産の評価方法 
    貴法人から平成  年  月  日付でされた 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
                          有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
 

変更申請については、下記のとおり承認又は却下したので通知します。 

                   記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  

事 業 の 種 類 ・ 
有 価 証 券 の 区 分 

棚卸資産の区分・短期 
売買商品の種類又は 
銘柄・有価証券の種類 

変更しようとする 
評 価 方 法 等 

承認・却下の区分 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
20．06 改正                                      （法１３１０） 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

 

棚卸資産の評価方法 
短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 の変更申請の承認、却下通知書 
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

 
                          棚卸資産の評価方法 
    貴法人から平成  年  月  日付でされた 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
                          有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
 

変更申請については、下記のとおり承認又は却下したので通知します。 

                   記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

事 業 の 種 類 ・ 
有 価 証 券 の 区 分 

棚卸資産の区分・短期 
売買商品の種類又は 
銘柄・有価証券の種類 

変更しようとする 
評 価 方 法 等 

承認・却下の区分 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
19．06 改正                                      （法１３１０） 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

棚卸資産の評価方法                      承 認 
  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 の変更申請の    通知書 
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法          却 下 

 

１ 使用目的  

  「棚卸資産の評価方法                       承 認 

   短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 の変更申請の      通知書」（法1310）は、棚卸資産の 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法          却 下 

評価方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の

変更申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 ｢棚卸資産の評価方法                  「承認」 
  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 及び     の箇所については、 
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法  」   「却下」 
決議の内容に応じて不要文字を抹消する。 

本 文 
「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部について承認する場合には「又
は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項の全部について却下する場合には「承認又 は」
の字句を抹消する。 

申 請 の 対 象 が 
連結子法人の場合 対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

事 業 の 種 類 ・ 
有価証券の区分 

棚卸資産の評価方法に係る申請の場合には、事業の種類を記入し、有価証券の一単位当た
りの帳簿価額の算出方法に係る申請の場合には、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証
券又はその他有価証券の別を記入する。短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
に係る申請の場合には記入しない。 

棚卸資産の区分・短
期売買商品の種類
又は銘柄・有価証券
の種類 

棚卸資産の評価方法に係る申請の場合には、商品又は製品、半製品、仕掛品等の区分を記
入し、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法に係る申請の場合には、金、銀、
白金等の種類又は銘柄を記入し、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法に係る申請
の場合には、国債及び地方債、社債、株式等の種類を記入する。有価証券の一単位当たりの
帳簿価額の算出方法に係る申請の場合には、国債証券、地方債証券、社債券、株券等の種類
を記入する。 

承認・却下の区分 申請に係る評価方法等の選定単位ごとに承認、却下の別を記入する。 

調 査 担 当 者 

「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、
調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
 (1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
 (2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属 
   国税局名を記入する。 

教      示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留
意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

   この通知書を変更申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

棚卸資産の評価方法                      承 認 
  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 の変更申請の    通知書 
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法          却 下 

 

１ 使用目的  

  「棚卸資産の評価方法                       承 認 

   短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 の変更申請の      通知書」（法1310）は、棚卸資産の 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法          却 下 

評価方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の

変更申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文  

 ｢棚卸資産の評価方法                  「承認」 
  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 及び     の箇所については、 
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法  」   「却下」 
決議の内容に応じて不要文字を抹消する。 

本 文 
「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部について承認する場合には「又
は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項の全部について却下する場合には「承認又 は」
の字句を抹消する。 

申 請 の 対 象 が  
連結子法人の場合 対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

事 業 の 種 類 ・  
有価証券の区分 

棚卸資産の評価方法に係る申請の場合には、事業の種類を記入し、有価証券の一単位当た
りの帳簿価額の算出方法に係る申請の場合には、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証
券又はその他有価証券の別を記入する。短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
に係る申請の場合には記入しない。 

棚卸資産の区分・短
期売買商品の種類
又は銘柄・有価証券
の種類 

棚卸資産の評価方法に係る申請の場合には、商品又は製品、半製品、仕掛品等の区分を記
入し、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法に係る申請の場合には、金、銀、
白金等の種類又は銘柄を記入し、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法に係る申請
の場合には、国債及び地方債、社債、株式等の種類を記入する。有価証券の一単位当たりの
帳簿価額の算出方法に係る申請の場合には、国債証券、地方債証券、社債券、株券等の種類
を記入する。 

承認・却下の区分 申請に係る評価方法等の選定単位ごとに承認、却下の別を記入する。 

調 査 担 当 者  

「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、
調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
 (1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
 (2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属 
   国税局名を記入する。 

教      示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留
意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の
納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

   この通知書を変更申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
 

ヘッジ処理における特別な 

有効性判定方法等の承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  □ 繰延ヘッジ処理については、特別な有効性判定方法等によりたいので申請します。 
  □ 時価ヘッジ処理については、特別な有効性判定方法等によりたいので申請します。 

承認を受けようとする特別な有効性判定方法等 

法人税法施行令第121条第１項各号又は第121条
の7第1項に規定する方法に代えようとする有効
性判定の方法 

 

法人税法施行令第121条の2又は第121条の8に
規定する有効であると認められる場合に代えよ
うとする有効であると認められる場合 

 

法人税法施行令第121条の3第1項又は第121条
の9に規定する金額に代えようとする金額 

 

特別な有効性判定方法等によって有効性を判定しようとするデリバティブ取引等の範囲 

特別な有効性判定方法等を採用しようとする理由 

その他の参考事項 

 
税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算 
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  
 

ヘッジ処理における特別な 

有効性判定方法等の承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  □ 繰延ヘッジ処理については、特別な有効性判定方法等によりたいので申請します。 
  □ 時価ヘッジ処理については、特別な有効性判定方法等によりたいので申請します。 

承認を受けようとする特別な有効性判定方法等 

法人税法施行令第121条第１項各号又は第121条
の7第1項に規定する方法に代えようとする有効
性判定の方法 

 

法人税法施行令第121条の2又は第121条の8に
規定する有効であると認められる場合に代えよ
うとする有効であると認められる場合 

 

法人税法施行令第121条の3第1項又は第121条
の9に規定する金額に代えようとする金額 

 

特別な有効性判定方法等によって有効性を判定しようとするデリバティブ取引等の範囲 

特別な有効性判定方法等を採用しようとする理由 

その他の参考事項 

 
税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算 
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
15．07改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

    ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、次に掲げ
る場合に使用してください｡ 

  (1) 繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等につき、法人税法施行令（以下「法令」といい
ます｡）第 121 条の４第１項《繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等》、又は法令
第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用》の規定に基
づく特別な有効性判定方法等を採用しようとする場合 

  (2) 時価ヘッジ処理における有効性判定方法等につき、法令第 121 条の 10第１項《時価ヘッジ
処理における特別な有効性判定方法等》、又は法令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額
の計算における届出等の規定の準用》の規定に基づく特別な有効性判定方法等を採用しようと
する場合 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してくだ
さい。 

 ３ 各欄は、次により記載してください。 
   なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください｡ 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 標題は、行おうとする申請の頭部の□をレ印でチェックしてください。 
  (4) 承認を受けようとする特別な有効性判定方法等の各欄は、それぞれ次により記載してくだ

さい｡ 
   イ ｢法人税法施行令第121条第1項各号又は第121条の7第1項に規定する方法に代えようとす

る有効性判定の方法」欄には、その採用しようとする有効性判定の方法を記載してください。 
   ロ ｢法人税法施行令第121条の2又は第121条の8に規定する有効であると認められる場合に代

えようとする有効であると認められる場合」欄には、繰延ヘッジ処理については、その代え
ようとするヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合を記
載し、時価ヘッジ処理については、その代えようとするヘッジ対象有価証券損失額を減少さ
せるために有効であると認められる場合を記載してください。 

   ハ ｢法人税法施行令第121条の3第1項又は第121条の9に規定する金額に代えようとする金額」
欄には、繰延ヘッジ処理については、その代えようとするヘッジ対象資産等損失額を減少さ
せるために有効である部分の金額を記載し、時価ヘッジ処理については、その代えようとす
るデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額を記載してください。 

  (5) ｢特別な有効性判定方法等によって有効性を判定しようとするデリバティブ取引等の範囲」
欄には、特別な有効性判定方法等によって有効性を判定しようとするデリバティブ取引等の
範囲を詳細に記載してください。 

  (6) ｢特別な有効性判定方法等を採用しようとする理由」欄には、特別な有効性判定方法等を採
用しようとする理由を記載してください。 

  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

    ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、次に掲げ
る場合に使用してください｡ 

  (1) 繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等につき、法人税法施行令（以下「法令」といい
ます｡）第 121 条の４第１項《繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等》、又は法令
第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用》の規定に基
づく特別な有効性判定方法等を採用しようとする場合 

  (2) 時価ヘッジ処理における有効性判定方法等につき、法令第 121 条の 10第１項《時価ヘッジ
処理における特別な有効性判定方法等》、又は法令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額
の計算における届出等の規定の準用》の規定に基づく特別な有効性判定方法等を採用しようと
する場合 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してくだ
さい。 

 ３ 各欄は、次により記載してください。 
   なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください｡ 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 標題は、行おうとする申請の頭部の□をレ印でチェックしてください。 
  (4) 承認を受けようとする特別な有効性判定方法等の各欄は、それぞれ次により記載してくだ

さい｡ 
   イ ｢法人税法施行令第121条第1項各号又は第121条の7第1項に規定する方法に代えようとす

る有効性判定の方法」欄には、その採用しようとする有効性判定の方法を記載してください。 
   ロ ｢法人税法施行令第121条の2又は第121条の8に規定する有効であると認められる場合に代

えようとする有効であると認められる場合」欄には、繰延ヘッジ処理については、その代え
ようとするヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合を記
載し、時価ヘッジ処理については、その代えようとするヘッジ対象有価証券損失額を減少さ
せるために有効であると認められる場合を記載してください。 

   ハ ｢法人税法施行令第121条の3第1項又は第121条の9に規定する金額に代えようとする金額」
欄には、繰延ヘッジ処理については、その代えようとするヘッジ対象資産等損失額を減少さ
せるために有効である部分の金額を記載し、時価ヘッジ処理については、その代えようとす
るデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額を記載してください。 

  (5) ｢特別な有効性判定方法等によって有効性を判定しようとするデリバティブ取引等の範囲」
欄には、特別な有効性判定方法等によって有効性を判定しようとするデリバティブ取引等の
範囲を詳細に記載してください。 

  (6) ｢特別な有効性判定方法等を採用しようとする理由」欄には、特別な有効性判定方法等を採
用しようとする理由を記載してください。 

  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認、却下通知書 

 
 

貴法人から平成  年  月  日付でされたヘッジ処理における特別な有効性判定方法等 
 

の承認申請については、下記のとおり承認又は却下したので通知します。 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  
□ 繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等 
□ 時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等 

法人税法施行令第 121条第１項各号又は
第 121条の７第１項に規定する方法に代
えようとする有効性判定の方法 

 

法人税法施行令第 121 条の２又は第 121
条の８に規定する有効であると認めら
れる場合に代えようとする有効である
と認められる場合 

 

法人税法施行令第 121条の３第１項又は
第 121条の９に規定する金額に代えよう
とする金額 

 

 

承
認
又
は
却
下
す
る
特
別
な
有
効
性
判
定
方
法
等 

特別な有効性判定方法等によって有効性を判定しようとするデリバティブ取引等の範囲 

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
20．06 改正                                    
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認、却下通知書 

 
 

貴法人から平成  年  月  日付でされたヘッジ処理における特別な有効性判定方法等 
 

の承認申請については、下記のとおり承認又は却下したので通知します。 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

□ 繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等 
□ 時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等 

法人税法施行令第 121条第１項各号又は
第 121条の７第１項に規定する方法に代
えようとする有効性判定の方法 

 

法人税法施行令第 121 条の２又は第 121
条の８に規定する有効であると認めら
れる場合に代えようとする有効である
と認められる場合 

 

法人税法施行令第 121条の３第１項又は
第 121条の９に規定する金額に代えよう
とする金額 

 

 

承
認
又
は
却
下
す
る
特
別
な
有
効
性
判
定
方
法
等 

特別な有効性判定方法等によって有効性を判定しようとするデリバティブ取引等の範囲 

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
17．07 改正                                    
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認又は却下通知書 
１ 使用目的 

「ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認、却下通知書｣は、法人税法施行令第121条の４《繰

延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等》又は施行令第155条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における

届出等の規定の準用》の規定に基づく繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等又は施行令第121条の10《時価

ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等》又は施行令第155条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届

出等の規定の準用》の規定に基づく時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請について、承認又は

却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 ｢承認、却下」及び「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項について承認す

る場合には「、却下」及び「又は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項について却下す

る場合には「承認、」及び「承認又は」の字句を抹消する。 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14
年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に
よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に
基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の
ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認又は却下通知書 
１ 使用目的 

「ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請の承認、却下通知書｣は、法人税法施行令第121条の４《繰

延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等》又は施行令第155条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における

届出等の規定の準用》の規定に基づく繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等又は施行令第121条の10《時価

ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等》又は施行令第155条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届

出等の規定の準用》の規定に基づく時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等の承認申請について、承認又は

却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 ｢承認、却下」及び「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項について承認す

る場合には「、却下」及び「又は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項について却下す

る場合には「承認、」及び「承認又は」の字句を抹消する。 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14
年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に
よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 
  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号   
減価償却資産の償却方法の届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

  減価償却資産の償却方法を下記のとおり届け出ます。 
記 

資 産 、 設 備 の 種 類 償 却 方 法 資 産 、 設 備 の 種 類 償 却 方 法 

建 物 附 属 設 備    

構 築 物    

船 舶    

航 空 機    

車 両 及 び 運 搬 具    

工 具    

器 具 及 び 備 品    

機 械 及 び 装 置    

(     )    設備    

(     )    設備    

参
考
事
項 

１ 新設法人等の場合には、設立等年月日                      平成  年  月  日 
２ その他 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
20．06改正                                       （法１３１１） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号   
減価償却資産の償却方法の届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

  減価償却資産の償却方法を下記のとおり届け出ます。 
記 

資 産 、 設 備 の 種 類 償 却 方 法 資 産 、 設 備 の 種 類 償 却 方 法 

建 物 附 属 設 備    

構 築 物    

船 舶    

航 空 機    

車 両 及 び 運 搬 具    

工 具    

器 具 及 び 備 品    

機 械 及 び 装 置    

(     )    設備    

(     )    設備    

参
考
事
項 

１ 新設法人等の場合には、設立等年月日                      平成  年  月  日 
２ その他 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
18．06改正                                       （法１３１１） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

         減価償却資産の償却方法の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、減価償却資産の償却方法を選定して

届け出る場合に使用するもので、次の区分に応じそれぞれの提出期限までに提出してください。 
区       分         提 出 期 限         

 普通法人を設立した場合 
 
 

設立第１期の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条に
規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、
その中間申告書の提出期限） 

公益法人等及び人格のない社団等が新たに収益事 
業を開始した場合 

新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申
告書の提出期限 

 設立後（又は収益事業開始後）既に償却方法を選 
定している減価償却資産以外の減価償却資産を取 
得した場合 
 

その減価償却資産を取得した日の属する事業年度の確定
申告書の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をし
た場合の中間申告書を提出するときはその中間申告書の提
出期限） 

 新たに事業所を設けた法人で、その事業所に属す 
る減価償却資産につき、その減価償却資産と同一 
区分の減価償却資産について既に採用している償 
却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合 
又は既に事業所ごとに異なった償却方法を採用し 
ている場合 

新たに事業所を設けた日の属する事業年度の確定申告書
の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合
の中間申告書を提出するときはその中間申告書の提出期限） 
 
 
 

新たに船舶の取得をした法人で、その船舶につき、
その船舶以外の船舶について既に採用している償 
却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合 
又は既に船舶ごとに異なった償却方法を採用して 
いる場合 

新たに船舶の取得をした日の属する事業年度の確定申告
書の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場
合の中間申告書を提出するときはその中間申告書の提出期
限） 
 

  （注）連結法人については、法人税法施行令第 155 条の６の規定によって提出してください。また、外国法人に 
ついては、法人税法施行令第 188 条の規定によって提出してください。 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
この場合、事業所別に償却方法を選定して届け出るときには、事業所別に届出書を別葉に作成して提出してください。 
なお、鉱業権（試掘権を除きます｡)及び坑道について旧生産高比例法又は生産高比例法以外の方法を選定しようとすると

きは、この届出書のほかに減価償却資産の耐用年数等に関する省令（以下「耐用年数省令」といいます｡)第１条第２項に定
める鉱業権及び坑道の耐用年数の認定申請書を提出することが必要ですからご注意ください。 

３ 減価償却資産の償却方法の選定は、一般減価償却資産、鉱業用減価償却資産及び鉱業権の別に、かつ、耐用年数省令に定
める区分ごとに、また、２以上の事業所又は船舶を有する法人は事業所又は船舶ごとに行うことができることとなっていま
すから、その区別ごとに償却方法を定めて明確に記入してください。 

  （注)1 建物（平成 10 年３月 31 日以前に取得したものを除きます｡）、法人税法施行令第 13 条第８号に掲げる無形 
固定資産（平成 10 年３月 31 日以前に取得した営業権及び鉱業権を除きます｡)及び同条第９号に掲げる生物（牛、 

     馬、かんきつ樹、茶樹等）の償却方法は、平成 19 年３月 31 日以前に取得をしたものは旧定額法に、平成 19 年４月１
日以後に取得したものは定額法によることとされていますので、償却方法の届出を要しません。 

     2 鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産で、鉱業の廃止により著しくその価値を減ず 
     るものをいいます。 
 ４ 各欄は、次により記入してください。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表者住所」

及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「資産、設備の種類」欄には、次の区分ごとに所有する減価償却資産の種類を記入してください。 
    この場合、機械及び装置については、耐用年数省令別表第二又は別表第五の番号を（  ）内に記載してくださ 
    い。また、鉱業用減価償却資産を有する場合には、一般の減価償却資産と区別して鉱業用資産と明示してください。 
   イ 機械及び装置以外の減価償却資産については、耐用年数省令別表第一に規定する種類（この欄に既に印刷され 
    ている７つの種類）ごと。 
     (注) 平成 10 年３月 31 日以前に取得した建物について届け出る場合には、 ｢資産、設備の種類」欄を適宜補正 
      の上、記入してください。 
   ロ 機械及び装置については、耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 
   ハ 公害防止の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第五に規定する種類ごと。 
   （削 除） 
   （削 除） 
   ニ 開発研究の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第六に規定する種類ごと。 
   ホ 坑道及び鉱業権（試掘権を除きます｡)については、当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定す 
    る設備の種類ごと。 
   ヘ 試掘権については、当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 
  (4) 「償却方法」欄には、 ｢資産、設備の種類」に記載した区分に応じて、採用しようとする旧定額法、旧定率法若しくは

旧生産高比例法又は定額法、定率法若しくは生産高比例法の別を記入してください。 
  (5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してくださ

い。 
  (6) 「※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき

税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法
人課税信託の名称を併せて記載してください。 

         減価償却資産の償却方法の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、減価償却資産の償却方法を選定して

届け出る場合に使用するもので、次の区分に応じそれぞれの提出期限までに提出してください。 
区       分         提 出 期 限         

 普通法人を設立した場合 
 
 

設立第１期の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条に
規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、
その中間申告書の提出期限） 

公益法人等及び人格のない社団等が新たに収益事 
業を開始した場合 

新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申
告書の提出期限 

 設立後（又は収益事業開始後）既に償却方法を選 
定している減価償却資産以外の減価償却資産を取 
得した場合 
 

その減価償却資産を取得した日の属する事業年度の確定
申告書の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をし
た場合の中間申告書を提出するときはその中間申告書の提
出期限） 

 新たに事業所を設けた法人で、その事業所に属す 
る減価償却資産につき、その減価償却資産と同一 
区分の減価償却資産について既に採用している償 
却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合 
又は既に事業所ごとに異なった償却方法を採用し 
ている場合 

新たに事業所を設けた日の属する事業年度の確定申告書
の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合
の中間申告書を提出するときはその中間申告書の提出期限） 
 
 
 

新たに船舶の取得をした法人で、その船舶につき、
その船舶以外の船舶について既に採用している償 
却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合 
又は既に船舶ごとに異なった償却方法を採用して 
いる場合 

新たに船舶の取得をした日の属する事業年度の確定申告
書の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場
合の中間申告書を提出するときはその中間申告書の提出期
限） 
 

  （注）連結法人については、法人税法施行令第 155 条の６の規定によって提出してください。また、外国法人に 
ついては、法人税法施行令第 188 条の規定によって提出してください。 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
この場合、事業所別に償却方法を選定して届け出るときには、事業所別に届出書を別葉に作成して提出してください。 
なお、鉱業権（試掘権を除きます｡)及び坑道について旧生産高比例法又は生産高比例法以外の方法を選定しようとすると

きは、この届出書のほかに減価償却資産の耐用年数等に関する省令（以下「耐用年数省令」といいます｡)第１条第２項に定
める鉱業権及び坑道の耐用年数の認定申請書を提出することが必要ですからご注意ください。 

３ 減価償却資産の償却方法の選定は、一般減価償却資産、鉱業用減価償却資産及び鉱業権の別に、かつ、耐用年数省令に定
める区分ごとに、また、２以上の事業所又は船舶を有する法人は事業所又は船舶ごとに行うことができることとなっていま
すから、その区別ごとに償却方法を定めて明確に記入してください。 

  （注)1 建物（平成 10 年３月 31 日以前に取得したものを除きます｡）、法人税法施行令第 13 条第８号に掲げる無形 
固定資産（平成 10 年３月 31 日以前に取得した営業権及び鉱業権を除きます｡)及び同条第９号に掲げる生物（牛、 

     馬、かんきつ樹、茶樹等）の償却方法は、平成 19 年３月 31 日以前に取得をしたものは旧定額法に、平成 19 年４月１
日以後に取得したものは定額法によることとされていますので、償却方法の届出を要しません。 

     2 鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産で、鉱業の廃止により著しくその価値を減ず 
     るものをいいます。 
 ４ 各欄は、次により記入してください。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏名」、「代表

者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及

び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「資産、設備の種類」欄には、次の区分ごとに所有する減価償却資産の種類を記入してください。 
    この場合、機械及び装置については、耐用年数省令別表第二又は別表第五の番号を（  ）内に記載してくださ 
    い。また、鉱業用減価償却資産を有する場合には、一般の減価償却資産と区別して鉱業用資産と明示してください。 
   イ 機械及び装置以外の減価償却資産については、耐用年数省令別表第一に規定する種類（この欄に既に印刷され 
    ている７つの種類）ごと。 
     (注) 平成 10 年３月 31 日以前に取得した建物について届け出る場合には、 ｢資産、設備の種類」欄を適宜補正 
      の上、記入してください。 
   ロ 機械及び装置については、耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 
   ハ 汚水処理の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第五に規定する種類ごと。 
   ニ ばい煙処理の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第六に規定する種類ごと。 
   ホ 農業及び林業の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第七に規定する種類ごと。 

へ 開発研究の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第八に規定する種類ごと。 
   ト 坑道及び鉱業権（試掘権を除きます｡)については、当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定す 
    る設備の種類ごと。 
   チ 試掘権については、当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 
  (4) 「償却方法」欄には、 ｢資産、設備の種類」に記載した区分に応じて、採用しようとする旧定額法、旧定率法若しくは

旧生産高比例法又は定額法、定率法若しくは生産高比例法の別を記入してください。 
  (5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してくださ

い。 
  (6) 「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
） 

 

※整理番号   
       特別な償却方法の承認申請書 

※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
 
     電話（   ）    －     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

次の資産の減価償却については、特別な償却方法によりたいので申請します。 

               承 認 を 受 け よ う と す る 特 別 な 償 却 方 法 等              

  種            類 1  

  構 造 又 は 用 途 2  

  細            目 3  

  耐 用 年 数 4  

  取 得 価 額 5  

  帳 簿 価 額 
 
6  

  所 在 す る 場 所 
 
7  

承認を受けようとする特別な償却方法 

特別な償却方法を採用しようとする理由 

期 中 取 得 資 産 の 償 却 方 法 第  １  号 第  ２  号 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  決算
期  業種 

番号  整理 
簿  備考  

 
20．06改正                                       （法１３１５） 
   

（
規
格
Ａ
４
） 

 
※整理番号   

       特別な償却方法の承認申請書 
※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
 
     電話（   ）    －     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

次の資産の減価償却については、特別な償却方法によりたいので申請します。 

               承 認 を 受 け よ う と す る 特 別 な 償 却 方 法 等              

  種            類 1  

  構 造 又 は 用 途 2  

  細            目 3  

  耐 用 年 数 4  

  取 得 価 額 5  

  帳 簿 価 額 
 
6  

  所 在 す る 場 所 
 
7  

承認を受けようとする特別な償却方法 

特別な償却方法を採用しようとする理由 

期 中 取 得 資 産 の 償 却 方 法 第  １  号 第  ２  号 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  決算
期  業種 

番号  整理 
簿  備考  

 
15．07改正                                       （法１３１５） 
   



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

特別な償却方法の承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、減価償
却資産の減価償却を旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、定額法、定率法又は生産高比例法
以外の特別な償却方法により行おうとする場合に使用してください。（法人税法施行令第 48 条
の４・第 155 条の６） 

  （注）取替法又は特別な償却率により償却を行っている減価償却資産についてはこの申請の対
象となりません。 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 
 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納
税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代
表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
(3) 「種類１」欄には、特別な償却方法により減価償却を行おうとする資産について、法人税
法施行規則第 14 条に掲げる償却の方法の選定の単位ごとにその種類（設備の種類を含みま
す｡)を記載してください。 
(4) 特別な償却方法は、前記の「種類」につき構造、用途又は細目の区分が定められているも
のについては、その構造、用途又は細目の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものについ
てはその異なるものごとに選定できることに取り扱われていますので、この取扱いによる場
合は、｢構造又は用途２｣、「細目３」及び「耐用年数４」の各欄に減価償却資産の耐用年数等
に関する省令に定める構造、用途、細目及び耐用年数を記載してください。 
(5) 「承認を受けようとする特別な償却方法」欄には、その採用しようとする特別な償却方法
を算式等により明細に記載してください。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(6) 「特別な償却方法を採用しようとする理由」欄には、特別な償却方法を採用しようとする
理由を詳細に記載してください。 

    なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(7) 「期中取得資産の償却方法」欄には、その採用しようとする特別な償却の方法が法人税法
施行令第 59 条第１項第１号又は第２号（事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の
償却限度額の特例）に掲げる償却限度額の特例のいずれに類するかにより該当する文字を○
で囲んでください。 
（注） 承認を受けようとする特別な償却の方法が旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は

取替法に類する場合………………………………………………………………第１号 
承認を受けようとする特別な償却の方法が旧生産高比例法又は生産高比例法に類す
る場合………………………………………………………………………………第２号 

  (8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税
理士等が署名押印してください。 

  (9) 「※」欄は、記載しないでください。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

特別な償却方法の承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、減価償
却資産の減価償却を旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、定額法、定率法又は生産高比例法
以外の特別な償却方法により行おうとする場合に使用してください。（法人税法施行令第 48 条
の４・第 155 条の６） 

  （注）取替法又は特別な償却率により償却を行っている減価償却資産についてはこの申請の対
象となりません。 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 
 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納
税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表
者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
(3) 「種類１」欄には、特別な償却方法により減価償却を行おうとする資産について、法人税
法施行規則第 14 条に掲げる償却の方法の選定の単位ごとにその種類（設備の種類を含みま
す｡)を記載してください。 
(4) 特別な償却方法は、前記の「種類」につき構造、用途又は細目の区分が定められているも
のについては、その構造、用途又は細目の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものについ
てはその異なるものごとに選定できることに取り扱われていますので、この取扱いによる場
合は、｢構造又は用途２｣、「細目３」及び「耐用年数４」の各欄に減価償却資産の耐用年数等
に関する省令に定める構造、用途、細目及び耐用年数を記載してください。 
(5) 「承認を受けようとする特別な償却方法」欄には、その採用しようとする特別な償却方法
を算式等により明細に記載してください。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(6) 「特別な償却方法を採用しようとする理由」欄には、特別な償却方法を採用しようとする
理由を詳細に記載してください。 

    なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(7) 「期中取得資産の償却方法」欄には、その採用しようとする特別な償却の方法が法人税法
施行令第 59 条第１項第１号又は第２号（事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の
償却限度額の特例）に掲げる償却限度額の特例のいずれに類するかにより該当する文字を○
で囲んでください。 
（注） 承認を受けようとする特別な償却の方法が旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は

取替法に類する場合………………………………………………………………第１号 
承認を受けようとする特別な償却の方法が旧生産高比例法又は生産高比例法に類す
る場合………………………………………………………………………………第２号 

  (8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税
理士等が署名押印してください。 

  (9) 「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏 
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     
 
 

特別な償却方法の承認通知書 
 
 
   貴法人から平成  年  月  日付でされた特別な償却方法の承認申請については、申請に係る資 
 

産の全部又は一部について下記のとおり承認したので通知します。 
                            

承認した特別な償却方法による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業 
 

年度以後の各（連結）事業年度について適用することができます。 
 
 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  
申 請 に 係 る 減 価 償 却 資 産 

種類（設備の種
類を含む） 

構 造 又 は 用 途 細   目 数量 
帳 簿 価 額 
（千円） 

承認・
却下の
区 分 

承認した特別な償却方法 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 

（付記事項） 
この承認を受けた減価償却資産につき承認申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、

速やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務
署長に提出してください。 

    
 この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 

 
 

 

  

 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏 
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     
 
 

特別な償却方法の承認通知書 
 
 
   貴法人から平成  年  月  日付でされた特別な償却方法の承認申請については、申請に係る資 
 

産の全部又は一部について下記のとおり承認したので通知します。 
                            

承認した特別な償却方法による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業 
 

年度以後の各（連結）事業年度について適用することができます。 
 
 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  
申 請 に 係 る 減 価 償 却 資 産 

種類（設備の種
類を含む） 

構 造 又 は 用 途 細   目 数量 
帳 簿 価 額 
（千円） 

承認・
却下の
区 分 

承認した特別な償却方法 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 

（付記事項） 
この承認を受けた減価償却資産につき承認申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、

速やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務
署長に提出してください。 

    
 この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 

 
 

 

  

 
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特別な償却方法の承認通知書 

 
１ 使用目的 

「特別な償却方法の承認通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認申請について、承認の通知をする場合

に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「全部又は一部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合は「又

は一部」の字句を、申請に係る資産の一部について承認する場合には「全部又は」の字句

を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する(連結)事業年度」の空白箇所には、その承認をした

日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

調 査 担 当 者 
「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
特別な償却方法の承認通知書 

 
１ 使用目的 

「特別な償却方法の承認通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認申請について、承認の通知をする場合

に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「全部又は一部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合は「又

は一部」の字句を、申請に係る資産の一部について承認する場合には「全部又は」の字句

を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する(連結)事業年度」の空白箇所には、その承認をした

日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏 
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     
 
 
 

特別な償却方法の承認申請の却下通知書 
 
 
 

 貴法人から平成  年  月  日付でされた特別な償却方法の承認申請については、法人税法施行 
 
令第 48 条の２第３項及び同令第 155 条の６の規定に基づき、その申請に係る特別な償却方法を適用す 

 
ることが不適当と認められますので、これを却下します。 
 
 

 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等 
 

 

 

 

 

 

 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

  

 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏 
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     
 
 
 

特別な償却方法の承認申請の却下通知書 
 
 
 

 貴法人から平成  年  月  日付でされた特別な償却方法の承認申請については、法人税法施行 
 
令第 48 条の２第３項及び同令第 155 条の６の規定に基づき、その申請に係る特別な償却方法を適用す 

 
ることが不適当と認められますので、これを却下します。 
 
 

 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名 
 

 

 

 

 

 

 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

  

 
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特別な償却方法の承認申請の却下通知書 

 
１ 使用目的 

「特別な償却方法の承認申請の却下通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認申請について、却下の通知

をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 
申請法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第155条の６」の箇所を二重線で

抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

調 査 担 当 者 
「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
特別な償却方法の承認申請の却下通知書 

 
１ 使用目的 

「特別な償却方法の承認申請の却下通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認申請について、却下の通知

をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 
申請法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第155条の６」の箇所を二重線で

抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏 
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

特別な償却方法の承認の取消通知書 
 
   平成  年  月  日付  法第   号の特別な償却方法の承認については、法人税法施行令第 
 
  48 条の２第４項及び同令第 155 条の６の規定に基づき、その承認に係る資産の全部又は一部について下 

 
記のとおりその承認を取り消します。 

                            
平成  年  月  日の属する（連結）事業年度以後の各（連結）事業年度については、下記の特 
 

別な償却方法は適用できません。 
 

記 

 

取消しの対象が連結子法人の場合 対象法人名等  

取    消    し    の    対    象 

種類（設備の種類
を含む） 

構 造 又 は 用 途 細   目 数 量 
帳 簿 価 額
（ 千 円 ） 

特 別 な 償 却 方 法 

      

 

取消しの基因となった事由 
 
 
 
 

         
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

     

 
 
 

 
 

 

  

20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏 
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

特別な償却方法の承認の取消通知書 
 
   平成  年  月  日付  法第   号の特別な償却方法の承認については、法人税法施行令第 
 
  48 条の２第４項及び同令第 155 条の６の規定に基づき、その承認に係る資産の全部又は一部について下 

 
記のとおりその承認を取り消します。 

                            
平成  年  月  日の属する（連結）事業年度以後の各（連結）事業年度については、下記の特 
 

別な償却方法は適用できません。 
 

記 

 

取消しの対象が連結子法人の場合 対象法人名  

取    消    し    の    対    象 

種類（設備の種類
を含む） 

構 造 又 は 用 途 細   目 数 量 
帳 簿 価 額
（ 千 円 ） 

特 別 な 償 却 方 法 

      

 

取消しの基因となった事由 
 
 
 
 

         
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

     

 
 
 

 
 

 

  

17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特別な償却方法の承認の取消通知書 

 
１ 使用目的 

「特別な償却方法の承認の取消通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認について、その承認の取消しの

通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

取消しに係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第 

155条の６」の箇所を二重線で抹消する。 

「全部又は一部」の箇所については、承認に係る減価償却資産の全部について取消しを

する場合には「又は一部」の字句を、承認に係る減価償却資産の一部について取消しをす

る場合には「全部又は」の字句を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する(連結)事業年度」の空白箇所には、その取消しをし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

取消しの対象が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、取消しに係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、そ

の連結子法人の法人名等を記入する。 

調 査 担 当 者 
「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
特別な償却方法の承認の取消通知書 

 
１ 使用目的 

「特別な償却方法の承認の取消通知書」は、減価償却資産の特別な償却方法の承認について、その承認の取消しの

通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

取消しに係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第 

155条の６」の箇所を二重線で抹消する。 

「全部又は一部」の箇所については、承認に係る減価償却資産の全部について取消しを

する場合には「又は一部」の字句を、承認に係る減価償却資産の一部について取消しをす

る場合には「全部又は」の字句を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する(連結)事業年度」の空白箇所には、その取消しをし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

取消しの対象が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、取消しに係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その

連結子法人の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号   
        取 替 法 採 用 承 認 申 請 書 

※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
                （連結）事業年度から、次の資産の減価償却については、取替法によりたいので 
 
申請します。 

取替法を採用しようとする減価償却資産の明細 

取 替 資 産 の 名 称 1    

同上の法人税法施行規則 
第 1 0 条 各 号 の 区 分 

2    

所 在 す る 場 所 3    

数            量 4    

取 得 価 額 5 
千円 千円 千円 

帳 簿 価 額 6 
千円 千円 千円 

 
 参考事項 

 

税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
20．06改正                                        （法１３１９） 
 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 

※整理番号   
        取 替 法 採 用 承 認 申 請 書 

※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
                （連結）事業年度から、次の資産の減価償却については、取替法によりたいので 
 
申請します。 

取替法を採用しようとする減価償却資産の明細 

取 替 資 産 の 名 称 1    

同上の法人税法施行規則 
第 1 0 条 各 号 の 区 分 

2    

所 在 す る 場 所 3    

数            量 4    

取 得 価 額 5 
千円 千円 千円 

帳 簿 価 額 6 
千円 千円 千円 

 
 参考事項 

 

税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
18．06改正                                        （法１３１９） 
 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

取替法採用承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、法人税法施行
規則（以下単に「法規」といいます｡)第 10 条各号に掲げる資産の減価償却を取替法により行おうとす
る場合に使用してください。（法人税法施行令第 49 条・第 155 条の６） 

 ２ この申請書は、取替法を採用しようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、納税
地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、

「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者

氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢取替資産の名称１」欄には、取替法を採用しようとする資産について法規第 10条各号に掲げる

資産の異なるものごと（当該取替資産で種類及び品質を異にするものがあるときは、その種類品質
の異なるものごと）に、その名称を記載してください。  

  (4) ｢同上の法人税法施行規則第 10 条各号の区分２」欄には、(3)の資産の法規第 10条各号の区分 
    を記載してください。 
  (5) ｢所在する場所３」欄には、(3)の資産の所在する場所の名称、路線名等を記載してください。 
  (6) ｢数量４」、「取得価額５」及び「帳簿価額６」の各欄には、(3)の資産の取替法を採用しようとす

る事業年度開始の時における数量、取得価額（昭和 27 年 12 月 31 日以前に取得された取替資産に
ついては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法別表第三の倍数を乗じ
て計算した金額）及び帳簿価額の合計額を記載してください。 

  (7) ｢参考事項」欄には、(3)の資産について１年間で使用に耐えなくなって取替える見込みの数量等
取替資産について参考となるべき事項を記載してください。 

  (8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等
が署名押印してください。 

  (9) ｢※」欄は、記載しないでください。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税
に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄に
は、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

取替法採用承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、法人税法施行
規則（以下単に「法規」といいます｡)第 10 条各号に掲げる資産の減価償却を取替法により行おうとす
る場合に使用してください。（法人税法施行令第 49 条・第 155 条の６） 

 ２ この申請書は、取替法を採用しようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、納税
地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、

「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏

名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢取替資産の名称１」欄には、取替法を採用しようとする資産について法規第 10条各号に掲げる

資産の異なるものごと（当該取替資産で種類及び品質を異にするものがあるときは、その種類品質
の異なるものごと）に、その名称を記載してください。  

  (4) ｢同上の法人税法施行規則第 10 条各号の区分２」欄には、(3)の資産の法規第 10条各号の区分 
    を記載してください。 
  (5) ｢所在する場所３」欄には、(3)の資産の所在する場所の名称、路線名等を記載してください。 
  (6) ｢数量４」、「取得価額５」及び「帳簿価額６」の各欄には、(3)の資産の取替法を採用しようとす

る事業年度開始の時における数量、取得価額（昭和 27 年 12 月 31 日以前に取得された取替資産に
ついては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法別表第三の倍数を乗じ
て計算した金額）及び帳簿価額の合計額を記載してください。 

  (7) ｢参考事項」欄には、(3)の資産について１年間で使用に耐えなくなって取替える見込みの数量等
取替資産について参考となるべき事項を記載してください。 

  (8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等
が署名押印してください。 

  (9) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号         リース賃貸資産の償却方法に係る 
旧リース期間定額法の届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

  リース賃貸資産について旧リース期間定額法を採用することを下記のとおり届け出ます。 
記 

資 産 、 設 備 の 種 類 改定取得価額の合計額 資 産 、 設 備 の 種 類 改定取得価額の合計額 

建 物    

建 物 附 属 設 備    

構 築 物    

船 舶    

航 空 機    

車 両 及 び 運 搬 具    

工 具    

器 具 及 び 備 品    

機 械 及 び 装 置    

(     )    設備    

参
考
事
項 

１ 採用する事業年度  自 平成  年  月  日  
            至 平成  年  月  日  
２ その他 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算 
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
  
19．06 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号         リース賃貸資産の償却方法に係る 
旧リース期間定額法の届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

  リース賃貸資産について旧リース期間定額法を採用することを下記のとおり届け出ます。 
記 

資 産 、 設 備 の 種 類 改定取得価額の合計額 資 産 、 設 備 の 種 類 改定取得価額の合計額 

建 物    

建 物 附 属 設 備    

構 築 物    

船 舶    

航 空 機    

車 両 及 び 運 搬 具    

工 具    

器 具 及 び 備 品    

機 械 及 び 装 置    

(     )    設備    

参
考
事
項 

１ 採用する事業年度  自 平成  年  月  日  
            至 平成  年  月  日  
２ その他 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算 
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
  
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

   リース賃貸資産の償却方法に係る旧リース期間定額法の届出書の記載要領等 
 

 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、法人税法施行令
第 49 条の 2《リース賃貸資産の償却の方法の特例》の規定に基づき、リース賃貸資産（法人税法施行令
第 48 条第 1項第 6号《減価償却資産の償却の方法》に規定する改正前リース取引の目的とされている減
価償却資産（同号に規定する国外リース資産を除きます。））の償却方法に旧リース期間定額法を選定し
て届け出る場合に使用するもので、その旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度の確定申告書
の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申
告書の提出期限）までに提出してください。 
（注）連結法人については、法人税法施行令第 155 条の６の規定によって提出してください。 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
 ３ 各欄は、次により記入してください。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、

「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「資産、設備の種類」欄には、リース賃貸資産について、次の区分ごとにその資産の種類を記入して

ください。 
この場合、機械及び装置については、耐用年数省令別表第二又は別表第五の番号を（  ）内に記
載してください。また、鉱業用減価償却資産を有する場合には、一般の減価償却資産と区別して鉱業
用資産と明示してください。 

   イ 機械及び装置以外の減価償却資産については、耐用年数省令別表第一に規定する種類（この欄に既
に印刷されている８つの種類）ごと。 

   ロ 機械及び装置については、耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 
   ハ 公害防止の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第五に規定する種類ごと
   （削 除） 
 
   （削 除） 
 
   ニ 開発研究の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第六に規定する種類ごと
   ホ 坑道及び鉱業権（試掘権を除きます｡)については、当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第

二に規定する設備の種類ごと。 
   ヘ 試掘権については、当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 
  (4) 「改定取得価額の合計額」欄には、区分された資産の種類ごとにリース賃貸資産の改定取得価額（法

人税法施行令第 49 条の２第３項に規定する「改定取得価額」をいいます。）の合計額を記載します。 
  (5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署

名押印してください。 
  (6) 「※税務署処理欄」には、何も記載しないでください。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に
関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受
託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

   リース賃貸資産の償却方法に係る旧リース期間定額法の届出書の記載要領等 
 

 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、法人税法施行令
第 49 条の 2《リース賃貸資産の償却の方法の特例》の規定に基づき、リース賃貸資産（法人税法施行令
第 48 条第 1項第 6号《減価償却資産の償却の方法》に規定する改正前リース取引の目的とされている減
価償却資産（同号に規定する国外リース資産を除きます。））の償却方法に旧リース期間定額法を選定し
て届け出る場合に使用するもので、その旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度の確定申告書
の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申
告書の提出期限）までに提出してください。 
（注）連結法人については、法人税法施行令第 155 条の６の規定によって提出してください。 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
 ３ 各欄は、次により記入してください。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、

「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「資産、設備の種類」欄には、リース賃貸資産について、次の区分ごとにその資産の種類を記入して

ください。 
この場合、機械及び装置については、耐用年数省令別表第二又は別表第五の番号を（  ）内に記
載してください。また、鉱業用減価償却資産を有する場合には、一般の減価償却資産と区別して鉱業
用資産と明示してください。 

   イ 機械及び装置以外の減価償却資産については、耐用年数省令別表第一に規定する種類（この欄に既
に印刷されている８つの種類）ごと。 

   ロ 機械及び装置については、耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 
   ハ 汚水処理の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第五に規定する種類ごと
   ニ ばい煙処理の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第六に規定する種類ご

と。 
   ホ 農業及び林業の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第七に規定する種類

ごと。 
   ヘ 開発研究の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第八に規定する種類ごと
   ト 坑道及び鉱業権（試掘権を除きます｡)については、当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第

二に規定する設備の種類ごと。 
   チ 試掘権については、当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 
  (4) 「改定取得価額の合計額」欄には、区分された資産の種類ごとにリース賃貸資産の改定取得価額（法

人税法施行令第 49 条の２第３項に規定する「改定取得価額」をいいます。）の合計額を記載します。 
  (5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署

名押印してください。 
  (6) 「※税務署処理欄」には、何も記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号   
        特別な償却率の認定申請書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
 
     電話（   ）    －     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

 

       国税局長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

次の資産の減価償却については、特別な償却率によりたいので申請します。 

認定を受けようとする特別な償却率等の明細 

種            類 1   

構 造 又 は 用 途 2   

細            目 3   

名            称 4   

所 在 す る 場 所 5   

数            量 
 
6   

取 得 価 額 
 
7 

千円 千円 

帳 簿 価 額 8 千円 千円 

認定を受けようとする償却率 9   

参考事項 

認定を受けようとする償却率の算定の基礎 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  
 
20．06改正                                        （法１３２０） 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号   
        特別な償却率の認定申請書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
 
     電話（   ）    －     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

 

       国税局長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

次の資産の減価償却については、特別な償却率によりたいので申請します。 

認定を受けようとする特別な償却率等の明細 

種            類 1   

構 造 又 は 用 途 2   

細            目 3   

名            称 4   

所 在 す る 場 所 5   

数            量 
 
6   

取 得 価 額 
 
7 

千円 千円 

帳 簿 価 額 8 千円 千円 

認定を受けようとする償却率 9   

参考事項 

認定を受けようとする償却率の算定の基礎 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  
 
15．07改正                                        （法１３２０） 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

          特別な償却率の認定申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、漁網、活
字に常用されている金属その他法人税法施行規則（以下単に「法規」といいます｡)第 12 条各号
に掲げる資産の減価償却を特別な償却率により行おうとする場合に使用してください。（法人税
法施行令第 50条・第 155 条の６） 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長を経由して国税局長に２通提出してください。 
 ３ 申請書の各欄は、法規第 12 条各号に掲げる資産の異なるごと、かつ、認定を受けようとする
償却率の異なるごとに、次により記載してください。 

  (1) ｢提出法人」欄には、当該提出法人の該当する□にレ印を付すとともに、「法人名等」、「納
税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代
表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) ｢種類１」、「構造又は用途２」及び「細目３」の各欄には、特別な償却率により減価償却を
行おうとする資産の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に掲げる種類、構造又
は用途及び細目を記載してください。 

  (4) ｢名称４」欄には、法規第 12条各号に掲げる資産の名称を記載してください。 
  (5) ｢所在する場所５」欄には、その所在する事業場名及びその所在地を記載してください。 
  (6) ｢数量６」、「取得価額７」及び「帳簿価額８」の各欄には、申請書を提出する日の属する事

業年度開始の日における(4)の資産の数量、取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額を記載し
てください。 

  (7) ｢認定を受けようとする償却率９」欄には、(4)の資産について認定を受けようとする償却
率を記載してください。 

  (8) ｢認定を受けようとする償却率の算定の基礎」欄には、認定を受けようとする償却率の算定
の根基、算出の過程等を詳細に、かつ、具体的に記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
  (9) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 
  (10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

          特別な償却率の認定申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、漁網、活
字に常用されている金属その他法人税法施行規則（以下単に「法規」といいます｡)第 12 条各号
に掲げる資産の減価償却を特別な償却率により行おうとする場合に使用してください。（法人税
法施行令第 50条・第 155 条の６） 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長を経由して国税局長に２通提出してください。 
 ３ 申請書の各欄は、法規第 12 条各号に掲げる資産の異なるごと、かつ、認定を受けようとする
償却率の異なるごとに、次により記載してください。 

  (1) ｢提出法人」欄には、当該提出法人の該当する□にレ印を付すとともに、「法人名」、「納税
地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表
者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) ｢種類１」、「構造又は用途２」及び「細目３」の各欄には、特別な償却率により減価償却を
行おうとする資産の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に掲げる種類、構造又
は用途及び細目を記載してください。 

  (4) ｢名称４」欄には、法規第 12条各号に掲げる資産の名称を記載してください。 
  (5) ｢所在する場所５」欄には、その所在する事業場名及びその所在地を記載してください。 
  (6) ｢数量６」、「取得価額７」及び「帳簿価額８」の各欄には、申請書を提出する日の属する事

業年度開始の日における(4)の資産の数量、取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額を記載し
てください。 

  (7) ｢認定を受けようとする償却率９」欄には、(4)の資産について認定を受けようとする償却
率を記載してください。 

  (8) ｢認定を受けようとする償却率の算定の基礎」欄には、認定を受けようとする償却率の算定
の根基、算出の過程等を詳細に、かつ、具体的に記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
  (9) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 
  (10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

  国 税 局 長       
財務事務官            

○印     

 

特別な償却率の認定通知書 
 
   貴法人から平成  年  月  日付でされた特別な償却率の認定申請については、下記のとおり認 

 
定したので通知します。 

 
   認定した特別な償却率による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業年   
 

度以後の各（連結）事業年度について適用することができます。 
 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  

認 定 に 係 る 減 価 償 却 資 産 

種       類 細       目 帳 簿 価 額（千円） 

 
 
 

  

認定した特別な償却率 

 
 
 
 
 

 

(付記事項) 
この認定を受けた減価償却資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、

速やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務
署長を経由して  国税局長に提出してください。 

  
 
 この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
    

 

   

 
 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

  国 税 局 長       
財務事務官            

○印     

 

特別な償却率の認定通知書 
 
   貴法人から平成  年  月  日付でされた特別な償却率の認定申請については、下記のとおり認 

 
定したので通知します。 

 
   認定した特別な償却率による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業年   
 

度以後の各（連結）事業年度について適用することができます。 
 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

認 定 に 係 る 減 価 償 却 資 産 

種       類 細       目 帳 簿 価 額（千円） 

 
 
 

  

認定した特別な償却率 

 
 
 
 
 

 

(付記事項) 
この認定を受けた減価償却資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、

速やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務
署長を経由して  国税局長に提出してください。 

  
 
 この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
    

 

   

 
 
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特別な償却率の認定通知書 

 
１ 使用目的 

「特別な償却率の認定通知書」は、特別な償却率の認定申請について、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その認定をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

付 記 事 項 
 「  国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。 

調 査 担 当 者 
「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
特別な償却率の認定通知書 

 
１ 使用目的 

「特別な償却率の認定通知書」は、特別な償却率の認定申請について、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その認定をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

付 記 事 項 
 「  国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。 

調 査 担 当 者 
「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

  国 税 局 長       
財務事務官            

○印     

 

特別な償却率の変更通知書 

 
   平成  年  月  日付   法第       号の特別な償却率の認定については、法人税法施行令 

 
第50条第４項及び同令第155条の６の規定に基づき、下記のとおりその償却率を変更します。 

 
   変更後の償却率による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業年度以 
            

後の各（連結）事業年度について適用されます。 
 

記 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  

変 更 の 対 象 

種       類 細       目 帳 簿 価 額（千円） 

   

変 更 後 の 償 却 率 
 
 

 

変更の基因となった事由 

 

 

 

 

 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
  

 

   

 
 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

  国 税 局 長       
財務事務官            

○印     

 

特別な償却率の変更通知書 

 
   平成  年  月  日付   法第       号の特別な償却率の認定については、法人税法施行令 

 
第50条第４項及び同令第155条の６の規定に基づき、下記のとおりその償却率を変更します。 

 
   変更後の償却率による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業年度以 
            

後の各（連結）事業年度について適用されます。 
 

記 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

変 更 の 対 象 

種       類 細       目 帳 簿 価 額（千円） 

   

変 更 後 の 償 却 率 
 
 

 

変更の基因となった事由 

 

 

 

 

 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
  

 

   

 
 
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特別な償却率の変更通知書 

 
１ 使用目的 

「特別な償却率の変更通知書」は、特別な償却率の認定について、その変更の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第

155条の６」の箇所を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度に該当しない事業年度の場合は、「（連結）事業年度」の括弧書を二

重線で抹消する。 

変 更 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その

連結子法人の法人名等を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
特別な償却率の変更通知書 

 
１ 使用目的 

「特別な償却率の変更通知書」は、特別な償却率の認定について、その変更の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第

155条の６」の箇所を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度に該当しない事業年度の場合は、「（連結）事業年度」の括弧書を二

重線で抹消する。 

変 更 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連

結子法人の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
 

減価償却資産の償却方法の 
変 更 承 認 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

 提出法人 （フリガナ） 

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  自 平成  年  月  日 
           （連結）事業年度から減価償却資産の償却方法を下記のとおり変更したいので申請します。 

  至 平成  年  月  日 
                           記 

  資産、設備の種類  現によっている償却方法 
 現によっている償却方法 
 を採用した年月日 

 採 用しようとする 
 新 た な 償 却 方 法 

      年   月   日  

      年   月   日  

      年   月   日  

      年   月   日  

      年   月   日  

  
     年   月   日  

 

と
す
る
理
由 

変
更
し
よ
う 

 

 
 
 
 
 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
20．06改正                                        （法１３１２） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  
 

減価償却資産の償却方法の 
変 更 承 認 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

 提出法人 （フリガナ） 

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  自 平成  年  月  日 
           （連結）事業年度から減価償却資産の償却方法を下記のとおり変更したいので申請します。 

  至 平成  年  月  日 
                           記 

  資産、設備の種類  現によっている償却方法 
 現によっている償却方法 
 を採用した年月日 

 採 用しようとする 
 新 た な 償 却 方 法 

      年   月   日  

      年   月   日  

      年   月   日  

      年   月   日  

      年   月   日  

  
     年   月   日  

 

と
す
る
理
由 

変
更
し
よ
う 

 

 
 
 
 
 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
18．06改正                                        （法１３１２） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

減価償却資産の償却方法の変更承認申請書の記載要領等 
 

１ （同 左） 

２ この申請書は、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に

1通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

この場合、事業所別に償却方法を選定しているものにつき、その償却方法の変更を届け出るときには、事業所

別に申請書を別葉に作成して提出してください。 

(注) 平成 19 年４月１日以後最初に終了する事業年度において、法人が選定した償却方法等を変更しようとす

るときは、その事業年度に係る確定申告書の提出期限までに、当該申請書の記載事項と同様の事項を記載し

た届出書（この申請様式に所定の事項を記載したもの等）を提出したときは、その届出書の提出をもって承

認があったものとみなされます。 

   （追 加） 

 

 

 

 

 

（追 加） 

 

 

 

３ （同 左） 

 ４ 各欄は、次により記入してください。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏

名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表

者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3)  ｢資産、設備の種類」欄には、選定する減価償却資産の償却方法に応じた減価償却資産の区分及び次の区分

にしたがって減価償却資産の種類を記入してください。 

なお、鉱業用減価償却資産について変更しようとする場合には、一般の減価償却資産と区別して鉱業用資産

と明示してください。 

この場合、機械及び装置については、耐用年数省令別表第二又は別表第五の番号を（ ）内に記載してくだ

さい。 

   イ 機械及び装置以外の減価償却資産については、耐用年数省令別表第一に規定する種類（建物、建物附属設

備、構築物、船舶、航空機、車両運搬具、工具、器具備品）ごと。 

     (注) 平成10年４月１日以後に取得した建物の償却方法は、定額法に限定されています。 

   ロ 機械及び装置については、耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 

   ハ 汚水処理の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第五に規定する種類ごと。 

   ニ ばい煙処理の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第六に規定する種類ごと。 

   ホ 農業及び林業の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第七に規定する種類ごと。

   ヘ 開発研究の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第八に規定する種類ごと。 

   ト 坑道及び鉱業権（試掘権を除く。） については、当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定

する設備の種類ごと。 

   チ 試掘権については、当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 

  (4) ｢現によっている償却方法」欄には、現在採用している償却方法（償却方法の届出を行わなかった等のため、

法定償却方法によることとされている減価償却資産については、その償却方法。以下同じ。） を記入してく

ださい。 

  (5) ｢現によっている償却方法を採用した年月日」欄には、現在採用している償却方法を採用した事業年度の開

始の日を記入してください。 

 

減価償却資産の償却方法の変更承認申請書の記載要領等 
 

１ （省 略） 

２ この申請書は、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長

に 1通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

この場合、事業所別に償却方法を選定しているものにつき、その償却方法の変更を届け出るときには、事業

所別に申請書を別葉に作成して提出してください。 

(注)１ 平成 19 年４月１日以後最初に終了する事業年度において、法人が選定した償却方法等を変更しようと

するときは、その事業年度に係る確定申告書の提出期限までに、当該申請書の記載事項と同様の事項を

記載した届出書（この申請様式に所定の事項を記載したもの等）を提出したときは、その届出書の提出

をもって承認があったものとみなされます。 

２ 平成 20 年４月１日以後最初に終了する事業年度において、法人の有する減価償却資産が異なる旧区分

(※)に属する減価償却資産であって、これらについて異なる償却方法を選定していたものが、同一の区分

に属することなった場合に、法人が選定した償却方法等を変更しようとするときは、その事業年度に係

る確定申告書の提出期限までに、当該申請書の記載事項と同様の事項を記載した届出書（この申請様式

に所定の事項を記載したもの等）を提出したときは、その届出書の提出をもって承認があったものとみ

なされます。 

※ 旧区分とは、平成 20 年改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二又は別表

第五から別表第八の規定に基づく平成 20 年改正前の法人税法施行規則第 14 条各号に定める資産の種類

の区分をいい、２以上の事業所を有する法人が事業所ごとに償却方法の選定を行っている場合はこれら

の区分をいいます。 

 ３ （省 略） 

 ４ 各欄は、次により記入してください。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3)  ｢資産、設備の種類」欄には、選定する減価償却資産の償却方法に応じた減価償却資産の区分及び次の区

分にしたがって減価償却資産の種類を記入してください。 

なお、鉱業用減価償却資産について変更しようとする場合には、一般の減価償却資産と区別して鉱業用資

産と明示してください。 

この場合、機械及び装置については、耐用年数省令別表第二又は別表第五の番号を（ ）内に記載してく

ださい。 

   イ 機械及び装置以外の減価償却資産については、耐用年数省令別表第一に規定する種類（建物、建物附属

設備、構築物、船舶、航空機、車両運搬具、工具、器具備品）ごと。 

     (注) 平成10年４月１日以後に取得した建物の償却方法は、定額法に限定されています。 

   ロ 機械及び装置については、耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 

   ハ 公害防止の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第五に規定する種類ごと。 

   （削 除） 

   （削 除） 

ニ 開発研究の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第六に規定する種類ごと。 

   ホ 坑道及び鉱業権（試掘権を除く。） については、当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規

定する設備の種類ごと。 

   ヘ 試掘権については、当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 

  (4) ｢現によっている償却方法」欄には、現在採用している償却方法（償却方法の届出を行わなかった等のため、

法定償却方法によることとされている減価償却資産については、その償却方法。以下同じ。） を記入してく

ださい。 

  (5) ｢現によっている償却方法を採用した年月日」欄には、現在採用している償却方法を採用した事業年度の開

始の日を記入してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

  (6) ｢採用しようとする新たな償却方法」欄には、これから採用しようとする償却方法を記入してください。 

  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

  (8) ｢※」欄は記載しないでください。 
   （追 加） 
 

  (6) ｢採用しようとする新たな償却方法」欄には、これから採用しようとする償却方法を記入してください。 

  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

  (8) ｢※」欄は記載しないでください。 
５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又

は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書 

 
貴法人から平成  年  月  日付でされた減価償却資産の償却方法の変更申請については、 
 

下記のとおり承認又は却下したので通知します。 
 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  

資 産 、 設 備 の 種 類 変更しようとする償却方法 承 認 ・ 却 下 の 区 分 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
20．06 改正                                  （法１３１４）  
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書 

 
貴法人から平成  年  月  日付でされた減価償却資産の償却方法の変更申請については、 
 

下記のとおり承認又は却下したので通知します。 
 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

資 産 、 設 備 の 種 類 変更しようとする償却方法 承 認 ・ 却 下 の 区 分 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
17．03 改正                                  （法１３１４）  
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書 

 
１ 使用目的 

「減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書」(法 1314)は、減価償却資産の償却方法の変更承認申請 

について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部について承認する場合には 

「又は却下」の文字を、申請に係る事項の全部について却下する場合には「承認又は」の

文字を抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書 

 
１ 使用目的 

「減価償却資産の償却方法の変更申請の承認、却下通知書」(法 1314)は、減価償却資産の償却方法の変更承認申請 

について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部について承認する場合には 

「又は却下」の文字を、申請に係る事項の全部について却下する場合には「承認又は」の

文字を抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号   
       耐用年数の短縮の承認申請書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
 
     電話（   ）    －     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

 

       国税局長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

次の減価償却資産については、耐用年数の短縮の承認を申請します。 

申 請 の 事 由 1  

資 産 の 種 類 及 び 名 称 2  

所 在 す る 場 所 3  

承認を受けようとする 
使 用 可 能 期 間 

4  

同
上
の
資
産 
の 法 定 耐 用 年 数 5  

使用可能期間が法定耐用年数 
に比して著しく短い事由及び 
そ の 事 実 の 概 要 

 
6  

参 考 と な る べ き 事 項 7 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  
 
20．06改正                                     （法１３１６－１） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号   
       耐用年数の短縮の承認申請書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
 
     電話（   ）    －     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

 

       国税局長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

次の減価償却資産については、耐用年数の短縮の承認を申請します。 

申 請 の 事 由 1  

資 産 の 種 類 及 び 名 称 2  

所 在 す る 場 所 3  

承認を受けようとする 
使 用 可 能 期 間 

4  

同
上
の
資
産 
の 法 定 耐 用 年 数 5  

使用可能期間が法定耐用年数 
に比して著しく短い事由及び 
そ の 事 実 の 概 要 

 
6  

参 考 と な る べ き 事 項 7 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  
 
15．07改正                                     （法１３１６－１） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

耐用年数の短縮の承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、耐用年
数の短縮の承認を受けようとする場合に使用してください。（法人税法施行令第 57 条・第 155
条の６） 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長を経由して所轄国税局長に２通提出してください。 
   なお、この申請に係る耐用年数の短縮の規定については、所轄国税局長から書面による承認の
通知があった日の属する事業年度から適用できます。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税

地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢申請の事由１」欄には、耐用年数の短縮の承認を受けようとする減価償却資産（以下「申

請資産」といいます。）のその申請の事由が、法人税法施行令第 57 条第１項第１号から第６
号まで及び法人税法施行規則第 16 条各号に掲げる事由のいずれの事由に該当するかの区分
を記載してください。 

  (4) ｢資産の種類及び名称２」欄には、申請資産につき、減価償却資産の耐用年数等に関する省
令別表に掲げる種類又は設備の種類及びその名称を記載してください。 

  (5) ｢同上の資産の（３～５）」欄には、申請資産につき、その所在する事業所名及び所在地、
承認を受けようとする使用可能期間の年数及び法定耐用年数をそれぞれ記載してください。 

  (6) ｢使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実の概要６」欄には、実
際の耐用年数が法定耐用年数に比し著しく短いことについての具体的な事由及びその事実の
概要を記載してください。 

  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 申請書の提出にあたっては、次の書類を添付してください。 
(1) 「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」 
(2) 申請資産の取得価額が確認できる資料（例：請求書等） 
(3) 個々の資産の内容及び使用可能期間が確認できる資料 
（例：見積書、仕様書、メーカー作成資料等） 

(4) 申請資産の状況が明らかとなる資料（例：写真、カタログ、設計図等） 
(5) 申請資産がリース物件の場合、貸与を受けている者の用途等が確認できる書類 
（例：リース契約書の写し、納品書の写し等） 

   （追 加） 

耐用年数の短縮の承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、耐用年
数の短縮の承認を受けようとする場合に使用してください。（法人税法施行令第 57 条・第 155
条の６） 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長を経由して所轄国税局長に２通提出してください。 
   なお、この申請に係る耐用年数の短縮の規定については、所轄国税局長から書面による承認の
通知があった日の属する事業年度から適用できます。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢申請の事由１」欄には、耐用年数の短縮の承認を受けようとする減価償却資産（以下「申

請資産」といいます。）のその申請の事由が、法人税法施行令第 57 条第１項第１号から第６
号まで及び法人税法施行規則第 16 条各号に掲げる事由のいずれの事由に該当するかの区分
を記載してください。 

  (4) ｢資産の種類及び名称２」欄には、申請資産につき、減価償却資産の耐用年数等に関する省
令別表に掲げる種類又は設備の種類及びその名称を記載してください。 

  (5) ｢同上の資産の（３～５）」欄には、申請資産につき、その所在する事業所名及び所在地、
承認を受けようとする使用可能期間の年数及び法定耐用年数をそれぞれ記載してください。 

  (6) ｢使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実の概要６」欄には、実
際の耐用年数が法定耐用年数に比し著しく短いことについての具体的な事由及びその事実の
概要を記載してください。 

  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 申請書の提出にあたっては、次の書類を添付してください。 
(1) 「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」 
(2) 申請資産の取得価額が確認できる資料（例：請求書等） 
(3) 個々の資産の内容及び使用可能期間が確認できる資料 
（例：見積書、仕様書、メーカー作成資料等） 

(4) 申請資産の状況が明らかとなる資料（例：写真、カタログ、設計図等） 
(5) 申請資産がリース物件の場合、貸与を受けている者の用途等が確認できる書類 
（例：リース契約書の写し、納品書の写し等） 

５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

                                        国 税 局 長        
財務事務官            

○印     

 

耐 用 年 数 の 短 縮 の 承 認 通 知 書 
 
   貴法人から平成  年  月  日付でされた耐用年数の短縮の承認申請については、申請に係る資 
 

産の全部又は一部について下記のとおり承認したので通知します。 
                           

承認した耐用年数による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業年度以 
 

後の各（連結）事業年度について適用することができます。 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

申 請 に 係 る 減 価 償 却 資 産 

番
号 

種類（設備の
種類を含む） 構造又は用途 細  目 数 量 帳簿価額 

（千円） 

承認・
却下の
区 分 

承認した
耐用年数
（年） 

 
 

 
 

      

 
 

 
 

      

 
 

 
 

      

 

 
（付記事項） 
 
１ この承認を受けた減価償却資産につき承認申請書に記載した事実と異なることとなった場合に 
 
は、速やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の 
 
所轄税務署長を経由して  国税局長に提出してください。 

 
２ この承認後この承認の対象となった減価償却資産と種類、構造又は用途等を同じくする 

 
取 得 し た 場 合 は 、 

資産を                     その取得した資産について、承認に係る耐用年数を適用 
          取得した場合であっても、 
  

ができます。 
すること 

はできません。 
 
 この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 
 
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

                                        国 税 局 長        
財務事務官            

○印     

 

耐 用 年 数 の 短 縮 の 承 認 通 知 書 
 
   貴法人から平成  年  月  日付でされた耐用年数の短縮の承認申請については、申請に係る資 
 

産の全部又は一部について下記のとおり承認したので通知します。 
                           

承認した耐用年数による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業年度以 
 

後の各（連結）事業年度について適用することができます。 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  
申 請 に 係 る 減 価 償 却 資 産 

番
号 

種類（設備の
種類を含む） 構造又は用途 細  目 数 量 帳簿価額 

（千円） 

承認・
却下の
区 分 

承認した耐
用年数（年） 

 
 

 
 

      

 
 

 
 

      

 
 

 
 

      

 

 
（付記事項） 
 
 この承認を受けた減価償却資産につき承認申請書に記載した事実と異なることとなった場合に 
 
は、速やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の 
 
所轄税務署長を経由して  国税局長に提出してください。 
 
 
（削 除） 
 

 
 
 
 
 この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 
  
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
耐 用 年 数 の 短 縮 の 承 認 通 知 書 

 
１ 使用目的 

「耐用年数の短縮の承認通知書」は、耐用年数の短縮の承認申請について、承認の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

「全部又は一部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合は「又

は一部」の字句を、申請に係る資産の一部について承認する場合には「全部又は」の字句

を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その承認をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

付 記 事 項 １ 
「  国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。 

付 記 事 項 ２ 

「取 得 し た 場 合 は 、    「ができます。 
              及び        の箇所については、承認に係る減 
  取得した場合であっても、」    はできません。」 

価償却資産が、法人税法施行規則第16条第２号《特掲されていない設備の耐用年数の短縮》

に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合には「取得した場合であっ

ても、」及び「はできません。」の字句を抹消し、その他の場合には「取得した場合は、」及

び「はできます。」の字句を抹消する。 

【参考】法人税基本通達7－3－22（耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用

年数） 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 

                         
耐 用 年 数 の 短 縮 の 承 認 通 知 書 

                           
 

１ 使用目的 

「耐用年数の短縮の承認通知書」は、耐用年数の短縮の承認申請について、承認の通知をする場合に使用する。 

 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

「全部又は一部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合は「又

は一部」の字句を、申請に係る資産の一部について承認する場合には「全部又は」の字句

を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その承認をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

付 記 事 項 
「  国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。 

 

（削 除） 

 

 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 
 

 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等が通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏 
表 
者名 殿 

 

国 税 局 長 
財務事務官 

○印    

 

 

耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書 
 
 

 貴法人から平成  年  月  日付でされた耐用年数の短縮の承認申請については、法人税法施行 
                                        
令第 57 条第１項に掲げる申請の事由が認められないので、法人税法施行令第 57 条第３項及び同令第   
 
155 条の６の規定に基づき、これを却下します。 

 
 
 

 
申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  

                                      
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

   

 

 
 

 

  

 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏 
表 
者名 殿 

 

国 税 局 長 
財務事務官 

○印    

 

 

耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書 
 
 

 貴法人から平成  年  月  日付でされた耐用年数の短縮の承認申請については、法人税法施行 
                                        
令第 57 条第１項に掲げる申請の事由が認められないので、法人税法施行令第 57 条第３項及び同令第   
 
155 条の６の規定に基づき、これを却下します。 

 
 
 

 
申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

                                      
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

   

 

 
 

 

  

 
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書 

 
１ 使用目的 

「耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書」は、耐用年数の短縮の承認申請について、却下の通知をする場合に使

用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本      文 
申請法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第155条の６」の箇所を二重線で

抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。  

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書 

 
１ 使用目的 

「耐用年数の短縮の承認申請の却下通知書」は、耐用年数の短縮の承認申請について、却下の通知をする場合に使

用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本      文 
申請法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第155条の６」の箇所を二重線で

抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。  

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

                                        国 税 局 長        
財務事務官            

○印     

 

 
                   耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書 

 
    

平成  年  月  日付   法第     号の耐用年数の短縮の承認については、法人税法施行令第 
 

57 条第４項及び同令第 155 条の６の規定に基づき、その承認に係る資産の全部又は一部について下記の 
 
とおりこれを取り消(変更)します。 

     
取消し(変更)後の耐用年数による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事 
 

業年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。 
 

記 

取消し(変更)の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  
取 消 し （ 変 更 ） の 対 象 

番
号 

種類（設備の
種類を含む） 構造又は用途 細 目 数 量 帳簿価額 

（千円） 

承認した
耐用年数 
（年） 

取消し ( 変更 ) 後の 
耐 用 年 数 

（年） 

        

        

        

 

取消し(変更)の基因となった事由 
 
 
 
 

      
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 
 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

                                        国 税 局 長        
財務事務官            

○印     

 

 
                   耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書 

 
    

平成  年  月  日付   法第     号の耐用年数の短縮の承認については、法人税法施行令第 
 

57 条第４項及び同令第 155 条の６の規定に基づき、その承認に係る資産の全部又は一部について下記の 
 
とおりこれを取り消(変更)します。 

     
取消し(変更)後の耐用年数による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事 
 

業年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。 
 

記 

取消し(変更)の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

取 消 し （ 変 更 ） の 対 象 

番
号 

種類（設備の
種類を含む） 構造又は用途 細 目 数 量 帳簿価額 

（千円） 

承認した
耐用年数 
（年） 

取消し ( 変更 ) 後の 
耐 用 年 数 

（年） 

        

        

        

 

取消し(変更)の基因となった事由 
 
 
 
 

      
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 
 
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書 

 
１ 使用目的 

「耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書」は、耐用年数の短縮の承認について、その承認の取消し又は変更

の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 「取消（変更）」、「取り消（変更）」及び「取消し（変更）」の箇所は、その処分の内容に

応じ不要な部分を二重線で抹消する。 

取消し又は変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及

び同令第155条の６」の箇所を二重線で抹消する。 

「全部又は一部」の箇所については、承認に係る資産の全部について取消し又は変更を

する場合には「又は一部」の字句を、承認に係る資産の一部について取消し又は変更をす

る場合は「全部又は」の字句を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その取消し又

は変更をした日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

「取消し(変更)の対

象が連結子法人の場

合」～「取消し（変

更）の基因となった

事由」 

「取消し（変更）」の箇所は、その処分の内容に応じ不要な部分を二重線で抹消する。 

対象法人名等は、取消し又は変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合

のみ、その連結子法人の法人名等を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇

所には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書 

 
１ 使用目的 

「耐用年数の短縮の承認の取消（変更）通知書」は、耐用年数の短縮の承認について、その承認の取消し又は変更

の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 「取消（変更）」、「取り消（変更）」及び「取消し（変更）」の箇所は、その処分の内容に

応じ不要な部分を二重線で抹消する。 

取消し又は変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及

び同令第155条の６」の箇所を二重線で抹消する。 

「全部又は一部」の箇所については、承認に係る資産の全部について取消し又は変更を

する場合には「又は一部」の字句を、承認に係る資産の一部について取消し又は変更をす

る場合は「全部又は」の字句を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その取消し又

は変更をした日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

「取消し(変更)の対

象が連結子法人の場

合」～「取消し（変

更）の基因となった

事由」 

「取消し（変更）」の箇所は、その処分の内容に応じ不要な部分を二重線で抹消する。 

対象法人名は、取消し又は変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合の

み、その連結子法人の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇

所には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 



改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

改 正 後 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

（廃 止） 
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  （規格Ａ４） 
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（
法
１
３
１
６
－
２
）
 



改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

改 正 後 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

（廃 止） 

 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
可
能
期
間
の
算
定
の
明
細
書
の
記
載
要
領
等

 

１
 
「
番
号
ａ
」
欄
に
は
、
一
連
番
号
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 
２
 
「
種
類
（
設
備
の
種
類
を
含
む
｡）
ｂ
」
及
び
「
構
造
又
は
用
途
ｃ
」
の
各
欄
に
は
、
申
請
資
産
の
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
耐
用

 
年
数
省
令
」
と
い
い
ま
す
｡)別
表
に
掲
げ
る
種
類
、
設
備
の
種
類
及
び
構
造
又
は
用
途
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
３
 
「
細
目
（
個
々
の
資
産
の
名
称
）
ｄ
」
欄
に
は
、
申
請
資
産
ご
と
（
当
該
資
産
が
機
械
及
び
装
置
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
機
械
及
び
装
置
に
含
ま
れ
る
個
々
の

 
資
産
で
、
そ
の
型
式
、
性
能
等
の
仕
様
及
び
取
得
年
月
の
異
な
る
ご
と
、
車
両
及
び
運
搬
具
又
は
工
具
、
器
具
及
び
備
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
耐
用
年
数
省
令
別
表

 
第
一
の
細
目
に
掲
げ
る
資
産
の
名
称
の
異
な
る
も
の
ご
と
）
に
そ
の
名
称
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
４
 
「
数
量
ｅ
」
欄
に
は
、
３
の
資
産
の
数
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
５
 
「
法
定
耐
用
年
数
ｆ
」
欄
に
は
、
申
請
資
産
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
法
定
耐
用
年
数
（
当
該
資
産
が
機
械
及
び
装
置
に
含
ま
れ
る
個
々
の
資
産
で
あ
る
場
合

 
に
は
、
当
該
機
械
及
び
装
置
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
法
定
耐
用
年
数
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
６
 
「
取
得
価
額
ｇ
」
欄
に
は
、
３
の
資
産
の
取
得
価
額
（
申
請
の
理
由
が
法
人
税
法
施
行
規
則
第
16
条
第
２
号
に
掲
げ
る
事
由
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
同
条
第
３
号

 
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
再
取
得
価
額
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
７
 
「
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
可
能
期
間
の
算
定
の
基
礎
」
欄
に
は
、
３
の
資
産
に
つ
き
申
請
時
ま
で
の
経
過
年
数
と
そ
の
後
の
実
際
の
使
用
可
能
期
間
の
年

 
数
と
を
記
載
し
､｢計

ｈ
｣欄
に
は
そ
の
年
数
の
合
計
（
そ
の
合
計
に
１
年
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
ま
す
｡）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
機
械
及
び
装
置
に
含
ま
れ
る
資
産
で
、
耐
用
年
数
の
短
縮
の
事
実
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
計
ｈ
」
欄
に
当
該
機
械
及
び
装
置

 
の
法
定
耐
用
年
数
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
個
々
の
資
産
の
年
数
（
昭
和

40
年
４
月
国
税
庁
公
表
 
「
機
械
装
置
の
個
別
年
数
」
に
掲
げ
る
年
数
）
を
記
載
し
て
く

 
だ
さ
い
。

 
８
 
「
年
要
償
却
額
ｉ
」
欄
に
は
、
３
の
資
産
に
つ
い
て
「
取
得
価
額
ｇ
」
欄
の
金
額
を
「
計
ｈ
」
の
年
数
で
除
し
て
算
出
し
た
金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
９
 
３
の
資
産
が
機
械
及
び
装
置
に
含
ま
れ
る
資
産
で
あ
る
場
合
又
は
車
両
及
び
運
搬
具
若
し
く
は
工
具
、
器
具
及
び
備
品
で
あ
る
場
合
に
は
「
取
得
価
額
ｇ
」
及
び

 
「
年
要
償
却
額
ｉ
」
欄
に
こ
れ
に
含
ま
れ
る
資
産
の
全
部
に
つ
い
て
の
計
を
付
し
、
当
該
「
取
得
価
額
ｇ
」
の
額
の
合
計
額
を
「
年
要
償
却
額
ｉ
」
の
額
の
合
計
額

 
で
除
し
て
算
出
し
た
数
（
１
年
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
ま
す
。

)を
「
算
出
使
用
可
能
期
間
ｊ
」
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
10
 
「
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
可
能
期
間
ｋ
」
欄
に
は
、
２
の
資
産
が
機
械
及
び
装
置
で
あ
る
場
合
に
は
、
９
に
よ
り
計
算
し
「
算
出
使
用
可
能
期
間
ｊ
」
欄

 
に
記
載
し
た
年
数
を
、
機
械
及
び
装
置
以
外
の
資
産
で
あ
る
場
合
に
は
「
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
可
能
期
間
の
算
定
の
基
礎

  
計
ｈ
」
欄
に
記
載
し
た
年
数

 
を
限
度
と
し
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
耐
用
年
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
11
 
「
帳
簿
価
額
ｍ
」
欄
に
は
、
２
の
資
産
が
機
械
及
び
装
置
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
機
械
及
び
装
置
に
含
ま
れ
る
資
産
の
全
部
に
つ
い
て
計
を
付
し
た
欄
に
申
請

 
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日
に
お
け
る
帳
簿
価
額
を
、
そ
の
他
の
資
産
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
資
産
の
同
日
に
お
け
る
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を
記
載
し
て

 
く
だ
さ
い
。

 
 
な
お
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
中
途
に
取
得
し
た
資
産
に
つ
い
て
は
、
申
請
日
現
在
の
帳
簿
価
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
12 

「
所
在
地
ｎ
」
欄
に
は
、
そ
の
所
在
す
る
事
業
所
名
及
び
所
在
地
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
  （新 設） 

 

※整理番号         短縮特例承認資産の一部の資産 
を取り替えた場合の届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       国税局長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                   業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

次の減価償却資産について、法人税法施行令第57条第7項の規定の適用を受けることを下記のとおり届け出ます。 

更 新 資 産 の 取 得 を し た 日 の 
属 す る ( 連 結 ) 事 業 年 度 

1 自 平成  年  月  日    至 平成  年  月  日 

法人税法施行規則第 18 条第１項 

届 出 の 事 由 2 
第１号 該当 第２号 該当 

みなし承認を受けようとする 
使用可能期間  （付表のｋ） 

3 年  

短縮特例承認資産の種類及び名称 4  

参 考 と な る べ き 事 項 5  

添 付 書 類 
１ 短縮特例承認資産に係る「耐用年数の短縮の承認通知書」の写し 

２ 短縮特例承認資産に係る「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」の写し 

３ 「更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の明細書」（付表）  

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

 ※税務署 
処理欄 部門  決算 

期  業種 
番号  整理

簿  備考  通 信 日付印 年 月 日 確認 印  

20．06  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
  （新 設） 

 
短縮特例承認資産の一部の資産を取り替えた場合の届出書の記載要領等 

 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、既に耐
用年数の短縮の承認を受けている資産（以下「短縮特例承認資産」といいます。）の一部につい
てこれに代わる新たな資産（以下「更新資産」といいます。）と取り替えた場合において、耐用
年数の短縮のみなし承認を受けようとするときに使用してください。（法人税法施行令第 57 条第
７項・第 155 条の６） 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長を経由して所轄国税局長に２通提出してください。 
   なお、この届出書は更新資産の取得をした日の属する事業年度又は連結事業年度の確定申告書
の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときはその
中間申告書の提出期限）までに提出する必要があります。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1)  ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2)  ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3)  「更新資産の取得をした日の属する(連結)事業年度１」欄には、法人税法施行令第 57 条第

７項に規定する更新資産を取得した日の属する事業年度又は連結事業年度を記載してくださ
い。 

  (4)  ｢届出の事由２」欄には、耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする事由が、法人税法
施行規則第 18条第１項各号に掲げる事由のいずれの事由に該当するかについて、該当する号
を○で囲んでください。各号の該当事由は次のとおりとされています。 
該当号 届 出 の 事 由 

第１号 短縮特例承認資産の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と
取り替えた場合 

第２号 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産（その資産の購入の代価又は 
その資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びにその資産を事業の用に供
するために直接要した費用の額の合計額がその短縮特例承認資産の取得価額の 10％相当額を超
えるものを除きます。）と取り替えた場合であって、その取り替えた後の使用可能期間の年数と
その短縮特例承認資産の法定耐用年数とみなされた使用可能期間の年数とに差異が生じない場
合 

   
【第１号該当の場合】 
  (5)  第１号該当の場合の届出に当たっては、更新資産が、法人税法施行規則第 18 条第１項第１

号に定める要件（更新資産の種類及び品質が取り替えた短縮特例承認資産の一部と同じである
こと）を満たしている必要がありますので御注意ください。 

 
【第２号該当の場合】 
(6)  第２号該当の場合の届出に当たっては、更新資産が、法人税法施行規則第 18 条第１項第２
号に定める次の要件をそれぞれ満たしている必要がありますので御注意ください。 
イ 更新資産の購入代価等の額が短縮特例承認資産の取得価額の 10％以下であること 

 
具体的には、「更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の明細書」（以下 において「付表」とい
います。）のｇの計に内書きした金額が、短縮特例承認資産に係る「承認を受けようとする使用可能期間
の算定の明細書」（以下 において「短縮特例承認資産の明細書」といいます。）(※)のｇの計に記載した
金額の 10％以下であるかどうかにより判定します。 
※ 短縮特例承認資産について、この届出によるみなし承認を受けようとする事業年度（又は連結事業年
度）の直前の事業年度（又は連結事業年度）において、法人税法施行令第 57 条第７項の規定の適用を
受けている場合には、当該直前の事業年度（又は連結事業年度）の届出書に添付した「更新資産に取り
替えた後の使用可能期間の算定の明細書」のｇの計に記載した金額により判定します。 
 

ロ みなし承認を受けようとする使用可能期間と短縮特例承認資産の承認を受けている使用
可能期間との年数に差異が生じないこと 
 

具体的には、付表のｋ欄の年数と短縮特例承認資産の明細書のｋ欄の年数が同じであるかどうかにより
判定します。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
 

 

 
短縮特例承認資産の一部の資産を取り替えた場合の届出書の記載要領等 

 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、既に耐
用年数の短縮の承認を受けている資産（以下「短縮特例承認資産」といいます。）の一部につい
てこれに代わる新たな資産（以下「更新資産」といいます。）と取り替えた場合において、耐用
年数の短縮のみなし承認を受けようとするときに使用してください。（法人税法施行令第 57 条第
７項・第 155 条の６） 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長を経由して所轄国税局長に２通提出してください。 
   なお、この届出書は更新資産の取得をした日の属する事業年度又は連結事業年度の確定申告書
の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときはその
中間申告書の提出期限）までに提出する必要があります。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1)  ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2)  ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3)  「更新資産の取得をした日の属する(連結)事業年度１」欄には、法人税法施行令第 57 条第

７項に規定する更新資産を取得した日の属する事業年度又は連結事業年度を記載してくださ
い。 

  (4)  ｢届出の事由２」欄には、耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする事由が、法人税法
施行規則第 18条第１項各号に掲げる事由のいずれの事由に該当するかについて、該当する号
を○で囲んでください。各号の該当事由は次のとおりとされています。 
該当号 届 出 の 事 由 

第１号 短縮特例承認資産の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と
取り替えた場合 

第２号 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産（その資産の購入の代価又は 
その資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びにその資産を事業の用に供
するために直接要した費用の額の合計額がその短縮特例承認資産の取得価額の 10％相当額を超
えるものを除きます。）と取り替えた場合であって、その取り替えた後の使用可能期間の年数と
その短縮特例承認資産の法定耐用年数とみなされた使用可能期間の年数とに差異が生じない場
合 

   
【第１号該当の場合】 
  (5)  第１号該当の場合の届出に当たっては、更新資産が、法人税法施行規則第 18 条第１項第１

号に定める要件（更新資産の種類及び品質が取り替えた短縮特例承認資産の一部と同じである
こと）を満たしている必要がありますので御注意ください。 

 
【第２号該当の場合】 
(6)  第２号該当の場合の届出に当たっては、更新資産が、法人税法施行規則第 18 条第１項第２
号に定める次の要件をそれぞれ満たしている必要がありますので御注意ください。 
イ 更新資産の購入代価等の額が短縮特例承認資産の取得価額の 10％以下であること 

 
具体的には、「更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の明細書」（以下 において「付表」とい
います。）のｇの計に内書きした金額が、短縮特例承認資産に係る「承認を受けようとする使用可能期間
の算定の明細書」（以下 において「短縮特例承認資産の明細書」といいます。）(※)のｇの計に記載した
金額の 10％以下であるかどうかにより判定します。 
※ 短縮特例承認資産について、この届出によるみなし承認を受けようとする事業年度（又は連結事業年
度）の直前の事業年度（又は連結事業年度）において、法人税法施行令第 57 条第７項の規定の適用を
受けている場合には、当該直前の事業年度（又は連結事業年度）の届出書に添付した「更新資産に取り
替えた後の使用可能期間の算定の明細書」のｇの計に記載した金額により判定します。 
 

ロ みなし承認を受けようとする使用可能期間と短縮特例承認資産の承認を受けている使用
可能期間との年数に差異が生じないこと 
 

具体的には、付表のｋ欄の年数と短縮特例承認資産の明細書のｋ欄の年数が同じであるかどうかにより
判定します。 

【共通記載項目】 
(7) 「みなし承認を受けようとする使用可能期間３」欄には、付表「更新資産に取り替えた後の
使用可能期間の算定の明細書」のｋ欄の年数を記載してください。 
(8) ｢短縮特例承認資産の種類及び名称４」欄には、短縮特例承認資産につき、減価償却資産の
耐用年数等に関する省令別表又は平成 20 年改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令
別表第二「機械及び装置の耐用年数表」に掲げる種類又は設備の種類及びその名称を記載して
ください。 
(9) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 
(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 ４ 届出書の提出に当たっては、次の書類を添付してください。 
(1) 短縮特例承認資産に係る「耐用年数の短縮の承認通知書」の写し 
(2) 短縮特例承認資産に係る「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」の写し 
 ※ 短縮特例承認資産について、この届出によるみなし承認を受けようとする事業年度（又は連結事業年度）

の直前の事業年度（又は連結事業年度）において、法人税法施行令第 57 条第７項の規定の適用を受けてい
る場合には、当該直前の事業年度（又は連結事業年度）の届出書に添付した「更新資産に取り替えた後の使
用可能期間の算定の明細書」の写しを添付してください。 

(3) 「更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の明細書」（付表） 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 
 
 



改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
（新 設） 

改 正 後 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

 

付
表
（
更
新
資
産
に
取
り
替
え
た
後
の
使
用
可
能
期
間
の
算
定
の
明
細
書
）

計

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ
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ｊ

ｋ
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千
円

年
月

年
月

年
月
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構
造

又
は

用
途

細
目
（
個
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資
産

の
名
称
）

数　量

法
定

耐
用

年
数

所
在
地

帳
簿
価
額

み
な
し
承

認
を
受
け

よ
う
と
す

る
使
用
可

能
期
間

取
得
年
月ｌ

更
新
資
産

に
取
り
替

え
た
後
の

使
用
可
能

期
間

年
　
要

償
却
額

そ
の
後
の

使
用
可
能

期
　
　
間

更
新
資
産
に
取
り
替
え
た
後
の

使
用
可
能
期
間
の
算
定
の
基
礎

経
過
年
数

番
号

（
更
新
資
産
の

番
号
を
○
で
囲

む
。
）

種
類
（
設
備
の

種
類
を
含
む
。
)

計

取
得

価
額

（規格Ａ４）
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新
資
産
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円



改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

（新 設） 

改 正 後 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 

付
表
（
更
新
資
産
に
取
り
替
え
た
後
の
使
用
可
能
期
間
の
算
定
の
明
細
書
）
の
記
載
要
領
等

 

１
 
こ
の
明
細
書
は
、
短
縮
特
例
承
認
資
産
（
法
人
が
有
す
る
法
人
税
法
施
行
令
第
57
条
第
１
項
の
承
認
に
係
る
減
価
償
却
資
産
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
一
部
に
つ
い
て
、

こ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
資
産
（
以
下
「
更
新
資
産
」
と
い
い
ま
す
。）
と
取
り
替
え
た
場
合
に
、
そ
の
取
り
替
え
た
後
の
使
用
可
能
期
間
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
個
々
の
資
産
の
明
細

等
を
記
載
し
、「
短
縮
特
例
承
認
資
産
の
一
部
の
資
産
を
取
り
替
え
た
場
合
の
届
出
書
」
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
「
番
号
ａ
」
欄
に
は
、
一
連
番
号
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
更
新
資
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
連
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

３
 
「
種
類
（
設
備
の
種
類
を
含
む
｡）
ｂ
」
及
び
「
構
造
又
は
用
途
ｃ
」
の
各
欄
に
は
、
更
新
資
産
に
取
り
替
え
た
後
の
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等

に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
耐
用
年
数
省
令
」
と
い
い
ま
す
｡)別
表
に
掲
げ
る
種
類
及
び
構
造
若
し
く
は
用
途
又
は
平
成
20
年
改
正
前
の
耐
用
年
数
省
令
（
以
下
「
旧
耐
用
年
数
省
令
」

と
い
い
ま
す
。）
別
表
第
二
「
機
械
及
び
装
置
の
耐
用
年
数
表
」
に
掲
げ
る
設
備
の
種
類
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
「
細
目
（
個
々
の
資
産
の
名
称
）
ｄ
」
欄
に
は
、
更
新
資
産
に
取
り
替
え
た
後
の
減
価
償
却
資
産
に
含
ま
れ
る
個
々
の
資
産
で
、
そ
の
型
式
、
性
能
等
の
仕
様
及
び
取
得
年
月
の
 

異
な
る
ご
と
に
そ
の
名
称
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
 
「
数
量
ｅ
」
欄
に
は
、
４
の
資
産
の
数
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

６
 
「
法
定
耐
用
年
数
ｆ
」
欄
に
は
、
そ
の
個
々
の
資
産
が
含
ま
れ
る
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
法
人
税
法
施
行
令
第
57
条
第
１
項
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
適
用
さ

れ
る
法
定
耐
用
年
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

７
 
「
取
得
価
額
ｇ
」
欄
に
は
、
４
の
資
産
の
取
得
価
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、「
取
得
価
額
ｇ
」
欄
の
合
計
額
を
「
計
」
欄
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
４
の
資
産
の
う
ち
一

の
計
画
に
基
づ
く
更
新
資
産
の
「
取
得
価
額
ｇ
」
の
額
の
合
計
額
を
内
書
き
し
て
く
だ
さ
い
。
 

８
 
「
更
新
資
産
に
取
り
替
え
た
後
の
使
用
可
能
期
間
の
算
定
の
基
礎
」
欄
に
は
、
４
の
資
産
に
つ
き
こ
の
届
出
に
よ
り
法
人
税
法
施
行
令
第
57
条
第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
事
業
年
度
（
又
は
連
結
事
業
年
度
）
の
終
了
の
日
ま
で
の
経
過
年
数
と
そ
の
後
の
実
際
の
使
用
可
能
期
間
の
年
数
と
を
記
載
し
､｢計
ｈ
｣欄
に
は
そ
の
年
数
の
合
計
（
そ
の

合
計
に
１
年
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
ま
す
｡）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
機
械
及
び
装
置
に
含
ま
れ
る
資
産
で
、
耐
用
年
数
の
短
縮
の
事
実
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
計
ｈ
」
欄
に
当
該
機
械
及
び
装
置

の
旧
耐
用
年
数
省
令
別
表
第
二
に
掲
げ
る
耐
用
年
数
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
個
々
の
資
産
の
年
数
（
昭
和
40年
４
月
国
税
庁
公
表
 
「
機
械
装
置
の
個
別
年
数
」
に
掲
げ
る
年
数
）

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

９
 
「
年
要
償
却
額
ｉ
」
欄
に
は
、
４
の
資
産
に
つ
い
て
「
取
得
価
額
ｇ
」
欄
の
金
額
を
「
計
ｈ
」
の
年
数
で
除
し
て
算
出
し
た
金
額
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
合
計
額
を
「
計
」

欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

10 
「
更
新
資
産
に
取
り
替
え
た
後
の
使
用
可
能
期
間
ｊ
」
の
「
計
」
欄
に
は
、「
取
得
価
額
ｇ
」
の
額
の
合
計
額
を
「
年
要
償
却
額
ｉ
」
の
額
の
合
計
額
で
除
し
て
算
出
し
た
数
（
１

年
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
ま
す
。
)を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

11 
「
み
な
し
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
可
能
期
間
ｋ
」
の
「
計
」
欄
に
は
、
み
な
し
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
耐
用
年
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

12 
「
帳
簿
価
額
ｍ
」
欄
に
は
、
更
新
資
産
を
取
得
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
又
は
連
結
事
業
年
度
）
終
了
の
日
に
お
け
る
個
々
の
資
産
の
帳
簿
価
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

13 
「
所
在
地
ｎ
」
欄
に
は
、
そ
の
資
産
の
所
在
す
る
事
業
所
名
及
び
所
在
地
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
  （新 設） 

 

20．06  

※整理番号  耐用年数の短縮の承認を受けた減価償却
資産と材質又は製作方法を同じくする 
減価償却資産を取得した場合等の届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       国税局長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

次の減価償却資産について、法人税法施行令第57条第8項の規定の適用を受けることを下記のとおり届け出ます。 

届出資産の取得をした日の 
属 す る （ 連 結 ） 事 業 年 度 1 自 平成  年  月  日    至 平成  年  月  日 

届 出 の 事 由 2 
法人税法施行令第57条 
第１項第１号 該当 

法人税法施行規則第16条 
第１号 該当 

法人税法施行規則第16条 
第３号 該当 

届 出 資 産 の 種 類 及 び 名 称 3  

所 在 す る 場 所 4  同
上
の
資
産
の 

みなし承認を受けよう 
とする使用可能期間 5       年  

参 考 と な る べ き 事 項 6  

添 付 書 類 

１ 既承認資産に係る「耐用年数の短縮の承認通知書」の写し 

 ２ 「みなし承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」（付表） 

 ３ 既承認資産の承認申請時に提出した「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」の写し 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 ※税務署 
処理欄 部門  決算 

期  業種 
番号  整理

簿  備考  通 信 日付印 年 月 日 確認 印  
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
  （新 設） 

 
耐用年数の短縮の承認を受けた減価償却資産と材質又は製作方法を 
同じくする減価償却資産を取得した場合等の届出書の記載要領等 

 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、既に耐
用年数の短縮の承認を受けている減価償却資産（以下「既承認資産」といいます。）と材質又は
製作方法を同じくする減価償却資産（以下「届出資産」といいます。）を新たに取得した場合等
に、その新たに取得した減価償却資産について、耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする
場合に使用してください。（法人税法施行令第 57条第８項・第 155 条の６） 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長を経由して所轄国税局長に２通提出してください。 
   なお、この届出書はみなし承認を受けようとする届出資産の取得をした日の属する事業年度又
は連結事業年度の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合の中間
申告書を提出するときはその中間申告書の提出期限）までに提出する必要があります。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「届出資産の取得をした日の属する(連結)事業年度１」欄には、届出資産を取得した日の

属する事業年度又は連結事業年度を記載してください。 
  (4) ｢届出の事由２」欄には、既承認資産の承認事由が、法人税法施行令第 57条第１項第１号、

法人税法施行規則第 16 条第１号又は同条第３号（法人税法施行令第 57 条第１項第１号及び
法人税法施行規則第 16 条第１号に係る部分に限ります。）に掲げる事由のいずれに該当する
かについて、該当する号を○で囲んでください。なお、届出に当たっては、届出資産が法人
税法施行令第 57 条第８項又は法人税法施行規則第 18 条第３項各号に掲げる要件を満たして
いる必要がありますので御注意ください。 
届出資産の要件は、既承認資産の承認事由に応じ、それぞれ次のとおりとされています。 

既承認資産の承認事由 届出の対象となる減価償却資産 

1 
その材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の
減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なること 
（法人税法施行令第 57条第１項第１号） 

左の既承認資産と材質又は製作方法を同じく
する減価償却資産 
（法人税法施行令第 57条第８項） 

2 
その構成が同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく
異なること 
（法人税法施行規則第 16条第１号） 

左の既承認資産と構成を同じくする減価償却
資産 
（法人税法施行規則第 18条第３項第１号） 

3 上記１又は２に準ずる事由 （法人税法施行規則第 16条第３号） 

左の既承認資産と材質若しくは製作方法又は
構成に準ずるものを同じくする減価償却資産 
（法人税法施行規則第 18条第３項第２号） 

  (5) ｢届出資産の種類及び名称３」欄には、届出資産につき、減価償却資産の耐用年数等に関す
る省令（以下「耐用年数省令」といいます。）別表又は平成 20 年改正前の耐用年数省令（以
下「旧耐用年数省令」といいます。）別表第二「機械及び装置の耐用年数表」に掲げる種類又
は設備の種類及びその名称を記載してください。 

  (6) ｢同上の資産の（４及び５）」欄には、届出資産につき、その所在する事業所名及び所在地、
みなし承認を受けようとする使用可能期間の年数をそれぞれ記載してください。 

  (7) 「参考となるべき事項６」欄には、既承認資産の承認事由が法人税法施行令第 57条第１項
第１号によるもの又はこれに準ずるものである場合において、既承認資産及び届出資産の材
質又は製作方法を簡記してください。（例：事務所等として定着的に使用する建物を、通常の
建物とは異なる簡易な材質と製作方法により建設している等） 

  (8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (9) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
 

 

 
耐用年数の短縮の承認を受けた減価償却資産と材質又は製作方法を 
同じくする減価償却資産を取得した場合等の届出書の記載要領等 

 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、既に耐
用年数の短縮の承認を受けている減価償却資産（以下「既承認資産」といいます。）と材質又は
製作方法を同じくする減価償却資産（以下「届出資産」といいます。）を新たに取得した場合等
に、その新たに取得した減価償却資産について、耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする
場合に使用してください。（法人税法施行令第 57条第８項・第 155 条の６） 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長を経由して所轄国税局長に２通提出してください。 
   なお、この届出書はみなし承認を受けようとする届出資産の取得をした日の属する事業年度又
は連結事業年度の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合の中間
申告書を提出するときはその中間申告書の提出期限）までに提出する必要があります。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「届出資産の取得をした日の属する(連結)事業年度１」欄には、届出資産を取得した日の

属する事業年度又は連結事業年度を記載してください。 
  (4) ｢届出の事由２」欄には、既承認資産の承認事由が、法人税法施行令第 57条第１項第１号、

法人税法施行規則第 16 条第１号又は同条第３号（法人税法施行令第 57 条第１項第１号及び
法人税法施行規則第 16 条第１号に係る部分に限ります。）に掲げる事由のいずれに該当する
かについて、該当する号を○で囲んでください。なお、届出に当たっては、届出資産が法人
税法施行令第 57 条第８項又は法人税法施行規則第 18 条第３項各号に掲げる要件を満たして
いる必要がありますので御注意ください。 
届出資産の要件は、既承認資産の承認事由に応じ、それぞれ次のとおりとされています。 

既承認資産の承認事由 届出の対象となる減価償却資産 

1 
その材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の
減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なること 
（法人税法施行令第 57条第１項第１号） 

左の既承認資産と材質又は製作方法を同じく
する減価償却資産 
（法人税法施行令第 57条第８項） 

2 
その構成が同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく
異なること 
（法人税法施行規則第 16条第１号） 

左の既承認資産と構成を同じくする減価償却
資産 
（法人税法施行規則第 18条第３項第１号） 

3 上記１又は２に準ずる事由 （法人税法施行規則第 16条第３号） 

左の既承認資産と材質若しくは製作方法又は
構成に準ずるものを同じくする減価償却資産 
（法人税法施行規則第 18条第３項第２号） 

  (5) ｢届出資産の種類及び名称３」欄には、届出資産につき、減価償却資産の耐用年数等に関す
る省令（以下「耐用年数省令」といいます。）別表又は平成 20 年改正前の耐用年数省令（以
下「旧耐用年数省令」といいます。）別表第二「機械及び装置の耐用年数表」に掲げる種類又
は設備の種類及びその名称を記載してください。 

  (6) ｢同上の資産の（４及び５）」欄には、届出資産につき、その所在する事業所名及び所在地、
みなし承認を受けようとする使用可能期間の年数をそれぞれ記載してください。 

  (7) 「参考となるべき事項６」欄には、既承認資産の承認事由が法人税法施行令第 57条第１項
第１号によるもの又はこれに準ずるものである場合において、既承認資産及び届出資産の材
質又は製作方法を簡記してください。（例：事務所等として定着的に使用する建物を、通常の
建物とは異なる簡易な材質と製作方法により建設している等） 

  (8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (9) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 

 ４ 届出書の提出に当たっては、次の書類を添付してください。 
    (1) 既承認資産に係る「耐用年数の短縮の承認通知書」の写し 
(2) 「みなし承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」（付表） 
(3) 既承認資産の承認申請時に提出した「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」
の写し 

 ５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 



改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

（新 設） 

改 正 後 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
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取
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改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

（新 設） 

改 正 後 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 

付
表
（
み
な
し
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
可
能
期
間
の
算
定
の
明
細
書
）
の
記
載
要
領
等

 

１
 
「
番
号
ａ
」
欄
に
は
、
一
連
番
号
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
「
種
類
（
設
備
の
種
類
を
含
む
｡）
ｂ
」
及
び
「
構
造
又
は
用
途
ｃ
」
の
各
欄
に
は
、
届
出
資
産
の
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
耐
用
年
数
省
令
」
と

い
い
ま
す
｡)別

表
又
は
平
成
20
年
改
正
前
の
耐
用
年
数
省
令
（
以
下
「
旧
耐
用
年
数
省
令
」
と
い
い
ま
す
。）
別
表
第
二
「
機
械
及
び
装
置
の
耐
用
年
数
表
」
に
掲
げ
る
種
類
、
設

備
の
種
類
及
び
構
造
又
は
用
途
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
「
細
目
（
個
々
の
資
産
の
名
称
）
ｄ
」
欄
に
は
、
届
出
資
産
ご
と
（
当
該
資
産
が
機
械
及
び
装
置
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
機
械
及
び
装
置
に
含
ま
れ
る
個
々
の
資
産
で
、
そ
の

 
型
式
、
性
能
等
の
仕
様
及
び
取
得
年
月
の
異
な
る
ご
と
、
車
両
及
び
運
搬
具
又
は
工
具
、
器
具
及
び
備
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
耐
用
年
数
省
令
別
表
第
一
の
細
目
に
掲
げ
る
資
産
の

名
称
の
異
な
る
も
の
ご
と
）
に
そ
の
名
称
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
「
数
量
ｅ
」
欄
に
は
、
３
の
資
産
の
数
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
 
「
法
定
耐
用
年
数
ｆ
」
欄
に
は
、
届
出
資
産
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
法
定
耐
用
年
数
（
当
該
資
産
が
機
械
及
び
装
置
に
含
ま
れ
る
個
々
の
資
産
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
機

械
及
び
装
置
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
法
定
耐
用
年
数
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

６
 
「
取
得
価
額
ｇ
」
欄
に
は
、
３
の
資
産
の
取
得
価
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

７
 
「
み
な
し
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
可
能
期
間
の
算
定
の
基
礎
」
欄
に
は
、
３
の
資
産
に
つ
き
こ
の
届
出
に
よ
り
法
人
税
法
施
行
令
第
57
条
第
８
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
事
業
年
度
（
又
は
連
結
事
業
年
度
）
終
了
の
日
ま
で
の
経
過
年
数
と
そ
の
後
の
実
際
の
使
用
可
能
期
間
の
年
数
と
を
記
載
し
､｢計
ｈ
｣欄
に
は
そ
の
年
数
の
合
計
（
そ
の

合
計
に
１
年
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
ま
す
｡）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
機
械
及
び
装
置
に
含
ま
れ
る
資
産
で
、
耐
用
年
数
の
短
縮
の
事
実
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
計
ｈ
」
欄
に
当
該
機
械
及
び
装
置

の
旧
耐
用
年
数
省
令
別
表
第
二
に
掲
げ
る
法
定
耐
用
年
数
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
個
々
の
資
産
の
年
数
（
昭
和
40年
４
月
国
税
庁
公
表
 
「
機
械
装
置
の
個
別
年
数
」
に
掲
げ
る
 

年
数
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

８
 
「
年
要
償
却
額
ｉ
」
欄
に
は
、
３
の
資
産
に
つ
い
て
「
取
得
価
額
ｇ
」
欄
の
金
額
を
「
計
ｈ
」
の
年
数
で
除
し
て
算
出
し
た
金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

９
 
３
の
資
産
が
機
械
及
び
装
置
に
含
ま
れ
る
資
産
で
あ
る
場
合
又
は
車
両
及
び
運
搬
具
若
し
く
は
工
具
、
器
具
及
び
備
品
で
あ
る
場
合
に
は
「
取
得
価
額
ｇ
」
及
び

「
年
要
償
却
額
ｉ
」
欄
に
こ
れ
に
含
ま
れ
る
資
産
の
全
部
に
つ
い
て
の
計
を
付
し
、
当
該
「
取
得
価
額
ｇ
」
の
額
の
合
計
額
を
「
年
要
償
却
額
ｉ
」
の
額
の
合
計
額

で
除
し
て
算
出
し
た
数
（
１
年
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
ま
す
。
)を
「
算
出
使
用
可
能
期
間
ｊ
」
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

10 
「
み
な
し
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
可
能
期
間
ｋ
」
欄
に
は
、
２
の
資
産
が
機
械
及
び
装
置
で
あ
る
場
合
に
は
、
９
に
よ
り
計
算
し
、「
算
出
使
用
可
能
期
間
ｊ
」
欄
に
記
載

し
た
年
数
を
、
機
械
及
び
装
置
以
外
の
資
産
で
あ
る
場
合
に
は
、「
み
な
し
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
可
能
期
間
の
算
定
の
基
礎
 
計
ｈ
」
欄
に
記
載
し
た
年
数
を
限
度
と
し
て

み
な
し
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
耐
用
年
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

11 
「
帳
簿
価
額
ｍ
」
欄
に
は
、
２
の
資
産
が
機
械
及
び
装
置
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
機
械
及
び
装
置
に
含
ま
れ
る
資
産
の
全
部
に
つ
い
て
計
を
付
し
た
欄
に
届
出
資
産
を
取
得
し
 

た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
又
は
連
結
事
業
年
度
）
終
了
の
日
に
お
け
る
帳
簿
価
額
を
、
そ
の
他
の
資
産
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
資
産
の
同
日
に
お
け
る
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を
 

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

12 
「
所
在
地
ｎ
」
欄
に
は
、
そ
の
所
在
す
る
事
業
所
名
及
び
所
在
地
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号   
        増 加 償 却 の 届 出 書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名 等  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

   
                  
                 （連結）事業年度における次の機械及び装置については、増加償却を行いますので 
 
届け出ます。 

 設 備 の 種 類 1  

 細 目 2  

 所 在 す る 場 所 3  

 通常の経済事情における 
1 日当りの平均的な使用時間 

4  

 通常使用されるべき日数 5  

 平均的な使用時間を超えて 
使用した時間の合計時間 

 
6  

 1 日 当りの超過使用時間 
 
7  

 同 上 の 時 間 の 計 算 方 法 8 第 一 号 該 当 第 二 号 該 当 

 増加償却割合［35／1000×｢7｣］ 9  

操業度上昇の理由 
 

超過使用したことを証する書類として保存するものの名称 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
20．06改正                                       （法１３１７） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

自  平成  年  月  日 
至  平成  年  月  日 

※整理番号   
        増 加 償 却 の 届 出 書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

   
                  
                 （連結）事業年度における次の機械及び装置については、増加償却を行いますので 
 
届け出ます。 

 設 備 の 種 類 1  

 細 目 2  

 所 在 す る 場 所 3  

 通常の経済事情における 
1 日当りの平均的な使用時間 

4  

 通常使用されるべき日数 5  

 平均的な使用時間を超えて 
使用した時間の合計時間 

 
6  

 1 日 当りの超過使用時間 
 
7  

 同 上 の 時 間 の 計 算 方 法 8 第 一 号 該 当 第 二 号 該 当 

 増加償却割合［35／1000×｢7｣］ 9  

操業度上昇の理由 
 

超過使用したことを証する書類として保存するものの名称 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
18．06改正                                       （法１３１７） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

自  平成  年  月  日 
至  平成  年  月  日 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

増加償却の届出書の記載要領等 
 

 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、通常の
使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の計算について、法人税法施行令第 60
条又は第 155 条の６に規定する増加償却を適用しようとする場合に使用してください。 

 ２ 増加償却を適用する場合には、その適用を受けようとする事業年度の確定申告書又は連結事業
年度の連結確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっ
ては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢設備の種類１」欄には、適用を受ける機械及び装置の減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（以下「耐用年数省令」といいます。）別表第二に掲げる設備の種類を記載してください。 
  (4) ｢細目２」欄には、増加償却を適用しようとする機械及び装置について、耐用年数省令別表

第二の細目（細目がない資産については個々の資産の名称）を記載してください。 
  (5) ｢所在する場所３」欄には、機械及び装置の所在する事業場名及びその所在地を記載してく

ださい。 
  (6) ｢通常の経済事情における１日当りの平均的な使用時間４」欄には、法人の営む事業の通常

の経済事情における１日当りの平均使用時間を記載してください。 
  (7) ｢通常使用されるべき日数５」欄には、増加償却を適用する事業年度の日数から、日曜、祭

日、年末年始の休日等貴社の属する業種において通常休日とされている日数を控除した日数
を記載してください。 

  (8) ｢平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間６」欄には、増加償却を適用しようと
する事業年度において、その対象となる機械及び装置を、(6)に掲げる時間を超えて使用した
時間の合計時間を記載してください。 

  (9) ｢１日当りの超過使用時間７」欄には、次のイ又はロに掲げる方法のいずれか一の方法で計
算した１日当りの超過使用時間を記載してください。 

   イ 機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとに次の算式により計算した時間の合計時間を１日当りの
超過使用時間とする方法 

 個々の機械及び装置の増加償却を実施しよう 個々の機械及び装置の取得価額 
 とする事業年度における平均超過使用時間 

 × 
機械及び装置の取得価額 

   ロ 次の算式により計算する方法 
 個々の機械及び装置の増加償却を実施しようとする 

事業年度における平均超過使用時間の合計時間 
   １日当りの超過使用時間 ＝ 

個々の機械及び装置の総数 
  (10)  ｢同上の時間の計算方法８」欄には、１日当りの超過使用時間の計算を(9)のイの方法によ

ったときは第一号該当を、(9)のロの方法によったときは第二号該当を○で囲んでください。 
  (11)  ｢増加償却割合９」欄には、次の算式により計算した割合（その割合に小数点以下２位未満

の端数があるときは、切り上げる｡)を記載してください。 
 35 
 1,000 

×「１日当りの超過使用時間７」 

  (12)  ｢操業度上昇の理由」欄には、適用を受ける機械及び装置の操業度上昇の理由及び超過操業
の状況を記載します。 

  (13)  ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (14)  ｢※」欄は、記載しないでください。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

増加償却の届出書の記載要領等 
 

 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、通常の
使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の計算について、法人税法施行令第 60
条又は第 155 条の６に規定する増加償却を適用しようとする場合に使用してください。 

 ２ 増加償却を適用する場合には、その適用を受けようとする事業年度の確定申告書又は連結事業
年度の連結確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっ
ては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税

地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢設備の種類１」欄には、適用を受ける機械及び装置の減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（以下「耐用年数省令」といいます。）別表第二に掲げる設備の種類を記載してください。 
  (4) ｢細目２」欄には、増加償却を適用しようとする機械及び装置について、耐用年数省令別表

第二の細目（細目がない資産については個々の資産の名称）を記載してください。 
  (5) ｢所在する場所３」欄には、機械及び装置の所在する事業場名及びその所在地を記載してく

ださい。 
  (6) ｢通常の経済事情における１日当りの平均的な使用時間４」欄には、法人の営む事業の通常

の経済事情における１日当りの平均使用時間を記載してください。 
  (7) ｢通常使用されるべき日数５」欄には、増加償却を適用する事業年度の日数から、日曜、祭

日、年末年始の休日等貴社の属する業種において通常休日とされている日数を控除した日数
を記載してください。 

  (8) ｢平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間６」欄には、増加償却を適用しようと
する事業年度において、その対象となる機械及び装置を、(6)に掲げる時間を超えて使用した
時間の合計時間を記載してください。 

  (9) ｢１日当りの超過使用時間７」欄には、次のイ又はロに掲げる方法のいずれか一の方法で計
算した１日当りの超過使用時間を記載してください。 

   イ 機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとに次の算式により計算した時間の合計時間を１日当りの
超過使用時間とする方法 

 個々の機械及び装置の増加償却を実施しよう 個々の機械及び装置の取得価額 
 とする事業年度における平均超過使用時間 

 × 
機械及び装置の取得価額 

   ロ 次の算式により計算する方法 
 個々の機械及び装置の増加償却を実施しようとする 

事業年度における平均超過使用時間の合計時間 
   １日当りの超過使用時間 ＝ 

個々の機械及び装置の総数 
  (10)  ｢同上の時間の計算方法８」欄には、１日当りの超過使用時間の計算を(9)のイの方法によ

ったときは第一号該当を、(9)のロの方法によったときは第二号該当を○で囲んでください。 
  (11)  ｢増加償却割合９」欄には、次の算式により計算した割合（その割合に小数点以下２位未満

の端数があるときは、切り上げる｡)を記載してください。 
 35 
 1,000 

×「１日当りの超過使用時間７」 

  (12)  ｢操業度上昇の理由」欄には、適用を受ける機械及び装置の操業度上昇の理由及び超過操業
の状況を記載します。 

  (13)  ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (14)  ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号          陳腐化資産の償却限度額 
        の 特 例 の 承 認 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
     電話（   ）    －     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

 

       国税局長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名 等  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  次の陳腐化した減価償却資産の減価償却については、償却限度の特例の適用を受けたいので申請します。 

承認を受けようとする使用可能期間の明細 

種            類 1  

構 造 又 は 用 途 2  

細            目 3  

名            称 4  

所 在 す る 場 所 5  

現に償却費の額の計算の 
基礎としている耐用年数 

6  

承 認を受けようとする 
使 用 可 能 期 間 

7  

陳腐化の事実 

使用可能期間算定の基礎 別        紙 

陳腐化したことを証する書類 別        紙 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
20．06改正                                       （法１３１８－１） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号          陳腐化資産の償却限度額 
        の 特 例 の 承 認 申 請 書 ※連結グループ整理番号   

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所  
〒 
 
 

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
     電話（   ）    －     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

 

       国税局長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  
整理番号  

法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代表者住所  
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                        業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  次の陳腐化した減価償却資産の減価償却については、償却限度の特例の適用を受けたいので申請します。 

承認を受けようとする使用可能期間の明細  

種            類 1  

構 造 又 は 用 途  2  

細            目 3  

名            称 4  

所 在 す る 場 所  5  

現に償却費の額の計算の 
基礎としている耐用年数 

6  

承認を受けようとする  
使 用 可 能 期 間  

7  

陳腐化の事実 

使用可能期間算定の基礎  別        紙 

陳腐化したことを証する書類 別        紙 

 

税 理 士 署 名 押 印                                         ○印  

 

※ 税 務 署 処 理 欄  部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
15．07改正                                       （法１３１８－１） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、

陳腐化した減価償却資産の償却限度額の計算を法人税法施行令（以下｢法令｣といいま
す。）第 60 条の２（陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例）又は法令第 155 条の
６（個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用）の規定により行お
うとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長を経由して国税局長に２通提出してください。 
 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名

等」、「納税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在

地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢種類１」、「構造又は用途２」及び「細目３」の各欄には、陳腐化資産の減価償却

資産の耐用年数等に関する省令別表に掲げる種類又は設備の種類、構造又は用途及び
細目を記載してください。 

  (4) ｢名称 4」欄には、建物、建物附属設備、構築物、船舶、航空機又は無形減価償却
資産について、個々の資産ごとにこの特例の適用を受ける場合に、申請資産の固有の
名称を記載してください。 

  (5) ｢所在する場所５」欄には、陳腐化資産の所在する事業所名及びその所在地を記載
してください。 

  (6) ｢現に償却費の額の計算の基礎としている耐用年数６」欄には、(3)の資産につき現
に償却費の額の計算の基礎としている耐用年数を記載しますが、貴法人が法定耐用年
数より短い年数で償却費の額を計算している場合には、法定耐用年数を記載してくだ
さい。 

  (7) ｢承認を受けようとする使用可能期間７」欄には、(3)の資産を事業の用に供した時
から陳腐化が生じたため更新又は廃棄をすると見込まれる時までの期間（１年未満の
端数は切り捨てます｡)を記載してください。 

  (8) 「陳腐化の事実」欄には、(3)の資産の陳腐化、不適応化等の理由及び事実の概要
を記載してください。 

  (9) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、
その税理士等が署名押印してください。 

  (10) 「※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 「使用可能期間の算定の基礎」及び「陳腐化したことを証する書類」については別紙

に記載することとし、別紙「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」とと
もに、この申請書に添付してください。 

 ５ この申請書には、申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の営業報告書及び法人
税確定申告書別表十六（減価償却資産の償却額の計算に関する明細書）中の３(3)の資産
に係る部分の写し並びに申請資産の写真、カタログ等申請資産の状況が明らかになる資
料を添付してください。 

 ６ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託
について、国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申
請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託
の名称を併せて記載してください。 

陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、

陳腐化した減価償却資産の償却限度額の計算を法人税法施行令（以下｢法令｣といいま
す。）第 60 条の２（陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例）又は法令第 155 条の
６（個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用）の規定により行お
うとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長を経由して国税局長に２通提出してください。 
 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、

「納税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、

「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢種類１」、「構造又は用途２」及び「細目３」の各欄には、陳腐化資産の減価償却

資産の耐用年数等に関する省令別表に掲げる種類又は設備の種類、構造又は用途及び
細目を記載してください。 

  (4) ｢名称 4」欄には、建物、建物附属設備、構築物、船舶、航空機又は無形減価償却
資産について、個々の資産ごとにこの特例の適用を受ける場合に、申請資産の固有の
名称を記載してください。 

  (5) ｢所在する場所５」欄には、陳腐化資産の所在する事業所名及びその所在地を記載
してください。 

  (6) ｢現に償却費の額の計算の基礎としている耐用年数６」欄には、(3)の資産につき現
に償却費の額の計算の基礎としている耐用年数を記載しますが、貴法人が法定耐用年
数より短い年数で償却費の額を計算している場合には、法定耐用年数を記載してくだ
さい。 

  (7) ｢承認を受けようとする使用可能期間７」欄には、(3)の資産を事業の用に供した時
から陳腐化が生じたため更新又は廃棄をすると見込まれる時までの期間（１年未満の
端数は切り捨てます｡)を記載してください。 

  (8) 「陳腐化の事実」欄には、(3)の資産の陳腐化、不適応化等の理由及び事実の概要
を記載してください。 

  (9) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、
その税理士等が署名押印してください。 

  (10) 「※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 「使用可能期間の算定の基礎」及び「陳腐化したことを証する書類」については別紙

に記載することとし、別紙「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」とと
もに、この申請書に添付してください。 

 ５ この申請書には、申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の営業報告書及び法人
税確定申告書別表十六（減価償却資産の償却額の計算に関する明細書）中の３(3)の資産
に係る部分の写し並びに申請資産の写真、カタログ等申請資産の状況が明らかになる資
料を添付してください。 

   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

                                        国 税 局 長        
財務事務官            

○印     

 

陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書 
 
   貴法人から平成  年  月  日付でされた陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請については、 
 

その申請に係る資産の全部又は一部について下記のとおり承認したので通知します。 
                                 

承認した使用可能期間による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業年 
 

度以後の各（連結）事業年度について適用できます。 
 
 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  
申 請 に 係 る 減 価 償 却 資 産 

番
号 

種類（設備の種類
を含む） 

構造又は用途 細  目 数 量 
帳簿価額 
（千円） 

承認・
却下の
区 分 

承認した使
用可能期間
（年） 

 
 

 
 
 

      

  
 
 

      

  
 
 

      

 

(付記事項) 
この承認を受けた減価償却資産につき承認申請書に記載した事実と異なることとなった場合は、速

やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務署
長を経由して  国税局長に提出してください。 

       
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
  

 

        
  

    
 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

                                        国 税 局 長        
財務事務官            

○印     

 

陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書 
 
   貴法人から平成  年  月  日付でされた陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請については、 
 

その申請に係る資産の全部又は一部について下記のとおり承認したので通知します。 
                                 

承認した使用可能期間による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業年 
 

度以後の各（連結）事業年度について適用できます。 
 
 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

申 請 に 係 る 減 価 償 却 資 産 

番
号 

種類（設備の種類
を含む） 

構造又は用途 細  目 数 量 
帳簿価額 
（千円） 

承認・
却下の
区 分 

承認した使
用可能期間
（年） 

 
 

 
 
 

      

  
 
 

      

  
 
 

      

 

(付記事項) 
この承認を受けた減価償却資産につき承認申請書に記載した事実と異なることとなった場合は、速

やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務署
長を経由して  国税局長に提出してください。 

       
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
  

 

        
  

    
 
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書 

 
１ 使用目的 

「陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書」は、陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請について、承認の

通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「全部又は一部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合には

「又は一部」の字句を、申請に係る資産の一部について承認する場合には「全部」の字句

を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その承認をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

付 記 事 項 
「  国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書 

 
１ 使用目的 

「陳腐化資産の償却限度額の特例の承認通知書」は、陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請について、承認の

通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「全部又は一部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合には

「又は一部」の字句を、申請に係る資産の一部について承認する場合には「全部」の字句

を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その承認をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

付 記 事 項 
「  国税局長」の空白箇所には、その法人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所

轄する国税局名を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

                                          国 税 局 長        
財務事務官            

○印     

 

陳腐化資産の償却限度額の特例の 

承 認 申 請 の 却 下 通 知 書 
 
 
   貴法人から平成  年  月  日付でされた陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請について 
 

は、法人税法施行令第60条の２第１項に規定する陳腐化の事実が認められないので、同条第３項及び 
 
同令第155条の６の規定に基づき、これを却下します。 

                                 
 

 
申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等 

 

                                                     
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
     

 

         
 

     
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

                                          国 税 局 長        
財務事務官            

○印     

 

陳腐化資産の償却限度額の特例の 

承 認 申 請 の 却 下 通 知 書 
 
 
   貴法人から平成  年  月  日付でされた陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請について 
 

は、法人税法施行令第60条の２第１項に規定する陳腐化の事実が認められないので、同条第３項及び 
 
同令第155条の６の規定に基づき、これを却下します。 

                                 
 

 
申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名 

 

                                                     
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
     

 

         
 

     
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請の却下通知書 

 
１ 使用目的 

「陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請の却下通知書」は、陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請につい

て、その却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本            文 
申請法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第155条の６」の箇所を二重線で

抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇

所には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請の却下通知書 

 
１ 使用目的 

「陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請の却下通知書」は、陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請につい

て、その却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本            文 
申請法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第155条の６」の箇所を二重線で

抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇

所には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教      示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号           堅 牢 な 建 物 等 の 残 存 使 用 

         可 能 期 間 の 認 定 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ） 
 

 

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
     

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
 
     電話（   ）    －     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名 等  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  次の資産の減価償却について、取得価額の100分の95相当額に達した後の残存使用可能期間の月数の認定を申請します。 

               認 定 を 受 け る 減 価 償 却 資 産 の 明 細 

種 類 
( 設 備 の 種 類 を 含 む ) 1  

構 造 又 は 用 途 2  

細 目 
( 資 産 の 名 称 ) 

3  

所 在 す る 場 所 4  

取 得 年 月 日 5                        年     月     日 

取 得 価 額 6                                    円 

取得価額の 100 分の 95 相当額 
に達した事業年度終了の日 

7                 平成     年     月     日 

同 上 に お け る 帳 簿 価 額 8                                    円 

認定を受けようとする月数 9  

月数の算定根基 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

20．06改正                                              （法１３２１）  

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号           堅 牢 な 建 物 等 の 残 存 使 用 

         可 能 期 間 の 認 定 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ） 
 

 

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
     

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
 
     電話（   ）    －     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  次の資産の減価償却について、取得価額の100分の95相当額に達した後の残存使用可能期間の月数の認定を申請します。 

               認 定 を 受 け る 減 価 償 却 資 産 の 明 細 

種 類 
( 設 備 の 種 類 を 含 む ) 1  

構 造 又 は 用 途 2  

細 目 
( 資 産 の 名 称 ) 

3  

所 在 す る 場 所 4  

取 得 年 月 日 5                        年     月     日 

取 得 価 額 6                                    円 

取得価額の 100 分の 95 相当額 
に達した事業年度終了の日 

7                 平成     年     月     日 

同 上 に お け る 帳 簿 価 額 8                                    円 

認定を受けようとする月数 9  

月数の算定根基 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

19．06改正                                             （法１３２１）  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、堅牢な
建物等（法人税法施行令第 61 の２条第１項に掲げる減価償却資産）のうち、償却額の累積額が
当該資産の取得価額の 100 分の 95 相当額に達したものについて、さらにその帳簿価額が１円に
達するまで償却しようとする場合の残存使用可能期間の月数の認定を受けようとするときに使
用してください。（法人税法施行令第 155 条の６の規定を含む） 

 ２ この申請書は、１の認定を受けようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、
納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢種類（設備の種類を含む｡）１」、「構造又は用途２」及び「細目（資産の名称）３」の各

欄には、認定を受けようとする資産の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表に掲げる
種類、設備の種類、構造又は用途及び細目（細目がない資産については個々の資産の名称）
を記載してください。 

  (4) ｢所在する場所４」欄には、その所在する事業場名及び所在地を記載してください。 
  (5) ｢同上における帳簿価額８」欄には、認定を受けようとする資産についてした償却の額の累

積額が当該資産の取得価額の100分の95相当額に達することとなった日の属する事業年度又
は連結事業年度終了の日における帳簿価額を記載してください。 

  (6) ｢月数の算定根基」欄には、認定を受けようとする資産の現況に基づき予測される残存使用
可能期間等を基礎として、認定を受けようとする月数の算定の根基を詳細に記載してください

  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ この申請書には、残存使用可能期間について参考となるべき書類その他の参考書類（近い将来
において当該資産を撤去することが確実に予測される場合には、その旨を記載した書類）を別紙
として添付してください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、堅牢な
建物等（法人税法施行令第 61 の２条第１項に掲げる減価償却資産）のうち、償却額の累積額が
当該資産の取得価額の 100 分の 95 相当額に達したものについて、さらにその帳簿価額が１円に
達するまで償却しようとする場合の残存使用可能期間の月数の認定を受けようとするときに使
用してください。（法人税法施行令第 155 条の６の規定を含む） 

 ２ この申請書は、１の認定を受けようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、
納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税

地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢種類（設備の種類を含む｡）１」、「構造又は用途２」及び「細目（資産の名称）３」の各

欄には、認定を受けようとする資産の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表に掲げる
種類、設備の種類、構造又は用途及び細目（細目がない資産については個々の資産の名称）
を記載してください。 

  (4) ｢所在する場所４」欄には、その所在する事業場名及び所在地を記載してください。 
  (5) ｢同上における帳簿価額８」欄には、認定を受けようとする資産についてした償却の額の累

積額が当該資産の取得価額の100分の95相当額に達することとなった日の属する事業年度又
は連結事業年度終了の日における帳簿価額を記載してください。 

  (6) ｢月数の算定根基」欄には、認定を受けようとする資産の現況に基づき予測される残存使用
可能期間等を基礎として、認定を受けようとする月数の算定の根基を詳細に記載してください

  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ この申請書には、残存使用可能期間について参考となるべき書類その他の参考書類（近い将来
において当該資産を撤去することが確実に予測される場合には、その旨を記載した書類）を別紙
として添付してください。 

   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定通知書 
 

   貴法人から平成  年  月  日付で申請があった堅牢な建物等の残存使用可能期間については、 
 

下記のとおり認定したので通知します。 
 

                         自平成  年  月  日 
この認定期間により償却額の計算ができるのは             （連結）事業年度から 

                         至平成  年  月  日 
  です。 
 

    

記 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  

細 目 （ 個 々 の 資 産 ） ・ 資 産 の 種 類 残 存 使 用 可 能 期 間 

 月 

  

 

(付記事項) 
この認定を受けた減価償却資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、

速やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務
署長に提出してください。 

 
 
 
 この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
    

 

 
 

 

 

 
20．06 改正                                       （法１３２３） 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定通知書 
 

   貴法人から平成  年  月  日付で申請があった堅牢な建物等の残存使用可能期間については、 
 

下記のとおり認定したので通知します。 
 

                         自平成  年  月  日 
この認定期間により償却額の計算ができるのは             （連結）事業年度から 

                         至平成  年  月  日 
  です。 
 

    

記 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

細 目 （ 個 々 の 資 産 ） ・ 資 産 の 種 類 残 存 使 用 可 能 期 間 

 月 

  

 

(付記事項) 
この認定を受けた減価償却資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、

速やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務
署長に提出してください。 

 
 
 
 この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
    

 

 
 

 

 

 
19．06 改正                                       （法１３２３） 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定通知書 

 
１ 使用目的 

「堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定通知書」(法 1323)は、当該資産の取得価額の 100 分の 95 相当額に達し

た減価償却資産の償却の基礎となる期間の認定申請（堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定申請）について、その

認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「自 平成  年  月  日 
               の空白箇所には、堅牢な建物等の残存使用可能期間の 
  至 平成  年  月  日」 

認定決議書の「承認した残存使用可能期間により償却限度額の計算を行う最初の（連結）

事業年度」を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定通知書 

 
１ 使用目的 

「堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定通知書」(法 1323)は、当該資産の取得価額の 100 分の 95 相当額に達し

た減価償却資産の償却の基礎となる期間の認定申請（堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定申請）について、その

認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「自 平成  年  月  日 
               の空白箇所には、堅牢な建物等の残存使用可能期間の 
  至 平成  年  月  日」 

認定決議書の「承認した残存使用可能期間により償却限度額の計算を行う最初の（連結）

事業年度」を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

堅牢な建物等の残存使用可能期間の変更通知書 
 

   平成  年  月  日付  法第   号の堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定については、 
 

法人税法施行令第61条の２第５項及び同令第155条の６の規定に基づき、その認定に係る資産の全部又は一 
 
部について下記のとおりその残存使用可能期間を変更します。 
 

   変更後の残存使用可能期間による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結） 
 
事業年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。 
 

記 
 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  
変   更   の   対   象 

細 目 （ 個 々 の 資 産 ） ・ 資 産 の 種 類 
変 更 後 の 残 存 使 用 可 能 期 間 

 月 

 

変更の基因となった事由 

 
 
 
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

堅牢な建物等の残存使用可能期間の変更通知書 
 

   平成  年  月  日付  法第   号の堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定については、 
 

法人税法施行令第61条の２第５項及び同令第155条の６の規定に基づき、その認定に係る資産の全部又は一 
 
部について下記のとおりその残存使用可能期間を変更します。 
 

   変更後の残存使用可能期間による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結） 
 
事業年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。 
 

記 
 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

変   更   の   対   象 

細 目 （ 個 々 の 資 産 ） ・ 資 産 の 種 類 
変 更 後 の 残 存 使 用 可 能 期 間 

 月 

 

変更の基因となった事由 

 
 
 
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
19．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
堅牢な建物等の残存使用可能期間の変更通知書 

 
１ 使用目的 

「堅牢な建物等の残存使用可能期間の変更通知書」は、堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定について、その認

定した残存使用期間の変更の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第

155条の６」の箇所を二重線で抹消する。 

「全部又は一部」の箇所については、認定に係る資産の全部について変更をする場合に

は「又は一部」の字句を、認定に係る資産の一部について変更をする場合には「全部又は」

の字句を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

変 更 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その

連結子法人の法人名等を記入する。 

調 査 担 当 者 
「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
堅牢な建物等の残存使用可能期間の変更通知書 

 
１ 使用目的 

「堅牢な建物等の残存使用可能期間の変更通知書」は、堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定について、その認

定した残存使用期間の変更の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

変更に係る減価償却資産を有する法人が連結法人に該当しない場合には、「及び同令第

155条の６」の箇所を二重線で抹消する。 

「全部又は一部」の箇所については、認定に係る資産の全部について変更をする場合に

は「又は一部」の字句を、認定に係る資産の一部について変更をする場合には「全部又は」

の字句を二重線で抹消する。 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

変 更 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、変更に係る減価償却資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連

結子法人の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号          採掘権、租鉱権、採石権又は坑道 

        の 耐 用 年 数 の 認 定 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  
整理番号  

法 人 名 等  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  次の減価償却資産について耐用年数の認定を申請します。 

認 定 を 受 け よ う と す る 減 価 償 却 資 産 

番
号 

資 産 の 
区 分 

呼 称 所 在 地 
取 得の 
年 月日 

取得価額 帳簿価額 
認定を受けよう 
と す る 年 数 

    ・ ・ 
千円 千円 年 

   ・ ・    

   ・ ・    

   ・ ・    

   ・ ・    

   ・ ・    

    ・ ・   
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
20．06改正                                    （法１３２５－１） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号          採掘権、租鉱権、採石権又は坑道 

        の 耐 用 年 数 の 認 定 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  
整理番号  

法 人 名  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  次の減価償却資産について耐用年数の認定を申請します。 

認 定 を 受 け よ う と す る 減 価 償 却 資 産 

番
号 

資 産 の 
区 分 

呼 称 所 在 地 
取 得 の 
年 月 日 

取得価額 帳簿価額 
認定を受けよう 
と す る 年 数 

    ・ ・ 
千円 千円 年 

   ・ ・    

   ・ ・    

   ・ ・    

   ・ ・    

   ・ ・    

    ・ ・   
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
15．07改正                                    （法１３２５－１） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます｡）又は連結親法人が、採掘権、
租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利（以下「採掘権等」といいます｡)並びに
坑道の耐用年数の認定を申請しようとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 
 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢資産の区分」欄には、採掘権等又は坑道の別を記載してください。 
  (4) ｢所在地」欄には、その鉱区又は採石場の所在地及び当該鉱区等に係る事業所名を記載し 
   てください。 
  (5) ｢帳簿価額」欄には、この申請書を提出する日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日

における(3)の資産の帳簿価額を記載してください。 
  (6) ｢認定を受けようとする年数」欄には、別紙「認定を受けようとする耐用年数の算定に関 
   する明細書」のｊ欄の年数を記載してください。 
  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 
  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ この申請書には、「認定を受けようとする耐用年数の算定に関する明細書」を添付してくだ 
  さい。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます｡）又は連結親法人が、採掘権、
租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利（以下「採掘権等」といいます｡)並びに
坑道の耐用年数の認定を申請しようとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 
 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税

地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢資産の区分」欄には、採掘権等又は坑道の別を記載してください。 
  (4) ｢所在地」欄には、その鉱区又は採石場の所在地及び当該鉱区等に係る事業所名を記載し 
   てください。 
  (5) ｢帳簿価額」欄には、この申請書を提出する日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日

における(3)の資産の帳簿価額を記載してください。 
  (6) ｢認定を受けようとする年数」欄には、別紙「認定を受けようとする耐用年数の算定に関 
   する明細書」のｊ欄の年数を記載してください。 
  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 
  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ この申請書には、「認定を受けようとする耐用年数の算定に関する明細書」を添付してくだ 
  さい。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定通知書 
 

   貴法人から平成  年  月  日付で申請があった鉱業権（試掘権を除く。）及び坑道の耐用 
 
年数については、下記のとおり認定したので通知します。 
  
                         自平成  年  月  日 
認定した耐用年数により償却額の計算ができるのは             （連結）事業年 
                        至平成  年  月  日 

   度からです。 

 記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  
鉱業権、 
坑道の別 

採 掘 権 、 租 鉱 権 
採 石 権 等 の 別 

鉱区等の名称 鉱 区 等 の 所 在 地 
認定した年数 

(年) 

     

     

     

     

  
 
 

  

     

 

（付記事項） 
この認定を受けた資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、速やかに、そ

の旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出して
ください。 

 

 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 
 
20．06 改正                                  (法１３２７) 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定通知書 
 

   貴法人から平成  年  月  日付で申請があった鉱業権（試掘権を除く。）及び坑道の耐用 
 
年数については、下記のとおり認定したので通知します。 
  
                         自平成  年  月  日 
認定した耐用年数により償却額の計算ができるのは             （連結）事業年 
                        至平成  年  月  日 

   度からです。 

 記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

鉱業権、 
坑道の別 

採 掘 権 、 租 鉱 権 
採 石 権 等 の 別 

鉱区等の名称 鉱 区 等 の 所 在 地 
認定した年数 

(年) 

     

     

     

     

  
 
 

  

     

 

（付記事項） 
この認定を受けた資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、速やかに、そ

の旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出して
ください。 

 

 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 
 
17．03 改正                                  (法１３２７) 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定通知書 

１  使用目的 

「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書」（法1327）は、鉱業権（試掘権を除く｡）及び坑道の

耐用年数の認定について、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本     文 

 「自平成  年  月  日 
               の空白箇所には、採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐 

  至平成  年  月  日」 

用年数の認定決議書の「適用を受ける最初の（連結）事業年度」を記入する。 

「鉱区等の名称」 

～「認定した 

年数（年）」 

認定の対象となった資産が２以上であるときは、それぞれについて記載する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所に 

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定通知書 

１  使用目的 

「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書」（法1327）は、鉱業権（試掘権を除く｡）及び坑道の

耐用年数の認定について、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本     文 

 「自平成  年  月  日 
               の空白箇所には、採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐 

  至平成  年  月  日」 

用年数の認定決議書の「適用を受ける最初の（連結）事業年度」を記入する。 

「鉱区等の名称」 

～「認定した 

年数（年）」 

認定の対象となった資産が２以上であるときは、それぞれについて記載する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所に 

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書 
 

    平成  年  月  日付  法第   号の鉱業権（試掘権を除く。)及び坑道の耐用年数の 
 

認定については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第１条第５項の規定により、その認定 
      
した資産の全部又は一部についてその耐用年数を下記のとおり変更します。 
 
変更後の耐用年数による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業 
 

年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。 
      

 記 

 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  

変     更     の     対     象 

鉱業権、 
坑道の別 

採 掘 権 、 租 鉱 権 
採 石 権 等 の 別 

鉱区等の
名  称 

鉱 区 等 の 所 在 地 

変 更 後 の 
耐 用 年 数 
（年） 

     

 

変更の基因となった事由 
 
 
 

 

 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 
 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書 
 

    平成  年  月  日付  法第   号の鉱業権（試掘権を除く。)及び坑道の耐用年数の 
 

認定については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第１条第５項の規定により、その認定 
      
した資産の全部又は一部についてその耐用年数を下記のとおり変更します。 
 
変更後の耐用年数による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結）事業 
 

年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。 
      

 記 

 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

変     更     の     対     象 

鉱業権、 
坑道の別 

採 掘 権 、 租 鉱 権 
採 石 権 等 の 別 

鉱区等の
名  称 

鉱 区 等 の 所 在 地 

変 更 後 の 
耐 用 年 数 
（年） 

     

 

変更の基因となった事由 
 
 
 

 

 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 
 
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書 

１  使用目的 

「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書」は、鉱業権（試掘権を除く｡）及び坑道の耐用年数の

認定について、その変更の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本      文 

「全部又は一部」の箇所については、認定に係る資産の全部について変更をする場合に

は「又は一部」の字句を、認定に係る資産の一部について変更をする場合には「全部又は」

の字句を二重線で抹消する｡ 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た日を記入する。 

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

変 更 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、変更に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所に 

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書 

１  使用目的 

「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の変更通知書」は、鉱業権（試掘権を除く｡）及び坑道の耐用年数の

認定について、その変更の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本      文 

「全部又は一部」の箇所については、認定に係る資産の全部について変更をする場合に

は「又は一部」の字句を、認定に係る資産の一部について変更をする場合には「全部又は」

の字句を二重線で抹消する｡ 

「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た日を記入する。 

なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

変 更 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、変更に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所に 

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号   
外貨建資産等の期末換算方法等の届出書 

 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名 ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                        業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  法人税法施行令                                         
 
 
を下記のとおり届け出ます。 
                         記      
外 国 通 貨 の 種 類 ・ 
外貨建資産等の区分 

期末換算の方法 
為替予約差額の 
一括計上の方法 

備 考 

 
発生時換算法 
期末時換算法 

  

 
発生時換算法 
期末時換算法 

  

 
発生時換算法 
期末時換算法 

  

 
発生時換算法 
期末時換算法 

  

 
発生時換算法 
期末時換算法 

  

(その他の参考事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
20．06改正                                       （法１３４９） 

（
規
格
Ａ
４
） 

□第122条の５及び第155条の６の規定に基づき、外貨建資産等の期末換算の方法 
□第122条の10第２項及び第155条の６の規定に基づき、法人税法第61条の10第３項に規定
する為替予約差額の一括計上の方法 

※整理番号   
外貨建資産等の期末換算方法等の届出書 

 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名 ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                        業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  法人税法施行令                                         
 
 
を下記のとおり届け出ます。 
                         記      
外 国 通 貨 の 種 類 ・ 
外貨建資産等の区分 

期末換算の方法 
為替予約差額の 
一括計上の方法 

備 考 

 
発生時換算法 
期末時換算法 

  

 
発生時換算法 
期末時換算法 

  

 
発生時換算法 
期末時換算法 

  

 
発生時換算法 
期末時換算法 

  

 
発生時換算法 
期末時換算法 

  

(その他の参考事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
18．06改正                                       （法１３４９） 

（
規
格
Ａ
４
） 

□第122条の５及び第155条の６の規定に基づき、外貨建資産等の期末換算の方法 
□第122条の10第２項及び第155条の６の規定に基づき、法人税法第61条の10第３項に規定
する為替予約差額の一括計上の方法 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

外貨建資産等の期末換算方法等の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます｡）又は連結親法人が、次に掲げる場合に使用
してください。 

  (1) 外貨建資産等につき、法人税法施行令（以下「法令」といいます｡）第 122 条の５《外貨建資産等の期末換
算方法の選定の手続》及び法令第 155 条の６（個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用）
の規定に基づいて、外貨建資産等の期末換算の方法を選定して届け出る場合 

  (2) 短期外貨建資産等（外貨建資産等のうち、その決済による本邦通貨の受取又は支払の期限がその事業年度又
は連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいいます｡)につき、法令第
122 条の 10第２項《為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続》及び法令第 155 条の６（個別益金額及び個
別損金額の計算における届出等の規定の準用）の規定に基づいて、法人税法第 61条の 10第３項に規定する為
替予約差額の一括計上の方法（以下「為替予約差額の一括計上の方法」といいます｡)を選定する旨を届け出る
場合 

 ２ 外貨建資産等の期末換算の方法については、その外国通貨の種類を異にするごとに、かつ、外貨建資産等の区
分ごとに選定してください。また、為替予約差額の一括計上の方法については、外国通貨の種類を異にするごと
に選定してください。 

   なお、事業所ごとに期末換算の方法を選定する場合には、｢(その他参考事項)｣欄等に事業所名を記載した上、
別葉にしてこの届出書を提出してください｡ 

   (注) 外貨建資産等の区分とは、次に掲げる別をいいます。 
     １ 短期外貨建債権債務（外貨建債権債務のうち、その決済により外国通貨を受け取り又は支払う期限が

事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から１年を経過した日の前日までに到来する外貨建債権債
務） 

     ２ 長期外貨建債権債務（短期外貨建債権債務以外の外貨建債権債務） 
     ３ 満期保有目的有価証券（償還期限の定めのある売買目的有価証券以外の有価証券のうち、その償還期

限まで保有する目的で取得し、かつ、その取得の日においてその償還期限まで保有する目的で取得した
ものとして、その取得の日に「満期保有目的債券」等の勘定科目により区分した有価証券） 

     ４ 償還有価証券（売買目的有価証券以外の有価証券のうち、償還期限及び償還金額の定めのある有価証
券（上記３の有価証券を除きます｡）） 

     ５ 短期外貨預金（外貨預金のうちその満期日が事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から１年を経
過した日の前日までに到来する外貨預金） 

     ６ 長期外貨預金（短期外貨預金以外の外貨預金） 
 ３ この届出書は、①外貨建資産等の取得又は発生の起因となった外貨建取引を行った場合（その外貨建取引を行
った日の属する事業年度又は連結事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び外貨
建資産の区分を同じくする外貨建資産等につき法令第122条の５の規定による届出をすべき場合を除きます｡)又
は②為替予約差額の一括計上の方法を選定しようとする場合には、その外貨建取引を行った日の属する事業年度
又は連結事業年度、為替予約差額の一括計上の方法を選定しようとする事業年度又は連結事業年度の確定申告書
の提出期限（法人税法第 72 条第１項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項》の規定による仮決算をした
場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限）までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査
課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ４ 各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、「代表者

氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 標題中の〔  〕内は、この届出書の規定に応じて､いずれか該当する□にレ印を付してください。 
  (4) ｢外国通貨の種類・外貨建資産等の区分」欄には、外貨建資産等の期末換算方法の届出については、その国

の貨幣単位及び外貨建資産等の上記２(注)の区分を記載し、為替予約差額の一括計上の方法の届出については
その国の貨幣単位を記載してください。 

  (5) 「換算方法」欄は､｢発生時換算法｣又は「期末時換算法」のうち選択する方法を○で囲んでください。 
  (6) ｢為替予約差額の一括計上の方法」欄は、為替予約差額の一括計上の方法を選定しようとするときに､｢選定

する｣と記載してください。 
  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 
  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する
法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名
又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

外貨建資産等の期末換算方法等の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます｡）又は連結親法人が、次に掲げる場合に使用
してください。 

  (1) 外貨建資産等につき、法人税法施行令（以下「法令」といいます｡）第 122 条の５《外貨建資産等の期末換
算方法の選定の手続》及び法令第 155 条の６（個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用）
の規定に基づいて、外貨建資産等の期末換算の方法を選定して届け出る場合 

  (2) 短期外貨建資産等（外貨建資産等のうち、その決済による本邦通貨の受取又は支払の期限がその事業年度又
は連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいいます｡)につき、法令第
122 条の 10第２項《為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続》及び法令第 155 条の６（個別益金額及び個
別損金額の計算における届出等の規定の準用）の規定に基づいて、法人税法第 61条の 10第３項に規定する為
替予約差額の一括計上の方法（以下「為替予約差額の一括計上の方法」といいます｡)を選定する旨を届け出る
場合 

 ２ 外貨建資産等の期末換算の方法については、その外国通貨の種類を異にするごとに、かつ、外貨建資産等の区
分ごとに選定してください。また、為替予約差額の一括計上の方法については、外国通貨の種類を異にするごと
に選定してください。 

   なお、事業所ごとに期末換算の方法を選定する場合には、｢(その他参考事項)｣欄等に事業所名を記載した上、
別葉にしてこの届出書を提出してください｡ 

   (注) 外貨建資産等の区分とは、次に掲げる別をいいます。 
     １ 短期外貨建債権債務（外貨建債権債務のうち、その決済により外国通貨を受け取り又は支払う期限が

事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から１年を経過した日の前日までに到来する外貨建債権債
務） 

     ２ 長期外貨建債権債務（短期外貨建債権債務以外の外貨建債権債務） 
     ３ 満期保有目的有価証券（償還期限の定めのある売買目的有価証券以外の有価証券のうち、その償還期

限まで保有する目的で取得し、かつ、その取得の日においてその償還期限まで保有する目的で取得した
ものとして、その取得の日に「満期保有目的債券」等の勘定科目により区分した有価証券） 

     ４ 償還有価証券（売買目的有価証券以外の有価証券のうち、償還期限及び償還金額の定めのある有価証
券（上記３の有価証券を除きます｡）） 

     ５ 短期外貨預金（外貨預金のうちその満期日が事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から１年を経
過した日の前日までに到来する外貨預金） 

     ６ 長期外貨預金（短期外貨預金以外の外貨預金） 
 ３ この届出書は、①外貨建資産等の取得又は発生の起因となった外貨建取引を行った場合（その外貨建取引を行
った日の属する事業年度又は連結事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び外貨
建資産の区分を同じくする外貨建資産等につき法令第122条の５の規定による届出をすべき場合を除きます｡)又
は②為替予約差額の一括計上の方法を選定しようとする場合には、その外貨建取引を行った日の属する事業年度
又は連結事業年度、為替予約差額の一括計上の方法を選定しようとする事業年度又は連結事業年度の確定申告書
の提出期限（法人税法第 72 条第１項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項》の規定による仮決算をした
場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限）までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査
課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ４ 各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏

名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表

者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 標題中の〔  〕内は、この届出書の規定に応じて､いずれか該当する□にレ印を付してください。 
  (4) ｢外国通貨の種類・外貨建資産等の区分」欄には、外貨建資産等の期末換算方法の届出については、その国

の貨幣単位及び外貨建資産等の上記２(注)の区分を記載し、為替予約差額の一括計上の方法の届出については
その国の貨幣単位を記載してください。 

  (5) 「換算方法」欄は､｢発生時換算法｣又は「期末時換算法」のうち選択する方法を○で囲んでください。 
  (6) ｢為替予約差額の一括計上の方法」欄は、為替予約差額の一括計上の方法を選定しようとするときに､｢選定

する｣と記載してください。 
  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 
  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
 
         外貨建資産等の期末換算方法等 

         の 変 更 承 認 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

（フリガナ）  提出法人 

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名 等  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                        業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
             （連結）事業年度から外貨建資産等の期末換算方法等を下記のとおり変更したいので 
 

申請します。 
記 

外貨建資産
等の区分 

外国通貨
の 種 類 

現によっている 
期末換算方法等 

左の期末換算方法等
を採用した年月日 

採用しようとする 
新たな期末換算方法等 

変更しようとする理由 

     ・  ・     

  
 

  ・  ・     

  
 

  ・  ・     

  
 

  ・  ・     

  
 

  ・  ・     

(その他の参考事項) 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
20．06改正                                        (法１３５３) 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 

※整理番号  
 
         外貨建資産等の期末換算方法等 

         の 変 更 承 認 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

（フリガナ）  提出法人 

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                        業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
             （連結）事業年度から外貨建資産等の期末換算方法等を下記のとおり変更したいので 
 

申請します。 
記 

外貨建資産
等の区分 

外国通貨
の 種 類 

現によっている 
期末換算方法等 

左の期末換算方法等
を採用した年月日 

採用しようとする 
新たな期末換算方法等 

変更しようとする理由 

     ・  ・     

  
 

  ・  ・     

  
 

  ・  ・     

  
 

  ・  ・     

  
 

  ・  ・     

(その他の参考事項) 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
19．06改正                                        (法１３５３) 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

外貨建資産等の期末換算方法等の変更承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、次に掲げる場合に使用し
てください。 

  (1) 外貨建資産等の期末換算の方法につき、法人税法施行令（以下「法令」といいます｡）第 122 条の６《外貨
建資産等の期末換算の方法の変更の手続》及び法令第 155 条の６（個別益金額及び個別損金額の計算における
届出等の規定の準用）の規定に基づいて、現によっている期末換算の方法を変更しようとする場合 

  (2) 短期外貨建資産等（外貨建資産等のうち、その決済による本邦通貨の受取又は支払の期限がその事業年度
又は連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいいます。)につき、法
令第 122 条の 11《為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続》及び法令第 155 条の６（個別益金額及び個別
損金額の計算における届出等の規定の準用）の規定に基づいて、既に選定している法人税法第 61 条の 10 に規
定する為替予約差額の一括計上の方法（以下「為替予約差額の一括計上の方法」といいます。）を変更しよう
とする場合 

 ２ この申請書は、新たな期末換算の方法を採用しようとする事業年度又は為替予約差額の一括計上の方法を変更
しようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 
 この場合、その変更の対象とした事業年度又は連結事業年度終了の日（その事業年度について中間申告書を提
出すべき内国法人については、その事業年度又は連結事業年度開始の日以後６月を経過した日の前日）までに承
認又は却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされます。 

 ３ 外貨建資産等の期末換算の方法の変更については、外国通貨の種類、かつ、外貨建資産等の区分を異にするご
とに行うことができます。また、為替予約差額の一括計上の方法の変更は、外国通貨の種類を異にするごとに行
うことができます。 
 なお、事業所ごとに期末換算の方法を変更しようとする場合には、｢(その他参考事項)｣欄等に事業所名を記載
した上、別葉にしてこの申請書を記載してください｡ 
(注) 外貨建資産等の区分とは、次に掲げる別をいいます。 
 1 短期外貨建債権債務（外貨建債権債務のうち、その決済により外国通貨を受け取り又は支払う期限が事
業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から１年を経過した日の前日までに到来する外貨建債権債務） 
2 長期外貨建債権債務（短期外貨建債権債務以外の外貨建債権債務） 

 3 満期保有目的有価証券（償還期限の定めのある売買目的有価証券以外の有価証券のうち、その償還期限ま
で保有する目的で取得し、かつ、その取得の日においてその償還期限まで保有する目的で取得したものとし
て、その取得の日に「満期保有目的債券」等の勘定科目により区分した有価証券） 

 4 償還有価証券（売買目的有価証券以外の有価証券のうち、償還期限及び償還金額の定めのある有価証券 
（上記３の有価証券を除きます｡）） 

 5 短期外貨預金（外貨預金のうちその満期日が事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から１年を経過
した日の前日までに到来する外貨預金） 

6 長期外貨預金（短期外貨預金以外の外貨預金） 
 ４ 各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、「代表者

氏名」、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢外貨建資産等の区分」欄には、その外貨建資産等の上記３(注)の区分を記載してください。 

なお、１の(2)の場合は、この欄の記載は省略して差し支えありません｡ 
  (4) ｢外国通貨の種類」欄には、その国の貨幣単位を記載してください。 
  (5) ｢現によっている期末換算方法等」欄には、１の(1)の場合は、現在採用している期末換算の方法（期末換算

方法の届出を行わなかったため法定の期末換算の方法によることとされている場合には、その期末換算の方法
を含みます。以下同じ｡)を記載し、１の(2)の場合は「為替予約差額の一括計上の方法」と記載してください。 

  (6) ｢左の期末換算方法等を採用した年月日」欄には、現在採用している期末換算方法等を最初に採用又は選定
した事業年度又は連結事業年度の開始の日を記載してください。 

  (7) ｢採用しようとする新たな期末換算の方法等」欄には、これから採用しようとする期末換算の方法を記載し
てください。 
なお、１の(2)の場合は「為替予約差額の一括計上の方法以外の方法」と記載してください。 

  (8) ｢変更しようとする理由」欄には、期末換算の方法等を変更する理由をできるだけ詳細に記載してください。 
  (9) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 
  (10)｢※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又
は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

外貨建資産等の期末換算方法等の変更承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、次に掲げる場合に使用し
てください。 

  (1) 外貨建資産等の期末換算の方法につき、法人税法施行令（以下「法令」といいます｡）第 122 条の６《外貨
建資産等の期末換算の方法の変更の手続》及び法令第 155 条の６（個別益金額及び個別損金額の計算における
届出等の規定の準用）の規定に基づいて、現によっている期末換算の方法を変更しようとする場合 

  (2) 短期外貨建資産等（外貨建資産等のうち、その決済による本邦通貨の受取又は支払の期限がその事業年度
又は連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいいます。)につき、法
令第 122 条の 11《為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続》及び法令第 155 条の６（個別益金額及び個別
損金額の計算における届出等の規定の準用）の規定に基づいて、既に選定している法人税法第 61条の 10に規
定する為替予約差額の一括計上の方法（以下「為替予約差額の一括計上の方法」といいます。）を変更しよう
とする場合 

 ２ この申請書は、新たな期末換算の方法を採用しようとする事業年度又は為替予約差額の一括計上の方法を変更
しようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 
 この場合、その変更の対象とした事業年度又は連結事業年度終了の日（その事業年度について中間申告書を提
出すべき内国法人については、その事業年度又は連結事業年度開始の日以後６月を経過した日の前日）までに承
認又は却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされます。 

 ３ 外貨建資産等の期末換算の方法の変更については、外国通貨の種類、かつ、外貨建資産等の区分を異にするご
とに行うことができます。また、為替予約差額の一括計上の方法の変更は、外国通貨の種類を異にするごとに行
うことができます。 
 なお、事業所ごとに期末換算の方法を変更しようとする場合には、｢(その他参考事項)｣欄等に事業所名を記載
した上、別葉にしてこの申請書を記載してください｡ 
(注) 外貨建資産等の区分とは、次に掲げる別をいいます。 
 1 短期外貨建債権債務（外貨建債権債務のうち、その決済により外国通貨を受け取り又は支払う期限が事
業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から１年を経過した日の前日までに到来する外貨建債権債務） 
2 長期外貨建債権債務（短期外貨建債権債務以外の外貨建債権債務） 

 3 満期保有目的有価証券（償還期限の定めのある売買目的有価証券以外の有価証券のうち、その償還期限ま
で保有する目的で取得し、かつ、その取得の日においてその償還期限まで保有する目的で取得したものとし
て、その取得の日に「満期保有目的債券」等の勘定科目により区分した有価証券） 

 4 償還有価証券（売買目的有価証券以外の有価証券のうち、償還期限及び償還金額の定めのある有価証券 
（上記３の有価証券を除きます｡）） 

 5 短期外貨預金（外貨預金のうちその満期日が事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から１年を経過
した日の前日までに到来する外貨預金） 

6 長期外貨預金（短期外貨預金以外の外貨預金） 
 ４ 各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏

名」、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表

者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢外貨建資産等の区分」欄には、その外貨建資産等の上記３(注)の区分を記載してください。 

なお、１の(2)の場合は、この欄の記載は省略して差し支えありません｡ 
  (4) ｢外国通貨の種類」欄には、その国の貨幣単位を記載してください。 
  (5) ｢現によっている期末換算方法等」欄には、１の(1)の場合は、現在採用している期末換算の方法（期末換算

方法の届出を行わなかったため法定の期末換算の方法によることとされている場合には、その期末換算の方法
を含みます。以下同じ｡)を記載し、１の(2)の場合は「為替予約差額の一括計上の方法」と記載してください。 

  (6) ｢左の期末換算方法等を採用した年月日」欄には、現在採用している期末換算方法等を最初に採用又は選定
した事業年度又は連結事業年度の開始の日を記載してください。 

  (7) ｢採用しようとする新たな期末換算の方法等」欄には、これから採用しようとする期末換算の方法を記載し
てください。 
なお、１の(2)の場合は「為替予約差額の一括計上の方法以外の方法」と記載してください。 

  (8) ｢変更しようとする理由」欄には、期末換算の方法等を変更する理由をできるだけ詳細に記載してください。 
  (9) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 
  (10)｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認、却下通知書 

 
貴法人から平成  年  月  日付でされた外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請 
 

については、下記のとおり承認又は却下したので通知します。 
  

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  
外 貨 建 資 産 等 の 区 分 
・ 外 国 通 貨 の 種 類 

採用しようとする換算方法等 承 認 又 は 却 下 の 区 分 

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 

20．06 改正                                 （法１３５５） 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認、却下通知書 

 
貴法人から平成  年  月  日付でされた外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請 
 

については、下記のとおり承認又は却下したので通知します。 
  

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

外 貨 建 資 産 等 の 区 分 
・ 外 国 通 貨 の 種 類 

採用しようとする換算方法等 承 認 又 は 却 下 の 区 分 

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 

17．03 改正                                 （法１３５５） 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認又は却下通知書 
 

１ 使用目的 

「外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認、却下通知書」(法 1355)は、法人税法施行令第122条の６《外

貨建資産等の期末換算の方法の変更手続》及び施行令第155条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出

等の規定の準用》、又は施行令第 122 条の 11《為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続》及び施行令第 155 条の

６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用》の規定に基づく外貨建資産等の期末換算方法等

の変更申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 「承認、却下」及び「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部につい

て承認する場合には「、却下」及び「又は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項の全部

について却下する場合には「承認、」及び「承認又は」の字句を抹消する。 

外貨建資産等の区分 

 

・外国通貨の種類 

 その外貨建資産等の区分及びその国の貨幣単位を記入する｡ 

 なお、為替予約差額の一括計上の方法の変更申請の場合には、その外国通貨の種類のみ

を記載する｡ 

承 認 又 は 

却 下 の 区 分 

 変更申請に係る外貨建資産等の区分ごとに、かつ、外国通貨の種類の異なるごとに承認

又は却下の別を記入する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分

は、調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

(注) 為替予約差額の一括計上の方法の変更申請の場合には、｢外貨建資産等の区分｣欄の記載は要しない｡ 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を変更申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 

外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認又は却下通知書 
 

１ 使用目的 

「外貨建資産等の期末換算方法等の変更申請の承認、却下通知書」(法 1355)は、法人税法施行令第122条の６《外

貨建資産等の期末換算の方法の変更手続》及び施行令第155条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出

等の規定の準用》、又は施行令第 122 条の 11《為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続》及び施行令第 155 条の

６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用》の規定に基づく外貨建資産等の期末換算方法等

の変更申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 「承認、却下」及び「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部につい

て承認する場合には「、却下」及び「又は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項の全部

について却下する場合には「承認、」及び「承認又は」の字句を抹消する。 

外貨建資産等の区分 

 

・外国通貨の種類 

 その外貨建資産等の区分及びその国の貨幣単位を記入する｡ 

 なお、為替予約差額の一括計上の方法の変更申請の場合には、その外国通貨の種類のみ

を記載する｡ 

承 認 又 は 

却 下 の 区 分 

 変更申請に係る外貨建資産等の区分ごとに、かつ、外国通貨の種類の異なるごとに承認

又は却下の別を記入する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分

は、調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

(注) 為替予約差額の一括計上の方法の変更申請の場合には、｢外貨建資産等の区分｣欄の記載は要しない｡ 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を変更申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
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  （新 設） 

 

公益法人等が特定の要件に該当する場合に 
おける評価方法等の変更に関する届出書 ※整理番号  

 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒   － 
 
     電話(     )    －  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒   － 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

 

事 業 種 目                    業 

                        
 
                 事業年度から                           を下記のとおり 
  
 
変更したいので届け出ます。    
                           記 
事 業 の 種 類 
資産、設備の種類 
有価証券の区分 
外貨建資産等の区分 

棚 卸 資 産 の 区 分 
 
銘柄・有価証券の種類 
外 国 通 貨 の 種 類 

現によっている 

評 価 方 法 等 

左の評価方法等を 

採用した年月日 

採用しようとする 

新たな評価方法等 
備 考 

   ・  ・   

   ・  ・   

   ・  ・   

   ・  ・   

   ・  ・   

   ・  ・   

   ・  ・   

   ・  ・   

   ・  ・   

そ

の

他

の

参

考

事

項 

１ 新たに収益事業を開始した日又は普通法人等に該当することとなった日            平成   年   月   日 
２ その他 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

20・06  

自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 

（
規
格
Ａ
４
） 

□ 棚卸資産の評価方法 
□ 減価償却資産の償却方法 
□ 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
□ 外貨建資産等の期末換算方法 
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  （新 設） 

公益法人等が特定の要件に該当する場合における評価方法等の変更に関する届出書 

 
１ この届出書は、公益法人等又は人格のない社団等が特定の要件に該当する場合において、その該当することとなっ
た事業年度において既に選定している棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、有価証券の一単位当たりの帳
簿価額の算出方法又は外貨建資産等の期末換算方法（以下「各評価方法等」といいます。）を変更しようとする場合
に、各評価方法等の変更承認申請書に代えて使用してください。（法人税法施行令第 30 条・第 52 条・第 119 条の
６・第 122 条の６・第 188 条） 
（注）１ 特定の要件に該当する場合とは、公益法人等又は人格のない社団等が収益事業の廃止等の事情により法人税

の納税義務を有しなくなった後に、次に掲げる事情により再び法人税の納税義務が生じたことをいいます。 
    ① 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始したこと 
    ② 公益法人等（収益事業を行っていないものに限ります。）が普通法人又は協同組合等に該当することとな

ったこと 
２ 特定の要件に該当する場合以外において、既に選定している各評価方法等を変更しようとする場合には、新
たに各評価方法等を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、各評価方法等の変更承認申請書を提出
する必要があります。 
３ 既に選定している各評価方法等には、各評価方法等の届出を行わなかった等のため、法定の方法によること
とされているものを含みます｡ 
４ 棚卸資産について変更しようとする評価方法が法定の評価方法ではなく特別な評価方法であるときは、「棚
卸資産の特別な評価方法の承認申請書」により納税地の所轄税務署長に提出してください。 
５ 減価償却資産について変更しようとする償却方法が定額法、定率法又は生産高比例法以外の特別な償却方法
であるときは、「特別な償却方法の承認申請書」により納税地の所轄税務署長に提出してください。 

６ 減価償却資産の償却方法において鉱業権（試掘権を除く｡)及び坑道について、生産高比例法から他の償却方
法に変更しようとする場合には、この届出書のほかに「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定申
請書」を提出しなければなりません。 

７ 外国法人については、法人税法施行令第 188 条の規定によって提出してください。 
２ この届出書は、収益事業を開始した日又は普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日の属する事業年
度に係る確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してく
ださい。 
なお、この届出書の提出をもって各評価方法等の変更の承認があったものとみなされます。 

３ この届出書は、各評価方法等の変更を行う場合に使用することになっていますので、標題中のいずれか該当する評
価方法等の□にレ印を付してください。 
なお、一枚の届出書により、複数の評価方法等についてこの届出を行うこともできます。この場合には、それぞれ
該当する評価方法等の□にレ印を付してください。 
４ 各評価方法等の選定は次の点に注意してください。 
(1) 棚卸資産の評価方法及び有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

棚卸資産の評価方法の選定は、原則として事業の種類ごとに、かつ、資産の区分ごとに行うことになっており、
また、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券、そ
の他有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行うことになっていますから、現によっている評価方法
等を変更しようとする場合も、その区別ごとにその評価方法等を変更するかどうかを定めて、変更しようとするそ
の区別ごとの資産又は有価証券だけについて明確に記載してください。 

(2) 減価償却資産の償却方法 
減価償却資産の償却方法の選定は、減価償却資産の取得の時期に応じて、一般減価償却資産、鉱業用減価償却資
産及び鉱業権の別に、かつ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（以下「耐用年数省令」といいます。） に
定める区分ごとに、また、２以上の事業所又は船舶を有する法人は事業所又は船舶ごとに行うことができることと
なっていますから、償却方法を変更しようとする場合もその区別ごとに償却方法を変更するかどうかを定めて、変
更しようとする当該区別ごとの資産、設備だけについて明確に記入してください。 
なお、事業所別に償却方法等を選定しているものにつき、その償却方法等の変更を届け出るときには、事業所別
に別葉にしてこの届出書を作成して提出してください｡ 

(3) 外貨建資産等の期末換算の方法 
外貨建資産等の期末換算の方法の変更については、外国通貨の種類、かつ、外貨建資産等の区分を異にするごと
に行うことができます。 
なお、事業所ごとに期末換算の方法を変更しようとする場合には、｢(その他参考事項)｣欄等に事業所名を記載し
た上、別葉にしてこの届出書を作成して提出してください｡ 
(注) 外貨建資産等の区分とは、次に掲げる別をいいます。 
1 短期外貨建債権債務（外貨建債権債務のうち、その決済により外国通貨を受け取り又は支払う期限が事業年
度終了の日の翌日から１年を経過した日の前日までに到来する外貨建債権債務） 
2 長期外貨建債権債務（短期外貨建債権債務以外の外貨建債権債務） 
3 満期保有目的有価証券（償還期限の定めのある売買目的有価証券以外の有価証券のうち、その償還期限まで
保有する目的で取得し、かつ、その取得の日においてその償還期限まで保有する目的で取得したものとして、
その取得の日に「満期保有目的債券」等の勘定科目により区分した有価証券） 
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4 償還有価証券（売買目的有価証券以外の有価証券のうち、償還期限及び償還金額の定めのある有価
証券（上記３の有価証券を除きます｡）） 
5 短期外貨預金（外貨預金のうちその満期日が事業年度終了の日の翌日から１年を経過した日の前日までに到
来する外貨預金） 
6 長期外貨預金（短期外貨預金以外の外貨預金） 

５ 各欄は、次により記載します。 
(1) 共通して記載する欄 
イ 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者
氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

ロ 「現によっている評価方法等」欄には、現在採用している評価方法等（各評価方法等の届出を行わなかった等
のため、法定の方法によることとされている場合には、その方法。以下同じ｡)を記載してください。 

ハ 「左の評価方法等を採用した年月日」欄には、現在の各評価方法等を採用した事業年度の開始の日を記載して
ください。 

ニ 「採用しようとする新たな評価方法等」欄には、これから採用しようとする各評価方法等を記載してください
ホ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印し
てください。 

(2) (1)以外の欄は、各評価方法等ごとに次により記載します。 
イ 棚卸資産の評価方法及び有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
(ｲ) 「事業の種類 資産、設備の種類 有価証券の区分 外貨建資産等の区分」欄には、棚卸資産については、法
人の行っている事業の種類（事業所ごとに選定しようとするときは、その別）を記載し、有価証券については、
売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券、その他有価証券の別を記載してください。 

(ﾛ) 「棚卸資産の区分 銘柄・有価証券の種類 外国通貨の種類」欄には、棚卸資産については、①商品又は製品
（副産物及び作業くずを除きます｡)、②半製品、③仕掛品（半成工事を含みます｡）、④主要原材料、⑤補助原
材料その他の棚卸資産の区分（上記区分を更に細分するときはその別）を記載し、有価証券については、おおむ
ね金融商品取引法第２条第１項第１号から第 21 号まで（第 17号を除きます。）の各号の区分を記載します。 
したがって、例えば、国債証券、地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます｡）、株券（新株予約権
を表示する証券を含みます｡)、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などは、それぞれ種類の異なる有
価証券として区分することができます。この場合、外国又は外国法人の発行するもので同項第１号から第９号ま
で及び第 12 号から第 16 号までの性質を有するものはこれに準じて区分して記載してください｡ 

  (注) 新株予約権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分し、外貨建ての有
価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の発行
する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。 

ロ 減価償却資産の償却方法 
(ｲ) 「事業の種類 資産、設備の種類 有価証券の区分 外貨建資産等の区分」欄には、選定する減価償却資産の
償却方法に応じた減価償却資産の区分及び次の区分にしたがって減価償却資産の種類を記入してください。 
なお、鉱業用減価償却資産について変更しようとする場合には、一般の減価償却資産と区別して鉱業用資産と
明示してください。 
この場合、機械及び装置については、耐用年数省令別表第二又は別表第五の番号等を（ ）内に記載してくだ
さい。 
Ａ 機械及び装置以外の減価償却資産については、耐用年数省令別表第一に規定する種類（建物、建物附属設備
構築物、船舶、航空機、車両運搬具、工具、器具備品）ごと。 
(注) 平成 10 年４月１日以後に取得した建物の償却方法は、定額法に限定されています。 
Ｂ 機械及び装置については、耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 
Ｃ 公害防止の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第五に規定する種類ごと。 
Ｄ 開発研究の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第六に規定する種類ごと。 
Ｅ 坑道及び鉱業権（試掘権を除く。） については、当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定
する設備の種類ごと。 

Ｆ 試掘権については、当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 
(ﾛ) 「棚卸資産の区分 銘柄・有価証券の種類 外国通貨の種類」欄には、記載する事項はありません。 
ハ 外貨建資産等の期末換算の方法 
(ｲ) 「事業の種類 資産、設備の種類 有価証券の区分 外貨建資産等の区分」欄には、その外貨建資産等の上記
４(3)(注)の区分を記載してください。 

(ﾛ) 「棚卸資産の区分 銘柄・有価証券の種類 外国通貨の種類」欄には、その国の貨幣単位を記載してください
(3) 「※」欄は、記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  保 険 差 益 特 別 勘 定 の
設 定 期 間 延 長 申 請 書

 
 

 

 
※連結グループ整理番号 

 
 

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                      業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
 

□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 保険差益等に係る特別勘定の設定期間を下記により延長したいので申請します。 
                      記 

（代替資産を取得することが困難である理由） 
 

指定を受けようとする期日 ・  ・ 保険金等の支払を受けた日 ・  ・ 
保 険 金 等 の 支 払 を 受 け た 事 業 年 度 終 了 の 日 の 
翌 日 か ら ２ 年 を 経 過 し た 日 の 前 日 ・  ・ 

種 類     

構 造     

保険金等の支 
払を受ける基 
因となった滅 
失又は損壊を 
した所有固定 
資産の内容 規 模     
申 請 の 日 に お け る 法 人 税 法 第 4 8 条 第 １ 項 又 は 
法 人 税 法 第 4 9 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 別 勘 定 の 金 額 

円 
 

種 類     

構 造     

規 模     
見 込 
取得価額 

円 

 

円 

 

円 

 

円 
 

取 得 す る 

見 込 み で 

あ る 代 替 

資 産 の 内 容 見込取得 
年 月 日   ・  ・   ・  ・   ・  ・   ・  ・ 

（その他参考となるべき事項） 
  

 
税 理 士 署 名 押 印                                    ○印 

 ※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

  
 
20．06 改正 

 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  保 険 差 益 特 別 勘 定 の
設 定 期 間 延 長 申 請 書

 
 

 

 
※連結グループ整理番号 

 
 

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                      業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
 

□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 保険差益等に係る特別勘定の設定期間を下記により延長したいので申請します。 
                      記 

（代替資産を取得することが困難である理由） 
 

指定を受けようとする期日 ・  ・ 保険金等の支払を受けた日 ・  ・ 
保 険 金 等 の 支 払 を 受 け た 事 業 年 度 終 了 の 日 の 
翌 日 か ら ２ 年 を 経 過 し た 日 の 前 日 ・  ・ 

種 類     

構 造     

保険金等の支 
払を受ける基 
因となった滅 
失又は損壊を 
した所有固定 
資産の内容 規 模     
申 請 の 日 に お け る 法 人 税 法 第 4 8 条 第 １ 項 又 は 
法 人 税 法 第 4 9 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 別 勘 定 の 金 額 

円 
 

種 類     

構 造     

規 模     
見 込 
取得価額 

円 

 

円 

 

円 

 

円 
 

取 得 す る 

見 込 み で 

あ る 代 替 

資 産 の 内 容 見込取得 
年 月 日   ・  ・   ・  ・   ・  ・   ・  ・ 

（その他参考となるべき事項） 
  

 
税 理 士 署 名 押 印                                    ○印 

 ※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

  
 
18．06 改正 

 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

保険差益特別勘定の設定期間延長申請書の記載要領等 
 

１ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、災害その他や
むを得ない特別な事情があるため、被害のあった事業年度の翌事業年度開始の日から２年以内に代替
資産を取得することが困難であるときに、その期間の延長の設定を受けようとする場合に使用してく
ださい。 
２ この申請書は、被害のあった日の属する事業年度終了の日の翌日又は連結事業年度終了の日の翌日
から２年を経過した日の２月前までに提出してください。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してく
ださい。 
４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載し
て添付してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税地｣、
「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 「代替資産を取得することが困難である理由」欄には、法人税法第48条第１項に規定する代替
資産を取得することが困難である理由を記載してください。 

(4) 「指定を受けようとする期日」欄には、法人税法第48条第１項に規定する指定を受けようとす
る期日を記載してください。 

(5) 「保険金等の支払を受けた日」欄には、法人税法第47条第１項に規定する保険金等の支払を受
けた日を記載してください。 

(6) 「保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日から２年を経過した日の前日」欄には、法人
税法第47条第１項に規定する保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日から２年を経過し
た日の前日を記載してください。 

(7) 「保険金等の支払を受ける基因となった滅失又は損壊をした所有固定資産の内容」欄の各欄 
イ 「種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置の別）を記載して
ください。 
ロ 「構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ 「規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

(8) 「申請の日における法人税法第48条第１項又は法人税法第49条第１項に規定する特別勘定の金
額」欄には、申請の日における法人税法第48条第１項又は法人税法第49条第１項に規定する特別
勘定の金額を記載してください。 

(9) 「取得する見込みである代替資産の内容」欄の各欄 
イ 「種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置の別）を記載して
ください。 
ロ 「構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ 「規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 
ニ 「見込取得価額」欄には、取得予定資産の見込取得価額を記載してください。 
ホ 「見込取得年月日」欄には、取得予定資産の見込取得年月日を記載してください。 

(10) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士
等が署名押印してください。 

(11) 「※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税
に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄に
は、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

保険差益特別勘定の設定期間延長申請書の記載要領等 
 

１ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、災害その他や
むを得ない特別な事情があるため、被害のあった事業年度の翌事業年度開始の日から２年以内に代替
資産を取得することが困難であるときに、その期間の延長の設定を受けようとする場合に使用してく
ださい。 
２ この申請書は、被害のあった日の属する事業年度終了の日の翌日又は連結事業年度終了の日の翌日
から２年を経過した日の２月前までに提出してください。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してく
ださい。 
４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載し
て添付してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏
名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 「代替資産を取得することが困難である理由」欄には、法人税法第48条第１項に規定する代替
資産を取得することが困難である理由を記載してください。 

(4) 「指定を受けようとする期日」欄には、法人税法第48条第１項に規定する指定を受けようとす
る期日を記載してください。 

(5) 「保険金等の支払を受けた日」欄には、法人税法第47条第１項に規定する保険金等の支払を受
けた日を記載してください。 

(6) 「保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日から２年を経過した日の前日」欄には、法人
税法第47条第１項に規定する保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日から２年を経過し
た日の前日を記載してください。 

(7) 「保険金等の支払を受ける基因となった滅失又は損壊をした所有固定資産の内容」欄の各欄 
イ 「種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置の別）を記載して
ください。 
ロ 「構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ 「規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

(8) 「申請の日における法人税法第48条第１項又は法人税法第49条第１項に規定する特別勘定の金
額」欄には、申請の日における法人税法第48条第１項又は法人税法第49条第１項に規定する特別
勘定の金額を記載してください。 

(9) 「取得する見込みである代替資産の内容」欄の各欄 
イ 「種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置の別）を記載して
ください。 
ロ 「構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ 「規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 
ニ 「見込取得価額」欄には、取得予定資産の見込取得価額を記載してください。 
ホ 「見込取得年月日」欄には、取得予定資産の見込取得年月日を記載してください。 

(10) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士
等が署名押印してください。 

(11) 「※」欄は、記載しないでください。 
  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号   
         特別修繕費の金額等の認定申請書 
 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
電話(   )    －     

事 業 種 目                      業 

青色申告書提出の承認申請をした日 年   月   日 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

同 上 の 承 認 を 受 け た 日 
又 は 受け たとみなされた日 年   月   日 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

  次の資産についての特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額(月数)の認定を申請します。 

認定を受けようとする特別修繕費の金額又は月数 

 資 産 の 種 類 等 １ 
 船舶、熱風炉、溶鉱炉、溶解炉、 
 球 形 ガ ス ホ ル ダ ー 、 貯 油 槽 

名
称
等 

別紙付表のとおり 

 特別修繕費の算定の基礎とした 
 類似資産等の名称及び所有者名 

２  

 2の資産について最近において 
 行われた特別修繕完了の日 

３         年       月       日 

 3 の 特 別 修 繕の た め に 
 要した特別修繕費の金額 

４  

 認 定を 受けようとする 
 特 別 修 繕 費 の 金 額 

５  

 3の特別修繕の直前の特別修繕 
 完了の日及びその日の翌日 
 から３の日までの期間の月数 

６      年     月     日             月 

 認定を受けようとする月数 ７ 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
20．06改正                                      （法１３２８－１） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号   
         特別修繕費の金額等の認定申請書 
 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

この申請に応答 
する係及び氏名 

 
電話(   )    －     

事 業 種 目                      業 

青色申告書提出の承認申請をした日 年   月   日 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

同 上 の 承 認 を 受 け た 日 
又 は 受け たとみなされた日 年   月   日 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

  次の資産についての特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額(月数)の認定を申請します。 

認定を受けようとする特別修繕費の金額又は月数 

 資 産 の 種 類 等 １ 
 船舶、熱風炉、溶鉱炉、溶解炉、 
 球 形 ガ ス ホ ル ダ ー 、 貯 油 槽 

名
称
等 

別紙付表のとおり 

 特別修繕費の算定の基礎とした 
 類似資産等の名称及び所有者名 

２  

 2の資産について最近において 
 行われた特別修繕完了の日 

３         年       月       日 

 3 の 特 別 修 繕の た め に 
 要した特別修繕費の金額 

４  

 認 定を 受けようとする 
 特 別 修 繕 費 の 金 額 

５  

 3の特別修繕の直前の特別修繕 
 完了の日及びその日の翌日 
 から３の日までの期間の月数 

６      年     月     日             月 

 認定を受けようとする月数 ７ 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
15．07改正                                      （法１３２８－１） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

特別修繕費の金額等の認定申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、特別修
繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額及び月数の認定の申請をする場合
に使用してください｡(この申請は、青色申告法人に限ります｡) 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 
 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「資産の種類等」欄には、特別修繕準備金勘定を設けようとする資産の種類に該当する文字

を○で囲みます。 
  (4) 「特別修繕費の算定の基礎とした類似資産等の名称及び所有者名２」欄には、(3)の資産と

構造、型式及び仕様等が最も類似する資産の名称及びその所有者名を記載してください。 
 ただし、中古資産を取得した場合等特別の修繕を行ったことのある資産について認定を受

   けようとする場合には、当該資産の名称を記載してください。 
  (5) 「2 の資産について最近において行われた特別修繕完了の日３」欄には、(3)の資産の最近 
 において行われた特別修繕完了の日（熱風炉等である場合には、特別の修繕をした後最初に
火入れをした日をいいます。以下(7)において同じ｡)を記載してください。 

  (6) 「認定を受けようとする特別修繕費の金額５」欄には、「３に要した特別修繕費の金額４」
欄に記載した金額を基礎として算定した金額を記載してください。 

  (7) 「３の特別修繕の直前の特別修繕完了の日及びその日の翌日から３の日までの期間の月数 
   ６」欄には、(4)の資産について最近において行われた特別修繕の直前の特別修繕完了の年月 
 日及びその日の翌日から(4)の資産について最近において行われた特別修繕完了の日までの期
間の月数を記載してください。 
 ただし、(4)の資産について最近に行われた特別修繕が、当該資産の築造後初めて行われ
た場合においては、その直前において行われた特別修繕完了の年月日は、当該資産の築造完了
の日（熱風炉等である場合には、築造完了後最初に火入れをなした日をいいます｡）としてく
ださい。 

  (8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (9) 「※」欄は、記載しないでください。 
 ４ この申請書には、次の書類を添付してください。 
  (1) 特別修繕費の金額等の認定を受けようとする資産及び特別修繕費の算定の基礎とした類似

資産（（4）の資産）につき、船舶、熱風炉等、球形ガスホルダー又は貯油槽の区分に応じ、付
表１、２、３又は４により記載した書類 

  (2) 特別修繕費の金額及びその期間の月数の計算の基礎の詳細を記載した書類 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

特別修繕費の金額等の認定申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、特別修
繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額及び月数の認定の申請をする場合
に使用してください｡(この申請は、青色申告法人に限ります｡) 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 
 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税

地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) 「資産の種類等」欄には、特別修繕準備金勘定を設けようとする資産の種類に該当する文字

を○で囲みます。 
  (4) 「特別修繕費の算定の基礎とした類似資産等の名称及び所有者名２」欄には、(3)の資産と

構造、型式及び仕様等が最も類似する資産の名称及びその所有者名を記載してください。 
 ただし、中古資産を取得した場合等特別の修繕を行ったことのある資産について認定を受

   けようとする場合には、当該資産の名称を記載してください。 
  (5) 「2 の資産について最近において行われた特別修繕完了の日３」欄には、(3)の資産の最近 
 において行われた特別修繕完了の日（熱風炉等である場合には、特別の修繕をした後最初に
火入れをした日をいいます。以下(7)において同じ｡)を記載してください。 

  (6) 「認定を受けようとする特別修繕費の金額５」欄には、「３に要した特別修繕費の金額４」
欄に記載した金額を基礎として算定した金額を記載してください。 

  (7) 「３の特別修繕の直前の特別修繕完了の日及びその日の翌日から３の日までの期間の月数 
   ６」欄には、(4)の資産について最近において行われた特別修繕の直前の特別修繕完了の年月 
 日及びその日の翌日から(4)の資産について最近において行われた特別修繕完了の日までの期
間の月数を記載してください。 
 ただし、(4)の資産について最近に行われた特別修繕が、当該資産の築造後初めて行われ
た場合においては、その直前において行われた特別修繕完了の年月日は、当該資産の築造完了
の日（熱風炉等である場合には、築造完了後最初に火入れをなした日をいいます｡）としてく
ださい。 

  (8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (9) 「※」欄は、記載しないでください。 
 ４ この申請書には、次の書類を添付してください。 
  (1) 特別修繕費の金額等の認定を受けようとする資産及び特別修繕費の算定の基礎とした類似

資産（（4）の資産）につき、船舶、熱風炉等、球形ガスホルダー又は貯油槽の区分に応じ、付
表１、２、３又は４により記載した書類 

  (2) 特別修繕費の金額及びその期間の月数の計算の基礎の詳細を記載した書類 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

特 別 修 繕 費 の 金 額 等 の 認 定 通 知 書 
 

貴法人から平成  年  月  日付で申請があった特別修繕準備金の計算の基礎となる 
 
修繕費の金額    

          については、下記のとおり認定したので通知します。 
期    間   

 
       修繕費の金額 

認定した        を基礎とする特別修繕準備金の計算は、平成  年  月  日 
       期    間 
 
の属する（連結）事業年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。   

 
記 

 
申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  

認 定 区 分 資 産 の 種 類 又 は 名 称 金 額 又 は 月 数 

 円 

  

  

修 繕 費 の 
金 額 

  

 月 

期 間 
  

 
 

（付記事項） 
この認定を受けた資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、速やかに、

その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出
してください。 

 
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 
 
20．06 改正                                  （法１３３０）  
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

特 別 修 繕 費 の 金 額 等 の 認 定 通 知 書 
 

貴法人から平成  年  月  日付で申請があった特別修繕準備金の計算の基礎となる 
 
修繕費の金額    

          については、下記のとおり認定したので通知します。 
期    間   

 
       修繕費の金額 

認定した        を基礎とする特別修繕準備金の計算は、平成  年  月  日 
       期    間 
 
の属する（連結）事業年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。   

 
記 

 
申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

認 定 区 分 資 産 の 種 類 又 は 名 称 金 額 又 は 月 数 

 円 

  

  

修 繕 費 の 
金 額 

  

 月 

期 間 
  

 
 

（付記事項） 
この認定を受けた資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合には、速やか

に、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所轄税務署長に
提出してください。 

 
 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 
 
17．03 改正                                 （法１３３０）  
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特別修繕費の金額等の認定通知書 

１ 使用目的 

「特別修繕費の金額等の認定通知書」(法 1330)は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額等の認定申請につい

て、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

 「修繕費の金額 
         の箇所については、申請に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び 
  期    間」 

貯油槽の場合は、「期間」の字句を二重線で抹消する。 

 「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その認定をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

資 産 の 種 類 

又 は 名 称 

認定の対象となった資産が２以上であるときは、そのそれぞれについて記入する。した

がって、船舶については個々の船ごとに、その他の資産については１基ごとに、例えば、

第一大洋丸、第二大洋丸のように記入する。  

金 額 又 は 月 数 

期 間 

申請に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び貯油槽の場合は、「金額又は月数」の箇

所について「又は月数」の字句を二重線で抹消するとともに、「期間」の欄をすべて抹消す

る。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 
特別修繕費の金額等の認定通知書 

１ 使用目的 

「特別修繕費の金額等の認定通知書」(法 1330)は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額等の認定申請につい

て、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

 「修繕費の金額 
         の箇所については、申請に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び 
  期    間」 

貯油槽の場合は、「期間」の字句を二重線で抹消する。 

 「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その認定をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

資 産 の 種 類 

又 は 名 称 

認定の対象となった資産が２以上であるときは、そのそれぞれについて記入する。した

がって、船舶については個々の船ごとに、その他の資産については１基ごとに、例えば、

第一大洋丸、第二大洋丸のように記入する。  

金 額 又 は 月 数 

期 間 

申請に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び貯油槽の場合は、「金額又は月数」の箇

所について「又は月数」の字句を二重線で抹消するとともに、「期間」の欄をすべて抹消す

る。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

特 別 修 繕 費 の 金 額 等 の 変 更 通 知 書 

 
                                       修繕費の金額 
平成  年  月  日付  法第   号の特別修繕準備金の計算の基礎となる 

                                      期    間 
 

    の認定については、租税特別措置法施行令第 33 条の７第 11 項又は同令第 39 条の 85 第 11 項の規定 
 
                                   修繕費の金額 

に基づき、その認定に係る資産の全部又は一部について、下記のとおり      を変更します。 
                                 期    間 
     
  変更後の金額又は月数を基礎とする特別修繕準備金の計算は、平成  年  月  日の属する 
 
(連結)事業年度以後の各(連結)事業年度について適用されます。 
   
 

記 
 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  
変  更  の  対  象 

区 分 
資 産 の 種 類 又 は 名 称 

変 更 後 の 金 額 又 は 月 数 

修 繕 費 の 
金 額 

 円 

期 間 
 月 

 
 

変更の基因となった事由 

 

 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

特 別 修 繕 費 の 金 額 等 の 変 更 通 知 書 

 
                                       修繕費の金額 
平成  年  月  日付  法第   号の特別修繕準備金の計算の基礎となる 

                                      期    間 
 

    の認定については、租税特別措置法施行令第 33 条の７第 11 項又は同令第 39 条の 85 第 11 項の規定 
 
                                   修繕費の金額 

に基づき、その認定に係る資産の全部又は一部について、下記のとおり      を変更します。 
                                 期    間 
     
  変更後の金額又は月数を基礎とする特別修繕準備金の計算は、平成  年  月  日の属する 
 
(連結)事業年度以後の各(連結)事業年度について適用されます。 
   
 

記 
 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

変  更  の  対  象 
区 分 

資 産 の 種 類 又 は 名 称 
変 更 後 の 金 額 又 は 月 数 

修 繕 費 の 
金 額 

 円 

期 間 
 月 

 
 

変更の基因となった事由 

 

 この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特別修繕費の金額等の変更通知書 

１ 使用目的 

「特別修繕費の金額等の変更通知書」は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額等の認定について、その変更

の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本      文 

「修繕費の金額 
          の箇所については、変更に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び 
期    間」  

貯油槽の場合は、「期間」の字句を二重線で抹消する。 

 「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

変 更 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名等は、変更に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法

人の法人名等を記入する。 

変 更 後 の 金 額 

又   は   月   数 

期      間 

変更に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び貯油槽の場合は、「変更後の金額又は月

数」の箇所について「又は月数」の字句を二重線で抹消するとともに、「期間」の欄をすべ

て抹消する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
特別修繕費の金額等の変更通知書 

１ 使用目的 

「特別修繕費の金額等の変更通知書」は、特別修繕準備金に関する特別修繕費の金額等の認定について、その変更

の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本      文 

「修繕費の金額 
          の箇所については、変更に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び 
期    間」  

貯油槽の場合は、「期間」の字句を二重線で抹消する。 

 「平成  年  月  日の属する（連結）事業年度」の空白箇所には、その変更をし

た日を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要な場合は抹消する。 

変 更 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、変更に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

変 更 後 の 金 額 

又   は   月   数 

期      間 

変更に係る資産が、船舶、球形ガスホルダー及び貯油槽の場合は、「変更後の金額又は月

数」の箇所について「又は月数」の字句を二重線で抹消するとともに、「期間」の欄をすべ

て抹消する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所

には、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  
      

        欠損金の繰戻しによる還付請求書 
※連結グループ整理番号  

（ フ リ ガ ナ ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（ フ リ ガ ナ ）  

代 表 者 氏 名                        ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

        税務署長殿 事 業 種 目                        業 
   
  法人税法第80条の規定に基づき下記のとおり欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を請求します。 
                           記 

欠 損 事 業 年 度 
自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 

還付所得事業年度 
自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 

区            分  請 求 金 額  ※  金     額 

欠 損 金 額 1   欠損事業
年度の欠
損金額 同上のうち還付所得事業年度に繰り戻す欠損金額  2   

所 得 金 額 3   

既に欠損金の繰戻しを行った金額 4   

還付所得
事業年度
の所得金
額 差 引 所 得 金 額 （ ３ － ４ ） 5   

納 付 の 確 定 し た 法 人 税 額 6   

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 7   

控 除 税 額 8   

使 途 秘 匿 金 額 に 対 す る 税 額 9   

課税土地譲渡利益金額に対する税額 10   

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 11   

法人税額(６＋７＋８－９－10－11) 12   

既に欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額 13   

還付所得
事業年度
の法人税
額 

差 引 法 人 税 額 ( 1 2 － 1 3 ) 14   

還 付 金 額 ( 1 4 × 2 ／ 5 ) 15   

請 求 期 限 平成  年  月  日 確定申告書提出年月日 平成  年  月  日 

還付される税金 
の受取場所 

１ 銀行等の預貯金口座に振込みを希望する場合 
      銀行・金庫・組合    本店・支店   
      漁協 ・ 農協     本所・支所 
 
       預金 口座番号            

２ 日本郵政公社の通常貯金口座に振込みを希望する場合 
通常貯金口座の記号番号     －       

   
３ 郵便局窓口での受け取りを希望する場合 
                       郵便局 

 
(1) この請求書が次の場合に該当するときは、次の事項を記載した書類を別に作成して添付してください。 
  イ 期限後提出の場合、確定申告書をその提出期限までに提出することができなかった事情の詳細 
  ロ 法人税法第80条第4項の規定に基づくものである場合には、解散、事業の全部の譲渡等の事実発生年月日及びその事 

実の詳細 
(2) 既に請求した還付金額が、その請求の基礎となった欠損金額が過大であること等によって減少するために修正申告書を 
   提出する場合には、次の事項を記入してください。 
  イ 当初請求に係る還付金額            円 
  ロ 当初請求書提出年月日   平成  年  月  日 
  ハ 修正申告書提出年月日   平成  年  月  日 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

18．06改正                                       (法１３４２)  

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  
      

        欠損金の繰戻しによる還付請求書 
※連結グループ整理番号  

（ フ リ ガ ナ ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（ フ リ ガ ナ ）  

代 表 者 氏 名                        ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

        税務署長殿 事 業 種 目                        業 
   
  法人税法第80条の規定に基づき下記のとおり欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を請求します。 
                           記 

欠 損 事 業 年 度 
自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 

還付所得事業年度 
自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 

区            分  請 求 金 額  ※  金     額 

欠 損 金 額 1   欠損事業
年度の欠
損金額 同上のうち還付所得事業年度に繰り戻す欠損金額  2   

所 得 金 額 3   

既に欠損金の繰戻しを行った金額 4   

還付所得
事業年度
の所得金
額 差 引 所 得 金 額 （ ３ － ４ ） 5   

納 付 の 確 定 し た 法 人 税 額 6   

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 7   

控 除 税 額 8   

使 途 秘 匿 金 額 に 対 す る 税 額 9   

課税土地譲渡利益金額に対する税額 10   

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 11   

法人税額(６＋７＋８－９－10－11) 12   

既に欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額 13   

還付所得
事業年度
の法人税
額 

差 引 法 人 税 額 ( 1 2 － 1 3 ) 14   

還 付 金 額 ( 1 4 × 2 ／ 5 ) 15   

請 求 期 限 平成  年  月  日 確定申告書提出年月日 平成  年  月  日 

還付を受けよう
とする金融機関
等 

１ 銀行等の預金口座に振込みを希望する場合 
      銀行          本店・支店 

金庫・組合       出 張 所 
      漁協・農協       本所・支所 
       預金 口座番号            

２ ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 
貯金口座の記号番号     －        

３ 郵便局等の窓口での受け取りを希望する場合 
郵便局名等               

 
(1) この請求書が次の場合に該当するときは、次の事項を記載した書類を別に作成して添付してください。 
  イ 期限後提出の場合、確定申告書をその提出期限までに提出することができなかった事情の詳細 
  ロ 法人税法第80条第4項の規定に基づくものである場合には、解散、事業の全部の譲渡等の事実発生年月日及びその事 

実の詳細 
(2) 既に請求した還付金額が、その請求の基礎となった欠損金額が過大であること等によって減少するために修正申告書を 
   提出する場合には、次の事項を記入してください。 
  イ 当初請求に係る還付金額            円 
  ロ 当初請求書提出年月日   平成  年  月  日 
  ハ 修正申告書提出年月日   平成  年  月  日 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

20.06 改正                                             （法１３４２）  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

欠損金の繰戻しによる還付請求書の記載要領等 
（ 単 体 申 告 用 ） 

１ この請求書は、次に掲げる場合に使用してください。 
(1)～(3) 
（同 左） 

 
２ 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求は、欠損金額の繰戻しの対象となる所得金額及び法人税額の生じ 
た事業年度（以下「還付所得事業年度」といいます｡）から、当該欠損金額の生じた事業年度（以下「欠損事業 
年度」といいます｡)まで、連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限って請求することが 
できます。 
 
３ この請求書は、次の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に２通（調査課所管法人の場合は３通）提出してく
ださい。この場合、還付所得事業年度が２以上ある場合には別葉に作成して提出してください。 
(1)～(2) 
（同 左） 

 
４ この請求書の各欄は、次により記載します。 
(1)～(5) 
（同 左） 

 (6) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預貯金口座への振込み
を希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください｡）、預貯金の種類及びその口
座番号を記載してください。日本郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望されるときは、その通常貯金口座の
記号番号を記載してください。また、郵便局窓口での受取りを希望される場合には、支払を受けるのに便利な郵
便局名を記載してください。 

(7) 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求を行った後に、その請求の基礎となった欠損金額が過大である 
等のため修正申告書を提出する場合には、「欠損金額１」から「還付金額 15」までの各欄は、修正後の欠損金 
額等に基づいて繰戻しを行った場合の計算を記載し、当初の請求に係る還付金額と修正による還付金額と 
の差額等は、修正申告書の別表１の「この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額」欄等 
に記載してください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

 
  （追 加） 

欠損金の繰戻しによる還付請求書の記載要領等 
（ 単 体 申 告 用 ） 

１ この請求書は、次に掲げる場合に使用してください。 
(1)～(3) 
（省 略） 
 

２ 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求は、欠損金額の繰戻しの対象となる所得金額及び法人税額の生じ 
た事業年度（以下「還付所得事業年度」といいます｡）から、当該欠損金額の生じた事業年度（以下「欠損事業 
年度」といいます｡)まで、連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限って請求することが 
できます。 
 
３ この請求書は、次の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に２通（調査課所管法人の場合は３通）提出してく
ださい。この場合、還付所得事業年度が２以上ある場合には別葉に作成して提出してください。 
(1)～(2) 
（省 略） 
 

４ この請求書の各欄は、次により記載します。 
(1)～(5) 
（省 略） 

 (6) 「還付を受けようとする金融機関等」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預金口座への振
込みを希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください｡）、預金の種類及びその
口座番号を記載してください。ゆうちょ銀行の貯金口座への振込みを希望されるときは、その貯金口座の記号番
号を記載してください。また、ゆうちょ銀行又は郵便局窓口での受取りを希望される場合には、支払を受けるの
に便利な郵便局名等を記載してください。 

(7) 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求を行った後に、その請求の基礎となった欠損金額が過大である 
等のため修正申告書を提出する場合には、「欠損金額１」から「還付金額 15」までの各欄は、修正後の欠損金 
額等に基づいて繰戻しを行った場合の計算を記載し、当初の請求に係る還付金額と修正による還付金額と 
の差額等は、修正申告書の別表１の「この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額」欄等 
に記載してください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 
 
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

 
 特 定 信 託 に 係 る 欠 損 金 の   

   繰 戻 し に よ る 還 付 請 求 書   
 

※整理番号  
 

〒 
 納 税 地         

   電話(    )      －  
 

（フリガナ）   
   平成  年  月  日 受 託 者 の 名 称          
 

（フリガナ）   
 

代 表 者 氏 名          ○印   

特定信託の名称           

 

 税務署長殿 
※ 信託区分番号  

 

 

 

法人税法第 82 条の 15 の規定に基づき下記のとおり特定信託に係る欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
を請求します。 

記 

 

 
 

 
欠損計算期間        自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 還付所得計算期間 自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日  

 
 区       分 請 求 金 額         ※  金   額  

 欠 損 金 額  １     
 
 

欠損計算 
期間の欠 
損金額  同上のうち還付所得計算期間に繰戻す欠損金額  ２    

 所 得 金 額  ３    

 既に欠損金の繰戻しを行った金額  ４   

 
 
 
 

還付所得 
計算期間 
の所得金 
額  差 引 所 得 金 額（３－４）  ５   

 

 納 付 の 確 定 し た 法 人 税 額  ６   

 控 除 税 額  ７   

 課税土地譲渡利益金額に対する税額  ８   

 法 人 税 額（６＋７－８）  ９   

 既に欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額  10   

 

 
 
 
 

還付所得 

計算期間 

の法人税 

額 

 差 引 法 人 税 額（９－10）  11   

 

２   還 付 金 額 （９× 
５ 
） 12   

 

請 求 期 限        平成  年   月  日 特定信託確定申告書提出年月日 平成   年   月   日  

 
還付される税金の
 
受取場所 

１ 銀行等の預貯金口座に振込みを希望する
場合 
 
     銀行･金庫･組合    本店･支店 
      漁 協・農 協     本所･支所 
 
     預金 口座番号         

２ 日本郵政公社の通常貯金口座に振込みを希
望する場合 
通常貯金口座の記号番号    

           －         
 
３ 郵便局窓口での受け取りを希望する場合 
                 郵便局 

 

 
 

 (1)  この請求書が期限後提出の場合、特定信託確定申告書をその提出期限までに提出することができなかった事 
  情の詳細を記載した書類を別に作成して添付してください。 
 (2)  既に請求した還付金額が、その請求の基礎となった欠損金額が過大であること等によって減少するために 
  修正申告書を提出する場合には、次の事項を記入してください。 
  イ  当初請求に係る還付金額            円 
  ロ  当初請求書提出年月日   平成    年    月    日 
  ハ  修正申告書提出年月日   平成    年    月    日 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 税 理 士 署 名 押 印                ○印  

               
※税務署
処理欄

管理  部門  決算
期   業種 

番号  整理
簿   備考  通信日付印 年 月 日 確認

印   

 18･06 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 特定信託に係る欠損金の繰戻し 

による還付請求書の記載要領等 

 

１ この請求書は、法人税法第82条の15の規定によって計算期間の欠損金額をその計算期間開始の日前１年以内

に開始したいずれかの計算期間に繰り戻し、特定信託に係る法人税額の還付を請求する場合に使用してくださ

い。 

２ 特定信託に係る欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求は、欠損金額の繰戻しの対象となる所得金額及び

法人税額の生じた計算期間（以下「還付所得計算期間」といいます｡）から、当該欠損金額の生じた計算期間

（以下「欠損計算期間」といいます｡)まで、連続して青色申告書である特定信託確定申告書を提出している場

合に限って請求することができます。 

３ この請求書は、欠損計算期間の特定信託確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に２通（調査

課所管法人の場合は３通）、欠損計算期間の特定信託確定申告書と同時に提出してください。この場合、還付

所得計算期間が２以上ある場合には別葉に作成して提出してください。 

なお、やむを得ない事情によって特定信託確定申告書をその提出期限までに提出することができなかったも

のと税務署長が認めた場合には、期限後提出のものでも有効に取り扱われることになっていますので、このよ

うな場合には、その事情の詳細を記載した書類をこの請求書に添付して提出してください。 

４ この請求書の各欄は、次により記載します。 

(1) 「※」欄は、記載しないでください。 

(2) 「欠損計算期間の欠損金額」の各欄 

イ 「欠損金額１」欄には、欠損計算期間において生じた欠損金額（申告書別表十九（一）の「所得金額又

は欠損金額」欄に記載された欠損金額）を記載してください。 

ロ 「同上のうち還付所得計算期間に繰戻す欠損金額２」欄には、欠損計算期間の欠損金額のうち還付所得

計算期間に繰戻しをしようとする金額を記載してください。 

(注) 欠損計算期間の欠損金額は、この請求書を提出する日までに確定した還付所得計算期間の所得金額

が限度となりますから御注意ください。 

(3) 「還付所得計算期間の所得金額」の各欄 

イ 「所得金額３」欄には､還付所得計算期間の所得金額（申告書別表十九（一）の「所得金額又は欠損金

額」欄に記載された所得金額ですが、その計算期間について更正が行われている場合には、更正決定通知

書の「所得金額又は欠損金額」欄に記載された更正後の所得金額）を記載してください。 

ロ 「既に欠損金の繰戻しを行った金額４」欄には、還付所得計算期間について、既に欠損金の繰戻しによ

り、その一部の法人税額の還付を受けている場合にその繰戻しを行った欠損金額を記載してください。 

(4) 「還付所得計算期間の法人税額」の各欄 

イ 「納付の確定した法人税額６」欄には、還付所得計算期間の納付の確定した法人税額（申告書別表十九

（一）の「差引所得に対する法人税額」欄に記載された所得に対する法人税額ですが、その計算期間につ

いて更正が行われている場合には、更正決定通知書の「差引所得に対する法人税額」欄に記載された更正

後の法人税額）を記載してください。 

ロ 「控除税額７」欄には、還付所得計算期間において法人税額から控除した所得税額、みなし配当の25％

相当額及び外国税額の合計額を記載してください。 

なお、還付所得計算期間において法人税額から控除できないため還付を請求した所得税額等については、 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 

 

 

これに含まれないことになりますからご注意ください。 

ハ 「課税土地譲渡利益金額に対する税額８」欄には、租税特別措置法第３章第５節の２（土地の譲渡等が

ある場合の特別税額）の規定により加算された税額がある場合に、その金額を記載してください。 

ニ 「既に欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額10」欄には、還付所得計算期間について既に欠損金

の繰戻しにより、その一部の法人税額の還付を受けている場合に、その還付を受けた法人税額（還付加算

金は含みません。）を記載してください｡ 

2 (5) ｢還付金額12」欄には､ 9× 
5 

の算式によって計算した金額（円まで計算し、円未満の端数が生 

じた場合は切り捨てます。）を記載してください。 

(6) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預貯金口座への振

込みを希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください。）、預貯金の種類及

びその口座番号を記載してください。日本郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望されるときは、その通

常貯金口座の記号番号を記載してください。また、郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払を

受けるのに便利な郵便局名を記載してください。 

(7) 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求を行った後に、その請求の基礎となった欠損金額が過大であ

る等のため修正申告書を提出する場合には、「欠損金額１」から「還付金額12」までの各欄は、修正後の欠

損金額等に基づいて繰戻しを行った場合の計算を記載し、当初の請求に係る還付金額と修正による還付金額

との差額等は､修正申告書の別表十九（一）の｢この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税

額｣欄等に記載してください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名

押印してください。  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（正 本）                      法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書 

 
自 平成  年  月  日 

貴法人から平成  年  月  日付でされた（欠損事業年度） 
至 平成  年  月  日 

 
        自 平成  年  月  日 

（還付事業年度）              についての欠損金の繰戻しによる還付請求について 
         至 平成  年  月  日  
 
は、調査した結果、下記理由により請求（の一部）に理由がないと認められるので通知します。 
 

                   記 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
20．06 改正                               （法１３４３－２） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

（正 本）                      法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書 

 
自 平成  年  月  日 

貴法人から平成  年  月  日付でされた（欠損事業年度） 
至 平成  年  月  日 

 
        自 平成  年  月  日 

（還付事業年度）              についての欠損金の繰戻しによる還付請求について 
         至 平成  年  月  日  
 
は、調査した結果、下記理由により請求（の一部）に理由がないと認められるので通知します。 
 

                   記 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
17．03 改正                               （法１３４３－２） 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書 

 

１ 使用目的 

「欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書｣(法 1343-1、法 1343-2）は、欠損金の繰戻し

による還付請求書が期限後の請求、白色申告法人による請求等適法なものでない場合及び還付請求があった法人税の

全額、又は一部について還付を要しないもので、その請求の理由がなく、還付を要しない場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 
 「……（の一部）……」のかっこ書きの箇所については、還付請求があった法人税の全

部についての理由がなく、還付しないときは、これを抹消する。 

理 由 

 その処分の理由を簡潔かつ具体的に、例えば、「欠損事業年度の連結欠損金額××××円

が××××円に更正されたことによる。」とか、「……欠損事業年度の欠損金額×××円が

所得金額×××円に更正されたことによる。」、「還付請求書がその提出期限 （×月×日）

までに提出されなかったことによる。」等のように記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教      示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 
欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書 

 

１ 使用目的 

「欠損金の繰戻しによる還付請求（の一部）に理由がない旨の通知書｣(法 1343-1、法 1343-2）は、欠損金の繰戻し

による還付請求書が期限後の請求、白色申告法人による請求等適法なものでない場合及び還付請求があった法人税の

全額、又は一部について還付を要しないもので、その請求の理由がなく、還付を要しない場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 
 「……（の一部）……」のかっこ書きの箇所については、還付請求があった法人税の全

部についての理由がなく、還付しないときは、これを抹消する。 

理 由 

 その処分の理由を簡潔かつ具体的に、例えば、「欠損事業年度の連結欠損金額××××円

が××××円に更正されたことによる。」とか、「……欠損事業年度の欠損金額×××円が

所得金額×××円に更正されたことによる。」、「還付請求書がその提出期限 （×月×日）

までに提出されなかったことによる。」等のように記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教      示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
） 

継続等の場合の所得税額等の還付請求書  ※整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
  電話（  ）    － 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                   ○印  

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
 
 平成  年  月  日 
 
 
 

 

税 務 署 長 殿 事 業 種 目                   業 

 
   
 法人税法第120条の規定に基づき下記のとおり継続等の場合の所得税額等の還付を請求します。 
 

記 

継 続 又 は 合 併 の 日 年     月     日  

       区        分 請  求  金  額   ※ 金    額 

所 得 税 の 額 等 １   

外 国 税 額 ２   

      計    （１＋２） ３   

控 除 し た 金 額 ４   

還付を受 

けようと 

する税額 
の計算 

控除しきれなかった金額（３－４） ５   

還付を受けよ
うとする金融
機関等 

１ 銀行等の預金口座に振込みを希望する場合 
       銀行            本店・支店 

金庫・組合         出 張 所 
       漁協・農協         本所・支所 
       預金 口座番号            

２ ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 
  貯金口座の記号番号     －       
３ 郵便局等の窓口での受け取りを希望する場合 

郵便局名等             

 
（その他参考となるべき事項） 
 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

  
 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

継続等の場合の所得税額等の還付請求書  ※整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
  電話（  ）    － 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                   ○印  

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
 
 平成  年  月  日 
 
 
 

 

税 務 署 長 殿 事 業 種 目                   業 

 
   
 法人税法第120条の規定に基づき下記のとおり継続等の場合の所得税額等の還付を請求します。 
 

記 

継 続 又 は 合 併 の 日 年     月     日  

       区        分 請  求  金  額   ※ 金    額 

所 得 税 の 額 等 １   

外 国 税 額 ２   

      計    （１＋２） ３   

控 除 し た 金 額 ４   

還付を受 

けようと 

する税額 
の計算 

控除しきれなかった金額（３－４） ５   

還付される税
金の受取場所 

１ 銀行等の預貯金口座に振込みを希望する場合 
銀行・金庫・組合       本店・支店 

       漁  協  ・  農  協       本所・支所 
 
       預金 口座番号            

２ 日本郵政公社の通常貯金口座に振込みを希望する場合 
  通常貯金口座の記号番号     －       
 
３ 郵便局窓口での受け取りを希望する場合 

                  郵便局 
 
（その他参考となるべき事項） 
 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  備考  通 信 日付印 年 月 日 
確認
印 

  
 
18．06 改正 
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

継続等の場合の所得税額等の還付請求書の記載要領等 
 

１ この請求書は、清算中の法人が継続し又は合併により消滅した場合において、清算事業年度の予納

申告書に所得税額等の控除不足額があるときに当該税額の還付を受ける場合に使用してください。 

２ 継続等の場合の所得税額等の還付請求は、その継続の日の前日又は合併の日の前日の属する事業年

度の清算事業年度予納申告書の提出と同時に請求があった場合に限ります。 

３ この請求書は、次の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に２通（調査課所管法人の場合は３通）、

清算事業年度予納申告書と同時に提出してください。 

(1) 継続の場合は、継続の日の前日 

(2) 合併により消滅した場合は、合併の日の前日 

の属する事業年度の清算事業年度予納申告書の提出の日 

なお、やむを得ない事情によって清算事業年度予納申告書をその提出期限までに提出することが

できなかったものと税務署長が認めた場合には、期限後提出のものでも有効に取り扱われることにな

っていますので、このような場合には、その事情の詳細を記載した書類を添付してこの請求書を提出

してください。 

４ この請求書の各欄は、次により記載します。 

(1) 「※」欄は、記載しないでください。 

(2) 「還付を受けようとする税額の計算」の各欄 

イ 「所得税の額等１」欄には、みなし配当金額の 25％相当額と預貯金の利子及び合同運用信託

の収益の分配等の収入金額について課される所得税額のうち控除を受ける所得税額の総額との

合計額又は繰越所得税額控除限度超過額を有する適用年度後の事業年度の当期控除額若しくは

繰越所得税額控除限度超過額を有する解散等の日を含む事業年度の当期控除額を記載してくだ

さい。 

ロ 「外国税額２」欄には、当期の控除対象法人税額のうち、当期に控除できる金額を記載してく

ださい。 

(3) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行などの預貯金口

座への振込みを希望されるときはその取引銀行などの名称、預貯金の種類及びその口座番号を記載

してください。日本郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望されるときは、その通常貯金口座の

記号番号を記載してください。また、郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払を受け

るのに便利な郵便局名を記載してください。 

(4) 「その他参考となるべき事項」欄には、継続等の場合の所得税額等の還付を請求するに当たり参

考となるべき事項があれば記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

（追 加） 

継続等の場合の所得税額等の還付請求書の記載要領等 
 

１ この請求書は、清算中の法人が継続し又は合併により消滅した場合において、清算事業年度の予納

申告書に所得税額等の控除不足額があるときに当該税額の還付を受ける場合に使用してください。 

２ 継続等の場合の所得税額等の還付請求は、その継続の日の前日又は合併の日の前日の属する事業年

度の清算事業年度予納申告書の提出と同時に請求があった場合に限ります。 

３ この請求書は、次の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に２通（調査課所管法人の場合は３通）、

清算事業年度予納申告書と同時に提出してください。 

(1) 継続の場合は、継続の日の前日 

(2) 合併により消滅した場合は、合併の日の前日 

の属する事業年度の清算事業年度予納申告書の提出の日 

なお、やむを得ない事情によって清算事業年度予納申告書をその提出期限までに提出することが

できなかったものと税務署長が認めた場合には、期限後提出のものでも有効に取り扱われることにな

っていますので、このような場合には、その事情の詳細を記載した書類を添付してこの請求書を提出

してください。 

４ この請求書の各欄は、次により記載します。 

(1) 「※」欄は、記載しないでください。 

(2) 「還付を受けようとする税額の計算」の各欄 

イ 「所得税の額等１」欄には、みなし配当金額の 25％相当額と預貯金の利子及び合同運用信託

の収益の分配等の収入金額について課される所得税額のうち控除を受ける所得税額の総額との

合計額又は繰越所得税額控除限度超過額を有する適用年度後の事業年度の当期控除額若しくは

繰越所得税額控除限度超過額を有する解散等の日を含む事業年度の当期控除額を記載してくだ

さい。 

ロ 「外国税額２」欄には、当期の控除対象法人税額のうち、当期に控除できる金額を記載してく

ださい。 

(3) 「還付を受けようとする金融機関等」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行などの預

金口座への振込みを希望されるときはその取引銀行などの名称、預金の種類及びその口座番号を記

載してください。ゆうちょ銀行の貯金口座への振込みを希望されるときは、その貯金口座の記号番

号を記載してください。また、ゆうちょ銀行又は郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、

支払を受けるのに便利な郵便局名等を記載してください。 

(4) 「その他参考となるべき事項」欄には、継続等の場合の所得税額等の還付を請求するに当たり参

考となるべき事項があれば記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄に

は、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

の規定によりその計算方法を 
 
へ 

 
へ 

※整理番号  
 

特定災害防止準備金の計算方法を 
変 更 す る 場 合 の 承 認 申 請 書 

 
※連結グループ整理番号 

 
 

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                     業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  
特 定 災 害 防止 準 備 金 に つ い て 、 租 税特 別 措 置 法 （ 以 下 「 措 置法 」 と い い ま す 。） 

 
 □施行令第32条の４第６項 
 □施行令第39条の74第４項 
 
 □措置法施行令第32条の４第４項第１号に規定する計算方法から同項第２号に規定する計算方法                                               
 □措置法施行令第32条の４第４項第２号に規定する計算方法から同項第１号に規定する計算方法 
 
 変更又は 
 
 □措置法施行令第39条の74第２項第１号に規定する計算方法から同項第２号に規定する計算方法                                               
 □措置法施行令第39条の74第２項第２号に規定する計算方法から同項第１号に規定する計算方法 
 
 変更したいので下記のとおり申請します。 

記 

（計算方法を変更しようとする理由） 
  

（その他参考となるべき事項） 
  

 
税 理 士 署 名 押 印                                    ○印 

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算 
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
20･06 改正 

 

（
規
格
Ａ
４
） 

の規定によりその計算方法を 
 
へ 

 
へ 

※整理番号   
特定災害防止準備金の計算方法を 
変 更 す る 場 合 の 承 認 申 請 書 

 
※連結グループ整理番号 

 
 

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                     業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  
特 定 災 害 防 止 準 備 金 に つ い て 、 租 税 特 別 措 置 法（ 以 下 「 措 置 法 」 と い い ま す 。） 

 
 □施行令第32条の４第６項 
 □施行令第39条の74第４項 
 
 □措置法施行令第32条の４第４項第１号に規定する計算方法から同項第２号に規定する計算方法                                               
 □措置法施行令第32条の４第４項第２号に規定する計算方法から同項第１号に規定する計算方法 
 
 変更又は 
 
 □措置法施行令第39条の74第２項第１号に規定する計算方法から同項第２号に規定する計算方法                                               
 □措置法施行令第39条の74第２項第２号に規定する計算方法から同項第１号に規定する計算方法 
 
 変更したいので下記のとおり申請します。 

記 

（計算方法を変更しようとする理由） 
  

（その他参考となるべき事項） 
  

 
税 理 士 署 名 押 印                                    ○印 

 
※ 税 務 署 処 理 欄 部門  

決算 
期 

 
業種 
番号 

 
整理 
簿 

 備考  
 
18･06 改正 

 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

特 定 災 害 防 止 準 備 金 の 計 算 方 法 を 

変更する場合の承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第55条の６第１項の規定の適用を

受けた同条第１項の表の第１号に規定する法人（同項又は同条第９項の規定の適用を受けた被合併法

人等からその適用を受けた岩石採取場の移転を受けた合併法人等を含みます｡）がその適用を受けた後

の事業年度においてその選定した措置法施行令第32条の４第４項各号（同条第５項の規定により読み

替えて適用する場合を含みます｡）に掲げる計算の方法を変更しようとする場合又は措置法第68条の

45 第１項の規定の適用を受けた同条第１項に規定する連結親法人又はその連結子法人で措置法第 55

条の６第１項の表の第１号の上欄に掲げるもの（措置法第68条の45第１項又は第８項の規定の適用

を受けた被合併法人等からその適用を受けた岩石採取場の移転を受けた合併法人等を含みます｡）がそ

の適用を受けた後の連結事業年度においてその選定した措置法施行令第39条の74第２項各号（同条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を含みます｡）に掲げる計算の方法を変更しようとする場

合に使用してください。 

２ この申請書は、新たな特定災害防止準備金の計算方法を採用しようとする事業年度又は連結事業年

度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出して

ください。 

３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、

「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分及び変更しようとする計算方法の区分に応じ、該当する

□にレ印を付してください。 

(4) 「計算方法を変更しようとする理由」欄は、この申請により特定災害防止準備金の計算方法を変

更しようとする理由を具体的に記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄に

は、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

特 定 災 害 防 止 準 備 金 の 計 算 方 法 を 

変更する場合の承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第55条の６第１項の規定の適用を

受けた同条第１項の表の第１号に規定する法人（同項又は同条第９項の規定の適用を受けた被合併法

人等からその適用を受けた岩石採取場の移転を受けた合併法人等を含みます｡）がその適用を受けた後

の事業年度においてその選定した措置法施行令第32条の４第４項各号（同条第５項の規定により読み

替えて適用する場合を含みます｡）に掲げる計算の方法を変更しようとする場合又は措置法第68条の

45 第１項の規定の適用を受けた同条第１項に規定する連結親法人又はその連結子法人で措置法第 55

条の６第１項の表の第１号の上欄に掲げるもの（措置法第68条の45第１項又は第８項の規定の適用

を受けた被合併法人等からその適用を受けた岩石採取場の移転を受けた合併法人等を含みます｡）がそ

の適用を受けた後の連結事業年度においてその選定した措置法施行令第39条の74第２項各号（同条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を含みます｡）に掲げる計算の方法を変更しようとする場

合に使用してください。 

２ この申請書は、新たな特定災害防止準備金の計算方法を採用しようとする事業年度又は連結事業年

度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出して

ください。 

３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、

「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏

名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分及び変更しようとする計算方法の区分に応じ、該当する

□にレ印を付してください。 

(4) 「計算方法を変更しようとする理由」欄は、この申請により特定災害防止準備金の計算方法を変

更しようとする理由を具体的に記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特別買戻損失の発生割合について、                    の規定により下記の 

※整理番号   
特別買戻損失の発生割合認定申請書 

 

 

 

 
※連結グループ整理番号 

 
 

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                     業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
□租税特別措置法施行令第 33 条第５項                                               □租税特別措置法施行令第39条の78第４項  

とおり申請します。                                               記 

名 称  名 称  
 

納 税 地  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

 
 

代表者氏名  

合
は
記
載 

結
子
法
人
の
場 

類
似
法
人
が
連 代 表 者 氏 名  

類 
 

似 
 

法 
 

人 

 
 申請をする法人の当該事業年度終了の日の１月前の日の前日までに終了した類似法人の直近の事業 
年度又は申請をする連結親法人の当該連結事業年度終了の日の１月前の日の前日までに終了した類似 
法人の直近の連結事業年度の特別買戻損失の発生割合及びその計算の明細 

機 種  機 種  申請をする法人又 
は製造業者等が販 
売する電子計算機 性 能  

類似法人が販売 
する電子計算機 

性 能  

認定を受けようとする特別買戻損失の発生割合及びその計算に関する明細 
 

その他参考となるべき事項 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                    ○印 

 ※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06 改正 

 

（
規
格
Ａ
４
） 

 
特別買戻損失の発生割合について、                    の規定により下記の 

※整理番号   
特別買戻損失の発生割合認定申請書 

 

 

 

 
※連結グループ整理番号 

 
 

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                     業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
□租税特別措置法施行令第 33 条第５項                                               □租税特別措置法施行令第39条の78第４項  

とおり申請します。                                               記 

名 称  名 称  
 

納 税 地  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

 
 

代表者氏名  

合
は
記
載 

結
子
法
人
の
場 

類
似
法
人
が
連 代 表 者 氏 名  

類 
 

似 
 

法 
 

人 

 
 申請をする法人の当該事業年度終了の日の１月前の日の前日までに終了した類似法人の直近の事業 
年度又は申請をする連結親法人の当該連結事業年度終了の日の１月前の日の前日までに終了した類似 
法人の直近の連結事業年度の特別買戻損失の発生割合及びその計算の明細 

機 種  機 種  申請をする法人又 
は製造業者等が販 
売する電子計算機 性 能  

類似法人が販売 
する電子計算機 

性 能  

認定を受けようとする特別買戻損失の発生割合及びその計算に関する明細 
 

その他参考となるべき事項 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                    ○印 

 ※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06 改正 

 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

特別買戻損失の発生割合認定申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、電子計算機の製造又は販売の事業を営む単体法人（連結申告法人を除く法人をいい

ます｡)又は連結親法人が、特別買戻損失の発生割合の認定を受けようとする場合に使用してください。 

２ この申請書は、適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の１月前の日までに、租

税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第57条第３項に規定する特約に係る契約書の写し及び

措置法施行令第33条第５項に規定するその事業規模、その販売する電子計算機の性能及び特約の内容

が類似する他の法人の契約書の写しを添付して、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあ

っては２通）提出してください。 

３ 各欄は、次により記載します。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税地｣、

「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分に応じ、該当する□にレ印を付してください。 

(4) 「類似法人」の各欄 

申請をする単体法人又は連結親法人とその事業規模、その販売する電子計算機の性能及び措置法

施行令第33条第５項又は措置法施行令第39条の78第４項の特約の内容が類似する他の法人につ

いてその名称、納税地（類似法人が連結子法人である場合には、当該類似法人の本店又は主たる事

務所の所在地）、代表者氏名及び直近の事業年度又は連結事業年度の措置法施行令第33条第２項又

は措置法施行令第39条の78第１項に規定する特別買戻損失の発生割合及びその計算の明細を記載

してください。 

(5) 「申請をする法人又は製造業者等が販売する電子計算機の機種及び性能」及び「類似法人が販売

する電子計算機の機種及び性能」の各欄は、申請をする法人又は製造業者等及び類似法人が販売す

る電子計算機の機種及びその具体的な性能を記載してください。 

(6) 「認定を受けようとする特別買戻損失の発生割合及びその計算に関する明細」欄は、認定を受け

ようとする特別買戻損失の発生割合及びその計算に関する明細を記載してください。 

(7) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

(8) 「※」欄は、記載しないでください。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄に

は、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

特別買戻損失の発生割合認定申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、電子計算機の製造又は販売の事業を営む単体法人（連結申告法人を除く法人をいい

ます｡)又は連結親法人が、特別買戻損失の発生割合の認定を受けようとする場合に使用してください。 

２ この申請書は、適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の１月前の日までに、租

税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第57条第３項に規定する特約に係る契約書の写し及び

措置法施行令第33条第５項に規定するその事業規模、その販売する電子計算機の性能及び特約の内容

が類似する他の法人の契約書の写しを添付して、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあ

っては２通）提出してください。 

３ 各欄は、次により記載します。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏

名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分に応じ、該当する□にレ印を付してください。 

(4) 「類似法人」の各欄 

申請をする単体法人又は連結親法人とその事業規模、その販売する電子計算機の性能及び措置法

施行令第33条第５項又は措置法施行令第39条の78第４項の特約の内容が類似する他の法人につ

いてその名称、納税地（類似法人が連結子法人である場合には、当該類似法人の本店又は主たる事

務所の所在地）、代表者氏名及び直近の事業年度又は連結事業年度の措置法施行令第33条第２項又

は措置法施行令第39条の78第１項に規定する特別買戻損失の発生割合及びその計算の明細を記載

してください。 

(5) 「申請をする法人又は製造業者等が販売する電子計算機の機種及び性能」及び「類似法人が販売

する電子計算機の機種及び性能」の各欄は、申請をする法人又は製造業者等及び類似法人が販売す

る電子計算機の機種及びその具体的な性能を記載してください。 

(6) 「認定を受けようとする特別買戻損失の発生割合及びその計算に関する明細」欄は、認定を受け

ようとする特別買戻損失の発生割合及びその計算に関する明細を記載してください。 

(7) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

(8) 「※」欄は、記載しないでください。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

  

 
の規定による収用等に伴い代替資産を取得した場合における特 

※整理番号 
 収 用 等 に 伴 い 代 替 資 産 を 

取得した場合における特別勘定の 
設 定 期 間 延 長 承 認 申 請 書 

 

 
※連結グループ整理番号 

 
 

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印  

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                     業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
□租税特別措置法第64条の２第１項                                              
□租税特別措置法第68条の71第１項 

 別勘定の設定期間を下記により延長したいので申請します。 
                      記 
□ 措置法第64条第１項に規定する譲渡した資産について引き続き 
 措置法第64条の２第１項の特別勘定の金額を有しようと      す  る  ・  し な い 

□ 措置法第68条の70第１項に規定する譲渡した資産について引き 
 続き措置法第68条の71第１項の特別勘定の金額を有しようと    す  る  ・  し な い 
（設定期間の延長を必要とする理由） 
 
 
措置法第64 条の２第１項又は措 
置法第68 条の71 第１項に規定す 
る 収 用 等 の あ っ た 年 月 日 

措置法第64 条の２第１項又は措 
置法第68 条の71 第１項に規定す 
る補償金、対価又は清算金の額 

措置法第64 条の２第４項第１号 
又は措置法第68 条の71 第５項第 
１号に規定する特別勘定の金額 

年   月   日               円              円 

 種    類      

 構    造      

 
取代  
得替 
す資 
る産 
予の 
定内 
の容  規    模      

代 替 資 産 の 取 得 
予 定 年 月 日 ・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

（収用等に係る事業の施行の状況）           （事業の完了見込年月日  ・  ・  ） 
 
（生態影響調査の実施の状況）             （調査の完了予定年月日  ・  ・  ） 
 

税 理 士 署 名 押 印                                    ○印 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06 改正 

 

（
規
格
Ａ
４
） 

 

 
の規定による収用等に伴い代替資産を取得した場合における特 

※整理番号 
 収 用 等 に 伴 い 代 替 資 産 を 

取得した場合における特別勘定の 
設 定 期 間 延 長 承 認 申 請 書 

 

 
※連結グループ整理番号 

 
 

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印  

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                     業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
□租税特別措置法第64条の２第１項                                              
□租税特別措置法第68条の71第１項 

 別勘定の設定期間を下記により延長したいので申請します。 
                      記 
□ 措置法第64条第１項に規定する譲渡した資産について引き続き 
 措置法第64条の２第１項の特別勘定の金額を有しようと      す  る  ・  し な い 

□ 措置法第68条の70第１項に規定する譲渡した資産について引き 
 続き措置法第68条の71第１項の特別勘定の金額を有しようと    す  る  ・  し な い 
（設定期間の延長を必要とする理由） 
 
 
措置法第64 条の２第１項又は措 
置法第68 条の71 第１項に規定す 
る 収 用 等 の あ っ た 年 月 日 

措置法第64 条の２第１項又は措 
置法第68 条の71 第１項に規定す 
る補償金、対価又は清算金の額 

措置法第64 条の２第４項第１号 
又は措置法第68 条の71 第５項第 
１号に規定する特別勘定の金額 

年   月   日               円              円 

 種    類      

 構    造      

 
取代  
得替 
す資 
る産 
予の 
定内 
の容  規    模      

代 替 資 産 の 取 得 
予 定 年 月 日 ・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

（収用等に係る事業の施行の状況）           （事業の完了見込年月日  ・  ・  ） 
 
（生態影響調査の実施の状況）             （調査の完了予定年月日  ・  ・  ） 
 

税 理 士 署 名 押 印                                    ○印 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06 改正 

 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

収用等に伴い代替資産を取得した場合における 
特別勘定の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます｡）又は連結親法人が、租税特別措置
法（以下「措置法」といいます｡）施行令第39条第19項第１号イ又はロ、第２号の規定又は措置法施
行令第39条の99第５項第１号イ又はロ、第２号の規定により収用等に伴い代替資産を取得した場合
における特別勘定を設けた場合において、その収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことに
より４年を経過する日までに取得をすること又は敷地の用に供することが困難なため、その期間の延
長を申請する場合に使用してください。 
２ この申請書は、収用等があった日後４年を経過する日から２月以内に提出する必要があります。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してくだ
さい。 
４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載し
て添付してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税地｣、
「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分に応じ、該当する□にレ印を付してください。 
(4) 「措置法第64条第１項に規定する譲渡した資産について引き続き措置法第64条の２第１項の特
別勘定の金額を有しようとする・しない」欄及び「措置法第68条の70第１項に規定する譲渡した
資産について引き続き措置法第68条の71第１項の特別勘定の金額を有しようとする・しない」欄
には、該当する法令の区分に応じ、該当する□にレ印を付すとともに、「する」又は「しない」に
○を付してください。 

(5) 「設定期間の延長を必要とする理由」欄には、４年を経過する日までに取得をすること又は敷地
の用に供することができないこととなった事情を詳細に記載してください。 

(6) 「取得する予定の代替資産の内容」欄の各欄 
イ 「種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置の別）を記載して
ください。 
ロ 「構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ 「規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

(7) 「収用等に係る事業の施行の状況」欄及び「事業の完了見込年月日」の各欄には、措置法第 64
条の２第１項又は措置法第68条の71第１項に規定する収用等に係る事業の施行の状況及び当該事
業の完了見込年月日をそれぞれ記載してください。 

(8) 「生態影響調査実施の状況」欄及び「調査の完了予定年月日」の各欄には、措置法施行令第 39
条第19項第２号又は措置法施行令第39条の99第５項第２号に規定する生態影響調査の実施の状
況及び当該調査の完了予定年月日をそれぞれ記載してください。 

(9) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等
が署名押印してください。 

(10) 「※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税
に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄に
は、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 
 

収用等に伴い代替資産を取得した場合における 
特別勘定の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます｡）又は連結親法人が、租税特別措置
法（以下「措置法」といいます｡）施行令第39条第19項第１号イ又はロ、第２号の規定又は措置法施
行令第39条の99第５項第１号イ又はロ、第２号の規定により収用等に伴い代替資産を取得した場合
における特別勘定を設けた場合において、その収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことに
より４年を経過する日までに取得をすること又は敷地の用に供することが困難なため、その期間の延
長を申請する場合に使用してください。 
２ この申請書は、収用等があった日後４年を経過する日から２月以内に提出する必要があります。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してくだ
さい。 
４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載し
て添付してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏
名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分に応じ、該当する□にレ印を付してください。 
(4) 「措置法第64条第１項に規定する譲渡した資産について引き続き措置法第64条の２第１項の特
別勘定の金額を有しようとする・しない」欄及び「措置法第68条の70第１項に規定する譲渡した
資産について引き続き措置法第68条の71第１項の特別勘定の金額を有しようとする・しない」欄
には、該当する法令の区分に応じ、該当する□にレ印を付すとともに、「する」又は「しない」に
○を付してください。 

(5) 「設定期間の延長を必要とする理由」欄には、４年を経過する日までに取得をすること又は敷地
の用に供することができないこととなった事情を詳細に記載してください。 

(6) 「取得する予定の代替資産の内容」欄の各欄 
イ 「種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置の別）を記載して
ください。 
ロ 「構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ 「規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

(7) 「収用等に係る事業の施行の状況」欄及び「事業の完了見込年月日」の各欄には、措置法第 64
条の２第１項又は措置法第68条の71第１項に規定する収用等に係る事業の施行の状況及び当該事
業の完了見込年月日をそれぞれ記載してください。 

(8) 「生態影響調査実施の状況」欄及び「調査の完了予定年月日」の各欄には、措置法施行令第 39
条第19項第２号又は措置法施行令第39条の99第５項第２号に規定する生態影響調査の実施の状
況及び当該調査の完了予定年月日をそれぞれ記載してください。 

(9) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等
が署名押印してください。 

(10) 「※」欄は、記載しないでください。 
 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 

 
 
 

 

※整理番号  
 
         特定の資産の買換えの場合における 

         特別勘定の設定期間延長承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  業種番号  
代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

 
                             
  租税特別措置法              の規定による特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間を 
 
 下記により延長したいので申請します。 

記    

      法第65条の ７第４項第1号 
 申請時の               に規定する特別勘定の金額 
      法第68条の78第５項第1号 

円 

種 類    

構 造    

規 模    

価 額 
円 円 円 

買
換
資
産
の
内
容 

取
得
し
よ
う
と
す
る 

所 在 地    

買 換 資 産 の 取 得 
予 定 年 月 日 

   ・   ・       ・   ・       ・   ・    

認 定 を 受 け よ う 
と す る 年 月 日 

   ・   ・       ・   ・       ・   ・    

(設定期間の延長を必要とする理由) 

(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

20.06改正                                        (法１３３１）  

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の 7 第1項 
第68条の78第1項 

※整理番号  
 
         特定の資産の買換えの場合における 

         特別勘定の設定期間延長承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  業種番号  
代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

 
                             
  租税特別措置法              の規定による特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間を 
 
 下記により延長したいので申請します。 

記    

      法第65条の ８第４項第1号 
 申請時の               に規定する特別勘定の金額 
      法第68条の79第５項第1号 

円 

種 類    

構 造    

規 模    

価 額 
円 円 円 

買
換
資
産
の
内
容 

取
得
し
よ
う
と
す
る 

所 在 地    

買 換 資 産 の 取 得 
予 定 年 月 日 

   ・   ・       ・   ・       ・   ・    

認 定 を 受 け よ う 
と す る 年 月 日 

   ・   ・       ・   ・       ・   ・    

(設定期間の延長を必要とする理由) 

(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

19.06改正                                        (法１３３１）  

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の 8 第1項 
第68条の79第1項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 

 

特定の資産の買換えの場合における特別勘定 
の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 
１ この申請書は、単体法人（連結法人を除く法人をいいます｡）又は連結親法人が、租税特別措置
法（以下「措置法」といいます｡）第 65 条の８又は、同法第 68 条の 79 の規定により特定の資産
の買換えの場合における特別勘定を設けた場合において、その特定の資産を譲渡した日を含む事
業年度又は連結事業年度（以下「譲渡事業年度」といいます｡）の翌事業年度又は翌連結事業年度
開始の日から１年以内に買換資産を取得することがやむを得ない事情によって困難なため、その
期間の延長を申請する場合に使用してください。 

２ この申請書は、譲渡事業年度終了の日の翌日から２月以内に提出する必要があります。 
 なお、措置法第 65 条の８のかっこ書又は、同法第 68 条の 79 のかっこ書の規定に基づく特別
勘定の設定期間の延長申請をしないで特別勘定を設けている場合において、譲渡事業年度の翌事
業年度又は翌連結事業年度開始の日から２月を経過した日以後にやむを得ない事情が生じたた
め、１年以内に買換資産を取得することが困難であることとなった場合には、当該事情が生じた
日から２月以内に限ってこの申請をすることができます。 

３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、その特別勘定の設定の基礎となった措置法第 65
条の７第１項又は同法第 68 条の 78 第 1項の表の各号の上欄に掲げる譲渡資産の区分ごとに別葉
とし、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記
載して添付してください。 
(1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税
地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

 (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表
者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) ｢申請時の              に規定する特別勘定の金額」欄には、この 
 
申請書を提出する日現在における特定資産買換特別勘定の金額（譲渡事業年度の前事業年度又
は前連結事業年度までに設けた特別勘定の金額がある場合には、この金額を除きます｡)を記載
しますが、特別勘定設定後益金の額に算入されるべき金額があるにもかかわらず特別勘定の取
り崩しを行っていない場合には、当該金額を控除した残額を記載することに注意してください。 

(4) ｢取得しようとする買換資産の内容」欄の各欄 
イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置の別）を記載
してください。 

ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 
ニ ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合には、その所在地を記載し、取得予定資産
が土地以外の資産の場合には、将来その資産が所在することとなる予定地を記載してくださ
い。 

(5) ｢設定期間の延長を必要とする理由」欄には、設定期間の延長を必要とするやむを得ない事
情を詳細に記載してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
  （追 加） 

法第65条の ８第４項第１号 
法第68条の 79第５項第１号 

特定の資産の買換えの場合における特別勘定 
の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 
１ この申請書は、単体法人（連結法人を除く法人をいいます｡）又は連結親法人が、租税特別措置
法（以下「措置法」といいます｡）第 65 条の７又は、同法第 68 条の 78 の規定により特定の資産
の買換えの場合における特別勘定を設けた場合において、その特定の資産を譲渡した日を含む事
業年度又は連結事業年度（以下「譲渡事業年度」といいます｡）の翌事業年度又は翌連結事業年度
開始の日から１年以内に買換資産を取得することがやむを得ない事情によって困難なため、その
期間の延長を申請する場合に使用してください。 
２ この申請書は、譲渡事業年度終了の日の翌日から２月以内に提出する必要があります。 
 なお、措置法第 65 条の７のかっこ書又は、同法第 68 条の 78 のかっこ書の規定に基づく特別
勘定の設定期間の延長申請をしないで特別勘定を設けている場合において、譲渡事業年度の翌事
業年度又は翌連結事業年度開始の日から２月を経過した日以後にやむを得ない事情が生じたた
め、１年以内に買換資産を取得することが困難であることとなった場合には、当該事情が生じた
日から２月以内に限ってこの申請をすることができます。 

３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、その特別勘定の設定の基礎となった措置法第 65
条の７第１項又は同法第68条の 78第 1項の表の各号の上欄に掲げる譲渡資産の区分ごとに別葉
とし、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記
載して添付してください。 
(1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納
税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

 (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代
表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
(3) ｢申請時の              に規定する特別勘定の金額」欄には、この 
 
申請書を提出する日現在における特定資産買換特別勘定の金額（譲渡事業年度の前事業年度又
は前連結事業年度までに設けた特別勘定の金額がある場合には、この金額を除きます｡)を記載
しますが、特別勘定設定後益金の額に算入されるべき金額があるにもかかわらず特別勘定の取
り崩しを行っていない場合には、当該金額を控除した残額を記載することに注意してください。 
(4) ｢取得しようとする買換資産の内容」欄の各欄 
イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置の別）を記載
してください。 
ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 
ニ ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合には、その所在地を記載し、取得予定資産
が土地以外の資産の場合には、将来その資産が所在することとなる予定地を記載してくださ
い。 

(5) ｢設定期間の延長を必要とする理由」欄には、設定期間の延長を必要とするやむを得ない事
情を詳細に記載してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

法第65条の ７第４項第１号 
法第68条の78第５項第１号 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

特定の資産の買換えの場合における 

特別勘定の設定期間延長認定通知書 

 
貴法人から平成  年  月  日付で申請があった特定の資産の買換えの場合における特別 
 

              第 65 条の７第 1 項の表の第 号該当 
勘定 租税特別措置法                   の設定期間の延長については、 

              第 68 条の 78 第 1 項の表の第 号該当 
 

下記のとおり認定したので通知します。         

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等  

取得しようとする買換資産の内容 買換資産を取得することができると認められる日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 
 

 平 成    年    月    日 

 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 

20．06 改正                                    （法１３３２－２） 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

特定の資産の買換えの場合における 

特別勘定の設定期間延長認定通知書 

 
貴法人から平成  年  月  日付で申請があった特定の資産の買換えの場合における特別 
 

              第 65 条の 8 第 1 項の表の第 号該当 
勘定 租税特別措置法                   の設定期間の延長については、 

              第 68 条の 79 第 1 項の表の第 号該当 
 

下記のとおり認定したので通知します。         

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

取得しようとする買換資産の内容 買換資産を取得することができると認められる日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 平 成    年    月    日 

 
 

 平 成    年    月    日 

 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 

19．06 改正                                    （法１３３２－２） 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長認定通知書 

１ 使用目的 

「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長認定通知書」(法 1332-1、1332-2）は、特定の資産

の買換えの場合における特別勘定の設定期間の延長申請について､買換資産の取得をすることができる日の認定を行

う場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

取得しようとする 

買換資産の内容 
 買換資産の種類､構造､規模等について記載する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の

ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長認定通知書 

１ 使用目的 

「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長認定通知書」(法 1332-1、1332-2）は、特定の資産

の買換えの場合における特別勘定の設定期間の延長申請について､買換資産の取得をすることができる日の認定を行

う場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

取得しようとする 

買換資産の内容 
 買換資産の種類､構造､規模等について記載する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
 
         先行取得資産に係る買換えの特例 

         の 適 用 に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

      税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   自 平成  年  月  日  
                 (連結)事業年度において取得をした下記の資産につき、 
   至 平成  年  月  日  
                          
                                 
  租税特別措置法             (先行取得資産がある場合の買換えの特例の適用)の規定の適用を      
                           
                          
  受けたいので、下記のとおり届け出ます。 
                           記    

 種 類    

 規 模    

 所 在 地    

 用 途    

 取 得 年 月 日    年   月   日    年   月   日    年   月   日 

先
行
取
得
資
産 

 取 得 価 額 
円 円 円 

 譲渡予定資産の種類    

 そ の 他 参 考 と 
 な る べ き 事 項 

 
 

 
 

 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の7第3項 
第68条の78第3項 

※整理番号  
 
         先行取得資産に係る買換えの特例 

         の 適 用 に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

      税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   自 平成  年  月  日  
                 (連結)事業年度において取得をした下記の資産につき、 
   至 平成  年  月  日  
                          
                                 
  租税特別措置法             (先行取得資産がある場合の買換えの特例の適用)の規定の適用を      
                           
                          
  受けたいので、下記のとおり届け出ます。 
                           記    

 種 類    

 規 模    

 所 在 地    

 用 途    

 取 得 年 月 日    年   月   日    年   月   日    年   月   日 

先
行
取
得
資
産 

 取 得 価 額 
円 円 円 

 譲渡予定資産の種類    

 そ の 他 参 考 と 
 な る べ き 事 項 

 
 

 
 

 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の7第3項 
第68条の78第3項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

先行取得資産に係る買換えの特例 
の適用に関する届出書の記載要領等 

 

１ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、取得（製

作又は建設を含みます。）をした資産について、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第

65 条の７第３項又は、同法第 68 条の 78第３項（先行取得資産がある場合の買換えの特例の適用）

の規定の適用を受ける旨を届け出る場合に使用してください。 

２ この届出書は、その取得をした日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から２月以内 

 に、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

３ 届出書の各欄は、次により記載してください。なお、措置法第 65 条の７第３項又は同法第 68

条の 78 第３項の規定は、この届出書に記載された資産に限り適用を受けることができますから、

明確に記載してください。 

また、この届出書に記載しきれない場合には、別紙に記載してください。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納

税地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) ｢種類」欄及び「用途」欄は、その資産が減価償却資産である場合には、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令別表に定めるところに準じて記載してください。 

  (4) ｢規模」欄は、その資産が、土地等、建物、構築物等にあってはその面積等を、機械及び装

置等にあっては処理能力等を記載してください。 

  (5) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

  (6) ｢※」欄は、記載しないでください。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」

の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

先行取得資産に係る買換えの特例 
の適用に関する届出書の記載要領等 

 

１ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、取得（製

作又は建設を含みます。）をした資産について、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第

65 条の７第３項又は、同法第 68 条の 78第３項（先行取得資産がある場合の買換えの特例の適用）

の規定の適用を受ける旨を届け出る場合に使用してください。 

２ この届出書は、その取得をした日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から２月以内 

 に、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

３ 届出書の各欄は、次により記載してください。なお、措置法第 65 条の７第３項又は同法第 68

条の 78 第３項の規定は、この届出書に記載された資産に限り適用を受けることができますから、

明確に記載してください。 

また、この届出書に記載しきれない場合には、別紙に記載してください。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税

地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) ｢種類」欄及び「用途」欄は、その資産が減価償却資産である場合には、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令別表に定めるところに準じて記載してください。 

  (4) ｢規模」欄は、その資産が、土地等、建物、構築物等にあってはその面積等を、機械及び装

置等にあっては処理能力等を記載してください。 

  (5) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

  (6) ｢※」欄は、記載しないでください。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
の規定による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土 

※整理番号  
大規模な住宅地等造成事業の施行区域内
にある土地等の造成のための譲渡に伴う
期中特別勘定の設定期間延長承認申請書 

 
※連結グループ整理番号  

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                     業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  □租税特別措置法第65条の12第１項                             

                              
□租税特別措置法第68条の83第１項                             

  
地等の造成のための譲渡に伴う特別勘定を下記により設定したいので申請します。 

                       記 
申 請 の 日 に お ける措 置法 第 65条 の 12第 ５項 
第１号又は措置法第 68条の 83第６項第１号に 
規 定 す る 特 別 勘 定 の 金 額  

譲り受けようとする措置法第 65条の 12第１項 
又 は 措 置 法 第 68条 の 83第 １ 項 の 宅地の 取得 
価 額 の 見 積 額  

円 円 

（措置法第65条の12第１項又は措置法第68条の83第１項に規定するやむを得ない事情の詳細） 

措置法第 65 条の 12 第１項又は措置法第 68 条の 
8 3 第 １ 項 の 宅 地 を 譲 り 受 け る 予 定 年 月 日 

  平 成    年    月    日  

（その他参考となるべき事項） 
 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                    ○印  

 ※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 

 

 

（
規
格
Ａ
４
） 

 
の規定による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土 

※整理番号  
大規模な住宅地等造成事業の施行区域内
にある土地等の造成のための譲渡に伴う
期中特別勘定の設定期間延長承認申請書 

 
※連結グループ整理番号  

（フリガナ）  
提出 
法人 法 人 名  

納 税 地 
〒 
  
  電話(  )   －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                    ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
  
  

 

 

 

平成  年  月  日 

   

 

 

 
 

税 務 署 長 殿  

 
□□ 
単連 
体結 
法親 
人法 
 人 

事 業 種 目                    業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒        (   局    署） 
 
   電話（  ）  －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 
  整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                     業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  □租税特別措置法第65条の12第１項                             

                              
□租税特別措置法第68条の83第１項                             

  
地等の造成のための譲渡に伴う特別勘定を下記により設定したいので申請します。 

                       記 
申 請 の 日 に お ける措 置法 第 65条 の 12第 ５項 
第１号又は措置法第 68条の 83第６項第１号に 
規 定 す る 特 別 勘 定 の 金 額  

譲り受けようとする措置法第 65条の 12第１項 
又 は 措 置法 第 68条 の 83第 １ 項 の 宅地の 取得 
価 額 の 見 積 額  

円 円 

（措置法第65条の12第１項又は措置法第68条の83第１項に規定するやむを得ない事情の詳細） 

措置法第 65 条の 12 第１項又は措置法第 68 条の 
8 3 第 １ 項 の 宅 地 を 譲 り 受 け る 予 定 年 月 日 

  平 成    年    月    日  

（その他参考となるべき事項） 
 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                    ○印  

 ※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 

 

 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成
のための譲渡に伴う期中特別勘定の設定期間延長承認申請書
の記載要領等 

 

１ この申請書は、租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)第65条の12第１項又は措置法第68
条の 83 第１項に規定する宅地を譲り受けることを約して造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡を
した単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます｡)又は連結親法人が、当該宅地の造成に要する期
間が１年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡を含む事業年度（被合併法人の合
併（適格合併を除く｡)の前日を含む事業年度を除く｡)終了の日までに当該宅地を譲り受けることが困
難であり、かつ政令で定めるところにより、取得認定期間（当該譲渡をした日を含む事業年度終了の
日の翌日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間をいいます｡)内に当該宅地を譲り受ける
見込みである場合において（当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併
に係る合併法人が取得認定期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることその他の政令で定めるも
のであることを含む｡)、措置法第65条の12第１項の規定又は措置法第68条の83第１項により税務
署長の承認を受けようとするときに使用してください。 
２ この申請書は、譲渡をした日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から２月（その日か
ら２月を経過した日以後にやむを得ない事情が生じたため税務署長が認定する日までに宅地を譲り受
けることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日から２月）を経過する日までに、
提出してください。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、土地等の買取りをする者の一団の宅地の造成に関す
る事業により造成される宅地（土地等の買取りをする者の有するものに限る｡)を当該土地等が買い取
られた者に対し譲渡する予定年月日及び当該宅地の価額の見込額を証する書類を添付して、１通（調
査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載し
て添付してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税地｣、
「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分に応じ、該当する□にレ印を付してください。 
(4) 「申請の日における特別勘定の金額」欄には、その申請の日における措置法第65条の12第５項
第１号又は措置法第68条の83第６項第１号に規定する特別勘定の金額を記載してください。 

(5) 「譲り受けようとする宅地の取得価額の見積額」欄には、譲り受けようとする措置法第65条の
12第１項又は措置法第68条の83第１項の宅地の取得価額の見積額を記載してください。 

(6) 「やむを得ない事情の詳細」欄には、措置法第65条の12第１項又は措置法第68条の83第１項
に規定するやむを得ない事情の詳細を記載してください。 

(7) 「宅地を譲り受ける予定年月日」欄には、上記(5)の宅地を譲り受ける予定年月日を記載してく
ださい。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等
が署名押印してください。 

(9) 「※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税
に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄に
は、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成
のための譲渡に伴う期中特別勘定の設定期間延長承認申請書
の記載要領等 

 

１ この申請書は、租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)第65条の12第１項又は措置法第68
条の 83 第１項に規定する宅地を譲り受けることを約して造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡を
した単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます｡)又は連結親法人が、当該宅地の造成に要する期
間が１年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡を含む事業年度（被合併法人の合
併（適格合併を除く｡)の前日を含む事業年度を除く｡)終了の日までに当該宅地を譲り受けることが困
難であり、かつ政令で定めるところにより、取得認定期間（当該譲渡をした日を含む事業年度終了の
日の翌日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間をいいます｡)内に当該宅地を譲り受ける
見込みである場合において（当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併
に係る合併法人が取得認定期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることその他の政令で定めるも
のであることを含む｡)、措置法第65条の12第１項の規定又は措置法第68条の83第１項により税務
署長の承認を受けようとするときに使用してください。 
２ この申請書は、譲渡をした日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から２月（その日か
ら２月を経過した日以後にやむを得ない事情が生じたため税務署長が認定する日までに宅地を譲り受
けることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日から２月）を経過する日までに、
提出してください。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、土地等の買取りをする者の一団の宅地の造成に関す
る事業により造成される宅地（土地等の買取りをする者の有するものに限る｡)を当該土地等が買い取
られた者に対し譲渡する予定年月日及び当該宅地の価額の見込額を証する書類を添付して、１通（調
査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載し
て添付してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏
名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分に応じ、該当する□にレ印を付してください。 
(4) 「申請の日における特別勘定の金額」欄には、その申請の日における措置法第65条の12第５項
第１号又は措置法第68条の83第６項第１号に規定する特別勘定の金額を記載してください。 

(5) 「譲り受けようとする宅地の取得価額の見積額」欄には、譲り受けようとする措置法第65条の
12第１項又は措置法第68条の83第１項の宅地の取得価額の見積額を記載してください。 

(6) 「やむを得ない事情の詳細」欄には、措置法第65条の12第１項又は措置法第68条の83第１項
に規定するやむを得ない事情の詳細を記載してください。 

(7) 「宅地を譲り受ける予定年月日」欄には、上記(5)の宅地を譲り受ける予定年月日を記載してく
ださい。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等
が署名押印してください。 

(9) 「※」欄は、記載しないでください。 
（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

                                      

※整理番号          認定事業用地適正化計画の事業用地の 
        区域内にある土地等を譲渡した場合に 
        おける特別勘定の設定に関する承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
                                   
  租税特別措置法              の規定による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を  
                           
                          
 譲渡した場合における特別勘定を下記により設定したいので申請します。 
                           記    

種 類    

構 造    

規 模    

所 在 地    

取 得 価 額 
の 見 積 額 

円 円 円 

譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
土
地
建
物
等
の
内
容 譲り受けの 

予定年月日 
    ･    ･         ・    ・         ・    ・    

 (その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 

20．06改正      

第65条の14第１項 
第68条の85第1項 

（
規
格
Ａ
４
） 

                                     

※整理番号          認定事業用地適正化計画の事業用地の 
        区域内にある土地等を譲渡した場合に 
        おける特別勘定の設定に関する承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
                                   
  租税特別措置法              の規定による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を  
                           
                          
 譲渡した場合における特別勘定を下記により設定したいので申請します。 
                           記    

種 類    

構 造    

規 模    

所 在 地    

取 得 価 額 
の 見 積 額 

円 円 円 

譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
土
地
建
物
等
の
内
容 譲り受けの 

予定年月日 
    ･    ･         ・    ・         ・    ・    

 (その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 

18．06改正      

第65条の14第１項 
第68条の85第1項 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡
した場合における特別勘定の設定に関する承認申請書の記載要領等 

 
１ この申請書は、租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡）第 65 条の 13 第１項第２号及び第 68 条の 84 第
１項第２号の認定事業者に同号の所有隣接土地等（以下「所有隣接土地等」といいます｡）の譲渡をした単体法人(連
結申告法人を除く法人をいう。)又は連結親法人が、当該譲渡をした日を含む事業年度又は連結事業年度の翌事業
年度又は翌連結事業年度開始の日から同日以後１年を経過する日までの期間内に同号の土地建物等の譲受けをす
る見込みである場合において、措置法第 65条の 14第１項及び第 68条の 85第１項の規定により税務署長の承認を
受けようとするときに使用してください。 
２ この申請書は、所有隣接土地等の譲渡をした日を含む事業年度又は連結事業年度の翌事業年度又は翌連結事業年
度開始の日から２か月を経過する日までに提出する必要があります。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、措置法第 65条の 13第１項第２号及び第 68条の 84第１項第２号
の譲渡及び譲受けの契約書を添付して、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
  なお、その特別勘定の設定の基礎となった所有隣接土地等が２以上ある場合には、それぞれの 
所有隣接土地等ごとに別葉としてください。 

４ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名等」、「納税地」、「代表者氏

名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

 (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表

者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
５ ｢譲り受けようとする土地建物等の内容」の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合
は、適宜別紙に記載して添付してください。 
(1) ｢種類」欄には、譲り受けようとする土地建物等の種類（土地、土地の上に存する権利、建物等の別）を記載
してください。 

 (2) ｢構造」欄には、譲り受けようとする資産が建物等である場合にその構造を記載します。 
(3) ｢種類」欄及び「構造」欄は、譲り受けようとする資産が減価償却資産である場合には、耐用年数省令別表に
定めるところに準じて記載してください。 

６ ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印して
ください。 
７ ｢※」欄は、記載しないでください。 
８ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は
氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡
した場合における特別勘定の設定に関する承認申請書の記載要領等 

 
１ この申請書は、租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡）第 65 条の 13 第１項第２号及び第 68 条の 84 第
１項第２号の認定事業者に同号の所有隣接土地等（以下「所有隣接土地等」といいます｡）の譲渡をした単体法人(連
結申告法人を除く法人をいう。)又は連結親法人が、当該譲渡をした日を含む事業年度又は連結事業年度の翌事業
年度又は翌連結事業年度開始の日から同日以後１年を経過する日までの期間内に同号の土地建物等の譲受けをす
る見込みである場合において、措置法第 65条の 14第１項及び第 68条の 85第１項の規定により税務署長の承認を
受けようとするときに使用してください。 
２ この申請書は、所有隣接土地等の譲渡をした日を含む事業年度又は連結事業年度の翌事業年度又は翌連結事業年
度開始の日から２か月を経過する日までに提出する必要があります。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、措置法第 65条の 13第１項第２号及び第 68条の 84第１項第２号
の譲渡及び譲受けの契約書を添付して、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
  なお、その特別勘定の設定の基礎となった所有隣接土地等が２以上ある場合には、それぞれの 
所有隣接土地等ごとに別葉としてください。 

４ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏名」、

「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

 (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表者

住所」及び「事業種目」を記載してください。 
５ ｢譲り受けようとする土地建物等の内容」の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合
は、適宜別紙に記載して添付してください。 
(1) ｢種類」欄には、譲り受けようとする土地建物等の種類（土地、土地の上に存する権利、建物等の別）を記載
してください。 

 (2) ｢構造」欄には、譲り受けようとする資産が建物等である場合にその構造を記載します。 
(3) ｢種類」欄及び「構造」欄は、譲り受けようとする資産が減価償却資産である場合には、耐用年数省令別表に
定めるところに準じて記載してください。 

６ ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印して
ください。 
７ ｢※」欄は、記載しないでください。 
  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

 

   認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した 
                            承 認 
   場合における特別勘定の設定に関する承認申請の    通 知 書 

                         却 下 
 
貴法人から平成  年  月  日付でされた認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内 
 

にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請については、調査した 
 
    相 当             承 認 
ところ     と認められるのでこれを     したから通知します。 

不相当             却 下 
 

 

 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 

20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

   認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した 
                            承 認 
   場合における特別勘定の設定に関する承認申請の    通 知 書 

                         却 下 
 
貴法人から平成  年  月  日付でされた認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内 
 

にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認申請については、調査した 
 
    相 当             承 認 
ところ     と認められるのでこれを     したから通知します。 

不相当             却 下 
 

 

 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 

17．03 改正  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した
                       承 認 
場合における特別勘定の設定に関する承認申請の    通知書 
                       却 下 

１ 使用目的  

 「認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認 
   承 認   
申請の   決議書」は、認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘 
   却 下 
定の設定に関する承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 標 題 及 び 本 文 

 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別

勘定の設定に関する承認申請について、承認する場合は､｢却下｣及び「不相当」の文字を抹

消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の文字を抹消する。 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教      示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ
の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は
氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した
                       承 認 
場合における特別勘定の設定に関する承認申請の    通知書 
                       却 下 

１ 使用目的  

 「認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘定の設定に関する承認 
   承 認   
申請の   決議書」は、認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別勘 
   却 下 
定の設定に関する承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 標 題 及 び 本 文 

 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における特別

勘定の設定に関する承認申請について、承認する場合は､｢却下｣及び「不相当」の文字を抹

消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の文字を抹消する。 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教      示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 
  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

改 正 後 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

 

土
 
地
 
の
 
無
 
償
 
返
 
還
 
に
 
関
 
す
 
る
 
届
 
出
 
書
 
の
 
記
 
載
 
要
 
領
 
等
 

 
１
 
こ
の
届
出
書
は
、
法
人
税
基
本
通
達
13－

１
－
７
《
権
利
金
の
認
定
見
合
せ
》
又
は
連
結
納
税
基

本
通
達
16－

１
－
７
《
権
利
金
の
認
定
見
合
せ
》
に
基
づ
い
て
土
地
の
無
償
返
還
の
届
出
を
す
る
場

合
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
  こ
の
届
出
書
は
、
土
地
所
有
者
（
借
地
権
の
転
貸
の
場
合
に
お
け
る
借
地
権
者
を
含
み
ま
す
。
以
下

同
じ
｡)の

納
税
地
（
土
地
所
有
者
が
連
結
申
告
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
連
結
親
法
人
の
納
税
地
）
の
所

轄
税
務
署
長
（
国
税
局
の
調
査
課
所
管
法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
轄
国
税
局
長
）
に
２
通
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
 

 
(注
)１
 
借
地
権
の
転
貸
の
場
合
に
は
、
こ
の
届
出
書
の
「
土
地
所
有
者
」
を
「
借
地
権
者
」
と
訂
正

し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
こ
の
届
出
書
は
、
土
地
所
有
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
  こ
の
届
出
書
の
提
出
後
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
に
係
る
土
地
の
所
有
又
は
使
用
に
関
す
る
権
利
等
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
変
動
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
借
地
人
等
と
の
連
名
の
書
面

（
２
通
と
し
ま
す
｡）
に
よ
り
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

(1)  合
併
又
は
相
続
等
に
よ
り
土
地
所
有
者
又
は
借
地
人
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
 

(2)  土
地
所
有
者
又
は
借
地
人
等
の
住
所
又
は
所
在
地
（
納
税
地
が
そ
の
住
所
又
は
所
在
地
と
異
な

る
場
合
に
は
、
そ
の
納
税
地
）
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
 

(3)  契
約
の
更
新
又
は
更
改
が
あ
っ
た
場
合
 

(4)  こ
の
届
出
書
に
係
る
契
約
に
基
づ
き
土
地
の
無
償
返
還
が
行
わ
れ
た
場
合
 

４
  各
欄
の
記
載
は
次
に
よ
り
ま
す
。

 

「
 借
地
権
の
設
定
等
 

(1)  
使
用
貸
借
契
約
」
は
、
契
約
の
種
類
に
応
じ
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

(2)  「
地
目
及
び
面
積
」
は
、
そ
の
土
地
の
登
記
簿
上
の
地
目
又
は
面
積
が
現
況
と
異
な
る
場
合
に

は
、
そ
の
現
況
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(3)  「
住
所
又
は
所
在
地
」
に
は
、
土
地
所
有
者
及
び
借
地
人
等
の
住
所
又
は
所
在
地
を
記
載
し
ま
す
が
、

納
税
地
が
そ
の
住
所
又
は
所
在
地
と
異
な
る
場
合
に
は
そ
の
納
税
地
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(4)  「
借
地
人
等
の
所
轄
税
務
署
又
は
所
轄
国
税
局
」
に
は
、
借
地
人
等
の
納
税
地
（
借
地
人
等
が

連
結
申
告
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
連
結
親
法
人
の
納
税
地
）
の
所
轄
税
務
署
（
国
税
局
の
調
査
課

所
管
法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
轄
国
税
局
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
(5)  「（

契
約
の
概
要
等
）」
は
次
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

イ
  「
１
契
約
の
種
類
」
に
は
、
例
え
ば
「
地
上
権
の
設
定
」、「

土
地
の
賃
貸
借
」、「
地
役
権
の
設

定
」、「

借
地
権
の
転
貸
」、「

土
地
の
使
用
貸
借
」
等
の
よ
う
に
、
そ
の
契
約
の
種
類
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。
 

ロ
 
「
２
土
地
の
使
用
目
的
」
に
は
、
例
え
ば
「
鉄
骨
造
工
場
用
建
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
」、

「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
10
階
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
の
た
め
」
等
の
よ
う
に
、
借
地
人
等
に

お
け
る
そ
の
土
地
の
使
用
目
的
を
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ハ
  「
４
建
物
等
の
状
況
」
の
各
欄
は
、
借
地
人
等
が
こ
の
届
出
書
に
係
る
土
地
の
上
に
有
し
て
い

る
建
物
等
に
つ
い
て
、
次
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ｲ) 「
(1)種

類
」
に
は
、
建
物
、
構
築
物
等
の
別
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ﾛ) 「
(2)構

造
及
び
用
途
」
に
は
、
そ
の
建
物
等
の
構
造
及
び
用
途
を
、
例
え
ば
「
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
、
店
舗
用
」
等
の
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ﾊ) 「
(3)建

築
面
積
等
」
に
は
、
そ
の
建
物
等
の
建
築
面
積
、
階
数
、
延
床
面
積
等
を
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
 

ニ
  「
５
土
地
の
価
額
等
」
の
各
欄
に
は
、
そ
の
借
地
権
の
設
定
又
は
使
用
貸
借
契
約
を
し
た
時
に

お
け
る
当
該
土
地
の
更
地
価
額
（
借
地
権
の
転
貸
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
借
地
権
の
価
額
）

及
び
収
受
す
る
こ
と
と
し
た
地
代
の
年
額
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

な
お
、「
(1)土

地
の
価
額
」
の
「（
財
産
評
価
額
      円

）」
に
は
、
当
該
土
地
の
財
産
評
価

額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ホ
  「
６
特
約
事
項
」
に
は
、
例
え
ば
建
物
の
用
途
制
限
、
契
約
の
更
新
等
に
つ
い
て
特
約
が
あ
る

場
合
に
、
そ
の
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
 
こ
の
届
出
書
に
は
、
契
約
書
の
写
し
の
ほ
か
、「
(1)土

地
の
価
額
」
に
記
載
し
た
金
額
の
計
算
の
明

細
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 
６
 
留
意
事
項
 

○
 
法
人
課
税
信
託
の
名
称
の
併
記
 

法
人
税
法
第
２
条
第
29
号
の
２
に
規
定
す
る
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
そ
の
法
人
課
税
信
託

に
つ
い
て
、
国
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
税
務
署
長
等
に
申
請
書
等
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
申

請
書
等
の
「
氏
名
又
は
名
称
」
及
び
「
連
結
親
法
人
名
等
」
の
欄
に
は
、
受
託
者
の
法
人
名
又
は
氏

名
の
ほ
か
、
そ
の
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

土
 
地
 
の
 
無
 
償
 
返
 
還
 
に
 
関
 
す
 
る
 
届
 
出
 
書
 
の
 
記
 
載
 
要
 
領
 
等
 

 
１
 
こ
の
届
出
書
は
、
法
人
税
基
本
通
達
13－
１
－
７
《
権
利
金
の
認
定
見
合
せ
》
又
は
連
結
納
税
基

本
通
達
16－
１
－
７
《
権
利
金
の
認
定
見
合
せ
》
に
基
づ
い
て
土
地
の
無
償
返
還
の
届
出
を
す
る
場

合
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
  こ
の
届
出
書
は
、
土
地
所
有
者
（
借
地
権
の
転
貸
の
場
合
に
お
け
る
借
地
権
者
を
含
み
ま
す
。
以
下

同
じ
｡)の
納
税
地
（
土
地
所
有
者
が
連
結
申
告
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
連
結
親
法
人
の
納
税
地
）
の
所

轄
税
務
署
長
（
国
税
局
の
調
査
課
所
管
法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
轄
国
税
局
長
）
に
２
通
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
 

 
(注
)１
 
借
地
権
の
転
貸
の
場
合
に
は
、
こ
の
届
出
書
の
「
土
地
所
有
者
」
を
「
借
地
権
者
」
と
訂
正

し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
こ
の
届
出
書
は
、
土
地
所
有
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
  こ
の
届
出
書
の
提
出
後
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
に
係
る
土
地
の
所
有
又
は
使
用
に
関
す
る
権
利
等
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
変
動
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
借
地
人
等
と
の
連
名
の
書
面

（
２
通
と
し
ま
す
｡）
に
よ
り
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

(1)  合
併
又
は
相
続
等
に
よ
り
土
地
所
有
者
又
は
借
地
人
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
 

(2)  土
地
所
有
者
又
は
借
地
人
等
の
住
所
又
は
所
在
地
（
納
税
地
が
そ
の
住
所
又
は
所
在
地
と
異
な

る
場
合
に
は
、
そ
の
納
税
地
）
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
 

(3)  契
約
の
更
新
又
は
更
改
が
あ
っ
た
場
合
 

(4)  こ
の
届
出
書
に
係
る
契
約
に
基
づ
き
土
地
の
無
償
返
還
が
行
わ
れ
た
場
合
 

４
  各
欄
の
記
載
は
次
に
よ
り
ま
す
。

 

「
 借
地
権
の
設
定
等
 

(1)   
使
用
貸
借
契
約
」
は
、
契
約
の
種
類
に
応
じ
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

(2)  「
地
目
及
び
面
積
」
は
、
そ
の
土
地
の
登
記
簿
上
の
地
目
又
は
面
積
が
現
況
と
異
な
る
場
合
に

は
、
そ
の
現
況
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(3)  「
住
所
又
は
所
在
地
」
に
は
、
土
地
所
有
者
及
び
借
地
人
等
の
住
所
又
は
所
在
地
を
記
載
し
ま
す
が
、

納
税
地
が
そ
の
住
所
又
は
所
在
地
と
異
な
る
場
合
に
は
そ
の
納
税
地
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(4)  「
借
地
人
等
の
所
轄
税
務
署
又
は
所
轄
国
税
局
」
に
は
、
借
地
人
等
の
納
税
地
（
借
地
人
等
が

連
結
申
告
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
連
結
親
法
人
の
納
税
地
）
の
所
轄
税
務
署
（
国
税
局
の
調
査
課

所
管
法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
轄
国
税
局
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
(5)  「（

契
約
の
概
要
等
）」
は
次
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

イ
  「
１
契
約
の
種
類
」
に
は
、
例
え
ば
「
地
上
権
の
設
定
」、「
土
地
の
賃
貸
借
」、「
地
役
権
の
設

定
」、「
借
地
権
の
転
貸
」、「
土
地
の
使
用
貸
借
」
等
の
よ
う
に
、
そ
の
契
約
の
種
類
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。
 

ロ
 
「
２
土
地
の
使
用
目
的
」
に
は
、
例
え
ば
「
鉄
骨
造
工
場
用
建
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
」、

「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
10
階
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
の
た
め
」
等
の
よ
う
に
、
借
地
人
等
に

お
け
る
そ
の
土
地
の
使
用
目
的
を
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ハ
  「
４
建
物
等
の
状
況
」
の
各
欄
は
、
借
地
人
等
が
こ
の
届
出
書
に
係
る
土
地
の
上
に
有
し
て
い

る
建
物
等
に
つ
い
て
、
次
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ｲ) 「
(1)種

類
」
に
は
、
建
物
、
構
築
物
等
の
別
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ﾛ) 「
(2)構

造
及
び
用
途
」
に
は
、
そ
の
建
物
等
の
構
造
及
び
用
途
を
、
例
え
ば
「
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
、
店
舗
用
」
等
の
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ﾊ) 「
(3)建

築
面
積
等
」
に
は
、
そ
の
建
物
等
の
建
築
面
積
、
階
数
、
延
床
面
積
等
を
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
 

ニ
  「
５
土
地
の
価
額
等
」
の
各
欄
に
は
、
そ
の
借
地
権
の
設
定
又
は
使
用
貸
借
契
約
を
し
た
時
に

お
け
る
当
該
土
地
の
更
地
価
額
（
借
地
権
の
転
貸
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
借
地
権
の
価
額
）

及
び
収
受
す
る
こ
と
と
し
た
地
代
の
年
額
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

な
お
、「
(1)土

地
の
価
額
」
の
「（
財
産
評
価
額
      円

）」
に
は
、
当
該
土
地
の
財
産
評
価

額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ホ
  「
６
特
約
事
項
」
に
は
、
例
え
ば
建
物
の
用
途
制
限
、
契
約
の
更
新
等
に
つ
い
て
特
約
が
あ
る

場
合
に
、
そ
の
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
 
こ
の
届
出
書
に
は
、
契
約
書
の
写
し
の
ほ
か
、「
(1)土

地
の
価
額
」
に
記
載
し
た
金
額
の
計
算
の
明

細
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
 
（
追
 
加
）
 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

改 正 後 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

 

相
  当

  の
  地

  代
  の

  改
  訂

  方
  法

  に
 
関
 
す
 
る
 
届
 
出
 
書
 
の
 
記
 
載
 
要
 
領
 
等
 

 
１
 
こ
の
届
出
書
は
、
法
人
税
基
本
通
達
13－
１
－
８
《
相
当
の
地
代
の
改
訂
》
又
は
連
結
納
税
基
本
通

達
16－
１
－
８
《
相
当
の
地
代
の
改
訂
》
に
基
づ
い
て
相
当
の
地
代
の
改
訂
方
法
の
届
出
を
す
る
場
合

に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
  こ

の
届
出
書
は
、
土
地
所
有
者
（
借
地
権
の
転
貸
の
場
合
に
お
け
る
借
地
権
者
を
含
み
ま
す
。
以
下

同
じ
｡)の

納
税
地
（
土
地
所
有
者
が
連
結
申
告
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
連
結
親
法
人
の
納
税
地
）
の
所

轄
税
務
署
長
（
国
税
局
の
調
査
課
所
管
法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
轄
国
税
局
長
）
に
２
通
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
 

  
(注
)1  借

地
権
の
転
貸
の
場
合
に
は
、
こ
の
届
出
書
の
「
土
地
所
有
者
」
を
「
借
地
権
者
」
と
訂
正

し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 2 
こ
の
届
出
書
は
、土
地
所
有
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
  こ

の
届
出
書
の
提
出
後
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
に
係
る
土
地
の
所
有
又
は
使
用
に
関
す
る
権
利
等
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
変
動
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
借
地
人
等
と
の
連
名
の
書
面
（
２

通
と
し
ま
す
｡）
に
よ
り
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

(1)  合
併
又
は
相
続
等
に
よ
り
土
地
所
有
者
又
は
借
地
人
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
 

(2)  土
地
所
有
者
又
は
借
地
人
等
の
住
所
又
は
所
在
地
（
納
税
地
が
そ
の
住
所
又
は
所
在
地
と
異
な
る

場
合
に
は
、
そ
の
納
税
地
）
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
 

(3)  契
約
の
更
新
又
は
更
改
が
あ
っ
た
場
合
 

(4)  そ
の
土
地
の
返
還
又
は
借
地
権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
場
合
 

４
  各
欄
の
記
載
は
次
に
よ
り
ま
す
。

 

「
 
(1)に

よ
り
改
訂
す
る
 

(1) 
 
(1)に

よ
ら
な
い
 

」
は
、
そ
の
選
択
し
た
相
当
の
地
代
の
改
訂
方
法
に
応
じ
該
当
す

る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

(2)  「
地
目
及
び
面
積
」
は
、
そ
の
土
地
の
登
記
簿
上
の
地
目
又
は
面
積
が
現
況
と
異
な
る
場
合
に
は
、

そ
の
現
況
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(3)  「
住
所
又
は
所
在
地
」
に
は
、
土
地
所
有
者
及
び
借
地
人
等
の
住
所
又
は
所
在
地
を
記
載
し
ま
す

が
、
納
税
地
が
そ
の
住
所
又
は
所
在
地
と
異
な
る
場
合
に
は
そ
の
納
税
地
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

(4)  「
借
地
人
等
の
所
轄
税
務
署
又
は
所
轄
国
税
局
」
に
は
、
借
地
人
等
の
納
税
地
（
借
地
人
等
が
連

結
申
告
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
連
結
親
法
人
の
納
税
地
）
の
所
轄
税
務
署
（
国
税
局
の
調
査
課
所
管

法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
轄
国
税
局
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

                         

(5)  「（
契
約
の
概
要
等
）」
は
次
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

イ
  「

１
契
約
の
種
類
」
に
は
、
例
え
ば
「
地
上
権
の
設
定
」、「

土
地
の
賃
貸
借
」、「

地
役
 

権
の
設
定
」、「
借
地
権
の
転
貸
」
等
の
よ
う
に
、
そ
の
契
約
の
種
類
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ロ
  「

２
土
地
の
使
用
目
的
」
に
は
、
例
え
ば
「
鉄
骨
造
工
場
用
建
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
 

る
」、「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
10
階
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
の
た
め
」
等
の
よ
う
に
、
借
地
 

人
等
に
お
け
る
そ
の
土
地
の
使
用
目
的
を
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ハ
  「

４
建
物
等
の
状
況
」
の
各
欄
は
、
借
地
人
等
が
こ
の
届
出
書
に
係
る
土
地
の
上
に
有
し
て
 

い
る
建
物
等
に
つ
い
て
、
次
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ｲ) 「
(1)種

類
」
に
は
、
建
物
、
構
築
物
等
の
別
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ﾛ) 「
(2)構

造
及
び
用
途
」
に
は
、
そ
の
建
物
等
の
構
造
及
び
用
途
を
、
例
え
ば
「
鉄
筋
コ
ン
 

ク
リ
ー
ト
造
、
店
舗
用
」
等
の
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ﾊ) 「
(3)建

築
面
積
等
」
に
は
、
そ
の
建
物
等
の
建
築
面
積
、
階
数
、
延
床
面
積
等
を
記
載
し
 

て
く
だ
さ
い
。
 

ニ
  「

５
土
地
の
価
額
等
」
の
各
欄
に
は
、
そ
の
借
地
権
の
設
定
等
を
し
た
時
に
お
け
る
当
該
土
 

地
の
更
地
価
額
（
借
地
権
の
転
貸
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
借
地
権
の
価
額
）、
収
受
し
た
 

権
利
金
等
の
額
（
特
別
の
経
済
的
な
利
益
の
額
を
含
み
ま
す
｡）
及
び
収
受
す
る
こ
と
と
し
た
地
 

代
の
年
額
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

   
 
 
な
お
、
こ
の
場
合
の
地
代
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
土
地
の
更
地
価
額
に
つ
き
近
傍
類
地
 

の
公
示
価
格
等
か
ら
合
理
的
に
算
定
し
た
価
額
又
は
財
産
評
価
額
に
よ
っ
て
い
る
と
き
は
､

｢(1)土
地
の
価
額
」
の
「（
        円

）」
に
、
そ
の
い
ず
れ
に
よ
っ
た
か
を
表
示
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ホ
  「

６
特
約
事
項
」
に
は
、
例
え
ば
建
物
の
用
途
制
限
、
契
約
の
更
新
等
に
つ
い
て
特
約
が
あ
 

る
場
合
に
、
そ
の
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
  こ

の
届
出
書
に
は
、
契
約
書
の
写
し
の
ほ
か
、「
(1)土

地
の
価
額
」
に
記
載
し
た
金
額
の
計
算
の
 

明
細
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

６
 
留
意
事
項
 

○
 
法
人
課
税
信
託
の
名
称
の
併
記
 

法
人
税
法
第
２
条
第
29
号
の
２
に
規
定
す
る
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
そ
の
法
人
課
税
信
託

に
つ
い
て
、
国
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
税
務
署
長
等
に
申
請
書
等
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、

申
請
書
等
の
「
氏
名
又
は
名
称
」
及
び
「
連
結
親
法
人
名
等
」
の
欄
に
は
、
受
託
者
の
法
人
名
又

は
氏
名
の
ほ
か
、
そ
の
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

相
  当

  の
  地

  代
  の

  改
  訂

  方
  法

  に
 
関
 
す
 
る
 
届
 
出
 
書
 
の
 
記
 
載
 
要
 
領
 
等
 

 
１
 
こ
の
届
出
書
は
、
法
人
税
基
本
通
達
13－
１
－
８
《
相
当
の
地
代
の
改
訂
》
又
は
連
結
納
税
基
本
通

達
16－
１
－
８
《
相
当
の
地
代
の
改
訂
》
に
基
づ
い
て
相
当
の
地
代
の
改
訂
方
法
の
届
出
を
す
る
場
合

に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
  こ

の
届
出
書
は
、
土
地
所
有
者
（
借
地
権
の
転
貸
の
場
合
に
お
け
る
借
地
権
者
を
含
み
ま
す
。
以
下

同
じ
｡)の

納
税
地
（
土
地
所
有
者
が
連
結
申
告
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
連
結
親
法
人
の
納
税
地
）
の
所

轄
税
務
署
長
（
国
税
局
の
調
査
課
所
管
法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
轄
国
税
局
長
）
に
２
通
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
 

  
(注
)1  借

地
権
の
転
貸
の
場
合
に
は
、
こ
の
届
出
書
の
「
土
地
所
有
者
」
を
「
借
地
権
者
」
と
訂
正

し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 2 
こ
の
届
出
書
は
、土
地
所
有
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
  こ

の
届
出
書
の
提
出
後
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
に
係
る
土
地
の
所
有
又
は
使
用
に
関
す
る
権
利
等
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
変
動
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
借
地
人
等
と
の
連
名
の
書
面
（
２

通
と
し
ま
す
｡）
に
よ
り
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

(1)  合
併
又
は
相
続
等
に
よ
り
土
地
所
有
者
又
は
借
地
人
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
 

(2)  土
地
所
有
者
又
は
借
地
人
等
の
住
所
又
は
所
在
地
（
納
税
地
が
そ
の
住
所
又
は
所
在
地
と
異
な
る

場
合
に
は
、
そ
の
納
税
地
）
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
 

(3)  契
約
の
更
新
又
は
更
改
が
あ
っ
た
場
合
 

(4)  そ
の
土
地
の
返
還
又
は
借
地
権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
場
合
 

４
  各
欄
の
記
載
は
次
に
よ
り
ま
す
。

 

「
 
(1)に

よ
り
改
訂
す
る
 

(1) 
 
(1)に

よ
ら
な
い
 

」
は
、
そ
の
選
択
し
た
相
当
の
地
代
の
改
訂
方
法
に
応
じ
該
当
す

る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

(2)  「
地
目
及
び
面
積
」
は
、
そ
の
土
地
の
登
記
簿
上
の
地
目
又
は
面
積
が
現
況
と
異
な
る
場
合
に
は
、

そ
の
現
況
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(3)  「
住
所
又
は
所
在
地
」
に
は
、
土
地
所
有
者
及
び
借
地
人
等
の
住
所
又
は
所
在
地
を
記
載
し
ま
す

が
、
納
税
地
が
そ
の
住
所
又
は
所
在
地
と
異
な
る
場
合
に
は
そ
の
納
税
地
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

(4)  「
借
地
人
等
の
所
轄
税
務
署
又
は
所
轄
国
税
局
」
に
は
、
借
地
人
等
の
納
税
地
（
借
地
人
等
が
連

結
申
告
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
連
結
親
法
人
の
納
税
地
）
の
所
轄
税
務
署
（
国
税
局
の
調
査
課
所
管

法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
轄
国
税
局
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

                         

(5)  「（
契
約
の
概
要
等
）」
は
次
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

イ
  「

１
契
約
の
種
類
」
に
は
、
例
え
ば
「
地
上
権
の
設
定
」、「

土
地
の
賃
貸
借
」、「

地
役

権
の
設
定
」、「
借
地
権
の
転
貸
」
等
の
よ
う
に
、
そ
の
契
約
の
種
類
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ロ
  「

２
土
地
の
使
用
目
的
」
に
は
、
例
え
ば
「
鉄
骨
造
工
場
用
建
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す

る
」、「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
10
階
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
の
た
め
」
等
の
よ
う
に
、
借
地

人
等
に
お
け
る
そ
の
土
地
の
使
用
目
的
を
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ハ
  「

４
建
物
等
の
状
況
」
の
各
欄
は
、
借
地
人
等
が
こ
の
届
出
書
に
係
る
土
地
の
上
に
有
し
て

い
る
建
物
等
に
つ
い
て
、
次
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ｲ) 「
(1)種

類
」
に
は
、
建
物
、
構
築
物
等
の
別
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ﾛ) 「
(2)構

造
及
び
用
途
」
に
は
、
そ
の
建
物
等
の
構
造
及
び
用
途
を
、
例
え
ば
「
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
、
店
舗
用
」
等
の
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(ﾊ) 「
(3)建

築
面
積
等
」
に
は
、
そ
の
建
物
等
の
建
築
面
積
、
階
数
、
延
床
面
積
等
を
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
 

ニ
  「

５
土
地
の
価
額
等
」
の
各
欄
に
は
、
そ
の
借
地
権
の
設
定
等
を
し
た
時
に
お
け
る
当
該
土

地
の
更
地
価
額
（
借
地
権
の
転
貸
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
借
地
権
の
価
額
）、
収
受
し
た

権
利
金
等
の
額
（
特
別
の
経
済
的
な
利
益
の
額
を
含
み
ま
す
｡）
及
び
収
受
す
る
こ
と
と
し
た
地

代
の
年
額
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

   
 
 
な
お
、
こ
の
場
合
の
地
代
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
土
地
の
更
地
価
額
に
つ
き
近
傍
類
地

の
公
示
価
格
等
か
ら
合
理
的
に
算
定
し
た
価
額
又
は
財
産
評
価
額
に
よ
っ
て
い
る
と
き
は
､

｢(1)土
地
の
価
額
」
の
「（
        円

）」
に
、
そ
の
い
ず
れ
に
よ
っ
た
か
を
表
示
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ホ
  「

６
特
約
事
項
」
に
は
、
例
え
ば
建
物
の
用
途
制
限
、
契
約
の
更
新
等
に
つ
い
て
特
約
が
あ

る
場
合
に
、
そ
の
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
  こ

の
届
出
書
に
は
、
契
約
書
の
写
し
の
ほ
か
、「
(1)土

地
の
価
額
」
に
記
載
し
た
金
額
の
計
算
の

明
細
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
（
追
 
加
）
 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 

 
 
 

 

権利金等及び受取地代の明細書 
 

土地の所在地 借地人等の住所（所在地） 契 約 期 間 土地の価額 
借地人等に 借地人等の 土地所有者

の 面 積 
おける用途 

 
氏名(名称) との関係 

権利金等の額 
期中の受取 

  地 代 の 額 

直近の 
地代改 
訂年月 

摘 要 

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 
 

   
 

 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 

 

 
   

 
 

   ・   

 

（注） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ この明細書は、法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させている場合に、その契約に当たり収受し

た権利金等の額及び当期中に収受した地代の額（未収分を含みます。）について記載して各事業年度の確定申告

書、各連結事業年度の連結確定申告書若しくは連結法人税の個別帰属額等の届出書に添付してください。 

２ 各欄の記載は次によります。 

(1) 「権利金等の額」欄には、その契約に当たり特別の経済的な利益を受けた場合には、当該特別の経済的な

利益の額を含めた金額を記載してください。 

(2) 「土地の価額」欄には、当期中に収受した地代の額の計算の基礎とした土地の更地価額を記載してくださ

い。 

この場合、当該土地の更地価額につき近傍類地の公示価格等から合理的に算定した価額又は相続税評価額

によっているときは、「摘要」欄にそのいずれによったかを表示してください。 

(3) 借地権の転貸の場合には、「土地所有者との関係」とあるのは「借地権者との関係」と、「土地の価額」と

あるのは「借地権の価額」と、それぞれ読み替えてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

権利金等及び受取地代の明細書 
 

土地の所在地 借地人等の住所（所在地） 契 約 期 間 土地の価額 
借地人等に 借地人等の 土地所有者

の 面 積 
おける用途 

 
氏名(名称) との関係 

権利金等の額 
期中の受取 

  地 代 の 額 

直近の 
地代改 
訂年月 

摘 要 

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 
 

   
 

 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡  

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡  

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡  

 
   

 
 

   ・   

      円 
       ･   ～   ･    

 

  ㎡         円 

 

 
   

 
 

   ・   

 

（注） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ この明細書は、法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させている場合に、その契約に当り収受した

権利金等の額及び当期中に収受した地代の額（未収分を含みます。）について記載して各事業年度の確定申告書、

各連結事業年度の連結確定申告書若しくは連結法人税の個別帰属額等の届出書に添付してください。 

２ 各欄の記載は次によります。 

(1) 「権利金等の額」欄には、その契約に当り特別の経済的な利益を受けた場合には、当該特別の経済的な利

益を含めた金額を記載してください。 

(2) 「土地の価額」欄には、当期中に収受した地代の額の計算の基礎とした土地の更地価額を記載してくださ

い。 

この場合、当該土地の更地価額につき近傍類地の公示価格等から合理的に算定した価額又は相続税評価額

によっているときは、「摘要」欄にそのいずれによったかを表示してください。 

(3) 借地権の転貸の場合には、「土地所有者との関係」とあるのは「借地権者との関係」と、「土地の価額」と

あるのは「借地権の価額」と、それぞれ読み替えてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

国税関係帳簿
国税関係書類

の電磁的記録等による保存等の承認通知書

 
１ 使用目的 
「国税関係帳簿 

の電磁的記録等による保存等の承認通知書」は、電子帳簿保存法の規定に基づく承認申請について、その 国税関係書類」 
全部又は一部の承認をする場合に使用する。 
なお、通知書は、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 
(注)1 帳簿、書類及びスキャナ保存に係る通知はそれぞれ別葉とする。 
2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る承認申請を承認する場合（例えば、一部の帳簿について電
帳法第４条第１項の承認を、また、他の帳簿について電帳法第５条第１項の承認をする場合）には、別葉とする。 

3 一部承認の通知書を作成する場合には、併せて、一部却下の通知書を作成することに留意する。 
２  記載要領 

項  目 内               容 

標      題 
｢国税関係帳簿        「その全部   「国税関係帳簿 

並びに通知文の      及び        の各箇所については、承認 国税関係書類」        下  記」   国税関係書類」 
の態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。 

か      ら 申請者に応じて「貴法人」､「あなた」又は「貴団体」等と記載する。 

平成 
 年 月 日付 

この承認に係る申請書が提出された年月日を記載する。 
 

第  条第  項 
 

申請書の本文に記載された承認の適用条項（法第４条１項、同条第２項、同条第３項、第５条第
１項、同条第２項又は同条第３項）を記載する。 

（承認対象の国税
関係帳簿又は国
税関係書類） 
 

申請の一部を承認する場合に、その対象とする国税関係帳簿書類の名称等を申請書に記載された
名称等に基づいて記載する。 
(注) 申請の全部を承認する場合には､｢記｣及び｢(承認対象の国税関係帳簿又は国税関係書類)｣を
二重線で抹消する。 

３ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき
税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「保存義務者名」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その
法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

国税関係帳簿
国税関係書類

の電磁的記録等による保存等の承認通知書

 
１ 使用目的 
「国税関係帳簿 

の電磁的記録等による保存等の承認通知書」は、電子帳簿保存法の規定に基づく承認申請について、その 国税関係書類」 
全部又は一部の承認をする場合に使用する。 
なお、通知書は、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 
(注)1 帳簿、書類及びスキャナ保存に係る通知はそれぞれ別葉とする。 
2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る承認申請を承認する場合（例えば、一部の帳簿について電
帳法第４条第１項の承認を、また、他の帳簿について電帳法第５条第１項の承認をする場合）には、別葉とする。 

3 一部承認の通知書を作成する場合には、併せて、一部却下の通知書を作成することに留意する。 
２  記載要領 

項  目 内               容 

標      題 
｢国税関係帳簿        「その全部   「国税関係帳簿 

並びに通知文の      及び        の各箇所については、承認 国税関係書類」        下  記」   国税関係書類」 
の態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。 

か      ら 申請者に応じて「貴法人」､「あなた」又は「貴団体」等と記載する。 

平成 
 年 月 日付 

この承認に係る申請書が提出された年月日を記載する。 
 

第  条第  項 
 

申請書の本文に記載された承認の適用条項（法第４条１項、同条第２項、同条第３項、第５条第
１項、同条第２項又は同条第３項）を記載する。 

（承認対象の国税
関係帳簿又は国
税関係書類） 
 

申請の一部を承認する場合に、その対象とする国税関係帳簿書類の名称等を申請書に記載された
名称等に基づいて記載する。 
(注) 申請の全部を承認する場合には､｢記｣及び｢(承認対象の国税関係帳簿又は国税関係書類)｣を
二重線で抹消する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

国税関係帳簿 

国税関係書類 
の電磁的記録等による保存等の承認申請の却下通知書 

 
１ 使用目的 
「国税関係帳簿 

の電磁的記録等による保存等の承認申請の却下通知書」は、電子帳簿保存法の規定に基づく承認申請国税関係書類」 
について、その全部又は一部の却下をする場合に使用する。 
なお、通知書は教示文とともに、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 
(注)1 帳簿、書類及びスキャナ保存に係る通知はそれぞれ別葉とする。 
2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る承認申請を却下する場合（例えば、一部の帳簿について
電帳法第４条第１項の承認申請の却下を、また、他の帳簿について電帳法第５条第１項の承認申請の却下をする場
合）には、別葉とする。 
3 一部却下の通知書を作成する場合には、併せて、一部承認の通知書を作成することに留意する。 

２  記載要領 
  （省 略） 
 
３ 送付に当たっての留意事項 
この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2条第 6項(定義)
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便の役務
のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 
 

４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づ
き税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「保存義務者名」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、
その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 
 

国税関係帳簿 

国税関係書類 
の電磁的記録等による保存等の承認申請の却下通知書 

 
１ 使用目的 
「国税関係帳簿 

の電磁的記録等による保存等の承認申請の却下通知書」は、電子帳簿保存法の規定に基づく承認申請国税関係書類」 
について、その全部又は一部の却下をする場合に使用する。 
なお、通知書は教示文とともに、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 
(注)1 帳簿、書類及びスキャナ保存に係る通知はそれぞれ別葉とする。 
2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る承認申請を却下する場合（例えば、一部の帳簿について
電帳法第４条第１項の承認申請の却下を、また、他の帳簿について電帳法第５条第１項の承認申請の却下をする場
合）には、別葉とする。 
3 一部却下の通知書を作成する場合には、併せて、一部承認の通知書を作成することに留意する。 

２  記載要領 
  （同 左） 
 
３ 送付に当たっての留意事項 
この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2条第 6項(定義)
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便の役務
のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 
 
 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

国 税 関 係 帳 簿
国 税 関 係 書 類

の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書

 
１ 使用目的 
「国税関係帳簿 

の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書」は、電子帳簿保存法第８条第１項又は第９条におい 国税関係書類」 
て準用する第８条第１項の規定により、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認の全部又は一部の取消しをす
る場合に使用する。 
なお、通知書は教示文とともに、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 
(注)1 帳簿、書類及びスキャナ保存に係る通知はそれぞれ別葉とする。 
2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る取消しを行う場合には、別葉とする。 

２  記載要領 

項  目 内               容 

標 題 「国税関係帳簿 
の各箇所については、取消しの態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。 国税関係書類」 

第８条第１項 
第   号 

取消しの理由に応じて電帳法第８条第１項の該当号を記載する。 

（同法第９条にお
いて準用する） 

承認の適用条項が電帳法第４条第１項、同条第２項又は同条第３項である場合には二重線で抹消し、
同法第５条第１項、同条第２項又は同条第３項である場合には、「 （」及び「) 」を二重線で抹消す
る。 

取 消 し の 対 象 取消しの対象とする国税関係帳簿書類の承認時の申請書又は承認通知書に基づいて、その名称等、
承認の適用条項及び承認年月日（みなし承認の場合にはみなし承認年月日）を記載する。 

取 消 し の 理 由 取消の理由を記載する｡ 
この場合、取消対象の国税関係帳簿書類について、 
① 法第８条第１項第１号該当の場合は、電磁的記録の備付け又は保存が行われていない事実 
②   〃    第２号該当の場合は、電磁的記録の備付け又は保存が同法第４条第１項、第２項
又は第３項に規定する財務省令第３条第１項から第６項に定めるところに従って行われていない事
実 
があることを、取消対象の国税関係帳簿書類に応じて（複数の国税関係帳簿書類を取消しの対象とな
る場合で、取消しの事由が同じであるときは、取りまとめて)､具体的に記載することに留意する。 
(注) この箇所に書ききれない場合は､｢別紙のとおり｣と記載し、別紙に上記の内容を記載する。 

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、   の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所は、国税局の職
員の調査に基づいて行う処分である場合には、その国税局名を記入し、その他の場合には、この欄の
全部を二重線で抹消する。 

教 示 文 処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者の納
税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該税務
署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者の納
税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該国税
局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 
３ 送付に当たっての留意事項 
この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2 条第 6 項(定義)に
規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便の役務のう
ち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき
税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「保存義務者名」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、そ
の法人課税信託の名称を併せて記載してください。 
 

国 税 関 係 帳 簿
国 税 関 係 書 類

の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書

 
１ 使用目的 
「国税関係帳簿 

の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書」は、電子帳簿保存法第８条第１項又は第９条におい 国税関係書類」 
て準用する第８条第１項の規定により、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認の全部又は一部の取消しをす
る場合に使用する。 
なお、通知書は教示文とともに、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 
(注)1 帳簿、書類及びスキャナ保存に係る通知はそれぞれ別葉とする。 
2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る取消しを行う場合には、別葉とする。 

２  記載要領 

項  目 内               容 

標 題 「国税関係帳簿 
の各箇所については、取消しの態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。 国税関係書類」 

第８条第１項 
第   号 

取消しの理由に応じて電帳法第８条第１項の該当号を記載する。 

（同法第９条にお
いて準用する） 

承認の適用条項が電帳法第４条第１項、同条第２項又は同条第３項である場合には二重線で抹消し、
同法第５条第１項、同条第２項又は同条第３項である場合には、「 （」及び「) 」を二重線で抹消す
る。 

取 消 し の 対 象 取消しの対象とする国税関係帳簿書類の承認時の申請書又は承認通知書に基づいて、その名称等、
承認の適用条項及び承認年月日（みなし承認の場合にはみなし承認年月日）を記載する。 

取 消 し の 理 由 取消の理由を記載する｡ 
この場合、取消対象の国税関係帳簿書類について、 
① 法第８条第１項第１号該当の場合は、電磁的記録の備付け又は保存が行われていない事実 
②   〃    第２号該当の場合は、電磁的記録の備付け又は保存が同法第４条第１項、第２項
又は第３項に規定する財務省令第３条第１項から第６項に定めるところに従って行われていない事
実 
があることを、取消対象の国税関係帳簿書類に応じて（複数の国税関係帳簿書類を取消しの対象とな
る場合で、取消しの事由が同じであるときは、取りまとめて)､具体的に記載することに留意する。 
(注) この箇所に書ききれない場合は､｢別紙のとおり｣と記載し、別紙に上記の内容を記載する。 

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、   の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所は、国税局の職
員の調査に基づいて行う処分である場合には、その国税局名を記入し、その他の場合には、この欄の
全部を二重線で抹消する。 

教 示 文 処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者の納
税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該税務
署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者の納
税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該国税
局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 
３ 送付に当たっての留意事項 
この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2 条第 6 項(定義)に
規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便の役務のう
ち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 
 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号            適格分社型分割等に よる 
          期 中 損 金 経 理 額 等 
          の損金算入に関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
   

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
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業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分社型分割等による期中損金経理額等の損金算入について 
                                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
  の規定により下記のとおり届け出ます。 
                           記    

法 人 名 等   

納 税 地  
 適格分社型分割等に 
 
 係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  

適 格 分 社 型 分 割 等 の 日           年     月     日      

添 付 書 類  

(その他要記載事項) 

(その他参考となるべき事項） 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正                                          
 

法 人 税 法   第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項 
          第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項 
          第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項 
法人税法施行令   第  条の 第 項、第  条の 第 項 
租税特別措置法   第  条の 第 項、第  条の 第 項、第  条の 第 項、第  条の 第 項 
          第  条の 第 項、第  条の 第 項、第  条の 第 項、第  条の 第 項 
     附則   第  条 第 項 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号            適格分社型分割等に よる 
          期 中 損 金 経 理 額 等 
          の損金算入に関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
   

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分社型分割等による期中損金経理額等の損金算入について 
                                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
  の規定により下記のとおり届け出ます。 
                           記    

法 人 名   

納 税 地  
 適格分社型分割等に 
 
 係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  

適 格 分 社 型 分 割 等 の 日           年     月     日      

添 付 書 類  

(その他要記載事項) 

(その他参考となるべき事項） 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正                                          
 

法 人 税 法   第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項 
          第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項 
          第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項、第  条第 項 
法人税法施行令   第  条の 第 項、第  条の 第 項 
租税特別措置法   第  条の 第 項、第  条の 第 項、第  条の 第 項、第  条の 第 項 
          第  条の 第 項、第  条の 第 項、第  条の 第 項、第  条の 第 項 
     附則   第  条 第 項 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による期中損金経理額等 
の損金算入に関する届出書の記載要領等  

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分
社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。ただし、租税特別措置法第 57 条の
５第 13項及び同法第 57条の６第９項の規定を適用する場合にあっては、それぞれ適格であることを要しません。
以下同じ。）を行った場合において、次の法人税法等又は租税特別措置法の規定により期中損金経理額等を損金
の額に算入することについて届け出る場合に使用してください。（法人税法施行令第 155 条の６の規定を含む） 

 
  

法人税法等 法人税法施行規則 租税特別措置法 租税特別措置法施行規則 

    
法３１③ 
３２③ 
４２⑦ 
４４⑤ 
４５⑦ 
４７⑦ 
４８⑦ 
４９⑤ 
５０⑥ 
５２⑥ 
５３⑤ 
令１３３の２③ 

   １３９の４⑧ 
 

２１の２ 
２１の３ 
２４の３ 
２４の６ 
２４の７ 
２４の８ 
 ２４の１０ 
 ２４の１２ 
２５ 
２５の６ 
２５の８ 
 ２７の１７ 
２８の２ 
 

※ 読み替え規定有り（令 155 の６①②） 
 

５５の５ ⑧ 
６８の４４⑦ 
５５の６ ⑩ 
６８の４５⑨ 
５５の７ ⑧ 
６８の４６⑦ 
５７の５ ⑬ 
６８の５５⑭ 
５７の６ ⑨ 
６８の５６⑩ 
５７の８ ⑪ 
６８の５８⑩ 
５８    ⑩ 
６８の６１⑨ 
５６   ⑪ 
６８の４８⑩ 

２１の４ 
２２の４６ 
２１の５ ⑨ 
２２の４７⑨ 
２１の５ ⑩ 
２２の４７⑩ 
２１の１３② 
２２の５６② 
２１の１３の２ 
２２の５７ 
２１の１４⑤ 
２２の５８⑤ 
２１の１６⑥ 
２２の６０⑥ 
２１の ７ 
２２の４９ 

 
 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1通（調査課所管法人にあって
は２通）提出してください。 

 ３ この届出書には、申告書別表に定める書式に期中損金経理額等の計算に関する明細を記載して添付してくださ
い。ただし、法人税法施行規則第 21条の２第４号に掲げる事項及び同規則第 21条の３第４号に掲げる事項につ
いては、別表 16(1)から別表 16(6)までに定める書式に代え、これらの別表の書式と異なる書式（これらの別表
の書式に定める項目を記載しているものに限ります。）によることができます。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代
表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) 本文の条項欄には、上表の区分に応じ、該当する法人税法等又は租税特別措置法の根拠条項を記載してく
ださい。 

(4) 「その他要記載事項」欄は、上表の区分に応じ、届け出る手続の記載事項等を記載してください。 
(5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 
 ５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又
は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 
 

適格分社型分割等による期中損金経理額等 
の損金算入に関する届出書の記載要領等  

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分
社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。ただし、租税特別措置法第 57 条の
５第 13項及び同法第 57条の６第９項の規定を適用する場合にあっては、それぞれ適格であることを要しません。
以下同じ。）を行った場合において、次の法人税法等又は租税特別措置法の規定により期中損金経理額等を損金
の額に算入することについて届け出る場合に使用してください。（法人税法施行令第 155 条の６の規定を含む） 

 
  

法人税法等 法人税法施行規則 租税特別措置法 租税特別措置法施行規則 

    
法３１③ 
３２③ 
４２⑦ 
４４⑤ 
４５⑦ 
４７⑦ 
４８⑦ 
４９⑤ 
５０⑥ 
５２⑥ 
５３⑤ 
令１３３の２③ 

   １３９の４⑧ 
 

２１の２ 
２１の３ 
２４の３ 
２４の６ 
２４の７ 
２４の８ 
 ２４の１０ 
 ２４の１２ 
２５ 
２５の６ 
２５の８ 
 ２７の１７ 
２８の２ 
 

※ 読み替え規定有り（令 155 の６①②） 
 

５５の５ ⑧ 
６８の４４⑦ 
５５の６ ⑩ 
６８の４５⑨ 
５５の７ ⑧ 
６８の４６⑦ 
５７の５ ⑬ 
６８の５５⑭ 
５７の６ ⑨ 
６８の５６⑩ 
５７の８ ⑪ 
６８の５８⑩ 
５８    ⑩ 
６８の６１⑨ 
５６   ⑪ 
６８の４８⑩ 

２１の４ 
２２の４６ 
２１の５ ⑨ 
２２の４７⑨ 
２１の５ ⑩ 
２２の４７⑩ 
２１の１３② 
２２の５６② 
２１の１３の２ 
２２の５７ 
２１の１４⑤ 
２２の５８⑤ 
２１の１６⑥ 
２２の６０⑥ 
２１の ７ 
２２の４９ 

 
 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1通（調査課所管法人にあって
は２通）提出してください。 

 ３ この届出書には、申告書別表に定める書式に期中損金経理額等の計算に関する明細を記載して添付してくださ
い。ただし、法人税法施行規則第 21条の２第４号に掲げる事項及び同規則第 21条の３第４号に掲げる事項につ
いては、別表 16(1)から別表 16(6)までに定める書式に代え、これらの別表の書式と異なる書式（これらの別表
の書式に定める項目を記載しているものに限ります。）によることができます。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏
名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表
者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) 本文の条項欄には、上表の区分に応じ、該当する法人税法等又は租税特別措置法の根拠条項を記載してく
ださい。 

(4) 「その他要記載事項」欄は、上表の区分に応じ、届け出る手続の記載事項等を記載してください。 
(5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 
 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号           適格分割等により移転する資産等 
         と 関 連 を 有 す る 繰 延 資 産 の 
         引 継 ぎ に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                     ○印  

代 表 者 住 所 
〒 
 
  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎについて、下記のとおり届け出ます。 
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 
代表者氏名  

適 格 分 割 等 の 日                     年     月     日      

種 類    

支出した金額 円 円 円 

支出した年月 年   月  年   月  年   月  
繰 延 資 産 

帳 簿 価 額 円 円 円 

種 類    

名 称    
繰延資産が関連を 

 
有 す る 資 産 等 

関連性の説明    

(その他参考となるべき事項) 
 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正                                          
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号           適格分割等により移転する資産等 
         と 関 連 を 有 す る 繰 延 資 産 の 
         引 継 ぎ に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                     ○印  

代 表 者 住 所 
〒 
 
  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎについて、下記のとおり届け出ます。 
                            記 

法 人 名  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 
代表者氏名  

適 格 分 割 等 の 日                     年     月     日      

種 類    

支出した金額 円 円 円 

支出した年月 年   月  年   月  年   月  
繰 延 資 産 

帳 簿 価 額 円 円 円 

種 類    

名 称    
繰延資産が関連を 

 
有 す る 資 産 等 

関連性の説明    

(その他参考となるべき事項) 
 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正                                          
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分割等により移転する資産等と関連を 
有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法
人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)を行った
場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。
以下同じ｡)に移転する資産等と関連を有する繰延資産を引き継ぐことについて、法人税法（以下
「法」といいます｡)第 32 条第５項《適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産
の引継ぎに係る届出》又は法施行令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届
出等の規定の準用》の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税

地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) 「連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代
表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

  (3) ｢繰延資産」及び「繰延資産が関連を有する資産等」の各欄は、適格分割等により分割承継
法人等に引き継ぐ繰延資産ごとに記載してください。なお、記載欄が不足する場合は、この
届出書を追加して記載してください。 

  (4) ｢繰延資産」の「種類」欄は、適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第 32 条第４
項第２号ハに規定する繰延資産について、法施行令第 14 条第１項各号の区分に応じ、その支
出の費目を記載してください。 

(5) ｢繰延資産」の「帳簿価額」欄は、適格分割等の直前の帳簿価額を記載してください。 
(6) ｢繰延資産が関連を有する資産等」の「種類」欄は、適格分割等により分割承継法人等に移
転する資産等が減価償却資産である場合にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省
令別表第一から別表第八までに定める種類を記載してください。 

(7) ｢繰延資産が関連を有する資産等」の「関連性の説明」欄は、引き継ぐ繰延資産と移転する
資産等との間に関連性があると認められることの説明を記載してください。 

(8) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (9) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

適格分割等により移転する資産等と関連を 
有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法
人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)を行った
場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。
以下同じ｡)に移転する資産等と関連を有する繰延資産を引き継ぐことについて、法人税法（以下
「法」といいます｡)第 32 条第５項《適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産
の引継ぎに係る届出》又は法施行令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届
出等の規定の準用》の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) 「連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

  (3) ｢繰延資産」及び「繰延資産が関連を有する資産等」の各欄は、適格分割等により分割承継
法人等に引き継ぐ繰延資産ごとに記載してください。なお、記載欄が不足する場合は、この
届出書を追加して記載してください。 

  (4) ｢繰延資産」の「種類」欄は、適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第 32 条第４
項第２号ハに規定する繰延資産について、法施行令第 14 条第１項各号の区分に応じ、その支
出の費目を記載してください。 

(5) ｢繰延資産」の「帳簿価額」欄は、適格分割等の直前の帳簿価額を記載してください。 
(6) ｢繰延資産が関連を有する資産等」の「種類」欄は、適格分割等により分割承継法人等に移
転する資産等が減価償却資産である場合にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省
令別表第一から別表第八までに定める種類を記載してください。 

(7) ｢繰延資産が関連を有する資産等」の「関連性の説明」欄は、引き継ぐ繰延資産と移転する
資産等との間に関連性があると認められることの説明を記載してください。 

(8) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

  (9) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

     

※整理番号           適格分社型分割等による国庫補助金等 
         に係る期中特別勘定の金額の 
         損 金 算 入 に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号   

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
   

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
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人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載) 

連

結

子

法

人 
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※ 

税 

務 

署 
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理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割等による国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入について、下記のとおり届け出ます。 

記 

法 人 名 等  

納 税 地  
適格分社型分割等に 
係る分割承継法人等 

代表者氏名  

適格分社型分割等の日                     年     月     日      

種類、構造 
及 び 規 模  

取得又は改良
に要する金額                                    円  

取得又は改良をする 
ことが見込まれる 
固 定 資 産 

取得又は改良
予 定 日              年     月     日 

期中特別勘定の金額                                            円  

添 付 書 類  

(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 
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※整理番号           適格分社型分割等による国庫補助金等 
         に係る期中特別勘定の金額の 
         損 金 算 入 に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
   

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 
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人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
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出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載) 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割等による国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入について、下記のとおり届け出ます。 

記 

法 人 名  

納 税 地  
適格分社型分割等に 
係る分割承継法人等 

代表者氏名  

適格分社型分割等の日                     年     月     日      

種類、構造 
及 び 規 模  

取得又は改良
に要する金額                                    円  

取得又は改良をする 
ことが見込まれる 
固 定 資 産 

取得又は改良
予 定 日              年     月     日 

期中特別勘定の金額                                            円  

添 付 書 類  

(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適 格 分 社 型 分 割 等 に よ る 国 庫 補 助 金 等 に 係 る 
期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親
法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下
同じ｡)を行った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立
法人をいいます｡)に国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入について、法人税法（以
下「法」といいます｡)第 43 条第７項《国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関
する届出》又は法施行令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定
の準用》の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税

地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。             

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」欄は、法第 43 条第６項の適格分社型分割に係
る同項第１号又は２号の分割承継法人等について記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、適格分社型分割等の日を記載してください。 
(5) ｢取得又は改良をすることが見込まれる固定資産」欄は、法第 43 条第６項第２号の規定に
より、分割承継法人等が国庫補助金等をもって取得又は改良をすることが見込まれる固定資
産について記載してください。 

(6) ｢種類、構造及び規模」欄は、取得又は改良をすることが見込まれる固定資産が減価償却資
産である場合にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一から別表第八ま
でに定める種類、構造等を記載してください。 

(7) ｢取得又は改良に要する金額」欄は、分割承継法人等が国庫補助金等をもって固定資産を取
得又は改良をするために必要と見込まれる金額を記載してください。 

(8) ｢期中特別勘定の金額」欄は、分割承継法人又は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額
又は期中特別勘定の金額を記載してください。 

(9) ｢添付書類」欄は、期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細（別
表十三(一)）を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(10)「その他参考となるべき事項」欄は、取得若しくは改良をした固定資産又は取得若しくは改
良をすることが見込まれる固定資産が国庫補助金等の交付の目的に適合することの説明等を
記載してください。 

(11)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(12)「※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

適 格 分 社 型 分 割 等 に よ る 国 庫 補 助 金 等 に 係 る 
期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親
法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下
同じ｡)を行った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立
法人をいいます｡)に国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入について、法人税法（以
下「法」といいます｡)第 43 条第７項《国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関
する届出》又は法施行令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定
の準用》の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。             

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」欄は、法第 43 条第６項の適格分社型分割に係
る同項第１号又は２号の分割承継法人等について記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、適格分社型分割等の日を記載してください。 
(5) ｢取得又は改良をすることが見込まれる固定資産」欄は、法第 43 条第６項第２号の規定に
より、分割承継法人等が国庫補助金等をもって取得又は改良をすることが見込まれる固定資
産について記載してください。 

(6) ｢種類、構造及び規模」欄は、取得又は改良をすることが見込まれる固定資産が減価償却資
産である場合にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一から別表第八ま
でに定める種類、構造等を記載してください。 

(7) ｢取得又は改良に要する金額」欄は、分割承継法人等が国庫補助金等をもって固定資産を取
得又は改良をするために必要と見込まれる金額を記載してください。 

(8) ｢期中特別勘定の金額」欄は、分割承継法人又は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額
又は期中特別勘定の金額を記載してください。 

(9) ｢添付書類」欄は、期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細（別
表十三(一)）を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(10)「その他参考となるべき事項」欄は、取得若しくは改良をした固定資産又は取得若しくは改
良をすることが見込まれる固定資産が国庫補助金等の交付の目的に適合することの説明等を
記載してください。 

(11)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(12)「※」欄は、記載しないでください。 
（追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  適格分割等による国庫補助金等に係る 

特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書 
※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、下記のとおり届け出ます。 
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 
代 表 者 氏 名  

適 格 分 割 等 の 日                      年     月     日      

名 称  

交付をした者  国 庫 補 助 金 等 

交付を受けた日             年     月     日      

種 類 、 構 造 
及 び 規 模 

 

取得又は改良 
に要する金額                                   円  

取得又は改良をする 
ことが見込まれる 
固 定 資 産 取得又は改良 

予 定 日             年     月     日      

引 き 継 ぐ 
特 別 勘 定 の 金 額 

                                           円  

(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

20．06改正                     

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  適格分割等による国庫補助金等に係る 

特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書 
※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
     

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、下記のとおり届け出ます。 
                            記 

法 人 名  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 
代 表 者 氏 名  

適 格 分 割 等 の 日                      年     月     日      

名 称  

交付をした者  国 庫 補 助 金 等 

交付を受けた日             年     月     日      

種 類 、 構 造 
及 び 規 模 

 

取得又は改良 
に要する金額                                   円  

取得又は改良をする 
ことが見込まれる 
固 定 資 産 取得又は改良 

予 定 日             年     月     日      

引 き 継 ぐ 
特 別 勘 定 の 金 額 

                                           円  

(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

18．06改正                     

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

        適 格 分 割 等 に よ る 国 庫 補 助 金 等 に 係 る 
        特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親
法人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)を行っ
た場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいま
す｡)に国庫補助金等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、法人税法（以下「法」とい
います｡)第 43 条第９項《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出》又は法施
行令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用》の規定によ
り届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税

地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、「代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。             

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」欄は、法第 43 条第８項第２号の適格分割型分割（以
下「適格分割型分割」といいます。)に係る同項第２号イ若しくはロの分割承継法人（以下「分
割承継法人」といいます。)又は同項第３号の適格分社型分割等（以下「適格分社型分割等」
といいます。)に係る同項第３号イ若しくはロの分割承継法人等（以下「分割承継法人等」と
いいます。)について記載してください。 

(4) ｢適格分割等の日」欄は、適格分割型分割の日又は適格分社型分割等の日を記載してくださ
い。 

(5) ｢取得又は改良をすることが見込まれる固定資産」欄は、法第 43 条第８項第２号ロ又は第
３号ロの規定により、分割承継法人又は分割承継法人等が国庫補助金等をもって取得又は改
良をすることが見込まれる固定資産について記載してください。 

(6) ｢種類、構造及び規模」欄は、取得又は改良をすることが見込まれる固定資産が減価償却資
産である場合にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一から別表第八ま
でに定める種類、構造等を記載してください。 

(7) ｢取得又は改良に要する金額」欄は、分割承継法人又は分割承継法人等が国庫補助金等をも
って固定資産を取得又は改良をするために必要と見込まれる金額を記載してください。 

(8) ｢引き継ぐ特別勘定の金額」欄は、分割承継法人又は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の
金額又は期中特別勘定の金額を記載してください。 

(9) ｢その他参考となるべき事項」欄は、取得若しくは改良をした固定資産又は取得若しくは改
良をすることが見込まれる固定資産が国庫補助金等の交付の目的に適合することの説明等を
記載してください。 

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税
に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の
欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

        適 格 分 割 等 に よ る 国 庫 補 助 金 等 に 係 る 
        特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親
法人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)を行っ
た場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいま
す｡)に国庫補助金等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、法人税法（以下「法」とい
います｡)第 43 条第９項《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出》又は法施
行令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用》の規定によ
り届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、「代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。             

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」欄は、法第 43 条第８項第２号の適格分割型分割（以
下「適格分割型分割」といいます。)に係る同項第２号イ若しくはロの分割承継法人（以下「分
割承継法人」といいます。)又は同項第３号の適格分社型分割等（以下「適格分社型分割等」
といいます。)に係る同項第３号イ若しくはロの分割承継法人等（以下「分割承継法人等」と
いいます。)について記載してください。 

(4) ｢適格分割等の日」欄は、適格分割型分割の日又は適格分社型分割等の日を記載してくださ
い。 

(5) ｢取得又は改良をすることが見込まれる固定資産」欄は、法第 43 条第８項第２号ロ又は第
３号ロの規定により、分割承継法人又は分割承継法人等が国庫補助金等をもって取得又は改
良をすることが見込まれる固定資産について記載してください。 

(6) ｢種類、構造及び規模」欄は、取得又は改良をすることが見込まれる固定資産が減価償却資
産である場合にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一から別表第八ま
でに定める種類、構造等を記載してください。 

(7) ｢取得又は改良に要する金額」欄は、分割承継法人又は分割承継法人等が国庫補助金等をも
って固定資産を取得又は改良をするために必要と見込まれる金額を記載してください。 

(8) ｢引き継ぐ特別勘定の金額」欄は、分割承継法人又は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の
金額又は期中特別勘定の金額を記載してください。 

(9) ｢その他参考となるべき事項」欄は、取得若しくは改良をした固定資産又は取得若しくは改
良をすることが見込まれる固定資産が国庫補助金等の交付の目的に適合することの説明等を
記載してください。 

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  適格分割等による保険差益等に係る 

特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書 
※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 
回 付 先 

□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、下記のとおり届け出ます。 

記 
法 人 名 等  

納 税 地  
適格分割等に係る 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  
適 格 分 割 等 の 日                       年      月      日       

所有固定資産の種
類、構造及び規模  
保 険 金 等 の 
支払を受けた日 

                      年      月      日       

指 定 日                       年      月      日       
種 類 、 構 造 
及 び 規 模  
取 得 又 は 改 良 
に 要 す る 金 額                                   円 

取得又は改良を 
することが見込ま
れる代替資産等 取 得 又 は 改 良 

予 定 日              年      月      日       

特
別
勘
定
に
係
る
も
の 金 額                                            円 

所有固定資産の種
類、構造及び規模  
保 険 金 等 の 
支払を受けた日                       年      月      日       

指 定 日                       年      月      日       
種 類 、 構 造 
及 び 規 模  
取 得 又 は 改 良 
に 要 す る 金 額                                   円 

取得又は改良を 
することが見込ま
れる代替資産等 取 得 又 は 改 良 

予 定 日              年      月      日       

期
中
特
別
勘
定
に
係
る
も
の 金 額                                            円 
(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  適格分割等による保険差益等に係る 

特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書 
※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 
回 付 先 

□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、下記のとおり届け出ます。 

記 
法 人 名  

納 税 地  
適格分割等に係る 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  
適 格 分 割 等 の 日                       年      月      日       

所有固定資産の種
類、構造及び規模  
保 険 金 等 の 
支払を受けた日 

                      年      月      日       

指 定 日                       年      月      日       
種 類 、 構 造 
及 び 規 模  
取 得 又 は 改 良 
に 要 す る 金 額                                   円 

取得又は改良を 
することが見込ま
れる代替資産等 取 得 又 は 改 良 

予 定 日              年      月      日       

特
別
勘
定
に
係
る
も
の 金 額                                            円 

所有固定資産の種
類、構造及び規模  
保 険 金 等 の 
支払を受けた日                       年      月      日       

指 定 日                       年      月      日       
種 類 、 構 造 
及 び 規 模  
取 得 又 は 改 良 
に 要 す る 金 額                                   円 

取得又は改良を 
することが見込ま
れる代替資産等 取 得 又 は 改 良 

予 定 日              年      月      日       

期
中
特
別
勘
定
に
係
る
も
の 金 額                                            円 
(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適 格 分 割 等 に よ る 保 険 差 益 等 に 係 る 
特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます｡)又は連結親法
人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)を行った
場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。)
に保険差益等に係る特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額を引き継ぐことについて、法人税法
（以下「法」といいます｡)第 48 条第９項《保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る
届出》又は法施行令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準
用》の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税

地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」欄は、法第 48 条第８項第２号の適格分割型分割（以
下「適格分割型分割」といいます｡)に係る同項第２号の分割承継法人（以下「分割承継法人」
といいます｡)又は同項第３号の適格分社型分割等（以下「適格分社型分割等」といいます｡)
に係る同項第３号の分割承継法人等（以下「分割承継法人等」といいます｡)について記載し
てください。 

(4) ｢適格分割等の日」欄は、適格分割型分割の日又は適格分社型分割等の日を記載してくださ
い。 

(5) 次のイからホの記載事項については､｢特別勘定に係るもの」及び「期中特別勘定に係るも
の」の各欄に記載してください。      

 イ 「取得固定資産の種類、構造及び規模」欄は、法第 48 条第１項の保険金等の支払を受け
る基因となった滅失又は損壊をした法第 47 条第１項《保険金等で取得した固定資産等の圧
縮額の損金算入》に規定する所有固定資産について記載してください。その固定資産が減価
償却資産である場合にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一から別表
第八までに定める種類、構造等を記載してください。 

 ロ 「指定日」欄は、法第 48 条第１項に規定する指定日（災害その他やむを得ない事由によ
り、保険金等の支払を受ける事業年度終了の日の翌日から２年を経過した日の前日までに代
替資産を取得することが困難である場合に、納税地の所轄税務署長が指定した日）がある場
合には、その指定日を記載してください。 

 ハ 「取得又は改良をすることが見込まれる代替資産等」欄は、法第 48 条第８項第２号又は
第３号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第 47 条第１項に規定する代替資
産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産について記載してください。 

 ニ 「取得又は改良に要する金額」欄は、分割承継法人又は分割承継法人等が保険金等で代替
資産等を取得又は改良をするために必要と見込まれる金額を記載してください。 

 ホ 「金額」欄は、分割承継法人又は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別
勘定の金額を記載してください。 

  (6) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税
に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の
欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

適 格 分 割 等 に よ る 保 険 差 益 等 に 係 る 
特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます｡)又は連結親法
人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)を行った
場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。)
に保険差益等に係る特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額を引き継ぐことについて、法人税法
（以下「法」といいます｡)第 48 条第９項《保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る
届出》又は法施行令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準
用》の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」欄は、法第 48 条第８項第２号の適格分割型分割（以
下「適格分割型分割」といいます｡)に係る同項第２号の分割承継法人（以下「分割承継法人」
といいます｡)又は同項第３号の適格分社型分割等（以下「適格分社型分割等」といいます｡)
に係る同項第３号の分割承継法人等（以下「分割承継法人等」といいます｡)について記載し
てください。 

(4) ｢適格分割等の日」欄は、適格分割型分割の日又は適格分社型分割等の日を記載してくださ
い。 

(5) 次のイからホの記載事項については､｢特別勘定に係るもの」及び「期中特別勘定に係るも
の」の各欄に記載してください。      

 イ 「取得固定資産の種類、構造及び規模」欄は、法第 48 条第１項の保険金等の支払を受け
る基因となった滅失又は損壊をした法第 47 条第１項《保険金等で取得した固定資産等の圧
縮額の損金算入》に規定する所有固定資産について記載してください。その固定資産が減価
償却資産である場合にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一から別表
第八までに定める種類、構造等を記載してください。 

 ロ 「指定日」欄は、法第 48 条第１項に規定する指定日（災害その他やむを得ない事由によ
り、保険金等の支払を受ける事業年度終了の日の翌日から２年を経過した日の前日までに代
替資産を取得することが困難である場合に、納税地の所轄税務署長が指定した日）がある場
合には、その指定日を記載してください。 

 ハ 「取得又は改良をすることが見込まれる代替資産等」欄は、法第 48 条第８項第２号又は
第３号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第 47 条第１項に規定する代替資
産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産について記載してください。 

 ニ 「取得又は改良に要する金額」欄は、分割承継法人又は分割承継法人等が保険金等で代替
資産等を取得又は改良をするために必要と見込まれる金額を記載してください。 

 ホ 「金額」欄は、分割承継法人又は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別
勘定の金額を記載してください。 

  (6) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  適格分割等が行われた場合の外国税額 
の控除に係る繰越控除限度額等の計算 
の 特 例 に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

 
 

 
平成  年  月  日 

       税務署長殿 
     下記のとおり届け出ます。  

届

出

者 代 表 者 氏 名                      ○印 

分 割 法 人 等 の 法 人 名  
提
出
法
人 

□ 単体法人 
  法人税法第69条第6項 
□ 連結親法人 
  法人税法第81条の15第6項 分 割 法 人 等 の 納 税 地 〒 

適格分割 
等 の 日 平成  年  月  日 分割法人等の代表者氏名  

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる
事務所の所在地 

〒           （    局    署） 
 
       電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  業種番号  
代 表 者 氏 名  

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目 業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 
回 付 先 

□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

         （ 個 別 ）国 外 所 得 金 額 
（連結）事業年度 各（連結）事業年度の国外所得金額 左のうち移転を受けた事業に係る部分の金額 
   ：   ：    円 円 
   ：   ：      
   ：   ：      

         控 除 限 度 額 又 は 連 結 控 除 限 度 個 別 帰 属 額 

 (連結)事業年度 区        分 各 ( 連 結 ) 事 業 年 度 
の 控 除 限 度 額 

左 の う ち 移 転 を 受 け た 
事 業 に 係 る 部 分 の 金 額 

国        税 円 円 
道 府 県 民 税   

   ・   ・    
  
   ・   ・    市 町 村 民 税   

国        税   
道 府 県 民 税   

   ・   ・    
  
   ・   ・    市 町 村 民 税   

国        税   
道 府 県 民 税   

   ・   ・    
  
   ・   ・    市 町 村 民 税   
         ( 個 別 ) 控 除 対 象 外 国 法 人 税 の 額 
 (連結)事業年度 各事業年度の控除対象外国法人税の額 左のうち移転を受けた事業に係る部分の金額 
   ：   ：                        円                    円 
   ：   ：      
   ：   ：      
 

添付書類(各欄の金額の明細書) 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  適格分割等が行われた場合の外国税額 
の控除に係る繰越控除限度額等の計算 
の 特 例 に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

 
 
 
平成  年  月  日 

       税務署長殿 
     下記のとおり届け出ます。  

届

出

者 代 表 者 氏 名                      ○印 

分 割 法 人 等 の 法 人 名  
提
出
法
人 

□ 単体法人 
  法人税法第69条第6項 
□ 連結親法人 
  法人税法第81条の15第6項 分 割 法 人 等 の 納 税 地 〒 

適格分割 
等 の 日 平成  年  月  日 分割法人等の代表者氏名  

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる
事務所の所在地 

〒           （    局    署） 
 
       電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  業種番号  
代 表 者 氏 名  

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目 業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 
回 付 先 

□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

         （ 個 別 ）国 外 所 得 金 額 
（連結）事業年度 各（連結）事業年度の国外所得金額 左のうち移転を受けた事業に係る部分の金額 
   ：   ：    円 円 
   ：   ：      
   ：   ：      
         控 除 限 度 額 又 は 連 結 控 除 限 度 個 別 帰 属 額 

 (連結)事業年度 区        分 各 ( 連 結 ) 事 業 年 度 
の 控 除 限 度 額 

左 の う ち 移 転 を 受 け た 
事 業 に 係 る 部 分 の 金 額 

国        税 円 円 
道 府 県 民 税   

   ・   ・    
  
   ・   ・    市 町 村 民 税   

国        税   
道 府 県 民 税   

   ・   ・    
  
   ・   ・    市 町 村 民 税   

国        税   
道 府 県 民 税   

   ・   ・    
  
   ・   ・    市 町 村 民 税   
         ( 個 別 ) 控 除 対 象 外 国 法 人 税 の 額 
 (連結)事業年度 各事業年度の控除対象外国法人税の額 左のうち移転を受けた事業に係る部分の金額 
   ：   ：                        円                    円 
   ：   ：      
   ：   ：      
 

添付書類(各欄の金額の明細書) 
 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分割等が行われた場合の外国税額の控除に係る 
繰越控除限度額等の計算の特例に関する届出書の記載要領等 

 

 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます｡）又は連結親法人が、
適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)により分割法人等（分
割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます。以下同じ｡)から事業の全部又は一部の移転を受
けた場合において、法人税法第 69条第５項の規定の適用を受けることについて、同条第６項の規定に
より届け出る場合又は同法第 81 条の 15第５項の規定の適用を受けることについて同条第６項の規定
により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後３月以内（法人税法施行令（以下｢法令｣といいます。）第 145
条の２第 15 項又は法令第 155 条の 34第 15 項の規定の適用がある場合には４月以内）に納税地の所轄
税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にはレ印を付すとともに、届出者及び分割法人等の｢法人名等｣、

｢納税地｣、｢代表者氏名｣を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏

名｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
  (3) ｢国外所得金額」の各欄 
   イ 「事業年度」欄は、分割前３年内事業年度又は分割等前３年内事業年度を記載してください。

「控除限度額」欄及び「控除対象外国法人税の額」欄の「事業年度」も同様に記載します。 
   ロ ｢各事業年度の国外所得金額」欄は、分割法人等の各事業年度の国外所得金額又は各連結事業年

度の個別所得金額を記載してください。 
   ハ ｢左のうち移転を受けた事業に係る部分の金額」欄は、分割法人等の各事業年度の国外所得金額

又は各連結事業年度の個別所得金額のうち、内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額を記
載してください。 

   
(4) ｢控除限度額」の各欄 

   イ ｢各事業年度の控除限度額」欄は、分割法人等の分割前３年内事業年度又は分割等前３年内事業
年度の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額を記載してください。 

   ロ ｢左のうち移転を受けた事業に係る部分の金額」欄は、分割法人等の分割前３年内事業年度又は
分割等前３年内事業年度の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額の控除限度額のうち、法令第
145 条の２第８項若しくは第９項《繰越控除限度額等》の規定により、内国法人若しくは連結法
人の控除限度額とされる金額、又は法令第 155 条の 34第８項若しくは第９項《繰越控除限度額等》
の規定により連結法人の連結控除限度個別帰属額を記載してください。 

 
  (5) ｢控除対象外国法人税の額」の各欄 
   イ ｢各事業年度の控除対象外国法人税の額」欄は、分割法人等の分割前３年内事業年度又は分割等

前３年内事業年度の控除対象外国法人税の額又は連結控除限度個別帰属額を記載してください。 
   ロ ｢左のうち移転を受けた事業に係る部分の金額」欄は、分割法人等の分割前３年内事業年度又は

分割等前３年内事業年度の控除対象外国法人税の額のうち、法令第 145 条の２第８項若しくは第
９項《繰越控除限度額等》の規定により内国法人が移転を受けた事業に係る控除対象外国法人税
の額とされる金額、又は法令第 155 条の 34 第８項若しくは第９項の規定により内国法人が移転を
受けた事業に係る控除対象外国法人税の額とされる金額を記載してください。 

 ４ この届出書には、各欄の金額の計算に関する明細のほか、参考となるべき事項がある場合にはそれ
を記載した書類を添付し、添付書類欄に記載してください。 

 ５ ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署
名押印してください。 

 ６ ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ７ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税
に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄に
は、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

適格分割等が行われた場合の外国税額の控除に係る 
繰越控除限度額等の計算の特例に関する届出書の記載要領等 

 

 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます｡）又は連結親法人が、
適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)により分割法人等（分
割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます。以下同じ｡)から事業の全部又は一部の移転を受
けた場合において、法人税法第 69条第５項の規定の適用を受けることについて、同条第６項の規定に
より届け出る場合又は同法第 81 条の 15第５項の規定の適用を受けることについて同条第６項の規定
により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後３月以内（法人税法施行令（以下｢法令｣といいます。）第 145
条の２第 15 項又は法令第 155 条の 34第 15 項の規定の適用がある場合には４月以内）に納税地の所轄
税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にはレ印を付すとともに、届出者及び分割法人等の｢法人名｣、｢納

税地｣、｢代表者氏名｣を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣

及び｢事業種目｣を記載してください。 
  (3) ｢国外所得金額」の各欄 
   イ 「事業年度」欄は、分割前３年内事業年度又は分割等前３年内事業年度を記載してください。

「控除限度額」欄及び「控除対象外国法人税の額」欄の「事業年度」も同様に記載します。 
   ロ ｢各事業年度の国外所得金額」欄は、分割法人等の各事業年度の国外所得金額又は各連結事業年

度の個別所得金額を記載してください。 
   ハ ｢左のうち移転を受けた事業に係る部分の金額」欄は、分割法人等の各事業年度の国外所得金額

又は各連結事業年度の個別所得金額のうち、内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額を記
載してください。 

  (4) ｢控除限度額」の各欄 
   イ ｢各事業年度の控除限度額」欄は、分割法人等の分割前３年内事業年度又は分割等前３年内事業

年度の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額を記載してください。 
   ロ ｢左のうち移転を受けた事業に係る部分の金額」欄は、分割法人等の分割前３年内事業年度又は

分割等前３年内事業年度の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額の控除限度額のうち、法令第
145 条の２第８項若しくは第９項《繰越控除限度額等》の規定により、内国法人若しくは連結法
人の控除限度額とされる金額、又は法令第 155 条の 34第８項若しくは第９項《繰越控除限度額等》
の規定により連結法人の連結控除限度個別帰属額を記載してください。 

  (5) ｢控除対象外国法人税の額」の各欄 
   イ ｢各事業年度の控除対象外国法人税の額」欄は、分割法人等の分割前３年内事業年度又は分割等

前３年内事業年度の控除対象外国法人税の額又は連結控除限度個別帰属額を記載してください。 
   ロ ｢左のうち移転を受けた事業に係る部分の金額」欄は、分割法人等の分割前３年内事業年度又は

分割等前３年内事業年度の控除対象外国法人税の額のうち、法令第 145 条の２第８項若しくは第
９項《繰越控除限度額等》の規定により内国法人が移転を受けた事業に係る控除対象外国法人税
の額とされる金額、又は法令第 155 条の 34 第８項若しくは第９項の規定により内国法人が移転を
受けた事業に係る控除対象外国法人税の額とされる金額を記載してください。 

 ４ この届出書には、各欄の金額の計算に関する明細のほか、参考となるべき事項がある場合にはそれ
を記載した書類を添付し、添付書類欄に記載してください。 

 ５ ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署
名押印してください。 

 ６ ｢※」欄は、記載しないでください。 
  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  適格分社型分割等を行う場合の収用等又は 
収用換地等に伴い取得した資産の帳簿価額の 
減額又は設定した期中特別勘定に関する 
届 出 書 及 び 提 出 書 類 の 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 
回 付 先 □ 親署 ⇒ 子署 □ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分社型分割等を行う場合において、収用等により代替資産の取得等をしたとき又は換地処分により交換取得資産 
 の取得をしたときに、当該資産の帳簿価額を減額した金額又は設定した期中特別勘定について 
 
  
 租税特別措置法 
 （以下｢措置法｣ 
 といいます｡) 
 
 により下記のとおり届け出を行い、また、 
  
 措置法施行令                        の規定により、書類の提出を行います。 
   
 
                           記 

法 人 名 等  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  
適 格 分 社 型 分 割 等 の 日                年     月     日       
収用等のあった日又は、換地処分等のあった日                年     月     日       
収用等又は換地処分等により譲渡した資産の種類  
補償金等、対価、清算金の金額又は 
保 留 地 の 対 価 の 額                                   円 
交 換 取 得 資 産 の 価 額                                   円 

種 類  
構 造  
規 模  

代 替 資 産 又 は 
 

交 換 取 得 資 産 
取得（予定）日                年     月     日       

減額した金額又は期中特別勘定の金額                                   円 

添 付 明 細 ( 別 表 等 )  

(そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項 )  

提 出 書 類 ( 証 明 書 等 )  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

 第64条第10項(措置法第64条の2第14項において準用する場合を含みます。) 
 第68条の70第9項(措置法第68条の71第15項において準用する場合を含みます。) 
 第65条第6項・第68条の72第6項 
 第64条の2第3項・第68条の71第4項 

第39条第31項・第39条の99第17項 
第39条の2第9項・第39条の100第8項 

※整理番号  適格分社型分割等を行う場合の収用等又は 
収用換地等に伴い取得した資産の帳簿価額の 
減額又は設定した期中特別勘定に関する 
届 出 書 及 び 提 出 書 類 の 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 
回 付 先 □ 親署 ⇒ 子署 □ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分社型分割等を行う場合において、収用等により代替資産の取得等をしたとき又は換地処分により交換取得資産 
 の取得をしたときに、当該資産の帳簿価額を減額した金額又は設定した期中特別勘定について 
 
  
 租税特別措置法 
 （以下｢措置法｣ 
 といいます｡) 
 
 により下記のとおり届け出を行い、また、 
  
 措置法施行令                        の規定により、書類の提出を行います。 
   
 
                           記 

法 人 名  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  
適 格 分 社 型 分 割 等 の 日                年     月     日       
収用等のあった日又は、換地処分等のあった日                年     月     日       
収用等又は換地処分等により譲渡した資産の種類  
補償金等、対価、清算金の金額又は 
保 留 地 の 対 価 の 額                                   円 
交 換 取 得 資 産 の 価 額                                   円 

種 類  
構 造  
規 模  

代 替 資 産 又 は 
 

交 換 取 得 資 産 
取得（予定）日                年     月     日       

減額した金額又は期中特別勘定の金額                                   円 

添 付 明 細 ( 別 表 等 )  

(そ の 他 参 考 と な る べ き事 項 )  

提 出 書 類 ( 証 明 書 等 )  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
19．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

 第64条第10項(措置法第64条の2第14項において準用する場合を含みます。) 
 第68条の70第9項(措置法第68条の71第15項において準用する場合を含みます。) 
 第65条第6項・第68条の72第6項 
 第64条の2第3項・第68条の71第4項 

第39条第31項・第39条の99第17項 
第39条の2第9項・第39条の100第8項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

       適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に伴い 
       取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定 
       に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 
１ 単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適
格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行う場合において、租税特別措置法（以下「措置法」
といいます。）等の下記の規定にもとづき、収用等又は収用換地等に伴い、取得した資産の帳簿価額を減額した
金額又は、設定した期中特別勘定の金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合に使用してください。 
 根  拠  条  文 届 出 根 拠 条 文 

(1) 収用等により取得した代替資産の帳
簿価額を減額 

 
 

措置法第 64 条第８項 
(措置法第 64 の２第８項) 
措置法第 68 条の 70 第７項 
(措置法第 68 の 71 第９項) 

措置法第 64 条第 10 項 
(措置法第 64 条の２第 14 項) 
措置法第 68 条の 70 第９項 
(措置法第68条の71第15項) 

(2) 収用換地等により取得した交換取得
資産の帳簿価額を減額 

措置法第 65 条第５項 
措置法第 68 条の 72 第５項 

措置法第 65 条第６項 
措置法第 68 条の 72 第６項 

(3) 収用等に伴い期中特別勘定を設定 措置法第 64 条の２第２項 
措置法第 68 条の 71 第３項 

措置法第 64 条の２第３項 
措置法第 68 条の 71 第４項 

２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所管法人にあって
は２通)提出してください。 

３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税地｣、｢代表者氏
名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者
住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、上記１の根拠条文に規定する分割承継法人等の名称
及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、上記１の根拠条文に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。
(5) ｢収用等のあった日又は換地処分等のあった日」欄は、措置法第 64 条第１項・同法第 68 条の 70 第 1 項若
しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する収用等のあった日又は措置法第 65 条第１項・第
68 条の 72 第 1 項に規定する換地処分等のあった日を記載してください。 

(6) ｢収用等又は換地処分等により譲渡した資産の種類」欄は、措置法第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３
項に規定する収用等により譲渡した資産の種類又は第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する収用換地
等により譲渡した資産の種類を記載してください。 

(7) ｢補償金等、対価、清算金の金額又は保留地の対価の額」欄は措置法第 64 条第８項・第 68 条の 70 第７項、
第 64 条の２第８項・第 68 条の 71 第９項若しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する補償
金、対価若しくは清算金の金額又は措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する補償金等又は保留
地の対価の額を記載してください。 

(8) ｢交換取得資産の価額｣欄は､措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する交換取得資産の価額を
記載する。 

(9) ｢代替資産又は交換取得資産」欄は措置法第 64 条第１項・第 68 条の 70 第１項に規定する代替資産若しく
は第 65 条第５項・第 68 条の 72 第５項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びに取得年月日又は
措置法施行規則第 22 条の２第９項第６号に規定する取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模
並びにその取得予定年月日を記載してください。 

(10) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 64 条第８項（第 64 条の２第８項において準用す
る場合を含みます。）・第 68 条の 70 第７項（第 68 条の 71 第９項において準用する場合を含みます。）又は第
65 条第５項・第 68 条の 72 第５項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金
額又は第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別
勘定の金額を記載してください。 

(11) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三(四）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に
添付してください。 

(12) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条第 31 項・第 39 条の 99 第 17 項又は第 39 条の２第９項・第 39 条の
100 第８項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(13) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

(14) ｢※」欄は、記載しないでください。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又
は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

       適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に伴い 
       取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定 
       に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 
１ 単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適
格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行う場合において、租税特別措置法（以下「措置法」
といいます。）等の下記の規定にもとづき、収用等又は収用換地等に伴い、取得した資産の帳簿価額を減額した
金額又は、設定した期中特別勘定の金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合に使用してください。 
 根  拠  条  文 届 出 根 拠 条 文 

(1) 収用等により取得した代替資産の帳
簿価額を減額 

 
 

措置法第 64 条第８項 
(措置法第 64 の２第８項) 
措置法第 68 条の 70 第７項 
(措置法第 68 の 71 第９項) 

措置法第 64 条第 10 項 
(措置法第 64 条の２第 14 項) 
措置法第 68 条の 70 第９項 
(措置法第68条の71第15項) 

(2) 収用換地等により取得した交換取得
資産の帳簿価額を減額 

措置法第 65 条第５項 
措置法第 68 条の 72 第５項 

措置法第 65 条第６項 
措置法第 68 条の 72 第６項 

(3) 収用等に伴い期中特別勘定を設定 措置法第 64 条の２第２項 
措置法第 68 条の 71 第３項 

措置法第 64 条の２第３項 
措置法第 68 条の 71 第４項 

２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所管法人にあって
は２通)提出してください。 
３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏名｣、
｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住
所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、上記１の根拠条文に規定する分割承継法人等の名称
及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、上記１の根拠条文に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。
(5) ｢収用等のあった日又は換地処分等のあった日」欄は、措置法第 64 条第１項・同法第 68 条の 70 第 1 項若
しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する収用等のあった日又は措置法第 65 条第１項・第
68 条の 72 第 1 項に規定する換地処分等のあった日を記載してください。 

(6) ｢収用等又は換地処分等により譲渡した資産の種類」欄は、措置法第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３
項に規定する収用等により譲渡した資産の種類又は第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する収用換地
等により譲渡した資産の種類を記載してください。 

(7) ｢補償金等、対価、清算金の金額又は保留地の対価の額」欄は措置法第 64 条第８項・第 68 条の 70 第７項、
第 64 条の２第８項・第 68 条の 71 第９項若しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する補償
金、対価若しくは清算金の金額又は措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する補償金等又は保留
地の対価の額を記載してください。 

(8) ｢交換取得資産の価額｣欄は､措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する交換取得資産の価額を
記載する。 

(9) ｢代替資産又は交換取得資産」欄は措置法第 64 条第１項・第 68 条の 70 第１項に規定する代替資産若しく
は第 65 条第５項・第 68 条の 72 第５項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びに取得年月日又は
措置法施行規則第 22 条の２第９項第６号に規定する取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模
並びにその取得予定年月日を記載してください。 

(10) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 64 条第８項（第 64 条の２第８項において準用す
る場合を含みます。）・第 68 条の 70 第７項（第 68 条の 71 第９項において準用する場合を含みます。）又は第
65 条第５項・第 68 条の 72 第５項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金
額又は第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別
勘定の金額を記載してください。 

(11) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三(四）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に
添付してください。 

(12) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条第 31 項・第 39 条の 99 第 17 項又は第 39 条の２第９項・第 39 条の
100 第８項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(13) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

(14) ｢※」欄は、記載しないでください。 
（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
          
        適格分割等による収用等に係る特別勘定 

        の金額の引継ぎに関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
 

 整理番号  
 

法 人 名 等  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ） 
 

 
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分割等による収用等に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、 
                                  
  租税特別措置法             の規定により下記のとおり届け出ます。                  
                           
                           記    

適 格 分 割 等  適格分割型分割 ・ 適格分社型分割 ・ 適格現物出資 ・ 適格事後設立 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日                年     月     日      

分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                                 円  

分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                                 円  

特 別 勘 定 の 
金額に係るもの 

                                円  補 償 金 、 対 価 
 

又 は 清 算 金 の 額 期中特別勘定の 
金額に係るもの 

                                円  

種 類 及 び 構 造  

規 模  
取 得 す る 見 込 み 

 
で あ る 代 替 資 産 

取 得 予 定 日                年     月     日      

(その他参考となるべき事項) 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第64条の2第5項 
第68条の71第6項 

※整理番号  
          
        適格分割等による収用等に係る特別勘定 

        の金額の引継ぎに関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
  

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
 

 整理番号  
 

法 人 名  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ） 
 

 
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分割等による収用等に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、 
                                  
  租税特別措置法             の規定により下記のとおり届け出ます。                  
                           
                           記    

適 格 分 割 等  適格分割型分割 ・ 適格分社型分割 ・ 適格現物出資 ・ 適格事後設立 

法 人 名  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日                年     月     日      

分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                                 円  

分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                                 円  

特 別 勘 定 の 
金額に係るもの 

                                円  補 償 金 、 対 価 
 

又 は 清 算 金 の 額 期中特別勘定の 
金額に係るもの 

                                円  

種 類 及 び 構 造  

規 模  
取 得 す る 見 込 み 

 
で あ る 代 替 資 産 

取 得 予 定 日                年     月     日      

(その他参考となるべき事項) 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第64条の2第5項 
第68条の71第6項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分割等による収用等に係る特別勘定の 
金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます｡)又は連結親法
人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行っ
た場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいま
す。）に収用等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法（以下「措置法」
といいます。）第 64条の２第５項・第 68 条の 71第６項の規定により届け出る場合に使用してく
ださい。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 64 条の２第４項第２号又は同項
第３号・第 68 条の 71 第５項第２号又は同項第３号に規定する分割承継法人等の名称及び納
税地並びに代表者の氏名を記載してください。 
「適格分割等」の欄は該当する適格分割等の形態を丸印で囲んでください。 

(4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 64 条の２第４項第２号又
は同項第３号・第 68 条の 71 第５項第２号又は同項第３号に規定する適格分割型分割又は適
格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 64 条の２第４項・第 68 条の
71 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特
別勘定の金額を記載してください。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 64 条の２第４項・第 68
条の 71 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定
の金額を記載してください。 

(7) ｢補償金、対価又は清算金の額」の各欄は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額又は期
中特別勘定の金額に係る措置法第 64 条の２第４項第２号又は第３号・第 68条の 71 第５項第
２号又は第３号に規定する補償金、対価又は清算金の額を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである代替資産」の各欄は分割承継法人等において取得をする見込みであ
る代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日を記載してください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

適格分割等による収用等に係る特別勘定の 
金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます｡)又は連結親法
人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行っ
た場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいま
す。）に収用等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法（以下「措置法」
といいます。）第 64条の２第５項・第 68 条の 71第６項の規定により届け出る場合に使用してく
ださい。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 64 条の２第４項第２号又は同項
第３号・第 68 条の 71 第５項第２号又は同項第３号に規定する分割承継法人等の名称及び納
税地並びに代表者の氏名を記載してください。 
「適格分割等」の欄は該当する適格分割等の形態を丸印で囲んでください。 

(4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 64 条の２第４項第２号又
は同項第３号・第 68 条の 71 第５項第２号又は同項第３号に規定する適格分割型分割又は適
格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 64 条の２第４項・第 68 条の
71 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特
別勘定の金額を記載してください。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 64 条の２第４項・第 68
条の 71 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定
の金額を記載してください。 

(7) ｢補償金、対価又は清算金の額」の各欄は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額又は期
中特別勘定の金額に係る措置法第 64 条の２第４項第２号又は第３号・第 68条の 71 第５項第
２号又は第３号に規定する補償金、対価又は清算金の額を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである代替資産」の各欄は分割承継法人等において取得をする見込みであ
る代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日を記載してください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

※整理番号  適格分割等による特定の資産の譲渡 
に 係 る 特 別 勘 定 の 金 額 の 
引 継 ぎ に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名 等  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、 
                                  
  租税特別措置法             又は                              の規定 
                            
  により下記のとおり届け出ます。    
                           記    

適 格 分 割 等 適格分割型分割 ・ 適格分社型分割 ・ 適格現物出資 ・ 適格事後設立 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 
代 表 者 氏 名  

適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日 年     月     日      
分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                               円  
分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                               円  

種 類  

所 在 地  

規模(土地の場合は面積)  

特別勘定等の金額又は
期中特別勘定の金額 
に 係 る 譲 渡 資 産 

譲 渡 年 月 日               年     月     日      

種 類 及 び 構 造  

所 在 地  

規模(土地の場合は面積)  
取 得 す る 見 込 み 
で あ る 資 産 

取 得 予 定 日               年     月     日      

適用を受けることとしている表の各号の区分                               号  

(その他参考となるべき事項) 
  

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業 種 
番 号 

 整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国
税関係法律の臨時特例に関する法律 

第65条の8第5項 
第68条の79第6項 

第21条第5項 
第26条の6第6項 

 

※整理番号  適格分割等による特定の資産の譲渡 
に 係 る 特 別 勘 定 の 金 額 の 
引 継 ぎ に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、 
                                  
  租税特別措置法             又は                              の規定 
                            
  により下記のとおり届け出ます。    
                           記    

適 格 分 割 等 適格分割型分割 ・ 適格分社型分割 ・ 適格現物出資 ・ 適格事後設立 

法 人 名  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 
代 表 者 氏 名  

適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日 年     月     日      
分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                               円  
分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                               円  

種 類  

所 在 地  

規模(土地の場合は面積)  

特別勘定等の金額又は
期中特別勘定の金額 
に 係 る 譲 渡 資 産 

譲 渡 年 月 日               年     月     日      

種 類 及 び 構 造  

所 在 地  

規模(土地の場合は面積)  
取 得 す る 見 込 み 
で あ る 資 産 

取 得 予 定 日               年     月     日      

適用を受けることとしている表の各号の区分                               号  

(その他参考となるべき事項) 
  

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業 種 
番 号 

 整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国
税関係法律の臨時特例に関する法律 

第65条の8第5項 
第68条の79第6項 

第21条第5項 
第26条の6第6項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

       適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の 
       金 額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親
法人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行
った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい
ます。）に特定の資産の譲渡等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法
（以下「措置法」といいます。）第 65 条の８第５項・第 68条の 79 第６項又は阪神・淡路大震災
の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第
21 条第５項・第 26条の６第６項の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
   (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、「納

税地」、「代表者氏名」、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代
表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。      

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 65 条の８第４項第２号若しくは同
項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21 条第４項第
２号若しくは同項第３号・第 26 条の６第５項第２号若しくは同項第３号に規定する分割承
継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は
該当する適格分割等の形態を丸印で囲んでください。   

(4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 65条の８第４項第２号若
しくは同項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21条
第４項第２号若しくは同項第３号・第 26 条の６第５項第２号若しくは同項第３号に規定す
る適格分割型分割又は適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68 条の
79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特
別勘定の金額あるいは震災特例法第 21条第４項・第 26条の６第５項の規定により分割承継
法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特別勘定の金額を記載してくださ
い。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68
条の 79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定
の金額又は震災特例法第 21 条第４項・第 26条の６第５項の規定により分割承継法人等に引
き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定の金額を記載してください。 

(7) ｢特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産」の各欄は分割承継法人等に引
き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地、及び規模（土
地等にあってはその面積）並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである資産」の各欄は分割承継法人等において取得する見込みである資
産の種類及び取得予定年月日（措置法の規定の適用を受ける場合における措置法第 65 条の
７第１項の表の第１号から第 18 号までの下欄に掲げる資産及び震災特例法の規定の適用を
受ける場合における資産については種類、構造、所在地、及び規模（土地等にあっては、そ
の面積）並びにその取得予定年月日）を記載してください。 

(9) ｢適用を受けることとしている表の各号の区分」欄は取得をする見込みである資産につい
て適用を受けることとしている措置法第 65 条の７第１項の表・第 68 条の 78 第１項の表又
は震災特例法第20条第１項の表・第26条の５第１項の表の各号の区分を記載してください。

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税
理士等が署名押印してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

       適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の 
       金 額 の引継ぎに関する届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親

法人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行
った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい
ます。）に特定の資産の譲渡等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法
（以下「措置法」といいます。）第 65 条の８第５項・第 68 条の 79 第６項又は阪神・淡路大震災
の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第
21 条第５項・第 26条の６第６項の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
   (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、「納税

地」、「代表者氏名」、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表

者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。      
(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 65 条の８第４項第２号若しくは同
項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21 条第４項第
２号若しくは同項第３号・第 26 条の６第５項第２号若しくは同項第３号に規定する分割承
継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は
該当する適格分割等の形態を丸印で囲んでください。   

(4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 65 条の８第４項第２号若
しくは同項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21 条
第４項第２号若しくは同項第３号・第 26 条の６第５項第２号若しくは同項第３号に規定す
る適格分割型分割又は適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68 条の
79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特
別勘定の金額あるいは震災特例法第 21条第４項・第 26条の６第５項の規定により分割承継
法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特別勘定の金額を記載してくださ
い。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68
条の 79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定
の金額又は震災特例法第 21 条第４項・第 26条の６第５項の規定により分割承継法人等に引
き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定の金額を記載してください。 

(7) ｢特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産」の各欄は分割承継法人等に引
き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地、及び規模（土
地等にあってはその面積）並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである資産」の各欄は分割承継法人等において取得する見込みである資
産の種類及び取得予定年月日（措置法の規定の適用を受ける場合における措置法第 65 条の
７第１項の表の第１号から第 18 号までの下欄に掲げる資産及び震災特例法の規定の適用を
受ける場合における資産については種類、構造、所在地、及び規模（土地等にあっては、そ
の面積）並びにその取得予定年月日）を記載してください。 

(9) ｢適用を受けることとしている表の各号の区分」欄は取得をする見込みである資産につい
て適用を受けることとしている措置法第 65 条の７第１項の表・第 68 条の 78 第１項の表又
は震災特例法第20条第１項の表・第26条の５第１項の表の各号の区分を記載してください。

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税
理士等が署名押印してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  適格分割等による大規模な住宅地等造成事業の 
施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に 
係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 
 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  
 適格分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に係る特別勘定の金額の 
引継ぎについて、 
  租税特別措置法               の規定により下記のとおり届け出ます。                

                  
                  記 

適 格 分 割 等 適格分割型分割・適格分社型分割・適格現物出資・適格事後設立 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日                  年     月     日     

分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                                 円 

分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                                 円  

所 在 地  

規 模  
特別勘定の金額又は期
中特別勘定の金額に係
る譲渡をした土地等 

譲 渡 年 月 日                  年     月     日    

譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日                  年     月     日    

(その他参考となるべき事項) 
 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 

第65条の12第6項 
第68条の83第7項 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  適格分割等による大規模な住宅地等造成事業の 
施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に 
係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 
 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  
 適格分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に係る特別勘定の金額の 
引継ぎについて、 
  租税特別措置法               の規定により下記のとおり届け出ます。                

                  
                  記 

適 格 分 割 等 適格分割型分割・適格分社型分割・適格現物出資・適格事後設立 

法 人 名  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日                  年     月     日     

分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                                 円 

分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                                 円  

所 在 地  

規 模  
特別勘定の金額又は期
中特別勘定の金額に係
る譲渡をした土地等 

譲 渡 年 月 日                  年     月     日    

譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日                  年     月     日    

(その他参考となるべき事項) 
 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 

第65条の12第6項 
第68条の83第7項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の 
造成のための譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親
法人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行
った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい
ます。）に大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に係る特別
勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の
12 第６項・第 68 条の 83第７項の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税

地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。         
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。   

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 65 条の 12第５項第２号又は同項第
３号・第 68 条の 83 第６項第２号又は同項第３号に規定する分割承継法人等の名称及び納税
地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は該当する適格分割等の形態
を丸印で囲んでください。 

  (4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 65 条の 12第５項第２号又
は同項第３号・第 68 条の 83 第６項第２号又は同項第３号に規定する適格分割型分割又は適
格分社型分割の日を記載してください。     

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額｣欄は措置法第 65 条の 12 第 5 項・第 68 条の
83第６項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第2号又は同項第3号に規定する特別
勘定の金額を記載してください。  

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の 12 第５項・第 68
条の 83 第６項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定
の金額を記載してください。 

  (7) ｢特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡をした土地等」の各欄は分割承継法人
等に引き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡をした土地等の所在地及び
規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

  (8) ｢譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日」欄は分割承継法人等において譲り受けよう
とする宅地の譲受け予定年月日を記載してください。 

  (9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

適格分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の 
造成のための譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親
法人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行
った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい
ます。）に大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に係る特別
勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の
12 第６項・第 68 条の 83第７項の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。         
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。   

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 65 条の 12第５項第２号又は同項第
３号・第 68 条の 83 第６項第２号又は同項第３号に規定する分割承継法人等の名称及び納税
地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は該当する適格分割等の形態
を丸印で囲んでください。 

  (4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 65 条の 12第５項第２号又
は同項第３号・第 68 条の 83 第６項第２号又は同項第３号に規定する適格分割型分割又は適
格分社型分割の日を記載してください。     

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額｣欄は措置法第 65 条の 12 第 5 項・第 68 条の
83第６項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第2号又は同項第3号に規定する特別
勘定の金額を記載してください。  

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の 12 第５項・第 68
条の 83 第６項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定
の金額を記載してください。 

  (7) ｢特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡をした土地等」の各欄は分割承継法人
等に引き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡をした土地等の所在地及び
規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

  (8) ｢譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日」欄は分割承継法人等において譲り受けよう
とする宅地の譲受け予定年月日を記載してください。 

  (9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

    

 

※整理番号  適格分割等による認定事業用地適正化計画の 
事業用地の区域内にある土地等の譲渡に係る 
特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に係る特別勘定の金額の 
 引継ぎについて、 
  租税特別措置法              の規定により下記のとおり届け出ます。 

記 

適 格 分 割 等 適格分割型分割・適格分社型分割・適格現物出資・適格事後設立 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日                  年     月     日     

分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                                 円 

分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                                 円  

種 類  

所 在 地  

規 模  
所 有 隣 接 土 地 等 

譲 渡 年 月 日                  年     月     日    

譲り受けようとする土地建物等の譲受け予定年月日                  年     月     日    
(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

第65条の14第6項 
第68条の85第7項 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  適格分割等による認定事業用地適正化計画の 
事業用地の区域内にある土地等の譲渡に係る 
特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に係る特別勘定の金額の 
 引継ぎについて、 
  租税特別措置法              の規定により下記のとおり届け出ます。 

記 

適 格 分 割 等 適格分割型分割・適格分社型分割・適格現物出資・適格事後設立 

法 人 名  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日                  年     月     日     

分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                                 円 

分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                                 円  

種 類  

所 在 地  

規 模  
所 有 隣 接 土 地 等 

譲 渡 年 月 日                  年     月     日    

譲り受けようとする土地建物等の譲受け予定年月日                  年     月     日    
(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

第65条の14第6項 
第68条の85第7項 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

    

 

   適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある 
土地等の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます｡)又は連結親法
人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行っ
た場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいま
す。）に認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に係る特別勘定の金額
を引き継ぐことについて、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の 14第６項、
又は第 68条の 85 第７項の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所管法人
にあっては２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
   (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納

税地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代
表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 65 条の 14 第５項第２号又は同項
第３号・同法第 68条の 85第６項第２号又は同項第３号に規定する分割承継法人等の名称及
び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は該当する適格分割
等の形態を丸印で囲んでください。 

(4） ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 65条の 14第５項第２号
又は同項第３号・同法第 68 条の 85第６項第２号又は第３号に規定する適格分割型分割又は
適格分社型分割の日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の 14 第５項又は第 68
条の 85 第６項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定す
る特別勘定の金額を記載してください。 

(6） ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 65条の 14第５項又は第
68条の85第６項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘
定の金額を記載してください。 

(7) ｢所有隣接土地等」の各欄は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定
の金額に係る措置法第65条の13第１項第２号又は第68条の84第１項第２号の所有隣接土
地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(8） ｢譲り受けようとする土地建物等の譲受け予定年月日」欄は分割承継法人等において譲り
受けようとする措置法第65条の13第１項第２号又は第68条の84第１項第２号の土地建物
等の譲受け予定年月日を記載してください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税
理士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

   適格分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある 
土地等の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます｡)又は連結親法
人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行っ
た場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいま
す。）に認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に係る特別勘定の金額
を引き継ぐことについて、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の 14第６項、
又は第 68条の 85 第７項の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所管法人
にあっては２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
   (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税

地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 65条の 14 第５項第２号又は同項
第３号・同法第 68条の 85第６項第２号又は同項第３号に規定する分割承継法人等の名称及
び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は該当する適格分割
等の形態を丸印で囲んでください。 

(4） ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 65条の 14第５項第２号
又は同項第３号・同法第 68条の 85第６項第２号又は第３号に規定する適格分割型分割又は
適格分社型分割の日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の 14 第５項又は第 68
条の 85 第６項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定す
る特別勘定の金額を記載してください。 

(6） ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 65条の 14第５項又は第
68条の85第６項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘
定の金額を記載してください。 

(7) ｢所有隣接土地等」の各欄は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定
の金額に係る措置法第65条の13第１項第２号又は第68条の84第１項第２号の所有隣接土
地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(8） ｢譲り受けようとする土地建物等の譲受け予定年月日」欄は分割承継法人等において譲り
受けようとする措置法第65条の13第１項第２号又は第68条の84第１項第２号の土地建物
等の譲受け予定年月日を記載してください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税
理士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  適格分割等による転廃業助成金等に係る 

特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書 
※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割等による転廃業助成金等に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、 
                                        
 租税特別措置法               の規定により下記のとおり届け出ます。                 

                  記         

適 格 分 割 等 適格分割型分割・適格分社型分割・適格現物出資・適格事後設立 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日                  年     月     日     

分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                                 円 

分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                                 円  

特 別 勘 定 の 
金額に係るもの 

                                円  転廃業
助成金
の金額 期中特別勘定の 

金額に係るもの                                 円 

転 廃 業 
 
助 成 金 等 

転 廃 業 助成 金 等の 名 称  

種 類  取 得 す る 見 込 み 
で あ る 固 定 資 産 取 得 予 定 日                  年     月     日    

(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

第67条の4第７項 
第68条の102第8項 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  適格分割等による転廃業助成金等に係る 

特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書 
※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割等による転廃業助成金等に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、 
                                        
 租税特別措置法               の規定により下記のとおり届け出ます。                 

                  記         

適 格 分 割 等 適格分割型分割・適格分社型分割・適格現物出資・適格事後設立 

法 人 名  

納 税 地  

適格分割等に係る 
 

分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日                  年     月     日     

分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                                 円 

分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                                 円  

特 別 勘 定 の 
金額に係るもの 

                                円  転廃業
助成金
の金額 期中特別勘定の 

金額に係るもの                                 円 

転 廃 業 
 
助 成 金 等 

転 廃 業 助成 金 等の 名 称  

種 類  取 得 す る 見 込 み 
で あ る 固 定 資 産 取 得 予 定 日                  年     月     日    

(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

第67条の4第７項 
第68条の102第8項 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適 格 分 割 等 に よ る 転 廃 業 助 成 金 等 に 係 る 
特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法
人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行っ
た場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいま
す。）に転廃業助成金等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法（以下
「措置法」といいます。）第 67 条の４第７項又は第 68 条の 102 第８項の規定により届け出る場
合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税

地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

  (3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 67 条の４第６項第２号又は同項第
３号・第 68 条の 102 第７項第２号又は同項第３号に規定する分割承継法人等の名称及び納税
地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は該当する適格分割等の形態
を丸印で囲んでください。 

(4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 67 条の４第６項第２号又
は同項第３号・第 68 条の 102 第７項第２号又は同項第３号に規定する適格分割型分割又は適
格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 67 条の４第６項・第 68 条の
102 第７項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特
別勘定の金額を記載してください。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 67 条の４第６項・第 68
条の 102 第７項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定
の金額を記載してください。 

(7) ｢転廃業助成金等」の各欄は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定の
金額に係る措置法第 67 条の４第６項第２号又は第３号・第 68 条の 102 第７項第２号又は第
３号に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名
称を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである固定資産」の各欄は分割承継法人等において取得をする見込みであ
る固定資産の種類及び取得予定年月日を記載してください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

適 格 分 割 等 に よ る 転 廃 業 助 成 金 等 に 係 る 
特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法
人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行っ
た場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいま
す。）に転廃業助成金等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法（以下
「措置法」といいます。）第 67 条の４第７項又は第 68 条の 102 第８項の規定により届け出る場
合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1通（調査課所管法人
にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

  (3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 67 条の４第６項第２号又は同項第
３号・第 68 条の 102 第７項第２号又は同項第３号に規定する分割承継法人等の名称及び納税
地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は該当する適格分割等の形態
を丸印で囲んでください。 

(4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 67 条の４第６項第２号又
は同項第３号・第 68 条の 102 第７項第２号又は同項第３号に規定する適格分割型分割又は適
格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 67 条の４第６項・第 68 条の
102 第７項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特
別勘定の金額を記載してください。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 67 条の４第６項・第 68
条の 102 第７項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定
の金額を記載してください。 

(7) ｢転廃業助成金等」の各欄は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定の
金額に係る措置法第 67 条の４第６項第２号又は第３号・第 68 条の 102 第７項第２号又は第
３号に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名
称を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである固定資産」の各欄は分割承継法人等において取得をする見込みであ
る固定資産の種類及び取得予定年月日を記載してください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  適格分社型分割等による特定資産の買換えの場合における

買換資産の帳簿価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設定

をした期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書 ※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 

 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 
回 付 先 □ 親署 ⇒ 子署 □ 子署 ⇒ 調査課 

    
適格分社型分割等を行う場合において、特定資産の買換えの場合における買換資産の帳簿価額の減額について 

                                                          
  租税特別措置法                                           若しくは  
  （以下「措置法」といいます。）  
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税法律の臨時特例に関する法律(以下｢震災特例法｣といいます。) 

             
 
                                                    
   により又は特定資産の譲渡をした場合において設定した期中特別勘定について、 
                                                          
  措置法             又は、震災特例法            により下記のとおり届け出を行い、    
                                                         
                                                         
  措置法施行令             又は、震災特例法施行令           により書類の提出を行います。 
                          記    

法 人 名 等  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  
適 格 分 社 型 分 割 等 の 日          年     月     日      

種 類  
所 在 地  
規 模 （ 土 地 等 の 場 合 は 面 積 ）  

譲
渡
資
産 譲 渡 日               年     月     日      

種 類  
構 造  
所 在 地  
規 模 （ 土 地 等 の 場 合 は 面 積 ）  
取 得 （ 予 定 ） 日               年     月     日      

取
得
見
込
資
産 

買
換
資
産
又
は 表 の 各 号 の 該 当 区 分  
減額した金額又は期中特別勘定の金額                               円 
添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  
提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業 種 
番 号 

 整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の７第11項（措置法第65条の8第15項において準用する場合を含みます。） 
第68条の78第11項（措置法第68条の79第16項において準用する場合を含みます。） 

第65条の8第3項 
第68条の79第4項 

第39条の7第57項 
第39条の106第47項 

第20条第9項（震災特例法第21条第15項において準用する場合を含みます。） 
第26条の5第9項（震災特例法第26条の6第16項において準用する場合を含みます。） 

第21条第3項 
第26条の6第4項 

第18条第39項 
第21条の5第39項 

※整理番号  適格分社型分割等による特定資産の買換えの場合における

買換資産の帳簿価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設定

をした期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書 ※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 

 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 
回 付 先 

□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

    
適格分社型分割等を行う場合において、特定資産の買換えの場合における買換資産の帳簿価額の減額について 

                                                          
  租税特別措置法                                           若しくは  
  （以下「措置法」といいます。）  
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税法律の臨時特例に関する法律(以下｢震災特例法｣といいます。) 

             
 
                                                    
   により又は特定資産の譲渡をした場合において設定した期中特別勘定について、 
                                                          
  措置法             又は、震災特例法            により下記のとおり届け出を行い、    
                                                         
                                                         
  措置法施行令             又は、震災特例法施行令           により書類の提出を行います。 
                          記    

法 人 名  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  
適 格 分 社 型 分 割 等 の 日          年     月     日      

種 類  
所 在 地  
規 模 （ 土 地 等 の 場 合 は 面 積 ）  

譲
渡
資
産 譲 渡 日               年     月     日      

種 類  
構 造  
所 在 地  
規 模 （ 土 地 等 の 場 合 は 面 積 ）  
取 得 （ 予 定 ） 日               年     月     日      

取
得
見
込
資
産 

買
換
資
産
又
は 表 の 各 号 の 該 当 区 分  
減額した金額又は期中特別勘定の金額                               円 
添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  
提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
19．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の７第11項（措置法第65条の8第15項において準用する場合を含みます。） 
第68条の78第11項（措置法第68条の79第16項において準用する場合を含みます。） 

第65条の8第3項 
第68条の79第4項 

第39条の7第57項 
第 39 条の 106 第 47
項 

第20条第9項（震災特例法第21条第15項において準用する場合を含みます。） 
第26条の5第9項（震災特例法第26条の6第16項において準用する場合を含みます。） 

第21条第3項 
第26条の6第4項 

第18条第39項 
第21条の5第39
項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による特定資産の買換えの場合における 
買換資産の帳簿価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設定をした 
期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
 １ 単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等を行う場合において、

租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税法律の臨時特
例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）の下記の条文に基づき帳簿価額を減額したとき又は、期中
特別勘定を設定したときの、減額をした金額又は期中特別勘定の金額等の届出を行う場合及び措置法施行令第 39
条の７第 57 項・第 39 条の 106 第 47 項の規定又は震災特例法施行令第 18 条第 39 項・第 21 条の５第 39 項によ
り提出すべき書類の届出を行う場合に使用してください。 

 根拠条文 届出根拠条文 

(1)  特定資産の買換えの場合におけ 
る買換資産の帳簿価額の減額の 
届出 

措置法第 65 条の７第９項 
(措置法第 65条の８第８項) 
措置法第 68 条の 78第９項 
(措置法第 68条の 79 第９項) 
震災特例法第 20 条第７項 
(震災特例法第 21条第８項） 
震災特例法第 26 条の５第７項 
(震災特例法第 26条の６第９項) 

措置法第 65条の７第 11 項 
(措置法第 65 条の８第 15項) 
措置法第 68条の 78 第 11項 
(措置法第 68 条の 79第 16 項) 
震災特例法第 20条第９項 
(震災特例法第 21 条第 15項） 
震災特例法第 26条の５第９項 
(震災特例法第 26条の６第 16項)

 

(2) 特定資産の譲渡をした場合にお 
いて設定した特別勘定の届出 

措置法第 65 条の８第２項 
措置法第 68 条の 79第３項 
震災特例法第 21 条第２項 
震災特例法第 26 条の６第３項 

措置法第 65条の８第３項 
措置法第 68条の 79 第４項 
震災特例法第 21条第３項 
震災特例法第 26条の６第４項 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通(調査課所管法人にあって
は２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税地｣、｢代表者氏
名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地、｢代表者氏名｣、｢代表
者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78 第９
項、同法第 65 条の８第８項・同法第 68条の 79 第９項若しくは震災特例法第 20条第７項・同法第 26 条の５
第７項、同法第 21 条第８項・同法第 26条の６第９項又は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68条の 79 第３
項、若しくは震災特例法第 21 条第２項・同法第 26 条の６第３項に規定する分割承継法人等の名称及び納税
地並びに代表者の氏名について記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78第９項、同法第 65 条の８第
８項・同法第 68 条の 79 第９項、震災特例法第 20条第７項・同法第 26 条の５第７項、同法第 21条第８項・
同法第 26 条の６第９項又は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68条の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21
条第２項・同法第 26 条の６第３項に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢譲渡資産」の各欄については、それぞれ譲渡資産の種類､所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)
並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢買換資産又は取得見込資産」の各欄については、買換資産又は取得見込資産の種類､構造、所在地及び規
模(土地等にあっては､その面積)並びにその取得(予定）年月日を記載してください。（なお、取得見込資産が
表の第１号から第 18号までの下欄に掲げる資産以外の場合には取得見込資産の種類及び取得予定年月日を記
載します。） 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65条の７第９項（措置法第 65 条の８第８項にお
いて準用する場合を含みます。）・同法第 68 条の 78 第９項（同法第 68 条の 79 第９項において準用する場合
を含みます。）又は震災特例法第 20 条第７項（震災特例法第 21 条第８項において準用する場合を含みます。）・
同法第 26 条の５第７項（同法第 26 条の６第９項において準用する場合を含みます。）の規定により損金の額
に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額又は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68 条
の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21 条第２項・同法第 26条の６第３項の規定により損金の額に算入され
るこれらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載します。 

(8) ｢添付明細(別表等）」欄は､別表十三(五）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に添
付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条の７第 57 項・同令第 39 条の 106 第 47 項又は震災特例法施行令第 18
条第 39 項・同令第 21条の５第 39 項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付して
ください。 

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又
は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

適格分社型分割等による特定資産の買換えの場合における 
買換資産の帳簿価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設定をした 
期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
 １ 単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等を行う場合において、

租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税法律の臨時特
例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）の下記の条文に基づき帳簿価額を減額したとき又は、期中
特別勘定を設定したときの、減額をした金額又は期中特別勘定の金額等の届出を行う場合及び措置法施行令第 39
条の７第 57 項・第 39 条の 106 第 47 項の規定又は震災特例法施行令第 18 条第 39 項・第 21 条の５第 39 項によ
り提出すべき書類の届出を行う場合に使用してください。 

 根拠条文 届出根拠条文 

(1)  特定資産の買換えの場合におけ 
る買換資産の帳簿価額の減額の 
届出 

措置法第 65 条の７第９項 
(措置法第 65 条の８第８項) 
措置法第 68 条の 78第９項 
(措置法第 68 条の 79 第９項) 
震災特例法第 20 条第７項 
(震災特例法第 21 条第８項） 
震災特例法第 26 条の５第７項 
(震災特例法第 26 条の６第９項) 

措置法第 65 条の７第 11 項 
(措置法第 65 条の８第 15 項) 
措置法第 68 条の 78 第 11 項 
(措置法第 68 条の 79 第 16 項) 
震災特例法第 20条第９項 
(震災特例法第 21 条第 15 項） 
震災特例法第 26条の５第９項 
(震災特例法第 26条の６第 16項)

 

(2) 特定資産の譲渡をした場合にお 
いて設定した特別勘定の届出 

措置法第 65 条の８第２項 
措置法第 68 条の 79第３項 
震災特例法第 21 条第２項 
震災特例法第 26 条の６第３項 

措置法第 65 条の８第３項 
措置法第 68 条の 79 第４項 
震災特例法第 21条第３項 
震災特例法第 26条の６第４項 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通(調査課所管法人にあって
は２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏名｣、
｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地、｢代表者氏名｣、｢代表者
住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78 第９
項、同法第 65 条の８第８項・同法第 68 条の 79 第９項若しくは震災特例法第 20 条第７項・同法第 26 条の５
第７項、同法第 21 条第８項・同法第 26 条の６第９項又は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68条の 79 第３
項、若しくは震災特例法第 21 条第２項・同法第 26 条の６第３項に規定する分割承継法人等の名称及び納税
地並びに代表者の氏名について記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78 第９項、同法第 65 条の８第
８項・同法第 68 条の 79 第９項、震災特例法第 20 条第７項・同法第 26 条の５第７項、同法第 21条第８項・
同法第 26 条の６第９項又は措置法第 65条の８第２項・同法第 68条の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21
条第２項・同法第 26条の６第３項に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢譲渡資産」の各欄については、それぞれ譲渡資産の種類､所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)
並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢買換資産又は取得見込資産」の各欄については、買換資産又は取得見込資産の種類､構造、所在地及び規
模(土地等にあっては､その面積)並びにその取得(予定）年月日を記載してください。（なお、取得見込資産が
表の第１号から第 18号までの下欄に掲げる資産以外の場合には取得見込資産の種類及び取得予定年月日を記
載します。） 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65 条の７第９項（措置法第 65 条の８第８項にお
いて準用する場合を含みます。）・同法第 68 条の 78 第９項（同法第 68 条の 79 第９項において準用する場合
を含みます。）又は震災特例法第 20 条第７項（震災特例法第 21 条第８項において準用する場合を含みます。）・
同法第 26 条の５第７項（同法第 26 条の６第９項において準用する場合を含みます。）の規定により損金の額
に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額又は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68 条
の 79第３項、若しくは震災特例法第 21 条第２項・同法第 26 条の６第３項の規定により損金の額に算入され
るこれらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載します。 

(8) ｢添付明細(別表等）」欄は､別表十三(五）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に添
付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条の７第 57 項・同令第 39条の 106 第 47 項又は震災特例法施行令第 18
条第 39 項・同令第 21 条の５第 39 項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付して
ください。 

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  適格分社型分割等による特定の交換分合に伴い土地 
等を取得した場合における交換取得資産の帳簿価額 
の減額に関する届出書及び提出書類の届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）   

法 人 名 等 
  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
 

 整理番号  
 法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ） 
 

 業種番号  
代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
）

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  適格分社型分割を行う場合において、交換分合取得資産の帳簿価額の減額について、租税特別措置法第 65 条の 10 第 6
項又は第68条の81第6項、及び租税特別措置法施行令第39条の8第6項又は第39条の107第6項により下記のとおり
届出及び書類の提出を行います。 
                            記 

法 人 名 等  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 代 表 者 氏 名  

適 格 分 社 型 分 割 等 の 日                  年     月     日      

種 類  

所 在 地  

規 模  

交
換
譲
渡
資
産 譲 渡 年 月 日                  年     月     日      

種 類  

所 在 地  

規 模  

交
換
取
得
資
産 取 得 年 月 日                  年     月     日      

減 額 し た 金 額                                   円 

添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

提 出 書 類 ( 証 明 書 等 )  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  適格分社型分割等による特定の交換分合に伴い土地 
等を取得した場合における交換取得資産の帳簿価額 
の減額に関する届出書及び提出書類の届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）   

法 人 名 
  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
平成  年  月  日 

 

 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
 

 整理番号  
 法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ） 
 

 業種番号  
代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
）

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  適格分社型分割を行う場合において、交換分合取得資産の帳簿価額の減額について、租税特別措置法第 65 条の 10 第 6
項又は第68条の81第6項、及び租税特別措置法施行令第39条の8第6項又は第39条の107第6項により下記のとおり
届出及び書類の提出を行います。 
                            記 

法 人 名  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 代 表 者 氏 名  

適 格 分 社 型 分 割 等 の 日                  年     月     日      

種 類  

所 在 地  

規 模  

交
換
譲
渡
資
産 譲 渡 年 月 日                  年     月     日      

種 類  

所 在 地  

規 模  

交
換
取
得
資
産 取 得 年 月 日                  年     月     日      

減 額 し た 金 額                                   円 

添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

提 出 書 類 ( 証 明 書 等 )  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による特定の交換分合に伴い土地等を取得した場合における 
交換取得資産の帳簿価額の減額に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、単体法人(連結申告法人以外の法人をいう。)又は連結親法人が、適格分社型分
割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。)を行う場合に
おいて、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の 10 第４項又は第 68 条の 81
第４項の規定により交換取得資産の帳簿価額を減額したとき、その減額した金額等の届出及び提
出すべき書類の届出を行う場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。  

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の 10 第４項又は第
68 条の 81 第４項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載し
てください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65条の 10 第４項又は第 68条の 81 第４項に規定
する適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢交換譲渡資産」の各欄は、措置法第 65 条の 10 第１項又は第 68条の 81 第１項に規定する
譲渡資産の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢交換取得資産」の各欄は、措置法第 65 条の 10 第４項又は第 68条の 81 第４項に規定する
取得資産の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額」欄は、措置法第 65 条の 10第４項又は第 68 条の 81第４項の規定により損
金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額について記載してください。 

(8) ｢添付明細（別表等）」欄は、別表十三（六）その他添付明細を記載するとともに、当該明
細を当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39条の８第６項又は第 39 条の 107 第６項に規定する書類
を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

適格分社型分割等による特定の交換分合に伴い土地等を取得した場合における 
交換取得資産の帳簿価額の減額に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、単体法人(連結申告法人以外の法人をいう。)又は連結親法人が、適格分社型分
割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。)を行う場合に
おいて、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の 10 第４項又は第 68 条の 81
第４項の規定により交換取得資産の帳簿価額を減額したとき、その減額した金額等の届出及び提
出すべき書類の届出を行う場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。  

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の 10 第４項又は第
68 条の 81 第４項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載し
てください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65条の 10 第４項又は第 68条の 81 第４項に規定
する適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢交換譲渡資産」の各欄は、措置法第 65 条の 10 第１項又は第 68条の 81 第１項に規定する
譲渡資産の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢交換取得資産」の各欄は、措置法第 65 条の 10 第４項又は第 68条の 81 第４項に規定する
取得資産の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額」欄は、措置法第 65 条の 10第４項又は第 68 条の 81第４項の規定により損
金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額について記載してください。 

(8) ｢添付明細（別表等）」欄は、別表十三（六）その他添付明細を記載するとともに、当該明
細を当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39条の８第６項又は第 39 条の 107 第６項に規定する書類
を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行

区域内にある土地等の造成のための交換等又は譲渡の場合

における交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中

特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書 
※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  
整理番号  

法 人 名 等  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分社型分割を行う場合において、大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等 
  又は譲渡の場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は宅地を譲り受ける見込みであるときに設けた期中特別勘定 
  について、                                                  
   租税特別措置法             若しくは、                     及び、 
    以下｢措置法｣と   
   いいます。                                     
   措置法施行令                により下記のとおり届出及び書類の提出を行います。         
                                                        
                          記                              

法 人 名 等  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 代 表 者 氏 名  
適 格 分 社 型 分 割 等 の 日             年     月     日      

種 類  

所 在 地  

規 模  

譲
渡
を
し
た
土
地
等 

交
換
譲
渡
資
産
等
又
は 譲 渡 年 月 日             年     月     日      

所 在 地  

規 模  

資
産
等 

交
換
取
得 取得年月日又は譲受け(予定)年月日             年     月     日      

減 額した金額又は期中特別勘定の金額                             円 

添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  
提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業 種 
番 号 

 整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

20．06改正  

第65条の11第6項 
第68条の82第6項 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の12第15項又は同条第4項 
第68条の83第16項又は同条第5項 

第39条の9第18項 
第39条の108第20項 

※整理番号  
適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行

区域内にある土地等の造成のための交換等又は譲渡の場合

における交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中

特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書 
※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  
整理番号  

法 人 名  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分社型分割を行う場合において、大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等 
  又は譲渡の場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は宅地を譲り受ける見込みであるときに設けた期中特別勘定 
  について、                                                  
   租税特別措置法             若しくは、                     及び、 
    以下｢措置法｣と   
   いいます。                                     
   措置法施行令                により下記のとおり届出及び書類の提出を行います。         
                                                        
                          記                              

法 人 名  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 代 表 者 氏 名  
適 格 分 社 型 分 割 等 の 日             年     月     日      

種 類  

所 在 地  

規 模  

譲
渡
を
し
た
土
地
等 

交
換
譲
渡
資
産
等
又
は 譲 渡 年 月 日             年     月     日      

所 在 地  

規 模  

資
産
等 

交
換
取
得 取得年月日又は譲受け(予定)年月日             年     月     日      

減 額した金額又は期中特別勘定の金 額                             円 

添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  
提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業 種 
番 号 

 整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

18．06改正  

第65条の11第6項 
第68条の82第6項 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の12第15項又は同条第4項 
第68条の83第16項又は同条第5項 

第39条の9第18項 
第39条の108第20項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の 
造成のための交換等又は譲渡の場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は 
設定した期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
１ 単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格
分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)を行う場合において、下記
の条文に基づき、大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等又
は譲渡により取得した交換取得資産の帳簿価額を減額したとき又は宅地を譲り受ける見込みで
あるときに期中特別勘定を設けたとき、減額した金額又は期中特別勘定の金額等の届出及び提出
すべき書類の提出を行う場合に使用してください。 

 

 根拠条文 届出根拠条文 

(1) 大規模な住宅地等造成事業の施行
区域内にある土地等の造成のため
の交換等 

措置法第 65 条の 11 第４項 
措置法第 68 条の 82 第４項 
 

措置法第 65 条の 11 第６項 
措置法第 68 条の 82 第６項 
 

(2) 大規模な住宅地等造成事業の施行
区域内にある土地等の造成のため
の譲渡等 

措置法第 65 条の 12 第９項 
措置法第 68 条の 83 第 10 項 
措置法第 65 条の 12 第３項 
措置法第 68 条の 83 第４項 

措置法第 65 条の 12 第 15 項 
措置法第 68 条の 83 第 16 項 
措置法第 65 条の 12 第４項 
措置法第 68 条の 83 第５項 

 
２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所
管法人にあっては２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の 11 第４項・第 68
条の 82 第 4項又は第 65条の 12第３項・第 68 条の 83 第４項に規定する分割承継法人等の名
称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。   

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65条の 11 第４項・第 68 条の 82第４項又は第 65
条の 12 第３項・第 68 条の 83第４項に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢交換譲渡資産」の各欄については、交換譲渡資産又は譲渡をした土地等の種類､所在地及び
規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢交換取得資産等」の各欄については、措置法施行規則第 22 条の９第２項第５号・第 22条
の 71 第２項第６号に規定する交換取得資産等の所在地及び規模並びにその取得年月日又は措
置法施行規則第 22 条の９第６項第５号・第 22 条の 71 第６項第６号に規定する宅地の譲受け
予定年月日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65 条の 11 第４項・第 68 条の 82
第４項の規定により損金の額に算入される同項に規定する減額した金額又は第65条の12第３
項・第 68条の 83 第４項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金
額を記載してください。 

(8) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三(七）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を
当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条の９第 18項・第 39 条の 108 第 20 項に規定する書類
を記載するとともに、当該届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の 
造成のための交換等又は譲渡の場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は 
設定した期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
１ 単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格
分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)を行う場合において、下記
の条文に基づき、大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等又
は譲渡により取得した交換取得資産の帳簿価額を減額したとき又は宅地を譲り受ける見込みで
あるときに期中特別勘定を設けたとき、減額した金額又は期中特別勘定の金額等の届出及び提出
すべき書類の提出を行う場合に使用してください。 

 

 根拠条文 届出根拠条文 

(1) 大規模な住宅地等造成事業の施行
区域内にある土地等の造成のため
の交換等 

措置法第 65 条の 11 第４項 
措置法第 68 条の 82 第４項 
 

措置法第 65 条の 11 第６項 
措置法第 68 条の 82 第６項 
 

(2) 大規模な住宅地等造成事業の施行
区域内にある土地等の造成のため
の譲渡等 

措置法第 65 条の 12 第９項 
措置法第 68 条の 83 第 10 項 
措置法第 65 条の 12 第３項 
措置法第 68 条の 83 第４項 

措置法第 65 条の 12 第 15 項 
措置法第 68 条の 83 第 16 項 
措置法第 65 条の 12 第４項 
措置法第 68 条の 83 第５項 

 
 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1通(調査課所
管法人にあっては２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の 11 第４項・第 68
条の 82 第 4項又は第 65条の 12第３項・第 68 条の 83 第４項に規定する分割承継法人等の名
称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。   

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65条の 11 第４項・第 68 条の 82第４項又は第 65
条の 12 第３項・第 68 条の 83第４項に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢交換譲渡資産」の各欄については、交換譲渡資産又は譲渡をした土地等の種類､所在地及び
規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢交換取得資産等」の各欄については、措置法施行規則第 22 条の９第２項第５号・第 22条
の 71 第２項第６号に規定する交換取得資産等の所在地及び規模並びにその取得年月日又は措
置法施行規則第 22 条の９第６項第５号・第 22 条の 71 第６項第６号に規定する宅地の譲受け
予定年月日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65 条の 11 第４項・第 68 条の 82
第４項の規定により損金の額に算入される同項に規定する減額した金額又は第65条の12第３
項・第 68条の 83 第４項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金
額を記載してください。 

(8) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三(七）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を
当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条の９第 18 項・第 39 条の 108 第 20 項に規定する書類
を記載するとともに、当該届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号          適格分社型分割等を行う場合の大規模な住宅地等 
        造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための 
        譲渡に伴う期中特別勘定の設定期間延長承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
法 人 名 

 整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

                                                         
  租税特別措置法             の規定による適格分社型分割等を行う場合の大規模な住宅地等造成事業の 
 
 施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い期中特別勘定の設定期間を下記により延長したいので申請します。   
                             記 

期 中 特 別 勘 定 の 金 額                           円 

取得価額の見積額         円          円         円 適格分社型分割等に係る
分割承継法人等において
譲り受けようとする宅地 譲り受ける予定年月日    ・  ・       ・  ・       ・  ・    

（やむを得ない事情の詳細） 

添 付 書 類  

(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の12第3項 
第68条の83第4項 

※整理番号          適格分社型分割等を行う場合の大規模な住宅地等 
        造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための 
        譲渡に伴う期中特別勘定の設定期間延長承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
法 人 名 

 整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

                                                         
  租税特別措置法             の規定による適格分社型分割等を行う場合の大規模な住宅地等造成事業の 
 
 施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い期中特別勘定の設定期間を下記により延長したいので申請します。   
                             記 

期 中 特 別 勘 定 の 金 額                           円 

取得価額の見積額         円          円         円 適格分社型分割等に係る
分割承継法人等において
譲り受けようとする宅地 譲り受ける予定年月日    ・  ・       ・  ・       ・  ・    

（やむを得ない事情の詳細） 

添 付 書 類  

(その他参考となるべき事項) 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の12第3項 
第68条の83第4項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 適格分社型分割等を行う場合の大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地 
 等の造成のための譲渡に伴う期中特別勘定の設定期間延長承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、
宅地を譲り受けることを約して造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の
日を含む事業年度において適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
（その日以後に行われるものに限ります。）をいいます。）を行う場合において、当該宅地の造成
に要する期間が１年を超えることその他のやむを得ない事情により当該適格分社型分割等の日
までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、分割承継法人等（分割承継法人、被現物
出資法人又は被事後設立法人をいいます。）において当該適格分社型分割等の日から納税地の所
轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込みである場合において、租税
特別措置法（以下「措置法」といいます｡)第 65 条の 12第３項・第 68条の 83 第４項の規定によ
り税務署長の承認を受けようとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記
載して添付してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、「代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。     

(3) ｢期中特別勘定の金額」欄には、措置法第 65条の 12 第３項・第 68条の 83第４項の規定に
より設ける同項に規定する期中特別勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等において譲り受けようとする宅地」の各欄 
イ ｢取得価額の見積額」欄には、適格分社型分割等に係る措置法第 65 条の 12第３項・第 68
条の 83 第４項に規定する分割承継法人等において譲り受けようとする同項の宅地の取得価
額の見積額を記載してください。 
ロ ｢譲り受ける予定年月日」欄には、上記イの宅地を譲り受ける予定年月日を記載してくだ
さい。 

(5) ｢やむを得ない事情の詳細」欄には、措置法第 65条の 12 第３項・第 68 条の 83第４項に規
定するやむを得ない事情の詳細を記載してください。 

(6) ｢添付書類」欄には、措置法施行規則第 22 条の９第３項・第 22 条の 71 第３項に規定する
書類を記載するとともに、当該書類を当該申請書に添付してください。 

(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

 適格分社型分割等を行う場合の大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地 
 等の造成のための譲渡に伴う期中特別勘定の設定期間延長承認申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、
宅地を譲り受けることを約して造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の
日を含む事業年度において適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
（その日以後に行われるものに限ります。）をいいます。）を行う場合において、当該宅地の造成
に要する期間が１年を超えることその他のやむを得ない事情により当該適格分社型分割等の日
までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、分割承継法人等（分割承継法人、被現物
出資法人又は被事後設立法人をいいます。）において当該適格分社型分割等の日から納税地の所
轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込みである場合において、租税
特別措置法（以下「措置法」といいます｡)第 65 条の 12第３項・第 68条の 83 第４項の規定によ
り税務署長の承認を受けようとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記
載して添付してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、「代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。     

(3) ｢期中特別勘定の金額」欄には、措置法第 65条の 12 第３項・第 68条の 83第４項の規定に
より設ける同項に規定する期中特別勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等において譲り受けようとする宅地」の各欄 
イ ｢取得価額の見積額」欄には、適格分社型分割等に係る措置法第 65 条の 12第３項・第 68
条の 83 第４項に規定する分割承継法人等において譲り受けようとする同項の宅地の取得価
額の見積額を記載してください。 
ロ ｢譲り受ける予定年月日」欄には、上記イの宅地を譲り受ける予定年月日を記載してくだ
さい。 

(5) ｢やむを得ない事情の詳細」欄には、措置法第 65条の 12 第３項・第 68 条の 83第４項に規
定するやむを得ない事情の詳細を記載してください。 

(6) ｢添付書類」欄には、措置法施行規則第 22 条の９第３項・第 22 条の 71 第３項に規定する
書類を記載するとともに、当該書類を当該申請書に添付してください。 

(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
  （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産 

の取得等をした場合における固定資産の帳簿価額の減額 

又は取得等をする場合において設定をした期中特別勘定 

に 関 す る 届 出 書 及 び 提 出 書 類 の 届 出 書 
※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 

 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
整理番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

 
   適格分社型分割等を行う場合において、転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額をもって取得又は改良をした 
  固定資産の帳簿価額の減額又は取得又は改良する見込みであるときに設けた期中特別勘定について、 
                                                         
   租税特別措置法                    及び、 
 
                                        
   租税特別措置法施行令               により下記のとおり届け出及び書類の提出を行います。     
                                                        
                            記                             

法 人 名 等  

納 税 地  
適格分社型分割等に 

 
係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  

適 格 分 社 型 分 割 等 の 日             年     月     日      

金 額                             円 助
成
金 

転
廃
業 上記の金額に係る転廃業助成金等の名称   

種 類  取得(予定) 
改良(予定) 
固 定 資 産 取得(予定)日又は改良(予定)日             年     月     日      

減 額 した金額 又は期中 特別勘定 の金 額                             円 

添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業 種 
番 号 

 整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 

（
規
格
Ａ
４
） 

第67条の4第17項又は第18項 
第68条の102第18項又は第19項 

第39条の27第15項 
第 39 条の 123 の 2 第 15 項 

※整理番号  
適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産 

の取得等をした場合における固定資産の帳簿価額の減額 

又は取得等をする場合において設定をした期中特別勘定 

に 関 す る 届 出 書 及 び 提 出 書 類 の 届 出 書 
※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 

 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
整理番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

 
   適格分社型分割等を行う場合において、転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額をもって取得又は改良をした 
  固定資産の帳簿価額の減額又は取得又は改良する見込みであるときに設けた期中特別勘定について、 
                                                         
   租税特別措置法                    及び、 
 
                                        
   租税特別措置法施行令               により下記のとおり届け出及び書類の提出を行います。     
                                                        
                            記                             

法 人 名  

納 税 地  
適格分社型分割等に 

 
係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  

適 格 分 社 型 分 割 等 の 日             年     月     日      

金 額                             円 助
成
金 

転
廃
業 上記の金額に係る転廃業助成金等の名称   

種 類  取得(予定) 
改良(予定) 
固 定 資 産 取得(予定)日又は改良(予定)日             年     月     日      

減 額した金額又は期中特別勘定の金 額                             円 

添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業 種 
番 号 

 整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 

（
規
格
Ａ
４
） 

第67条の4第17項又は第18項 
第68条の102第18項又は第19項 

第39条の27第15項 
第 39 条の 123 の 2 第 15 項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産の取得等をした 
場合における固定資産の帳簿価額の減額又は取得等をする場合において 
設定をした期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、
適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。)
を行う場合において、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 67 条の４第３項（第
10 項において準用する場合を含みます。）・第 68 条の 102 第３項（第 11 項において準用する場
合を含みます。)により転廃業助成金等により取得若しくは改良をした固定資産の帳簿価額を減
額したとき又は第 67 条の４第５項・第 68 条の 102 第６項の規定により期中特別勘定の金額を設
けたとき、これらの金額等の届出及び提出すべき書類の届出を行う場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 67 条の４第３項若しくは
第 10項又は第５項・第 68条の 102 第３項若しくは第 11項又は第６項に規定する分割承継法
人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 67条の４第３項若しくは第 10 項又は第５項・第
68 条の 102 第３項若しくは第 11 項又は第６項に規定する適格分社型分割等の日を記載して
ください。 

(5) ｢転廃業助成金」の各欄は、措置法第 67 条の４第３項若しくは第 10 項又は第５項・第 68
条の102第３項若しくは第11項又は第６項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助
成金の金額に係る転廃業助成金等の名称を記載してください。 

(6) ｢取得（予定）又は改良（予定）固定資産」の各欄は、取得若しくは改良をした又は取得若
しくは改良をする見込みである固定資産の種類及び取得日若しくは改良日又は取得予定日若
しくは改良予定日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 67条の４第３項（第 10項におい
て準用する場合を含みます。）・第 68 条の 102 第３項（第 11 項において準用する場合を含み
ます。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額
又は措置法第 67 条の４第５項・第 68 条の 102 第６項の規定により損金の額に算入される同
項に規定する期中特別勘定の金額について記載してください。 

(8) ｢添付明細（別表等）」欄は、別表十三（十二）その他添付明細を記載するとともに、当該
明細を当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は、措置法施行令第 39 条の 27 第 15 項・第 39条の 123 の 2 第 15 項に規定
する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産の取得等をした 
場合における固定資産の帳簿価額の減額又は取得等をする場合において 
設定をした期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、
適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。)
を行う場合において、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 67 条の４第３項（第
10 項において準用する場合を含みます。）・第 68 条の 102 第３項（第 11 項において準用する場
合を含みます。)により転廃業助成金等により取得若しくは改良をした固定資産の帳簿価額を減
額したとき又は第 67 条の４第５項・第 68 条の 102 第６項の規定により期中特別勘定の金額を設
けたとき、これらの金額等の届出及び提出すべき書類の届出を行う場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 67 条の４第３項若しくは
第 10項又は第５項・第 68条の 102 第３項若しくは第 11項又は第６項に規定する分割承継法
人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 67条の４第３項若しくは第 10 項又は第５項・第
68 条の 102 第３項若しくは第 11 項又は第６項に規定する適格分社型分割等の日を記載して
ください。 

(5) ｢転廃業助成金」の各欄は、措置法第 67 条の４第３項若しくは第 10 項又は第５項・第 68
条の102第３項若しくは第11項又は第６項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助
成金の金額に係る転廃業助成金等の名称を記載してください。 

(6) ｢取得（予定）又は改良（予定）固定資産」の各欄は、取得若しくは改良をした又は取得若
しくは改良をする見込みである固定資産の種類及び取得日若しくは改良日又は取得予定日若
しくは改良予定日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 67条の４第３項（第 10項におい
て準用する場合を含みます。）・第 68 条の 102 第３項（第 11 項において準用する場合を含み
ます。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額
又は措置法第 67 条の４第５項・第 68 条の 102 第６項の規定により損金の額に算入される同
項に規定する期中特別勘定の金額について記載してください。 

(8) ｢添付明細（別表等）」欄は、別表十三（十二）その他添付明細を記載するとともに、当該
明細を当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は、措置法施行令第 39 条の 27 第 15 項・第 39条の 123 の 2 第 15 項に規定
する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
  適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の 
事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における 
交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した 
期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書 ※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 

 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒          （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                      業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 回 付 先 □ 親署 ⇒ 子署 □ 子署 ⇒ 調査課 
 

  適格分社型分割等を行う場合において、認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合に 
 交換取得資産の帳簿価額を減額又は期中特別勘定を設けたとき、 
 
                                                           
 租税特別措置法                          の規定による            の届出及び 
                                                     
                                                       
 租税特別措置法施行令               の規定による書類の提出を下記のとおり行います。    
                                        
                            

法 人 名 等  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 
代 表 者 氏 名  

適 格 分 社 型 分 割 等 の 日            年     月     日      
種 類  

所 在 地  

規 模  

た
土
地
等 

は
譲
渡
し 

資
産
等
又 

交
換
譲
渡 

譲 渡 年 月 日            年     月     日      
種 類  
所 在 地  
規 模  

物
等 

は
土
地
建 

資
産
等
又 

交
換
取
得 取得年月日又は譲受け予定年月日            年     月     日      

種 類  
所 在 地  
規 模  

土
地
等 

所
有
隣
接 譲 渡 年 月 日            年     月     日      
土 地 建 物 等 の 譲 受 け 予 定 年 月 日            年     月     日      
減 額 し た 金 額 又 は 期 中 特 別 勘 定 の 金 額                            円 
添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  
提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の13第6項・第68条の84第6項 
第65条の14第4項・第68条の85第5項 
第65条の14第15項・第68条の85第16項 

減額した金額 
及び 

期中特別勘定の金額 

第39条の9の2第11項 
第39条の109第13項 

記 

※整理番号  
  適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の 
事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における 
交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した 
期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書 ※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 

 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒          （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                      業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 回 付 先 □ 親署 ⇒ 子署 □ 子署 ⇒ 調査課 
 

  適格分社型分割等を行う場合において、認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合に 
 交換取得資産の帳簿価額を減額又は期中特別勘定を設けたとき、 
 
                                                           
 租税特別措置法                          の規定による            の届出及び 
                                                     
                                                       
 租税特別措置法施行令               の規定による書類の提出を下記のとおり行います。    
                                        
                            

法 人 名  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 
代 表 者 氏 名  

適 格 分 社 型 分 割 等 の 日            年     月     日      
種 類  

所 在 地  

規 模  

た
土
地
等 

は
譲
渡
し 

資
産
等
又 

交
換
譲
渡 

譲 渡 年 月 日            年     月     日      
種 類  
所 在 地  
規 模  

物
等 

は
土
地
建 

資
産
等
又 

交
換
取
得 取得年月日又は譲受け予定年月日            年     月     日      

種 類  
所 在 地  
規 模  

土
地
等 

所
有
隣
接 譲 渡 年 月 日            年     月     日      
土 地 建 物 等 の 譲 受 け 予 定 年 月 日            年     月     日      
減 額 し た 金 額 又 は 期 中 特 別 勘 定 の 金 額                            円 
添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  
提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の13第6項・第68条の84第6項 
第65条の14第4項・第68条の85第5項 
第65条の14第15項・第68条の85第16項 

減額した金額 
及び 

期中特別勘定の金額 

第39条の9の2第11項 
第39条の109第13項 

記 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等 
 を譲渡した場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定 
 に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、
租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)第 65 条の 13第１項・第 68条の 84第１項に規定
する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現
物出資又は適格事後設立をいい、その日以後に行われるものに限ります。以下同じ｡)を行う場合
において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該
交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人等に移転するときに当該交換取得資産等に
ついて、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額し
ようとする場合又は措置法第 65 条の 13第１項・第 68 条の 84第１項若しくは措置法第 65 条の
14 第１項・第 68 条の 85 第１項の特別勘定を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合に
おいて、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得期間（措置法第 65条の 14
第８項・第 68条の 85 第９項に規定する取得期間をいいます｡)内に同項の特別勘定に係る土地建
物等を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該土地建物等を分割承継法人等に移転するとき
に、当該土地建物等につき、当該土地建物等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳
簿価額を減額したときに、当該減額した金額を損金の額に算入しようとする場合に使用してくだ
さい。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 各欄は、次により記載します。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税

地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。     

  (3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の 13 第４項・第 68
条の 84 第４項若しくは措置法第 65条の 14第３項・第 68条の 85 第４項に規定する分割承継
法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65条の 13 第４項・第 68条の 84第４項若しくは
措置法第 65 条の 14 第３項・第 68条の 85第４項に規定する適格分社型分割等の日を記載し
てください。 

  (5) ｢交換譲渡資産等又は譲渡をした土地等」の各欄については、交換譲渡資産又は譲渡をした
土地等の種類､所在地及び規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

  (6) ｢交換取得資産等又は土地建物等」の各欄については、措置法施行規則第 22 条の９の２第
３項第５号・第 22条の 72 第３項第６号に規定する交換取得資産等又は措置法施行規則第 22
条の９の２第 11項第５号・第 22 条の 72 第 11 項第６号に規定する土地建物等の所在地及び
規模並びにその取得年月日若しくはその譲受け年月日を記載してください。 

  (7) ｢所有隣接土地等」欄は、措置法第 65条の 14第３項・第 68 条の 85第４項に規定する所有
隣接土地等の種類、所有地及び規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(8) ｢土地建物等の譲受予定日」欄は、措置法第 65 条の 14第３項・第 68条の 85第４項に規定
する土地建物等の譲受け予定年月日を記載してください。 

  (9) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65条の 13 第４項・第 68条の 84
第４項の規定により損金の額に算入される同項に規定する減額した金額又は第 65 条の 14 第
９項・第 68 条の 85第 10 項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定
の金額を記載してください。 

  (10) ｢添付明細(別表等)」欄は、「減額した金額又は期中特別勘定の金額」に記載する金額の明
細（別表）を記載するとともに、当該明細を当該届出書に添付してください。 

  (11) ｢提出書類（証明書等）」欄には、この届出に必要な提出書類である措置法施行規則第 22
条の９の２第２項・第 22条の 72 第２項に規定する書類の名称を記載してください。 

(12) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(13) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 適格分社型分割等による認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等 
 を譲渡した場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定 
 に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、
租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)第 65 条の 13第１項・第 68条の 84第１項に規定
する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現
物出資又は適格事後設立をいい、その日以後に行われるものに限ります。以下同じ｡)を行う場合
において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該
交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人等に移転するときに当該交換取得資産等に
ついて、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額し
ようとする場合又は措置法第 65 条の 13第１項・第 68 条の 84第１項若しくは措置法第 65 条の
14 第１項・第 68 条の 85 第１項の特別勘定を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合に
おいて、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得期間（措置法第 65条の 14
第８項・第 68条の 85 第９項に規定する取得期間をいいます｡)内に同項の特別勘定に係る土地建
物等を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該土地建物等を分割承継法人等に移転するとき
に、当該土地建物等につき、当該土地建物等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳
簿価額を減額したときに、当該減額した金額を損金の額に算入しようとする場合に使用してくだ
さい。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 各欄は、次により記載します。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。     

  (3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の 13 第４項・第 68
条の 84 第４項若しくは措置法第 65条の 14第３項・第 68条の 85 第４項に規定する分割承継
法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65条の 13 第４項・第 68条の 84第４項若しくは
措置法第 65 条の 14 第３項・第 68条の 85第４項に規定する適格分社型分割等の日を記載し
てください。 

  (5) ｢交換譲渡資産等又は譲渡をした土地等」の各欄については、交換譲渡資産又は譲渡をした
土地等の種類､所在地及び規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

  (6) ｢交換取得資産等又は土地建物等」の各欄については、措置法施行規則第 22 条の９の２第
３項第５号・第 22条の 72 第３項第６号に規定する交換取得資産等又は措置法施行規則第 22
条の９の２第 11項第５号・第 22 条の 72 第 11 項第６号に規定する土地建物等の所在地及び
規模並びにその取得年月日若しくはその譲受け年月日を記載してください。 

  (7) ｢所有隣接土地等」欄は、措置法第 65条の 14第３項・第 68 条の 85第４項に規定する所有
隣接土地等の種類、所有地及び規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(8) ｢土地建物等の譲受予定日」欄は、措置法第 65 条の 14第３項・第 68条の 85第４項に規定
する土地建物等の譲受け予定年月日を記載してください。 

  (9) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65条の 13 第４項・第 68条の 84
第４項の規定により損金の額に算入される同項に規定する減額した金額又は第 65 条の 14 第
９項・第 68 条の 85第 10 項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定
の金額を記載してください。 

  (10) ｢添付明細(別表等)」欄は、「減額した金額又は期中特別勘定の金額」に記載する金額の明
細（別表）を記載するとともに、当該明細を当該届出書に添付してください。 

  (11) ｢提出書類（証明書等）」欄には、この届出に必要な提出書類である措置法施行規則第 22
条の９の２第２項・第 22条の 72 第２項に規定する書類の名称を記載してください。 

(12) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(13) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
適格分社型分割等を行う場合の認定事業用地 
適正化計画の事業用地の区域内にある 
土地等を譲渡した場合における期中特別勘定 
の 設 定 に 関 す る 承 認 申 請 書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
 

 
整理番号  

法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

    
                                 
  租税特別措置法              の規定による適格分社型分割等を行う場合の認定事業用地適正化計画の 
                          
                           
 事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における期中特別勘定を下記により設定したいので申請します。      
                            記    

種    類     

構    造     

規    模     

所 在 地     

取 得 価 額 
の 見 積 額 

        円 円 円 円 

当該適格
分社型分
割等に係
る分割承
継法人等
において
譲り受け
ようとす
る土地建
物等の内
容 

譲 受 け の 
予定年月日 

   ・  ・       ・  ・       ・  ・       ・  ・   

(添付書類) 

(その他参考となるべき事項） 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 

第65条の14第3項 
第68条の85第4項 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  
適格分社型分割等を行う場合の認定事業用地 
適正化計画の事業用地の区域内にある 
土地等を譲渡した場合における期中特別勘定 
の 設 定 に 関 す る 承 認 申 請 書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
 

 
整理番号  

法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

    
                                 
  租税特別措置法              の規定による適格分社型分割等を行う場合の認定事業用地適正化計画の 
                          
                           
 事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における期中特別勘定を下記により設定したいので申請します。      
                            記    

種    類     

構    造     

規    模     

所 在 地     

取 得 価 額 
の 見 積 額 

        円 円 円 円 

当該適格
分社型分
割等に係
る分割承
継法人等
において
譲り受け
ようとす
る土地建
物等の内
容 

譲 受 け の 
予定年月日 

   ・  ・       ・  ・       ・  ・       ・  ・   

(添付書類) 

(その他参考となるべき事項） 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 

第65条の14第3項 
第68条の85第4項 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等を行う場合の認定事業用地適正化計画の 
事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における 
期中特別勘定の設定に関する承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、
指定期間（民間都市開発の推進に関する特別措置法第 14 条の３に規定する計画の認定がされた
同法第14条の２第１項に規定する事業用地適正化計画に係る計画の認定の日から平成17年３月
31 日（同日前に当該認定計画につき同法第 14 条の 11 第１項の規定による計画の認定の取消し
があった場合には、当該計画の認定の取消しの日）までの期間をいいます。）内に租税特別措置
法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の 13第１項第２号・第 68条の 84 第１項第２号の認
定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格
分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに
限ります。）をいいます。）を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等（分
割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）において当該適格分社型分割等
の日から当該事業年度終了の日の翌日以後１年を経過する日までの期間内に同号の土地建物等
の譲受けをする見込みであることにつき、措置法第 65条の 14 第３項・第 68 条の 85第４項の規
定により税務署長の承認を受けようとするときに使用してください。 

 ２ この申請書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に提出する必要があります。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、措置法第 65 条の 13 第１項第２号・第 68 条の
84 第１項第２号の譲渡及び譲受けの契約書の写しを添付して、１通（調査課所管法人にあって
は２通）提出してください。 

 ４ 「当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において譲り受けようとする土地建物等の内
容」の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載し
て添付してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。           

(3) ｢種類」欄には、譲り受けようとする土地建物等の種類（土地、土地の上に存する権利、建
物等の別）を記載してください。 

(4) ｢構造」欄には、譲り受けようとする資産が建物等である場合にその構造を記載します。 
(5) ｢種類」欄及び「構造」欄は、譲り受けようとする資産が減価償却資産である場合には、耐
用年数省令別表に定めるところに準じて記載してください。 

(6) ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合には、その所在地を記載し、取得予定資産が
土地以外の資産の場合には、将来その資産が所在することとなる予定地を記載してください。 

(7) ｢取得価額の見積額」欄には、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において譲り受
けようとする土地建物等の取得価額等の見積額を記載してください。    

(8) ｢譲受けの予定年月日」欄には、土地建物等を譲り受けようとする予定年月日を記載してく
ださい。 

 ５ 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士
等が署名押印してください。 

 ６ 「※」欄は、記載しないでください。 
 ７ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

適格分社型分割等を行う場合の認定事業用地適正化計画の 
事業用地の区域内にある土地等を譲渡した場合における 
期中特別勘定の設定に関する承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、
指定期間（民間都市開発の推進に関する特別措置法第 14 条の３に規定する計画の認定がされた
同法第14条の２第１項に規定する事業用地適正化計画に係る計画の認定の日から平成17年３月
31 日（同日前に当該認定計画につき同法第 14 条の 11 第１項の規定による計画の認定の取消し
があった場合には、当該計画の認定の取消しの日）までの期間をいいます。）内に租税特別措置
法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の 13第１項第２号・第 68条の 84 第１項第２号の認
定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格
分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立（その日以後に行われるものに
限ります。）をいいます。）を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等（分
割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）において当該適格分社型分割等
の日から当該事業年度終了の日の翌日以後１年を経過する日までの期間内に同号の土地建物等
の譲受けをする見込みであることにつき、措置法第 65条の 14 第３項・第 68 条の 85第４項の規
定により税務署長の承認を受けようとするときに使用してください。 

 ２ この申請書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に提出する必要があります。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、措置法第 65 条の 13 第１項第２号・第 68 条の
84 第１項第２号の譲渡及び譲受けの契約書の写しを添付して、１通（調査課所管法人にあって
は２通）提出してください。 

 ４ 「当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において譲り受けようとする土地建物等の内
容」の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載し
て添付してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。           

(3) ｢種類」欄には、譲り受けようとする土地建物等の種類（土地、土地の上に存する権利、建
物等の別）を記載してください。 

(4) ｢構造」欄には、譲り受けようとする資産が建物等である場合にその構造を記載します。 
(5) ｢種類」欄及び「構造」欄は、譲り受けようとする資産が減価償却資産である場合には、耐
用年数省令別表に定めるところに準じて記載してください。 

(6) ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合には、その所在地を記載し、取得予定資産が
土地以外の資産の場合には、将来その資産が所在することとなる予定地を記載してください。 

(7) ｢取得価額の見積額」欄には、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において譲り受
けようとする土地建物等の取得価額等の見積額を記載してください。    

(8) ｢譲受けの予定年月日」欄には、土地建物等を譲り受けようとする予定年月日を記載してく
ださい。 

 ５ 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士
等が署名押印してください。 

 ６ 「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

                                         

※整理番号  
         
         適格分割等を行った場合の貸倒実績率 

         の特別な計算方法の承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 

 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名 等  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法について、下記のとおり申請します。 
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分割等に係る 
分 割 法 人 等 又 は 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適 格 分 割 等 の 日                           年     月     日      

採用しようとする貸倒 
実績率の計算方法 

 

貸倒実績率の計算 
の 基 礎 と な る 
金 額 の 明 細 

 

貸倒実績率の特別な 
計 算 方 法 を 採 用 
しようとする理由 

 

(その他参考となるべき事項) 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

20．06改正   

（
規
格
Ａ
４
） 

                                        

※整理番号  
         
         適格分割等を行った場合の貸倒実績率 

         の特別な計算方法の承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 

 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法について、下記のとおり申請します。 
                            記 

法 人 名  

納 税 地  

適格分割等に係る 
分 割 法 人 等 又 は 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適 格 分 割 等 の 日                           年     月     日      

採用しようとする貸倒 
実績率の計算方法 

 

貸倒実績率の計算 
の 基 礎 と な る 
金 額 の 明 細 

 

貸倒実績率の特別な 
計 算 方 法 を 採 用 
しようとする理由 

 

(その他参考となるべき事項) 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

18．06改正   

（
規
格
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） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適 格 分 割 等 を 行 っ た 場 合 の 貸 倒 実 績 率 の 
特 別 な 計 算 方 法 の 承 認 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 
 １ この申請書は、内国法人である単体法人(連結申告法人を除く法人をいう｡)又は連結親法人が、
適格分割等（分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人又は分割承継法人、被現物出資法人
若しくは被事後設立法人となる適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。）を行っ
た場合において、法人税法施行令(以下「法令」といいます。)第 97 条第１項又は法令第 155 条
の６（個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用）の規定により当該適格分
割等の日の属する事業年度又は連結事業年度及び当該事業年度の翌事業年度又は連結事業年度
の翌連結事業年度開始の日以後２年以内に終了する各事業年度又は各連結事業年度における貸
倒実績率を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な計算方
法により計算することについて承認の申請をする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、適格分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に 1通（調査課所管法人にあっては２通）提出して
ください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載します。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税

地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(3) ｢適格分割等に係る分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、申請をする内国法人が適
格分割等に係る分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい
ます。）である場合にあっては当該適格分割等に係る分割法人等（分割法人、現物出資法人又
は事後設立法人をいいます。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名を、当該内国法人が適格
分割等に係る分割法人等である場合にあっては当該適格分割等に係る分割承継法人等の名称
及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分割等の日」欄には、適格分割等を行った日を記載してください。 
(5) ｢採用しようとする貸倒実績率の計算方法」欄には、採用しようとする適格分割等により分
割承継法人等に移転する事業に係る貸倒実績率を考慮した計算方法の内容を記載してくださ
い。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(6) ｢貸倒実績率の計算の基礎となる金額の明細」欄には、採用しようとする適格分割等により
分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒実績率を考慮した計算方法による計算の基礎とな
る金額の明細を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(7) ｢貸倒実績率の特別な計算方法を採用しようとする理由」欄には、上記(5)及び(6)の方法を
採用しようとする理由を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

適 格 分 割 等 を 行 っ た 場 合 の 貸 倒 実 績 率 の 
特 別 な 計 算 方 法 の 承 認 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 
 １ この申請書は、内国法人である単体法人(連結申告法人を除く法人をいう｡)又は連結親法人が、
適格分割等（分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人又は分割承継法人、被現物出資法人
若しくは被事後設立法人となる適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。）を行っ
た場合において、法人税法施行令(以下「法令」といいます。)第 97 条第１項又は法令第 155 条
の６（個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用）の規定により当該適格分
割等の日の属する事業年度又は連結事業年度及び当該事業年度の翌事業年度又は連結事業年度
の翌連結事業年度開始の日以後２年以内に終了する各事業年度又は各連結事業年度における貸
倒実績率を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な計算方
法により計算することについて承認の申請をする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、適格分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に 1通（調査課所管法人にあっては２通）提出して
ください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載します。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(3) ｢適格分割等に係る分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、申請をする内国法人が適
格分割等に係る分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい
ます。）である場合にあっては当該適格分割等に係る分割法人等（分割法人、現物出資法人又
は事後設立法人をいいます。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名を、当該内国法人が適格
分割等に係る分割法人等である場合にあっては当該適格分割等に係る分割承継法人等の名称
及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分割等の日」欄には、適格分割等を行った日を記載してください。 
(5) ｢採用しようとする貸倒実績率の計算方法」欄には、採用しようとする適格分割等により分
割承継法人等に移転する事業に係る貸倒実績率を考慮した計算方法の内容を記載してくださ
い。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(6) ｢貸倒実績率の計算の基礎となる金額の明細」欄には、採用しようとする適格分割等により
分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒実績率を考慮した計算方法による計算の基礎とな
る金額の明細を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(7) ｢貸倒実績率の特別な計算方法を採用しようとする理由」欄には、上記(5)及び(6)の方法を
採用しようとする理由を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

                                        

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 
適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な 

 
                      承 認 

計 算 方 法 の 承 認 申 請 の    通 知 書 
                      却 下 
 

貴法人から平成  年  月  日付でされた適格分割等を行った場合の貸倒実績率 
 

                             相 当 
の特別な計算方法の承認申請については、調査したところ   と認められるので、これを 
                          不相当 
 

   承 認 
       したから通知します。 

却 下 
 

 

 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 

20．06 改正    
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法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 
適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な 

 
                      承 認 

計 算 方 法 の 承 認 申 請 の    通 知 書 
                      却 下 
 

貴法人から平成  年  月  日付でされた適格分割等を行った場合の貸倒実績率 
 

                             相 当 
の特別な計算方法の承認申請については、調査したところ   と認められるので、これを 
                          不相当 
 

   承 認 
       したから通知します。 

却 下 
 

 

 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                 承 認   
  適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請の    通知書 
                                 却 下   
１ 使用目的  

承 認 
  「適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請の    通知書」は、適格分割等を行った 

却 下 

場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請について、承認する

場合は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の

文字を抹消する。 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、承認する場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 
                                 承 認   
  適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請の    通知書 
                                 却 下   
１ 使用目的  

承 認 
  「適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請の    通知書」は、適格分割等を行った 

却 下 

場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請について、承認する

場合は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の

文字を抹消する。 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、承認する場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

  この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

        適格分割等を行った場合の貸倒実績率の 
 

        特 別 な 計 算 方 法 の 承 認 の 取 消 通 知 書 

 
      貴法人の適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認については、 
 
     自 平成  年  月  日 
                   （連結）事業年度以後これを取り消したから通知します。 
     至 平成  年  月  日 
 

 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 

20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

        適格分割等を行った場合の貸倒実績率の 
 

        特 別 な 計 算 方 法 の 承 認 の 取 消 通 知 書 

 
      貴法人の適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認については、 
 
     自 平成  年  月  日 
                   （連結）事業年度以後これを取り消したから通知します。 
     至 平成  年  月  日 
 

 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 

17．06 改正 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認の取消通知書 

 
１ 使用目的 

「適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認の取消通知書」は、適格分割等を行った場合の

貸倒実績率の特別な計算方法の承認の取消しの通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項  

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99 号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9項に規定する特定信書便事業者による同条第 2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等が

その法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名

又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 

適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認の取消通知書 

 
１ 使用目的 

「適格分割等を行った場合の貸倒実績率の特別な計算方法の承認の取消通知書」は、適格分割等を行った場合の

貸倒実績率の特別な計算方法の承認の取消しの通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項  

  この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
 
         適格分割等を行った場合の返品率 

         の特別な計算方法の承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法について、下記のとおり申請します。 
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分割等に係る 
分 割 法 人 等 又 は 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適 格 分 割 等 の 日                           年     月     日      

採用しようとする 
返品率の計算方法 

 

返 品 率 の 計 算 の 
基礎となる金額の明細 

 

返 品 率 の 特 別 な 
計 算 方 法 を 採 用 
しようとする理由 

 

(その他参考となるべき事項) 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  
 
         適格分割等を行った場合の返品率 

         の特別な計算方法の承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法について、下記のとおり申請します。 
                            記 

法 人 名  

納 税 地  

適格分割等に係る 
分 割 法 人 等 又 は 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

適 格 分 割 等 の 日                           年     月     日      

採用しようとする 
返品率の計算方法 

 

返 品 率 の 計 算 の 
基礎となる金額の明細 

 

返 品 率 の 特 別 な 
計 算 方 法 を 採 用 
しようとする理由 

 

(その他参考となるべき事項) 
 
  

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分割等を行った場合の返品率の 
特別な計算方法の承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいう。）又は連結親法人が、
適格分割等（分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人又は分割承継法人、被現物出資法人
若しくは被事後設立法人となる適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。）を行っ
た場合において、法人税法施行令(以下｢法令｣といいます｡)第 102 条第１項又は法令第 155 条の
６（個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用）の規定により当該適格分割
等の日の属する事業年度又は連結事業年度及び当該事業年度の翌事業年度又は翌連結事業年度
開始の日以後１年以内に終了する各事業年度又は各連結事業年度における返品率を当該適格分
割等により移転をする対象事業に係る棚卸資産の買戻しの実績を考慮して合理的な計算方法に
より計算することについて承認の申請をする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、適格分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に 1通（調査課所管法人にあっては２通）提出して
ください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載します。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税

地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢適格分割等に係る分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、申請をする内国法人が適
格分割等に係る分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい
ます。）である場合にあっては当該適格分割等に係る分割法人等（分割法人、現物出資法人又
は事後設立法人をいいます。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名を、当該内国法人が適格
分割等に係る分割法人等である場合にあっては当該適格分割等に係る分割承継法人等の名称
及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分割等の日」欄には、適格分割等を行った日を記載してください。 
(5) ｢採用しようとする返品率の計算方法」欄には、採用しようとする適格分割等により分割承
継法人等に移転する事業に係る買戻しの実績を考慮した計算方法の内容を記載してください

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(6) ｢返品率の計算の基礎となる金額の明細」欄には、採用しようとする適格分割等により分割
承継法人等に移転する事業に係る買戻しの実績を考慮した計算方法による計算の基礎となる
金額の明細を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(7) ｢返品率の特別な計算方法を採用しようとする理由」欄には、上記(5)及び(6)の方法を採用
しようとする理由を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。  
 ５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

適格分割等を行った場合の返品率の 
特別な計算方法の承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいう。）又は連結親法人が、
適格分割等（分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人又は分割承継法人、被現物出資法人
若しくは被事後設立法人となる適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。）を行っ
た場合において、法人税法施行令(以下｢法令｣といいます｡)第 102 条第１項又は法令第 155 条の
６（個別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用）の規定により当該適格分割
等の日の属する事業年度又は連結事業年度及び当該事業年度の翌事業年度又は翌連結事業年度
開始の日以後１年以内に終了する各事業年度又は各連結事業年度における返品率を当該適格分
割等により移転をする対象事業に係る棚卸資産の買戻しの実績を考慮して合理的な計算方法に
より計算することについて承認の申請をする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、適格分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に 1通（調査課所管法人にあっては２通）提出して
ください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載します。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       
(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢適格分割等に係る分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、申請をする内国法人が適
格分割等に係る分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい
ます。）である場合にあっては当該適格分割等に係る分割法人等（分割法人、現物出資法人又
は事後設立法人をいいます。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名を、当該内国法人が適格
分割等に係る分割法人等である場合にあっては当該適格分割等に係る分割承継法人等の名称
及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分割等の日」欄には、適格分割等を行った日を記載してください。 
(5) ｢採用しようとする返品率の計算方法」欄には、採用しようとする適格分割等により分割承
継法人等に移転する事業に係る買戻しの実績を考慮した計算方法の内容を記載してください

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(6) ｢返品率の計算の基礎となる金額の明細」欄には、採用しようとする適格分割等により分割
承継法人等に移転する事業に係る買戻しの実績を考慮した計算方法による計算の基礎となる
金額の明細を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(7) ｢返品率の特別な計算方法を採用しようとする理由」欄には、上記(5)及び(6)の方法を採用
しようとする理由を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。  
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

         適格分割等を行った場合の返品率の特別な 
                     承 認 

 
         計算方法の承認申請の     通 知 書 
                     却 下 

 
      貴法人から平成  年  月  日付でされた適格分割等を行った場合の返品率の特別な 

                      相 当            承認 
計算方法の承認申請については、調査したところ   と認められるので、これを  した 
                      不相当            却下  
から通知します。 

      
 

 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
20．06 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

         適格分割等を行った場合の返品率の特別な 
                     承 認 

 
         計算方法の承認申請の     通 知 書 
                     却 下 

 
      貴法人から平成  年  月  日付でされた適格分割等を行った場合の返品率の特別な 

                      相 当            承認 
計算方法の承認申請については、調査したところ   と認められるので、これを  した 
                      不相当            却下  
から通知します。 

      
 

 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 
17．03 改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

                                承 認   
   適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請の     通知書 
                                却 下   
１  使用目的  

                                             承認 
  「適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請の    通知書」は、適格分割等を行った場合 
                                           却下 

の返品率の特別な計算方法の承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請について、承認する場合 

は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の文字

を抹消する。 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、承認する場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

                                承 認   
   適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請の     通知書 
                                却 下   
１  使用目的  

                                             承認 
  「適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請の    通知書」は、適格分割等を行った場合 
                                           却下 

の返品率の特別な計算方法の承認申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認申請について、承認する場合 

は「却下」及び「不相当」の文字を抹消し、却下する場合は「承認」及び「相当」の文字

を抹消する。 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、承認する場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適 格 分 割 等 を 行 っ た 場 合 の 返 品 率 の 
 

特 別 な 計 算 方 法 の 承 認の 取 消 通 知 書 

 
      貴法人の適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認については、 
 
     自 平成  年  月  日 
                    （連結）事業年度以後これを取り消したから通知します。 
     至 平成  年  月  日 
 
 

 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 

20．06 改正 

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適 格 分 割 等 を 行 っ た 場 合 の 返 品率 の 
 

特 別 な 計 算 方 法 の 承 認の 取 消 通 知 書 

 
      貴法人の適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認については、 
 
     自 平成  年  月  日 
                    （連結）事業年度以後これを取り消したから通知します。 
     至 平成  年  月  日 
 
 

 
 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 

17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認の取消通知書 

 
１ 使用目的  

「適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認の取消通知書」は、適格分割等を行った場合の返品率 

の特別な計算方法の承認の取消しの通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項  

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認の取消通知書 

 
１ 使用目的  

「適格分割等を行った場合の返品率の特別な計算方法の承認の取消通知書」は、適格分割等を行った場合の返品率 

の特別な計算方法の承認の取消しの通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項  

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
         
         適 格 分 割 型 分 割 等 に よ る 

         一括償却資産の引継ぎに関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  
整理番号  

法 人 名 等  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割型分割等による一括償却資産の引継ぎについて、下記のとおり届け出ます。 
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分割型分割等に 
 
係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割等の日                           年     月     日      

一括償却資産を
事業の用に供し
た 事 業 年 度 

   ・   ・    
   ・   ・    

   ・   ・    
   ・   ・    

   ・   ・   
   ・   ・   

帳 簿 価 額 
円 円 円 分割承継法人等に 

 
引き継ぐ一括償却資産 

一括償却対象額 
円 円 円 

(その他参考となるべき事項) 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 

20．06改正        

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  
         
         適 格 分 割 型 分 割 等 に よ る 

         一括償却資産の引継ぎに関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  
整理番号  

法 人 名  
部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割型分割等による一括償却資産の引継ぎについて、下記のとおり届け出ます。 
                            記 

法 人 名  

納 税 地  

適格分割型分割等に 
 
係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割等の日                           年     月     日      

一括償却資産を
事業の用に供し
た 事 業 年 度 

   ・   ・    
   ・   ・    

   ・   ・    
   ・   ・    

   ・   ・   
   ・   ・   

帳 簿 価 額 
円 円 円 分割承継法人等に 

 
引き継ぐ一括償却資産 

一括償却対象額 
円 円 円 

(その他参考となるべき事項) 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 

18．06改正        

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

        適 格 分 割 型 分 割 等 に よ る 
        一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいう。)又は連結親法人が、

適格分割型分割等（適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいま

す。以下同じ。）を行った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は

被事後設立法人をいいます。以下同じ。）に一括償却資産を引き継ぐことについて、法人税法施

行令（以下「法令」といいます。）第 133 条の２第８項《適格分割型分割等による一括償却資産

の引継ぎに係る届出》又は法令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等

の規定の準用》の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 
 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税

地」、｢代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代

表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢分割承継法人等に引き継ぐ一括償却資産」の各欄は、適格分割型分割等により分割承継法

人等に引き継ぐ法令第 133 条の２第７項第２号ロに規定する一括償却資産について、その一

括償却資産が生じた事業年度ごとに記載してください。なお、記載欄が不足する場合は、こ

の届出書を追加して記載してください。 
  (4) ｢帳簿価額」欄は、適格分割型分割等の直前の帳簿価額を記載してください。 
  (5) ｢一括償却対象額」欄は、適格分割型分割等により分割承継法人等に引き継ぐ一括償却資産

に係る法令第 133 条の２第１項に規定する一括償却対象額(分割法人、現物出資法人又は事後

設立法人の各事業年度において生じた一括償却資産の取得価額の合計額をいいます。)を記載

してください。 

  (6) ｢その他参考となるべき事項」欄は、引き継ぐ一括償却資産が適格分割型分割等により分割

承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産に係るものであること

の説明等を記載してください。 
  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 ４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」

の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ

い。 

 

        適 格 分 割 型 分 割 等 に よ る 
        一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいう。)又は連結親法人が、

適格分割型分割等（適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいま

す。以下同じ。）を行った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は

被事後設立法人をいいます。以下同じ。）に一括償却資産を引き継ぐことについて、法人税法施

行令（以下「法令」といいます。）第 133 条の２第７項《適格分割型分割等による一括償却資産

の引継ぎに係る届出》又は法令第 155 条の６《個別益金額及び個別損金額の計算における届出等

の規定の準用》の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 
 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
  (1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地」、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表

者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 
  (3) ｢分割承継法人等に引き継ぐ一括償却資産」の各欄は、適格分割型分割等により分割承継法

人等に引き継ぐ法令第 133 条の２第６項第２号ロに規定する一括償却資産について、その一

括償却資産が生じた事業年度ごとに記載してください。なお、記載欄が不足する場合は、こ

の届出書を追加して記載してください。 
  (4) ｢帳簿価額」欄は、適格分割型分割等の直前の帳簿価額を記載してください。 
  (5) ｢一括償却対象額」欄は、適格分割型分割等により分割承継法人等に引き継ぐ一括償却資産

に係る法令第 133 条の２第１項に規定する一括償却対象額(分割法人、現物出資法人又は事後

設立法人の各事業年度において生じた一括償却資産の取得価額の合計額をいいます。)を記載

してください。 

  (6) ｢その他参考となるべき事項」欄は、引き継ぐ一括償却資産が適格分割型分割等により分割

承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産に係るものであること

の説明等を記載してください。 
  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 

   （追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

※整理番号           適格分割型分割等により移転する 
         資産に係る繰延消費税額等の 
         引 継 ぎ に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 
 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割型分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎについて、下記のとおり届け出ます。 
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分割型分割等に 
 

係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割等の日                           年     月     日      

繰延消費税額等 
の発生事業年度 

 ・  ・  
 ・  ・  

 ・  ・  
 ・  ・  

 ・  ・  
 ・  ・  

 ・  ・  
 ・  ・  

 ・  ・ 
 ・  ・ 分 割 承 継 法 人 等 

に 引 き 継 ぐ 
繰 延 消 費 税 額 等 引 き 継 ぐ 

繰延消費税額等 

     円      円      円      円     円 

(その他参考となるべき事項) 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

20．06改正  

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号           適格分割型分割等により移転する 
         資産に係る繰延消費税額等の 
         引 継 ぎ に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 
 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分割型分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎについて、下記のとおり届け出ます。 
                            記 

法 人 名  

納 税 地  

適格分割型分割等に 
 

係る分割承継法人等 

代 表 者 氏 名  

適格分割型分割等の日                           年     月     日      

繰延消費税額等 
の発生事業年度 

 ・  ・  
 ・  ・  

 ・  ・  
 ・  ・  

 ・  ・  
 ・  ・  

 ・  ・  
 ・  ・  

 ・  ・ 
 ・  ・ 分 割 承 継 法 人 等 

に 引 き 継 ぐ 
繰 延 消 費 税 額 等 引 き 継 ぐ 

繰延消費税額等 

     円      円      円      円     円 

(その他参考となるべき事項) 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

18．06改正  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

         適格分割型分割等により移転する資産に係る 
         繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載要領等 
       
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます｡)又は連結親法
人が、適格分割型分割等（適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立を
いいます。以下同じ｡)を行った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人
又は被事後設立法人をいいます。以下同じ｡)に移転する資産に係る繰延消費税額等を引き継ぐこ
とについて、法人税法施行令（以下「法令」といいます｡)第 139 条の４第 13 項《適格分割型分
割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに係る届出》又は法令第 155 条の６《個
別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用》の規定により届け出る場合に使用
してください。 

 ２ この届出書は、適格分割型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割承継法人等に引き継ぐ繰延消費税額等」の各欄は、適格分割型分割等により分割承継
法人等に引き継ぐ繰延消費税額等について、その繰延消費税額等が生じた事業年度ごとに記
載してください。なお、記載欄が不足する場合は、この届出書を追加して記載してください。 

(4) ｢引き継ぐ繰延消費税額等」欄は、適格分割型分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法令
第 139 条の４第 12項第２号ロに規定する繰延消費税額等（適格分割型分割等により分割承継
法人等に引き継ぐ同条第３項に規定する繰延消費税額等（分割法人、現物出資法人又は事後
設立法人の各事業年度において生じた繰延消費税額等）から同条第３項、第４項及び第７項
の規定により損金の額に算入された金額を除いた金額）を記載してください。 

(5) ｢その他参考となるべき事項」欄は、引き継ぐ繰延消費税額等が適格分割型分割等により分
割承継法人等に移転する資産に係るものであることの説明等を記載してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

         適格分割型分割等により移転する資産に係る 
         繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載要領等 
       
 １ この届出書は、内国法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます｡)又は連結親法
人が、適格分割型分割等（適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立を
いいます。以下同じ｡)を行った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人
又は被事後設立法人をいいます。以下同じ｡)に移転する資産に係る繰延消費税額等を引き継ぐこ
とについて、法人税法施行令（以下「法令」といいます｡)第 139 条の４第 12 項《適格分割型分
割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに係る届出》又は法令第 155 条の６《個
別益金額及び個別損金額の計算における届出等の規定の準用》の規定により届け出る場合に使用
してください。 

 ２ この届出書は、適格分割型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割承継法人等に引き継ぐ繰延消費税額等」の各欄は、適格分割型分割等により分割承継
法人等に引き継ぐ繰延消費税額等について、その繰延消費税額等が生じた事業年度ごとに記
載してください。なお、記載欄が不足する場合は、この届出書を追加して記載してください。 

(4) ｢引き継ぐ繰延消費税額等」欄は、適格分割型分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法令
第 139 条の４第 11項第２号ロに規定する繰延消費税額等（適格分割型分割等により分割承継
法人等に引き継ぐ同条第３項に規定する繰延消費税額等（分割法人、現物出資法人又は事後
設立法人の各事業年度において生じた繰延消費税額等）から同条第３項、第４項及び第７項
の規定により損金の額に算入された金額を除いた金額）を記載してください。 

(5) ｢その他参考となるべき事項」欄は、引き継ぐ繰延消費税額等が適格分割型分割等により分
割承継法人等に移転する資産に係るものであることの説明等を記載してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  適格合併等による大規模な住宅地等造成事業の施行 
区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い 
特別勘定等を設けた場合において指定期間内に資産 
の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  
  租税特別措置法施行令              の規定による、適格合併等による大規模な住宅地等造成事業の 
 
 施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定等を設けた場合における、 
  
  租税特別措置法施行令              各号に規定する期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間の 
 
 延長について下記のとおり申請します。 
                          記  

申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額                           円 

取 得 価 額 
の 見 積 額 

円 円 円 

譲 り 受 け よ う 
と す る 宅 地 譲 り 受 け る 

予 定 年 月 日    ・  ・       ・  ・       ・  ・   

(やむを得ない事情の詳細） 

(その他参考となるべき事項） 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 

（
規
格
Ａ
４
） 

第39条の9第16項 
第39条の108第15項 

第39条の9第15項 
第39条の108第14項 

※整理番号  適格合併等による大規模な住宅地等造成事業の施行 
区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い 
特別勘定等を設けた場合において指定期間内に資産 
の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

  
  租税特別措置法施行令              の規定による、適格合併等による大規模な住宅地等造成事業の 
 
 施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定等を設けた場合における、 
  
  租税特別措置法施行令              各号に規定する期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間の 
 
 延長について下記のとおり申請します。 
                          記  

申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額                           円 

取 得 価 額 
の 見 積 額 

円 円 円 

譲 り 受 け よ う 
と す る 宅 地 譲 り 受 け る 

予 定 年 月 日    ・  ・       ・  ・       ・  ・   

(やむを得ない事情の詳細） 

(その他参考となるべき事項） 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業 種 
番 号 

 整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 

（
規
格
Ａ
４
） 

第39条の9第16項 
第39条の108第15項 

第39条の9第15項 
第39条の108第14項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格合併等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の 
造成のための譲渡に伴い特別勘定等を設けた場合において指定期間内に 
資産の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 
１ この申請書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいう｡)又は連結親法人が、租
税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)施行令第 39 条の９第 15 項各号・第 39条の 108 第
14 項各号に規定する引継ぎを受けた日以後にやむを得ない事情が生じたため、合併法人等が当
該各号に定める期間内に宅地を譲り受けることが困難である場合において、当該合併法人等が措
置法施行令第 39 条の９第 15項・第 39条の 108 第 14 項の規定により税務署長の承認を受けよう
とする場合に使用してください。 
２ この申請書は、措置法施行令第 39条の９第 15 項・第 39 条の 108 第 14 項に規定するやむを得
ない事情が生じた日以後２月以内に提出してください。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 
４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記
載して添付してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代
表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額」欄には、申請時における措置法第 65
条の 12 第５項・第 68 条の 83第６項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を記載して
ください。 

(4) ｢譲り受けようとする宅地」の各欄 
イ 「取得価額の見積額」欄には、譲り受けようとする措置法第 65 条の 12 第１項・第 68 条
の 83第１項の宅地の取得価額の見積額を記載してください。 
ロ 「譲り受ける予定年月日」欄には、上記イの宅地を譲り受ける予定年月日を記載してくだ
さい。 

(5) ｢やむを得ない事情の詳細」欄には、措置法施行令第 39 条の９第 15項・第 39条の 108 第
14 項に規定するやむを得ない事情の詳細を記載してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

適格合併等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の 
造成のための譲渡に伴い特別勘定等を設けた場合において指定期間内に 
資産の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 
１ この申請書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいう｡)又は連結親法人が、租
税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)施行令第 39 条の９第 15 項各号・第 39条の 108 第
14 項各号に規定する引継ぎを受けた日以後にやむを得ない事情が生じたため、合併法人等が当
該各号に定める期間内に宅地を譲り受けることが困難である場合において、当該合併法人等が措
置法施行令第 39 条の９第 15項・第 39条の 108 第 14 項の規定により税務署長の承認を受けよう
とする場合に使用してください。 
２ この申請書は、措置法施行令第 39条の９第 15 項・第 39 条の 108 第 14 項に規定するやむを得
ない事情が生じた日以後２月以内に提出してください。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 
４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記
載して添付してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額」欄には、申請時における措置法第 65
条の 12 第５項・第 68 条の 83第６項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を記載して
ください。 

(4) ｢譲り受けようとする宅地」の各欄 
イ 「取得価額の見積額」欄には、譲り受けようとする措置法第 65 条の 12 第１項・第 68 条
の 83第１項の宅地の取得価額の見積額を記載してください。 
ロ 「譲り受ける予定年月日」欄には、上記イの宅地を譲り受ける予定年月日を記載してくだ
さい。 

(5) ｢やむを得ない事情の詳細」欄には、措置法施行令第 39 条の９第 15項・第 39条の 108 第
14 項に規定するやむを得ない事情の詳細を記載してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
 

分割等による移転試験研究費の額 

の 計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  分割等による移転試験研究費の額の計算方法について、 
  
 租税特別措置法施行令              の規定により下記のとおり申請します。 
  
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地 等  分 割 承 継 法 人 等 

代表者氏名  

分 割 等 の 日 年     月     日     

移転事業及び当該移転事業に係る 
試験研究並びに当該移転事業と 
当該試験研究とが関連する理由 

 

資 産  分割承継法人等が 
試験研究を行うために
当該分割等により 
移転する資産及び人員 人 員                                    人 

認定を受けようとする合理的な方法  

(その他参考となるべき事項) 
 
 
添 付 書 類  

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第27条の4第14項 
第39条の39第21項 

※整理番号  
 

分割等による移転試験研究費の額 

の 計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  分割等による移転試験研究費の額の計算方法について、 
  
 租税特別措置法施行令              の規定により下記のとおり申請します。 
  
                            記 

法 人 名  

納 税 地 等  分 割 承 継 法 人 等 

代表者氏名  

分 割 等 の 日 年     月     日     

移転事業及び当該移転事業に係る 
試験研究並びに当該移転事業と 
当該試験研究とが関連する理由 

 

資 産  分割承継法人等が 
試験研究を行うために
当該分割等により 
移転する資産及び人員 人 員                                    人 

認定を受けようとする合理的な方法  

(その他参考となるべき事項) 
 
 
添 付 書 類  

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第27条の4第20項 
第39条の39第27項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

        分 割 等 に よ る 移 転 試 験 研 究 費 の 額 の 
        計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 の 記 載 要 領 等 
 
 １ この申請書は、法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人
が、分割法人等（分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます｡)又は分割承継法人等（分
割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます｡)である場合における比較試験研究
費の額の計算方法について、租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)施行令第 27 条の４
第14項又は第39条の39第21項の規定により税務署長の認定を受けようとする場合に使用して
ください。 

 ２ この申請書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 
４ 申請書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割承継法人等」の各欄には、分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人である場合
は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連
する理由」欄には、移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事業をいいます。）及
び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由を記載
してください。  

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(5) ｢分割承継法人等が試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員」の各欄
には、分割承継法人等が措置法施行規則第 20条第７項第５号又は第 22条の 23 第７項第６号
に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員をそれぞれ記載し
てください。 

(6) ｢認定を受けようとする合理的な方法」欄には、この申請書により認定を受けようとする合
理的な方法を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ５ この申請書には、分割計画書又は分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付し､｢添付
書類」欄に記載してください。 

 ６ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

        分 割 等 に よ る 移 転 試 験 研 究 費 の 額 の 
        計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 の 記 載 要 領 等 
 
 １ この申請書は、法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人
が、分割法人等（分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます｡)又は分割承継法人等（分
割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます｡)である場合における比較試験研究
費の額の計算方法について、租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)施行令第 27 条の４
第20項又は第39条の39第27項の規定により税務署長の認定を受けようとする場合に使用して
ください。 

 ２ この申請書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 
４ 申請書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割承継法人等」の各欄には、分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人である場合
は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連
する理由」欄には、移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事業をいいます。）及
び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由を記載
してください。  

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(5) ｢分割承継法人等が試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員」の各欄
には、分割承継法人等が措置法施行規則第 20条第 13 項第５号又は第 22 条の 23 第 13 項第６
号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員をそれぞれ記載
してください。 

(6) ｢認定を受けようとする合理的な方法」欄には、この申請書により認定を受けようとする合
理的な方法を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ５ この申請書には、分割計画書又は分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付し､｢添付
書類」欄に記載してください。 

   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

                                        

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

分 割 等 に よ る 移 転 試 験 研 究 費 の 
 

額 の 計 算 方 法 の 認 定 通 知 書 

 
貴法人から平成  年  月  日付で申請があった分割等による移転試験研究費の 

 
額の計算方法については、下記のとおり認定したので通知します。 

 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等   
 

認

定

し

た

計

算

方

法 

 

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 

20．06 改正    

（
規
格
Ａ
４
） 

                                       

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

分 割 等 に よ る 移 転 試 験 研 究 費 の 
 

額 の 計 算 方 法 の 認 定 通 知 書 

 
貴法人から平成  年  月  日付で申請があった分割等による移転試験研究費の 

 
額の計算方法については、下記のとおり認定したので通知します。 

 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名   
 

認

定

し

た

計

算

方

法 

 

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 

17．03 改正    

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定通知書 

 

１ 使用目的  

  「分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定通知書」は、分割等による移転試験研究費の額の計算方法の 

 認定申請について、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項  

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定通知書 

 

１ 使用目的  

  「分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定通知書」は、分割等による移転試験研究費の額の計算方法の 

 認定申請について、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項  

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
 

分割等による試験研究費の額 

の 区 分 に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
 分割等による試験研究費の額の区分について                                    
  租税特別措置法施行令             の規定により下記のとおり届け出ます。              
                             記 

法 人 名 等  

納 税 地 等  
分 割 法 人 等 又 は 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

分 割 等 の 年 月 日                  年     月     日      
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

試験研究費の額 

平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

分割法人等の分割等 
の日を含む事業年度 
又は連結事業年度開始 
の日前3年以内（平成 
18年3月31日以前開 
始事業年度である場合 
は5年以内）に開始し 
た各事業年度又は各連 
結事業年度の試験研究 
費の額及び移転試験 
研 究 費 の 額 

 

移 転 試 験 
研 究 費 の 額 

平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

(その他参考となるべき事項) 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
  

20．06改正 

 

第27条の4第14項 
第39条の39第21項 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  
 

分割等による試験研究費の額 

の 区 分 に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
 分割等による試験研究費の額の区分について                                    
  租税特別措置法施行令             の規定により下記のとおり届け出ます。              
                             記 

法 人 名  

納 税 地 等  
分 割 法 人 等 又 は 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

分 割 等 の 年 月 日                  年     月     日      
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

試験研究費の額 

平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

分割法人等の分割等 
の日を含む事業年度 
又は連結事業年度開始 
の日前3年以内（平成 
18年3月31日以前開 
始事業年度である場合 
は5年以内）に開始し 
た各事業年度又は各連 
結事業年度の試験研究 
費の額及び移転試験 
研 究 費 の 額 

 

移 転 試 験 
研 究 費 の 額 

平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

(その他参考となるべき事項) 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
  

18．11改正 

 

第27条の4第20項 
第39条の39第27項 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

分 割 等 に よ る 試 験 研 究 費 の 額 の 
区 分 に 関 す る 届 出 書 の 記 載 要 領 等 

 
 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、
分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます。)又は分割承継法人等（分割
承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）である場合における比較試験研究
費の額の計算について、租税特別措置法施行令第 27 条の４第 14項又は第 39 条の 39 第 21 項の
規定により分割法人等が各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算
上損金の額に算入される試験研究費の額を移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事
業をいいます。）に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区
分しようとする場合に使用してください。 

  （注）この届出書は、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてがそれぞれの納
税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

 ２ この届出書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、相手先（分割承継法人等にあっては分割法
人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいいます。）の名称及び納税地（連結子法人
である場合は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(4) ｢分割等の年月日」欄には、分割等の年月日を記載してください。 
(5) ｢分割法人等の分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内（平成 18
年 3月 31 日以前開始事業年度である場合は５年以内）に開始した各事業年度又は各連結事業
年度の試験研究費の額及び移転試験研究費の額」の各欄には、分割法人等の分割等の日を含
む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内（平成 18 年 3 月 31 日以前開始事業年度で
ある場合は５年以内）に開始した各事業年度又は各連結事業年度の試験研究費の額及び移転
試験研究費の額（移転事業に係る試験研究費の額をいいます。）をそれぞれ記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(6) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

分 割 等 に よ る 試 験 研 究 費 の 額 の 
区 分 に 関 す る 届 出 書 の 記 載 要 領 等 

 
 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、
分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます。)又は分割承継法人等（分割
承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）である場合における比較試験研究
費の額の計算について、租税特別措置法施行令第 27 条の４第 20項又は第 39 条の 39 第 27 項の
規定により分割法人等が各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算
上損金の額に算入される試験研究費の額を移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事
業をいいます。）に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区
分しようとする場合に使用してください。 

  （注）この届出書は、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてがそれぞれの納
税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

 ２ この届出書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、相手先（分割承継法人等にあっては分割法
人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいいます。）の名称及び納税地（連結子法人
である場合は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(4) ｢分割等の年月日」欄には、分割等の年月日を記載してください。 
(5) ｢分割法人等の分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内（平成 18
年 3月 31 日以前開始事業年度である場合は５年以内）に開始した各事業年度又は各連結事業
年度の試験研究費の額及び移転試験研究費の額」の各欄には、分割法人等の分割等の日を含
む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内（平成 18 年 3 月 31 日以前開始事業年度で
ある場合は５年以内）に開始した各事業年度又は各連結事業年度の試験研究費の額及び移転
試験研究費の額（移転事業に係る試験研究費の額をいいます。）をそれぞれ記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(6) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
 

分割等による移転売上金額 

の 計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  分割等による移転売上金額の計算方法について、 
  
 租税特別措置法施行令              の規定により下記のとおり申請します。 
  
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地 等  分 割 承 継 法 人 等 

代表者氏名  

分 割 等 の 年 月 日 年     月     日     

移 転 事 業 及 び 当 該 移 転 
事 業 に 係 る 売 上 金 額 

                                   円 

資 産  分割承継法人等が 
移転事業を行うために 
当該分割等により 
移転する資産及び人員 人 員                                    人 

認定を受けようとする合理的な方法  

(その他参考となるべき事項) 
 
 
添 付 書 類  

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第27条の4第22項 
第39条の39第27項 

※整理番号  
 

分割等による移転売上金額 

の 計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  分割等による移転売上金額の計算方法について、 
  
 租税特別措置法施行令              の規定により下記のとおり申請します。 
  
                            記 

法 人 名  

納 税 地 等  分 割 承 継 法 人 等 

代表者氏名  

分 割 等 の 日 年     月     日     

移 転 事 業 及 び 当 該 移 転 
事 業 に 係 る 売 上 金 額 

                                   円 

資 産  分割承継法人等が 
移転事業を行うために 
当該分割等により 
移転する資産及び人員 人 員                                    人 

認定を受けようとする合理的な方法  

(その他参考となるべき事項) 
 
 
添 付 書 類  

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業 種 
番 号 

 整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 

（
規
格
Ａ
４
） 

第27条の4第12項 
第39条の39第13項 
項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

分 割 等 に よ る 移 転 売 上 金 額 の 
計算方法の認定申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人
が、分割法人等（分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます｡)又は分割承継法人等（分
割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます｡)である場合における租税特別措置
法（以下「措置法」といいます｡)施行令第 27 条の４第 19 項又は第 39 条の 39 第 24 項の金額の
計算方法について、第 27条の 4第 22 項又は第 39条の 39 第 27 項の規定により税務署長の認定
を受けようとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 
４ 申請書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割承継法人等」の各欄には、分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人である場合
は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢移転事業及び当該移転事業に係る売上金額」欄には、移転事業（分割等により分割承継法
人等に移転する事業をいいます。）及び当該移転事業に係る売上金額を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(5) ｢分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員」の各欄
には、分割承継法人等が措置法施行規則第 20条第 13 項第５号又は第 22 条の 23 第 13 項第６
号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員をそれぞれ記載
してください。 

(6) ｢認定を受けようとする合理的な方法」欄には、この申請書により認定を受けようとする合
理的な方法を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ５ この申請書には、分割計画書又は分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付し､｢添付
書類」欄に記載してください。 

 ６ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

分 割 等 に よ る 移 転 売 上 金 額 の 
計算方法の認定申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人
が、分割法人等（分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます｡)又は分割承継法人等（分
割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます｡)である場合における租税特別措置
法（以下「措置法」といいます｡)施行令第 27条の４第９項又は第 39 条の 39第 10 項の金額の計
算方法について、第 27 条の 4第 19 項又は第 39条の 39 第 10項の規定により税務署長の認定を
受けようとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 
４ 申請書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割承継法人等」の各欄には、分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人である場合
は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢移転事業及び当該移転事業に係る売上金額」欄には、移転事業（分割等により分割承継法
人等に移転する事業をいいます。）及び当該移転事業に係る売上金額を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(5) ｢分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員」の各欄
には、分割承継法人等が措置法施行規則第 20条第１項第５号又は第 22条の 23 第１項第６号
に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員をそれぞれ記載し
てください。 

(6) ｢認定を受けようとする合理的な方法」欄には、この申請書により認定を受けようとする合
理的な方法を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ５ この申請書には、分割計画書又は分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付し､｢添付
書類」欄に記載してください。 

   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

分 割 等 に よ る 移 転 売 上 金 額 
 

の 計 算 方 法 の 認 定 通 知 書 

 
貴法人から平成  年  月  日付で申請があった分割等による移転売上金額 

 
の計算方法については、下記のとおり認定したので通知します。 

 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等   
 

認

定

し

た

計

算

方

法 

 

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 

20．06 改正                     

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

分 割 等 に よ る 移 転 売 上 金 額 
 

の 計 算 方 法 の 認 定 通 知 書 

 
貴法人から平成  年  月  日付で申請があった分割等による移転売上金額 

 
の計算方法については、下記のとおり認定したので通知します。 

 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名   
 

認

定

し

た

計

算

方

法 

 

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 
 

17．03 改正                     

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

分割等による移転売上金額の計算方法の認定通知書 
 

１ 使用目的  

「分割等による移転売上金額の計算方法の認定通知書」は、分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請につ

いて、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項  

  この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 

分割等による移転売上金額の計算方法の認定通知書 
 

１ 使用目的  

「分割等による移転売上金額の計算方法の認定通知書」は、分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請につ

いて、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項  

  この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

  （追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
 

分 割 等 に よ る 売 上 金 額 

の 区 分 に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
 分割等による売上金額の区分について 
                                                      
  租税特別措置法施行令              の規定により下記のとおり届け出ます。             
                             記 

法 人 名 等  

納 税 地 等  
分 割 法 人 等 又 は 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

分 割 等 の 年 月 日                  年     月     日      
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

売 上 金 額 

平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

分割法人等の分割等
の日を含む事業年度
又は連結事業年度開
始の日前３年以内に
開始した各事業年度
又は各連結事業年度
の売上金額及び移転
売上金額 移転売上金額 

平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

(その他参考となるべき事項) 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

20．06改正  

（
規
格
Ａ
４
） 

第27条の4第22項 
第39条の39第27項 

※整理番号  
 

分 割 等 に よ る 売 上 金 額 

の 区 分 に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
 分割等による売上金額の区分について 
                                                      
  租税特別措置法施行令              の規定により下記のとおり届け出ます。             
                             記 

法 人 名  

納 税 地 等  
分 割 法 人 等 又 は 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

分 割 等 の 年 月 日                  年     月     日      
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

売 上 金 額 

平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

分割法人等の分割等
の日を含む事業年度
又は連結事業年度開
始の日前３年以内に
開始した各事業年度
又は各連結事業年度
の売上金額及び移転
売上金額 移転売上金額 

平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

(その他参考となるべき事項) 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

18．06改正  

（
規
格
Ａ
４
） 

第27条の4第12項 
第39条の39第13項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

分 割 等 に よ る 売 上 金 額 の 
区分に関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、
分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます。)又は分割承継法人等（分割
承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）である場合における租税特別措置
法施行令第 27条の４第 19 項又は第 39条の 39 第 24 項の金額の計算方法について、第 27条の４
第22項又は第39条の39第27項の規定により分割法人等が各事業年度又は各連結事業年度の売
上金額を移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事業をいいます。）に係る売上金額
と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しようとする場合に使用してください。 

  （注）この届出書は、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてがそれぞれの納
税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

 ２ この届出書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、相手先（分割承継法人等にあっては分割法
人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいいます。）の名称及び納税地（連結子法人
である場合は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(4) ｢分割等の年月日」欄には、分割等の年月日を記載してください。 
(5) ｢分割法人等の分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始し
た各事業年度又は各連結事業年度の売上金額及び移転売上金額」の各欄には、分割法人等の
分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度又は
各連結事業年度の売上金額及び移転売上金額（移転事業に係る売上金額をいいます。）をそれ
ぞれ記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(6) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

分 割 等 に よ る 売 上 金 額 の 
区分に関する届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、
分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます。)又は分割承継法人等（分割
承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）である場合における租税特別措置
法施行令第 27条の４第９項又は第 39 条の 39 第 10 項の金額の計算方法について、第 27 条の４
第12項又は第39条の39第13項の規定により分割法人等が各事業年度又は各連結事業年度の売
上金額を移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事業をいいます。）に係る売上金額
と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しようとする場合に使用してください。 

  （注）この届出書は、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてがそれぞれの納
税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

 ２ この届出書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、相手先（分割承継法人等にあっては分割法
人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいいます。）の名称及び納税地（連結子法人
である場合は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(4) ｢分割等の年月日」欄には、分割等の年月日を記載してください。 
(5) ｢分割法人等の分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始し
た各事業年度又は各連結事業年度の売上金額及び移転売上金額」の各欄には、分割法人等の
分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度又は
各連結事業年度の売上金額及び移転売上金額（移転事業に係る売上金額をいいます。）をそれ
ぞれ記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 
(6) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
  （新 設） 

 

※整理番号  
 

分割等による移転支援事業所取引金額 

の合計額の計算方法の認定申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  分割等による移転支援事業所取引金額の合計額の計算方法について、 
  
 租税特別措置法施行令               の規定により下記のとおり申請します。 
  
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地 等  分 割 承 継 法 人 等 

代表者氏名  

分 割 等 の 年 月 日 年     月     日     

移 転事 業及び当該移転事業 
に 係る支援事業所取引金額 

                                   円 

資 産  分割承継法人等が 
移転事業を行うために 
当該分割等により 
移転する資産及び人員 人 員                                    人 

認定を受けようとする合理的な方法  

(その他参考となるべき事項) 
 
 
添 付 書 類  

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第29条の2の2第6項 
第39条の39第6項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
  （新 設） 

 

分割等による移転支援事業所取引金額の 
合計額の計算方法の認定申請書の記載要領等 

 
１ この申請書は、法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人
が、分割法人等（分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます｡)又は分割承継法人等（分
割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます｡)である場合における租税特別措置
法（以下「措置法」といいます｡)施行令第29条の２の２第３項又は第39条の61第３項の金額の計
算方法について、第29条の２の２第６項又は第39条の39第６項の規定により税務署長の認定を受
けようとする場合に使用してください。 
２ この申請書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 
４ 申請書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割承継法人等」の各欄には、分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人である場合
は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢移転事業及び当該移転事業に係る支援事業所取引金額」欄には、移転事業（分割等により
分割承継法人等に移転する事業をいいます。）及び当該移転事業に係る支援事業所取引金額を
記載してください。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(5) ｢分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員」の各欄
には、分割承継法人等が措置法施行規則第20条の18の２第２項第５号又は第22条の39の２第
２項第６号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員をそれ
ぞれ記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする合理的な方法」欄には、この申請書により認定を受けようとする合
理的な方法を記載してください。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
５ この申請書には、分割計画書又は分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付し､｢添付
書類」欄に記載してください。 
６ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 

 
 
  （新 設） 
 

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

分割等による移転支援事業所取引金額 
 

の 合 計 額 の 計 算 方 法 の 認 定 通 知 書 

 
貴法人から平成  年  月  日付で申請があった分割等による移転支援事業所 
 

取引金額の合計額の計算方法については、下記のとおり認定したので通知します。 
 

記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名等   
 

認

定

し

た

計

算

方

法 

 

 
 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

 
 

 

 

20．06  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 

 
 
  （新 設） 
 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 
 

 
 
  （新 設） 
 

 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

国税局長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
  （新 設） 
 

 

 

分割等による移転支援事業所取引金額の合計額の計算方法の認定通知書 
 

１ 使用目的  

「分割等による移転支援事業所取引金額の合計額の計算方法の認定通知書」は、分割等による移転支援事業所取引

金額の合計額の計算方法の認定申請について、その認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

 申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名等は、連結子法人の場合のみ記入する。 

調 査 担 当 者 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項  

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 

 
 
  （新 設） 

 

※整理番号  
 

分割等による支援事業所取引金額 

の合計額の区分に関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
 分割等による支援事業所取引金額の合計額の区分について 
                                                      
  租税特別措置法施行令              の規定により下記のとおり届け出ます。 
                             記 

法 人 名 等  

納 税 地 等  
分 割 法 人 等 又 は 
分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

分 割 等 の 年 月 日                  年     月     日      

支援事業所取引 
金 額の合計額 

平  ・  ・  
平  ・  ・  

                        円 

分割法人等の分割等
の日を含む事業年度
又は連結事業年度開
始の日の前日を含む
各事業年度又は各連
結事業年度の支援事
業所取引金額の合計
額及び移転支援事業
所取引金額の合計額 

移転支援事業所 
取引金額の合計額 

平  ・  ・  
平  ・  ・  

                        円 

(その他参考となるべき事項) 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 

20．06  

（
規
格
Ａ
４
） 

第29条の2の2第6項 
第39条の61第6項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 
 

 
 
  （新 設） 
 

 

分割等による支援事業所取引金額の合計額 
の区分に関する届出書の記載要領等 

 
１ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、
分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます。)又は分割承継法人等（分割
承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）である場合における租税特別措置
法施行令第29条の２の２第３項又は第39条の61第３項の金額の計算方法について、第29条の２の
２第６項又は第39条の61第６項の規定により分割法人等が各事業年度又は各連結事業年度の支
援事業所取引金額の合計額を移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事業をいいま
す。）に係る支援事業所取引金額の合計額と当該移転事業以外の事業に係る支援事業所取引金額
の合計額とに区分しようとする場合に使用してください。 
（注）この届出書は、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてがそれぞれの納
税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

２ この届出書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 
４ 届出書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、相手先（分割承継法人等にあっては分割法
人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいいます。）の名称及び納税地（連結子法人
である場合は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(4) ｢分割等の年月日」欄には、分割等の年月日を記載してください。 
(5) ｢分割法人等の分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日の前日を含む各事業
年度又は各連結事業年度の支援事業所取引金額の合計額及び移転支援事業所取引金額の
合計額」の各欄には、分割法人等の分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日の
前日を含む各事業年度又は各連結事業年度の支援事業所取引金額の合計額及び移転支援事
業所取引金額の合計額（移転事業に係る支援事業所取引金額の合計額をいいます。）をそ
れぞれ記載してください。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  適格分社型分割等による海外投資等 
損 失 準 備 金 の 損 金 算 入に 関 す る 
届 出 書 及 び 提 出 書 類 の 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
法 人 名 

 整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分社型分割等による海外投資等損失準備金の損金算入について、租税特別措置法第55条第10項・第68条の43第9
項及び、租税特別措置法施行令第32条の2第18項・第39条の72第10項の規定により下記のとおり届出及び書類の提出
を行います。 
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 
代表者氏名  

適 格 分 社 型 分 割 等 の 日 年     月     日       

特 定 法 人 の 名 称  

特 定 株 式 の 種 類  

積 立 金 額                                    円 

添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ） 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

  
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  適格分社型分割等による海外投資等 
損 失 準 備 金 の 損 金 算 入に 関 す る 
届 出 書 及 び 提 出 書 類 の 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
法 人 名 

 整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  適格分社型分割等による海外投資等損失準備金の損金算入について、租税特別措置法第55条第10項・第68条の43第9
項及び、租税特別措置法施行令第32条の2第18項・第39条の72第10項の規定により下記のとおり届出及び書類の提出
を行います。 
                            記 

法 人 名  

納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 
代表者氏名  

適 格 分 社 型 分 割 等 の 日 年     月     日       

特 定 法 人 の 名 称  

特 定 株 式 の 種 類  

積 立 金 額                                    円 

添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ） 
 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

  
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による海外投資等損失準備金の 
損金算入に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、青色申告書を提出する内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をい
います｡）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後
設立をいいます｡以下同じ。）により分割承継法人等（分割承継法人､被現物出資法人又は被事後
設立法人をいいます。以下同じ。）に租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 55 条第
１項各号・第 68 条の 43 第１項各号の中欄に掲げる株式等（以下「特定株式等」といいます。）
を移転する場合において、措置法第 55 条第 10 項・第 68 条の 43 第 9 項又は措置法施行令第 32
条の２第 18項・第 39 条の 72第 10 項の規定により、海外投資等損失準備金として積み立てて損
金の額に算入することについて届け出及び書類の提出をする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通で、添付書類も同様の提出枚数となります。）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。  

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄には、適格分社型分割等に係る分割承継
法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）の名称及び納税地
並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄には、適格分社型分割の日を記載してください。 
(5) ｢特定法人の名称」の欄には、事業承継法人に移転する株式等に係る措置法第 55 条第１項
各号・第 68 条の 43第１項各号の上欄に掲げる法人を記載してください。 

(6) ｢特定株式の種類」の欄には、事業承継法人に移転する取得した措置法第 55 条第１項各号・
第 68条の 43 第１項各号の中欄に掲げる株式等を記載してください。 

(7) 「積立金額」欄には、措置法第 55条第９項・第 68条の 43第８項に規定する海外投資等損
失準備金として積み立てた金額を記載してください。 

(8) ｢添付書類」欄については､措置法施行規則第 21 条第８項第５号・第 22 条の 45 第６項第
６号に規定する積み立てた金額の明細（別表）及び措置法施行規則第 21条第９項・第 22条
の 45第７項に規定する書類(認定書等）の名称を記載してください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(10)「※」欄は、記載しないでください。 
４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。

 

適格分社型分割等による海外投資等損失準備金の 
損金算入に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、青色申告書を提出する内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をい
います｡）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後
設立をいいます｡以下同じ。）により分割承継法人等（分割承継法人､被現物出資法人又は被事後
設立法人をいいます。以下同じ。）に租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 55 条第
１項各号・第 68 条の 43 第１項各号の中欄に掲げる株式等（以下「特定株式等」といいます。）
を移転する場合において、措置法第 55 条第 10 項・第 68 条の 43 第 9 項又は措置法施行令第 32
条の２第 18 項・第 39 条の 72第 10 項の規定により、海外投資等損失準備金として積み立てて損
金の額に算入することについて届け出及び書類の提出をする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人にあっては２通で、添付書類も同様の提出枚数となります。）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。  

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄には、適格分社型分割等に係る分割承継
法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）の名称及び納税地
並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄には、適格分社型分割の日を記載してください。 
(5) ｢特定法人の名称」の欄には、事業承継法人に移転する株式等に係る措置法第 55 条第１項
各号・第 68 条の 43第１項各号の上欄に掲げる法人を記載してください。 

(6) ｢特定株式の種類」の欄には、事業承継法人に移転する取得した措置法第 55 条第１項各号・
第 68条の 43 第１項各号の中欄に掲げる株式等を記載してください。 

(7) 「積立金額」欄には、措置法第 55条第９項・第 68条の 43 第８項に規定する海外投資等損
失準備金として積み立てた金額を記載してください。 

(8) ｢添付書類」欄については､措置法施行規則第 21 条第８項第５号・第 22 条の 45 第６項第
６号に規定する積み立てた金額の明細（別表）及び措置法施行規則第 21条第９項・第 22条
の 45第７項に規定する書類(認定書等）の名称を記載してください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(10)「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
 

分割型分割による特別買戻損失の 

発生割合の計算方法の認定申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
法 人 名 

 整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  分割型分割による特別買戻損失の発生割合の計算について、 
   
 租税特別措置法施行令              の規定により下記のとおり申請します。 
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地  分 割 承 継 法 人 

代 表 者 氏 名  

分 割 型 分 割 の 日 年     月     日      

分割承継法人に
移転する事業  

分割型分割により分割
承継法人に移転する事
業及び当該分割型分割
により分割承継法人が
買い戻すこととなった
特定電子計算機の種類 

特定電子計算機 
の 種 類  

資 産  
分割承継法人が特定電
子計算機の買戻しを行
うために当該分割型分
割により移転する資産 
及び人員 

人 員                                   人 

認定を受けようと 
する合理的な方法 

 
 

(その他参考となるべき事項) 

添 付 書 類  

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
  

20．06改正   

第33条第4項 
第39条の78第3項 

（
規
格
Ａ
４
） 

※整理番号  
 

分割型分割による特別買戻損失の 

発生割合の計算方法の認定申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
法 人 名 

 整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  分割型分割による特別買戻損失の発生割合の計算について、 
   
 租税特別措置法施行令              の規定により下記のとおり申請します。 
                            記 

法 人 名  

納 税 地  分 割 承 継 法 人 

代 表 者 氏 名  

分 割 型 分 割 の 日 年     月     日      

分割承継法人に
移転する事業  

分割型分割により分割
承継法人に移転する事
業及び当該分割型分割
により分割承継法人が
買い戻すこととなった
特定電子計算機の種類 

特定電子計算機 
の 種 類  

資 産  
分割承継法人が特定電
子計算機の買戻しを行
うために当該分割型分
割により移転する資産 
及び人員 

人 員                                   人 

認定を受けようと 
する合理的な方法 

 
 

(その他参考となるべき事項) 

添 付 書 類  

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
  

18．06改正   

第33条第4項 
第39条の78第3項 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

分割型分割による特別買戻損失の発生割合の 
計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 
 １ この申請書は、製造業者等（租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)第 57 条第１項・
第 68 条の 50 第１項に規定する法人をいいます｡)が単体法人(連結申告法人以外の法人をいいま
す｡)又は連結親法人で、分割型分割に係る分割法人又は分割承継法人である場合において、当該
分割型分割の日を含む事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度におけ
る特別買戻損失の発生割合の計算について、措置法施行令第 33 条第４項・第 39 条の 78 第３項
の規定により分割法人が税務署長の認定を受けようとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、分割型分割の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。          

(3) ｢分割承継法人」の各欄には、分割承継法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載し
てください。 

(4) ｢分割型分割の年月日」欄には、分割型分割の年月日を記載してください。 
(5) ｢分割型分割により分割承継法人に移転する事業及び当該分割型分割により分割承継法人
が買い戻すこととなった特定電子計算機の種類」の各欄には、分割型分割により分割承継法
人に移転する事業及び当該分割型分割により分割承継法人が買い戻すこととなった措置法施
行令第 33条第４項・第 39条の 78 第３項の特定電子計算機の種類をそれぞれ記載してくださ
い。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(6) ｢分割承継法人が特定電子計算機の買戻しを行うために当該分割型分割により移転する資
産及び人員」の各欄には、分割承継法人が特定電子計算機の買戻しを行うために当該分割型
分割により移転する資産及び人員を記載してください。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(7) ｢認定を受けようとする合理的な方法」欄には、この申請書により認定を受けようとする合
理的な方法を記載してください。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(8) ｢添付書類」欄には、分割計画書又は分割契約書の写し等を記載し、当該計画書等を添付し
てください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(10)「※」欄は、記載しないでください。 
 ５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

分割型分割による特別買戻損失の発生割合の 
計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 
 １ この申請書は、製造業者等（租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)第 57 条第１項・
第 68 条の 50 第１項に規定する法人をいいます｡)が単体法人(連結申告法人以外の法人をいいま
す｡)又は連結親法人で、分割型分割に係る分割法人又は分割承継法人である場合において、当該
分割型分割の日を含む事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度におけ
る特別買戻損失の発生割合の計算について、措置法施行令第 33 条第４項・第 39 条の 78 第３項
の規定により分割法人が税務署長の認定を受けようとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、分割型分割の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。          

(3) ｢分割承継法人」の各欄には、分割承継法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載し
てください。 

(4) ｢分割型分割の年月日」欄には、分割型分割の年月日を記載してください。 
(5) ｢分割型分割により分割承継法人に移転する事業及び当該分割型分割により分割承継法人
が買い戻すこととなった特定電子計算機の種類」の各欄には、分割型分割により分割承継法
人に移転する事業及び当該分割型分割により分割承継法人が買い戻すこととなった措置法施
行令第 33条第４項・第 39条の 78 第３項の特定電子計算機の種類をそれぞれ記載してくださ
い。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(6) ｢分割承継法人が特定電子計算機の買戻しを行うために当該分割型分割により移転する資
産及び人員」の各欄には、分割承継法人が特定電子計算機の買戻しを行うために当該分割型
分割により移転する資産及び人員を記載してください。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(7) ｢認定を受けようとする合理的な方法」欄には、この申請書により認定を受けようとする合
理的な方法を記載してください。 
なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(8) ｢添付書類」欄には、分割計画書又は分割契約書の写し等を記載し、当該計画書等を添付し
てください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(10)「※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

                                         

※整理番号  分割型分割による特約付販売による 
収入金額及び特約付販売に係る 
買 戻 価 額 の 計 算 に 係 る 届 出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  分割型分割による特約付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻価額について、 
   
 租税特別措置法施行令              の規定により下記のとおり届け出ます。 
                            記 

法 人 名 等  

納 税 地  

分 割 法 人 又 は 
 

分 割 承 継 法 人 
代 表 者 氏 名  

分 割 型 分 割 の 日 年     月     日      

  分割法人の分割型分割の日を含む事業年度開始の日の6年前の日の前日から当該分割型分割の日の前日までの間に 
 開始した各事業年度の特約付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻価額並びに移転収入金額及び移転買戻金額 

事 業 年 度 ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 

特約付販売に
よる収入金額 

円 円 円 円 円 円 円 

特約付販売に
係る買戻価額        

移転収入金額        

移転買戻金額        

(その他参考となるべき事項) 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 

20．06改正   

（
規
格
Ａ
４
） 

第33条第4項 
第39条の78第3項 

                                        

※整理番号  分割型分割による特約付販売による 
収入金額及び特約付販売に係る 
買 戻 価 額 の 計 算 に 係 る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
 法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
  分割型分割による特約付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻価額について、 
   
 租税特別措置法施行令              の規定により下記のとおり届け出ます。 
                            記 

法 人 名  

納 税 地  

分 割 法 人 又 は 
 

分 割 承 継 法 人 
代 表 者 氏 名  

分 割 型 分 割 の 日 年     月     日      

  分割法人の分割型分割の日を含む事業年度開始の日の6年前の日の前日から当該分割型分割の日の前日までの間に 
 開始した各事業年度の特約付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻価額並びに移転収入金額及び移転買戻金額 

事 業 年 度 ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 

特約付販売に
よる収入金額 

円 円 円 円 円 円 円 

特約付販売に
係る買戻価額        

移転収入金額        

移転買戻金額        

(その他参考となるべき事項) 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 

18．06改正   

（
規
格
Ａ
４
） 

第33条第4項 
第39条の78第3項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

        分割型分割による特約付販売による収入金額及び特約付 
        販売に係る買戻価額の計算に係る届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、製造業者等（租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)第 57 条第１項・
第 68条の 50 第１項に規定する法人をいいます｡)が単体法人（連結申告法人以外の法人をいいま
す｡)又は連結親法人で、分割型分割に係る分割法人又は分割承継法人である場合において、措置
法施行令第 33 条第４項・第 39 条の 78 第３項の規定により、当該分割法人及び当該分割承継法
人の当該分割型分割の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した
各事業年度又は各連結事業年度における特約付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻
価額について同項の規定の適用を受ける旨の届出をする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、分割型分割の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。  

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

  (3) ｢分割法人等又は分割承継法人」の各欄には、相手先（分割承継法人にあっては分割法人等
を、分割法人にあっては分割承継法人をいいます。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名を
記載してください。 

(4) ｢分割型分割の年月日」欄には、分割型分割の年月日を記載してください。 
(5) ｢分割法人の分割型分割の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日の６年前の日の前
日から当該分割型分割の日の前日までの間に開始した各事業年度又は各連結事業年度の特約
付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻価額並びに移転収入金額及び移転買戻金
額」の各欄には、分割法人の分割型分割の日を含む事業年度又は各連結事業年度開始の日の
６年前の日の前日から当該分割型分割の日の前日までの間に開始した各事業年度又は各連結
事業年度の特約付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻価額並びに移転収入金額及
び移転買戻金額をそれぞれ記載してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

        分割型分割による特約付販売による収入金額及び特約付 
        販売に係る買戻価額の計算に係る届出書の記載要領等 
 
 １ この届出書は、製造業者等（租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)第 57 条第１項・
第 68条の 50 第１項に規定する法人をいいます｡)が単体法人（連結申告法人以外の法人をいいま
す｡)又は連結親法人で、分割型分割に係る分割法人又は分割承継法人である場合において、措置
法施行令第 33 条第４項・第 39 条の 78 第３項の規定により、当該分割法人及び当該分割承継法
人の当該分割型分割の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した
各事業年度又は各連結事業年度における特約付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻
価額について同項の規定の適用を受ける旨の届出をする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、分割型分割の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。  

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

  (3) ｢分割法人等又は分割承継法人」の各欄には、相手先（分割承継法人にあっては分割法人等
を、分割法人にあっては分割承継法人をいいます。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名を
記載してください。 

(4) ｢分割型分割の年月日」欄には、分割型分割の年月日を記載してください。 
(5) ｢分割法人の分割型分割の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日の６年前の日の前
日から当該分割型分割の日の前日までの間に開始した各事業年度又は各連結事業年度の特約
付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻価額並びに移転収入金額及び移転買戻金
額」の各欄には、分割法人の分割型分割の日を含む事業年度又は各連結事業年度開始の日の
６年前の日の前日から当該分割型分割の日の前日までの間に開始した各事業年度又は各連結
事業年度の特約付販売による収入金額及び特約付販売に係る買戻価額並びに移転収入金額及
び移転買戻金額をそれぞれ記載してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  適格分社型分割等を行う場合の特定の 
資産の買換えの場合における期中特別 
勘定の設定期間延長承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

   
  租税特別措置法             又は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する 
  
 法律（以下｢震災特例法｣といいます。）                       の規定による適格分社型分割等を行う場合の特定の資産の 
  
買換えの場合における期中特別勘定の設定期間を下記により延長したいので申請します。 
                            記 

措置法第65条の8第2項・第68条の79第3項又は震災特例法第21条第2項・第26条の6第3項
の規定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額 

円 

種 類     

構 造     

規 模     

価 額          円          円          円          円 

当該適格分
社型分割等
に係る分割
承継法人等
において取
得しようと
する買換資
産の内容 

所在地     

買 換 資 産 の 取 得 
予 定 年 月 日 ・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

認 定 を 受 け よ う 
と す る 年 月 日 ・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

（設定期間の延長を必要とする理由） 

（その他参考となるべき事項） 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の8第2項 
第68条の79第3項 

第21条第2項 
第26条の6第3項 

※整理番号  適格分社型分割等を行う場合の特定の 
資産の買換えの場合における期中特別 
勘定の設定期間延長承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課

   
  租税特別措置法             又は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する 
  
 法律（以下｢震災特例法｣といいます。）                       の規定による適格分社型分割等を行う場合の特定の資産の 
  
買換えの場合における期中特別勘定の設定期間を下記により延長したいので申請します。 
                            記 

措置法第65条の8第2項・第68条の79第3項又は震災特例法第21条第2項・第26条の6第3項
の規定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額 

円 

種 類     

構 造     

規 模     

価 額          円          円          円          円 

当該適格分
社型分割等
に係る分割
承継法人等
において取
得しようと
する買換資
産の内容 

所在地     

買 換 資 産 の 取 得 
予 定 年 月 日 ・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

認 定 を 受 け よ う 
と す る 年 月 日 ・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

（設定期間の延長を必要とする理由） 

（その他参考となるべき事項） 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の8第2項 
第68条の79第3項 

第21条第2項 
第26条の6第3項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合に 
おける期中特別勘定の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、法人である単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法人が、
対象期間内に租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の８第１項・第 68 条の 79
第１項又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震
災特例法」といいます。）第 21 条第１項・第 26 条の６第１項に規定する譲渡をし、かつ、その
譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度において適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現
物出資又は適格事後設立をいいます｡)を行う場合において、措置法第 65 条の８第２項・第 68
条の 79 第３項又は震災特例法第 21 条第２項・第 26 条の６第３項の規定により特定の資産の買
換えの場合における特別勘定を設けた場合に、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人
又は被事後設立法人をいいます。）において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む
事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日以後１年を経過する日までの期間内に買換資産を取
得することがやむを得ない事情によって困難なため、その期間の延長を申請する場合に使用して
ください。 

 ２ この申請書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に提出する必要があります。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記
載して添付してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢措置法第 65条の８第２項・第 68条の 79第３項又は震災特例法第 21条第２項・第 26 条
の６第３項の規定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額」欄には、措置法第 65
条の８第２項・第 68 条の 79 第３項又は震災特例法第 21 条第２項・第 26条の６第３項の規
定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において取得しようとする買換資産の内容」
欄の各欄 
イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等の別）を記
載してください。 
ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 
ニ ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合には、その所在地を記載し、取得予定資産
が土地以外の資産の場合には、将来その資産が所在することとなる予定地を記載してくだ
さい。 

(5) ｢買換資産の取得予定年月日」欄には、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等におい
て取得しようとする買換資産の取得予定年月日を記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする年月日」欄には、措置法第 65 条の８第２項・第 68 条の 79 第３項
又は震災特例法第 21 条第２項・第 26 条の６第３項に規定する認定を受けようとする日を記
載してください。 

(7) ｢設定期間の延長を必要とする理由」欄には、設定期間の延長を必要とする措置法第 65条
の８第２項・第 68条の 79 第３項又は震災特例法第 21 条第２項・第 26 条の６第３項に規定
するやむを得ない事情を詳細に記載してください。 

(8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

適格分社型分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合に 
おける期中特別勘定の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、法人である単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法人が、
対象期間内に租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の８第１項・第 68 条の 79
第１項又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震
災特例法」といいます。）第 21 条第１項・第 26 条の６第１項に規定する譲渡をし、かつ、その
譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度において適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現
物出資又は適格事後設立をいいます｡)を行う場合において、措置法第 65 条の８第２項・第 68
条の 79 第３項又は震災特例法第 21 条第２項・第 26 条の６第３項の規定により特定の資産の買
換えの場合における特別勘定を設けた場合に、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人
又は被事後設立法人をいいます。）において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む
事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日以後１年を経過する日までの期間内に買換資産を取
得することがやむを得ない事情によって困難なため、その期間の延長を申請する場合に使用して
ください。 

 ２ この申請書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に提出する必要があります。 
３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し
てください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記
載して添付してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢措置法第 65条の８第２項・第 68条の 79第３項又は震災特例法第 21条第２項・第 26 条
の６第３項の規定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額」欄には、措置法第 65
条の８第２項・第 68 条の 79 第３項又は震災特例法第 21 条第２項・第 26条の６第３項の規
定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において取得しようとする買換資産の内容」
欄の各欄 
イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等の別）を記
載してください。 
ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 
ニ ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合には、その所在地を記載し、取得予定資産
が土地以外の資産の場合には、将来その資産が所在することとなる予定地を記載してくだ
さい。 

(5) ｢買換資産の取得予定年月日」欄には、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等におい
て取得しようとする買換資産の取得予定年月日を記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする年月日」欄には、措置法第 65 条の８第２項・第 68 条の 79 第３項
又は震災特例法第 21 条第２項・第 26 条の６第３項に規定する認定を受けようとする日を記
載してください。 

(7) ｢設定期間の延長を必要とする理由」欄には、設定期間の延長を必要とする措置法第 65条
の８第２項・第 68条の 79 第３項又は震災特例法第 21条第２項・第 26 条の６第３項に規定
するやむを得ない事情を詳細に記載してください。 

(8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別 
勘定を設けた場合において指定期間内に資産の 
取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 
 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  業種番号  
代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

      
  租税特別措置法施行令               又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例 
  
 に関する法律(以下｢震災特例法｣といいます。)施行令                    の規定により適格合併等による特定の資産の 
 
 譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間の延長について下記のとおり 
申請します。                    記 

 申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額                               円 

種 類     

構 造     

規 模 
（土地等にあってはその面積） 

    

取 得 価 額 
円 円 円 円 

取
得
す
る
予
定
の
買
換
資
産
の
内
容 取得予定年月日 ・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

(やむを得ない事情の詳細) 

 認 定 を 受 け よ う と す る 日              年     月     日      

(その他参考となるべき事項) 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第39条の7第47項 
第39条の106第37項 

第 18条第 29項 
第 21 条の 5 第 29 項 

※整理番号  適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別 
勘定を設けた場合において指定期間内に資産の 
取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 
 

 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  業種番号  
代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

      
  租税特別措置法施行令               又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例 
  
 に関する法律(以下｢震災特例法｣といいます。)施行令                    の規定により適格合併等による特定の資産の 
 
 譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間の延長について下記のとおり 
申請します。                    記 

 申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額                              円 

種 類     

構 造     

規 模 
（土地等にあってはその面積） 

    

取 得 価 額 
円 円 円 円 

取
得
す
る
予
定
の
買
換
資
産
の
内
容 取得予定年月日 ・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

(やむを得ない事情の詳細) 

 認 定 を 受 け よ う と す る 日              年     月     日      

(その他参考となるべき事項) 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 

（
規
格
Ａ
４
） 

第39条の7第47項 
第39条の106第37項 

第 18条第 29項 
第 21 条の 5 第 29 項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定 
期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、租税特
別措置法（以下「措置法」といいます｡）施行令第 39 条の７第 46 項各号・第 39 条の 106 第 36
項各号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震
災特例法」といいます｡）施行令第 18 条第 28 項各号・第 21条の５第 28項各号に規定する引継
ぎを受けた日以後に措置法第 65 条の７第３項・第 68 条の 78第３項、震災特例法第 20条第３項・
第 26 条の５第３項に規定するやむを得ない事情が生じたため、措置法第 65 条の８第４項・第
68 条の 79第５項又は震災特例法第 21条第４項・第 26条の６第５項に規定する合併法人等がこ
れらの各号に定める期間内に措置法第 65 条の７第１項・第 68 条の 78 第１項の表の各号又は震
災特例法第 20条第１項・第 26条の５第１項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが
困難である場合において、その期間の延長を申請する場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、やむを得ない事情が生じた日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出して
ください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記
載して添付してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額」欄には、申請の日における措置法第
65 条の８第４項・第 68条の 79第５項又は震災特例法第 21 条第４項・第 26条の６第５項の
規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢取得する予定の買換資産の内容」の各欄 
イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等の別）を記
載してください。 
ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 
ニ ｢取得価額」欄には、取得する予定の買換資産の取得価額を記載してください。 
 ホ ｢取得予定年月日」欄には、取得する予定の買換資産の取得予定年月日を記載してくださ
い。 

(5) ｢やむを得ない事情の詳細」欄には、指定期間内に措置法第 65 条の７第１項の表の各号・
第 68 条の 78 第１項の表の各号の下欄に掲げる資産又は震災特例法第 20 条第１項の表の各
号・第 26条の５第１項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である理由を
詳細に記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする日」欄には、措置法施行令第 39 条の７第 47項・第 39条の 106 第
37 項又は震災特例法施行令第 18 条第 29項・第 21条の５第 29 項に規定する認定を受けよう
とする日を記載してください。 

(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 
 

適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定 
期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、租税特
別措置法（以下「措置法」といいます｡）施行令第 39 条の７第 46 項各号・第 39 条の 106 第 36
項各号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震
災特例法」といいます｡）施行令第 18 条第 28 項各号・第 21条の５第 28項各号に規定する引継
ぎを受けた日以後に措置法第 65 条の７第３項・第 68 条の 78第３項、震災特例法第 20条第３項・
第 26 条の５第３項に規定するやむを得ない事情が生じたため、措置法第 65 条の８第４項・第
68 条の 79第５項又は震災特例法第 21条第４項・第 26条の６第５項に規定する合併法人等がこ
れらの各号に定める期間内に措置法第 65 条の７第１項・第 68 条の 78 第１項の表の各号又は震
災特例法第 20条第１項・第 26条の５第１項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが
困難である場合において、その期間の延長を申請する場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、やむを得ない事情が生じた日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出して
ください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記
載して添付してください。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額」欄には、申請の日における措置法第
65 条の８第４項・第 68条の 79第５項又は震災特例法第 21 条第４項・第 26条の６第５項の
規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢取得する予定の買換資産の内容」の各欄 
イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等の別）を記
載してください。 
ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 
ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 
ニ ｢取得価額」欄には、取得する予定の買換資産の取得価額を記載してください。 
 ホ ｢取得予定年月日」欄には、取得する予定の買換資産の取得予定年月日を記載してくださ
い。 

(5) ｢やむを得ない事情の詳細」欄には、指定期間内に措置法第 65 条の７第１項の表の各号・
第 68 条の 78 第１項の表の各号の下欄に掲げる資産又は震災特例法第 20 条第１項の表の各
号・第 26条の５第１項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である理由を
詳細に記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする日」欄には、措置法施行令第 39 条の７第 47項・第 39条の 106 第
37 項又は震災特例法施行令第 18 条第 29項・第 21条の５第 29 項に規定する認定を受けよう
とする日を記載してください。 

(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号          適格分社型分割等による特別償却準備金 
        の損金算入又は適格分割等による 
        特別償却準備金の引継ぎに関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
    
                              について、 
  
                          
                                 
                                                    
                                 の規定により下記のとおり届け出ます。  
                          
                             記    

法 人 名 等  
納 税 地  分 割 承 継 法 人 等 
代 表 者 氏 名  

適格分社型分割等又は適格分割等の年月日               年     月     日      
種 類  
構造若しくは用途  
細 目 又 は 設 備 
の 種 類 の 区 分 

 
(旧)特別償却対象資産 

耐 用 年 数                               年 
(旧 )特 別 償 却 に 関 す る 規 定 の 区 分  

特別償却準備金の金額                               円 
添付明細(別表等)  分割承継法人等に 

引継ぐこととなった 
特 別 償 却 準 備 金 

特別償却準備金の金額
の計算の基礎となった
合理的な方法の内容 

 

(その他参考となるべき事項) 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 

20．06改正        

（
規
格
Ａ
４
） 

租税特別措置法第52条の3第14項・第68条の41第14項 
平成 13 年改正租税特別措置法附則第 20 条第 10 項 
平成 13 年改正租税特別措置法施行令附則第 15 条第 3項 

適格分社型分割等による特別償却準備金の損金算入 
適格分割等による特別償却準備金の引継ぎ 

※整理番号          適格分社型分割等による特別償却準備金 
        の損金算入又は適格分割等による 
        特別償却準備金の引継ぎに関する届出書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
    
                              について、 
  
                          
                                 
                                                    
                                 の規定により下記のとおり届け出ます。  
                          
                             記    

法 人 名  
納 税 地  分 割 承 継 法 人 等 
代 表 者 氏 名  

適格分社型分割等又は適格分割等の年月日               年     月     日      
種 類  
構造若しくは用途  
細 目 又 は 設 備 
の 種 類 の 区 分 

 
(旧)特別償却対象資産 

耐 用 年 数                               年 
(旧 )特 別 償 却 に 関 す る 規 定 の 区 分  

特別償却準備金の金額                               円 
添付明細(別表等)  分割承継法人等に 

引継ぐこととなった 
特 別 償 却 準 備 金 

特別償却準備金の金額
の計算の基礎となった
合理的な方法の内容 

 

(その他参考となるべき事項) 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 

18．06改正        

（
規
格
Ａ
４
） 

租税特別措置法第52条の3第14項・第68条の41第14項 
平成 13 年改正租税特別措置法附則第 20 条第 10 項 
平成 13 年改正租税特別措置法施行令附則第 15 条第 3項 

適格分社型分割等による特別償却準備金の損金算入 
適格分割等による特別償却準備金の引継ぎ 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による特別償却準備金の損金算入又は 
適格分割等による特別償却準備金の引継ぎに関する 
届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法人が、租税特別
措置法（以下「措置法」といいます｡)第 52 条の３第 14 項・第 68 条の 41第 14 項若しくは平成
13 年改正措置法附則第 20 条第 10 項の規定により、適格分社型分割等による特別償却準備金の
損金算入について届け出る場合、又は平成 13 年改正措置法施行令附則第 15条第３項の規定によ
り、法人が、特別償却準備金を適格分割等により引き継ぐ場合において平成 13 年改正措置法附
則第 20 条第 13項、第 16項及び第 19 項の規定を適用しようとする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に１通(調査課所管法人にあっては２通)提出してく
ださい。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表
者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) 本文欄には、該当する手続及び当該手続の根拠条文に応じ、それぞれいずれか一方の不要
文字を抹消して使用してください。 

(4) ｢分割承継法人等」の各欄には、措置法第 52条の３第 11 項及び第 12項・第 68条の 41第
11 項及び第 12 項若しくは平成 13年改正措置法附則第 20 条第７項及び第８項又は同条第 13
項、第 16 項又は第 19 項に規定する分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被
事後設立法人をいいます｡)の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(5) ｢適格分社型分割等又は適格分割等の年月日」欄には、措置法第 52 条の３第 11 項及び第
12 項・第 68 条の 41 第 11 項及び第 12 項若しくは平成 13年改正措置法附則第 20条第７項及
び第８項に規定する適格分社型分割等の日又は同条第 13 項、第 16 項又は第 19項に規定する
適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の年月日を記載してください。 

(6) ｢(旧)特別償却対象資産」の各欄には、措置法 52 条の３第 11 項又は第 12 項・第 68 条の
41 第 11 項及び第 12 項に規定する特別償却対象資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は
設備の種類の区分及び特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数を、又は平成 13
年改正措置法附則第 20 条第７項又は第８項に規定する旧特別償却対象資産の種類及び構造
若しくは用途、細目又は設備の種類の区分及び平成 13 年改正措置法附則第 20 条第７項又は
第８項の規定の適用に係る同条第７項に規定する旧特別償却に関する規定の区分を記載して
ください。 

(7) ｢分割承継法人等に引き継ぐこととなった特別償却準備金」の各欄には、平成 13 年改正措
置法附則第 20条第 13項、第 16 項又は第 19 項の規定により分割承継法人等に引き継ぐこと
となった特別償却準備金の金額及び別表 16(9)その他添付明細を記載し、当該明細は当該届
出書に添付してください。 

(8) ｢合理的な方法」欄は、分割承継法人等に引き継ぐこととなった旧租税特別措置法第 52 条
の３第１項若しくは第２項、第７項若しくは第８項の特別償却準備金の金額の計算の基礎と
なった平成 13 年改正措置法施行令附則第 15 条第１項第２号に規定する合理的な方法の内容
を記載する。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

適格分社型分割等による特別償却準備金の損金算入又は 
適格分割等による特別償却準備金の引継ぎに関する 
届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法人が、租税特別
措置法（以下「措置法」といいます｡)第 52 条の３第 14 項・第 68 条の 41第 14 項若しくは平成
13 年改正措置法附則第 20 条第 10 項の規定により、適格分社型分割等による特別償却準備金の
損金算入について届け出る場合、又は平成 13 年改正措置法施行令附則第 15条第３項の規定によ
り、法人が、特別償却準備金を適格分割等により引き継ぐ場合において平成 13 年改正措置法附
則第 20 条第 13項、第 16項及び第 19 項の規定を適用しようとする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に提出してください。 
 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に１通(調査課所管法人にあっては２通)提出してく
ださい。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 
(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者
氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) 本文欄には、該当する手続及び当該手続の根拠条文に応じ、それぞれいずれか一方の不要
文字を抹消して使用してください。 

(4) ｢分割承継法人等」の各欄には、措置法第 52条の３第 11 項及び第 12項・第 68条の 41第
11 項及び第 12 項若しくは平成 13年改正措置法附則第 20 条第７項及び第８項又は同条第 13
項、第 16 項又は第 19 項に規定する分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被
事後設立法人をいいます｡)の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(5) ｢適格分社型分割等又は適格分割等の年月日」欄には、措置法第 52 条の３第 11 項及び第
12 項・第 68 条の 41 第 11 項及び第 12 項若しくは平成 13年改正措置法附則第 20条第７項及
び第８項に規定する適格分社型分割等の日又は同条第 13 項、第 16 項又は第 19項に規定する
適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の年月日を記載してください。 

(6) ｢(旧)特別償却対象資産」の各欄には、措置法 52 条の３第 11 項又は第 12 項・第 68 条の
41 第 11 項及び第 12 項に規定する特別償却対象資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は
設備の種類の区分及び特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数を、又は平成 13
年改正措置法附則第 20 条第７項又は第８項に規定する旧特別償却対象資産の種類及び構造
若しくは用途、細目又は設備の種類の区分及び平成 13 年改正措置法附則第 20 条第７項又は
第８項の規定の適用に係る同条第７項に規定する旧特別償却に関する規定の区分を記載して
ください。 

(7) ｢分割承継法人等に引き継ぐこととなった特別償却準備金」の各欄には、平成 13 年改正措
置法附則第 20条第 13項、第 16 項又は第 19 項の規定により分割承継法人等に引き継ぐこと
となった特別償却準備金の金額及び別表 16(9)その他添付明細を記載し、当該明細は当該届
出書に添付してください。 

(8) ｢合理的な方法」欄は、分割承継法人等に引き継ぐこととなった旧租税特別措置法第 52 条
の３第１項若しくは第２項、第７項若しくは第８項の特別償却準備金の金額の計算の基礎と
なった平成 13 年改正措置法施行令附則第 15 条第１項第２号に規定する合理的な方法の内容
を記載する。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
適格分社型分割等による承継業務の事業
計画の施行区域内にある土地等の交換の場合
における交換取得資産の帳簿価額の減額に
関する届出書及び提出書類の届出書 

※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分社型分割を行う場合において、承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合における交換
取得資産の帳簿価額の減額について、 

                                                        
   租税特別措置法                及び、措置法施行令                により 
   以下｢措置法｣と   
  いいます。                                     
  下記のとおり届出及び書類の提出を行います。                 
                                                        
                          記                              

法 人 名 等  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 代 表 者 氏 名  
適 格 分 社 型 分 割 等 の 日             年     月     日      

種 類  
所 在 地  
規 模  

資 
 

産 

交
換
譲
渡 

交 換 年 月 日             年     月     日      

所 在 地  資

産 

交
換
取
得 規 模  

減 額 し た 金 額                             円 
添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 

20．06改正       

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の15第6項 
第68条の85の2第6項 

第39条の9の3第4項 
第39条の109の2第5項 

※整理番号  
適格分社型分割等による承継業務の事業
計画の施行区域内にある土地等の交換の場合
における交換取得資産の帳簿価額の減額に
関する届出書及び提出書類の届出書 

※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分社型分割を行う場合において、承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合における交換
取得資産の帳簿価額の減額について、 

                                                        
   租税特別措置法                及び、措置法施行令                により 
   以下｢措置法｣と   
  いいます。                                     
  下記のとおり届出及び書類の提出を行います。                 
                                                        
                          記                              

法 人 名  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 代 表 者 氏 名  
適 格 分 社 型 分 割 等 の 日             年     月     日      

種 類  
所 在 地  
規 模  

資 
 

産 

交
換
譲
渡 

交 換 年 月 日             年     月     日      

所 在 地  資

産 

交
換
取
得 規 模  

減 額 し た 金 額                             円 
添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 

18．06改正       

（
規
格
Ａ
４
） 

第65条の15第6項 
第68条の85の2第6項 

第39条の9の3第4項 
第39条の109の2第5項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の 
交換の場合における交換取得資産の帳簿価額の減額に関する届出書及び提 
出書類の届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分社
型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡）を行う場
合において、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の 15 第６項・第 68 条の
85 の２第６項の規定により承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換取得資産の帳
簿価額を減額したときに、その減額した金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合に使
用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1通(調査課所
管法人にあっては２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該連結子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代
表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。             

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等｣の各欄は、措置法第 65 条の 15 第４項・第 68 条
の 85 の２第４項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人の場合には、本店
又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。   

(4) ｢適格分社型分割等の日｣欄は、措置法第 65条の 15 第４項・第 68 条の 85の２第４項に規定
する適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢交換譲渡資産｣の各欄については、当該交換に係る措置法第 65 条の 15第１項に規定する交
換譲渡資産の種類､所在地及び規模並びにその交換年月日を記載してください。 

(6) ｢交換取得資産｣の各欄については、措置法第 65 条の 15第４項・第 68条の 85の２第４項に
規定する交換取得資産の所在地及び規模を記載してください。 

(7) ｢減額した金額｣欄は、措置法第 65条の 15 第４項・第 68 条の 85の２第４項の規定により損
金の額に算入される同項に規定する減額した金額を記載してください。 

(8) ｢添付明細(別表等)｣欄は、別表十三(九）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を
当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類｣欄は措置法施行規則第 22 条の９の３第１項・第 22 条の 72 の２第１項に規定す
る書類を記載するとともに、この届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

適格分社型分割等による承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の 
交換の場合における交換取得資産の帳簿価額の減額に関する届出書及び提 
出書類の届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分社
型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡）を行う場
合において、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の 15 第６項・第 68 条の
85 の２第６項の規定により承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換取得資産の帳
簿価額を減額したときに、その減額した金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合に使
用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1通(調査課所
管法人にあっては２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該連結子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代
表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。             

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等｣の各欄は、措置法第 65 条の 15 第４項・第 68 条
の 85 の２第４項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人の場合には、本店
又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。   

(4) ｢適格分社型分割等の日｣欄は、措置法第 65条の 15 第４項・第 68 条の 85の２第４項に規定
する適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢交換譲渡資産｣の各欄については、当該交換に係る措置法第 65 条の 15第１項に規定する交
換譲渡資産の種類､所在地及び規模並びにその交換年月日を記載してください。 

(6) ｢交換取得資産｣の各欄については、措置法第 65 条の 15第４項・第 68条の 85の２第４項に
規定する交換取得資産の所在地及び規模を記載してください。 

(7) ｢減額した金額｣欄は、措置法第 65条の 15 第４項・第 68 条の 85の２第４項の規定により損
金の額に算入される同項に規定する減額した金額を記載してください。 

(8) ｢添付明細(別表等)｣欄は、別表十三(九）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を
当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類｣欄は措置法施行規則第 22 条の９の３第１項・第 22 条の 72 の２第１項に規定す
る書類を記載するとともに、この届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 

 

※整理番号  
適格分社型分割等による特定普通財産と
その隣接する土地等の交換の場合における
交換取得資産の帳簿価額の減額に関する
届 出 書 及 び 提 出 書 類 の 届 出 書 

※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分社型分割を行う場合において、特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合における交換取得資産の
帳簿価額の減額について、 

                                                        
   租税特別措置法                及び、措置法施行令                により 
   以下｢措置法｣と   
  いいます。                                     
  下記のとおり届出及び書類の提出を行います。                 
                                                        
                          記                              

法 人 名 等  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 代 表 者 氏 名  
適 格 分 社 型 分 割 等 の 日             年     月     日      

種 類  
所 在 地  
規 模  

資 
 

産 

交
換
譲
渡 

交 換 年 月 日             年     月     日      

所 在 地  資

産 

交
換
取
得 規 模  

減 額 し た 金 額                             円 
添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
20．06改正 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 

第66条第6項 
第68条の85の3第6項 

第39条の10第4項 
第39条の109の3第5項 

※整理番号  
適格分社型分割等による特定普通財産と
その隣接する土地等の交換の場合における
交換取得資産の帳簿価額の減額に関する
届 出 書 及 び 提 出 書 類 の 届 出 書 

※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 
 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  
法 人 名  

部 門  
本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒             （   局   署） 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

 
   適格分社型分割を行う場合において、特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合における交換取得資産の
帳簿価額の減額について、 

                                                        
   租税特別措置法                及び、措置法施行令                により 
   以下｢措置法｣と   
  いいます。                                     
  下記のとおり届出及び書類の提出を行います。                 
                                                        
                          記                              

法 人 名  
納 税 地  

適格分社型分割等に 
 

係る分割承継法人等 代 表 者 氏 名  
適 格 分 社 型 分 割 等 の 日             年     月     日      

種 類  
所 在 地  
規 模  

資 
 

産 

交
換
譲
渡 

交 換 年 月 日             年     月     日      

所 在 地  資

産 

交
換
取
得 規 模  

減 額 し た 金 額                             円 
添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  
そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

提 出 書 類 （ 証 明 書 等 ）  
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業 種 
番 号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年 月 日 
確認
印 

 
 
18．06改正 
 
  

（
規
格
Ａ
４
） 

第66条第6項 
第68条の85の3第6項 

第39条の10第4項 
第39条の109の3第5項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 

 

適格分社型分割等による特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合 
における交換取得資産の帳簿価額の減額に関する届出書及び提出書類の届 
出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分社
型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡）を行う場
合において、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 66 条第６項・第 68 条の 85 の３
第６項の規定により特定普通財産とその隣接する土地等の交換取得資産の帳簿価額を減額した
ときに、その減額した金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1通(調査課所
管法人にあっては２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名等｣、｢納税
地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該連結子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代
表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。             

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等｣の各欄は、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85
の３第４項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人の場合には、本店又は主
たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。   

(4) ｢適格分社型分割等の日｣欄は、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85 の３第４項に規定する
適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢交換譲渡資産｣の各欄については、当該交換に係る措置法第 66 条第１項に規定する交換譲
渡資産の種類､所在地及び規模並びにその交換年月日を記載してください。 

(6) ｢交換取得資産｣の各欄については、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85 の３第４項に規定
する交換取得資産の所在地及び規模を記載してください。 

(7) ｢減額した金額｣欄は、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85 の３第４項の規定により損金の
額に算入される同項に規定する減額した金額を記載してください。 

(8) ｢添付明細(別表等)｣欄は、別表十三(十）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を
当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類｣欄は措置法施行規則第 22 条の９の４第２項・第 22 条の 73 第２項に規定する書
類を記載するとともに、この届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 
 ４ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、
国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」
の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ
い。 

 

適格分社型分割等による特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合 
における交換取得資産の帳簿価額の減額に関する届出書及び提出書類の届 
出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分社
型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡）を行う場
合において、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 66 条第６項・第 68 条の 85 の３
第６項の規定により特定普通財産とその隣接する土地等の交換取得資産の帳簿価額を減額した
ときに、その減額した金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1通(調査課所
管法人にあっては２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 
(1) 「提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、
｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該連結子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代
表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。             

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等｣の各欄は、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85
の３第４項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人の場合には、本店又は主
たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。   

(4) ｢適格分社型分割等の日｣欄は、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85 の３第４項に規定する
適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢交換譲渡資産｣の各欄については、当該交換に係る措置法第 66 条第１項に規定する交換譲
渡資産の種類､所在地及び規模並びにその交換年月日を記載してください。 

(6) ｢交換取得資産｣の各欄については、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85 の３第４項に規定
する交換取得資産の所在地及び規模を記載してください。 

(7) ｢減額した金額｣欄は、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85 の３第４項の規定により損金の
額に算入される同項に規定する減額した金額を記載してください。 

(8) ｢添付明細(別表等)｣欄は、別表十三(十）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を
当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類｣欄は措置法施行規則第 22 条の９の４第２項・第 22 条の 73 第２項に規定する書
類を記載するとともに、この届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理
士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 
   （追 加） 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
） 

 

※整理番号   
連結納税の開始等に伴う時価評価資産  
に関する届出書 ※連結グループ整理番号  

（フリガナ）  提出法人 

法 人 名 等 
 

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 
  
  電話（    ）   －    

納 税 地 
〒 
  
  電話（    ）   －    

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                   ○印 

事 業 種 目                   業 

 
 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 
 

        税務署長殿 

 
 

業
年
度
の
連
結
親
法
人 

□
②
株
式
交
換
の
日
の
前
日
の
属
す
る
連
結
事 

□
①
連
結
子
法
人
と
な
る
法
人 

資 本 金 又 は 
出 資 金 の 額                   円 

 旧法人税法第 61条の 11第 1項第 6号ロ           の 開 始 
                    に規定する連結納税     に伴う時価評価資産に関する届出書を 
 旧法人税法第 61条の 12第 1項第 4号ロ           への加入 
  
 提出します。 

時 価 評 価 資 産 の 状 況 連 結 納 税 の 開 始 等 に 伴 う 時 価 評 価 資 産 に 関 す る 
届 出 書 付 表 (時 価 評 価 資 産 の 状 況 )の と お り 

連 結 親法人となる法人又は連結親法人 加 入 す る 連 結 子 法 人 

(フリガナ)  (フリガナ)  

法 人 名 等  法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
  
 電話（    ）   －    

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 
  
 電話（    ）   －    

(フリガナ)  (フリガナ)  

代表者氏名  代表者氏名  

事 業 種 目                業 事 業 種 目                業 

資本金又は 
出資金の額 

               円 
資本金又は 
出資金の額 

               円 

参 考 事 項 
 平成  年  月  日 申請書を提出

し た 日 及 
び 税 務 署           税務署 

最初連結親法 
 

人事業年度 

 自 平成 年  月  日 
 

 至 平成 年  月  日 

 平成  年  月  日 平成  年  月  日 申請した旨の
書類を提出し
た 日 及 び 
税 務 署           税務署 

加入の書類を
提出した日 
及び税務署  

        税務署 

 

 
税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
20．06改正  
 

（
規
格
Ａ
４
） 

 

※整理番号   
連結納税の開始等に伴う時価評価資産  
に関する届出書 ※連結グループ整理番号  

（フリガナ）  提出法人 

法 人 名 
 

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 
  
  電話（    ）   －    

納 税 地 
〒 
  
  電話（    ）   －    

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                   ○印 

事 業 種 目                   業 

 
 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 
 

        税務署長殿 

 
 

業
年
度
の
連
結
親
法
人 

□
②
株
式
交
換
の
日
の
前
日
の
属
す
る
連
結
事 

□
①
連
結
子
法
人
と
な
る
法
人 

資 本 金 又 は 
出 資 金 の 額                   円 

 旧法人税法第 61条の 11第 1項第 6号ロ           の 開 始 
                    に規定する連結納税     に伴う時価評価資産に関する届出書を 
 旧法人税法第 61条の 12第 1項第 4号ロ           への加入 
  
 提出します。 

時 価 評 価 資 産 の 状 況 連 結 納 税 の 開 始 等 に 伴 う 時 価 評 価 資 産 に 関 す る 
届 出 書 付 表 (時 価 評 価 資 産 の 状 況 )の と お り 

連 結 親法人となる法人又は連結親法人 加 入 す る 連 結 子 法 人 

(フリガナ)  (フリガナ)  

法 人 名  法 人 名  

納 税 地 
〒 
  
 電話（    ）   －    

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 
  
 電話（    ）   －    

(フリガナ)  (フリガナ)  

代表者氏名  代表者氏名  

事 業 種 目                業 事 業 種 目                業 

資本金又は 
出資金の額 

               円 
資本金又は 
出資金の額 

               円 

参 考 事 項 
 平成  年  月  日 申請書を提出

し た 日 及 
び 税 務 署           税務署 

最初連結親法 
 

人事業年度 

 自 平成 年  月  日 
 

 至 平成 年  月  日 

 平成  年  月  日 平成  年  月  日 申請した旨の
書類を提出し
た 日 及 び 
税 務 署           税務署 

加入の書類を
提出した日 
及び税務署  

        税務署 

 

 
税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 
18．06改正  
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書」の記載要領 
 
１ この届出書は、平成 18 年改正前の法人税法（以下「旧法」といいます。）第 61 条の 11（連結納税の開始に伴う
資産の時価評価損益）又は旧法第 61 条の 12（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益）の規定により、時価
評価を要しない法人に該当し要件を満たすものとして、同要件に掲げる連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関
する届出を行う場合に使用してください。 
区 分 法  人（概 要） 要   件（概 要） 
(1)連結
納税の 
開始に 
伴い届 
出を行 
う場合
（旧法 61 
の 11 
①六） 

株式交換に係る完全子 
会社及び当該完全子会 
社が最初連結親法人事 
業年度開始の日の５年 
前の日（※）又は設立 
の日から株式交換の日 
まで発行済株式等を 
100％継続保有して 
いる法人 

株式交換の日から当該開始の日まで発行済株式等を 100％継続 
保有しており、かつ、以下の要件をすべて満たしていること 
イ 連結納税の開始直前事業年度終了の時に時価評価資産につ 
き利益・損失の計上を行うことが見込まれていないこと 

ロ 「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書」 
を提出していること 

ハ 連結納税の開始直前事業年度終了の時に当該完全子会社等 
の株式等を継続保有することが見込まれていること 

ニ 連結親法人となる法人が法人税を免れる目的で完全支配関 
係としたものでないこと 

(2)連結
納税へ 
の加入 
に伴い 
届出を 
行う場 
合(旧法 
61 の 12 
①四） 

株式交換に係る完全子 
会社及び当該完全子会 
社が株式交換の日の５ 
年前の日（※）又は設 
立の日から株式交換の 
日まで発行済株式等 
を 100％継続保有し 
ている法人 

以下の要件をすべて満たしていること 
イ 株式交換の時に時価評価資産につき利益・損失の計上を行 
うことが見込まれていないこと 

ロ 「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書」 
を提出していること 

ハ 株式交換の時に当該完全子会社等の株式等を継続保有する 
ことが見込まれていること 

ニ 連結親法人が法人税を免れる目的で完全支配関係としたも 
のでないこと 

（注） （※）は、平成 18 年 12 月 31 日前に終了する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度については、
「最初連結親法人事業年度開始の日の５年前の日」又は「株式交換の日の５年前の日」を(平成 14 年１月１日)
と読み替えて時価評価の要否を判定します（法人税法等の一部を改正する法律（平成 14 年法律第 79 号）附則
（以下「附則」といいます。）第９条第３項、第 10 条第３項）。 

   (1) 連結納税の開始に伴い届出を行う場合 
◇提 出 法 人 ：連結子法人となる法人      
◇提 出 期 限 ：開始直前事業年度に係る確定申告書の提出期限 
◇提 出 先 ：連結子法人となる法人の納税地の所轄税務署長 
◇提 出 部 数 ：1 通（提出法人が調査課所管の場合には、２通）            

   (2) 連結納税への加入に伴い届出を行う場合     
◇提 出 法 人 ：① 連結子法人となる法人                         

② 株式交換の日の前日の属する連結事業年度の連結親法人 
（注） ②は、連結子法人となる法人が株式交換の日の前日の属する事業年度において連結納税を適用して

いる場合の提出法人です。   
◇提 出 期 限 ：株式交換の日の前日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限    
◇提 出 先 ：① 連結子法人となる法人の納税地の所轄税務署長 

② 株式交換の日の前日の属する連結事業年度の連結親法人の納税地の所轄税務署長
◇提 出 部 数 ：１通（提出法人が調査課所管の場合には、２通）  

２ 各欄の記載要領 
 (1) 「提出法人」欄の各欄は、提出法人が該当する□にレ印を付すとともに、提出法人の法人名等を記載してく

ださい。 
(2) 標題は、いずれか一方の不要文字を抹消してください。 
(3) 「連結親法人となる法人又は連結親法人」欄の各欄は、連結親法人となる法人又は連結親法人について記載
してください。   

(4) 「加入する連結子法人」欄の各欄は、加入する連結子法人について記載してください。 
（注） 当該各欄は、加入する連結子法人が株式交換の日の前日の属する事業年度において連結子法人として連

結納税を適用している場合に記載してください。 
(5) 「申請書を提出した日及び税務署」欄は、この届出書が連結納税の開始に伴う届出の場合に「連結納税の承
認の申請書」の提出年月日及び提出先税務署名を記載してください。 

(6) 「最初連結親法人事業年度」欄は、連結親法人となる法人の最初連結親法人事業年度を記載してください。 
(7) 「申請した旨の書類を提出した日及び税務署」欄は、この届出書が連結納税の開始に伴う届出の場合に「連
結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書」の提出年月日及び提出先税務署名を記載してください。 

(8) 「加入の書類を提出した日及び税務署」欄は、連結納税への加入に伴い「完全支配関係を有することとなっ
た旨等を記載した書類」の提出年月日及び提出先税務署名を記載してください。  

(9) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

(10) 「※」欄は、記載しないでください。 
３ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は
氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書」の記載要領 
 
１ この届出書は、平成 18 年改正前の法人税法（以下「旧法」といいます。）第 61 条の 11（連結納税の開始に伴う
資産の時価評価損益）又は旧法第 61 条の 12（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益）の規定により、時価
評価を要しない法人に該当し要件を満たすものとして、同要件に掲げる連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関
する届出を行う場合に使用してください。 
区 分 法  人（概 要） 要   件（概 要） 
(1)連結
納税の 
開始に 
伴い届 
出を行 
う場合
（旧法 61 
の 11 
①六） 

株式交換に係る完全子 
会社及び当該完全子会 
社が最初連結親法人事 
業年度開始の日の５年 
前の日（※）又は設立 
の日から株式交換の日 
まで発行済株式等を 
100％継続保有して 
いる法人 

株式交換の日から当該開始の日まで発行済株式等を 100％継続 
保有しており、かつ、以下の要件をすべて満たしていること 
イ 連結納税の開始直前事業年度終了の時に時価評価資産につ 
き利益・損失の計上を行うことが見込まれていないこと 

ロ 「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書」 
を提出していること 

ハ 連結納税の開始直前事業年度終了の時に当該完全子会社等 
の株式等を継続保有することが見込まれていること 

ニ 連結親法人となる法人が法人税を免れる目的で完全支配関 
係としたものでないこと 

(2)連結
納税へ 
の加入 
に伴い 
届出を 
行う場 
合(旧法 
61 の 12 
①四） 

株式交換に係る完全子 
会社及び当該完全子会 
社が株式交換の日の５ 
年前の日（※）又は設 
立の日から株式交換の 
日まで発行済株式等 
を 100％継続保有し 
ている法人 

以下の要件をすべて満たしていること 
イ 株式交換の時に時価評価資産につき利益・損失の計上を行 
うことが見込まれていないこと 

ロ 「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書」 
を提出していること 

ハ 株式交換の時に当該完全子会社等の株式等を継続保有する 
ことが見込まれていること 

ニ 連結親法人が法人税を免れる目的で完全支配関係としたも 
のでないこと 

（注） （※）は、平成 18 年 12 月 31 日前に終了する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度については、
「最初連結親法人事業年度開始の日の５年前の日」又は「株式交換の日の５年前の日」を(平成 14 年１月１日)
と読み替えて時価評価の要否を判定します（法人税法等の一部を改正する法律（平成 14 年法律第 79 号）附則
（以下「附則」といいます。）第９条第３項、第 10 条第３項）。 

   (1) 連結納税の開始に伴い届出を行う場合 
◇提 出 法 人 ：連結子法人となる法人      
◇提 出 期 限 ：開始直前事業年度に係る確定申告書の提出期限 
◇提 出 先 ：連結子法人となる法人の納税地の所轄税務署長 
◇提 出 部 数 ：1 通（提出法人が調査課所管の場合には、２通）            

   (2) 連結納税への加入に伴い届出を行う場合     
◇提 出 法 人 ：① 連結子法人となる法人                         

② 株式交換の日の前日の属する連結事業年度の連結親法人 
（注） ②は、連結子法人となる法人が株式交換の日の前日の属する事業年度において連結納税を適用して

いる場合の提出法人です。   
◇提 出 期 限 ：株式交換の日の前日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限    
◇提 出 先 ：① 連結子法人となる法人の納税地の所轄税務署長 

② 株式交換の日の前日の属する連結事業年度の連結親法人の納税地の所轄税務署長
◇提 出 部 数 ：１通（提出法人が調査課所管の場合には、２通）  

２ 各欄の記載要領 
 (1) 「提出法人」欄の各欄は、提出法人が該当する□にレ印を付すとともに、提出法人の法人名等を記載してく

ださい。 
(2) 標題は、いずれか一方の不要文字を抹消してください。 
(3) 「連結親法人となる法人又は連結親法人」欄の各欄は、連結親法人となる法人又は連結親法人について記載
してください。   

(4) 「加入する連結子法人」欄の各欄は、加入する連結子法人について記載してください。 
（注） 当該各欄は、加入する連結子法人が株式交換の日の前日の属する事業年度において連結子法人として連

結納税を適用している場合に記載してください。 
(5) 「申請書を提出した日及び税務署」欄は、この届出書が連結納税の開始に伴う届出の場合に「連結納税の承
認の申請書」の提出年月日及び提出先税務署名を記載してください。 

(6) 「最初連結親法人事業年度」欄は、連結親法人となる法人の最初連結親法人事業年度を記載してください。 
(7) 「申請した旨の書類を提出した日及び税務署」欄は、この届出書が連結納税の開始に伴う届出の場合に「連
結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書」の提出年月日及び提出先税務署名を記載してください。 

(8) 「加入の書類を提出した日及び税務署」欄は、連結納税への加入に伴い「完全支配関係を有することとなっ
た旨等を記載した書類」の提出年月日及び提出先税務署名を記載してください。  

(9) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

(10) 「※」欄は、記載しないでください。 
  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
） 

連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書 
付表(時価評価資産の状況) 法 人 名 等 

 

開 始 直 前 事 業 年 度 等  自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 

株 式 交 換 の 日  平成  年  月  日 

時 価 評 価 資 産 

 種 類 名 称 所 在 す る 場 所 帳 簿 価 額 

 
 

 円 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
20．06改正 

（
規
格
Ａ
４
） 

連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書 
付表(時価評価資産の状況) 法 人 名 

 

開 始 直 前 事 業 年 度 等  自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 

株 式 交 換 の 日  平成  年  月  日 

時 価 評 価 資 産 

 種 類 名 称 所 在 す る 場 所 帳 簿 価 額 

 
 

 円 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書 
付表（時価評価資産の状況）」の記載要領 
 

１ この付表（時価評価資産の状況）は、平成 18 年改正前の法人税法（以下「旧法」といいます。）第 61 条の 11(連
結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は旧法第 61 条の 12(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の
規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる時価評価資産の種類、名称、所在する場所等を記載
して「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書」（以下「届出書」といいます。）に添付してください。
（注） この付表において記載する「時価評価資産」とは、固定資産、棚卸資産である土地等、有価証券、金銭債

権及び繰延資産で次に掲げるもの等以外のものをいいます(旧法令 122の 12①、旧法規 27の 13の２②三）。
① 前５年以内事業年度等において国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入などの規定の適
用を受けた減価償却資産 

② 売買目的有価証券 
③ 償還有価証券 
④ 帳簿価額が千万円に満たない資産 

(1) 連結納税の開始に伴い届出を行う場合 
連結子法人となる法人の最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度（以下「開始直前事業年

度」といいます。）終了の時の時価評価資産（旧法規 27 の 13 の２②） 
(2) 連結納税への加入に伴い届出を行う場合  

連結子法人となる法人の株式交換の時の時価評価資産（旧法規 27 の 13 の３） 
２ 各欄の記載要領 
(1) 「法人名等」欄は、連結子法人となる法人の名称を記載してください。 
(2) 「開始直前事業年度等」欄は、届出書が旧法第 61 条の 11 第１項第６号ロの規定により連結納税の開始に伴
い提出するものである場合には、開始直前事業年度を記載してください。 

     また、旧法第61条の12第１項第４号ロの規定により連結納税への加入に伴い提出するものである場合には、
株式交換の日の前日の属する事業年度を記載してください。 

(3) 「時価評価資産」の各欄は次により記載してください。 
イ 「種類」欄は、時価評価資産の種類（建物、土地、有価証券、金銭債権など）を記載してください。 
ロ 「名称」欄は、時価評価資産の名称（事務所、宅地、㈱○○（銘柄）、㈲○○（債務者名）など）を記載し
てください。 

    ハ 「帳簿価額」欄は、次に掲げる区分に応じそれぞれに掲げる時価評価資産の帳簿価額を記載してください。
     ａ 連結納税の開始に伴い届出を行う場合   
      時価評価資産の開始直前事業年度終了の時における帳簿価額 
     ｂ 連結納税への加入に伴い届出を行う場合  
      時価評価資産の株式交換の時における帳簿価額                 

（注） 「時価評価資産」の欄は、次表の区分に応じそれぞれに掲げる単位ごとに記載してください。  
区 分 単 位 
金 銭 債 権 一の債務者ごと 
建 物 一棟(区分所有である場合には、区分所有権)ごと 

機 械 及 び 装 置 
一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもって取
引の単位とされるものは、一組又は一式)ごと 

減
価
償
却
資
産 

そ の 他 の 
減 価 償 却 資 産 

「建物」又は「機械及び装置」に準じた区分 

土 地 等 
一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等はその一団の土
地等)ごと 

有 価 証 券 その銘柄の異なるごと 
そ の 他 の 資 産 通常の取引の単位を基準とした区分 

３ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は
氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 
○参考【届出書の提出法人等】 

区 分 提 出 法 人 
「連結親法人となる法人
又は連結親法人」欄に記
載する法人 

「加入する連結
子法人」欄に記載
する法人 

連 結 納 税 の 開 始 連結子法人となる法
人 連結親法人となる法人 記載不要 

株式交換の日の前日の属す
る事業年度が連結納税適用
なし 

連結子法人となる法
人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 記載不要 

株式交換の日の前
日の属する連結事
業年度において連
結親法人 

株式交換の日の前日
の属する連結事業年
度の連結親法人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 記載不要 

連

結

納

税

へ

の

加

入 

連
結
納
税
適
用
あ
り 

の
属
す
る
事
業
年
度
が 

株
式
交
換
の
日
の
前
日 

株式交換の日の前
日の属する連結事
業年度において連
結子法人 

株式交換の日の前日
の属する連結事業年
度の連結親法人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 

加入する連結子
法人 

 

「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書 
付表（時価評価資産の状況）」の記載要領 
 

１ この付表（時価評価資産の状況）は、平成 18 年改正前の法人税法（以下「旧法」といいます。）第 61 条の 11(連
結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は旧法第 61 条の 12(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の
規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる時価評価資産の種類、名称、所在する場所等を記載
して「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書」（以下「届出書」といいます。）に添付してください。
（注） この付表において記載する「時価評価資産」とは、固定資産、棚卸資産である土地等、有価証券、金銭債

権及び繰延資産で次に掲げるもの等以外のものをいいます(旧法令 122の 12①、旧法規 27の 13の２②三）。
① 前５年以内事業年度等において国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入などの規定の適
用を受けた減価償却資産 

② 売買目的有価証券 
③ 償還有価証券 
④ 帳簿価額が千万円に満たない資産 

(1) 連結納税の開始に伴い届出を行う場合 
連結子法人となる法人の最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度（以下「開始直前事業年
度」といいます。）終了の時の時価評価資産（旧法規 27 の 13 の２②） 

(2) 連結納税への加入に伴い届出を行う場合  
連結子法人となる法人の株式交換の時の時価評価資産（旧法規 27 の 13 の３） 

２ 各欄の記載要領 
(1) 「法人名」欄は、連結子法人となる法人の名称を記載してください。 
(2) 「開始直前事業年度等」欄は、届出書が旧法第 61 条の 11 第１項第６号ロの規定により連結納税の開始に伴
い提出するものである場合には、開始直前事業年度を記載してください。 

     また、旧法第61条の12第１項第４号ロの規定により連結納税への加入に伴い提出するものである場合には、
株式交換の日の前日の属する事業年度を記載してください。 

(3) 「時価評価資産」の各欄は次により記載してください。 
イ 「種類」欄は、時価評価資産の種類（建物、土地、有価証券、金銭債権など）を記載してください。 
ロ 「名称」欄は、時価評価資産の名称（事務所、宅地、㈱○○（銘柄）、㈲○○（債務者名）など）を記載し
てください。 

    ハ 「帳簿価額」欄は、次に掲げる区分に応じそれぞれに掲げる時価評価資産の帳簿価額を記載してください。
     ａ 連結納税の開始に伴い届出を行う場合   
      時価評価資産の開始直前事業年度終了の時における帳簿価額 
     ｂ 連結納税への加入に伴い届出を行う場合  
      時価評価資産の株式交換の時における帳簿価額                 

（注） 「時価評価資産」の欄は、次表の区分に応じそれぞれに掲げる単位ごとに記載してください。  
区 分 単 位 
金 銭 債 権 一の債務者ごと 
建 物 一棟(区分所有である場合には、区分所有権)ごと 

機 械 及 び 装 置 
一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもって取
引の単位とされるものは、一組又は一式)ごと 

減
価
償
却
資
産 

そ の 他 の 
減 価 償 却 資 産 

「建物」又は「機械及び装置」に準じた区分 

土 地 等 
一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等はその一団の土
地等)ごと 

有 価 証 券 その銘柄の異なるごと 
そ の 他 の 資 産 通常の取引の単位を基準とした区分 

（追 加） 
 
 
 
 

 
○参考【届出書の提出法人等】 

区 分 提 出 法 人 
「連結親法人となる法人
又は連結親法人」欄に記
載する法人 

「加入する連結
子法人」欄に記載
する法人 

連 結 納 税 の 開 始 連結子法人となる法
人 連結親法人となる法人 記載不要 

株式交換の日の前日の属す
る事業年度が連結納税適用
なし 

連結子法人となる法
人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 記載不要 

株式交換の日の前
日の属する連結事
業年度において連
結親法人 

株式交換の日の前日
の属する連結事業年
度の連結親法人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 記載不要 

連

結

納

税

へ

の

加

入 

連
結
納
税
適
用
あ
り 

の
属
す
る
事
業
年
度
が 

株
式
交
換
の
日
の
前
日 

株式交換の日の前
日の属する連結事
業年度において連
結子法人 

株式交換の日の前日
の属する連結事業年
度の連結親法人 

連結親法人となる法人又
は連結親法人 

加入する連結子
法人 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
  （削 除） 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書・領収証書 
 

１ 使用目的 

「源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書・領収証書」(FC G5PA2)(以下「通知書」という。)は、①所得

税法第 221 条の規定による源泉所得税の本税、②国税通則法第 67条に規定する不納付加算税、③同法第 68条第３項

に規定する重加算税の賦課決定を行った場合に､｢源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書（次葉)｣（以下

「通知書次葉」という｡)とともに、賦課決定した加算税額等を源泉徴収義務者に通知するために使用する。 

２ 出力対象 ～ ４ 出力順序 

（同 左） 

５ 出力要領 

(1) 出力様式 

本税、不納付加算税、重加算税の賦課決定を行ったものについて、その源泉徴収義務者の名称、賦課決定した

加算税額等を印字して、通知書の形式で一件別に出力する。 

なお、通知書は「領収控」及び「領収済通知書」との３枚複写により出力する。また、通知書次葉は通知書の

「合計額」の内訳を示す。 

(2) 主な出力項目の内容 

イ 通知書 

項 目 内 容 

標 題 及 び 主 文 

当該通知書が、強制徴収に係る本税のみの場合には標題の「加算税賦課決定通知書及び」

及び主文中の「右の『告知額計』欄の『重加算税』及び『不納付加算税』のとおり、加算

税の賦課決定をします｡｣に「＊｣(アスタリスク）を印字して抹消する。 

住所（所在地）及び

氏 名 （ 法 人 名 ） 

賦課決定通知を行う源泉徴収義務者の住所（最大 42文字）及び氏名（最大 30文字）を

印字する。この場合、住所又は氏名が最大印字文字数を超えるとき又は補完表示があると

きは、その項目は印字しない。 

なお、除外原因の入力(｢９｣(復活）を除く｡)がある場合も、この項目は印字しない。 

（追 加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追 加） 

（追 加）  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書 
 

１ 使用目的 

「源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書」(FCC3PA6,FCG5PC2)(以下「通知書」という。)は、①所得税

法第 221 条の規定による源泉所得税の本税、②国税通則法第 67条に規定する不納付加算税、③同法第 68条第３項に

規定する重加算税の賦課決定を行った場合に､賦課決定した加算税額等を源泉徴収義務者に通知するために使用する。

２ 出力対象 ～ ４ 出力順序 

（省 略） 

５ 出力要領 

(1) 出力様式 

本税、不納付加算税、重加算税の賦課決定を行ったものについて、その源泉徴収義務者の名称、賦課決定した

加算税額等を印字して、通知書の形式で一件別に出力する。 

なお、通知書は上段部分に通知証、中段部分に「領収済通知書」、下段部分に「領収控兼払込取扱票」、「払込取

扱票」及び「領収証書兼払込金受領書」の構成により出力する。また、通知書裏面の上段部分には通知書の本税

等の内訳（以下「通知書裏面」という。）を印字する。 

(2) 主な出力項目の内容 

イ 通知書（共通部分） 

項 目 内 容 

標 題 
当該通知書が、強制徴収に係る本税のみの場合には標題の「加算税賦課決定通知書及び」

に「＊｣(アスタリスク）を印字して抹消する。 

住所（所在地）及び

氏 名 （ 法 人 名 ） 

賦課決定通知を行う源泉徴収義務者の住所（所在地）及び氏名（法人名）を印字する。

この場合、住所（所在地）又は氏名(法人名)が最大印字文字数を超えるとき又は補完表示

があるときは、半角カナにより印字する。 

また、半角カナが最大印字文字数を超えるとき又は補完表示があるときは、その項目は

印字しない。 

なお、各項目の最大文字数は次のとおりである。 

住所（所在地）：上段部分（通知書）       漢字 75文字、半角カナ150文字 

          中段部分（領収済通知書） 漢字 50文字、半角カナ100文字 

氏名（法人名）：上段部分（通知書）    漢字 45文字、半角カナ 90文字 

         中段部分（領収済通知書） 漢字 44文字、半角カナ 88文字 

                 下段部分（領収控兼払込取扱票） 

                      漢字 43文字、半角カナ 86文字 

                 下段部分（払込取扱票）  漢字 20文字、半角カナ 40文字 

                 下段部分（領収証書兼払込金受領証） 

                      漢字 43文字、半角カナ86文字 

※ 法人格で先頭が組織区分の場合は、改行される。 

税 目 「源泉所得税」を印字する。 

信 託 の 名 称 何も印字しない。 

納 期 等 の 区 分 賦課決定を行う年月分の（自）（至）を印字する 

徴 定 区 分 「告知」（３４）を印字する。 

法 定 納 期 限 「内訳は裏面のとおりです。」を印字する。 

納 期 限 国税通則法施行令第８条第１項の規定による納期限を印字する。 

本 税 

本税徴収を行う本税の合計額を印字する。したがって、法定納期限後に自主納付された

本税について加算税の賦課決定を行う場合には、加算税の算出の基礎となる本税額（通知

書裏面の「本税」欄に出力された（ ）書の金額）は印字しない。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  項 目 内 容 
  

（追 加）  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

平成 年 月 日 
「特殊文書発送件名簿出力」又は「加算税賦課決定情報入力」の各画面から入力した施

行年月日を印字する。 

第 号 本税徴収決議書又は加算税賦課決定決議書の決議番号を印字する。 
  

（追 加）  

 

 

 

 

（追 加） 

  （追 加） 
 

  

年 度 所属する会計年度を印字する。 

税 務 署 名 及 び 

税 務 署 番 号 

この通知書を出力する税務署名及び税務署番号を印字する。 

（注）税務署番号は、管理事務提要様式編別表《局署番号等一覧表》の「日銀用コード」

欄参照。 

整 理 番 号 賦課決定通知を行う源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 
  

 

（追 加） 

  （追 加） 

 

 

 

 

 

 
    

 

項 目 内 容 

重 加 算 税 賦課決定を行った重加算税の合計額を印字する。 

不 納 付 加 算 税 賦課決定を行った不納付加算税の合計額を印字する。 

告 知 額 計 賦課決定を行った本税、重加算税及び不納付加算税の合計額を印字する。 

延 滞 税 通知書裏面の「延滞税」欄に出力された金額の合計額を印字する。 

内 訳 説 明 

及 び 補 完 表 示 

（本税等の内訳は裏面のとおりです。）を印字する。 

また、住所（所在地）又は氏名（法人名）に印字されない箇所がある場合には、「＊」 

(アスタリスク）を印字する。 

主 文 

当該通知書が、強制徴収に係る本税のみの場合には、主文中の「上記の｢重加算税｣及び｢不

納付加算税｣のとおり、加算税の賦課決定をします｡｣に「＊｣(アスタリスク）を印字して抹

消する。 

また、加算税の賦課決定がある場合には、「重加算税」又は「不納付加算税」の有無に応

じて、該当しない部分を同様に抹消する。 

第 号 本税徴収決議書又は加算税賦課決定決議書の決議番号を印字する。 

平成 年 月 日 
「特殊文書発送件名簿出力」又は「加算税賦課決定情報入力」の各画面から入力した施

行年月日を印字する。 
  

（削 除）  
  

国 税 収 納 命 令 官 通知書を出力する税務署名及び出力時点における税務署長名を印字する。 

官 印 税務署長印を印字する。 

納 付 場 所 及 び 

不 服 申 立 て 

等 に つ い て 

納付場所及び教示文を印字する。 

ロ 領収済通知書 

項 目 内 容 

年 度 所属する会計年度を印字する。 

税 務 署 名 及 び 

税 務 署 番 号 

通知書を出力する税務署名及び税務署番号を印字する。 

（注）税務署番号は、管理事務提要様式編別表《局署番号等一覧表》の「日銀用コード」

欄参照。 

整 理 番 号 賦課決定通知を行う源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

合 計 額 賦課決定を行った本税、重加算税、不納付加算税及び延滞税の合計額を印字する。 

ハ 領収控兼払込取扱票等 

項 目 内 容 

コ ン ビ ニ エ ン ス 

ストア用バーコード 

合計額が 30万円以下の場合、コンビニエンスストア用のバーコードを印字する。 

また、合計額が 30 万円を超える場合は、「コンビニエンスストアでは納付できません。

金融機関又は当税務署で納付してください。」の注意書を印字する。 

収 納 代 行 コンビニエンス納付に係る収納代行業者名を印字する。 

コンビニ利用期限 コンビニエンス納付に係る利用期限を印字する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

  

本 税 

本税徴収を行う本税の合計額を印字する。したがって、法定納期限後に自主納付された

本税について加算税の賦課決定を行う場合には、加算税の算出の基礎となる本税額（通知

書次葉の「本税」欄に出力された（ ）書きの金額）は印字しない。 

重 加 算 税 賦課決定を行った重加算税の合計額を印字する。 

告

知

額

計 
不納付加算税 賦課決定を行った不納付加算税の合計額を印字する。 

延 滞 税 通知書次葉の「延滞税」欄に出力された金額の合計額を印字する。 

納 期 限 国税通則法施行令第８条第１項の規定による納期限を印字する。 

合 計 額 
「告知額計」及び「延滞税」の各欄の合計額を印字する。 

（注）本税徴収があるときは印字しない。 

ロ 通知書次葉 

項 目 内 容 
  
（同 左） 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 通知書裏面 

項 目 内 容 
  

（以下省略） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記載要領等 
 
１ 源泉所得税の納期の特例の制度について 
(1) 源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満である
源泉徴収義務者です。 
（注） 「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等にお

いて臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。 
(2) (1)に該当する源泉徴収義務者がこの特例の適用を受けようとする場合には、所轄の税務署長に申請し、その承認を
受けなければなりません。 
（注） この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出し

た月の翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。 
（例） 申請書を提出した  （給与等）        （納期限） 

月が２月中の場合  ２月支給分     →  ３月 10日まで 
３月～６月支給分  →  ７月 10日まで 

(3) この特例が適用されるのは、次に掲げる源泉所得税に限られます。 
 したがって、この特例の承認を受けた源泉徴収義務者であっても、次に掲げる所得以外の所得について源泉徴収し
た所得税額は、通常の例により支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。 
イ 給与等及び退職手当等（非居住者に対して支払った給与等及び退職手当等を含みます｡）について源泉徴収した所
得税 
ロ 弁護士（外国法事務弁護士を含みます｡)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、
弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
第２条第３項に規定する投資顧問業者、計理士、会計士補、企業診断員（企業経営の改善及び向上のための指導を
行う者を含みます｡）、測量士補、建築代理士（建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成
し、又はこれらの手続きを代理することを業とするものを含みます｡)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは
自動車等損害鑑定人（自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の
算定に係る調査を行うことを業とする者をいいます｡)又は技術士補（技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う
業務と同一の業務を行う者を含みます｡)に支払った報酬・料金について源泉徴収した所得税 

(4) この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期限までに源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。 
（支給期間）         （納期限） 
１月～６月支給分  →    ７月10日まで 
７月～12月支給分  →    翌年１月10日まで 

(5) 納期の特例について承認を受けていた源泉徴収義務者については、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となっ
た場合には、その旨を遅滞なく税務署長に届け出なければなりません。 

◎ 注意 
滞納や著しい納付遅延があるような源泉徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。ま
た、この承認を受けても、滞納したり、納付遅延をしますと、この特例の承認を取り消されることがありますから、そ
のようなことがないよう特にご注意願います。 

２ 各欄の記載方法 
(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる事務所）
の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この申請の対象とする事務所等の所在地が申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地と異
なるときは、この申請の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

(2) 「申請の日前６か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額」欄には、申請の日前６か月間
の各月末の人員と各月の給与の支給金額とを記入してください。 
この場合、臨時に雇い入れた人がいるときは、その人数を「支給人員」欄に、その支給金額を「支給額」欄にそれ
ぞれ外書きしてください。 

(3) 「１ 現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由によ
るものであるときは、その理由の詳細」欄及び「２ 申請の日前１年以内に納期の特例の承認を取り消されたことが
ある場合には、その年月日」欄は、該当する場合に限り必要事項を記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押印してく
ださい。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 
３ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す
る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名
又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記載要領等 
 
１ 源泉所得税の納期の特例の制度について 
(1) 源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満である
源泉徴収義務者です。 
（注） 「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等にお

いて臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が 10人未満であることです。 
(2) (1)に該当する源泉徴収義務者がこの特例の適用を受けようとする場合には、所轄の税務署長に申請し、その承認を
受けなければなりません。 
（注） この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出し

た月の翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。 
（例） 申請書を提出した  （給与等）        （納期限） 

月が２月中の場合  ２月支給分     →  ３月 10日まで 
３月～６月支給分  →  ７月 10日まで 

(3) この特例が適用されるのは、次に掲げる源泉所得税に限られます。 
 したがって、この特例の承認を受けた源泉徴収義務者であっても、次に掲げる所得以外の所得について源泉徴収し
た所得税額は、通常の例により支払った月の翌月 10日までに納付しなければなりません。 
イ 給与等及び退職手当等（非居住者に対して支払った給与等及び退職手当等を含みます｡）について源泉徴収した所
得税 
ロ 弁護士（外国法事務弁護士を含みます｡)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、
弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
第２条第３項に規定する投資顧問業者、計理士、会計士補、企業診断員（企業経営の改善及び向上のための指導を
行う者を含みます｡）、測量士補、建築代理士（建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成
し、又はこれらの手続きを代理することを業とするものを含みます｡)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは
自動車等損害鑑定人（自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の
算定に係る調査を行うことを業とする者をいいます｡)又は技術士補（技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う
業務と同一の業務を行う者を含みます｡)に支払った報酬・料金について源泉徴収した所得税 

(4) この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期限までに源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。 
（支給期間）         （納期限） 
１月～６月支給分  →    ７月10日まで 
７月～12月支給分  →    翌年１月10日まで 

(5) 納期の特例について承認を受けていた源泉徴収義務者については、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となっ
た場合には、その旨を遅滞なく税務署長に届け出なければなりません。 

◎ 注意 
滞納や著しい納付遅延があるような源泉徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。ま
た、この承認を受けても、滞納したり、納付遅延をしますと、この特例の承認を取り消されることがありますから、そ
のようなことがないよう特にご注意願います。 

２ 各欄の記載方法 
(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる事務所）
の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この申請の対象とする事務所等の所在地が申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地と異
なるときは、この申請の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

(2) 「申請の日前６か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額」欄には、申請の日前６か月間
の各月末の人員と各月の給与の支給金額とを記入してください。 
この場合、臨時に雇い入れた人がいるときは、その人数を「支給人員」欄に、その支給金額を「支給額」欄にそれ
ぞれ外書きしてください。 

(3) 「１ 現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由によ
るものであるときは、その理由の詳細」欄及び「２ 申請の日前１年以内に納期の特例の承認を取り消されたことが
ある場合には、その年月日」欄は、該当する場合に限り必要事項を記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押印してく
ださい。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 
（追 加）３ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す
る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名
又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

  

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 の記載要領等     
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 

 
１ この申請書兼届出書は、所得税法第216条に規定する源泉所得税の納期の特例の適用を受けようとするとともに、その
申請が承認された場合に併せて租税特別措置法第 41 条の６第１項に規定する源泉所得税の納期限の特例の適用を受けよ
うとする場合に使用します。 
２ 源泉所得税の納期の特例の制度について 
(1) 源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満である
源泉徴収義務者です。 
（注） 「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等におい

て臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。 
(2) この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の
翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。 
（例） 申請書を提出した月が２月中の場合、２月支給分の給与等は３月 10 日まで、３月から６月支給分の給与等は

７月10日までに納付することとなります。 
(3) この特例が適用されるのは、次に掲げる源泉所得税に限られます。 

したがって、この特例の承認を受けた源泉徴収義務者であっても、次に掲げる所得以外の所得について源泉徴収した
所得税額は、通常の例により支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。 
イ 給与等及び退職手当等（非居住者に対して支払った給与等及び退職手当等を含みます｡)について源泉徴収した所得税
ロ 弁護士（外国法事務弁護士を含みます｡)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁
理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第２
条第３項に規定する投資顧問業者、計理士、会計士補、企業診断員（企業経営の改善及び向上のための指導を行う者
を含みます｡)、測量士補、建築代理士（建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又は
これらの手続きを代理することを業とする者を含みます｡)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害
鑑定人（自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査
を行うことを業とする者をいいます｡)又は技術士補（技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務
を行う者を含みます｡)に支払った報酬・料金について源泉徴収した所得税 

(4) この特例の承認を受けた場合には、１月から６月支給分の給与等は７月10日まで、７月から12月支給分の給与等は
翌年の１月10日までに源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。 

(5) 納期の特例について承認を受けていた源泉徴収義務者については、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となっ
た場合には、その旨を遅滞なく税務署長に届け出なければなりません。 

◎ 注意 
滞納や著しい納付遅延があるような源泉徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。ま
た、この承認を受けても、滞納したり、納付遅延をきたしますと、この特例の承認を取り消されることがありますから、
そのようなことがないよう特にご注意願います。 

３ 納期の特例適用者に係る納期限の特例の制度について 
納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、この届出書をその年の12月20日までに提出した場合は、その届出
をした年以後の各年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月20日となります。 
（例） 申請日が12月15日の場合、その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年の１月20

日となります。 
◎ 注意 
 この届出書を提出した日の属する年以後の各年において、次のいずれかに該当する事実がある場合には、この納期限
の特例の適用はなく、その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月10日となりますの
でご注意願います。 
① その年の12月31日において源泉所得税の滞納があること。 
② その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年１月20日までに納付しなかったこと。 
４ 各欄の記載方法 
(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請（届出）者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる事
務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この申請（届出）の対象とする事務所等の所在地が申請（届出）者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）
の所在地と異なるときは、この申請（届出）の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

(2) 「申請の日前６か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額」欄には、申請の日前６か月間の
各月末の人員と各月の給与の支給金額とを記入してください。 
この場合、臨時に雇い入れた人がいるときは、その人数を「支給人員」欄に、その支給金額を「支給額」欄にそれぞ
れ外書きしてください。 

(3) 「１ 現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由による
ものであるときは、その理由の詳細」欄及び「２ 申請の日前１年以内に納期の特例の承認を取り消されたことがある
場合には、その年月日」欄は、該当する場合に限り必要事項を記載してください。 
(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請（届出）書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押印
してください。 
(5) 「※」欄は、記載しないでください。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づ
き税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法
人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 の記載要領等     
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 

 
１ この申請書兼届出書は、所得税法第216条に規定する源泉所得税の納期の特例の適用を受けようとするとともに、その
申請が承認された場合に併せて租税特別措置法第 41 条の６第１項に規定する源泉所得税の納期限の特例の適用を受けよ
うとする場合に使用します。 
２ 源泉所得税の納期の特例の制度について 
(1) 源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満である
源泉徴収義務者です。 
（注） 「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等におい

て臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。 
(2) この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の
翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。 
（例） 申請書を提出した月が２月中の場合、２月支給分の給与等は３月 10 日まで、３月から６月支給分の給与等は

７月10日までに納付することとなります。 
(3) この特例が適用されるのは、次に掲げる源泉所得税に限られます。 

したがって、この特例の承認を受けた源泉徴収義務者であっても、次に掲げる所得以外の所得について源泉徴収した
所得税額は、通常の例により支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。 
イ 給与等及び退職手当等（非居住者に対して支払った給与等及び退職手当等を含みます｡)について源泉徴収した所得税
ロ 弁護士（外国法事務弁護士を含みます｡)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁
理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第２
条第３項に規定する投資顧問業者、計理士、会計士補、企業診断員（企業経営の改善及び向上のための指導を行う者
を含みます｡)、測量士補、建築代理士（建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又は
これらの手続きを代理することを業とする者を含みます｡)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害
鑑定人（自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査
を行うことを業とする者をいいます｡)又は技術士補（技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務
を行う者を含みます｡)に支払った報酬・料金について源泉徴収した所得税 

(4) この特例の承認を受けた場合には、１月から６月支給分の給与等は７月10日まで、７月から12月支給分の給与等は
翌年の１月10日までに源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。 

(5) 納期の特例について承認を受けていた源泉徴収義務者については、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となっ
た場合には、その旨を遅滞なく税務署長に届け出なければなりません。 

◎ 注意 
滞納や著しい納付遅延があるような源泉徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。ま
た、この承認を受けても、滞納したり、納付遅延をきたしますと、この特例の承認を取り消されることがありますから、
そのようなことがないよう特にご注意願います。 

３ 納期の特例適用者に係る納期限の特例の制度について 
納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、この届出書をその年の12月20日までに提出した場合は、その届出
をした年以後の各年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月20日となります。 
（例） 申請日が12月15日の場合、その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年の１月20

日となります。 
◎ 注意 
 この届出書を提出した日の属する年以後の各年において、次のいずれかに該当する事実がある場合には、この納期限
の特例の適用はなく、その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月10日となりますの
でご注意願います。 
① その年の12月31日において源泉所得税の滞納があること。 
② その年の７月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年１月20日までに納付しなかったこと。 
４ 各欄の記載方法 
(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請（届出）者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる事
務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この申請（届出）の対象とする事務所等の所在地が申請（届出）者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）
の所在地と異なるときは、この申請（届出）の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

(2) 「申請の日前６か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額」欄には、申請の日前６か月間の
各月末の人員と各月の給与の支給金額とを記入してください。 
この場合、臨時に雇い入れた人がいるときは、その人数を「支給人員」欄に、その支給金額を「支給額」欄にそれぞ
れ外書きしてください。 

(3) 「１ 現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由による
ものであるときは、その理由の詳細」欄及び「２ 申請の日前１年以内に納期の特例の承認を取り消されたことがある
場合には、その年月日」欄は、該当する場合に限り必要事項を記載してください。 
(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請（届出）書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押印
してください。 
(5) 「※」欄は、記載しないでください。 
（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
源泉所得税の納期の特例申請の承認通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例申請の承認通知書｣(FC B7PB1)は、納期の特例の承認申請を承認（みなし承認を除く｡)

する場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税

務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「１ 承認」とし､｢決裁年月日｣(みなし承認年月日が表示

されている｡)の変更入力及び「発送日付｣(承認日）の入力を行ったものを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認申請について、承認する旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例の承認申請を承認する源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、

正本（通知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「申請書等入力」画面から入力した「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

の提出年月日を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
 

  

 
源泉所得税の納期の特例申請の承認通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例申請の承認通知書｣(FC B7PB1)は、納期の特例の承認申請を承認（みなし承認を除く｡)

する場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税

務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「１ 承認」とし､｢決裁年月日｣(みなし承認年月日が表示

されている｡)の変更入力及び「発送日付｣(承認日）の入力を行ったものを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認申請について、承認する旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例の承認申請を承認する源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、

正本（通知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「申請書等入力」画面から入力した「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

の提出年月日を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 

（追 加） 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
 

  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書｣(FC B7PB2）は、納期の特例の承認申請を却下する場合に、当該源泉

徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税

務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「２ 却下」とし､｢決裁年月日」及び「発送日付」を入力

したものを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認申請について、却下する旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例の承認申請を却下する源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正

本（通知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「申請書等入力」画面から入力した「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

の提出年月日を印字する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 

５ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
 

 
源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書｣(FC B7PB2）は、納期の特例の承認申請を却下する場合に、当該源泉

徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税

務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

「納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「２ 却下」とし､｢決裁年月日」及び「発送日付」を入力

したものを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認申請について、却下する旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例の承認申請を却下する源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正

本（通知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「申請書等入力」画面から入力した「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

の提出年月日を印字する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 

５ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加）６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等 

 

１ この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第 216 条

に規定する納期の特例の承認の効力が失われることになります。 

 

２ この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期特例の期間内に源泉徴収した税額の

うちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月 10

日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月翌月10日までに納付していただくことに

なります。 

（例）この届出書を提出した   （給与等）        （納期限）   

日が３月中の場合     １月～３月支給分  →  ４月10日まで（※） 

４月支給分以降   →  翌月10日まで 

      ※ １月～２月分は、納期特例分の徴収高計算書を使用し、３月分以降は、一般分（毎月納付用）の徴収高計

算書を使用してください。 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店

（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名を記載してください。 

ただし、届出に係る事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在

地と異なるときは、この届出に係る事務所等の所在地及び名称を記載してください。 

(2) 「この届出書を提出する日における給与等の支給人員」欄には、この届出書を提出する月におけ

る給与等の支払を受ける者（臨時に雇用している者は除きます｡)の数を記載してください。 

なお、臨時に雇用している者の数は外書に記載してください。 

(3) 「給与等の支払を受ける者の数が常時 10 人未満でなくなった理由等」欄には、給与等の支払を

受ける者の数が常時10人未満でなくなった理由等を簡記してください。 

（例－「事業拡大のため｣､「合併のため」等） 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」

の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくだ

さい。 

 

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等 

 

１ この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第 216 条

に規定する納期の特例の承認の効力が失われることになります。 

 

２ この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期特例の期間内に源泉徴収した税額の

うちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月 10

日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月翌月10日までに納付していただくことに

なります。 

（例）この届出書を提出した   （給与等）        （納期限）   

日が３月中の場合     １月～３月支給分  →  ４月10日まで（※） 

４月支給分以降   →  翌月10日まで 

      （追 加） １月～２月分は、納期特例分の徴収高計算書を使用し、３月分以降は、一般分（毎月納付用）の

徴収高計算書を使用してください。 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店

（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名を記載してください。 

ただし、届出に係る事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在

地と異なるときは、この届出に係る事務所等の所在地及び名称を記載してください。 

(2) 「この届出書を提出する日における給与等の支給人員」欄には、この届出書を提出する月におけ

る給与等の支払を受ける者（臨時に雇用している者は除きます｡)の数を記載してください。 

なお、臨時に雇用している者の数は外書に記載してください。 

(3) 「給与等の支払を受ける者の数が常時 10 人未満でなくなった理由等」欄には、給与等の支払を

受ける者の数が常時10人未満でなくなった理由等を簡記してください。 

（例－「事業拡大のため｣､「合併のため」等） 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

（追 加） 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」

の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくだ

さい。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書｣(FC B7PB3）は、納期の特例の適用を受けていた源泉徴収義務者につ

いてその承認を取り消した場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力されるので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は

税務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者のうち、当該承認を受けるために必要な要件に該当しなくなったた

め､｢納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「４ 取消一号」又は「５ 取消三号」と入力した者を対

象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣及び「取消一覧表」とともに自動的に作

成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認について、その承認を取り消した旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例を取り消した源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正本（通知

用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

承 認 年 月 日 取り消した納期の特例の承認について、その承認を受けた日を印字する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

 また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管

轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入を行う。 

５ 記載要領 

「理由」欄には、納期の特例の取り消しを行った理由を記載する。 

６ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

７ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 
源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書｣(FC B7PB3）は、納期の特例の適用を受けていた源泉徴収義務者につ

いてその承認を取り消した場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力されるので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は

税務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者のうち、当該承認を受けるために必要な要件に該当しなくなったた

め､｢納特決裁結果等入力」画面から「納期特例区分」欄を「４ 取消一号」又は「５ 取消三号」と入力した者を対

象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（納特)｣及び「取消一覧表」とともに自動的に作

成される。 

３ 出力時期 

納期の特例の承認について、その承認を取り消した旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

納期の特例を取り消した源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正本（通知

用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「納特決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

承 認 年 月 日 取り消した納期の特例の承認について、その承認を受けた日を印字する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

 また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管

轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入を行う。 

５ 記載要領 

「理由」欄には、納期の特例の取り消しを行った理由を記載する。 

６ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

20．06 改正                                 （源１４０１－２） 

納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

租税特別措置法第41条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けたいのでこの旨
届け出ます。 

そ の 他 の 

参 考 事 項 
 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 
（注意事項） 

１ この届出書は、所得税法第 216 条に規定する源泉所得税の納期の特例の承認を受けている者が租税特別措

置法第 41 条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けようとする場合に使用します。 
２ この届出書をその年の 12 月 20 日までに提出した場合には、その届出をした年以後の各年の７月から 12

月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月 20 日となります。 

 ただし、この届出書を提出した日の属する年以後の各年において、次のいずれかに該当する事実がある場
合には、この納期限の特例の適用はなく、その年７月から 12 月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、

翌年１月 10 日となりますので注意してください。 

(1) その年 12 月 31 日において源泉所得税の滞納があること。 
(2) その年７月から 12 月までの間に源泉徴収した所得税を翌年１月 20 日までに納付しなかったこと。 

（届出書の書き方） 

１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる
事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所

在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してください。 
２ 「その他の参考事項」欄には、上記１のただし書による記入をする場合に届出者の名称及び住所（居所）

若しくは本店（主たる事務所）の所在地を記載するほか、参考となる事項を記載してください。 

３ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押
印してください。 

４ 「※」欄は、記載しないでください。 

５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関

する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法
人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

（
規
格
Ａ
４
） 

 

18．06 改正                                 （源１４０１－２） 

納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

租税特別措置法第41条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けたいのでこの旨
届け出ます。 

そ の 他 の 

参 考 事 項 
 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 
（注意事項） 

１ この届出書は、所得税法第 216 条に規定する源泉所得税の納期の特例の承認を受けている者が租税特別措
置法第 41 条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けようとする場合に使用します。 

２ この届出書をその年の 12 月 20 日までに提出した場合には、その届出をした年以後の各年の７月から 12

月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年１月 20 日となります。 
 ただし、この届出書を提出した日の属する年以後の各年において、次のいずれかに該当する事実がある場

合には、この納期限の特例の適用はなく、その年７月から 12 月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、

翌年１月 10 日となりますので注意してください。 
(1) その年 12 月 31 日において源泉所得税の滞納があること。 

(2) その年７月から 12 月までの間に源泉徴収した所得税を翌年１月 20 日までに納付しなかったこと。 

（届出書の書き方） 

１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる

事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所
在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してください。 

２ 「その他の参考事項」欄には、上記１のただし書による記入をする場合に届出者の名称及び住所（居所）

若しくは本店（主たる事務所）の所在地を記載するほか、参考となる事項を記載してください。 
３ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押

印してください。 

４ 「※」欄は、記載しないでください。 
（追 加）５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関
する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 
20．06 改正                                 （源１４０４－２） 

納期の特例適用者に係る納期限の特例の取りやめに関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

租税特別措置法第41条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けることを取りや
めたいのでこの旨届け出ます。 

そ の 他 の 

参 考 事 項 
（届出書の提出      年   月   日） 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 
（注意事項） 

１ この届出書は、租税特別措置法第 41 条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受け

ている者が、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合に、租税特別措置法施行令第 26 条の８
第１項の規定により届け出るときに使用します。 

２ この届出書を提出した場合には、提出をした日の属する年以後の年においては、租税特別措置法第 41 条

の６第１項の規定は適用されません。 
したがって、この届出書を提出した日の属する年以後における、７月から 12 月までの間に源泉徴収した

所得税の納期限は翌年１月 10 日となります。 

（届出書の書き方） 

１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる

事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所
在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してください。 

２ 「その他の参考事項」欄には、上記１のただし書による記載をする場合に届出者の名称及び住所（居所）

若しくは本店（主たる事務所）の所在地を記載するほか、租税特別措置法第 41 条の６第１項に規定する届
出書の提出年月日及び参考となる事項を記載してください。 

３ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押

印してください。 
４ 「※」欄は、記載しないでください。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す

る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

（
規
格
Ａ
４
） 

 

18．06 改正                                 （源１４０４－２） 

納期の特例適用者に係る納期限の特例の取りやめに関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

租税特別措置法第41条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受けることを取りや
めたいのでこの旨届け出ます。 

そ の 他 の 

参 考 事 項 
（届出書の提出      年   月   日） 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 

（注意事項） 

１ この届出書は、租税特別措置法第 41 条の６第１項の規定による源泉所得税の納期限の特例の適用を受け
ている者が、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合に、租税特別措置法施行令第 26 条の８

第１項の規定により届け出るときに使用します。 

２ この届出書を提出した場合には、提出をした日の属する年以後の年においては、租税特別措置法第 41 条
の６第１項の規定は適用されません。 

したがって、この届出書を提出した日の属する年以後における、７月から 12 月までの間に源泉徴収した

所得税の納期限は翌年１月 10 日となります。 
（届出書の書き方） 

１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本店（主たる

事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所

在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してください。 

２ 「その他の参考事項」欄には、上記１のただし書による記載をする場合に届出者の名称及び住所（居所）
若しくは本店（主たる事務所）の所在地を記載するほか、租税特別措置法第 41 条の６第１項に規定する届

出書の提出年月日及び参考となる事項を記載してください。 

３ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押
印してください。 

４ 「※」欄は、記載しないでください。 

（追 加）５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す

る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 
電磁的方法による提供の承認申請書の記載要領等 

 

１ 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する特例制度について 

(1) 源泉徴収に関する申告書（以下「申告書」といいます。）に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する

特例の適用を受けるに当たっては、給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給与等」といいます。）の源泉徴収義務者

は、給与等の受領者から申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供（以下「電磁的方法による提供」といいます。）

を受けるための措置を講ずる必要があります。 

  （注） この特例の対象となる申告書は、次のものです。 

① 所得税法第198条第２項の規定によるもの 

・ 給与所得者の扶養控除等申告書（所法194） 
・ 従たる給与についての扶養控除等申告書（所法195） 

・ 給与所得者の配偶者特別控除申告書（所法195の２） 

・ 給与所得者の保険料控除申告書（所法196） 
② 所得税法第203条第４項の規定によるもの 

・ 退職所得の受給に関する申告書（所法203） 

③ 所得税法第203条の５第４項の規定によるもの 
・ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（所法203の５） 

(2) 具体的には、源泉徴収義務者は、①給与等の受領者から「電磁的方法の種類」欄に記載する方法による提供を受けるため

の措置及び②電磁的方法による提供を受ける際に、給与等の受領者を特定するため、「電磁的方法により提供する者の氏名

を明らかにするための措置の内容」欄に記載の措置を講ずるとともに、この申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その

承認を受けなければなりません。 

(注) この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認通知又は承認しないことの決定通知がなければ、この申

請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされます。 

(3) この特例について承認を受けていた源泉徴収義務者が、電磁的方法による提供を受けることをやめようとする場合には、

その旨を記載した届出書を税務署長に提出する必要があります。 

◎注意 

１ 源泉徴収義務者が、次に掲げる措置を講じていない場合には、この特例の承認を受けられないことがあるほか、既に受

けている承認を取り消されることがあります。 

① 給与等の受領者が電磁的方法による提供を適正に行うことができるための措置 

② 給与等の受領者が電磁的方法による提供を行う際に、源泉徴収義務者においてその者を特定することができるための

措置 

③ 申告書に記載すべき事項について電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための措置 

２ 給与等の受領者は、電磁的方法による提供を行う場合であっても、申告書に添付すべき証明書類については、書面によ

る提出又は提示が必要です。 

２ 各欄の記載方法 

(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請者の名称、住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地及

び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この申請の対象とする事務所等の所在地が申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地と異なると

きは、この申請の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

（注）この場合「その他参考事項」欄に申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地を記載してください。 

(2) 本文には、承認を受けようとする特例の該当条文に、それぞれ「レ」印を付してください。 

(3) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。

(4) 「※」欄は、記載しないでください。 

３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名
のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 
電磁的方法による提供の承認申請書の記載要領等 

 

１ 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する特例制度について 

(1) 源泉徴収に関する申告書（以下「申告書」といいます。）に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する

特例の適用を受けるに当たっては、給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給与等」といいます。）の源泉徴収義務者

は、給与等の受領者から申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供（以下「電磁的方法による提供」といいます。）

を受けるための措置を講ずる必要があります。 

  （注） この特例の対象となる申告書は、次のものです。 

① 所得税法第198条第２項の規定によるもの 

・ 給与所得者の扶養控除等申告書（所法194） 
・ 従たる給与についての扶養控除等申告書（所法195） 

・ 給与所得者の配偶者特別控除申告書（所法195の２） 

・ 給与所得者の保険料控除申告書（所法196） 
② 所得税法第203条第４項の規定によるもの 

・ 退職所得の受給に関する申告書（所法203） 

③ 所得税法第203条の５第４項の規定によるもの 
・ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（所法203の５） 

(2) 具体的には、源泉徴収義務者は、①給与等の受領者から「電磁的方法の種類」欄に記載する方法による提供を受けるため

の措置及び②電磁的方法による提供を受ける際に、給与等の受領者を特定するため、「電磁的方法により提供する者の氏名

を明らかにするための措置の内容」欄に記載の措置を講ずるとともに、この申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その

承認を受けなければなりません。 

(注) この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認通知又は承認しないことの決定通知がなければ、この申

請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされます。 

(3) この特例について承認を受けていた源泉徴収義務者が、電磁的方法による提供を受けることをやめようとする場合には、

その旨を記載した届出書を税務署長に提出する必要があります。 

◎注意 

１ 源泉徴収義務者が、次に掲げる措置を講じていない場合には、この特例の承認を受けられないことがあるほか、既に受

けている承認を取り消されることがあります。 

① 給与等の受領者が電磁的方法による提供を適正に行うことができるための措置 

② 給与等の受領者が電磁的方法による提供を行う際に、源泉徴収義務者においてその者を特定することができるための

措置 

③ 申告書に記載すべき事項について電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための措置 

２ 給与等の受領者は、電磁的方法による提供を行う場合であっても、申告書に添付すべき証明書類については、書面によ

る提出又は提示が必要です。 

２ 各欄の記載方法 

(1) 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、申請者の名称、住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地及

び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この申請の対象とする事務所等の所在地が申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地と異なると

きは、この申請の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 

（注）この場合「その他参考事項」欄に申請者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地を記載してください。 

(2) 本文には、承認を受けようとする特例の該当条文に、それぞれ「レ」印を付してください。 

(3) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。

(4) 「※」欄は、記載しないでください。 

（追 加） 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名
のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 
20．06 改定                                  （源１４３８） 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 
電磁的方法による提供の取りやめに関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

 
 □ 第 198 条第 2 項（給与等関係） 

所得税法 □ 第 203 条第 4 項（退職手当等関係）   の規定の適用を受けることを取りやめたいので 
□ 第 203 条の 5 第 4 項（公的年金等関係） 
 

この旨届け出ます。 
 

承 認 年 月 日 年  月  日 （承認申請書の提出年月日     年  月  日） 

参 考 事 項  

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 

（注意事項） 
１ この届出書は、源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供について承認を受けて
いる者（所得税法第 198 条第 2 項、第 203 条第 4 項又は第 203 条の 5 第 4 項）が、これらの規定の適用を受
けることをやめようとする場合に使用します。 

２ この届出書を提出した場合には、その提出した日において承認の効力が失われます。 
 

（届出書の書き方） 
１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）又は本店（主たる事務
所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所

在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 
２ 本文には、届出の対象とする特例の該当条文に、それぞれ「レ」印を付してください。 
３ 「承認年月日」欄には、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認通知書」
を受理している場合にはその通知書に記載されている年月日を、それ以外の場合には承認申請書を提出した
日の属する月の翌月末日を記載してください。また、かっこ内には、承認申請書の提出年月日を記載してく
ださい。 

４ 「参考事項」欄には、電磁的方法による提供を受けることをやめようとする理由及び参考となるべき事項
を記載してください。 

５ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

６ 「※」欄は、記載しないでください。 
７ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す

る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 （
規
格
Ａ
４
）

 

19．06改定                                  （源１４３８） 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 
電磁的方法による提供の取りやめに関する届出書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 

税務署長殿 
代 表 者 氏 名 ○印  

 
 □ 第 198 条第 2 項（給与等関係） 

所得税法 □ 第 203 条第 4 項（退職手当等関係）   の規定の適用を受けることを取りやめたいので 
□ 第 203 条の 5 第 4 項（公的年金等関係） 
 

この旨届け出ます。 
 

承 認 年 月 日 年  月  日 （承認申請書の提出年月日     年  月  日） 

参 考 事 項  

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

 

（注意事項） 
１ この届出書は、源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供について承認を受けて
いる者（所得税法第 198 条第 2 項、第 203 条第 4 項又は第 203 条の 5 第 4 項）が、これらの規定の適用を受
けることをやめようとする場合に使用します。 

２ この届出書を提出した場合には、その提出した日において承認の効力が失われます。 
 

（届出書の書き方） 
１ 「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）又は本店（主たる事務
所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 
ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所

在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の所在地を記載してください。 
２ 本文には、届出の対象とする特例の該当条文に、それぞれ「レ」印を付してください。 
３ 「承認年月日」欄には、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認通知書」
を受理している場合にはその通知書に記載されている年月日を、それ以外の場合には承認申請書を提出した
日の属する月の翌月末日を記載してください。また、かっこ内には、承認申請書の提出年月日を記載してく
ださい。 

４ 「参考事項」欄には、電磁的方法による提供を受けることをやめようとする理由及び参考となるべき事項
を記載してください。 

５ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

６ 「※」欄は、記載しないでください。 

（追 加）７ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す

る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき 

事項の電磁的方法による提供の承認通知書 
 

１ 使用目的 

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認通知書｣(源１４３９) は、「源泉徴収

に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」の提出があった場合において、申請者から

早期に承認を受けたい旨の申出が行われたときなどみなし承認によらないで承認する場合に、申請者にその旨を通知

するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚作成し、正本（１枚目）は申請者送付用として、副本（２枚目）は税務署用控えとし

て使用する。 

（追 加） 

 

 

 

（追 加） 

 

（追 加） 

（追 加） 

 

 

主な項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 発送日付を記載する。 

問 い 合 わ せ 番 号 申請者（源泉徴収義務者）の整理番号を記載する。 

  

（追 加）  

  

提 出 年 月 日 
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」の

提出年月日を記載する。 

本 文 
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」に

記載された条文番号に「レ」印を記載する。 
  

（追 加）  

  
２ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 

 

  

 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき 

事項の電磁的方法による提供の承認通知書 
 

１ 使用目的 

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による承認通知書｣(FCB2PAF)（以下、「通知書」という。）

は、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書｣（源 1437）（以下「申請書」

という。）の提出があった場合において、申請者（源泉徴収義務者）から早期に承認を受けたい旨の申出が行われたと

きなど、みなし承認によらないで承認する場合に、申請者にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は申請者送付用として、副本（２枚目）は税務署用控

えとして使用する。 

２ 出力対象 

「電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分コード」欄を「１ 承認」とし､「発送日付｣(承認日）の入力

を行ったものを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（電磁提供)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

電磁提供の承認申請について、承認する旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

電磁提供の承認を行う源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正本（通知

用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「電磁提供決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「電磁提供申請書入力」画面から入力した「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項

の電磁的方法による提供の承認申請書」の提出年月日を印字する。 

本 文 
「電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分コード」欄を「１ 承認」と入力

した条項に「○」印を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 
    
５ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法に 

よる提供の承認申請を承認しないことの決定通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請を承認しないことの決定通

知書｣(FCB2PAG）（以下、「通知書」という。）は、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供

の承認申請書」の提出があり、承認要件が満たされていないため承認しないことを決定する場合に、申請者（源泉徴

収義務者）にその旨を通知するために使用する。 

なお、この通知書は正副２枚出力するので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税

務署用控えとして使用する。 

２ 出力対象 

「電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分コード」欄を「２ 不承認」とし､「発送日付」を入力したも

のを対象として出力する。 

（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（電磁提供)｣とともに自動的に作成される。 

３ 出力時期 

電磁提供の承認申請について、不承認とする旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 

(1) 出力様式 

電磁提供の承認申請を不承認とする源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、

正本（通知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「電磁提供決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

提 出 年 月 日 
「電磁提供申請書入力」画面から入力した「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項

の電磁的方法による提供の承認申請書」の提出年月日を印字する。 

本 文 
「電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分コード」欄を「２ 不承認」と入

力した条項に「○」印を印字する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入する。 

５ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 
源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法に 

よる提供の承認申請を承認しないことの決定通知書 

 

１ 使用目的 

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請を承認しないことの決定通

知書｣(源１４４０）は、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」の提出が

あり、承認要件が満たされていないため承認しないことを決定する場合に、申請者にその旨を通知するために使用す

る。 

なお、この通知書は正副２枚作成し、正本（１枚目）は申請者送付用として、副本（２枚目）は税務署用控えとし

て使用する。 

（追 加） 

 

 

（追 加） 

 

（追 加） 

（追 加） 

 

 

主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 発送日付を記載する。 

問 い 合 わ せ 番 号 申請者（源泉徴収義務者）の整理番号を記載する。 

  
（追 加）  

  

提 出 年 月 日 
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請

書」の提出年月日を記載する。 

本 文 
 「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請

書」に記載された条文番号に「レ」印を記載する。 

教 示 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる申請者

の納税地を管轄する税務署名を記載する。 

また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を記載する。 

  
（追 加）  

  
 
２ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 

電磁的方法による提供の承認の取消通知書 
 

１ 使用目的 
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認の取消通知書｣(FCB2PAH）（以下、「通知
書」という。）は、源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認を受けていた源泉徴収義
務者について、その承認を取り消した場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 
なお、この通知書は正副２枚出力されるので、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は
税務署用控えとして使用する。 
２ 出力対象 
電磁提供の承認を受けている源泉徴収義務者のうち、当該承認を受けるために必要な要件に該当しなくなったため､
｢電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分」欄を「４ 取消」と入力した者を対象として出力する。 
（注）この通知書は、上記入力を行うことにより､｢処理結果リスト（電磁提供)｣及び「取消一覧表（電磁提供)」とと
もに自動的に作成される。 

３ 出力時期 
電磁提供の承認について、その承認を取り消した旨の通知を行う場合に出力する。 

４ 出力要領 
(1) 出力様式 

電磁提供の承認を取り消した源泉徴収義務者ごとに、住所、氏名等を印字して通知書の形式で１件別に、正本（通
知用）と副本（署控用）との２枚出力する。 

(2) 主な出力項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 「電磁提供決裁結果等入力」画面から入力した発送日付を印字する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を印字する。 

（ 連 絡 先 ） 
連絡先がある場合に、その連絡先の住所を副本の「あて名」欄の右欄外に印字する。 

また、連絡先がない場合は､｢連絡先住所はありません」と表示する。 

承 認 年 月 日 
「電磁提供申請書入力」画面から入力した「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項

の電磁的方法による提供の承認申請書」の承認年月日を印字する。 

本 文 
「電磁提供決裁結果等入力」画面から「電磁提供区分コード」欄を「４ 取消」と入力

した条項に「○」印を印字する。 

（ 理 由 ） 

「電磁提供決裁結果等入力」画面から「取消理由」欄に入力した項目に「○」印を印字す

る。 

 なお、「４ その他」を入力した場合には、その取消を行った理由を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を印字する。 

 また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管

轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を印字する。 

補 完 表 示 

あて名の補完が必要な者については、通知書の右下に、正本には「＊」と、また、副本

には「補完有」と表示する。この場合､｢あて名」欄に住所及び氏名を印字しないので、補

完記入を行う。 

（削 除） 
 
５ 送付に当たっての留意事項 
この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第 99号）第 2条第 6項(定
義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書
便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 
６ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等
がその法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者
の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 

電磁的方法による提供の承認の取消通知書 
 

１ 使用目的 
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認の取消通知書｣(源１４４１）は、源泉
徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認を受けていた源泉徴収義務者についてその承認
を取り消した場合に、当該源泉徴収義務者にその旨を通知するために使用する。 
なお、この通知書は正副２枚作成し、正本（１枚目）は源泉徴収義務者送付用として、副本（２枚目）は税務署用
控えとして使用する。 
（追 加） 
 
 
 
 
（追 加） 
 
（追 加） 
（追 加） 
 
 
 主な項目の内容 

項 目 内 容 

通 知 年 月 日 発送日付を記載する。 

問 い 合 わ せ 番 号 源泉徴収義務者の整理番号を記載する。 

  
（追 加）  

  

承 認 年 月 日 電磁的方法による提供について、その承認を受けた日を記載する。 

本 文 電磁的方法による提供について、その承認を受けた条文番号に「レ」印を記載する。 

  
（追 加）  

  

教 示 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる源泉徴

収義務者の納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は      ）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管

轄する国税不服審判所の支部の首席国税審判官名を記載する。 

  

（追 加） 
 
 

 
  

２ 記載要領 

「理由」欄には、電磁的方法による提供の承認について、その取消しを行った理由を記載する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

   

 

年末調整による不足額徴収繰延承認申請書の記載要領等 
 

１ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けられる人は、給与の最終支払月中に支払われる税引手取額

が給与の最終支払月の前月までの税引手取額の平均月割額の７割相当額に満たない人です。 

 

２ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けようとする人は、この申請書を「年末調整による不足額徴

収繰延承認（却下）通知書」と複写により作成の上、最後に給与の支払を受ける日の前日までに、年末

調整を行う給与の支払者を経由して給与の支払者の所轄税務署長に提出してください。 

 

３ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けようとする人については、その年最後の給与に対する所得

税法第185条又は第186条の規定による徴収税額の計算を省略することなく年末調整をしなければなり

ません。 

 

４ 徴収繰延べの承認を受けた人の源泉徴収簿には、その「摘要」欄に税務署長の承認月日、承認番号等

を記載して徴収猶予の事績を明らかにしておいてください。 

 

５ 各欄の記載方法 

(1) 「給与の最終支払月中に支払われる給与」欄には、その年最後の給与の支払をする日の属する月

中に支払われる給与の総額（その年最終の給与の支払をする日の属する月中に普通給与と賞与があ

るときは、その合計額）を記載します。 

(2) 「給与の最終支払月の前月までの税引手取額の平均月割額」欄には、その年１月から給与の最終

支払月の前月までの間に支払われた給与の総額から、当該給与について徴収された税額の総額を控

除した残額を、当該給与の支払月数で除して得た金額を記載します。 

(3) 「年末調整による不足額のうちその年徴収すべき不足額」欄には､｢年末調整による不足額」欄の

金額が「承認額」欄の金額を超えるときに限り記載します。 

(4) 「徴収繰延を受けようとする額とその月別徴収額」欄の「１月｣､「２月」欄に記載する金額は､｢年

末調整による不足額」欄の金額を２分の１して求めますが、年末調整による不足額のうち、その年

徴収された不足額のあった人については、年末調整による不足額のうちその年徴収された不足額を

控除した残額を２分の１して求め、それぞれ「１月｣､「２月」欄に記載します。 

なお、２分の１の計算に当たって生じた端数は、すべて１月に徴収する金額とします。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

６ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に
関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託
者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

年末調整による不足額徴収繰延承認申請書の記載要領等 
 

１ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けられる人は、給与の最終支払月中に支払われる税引手取額

が給与の最終支払月の前月までの税引手取額の平均月割額の７割相当額に満たない人です。 

 

２ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けようとする人は、この申請書を「年末調整による不足額徴

収繰延承認（却下）通知書」と複写により作成の上、最後に給与の支払を受ける日の前日までに、年末

調整を行う給与の支払者を経由して給与の支払者の所轄税務署長に提出してください。 

 

３ 年末調整による不足額の徴収繰延べを受けようとする人については、その年最後の給与に対する所得

税法第185条又は第186条の規定による徴収税額の計算を省略することなく年末調整をしなければなり

ません。 

 

４ 徴収繰延べの承認を受けた人の源泉徴収簿には、その「摘要」欄に税務署長の承認月日、承認番号等

を記載して徴収猶予の事績を明らかにしておいてください。 

 

５ 各欄の記載方法 

(1) 「給与の最終支払月中に支払われる給与」欄には、その年最後の給与の支払をする日の属する月

中に支払われる給与の総額（その年最終の給与の支払をする日の属する月中に普通給与と賞与があ

るときは、その合計額）を記載します。 

(2) 「給与の最終支払月の前月までの税引手取額の平均月割額」欄には、その年１月から給与の最終

支払月の前月までの間に支払われた給与の総額から、当該給与について徴収された税額の総額を控

除した残額を、当該給与の支払月数で除して得た金額を記載します。 

(3) 「年末調整による不足額のうちその年徴収すべき不足額」欄には､｢年末調整による不足額」欄の

金額が「承認額」欄の金額を超えるときに限り記載します。 

(4) 「徴収繰延を受けようとする額とその月別徴収額」欄の「１月｣､「２月」欄に記載する金額は､｢年

末調整による不足額」欄の金額を２分の１して求めますが、年末調整による不足額のうち、その年

徴収された不足額のあった人については、年末調整による不足額のうちその年徴収された不足額を

控除した残額を２分の１して求め、それぞれ「１月｣､「２月」欄に記載します。 

なお、２分の１の計算に当たって生じた端数は、すべて１月に徴収する金額とします。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

（追 加） 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に
関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託
者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

   

 
年 末 調 整 に よ る 不 足 額 徴 収 繰 延 承 認 申 請 書 
年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書 

 

１ 使用目的 

「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書｣(源 1406-1）は、年末調整による不足額の徴収繰延べについて承認又

は却下の決裁を受ける際に使用する。 

また､｢年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書｣(源 1406-2）は、源泉徴収義務者に承認又は却下の内容

を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

(1) 年末調整による不足額徴収繰延承認申請書 

項 目 記 載 要 領 

税 務 署 処 理 欄 

（ 処 理 ） 

決裁を受けた際に以下の項目を記載するとともに、決裁結果に応じて「承認」又は「却

下」を○で囲む。 

① 起案年月日 

② 決裁年月日 

③ 施行年月日 

④ 承認申請を却下した場合の却下理由 

 

(2) 年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書 

項 目 記 載 要 領 

標題及び通知文の

「承認（却下）」の文言 

決裁結果に応じて、承認又は却下の文字を抹消する。 

 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認通知を行う場合は、教示文を送付しない。 

 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加）  

年 末 調 整 に よ る 不 足額徴収繰 延承 認申請書 
年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書 

 

１ 使用目的 

「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書｣(源 1406-1）は、年末調整による不足額の徴収繰延べについて承認又

は却下の決裁を受ける際に使用する。 

また､｢年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書｣(源 1406-2）は、源泉徴収義務者に承認又は却下の内容

を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

(1) 年末調整による不足額徴収繰延承認申請書 

項 目 記 載 要 領 

税 務 署 処 理 欄 

（ 処 理 ） 

決裁を受けた際に以下の項目を記載するとともに、決裁結果に応じて「承認」又は「却

下」を○で囲む。 

① 起案年月日 

② 決裁年月日 

③ 施行年月日 

④ 承認申請を却下した場合の却下理由 

 

(2) 年末調整による不足額徴収繰延承認（却下）通知書 

項 目 記 載 要 領 

標題及び通知文の

「承認（却下）」の文言 

決裁結果に応じて、承認又は却下の文字を抹消する。 

 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認通知を行う場合は、教示文を送付しない。 

 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書を承認申請の却下に使用する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14

年法律第 99号）第 2条第 6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第 2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名又は名称」の欄には、受託者の法人名

又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度 
に 関 す る 承 認 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、２部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書には、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 貴互助会の設立に係る条例 

② 貴互助会の定款又は規約 

③ 貴互助会の決算書（直前事業年度に係るもの） 

④ 貴互助会の予算書（現事業年度に係るもの） 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称」、「所在地」、「代表者氏名」及び「代表者の住所又は居所」の各欄には、申請者（互助

会）の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所若しくは居所をそれぞれ記

載してください。 

(2) 「①」から「③」の各欄には、それぞれに掲げる要件を備えていることの事実を記載してくだ

さい。 

(3) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士

等が署名押印してください。 

(4) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄

には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度 
に 関 す る 承 認 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、２部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書には、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 貴互助会の設立に係る条例 

② 貴互助会の定款又は規約 

③ 貴互助会の決算書（直前事業年度に係るもの） 

④ 貴互助会の予算書（現事業年度に係るもの） 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称」、「所在地」、「代表者氏名」及び「代表者の住所又は居所」の各欄には、申請者（互助

会）の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所若しくは居所をそれぞれ記

載してください。 

(2) 「①」から「③」の各欄には、それぞれに掲げる要件を備えていることの事実を記載してくだ

さい。 

(3) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士

等が署名押印してください。 

(4) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

（追 加）３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄

には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書｣(源 1408) 及び「地方公共団体

の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書｣(源 1409) は、地方公共団体の互助会が行う職員

の相互扶助制度に関する承認申請について、申請者に承認又は却下の通知を行う際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「平成 年 

月 日付でされた」

の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請書の提出年月日を記

載する。 

（却下通知書の）

「（ 理 由 ）」 欄 
承認を受けるために必要な要件を欠くと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認通知を行う場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の承認通知書｣(源 1408) 及び「地方公共団体

の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請の却下通知書｣(源 1409) は、地方公共団体の互助会が行う職員

の相互扶助制度に関する承認申請について、申請者に承認又は却下の通知を行う際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「平成 年 

月 日付でされた」

の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請書の提出年月日を記

載する。 

（却下通知書の）

「（ 理 由 ）」 欄 
承認を受けるために必要な要件を欠くと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認通知を行う場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加）４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書」(源 1410-2)(以下「通知書」という｡)

は、地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認について、申請者に当該承認を取り消した旨を通

知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「平成 年 月 

日以後」の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施行年月日

（通知書の右上の日付）を記載する。 

（ 理 由 ） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

「地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消通知書」(源 1410-2)(以下「通知書」という｡)

は、地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認について、申請者に当該承認を取り消した旨を通

知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「平成 年 月 

日以後」の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施行年月日

（通知書の右上の日付）を記載する。 

（ 理 由 ） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

特定退職金共済団体に関する承認申請書の記載要領等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、３部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書の提出時に、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 退職金共済規程及び退職金共済事業目論見書 

② 民法第34条の規定により設立された法人は、①のほかに定款又は寄附行為 

 なお、民法第34条の規定により設立された法人で退職金共済事業以外の業務を併せて行うものは、

その退職金共済事業以外の業務の説明書及びその法人において退職金共済事業が主たる事業である

ことの説明書 

③ 退職金共済規程が条例に基づいて定められている市町村等は、その条例 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地｣､「代表者氏名」及び「退職金共済事業の責任者氏名」の各欄には、申請者の

名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び退職金共済事業の責任者の氏名をそれぞれ記載し

てください。 

(2) 「申請時において退職金共済事業へ加入することの見込まれる事業者の数及び被共済者となるこ

との見込まれるその従業員の数」欄には、申請書を提出する時において退職金共済事業に加入する

ことの見込まれる事業主の数及び被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数を記載

してください。 

(3) 「承認の取消しを受けたことがある場合には、その取消し通知を受けた年月日」欄は、所得税法

施行令第75条第１項の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後、再びこの申請書

を提出する場合に、その取消し通知を受けた日を記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に

関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託

者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

特定退職金共済団体に関する承認申請書の記載要領等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、３部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書の提出時に、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 退職金共済規程及び退職金共済事業目論見書 

② 民法第34条の規定により設立された法人は、①のほかに定款又は寄付行為 

 なお、民法第34条の規定により設立された法人で退職金共済事業以外の業務を併せて行うものは、

その退職金共済事業以外の業務の説明書及びその法人において退職金共済事業が主たる事業である

ことの説明書 

③ 退職金共済規程が条例に基づいて定められている市町村等は、その条例 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地｣､「代表者氏名」及び「退職金共済事業の責任者氏名」の各欄には、申請者の

名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び退職金共済事業の責任者の氏名をそれぞれ記載し

てください。 

(2) 「申請時において退職金共済事業へ加入することの見込まれる事業者の数及び被共済者となるこ

との見込まれるその従業員の数」欄には、申請書を提出する時において退職金共済事業に加入する

ことの見込まれる事業主の数及び被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数を記載

してください。 

(3) 「承認の取消しを受けたことがある場合には、その取消し通知を受けた年月日」欄は、所得税法

施行令第75条第１項の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後、再びこの申請書

を提出する場合に、その取消し通知を受けた日を記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

（追 加）４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に

関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託

者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

特定退職金共済団体に関する変更承認申請書の記載要領等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、２部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書の提出時に、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 変更後及び変更前の規程（条例に基づいて規程が定められているものについては、当該条例） 

② 民法第34条の規定により設立された法人である場合は、定款又は寄付行為 

なお、民法第 34 条の規定により設立された法人で退職金共済事業以外の業務を併せて行うもの

は、その退職金共済事業以外の業務の説明書及びその法人において退職金共済事業が主たる事業で

あることの説明書 

③ その他参考となる書類 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地｣､「代表者氏名」及び「退職金共済事業の責任者氏名」の各欄には、申請者

の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び退職金共済事業の責任者の氏名をそれぞれ記

載してください。 

(2) 「変更の内訳」欄には、規程の変更の内容を項目別に簡記してください。 

なお、この欄に記載しきれないときは、適宜別紙を使用して記載してください。 

(3) 「上記の変更を行うこととする事情等」欄には、規程を変更する理由その他参考となる事項を

記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士

等が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、

受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

特定退職金共済団体に関する変更承認申請書の記載要領等 

 

１ 提出部数 

この申請書は、２部提出してください。 

 

２ 添付書類 

この申請書の提出時に、次の書類をそれぞれ１部添付してください。 

① 変更後及び変更前の規程（条例に基づいて規程が定められているものについては、当該条例） 

② 民法第34条の規定により設立された法人である場合は、定款又は寄付行為 

なお、民法第 34 条の規定により設立された法人で退職金共済事業以外の業務を併せて行うもの

は、その退職金共済事業以外の業務の説明書及びその法人において退職金共済事業が主たる事業で

あることの説明書 

③ その他参考となる書類 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称｣､「所在地｣､「代表者氏名」及び「退職金共済事業の責任者氏名」の各欄には、申請者

の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び退職金共済事業の責任者の氏名をそれぞれ記

載してください。 

(2) 「変更の内訳」欄には、規程の変更の内容を項目別に簡記してください。 

なお、この欄に記載しきれないときは、適宜別紙を使用して記載してください。 

(3) 「上記の変更を行うこととする事情等」欄には、規程を変更する理由その他参考となる事項を

記載してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士

等が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

（追 加）４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、

受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特定 退職金共済団体 に関する承認・ 変更承認通知 書 
特定退職金共済団体に関する承認・変更承認申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「特定退職金共済団体に関する承認・変更承認通知書｣(源 1413) 及び「特定退職金共済団体に関する承認・変更承

認申請の却下通知書｣(源 1414) は、特定退職金共済団体に関する承認申請又は変更承認申請に対して、申請者に承認

又は却下の旨を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

標題及び本文の「承

認  変更承認」 
その承認の種類に応じて不要な文字を抹消する。 

本 文 の 空 白 欄 その申請者の態様に応じて「貴会｣､「貴会議所」のように記載する。 

本文の「平成 年 

月 日付でされた」

の空白欄 

特定退職金共済団体に関する承認申請書又は特定退職金共済団体に関する変更承認申請

書の提出年月日を記載する。 

（ 理 由 ） 
特定退職金共済団体に関する承認申請又は特定退職金共済団体に関する変更承認申請を

却下した理由を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認・変更承認通知の場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
特 定 退職 金共 済団 体に 関す る 承認・変 更承 認通 知書 
特定退職金共済団体に関する承認・変更承認申請の却下通知書 

 

１ 使用目的 

「特定退職金共済団体に関する承認・変更承認通知書｣(源 1413) 及び「特定退職金共済団体に関する承認・変更承

認申請の却下通知書｣(源 1414) は、特定退職金共済団体に関する承認申請又は変更承認申請に対して、申請者に承認

又は却下の旨を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

標題及び本文の「承

認  変更承認」 
その承認の種類に応じて不要な文字を抹消する。 

本 文 の 空 白 欄 その申請者の態様に応じて「貴会｣､「貴会議所」のように記載する。 

本文の「平成 年 

月 日付でされた」

の空白欄 

特定退職金共済団体に関する承認申請書又は特定退職金共済団体に関する変更承認申請

書の提出年月日を記載する。 

（ 理 由 ） 
特定退職金共済団体に関する承認申請又は特定退職金共済団体に関する変更承認申請を

却下した理由を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

 なお、承認・変更承認通知の場合は、教示文を送付しない。 

３ 送付に当たっての留意事項 

却下通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加）４ 留意事項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

「特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書｣(源 1415-2)(以下「通知書」という｡)は、特定退職金共済団体に

関する承認について、申請者へ承認を取り消した旨を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本 文 の 空 白 欄 団体の態様に応じて「貴会｣､「貴会議所」のように記載する。 

本文の「平成 年 

月 日以後」の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施行年月日

（通知書の右上の日付）を記載する。 

（ 理 由 ） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

「特定退職金共済団体に関する承認の取消通知書｣(源 1415-2)(以下「通知書」という｡)は、特定退職金共済団体に

関する承認について、申請者へ承認を取り消した旨を通知する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本 文 の 空 白 欄 団体の態様に応じて「貴会｣､「貴会議所」のように記載する。 

本文の「平成 年 

月 日以後」の空白欄 

地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認の取消しの施行年月日

（通知書の右上の日付）を記載する。 

（ 理 由 ） 承認を受けるために必要な要件を欠くに至ったと認められる事実を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第 2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加）４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

     税務署長 殿         年  月  日提出 
   〒            ﾌﾘｶﾞﾅ  
住 所             氏 名             ○印  
(居所)             職 業   電話(   )  －    

平成  年分 源泉所得税の徴収猶予・還付申請書（災免用）給与等・公的年金等・報酬等 

１ 被害の状況  あなたが受けた被害の状況を、次の欄に書き入れてください。 
なお、①及び②の損害割合が 50％未満のときは提出できません。 

災害の 
原 因 

被 害 を 

受けた日 
被災財産の所在地 

 
被災直前の価額 

Ａ 

損 害 額 
（Ａ×被害割合） 

Ｂ 

保険金などで補
てんされる金額 

Ｃ 

差引損害額 
（Ｂ－Ｃ） 

Ｄ 

損害割合 
（Ｄ／Ａ） 

Ｅ 
住
宅 

    ％

 ・ ・  
家
財 

    ％

２ 所得の見積額  あなたの今年の所得の見積額を、次の欄に書き入れてください。 
なお、③の金額が 1,000 万円を超えるときは提出できません。 

所得の種類 種 目 所 得 の 生 ず る 場 所 
 

収 入 金 額 
Ａ 

 
必 要 経 費 等 

Ｂ 

事 業 専 従 者 
控 除 額 

Ｃ  
所得金額 

（Ａ－Ｂ－Ｃ） 

   円 円 円 円 

       

       

合   計（租税特別措置法の規定により分離課税となる利子所得及び一定の配当所得などは除きます。）  

３ 徴収猶予期間  あなたが徴収猶予又は還付を受けようとする給与等、公的年金等、報酬等の別及びその支払者の 
又は還付金額等  名称並びに徴収猶予を受けようとする期間又は還付を受けようとする金額を書き入れてください。 

給与等、公的年金等、報酬等の別 給与等、公的年金等、報酬等の支払者の名称 給与等、公的年金等、報酬等の支払者の所在地 

   

   

   

徴収猶予期間 還付を受けようとする額 
円 

（
裏
面
を
参
照
） 

・  ・   から 

・  ・   まで 
※ 還付される税金の受取場所を 
右記に書き入れてください。 

イ 銀行等      銀行           本店･本所 
金庫･組合        出 張 所 

           農協･漁協        支店･支所 
          預金  口座番号            
ロ ゆうちょ銀行の貯金口座 
      貯金口座の記号番号     －          
ハ 郵便局等窓口             

４ 支払者の証明  あなたが給与等又は公的年金等について徴収された税額の還付を受けようとする場合 
          には、次の欄に給与等又は公的年金等の支払者の証明を受けてください。 
給与等又は公的年金等の支払者がこの申請書を受け付けた日 平成   年   月   日 

今年の１月からこの申請書を受け付けた日までの間に、申請者に支払った給与等又は公
的年金等から徴収した税額（内訳は別紙のとおり。） 

円 

上の税額の納付先税務署長 税務署長 

（支払者の証明） 
    上記のとおり相違ありません。               所在地                        
                  給与等又は公的年金等の支払者の 
      平成  年  月  日                名 称                    ○印 

 
※ 税務署処理欄（この欄には書かないでください。） 

署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 管理部門 通 信 日 付 印 確 認 印起
案 ・   ・ 

決
裁 ・   ・ 

      
年   月   日  

区 分 災害直前の価額 損 害 額 補てん金額 差引損害額 損害割合 

住 宅 円 円 円 円 ％ 

調
査
事
項 家 財      

（摘要） 

還 付 承 認 ・ 却 下 (還付税額)        円 処
理
区
分 徴収猶予 承 認 ・ 却 下 

（猶予期間） 
自  ・  ・  
至  ・  ・  

(猶予税額) 

全額・半額 

却
下
事
由 

 

20．06 改正                                         

 索引番号 この欄には 
書かないで 
ください。   

① 

② 

③ 

（
規
格
Ａ
４
） 

     税務署長 殿         年  月  日提出 
   〒            ﾌﾘｶﾞﾅ  
住 所             氏 名             ○印  
(居所)             職 業   電話(   )  －    

平成  年分 源泉所得税の徴収猶予・還付申請書（災免用）給与等・公的年金等・報酬等 

１ 被害の状況  あなたが受けた被害の状況を、次の欄に書き入れてください。 
なお、①及び②の損害割合が 50％未満のときは提出できません。 

災害の 
原 因 

被 害 を 

受けた日 
被災財産の所在地 

 
被災直前の価額 

Ａ 

損 害 額 
（Ａ×被害割合） 

Ｂ 

保険金などで補
てんされる金額 

Ｃ 

差引損害額 
（Ｂ－Ｃ） 

Ｄ 

損害割合 
（Ｄ／Ａ） 

Ｅ 
住
宅 

    ％

 ・ ・  
家
財 

    ％

２ 所得の見積額  あなたの今年の所得の見積額を、次の欄に書き入れてください。 
なお、③の金額が 1,000 万円を超えるときは提出できません。 

所得の種類 種 目 所 得 の 生 ず る 場 所 
 

収 入 金 額 
Ａ 

 
必 要 経 費 等 

Ｂ 

事 業 専 従 者 
控 除 額 

Ｃ  
所得金額 

（Ａ－Ｂ－Ｃ） 

   円 円 円 円 

       

       

合   計（租税特別措置法の規定により分離課税となる利子所得及び一定の配当所得などは除きます。）  

３ 徴収猶予期間  あなたが徴収猶予又は還付を受けようとする給与等、公的年金等、報酬等の別及びその支払者の 
又は還付金額等  名称並びに徴収猶予を受けようとする期間又は還付を受けようとする金額を書き入れてください。 

給与等、公的年金等、報酬等の別 給与等、公的年金等、報酬等の支払者の名称 給与等、公的年金等、報酬等の支払者の所在地 

   

   

   

徴収猶予期間 還付を受けようとする額 
円 

（
裏
面
を
参
照
） 

・  ・   から 

・  ・   まで 
※ 還付される税金の受取場所を 
右記に書き入れてください。 

イ 銀行等      銀行･金庫･組合       本店･本所 
            農協・漁協        支店･支所 
          預金  口座番号            
ロ 日本郵政公社の通常貯金口座 
      通常貯金の記号番号     －          
ハ 郵便局窓口         郵便局 

４ 支払者の証明  あなたが給与等又は公的年金等について徴収された税額の還付を受けようとする場合 
          には、次の欄に給与等又は公的年金等の支払者の証明を受けてください。 
給与等又は公的年金等の支払者がこの申請書を受け付けた日 平成   年   月   日 

今年の１月からこの申請書を受け付けた日までの間に、申請者に支払った給与等又は公
的年金等から徴収した税額（内訳は別紙のとおり。） 

円 

上の税額の納付先税務署長 税務署長 

（支払者の証明） 
    上記のとおり相違ありません。               所在地                        
                  給与等又は公的年金等の支払者の 
      平成  年  月  日                名 称                    ○印 

 
※ 税務署処理欄（この欄には書かないでください。） 

署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 管理部門 通 信 日 付 印 確 認 印起
案 

・   ・ 

決
裁 

・   ・ 

      
年   月   日  

区 分 災害直前の価額 損 害 額 補てん金額 差引損害額 損害割合 

住 宅 円 円 円 円 ％ 

調
査
事
項 家 財      

（摘要） 

還 付 承 認 ・ 却 下 (還付税額)        円 処
理
区
分 徴収猶予 承 認 ・ 却 下 

（猶予期間） 
自  ・  ・  
至  ・  ・  

(猶予税額) 

全額・半額 

却
下
事
由 

 

18．06 改正                                         

 索引番号 この欄には 
書かないで 
ください。   

① 

② 

③ 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

平成  年分年末調整により生じた過納額については                     の事由により

還付することができなくなったので、所得税法施行令第313条第2項の規定により、下記のとおり還付を請求します。 

還付を受けようとする年末調整により生じた過納額 円 

還付金の受領人 
(注)源泉徴収義務者(代理人)が還付を受ける場合には、還付金の受領に便利な場所を次
の欄に記入してください。 

ロ ゆうちょ銀行の貯金口座 

 貯金口座の記号番号     －          
□ 源泉徴収義務者(代理人) 

□ 直 接 本 人 

イ 銀行等 
        銀   行      本店・本所 
        金庫・組合      出 張 所 
        農協・漁協      支店・支所 

      預 金  口座番号          ハ 郵便局等窓口                

残 存 過 納 額 明 細 書 
※  税 務 署 整 理 欄 Ａのうち現在までに 

充当又は還付した額 還付加算金 住    所 氏   名 
年末調整
に よ る 
超過額Ａ 月日 金 額 Ｂ 

差引残存 
過 納 額 
(A-B) Ｃ 

年末調整
を行った
年 月 日 日数 金 額 Ｄ 

還付額合計 
(C＋D) Ｅ 

  円 
･ 

円 円 
･ ･ 

日 円 円

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

合     計 
（     名） 

円  円 円   円 円

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 
署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入力 管理回付 施行日 通信日付印 確認印 起

案 
・ ・ 

決
裁 

・ ・ 
        

年  月  日 
 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄 

（摘要） 

 
20．06 改正                                （源１４２２－１）  

（
規
格
Ａ
４
） 

源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 
 

所 在 地 

〒 
 
 

電話    －    －  
（フリガナ）  

 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

平成  年分年末調整により生じた過納額については                     の事由により

還付することができなくなったので、所得税法施行令第313条第2項の規定により、下記のとおり還付を請求します。 

還付を受けようとする年末調整により生じた過納額 円 

還付金の受領人 
(注)源泉徴収義務者(代理人)が還付を受ける場合には、還付金の受領に便利な場所を次
の欄に記入してください。 

ロ 日本郵政公社の通常貯金口座 

 通常貯金の記号番号     －           
□ 源泉徴収義務者(代理人) 

□ 直 接 本 人 

イ 銀行等 
        銀   行      本店・本所 
        金庫・組合 
        農協・漁協      支店・支所 

      預 金  口座番号          ハ 郵便局窓口           郵便局   

残 存 過 納 額 明 細 書 
※  税 務 署 整 理 欄 Ａのうち現在までに 

充当又は還付した額 還付加算金 住    所 氏   名 
年末調整
に よ る 
超過額Ａ 月日 金 額 Ｂ 

差引残存 
過 納 額 
(A-B) Ｃ 

年末調整
を行った
年 月 日 日数 金 額 Ｄ 

還付額合計 
(C＋D) Ｅ 

  円 
･ 

円 円 
･ ･ 

日 円 円

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

   
･ 

  
･ ･ 

   

合     計 
（     名） 

円  円 円   円 円

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 
署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入力 管理回付 施行日 通信日付印 確認印 起

案 
・ ・ 

決
裁 

・ ・ 
        

年  月  日 
 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄 

（摘要） 

 
18．06 改正                                （源１４２２－１）  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

源 泉 所 得 税 の 誤 納 額 還 付 請 求 書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 

 

所 在 地 

〒 
 

 
電話    －    －  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

源泉所得税の誤納額の還付を下記のとおり請求します。 

還付を受けようとする 
金        額 

円 左記の還付される税額は、下記のところで受けとります。 

イ 銀行等 
            銀   行          本店・本所 
            金庫・組合          出 張 所 
            農協・漁協          支店・支所 

        預 金    口座番号              

ロ ゆうちょ銀行の貯金口座 
 貯金口座の記号番号        －              

誤
納
を
生
じ
た
理
由 

 

ハ 郵便局等窓口               

納付年月日 所得の
種 類 

年月別 区  分 人  員 支給金額 税  額 
納付先税務署 

徴収高計算書に
記載したもの
（Ａ） 

人 円        円 
・ ・ 

正当計算による
もの（Ｂ） 

  
 

誤
納
額
の
計
算
内
容 

  

差引（Ａ－Ｂ）   
 

税務署

摘 
 
 
要 

 

添
付
書
類 

□帳簿書類の写し 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 
署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入 力  

起案 ・  ・ 

決裁 ・  ・ 
      

 

施行 
 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄 管理 

回付 
 

（摘要） 

 
20．06 改正                                  （源１４２３）  

（
規
格
Ａ
４
） 

源 泉 所 得 税 の 誤 納 額 還 付 請 求 書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 

 

所 在 地 

〒 
 

 
電話    －    －  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

源泉所得税の誤納額の還付を下記のとおり請求します。 

還付を受けようとする 
金        額 

円 左記の還付される税額は、下記のところで受けとります。 

イ 銀行等 
            銀   行          本店・本所 
            金庫・組合 
            農協・漁協          支店・支所 

        預 金    口座番号              

ロ 日本郵政公社の通常貯金口座 
 通常貯金の記号番号        －              

誤
納
を
生
じ
た
理
由 

 

ハ 郵便局窓口           郵便局 

納付年月日 所得の
種 類 

年月別 区  分 人  員 支給金額 税  額 
差引誤納額 
（Ａ－Ｂ） 納付先税務署 

徴収高計算書
に記載したも
の 

人 円 Ａ 円 
・ ・ 

誤
納
額
の
計
算
内
容 

  
正当計算によ
るもの 

  
Ｂ 

円 

税務署

摘 
 
 
要 

 

添
付
書
類 

□帳簿書類の写し 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 
署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入 力 通信日付印 確認印 

起案 ・ ・ 

決裁 ・ ・ 
      

年 月 日 
 

施行 
 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄 管理 
回付 

 

（摘要） 

 

18．06 改正                                  （源１４２３） 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

源 泉 所 得 税 の 誤 納 額 充 当 届 出 書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 

 

所 在 地 

〒 
 

 
電話    －    －  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

下記の金額を平成   年   月分の給与所得から徴収して納付すべき税額に充当したいので届け出ます。 

充 当 し よ う と す る 給 与 等 の 誤 納 額 円  

誤
納
を
生
じ
た
理
由 

 

納付年月日 給与の
種 類 

年月別 区  分 人  員 支給金額 税  額 
納付先税務署 

徴収高計算書に
記載したもの
（Ａ） 

人 円        円 
・ ・ 

正当計算による
もの（Ｂ） 

  
 

誤
納
額
の
計
算
内
容 

  

差引（Ａ－Ｂ）   
 

税務署

摘 
 
 
要 

 

添
付
書
類 

□帳簿書類の写し 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入 力  
起案 ・  ・ 

決裁 ・  ・ 
      

 

処理 ・  ・ 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄   

（摘要） 

20．06 改正                                 （源１４２４） 

（
規
格
Ａ
４
） 

源 泉 所 得 税 の 誤 納 額 充 当 届 出 書 

 
※整理番号  

（フリガナ）  

名 称 

 

所 在 地 

〒 
 

 
電話    －    －  

（フリガナ）  

 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 
 
 
 

税務署長殿 代 表 者 氏 名 ○印  

下記の金額を平成   年   月分の給与所得から徴収して納付すべき税額に充当したいので届け出ます。 

充 当 し よ う と す る 給 与 等 の 誤 納 額 円  

誤
納
を
生
じ
た
理
由 

 

納付年月日 給与の
種 類 

年月別 区  分 人  員 支給金額 税  額 
差引誤納額 
（Ａ－Ｂ） 納付先税務署 

徴収高計算書
に記載したも
の 

人 円 Ａ     円 
・ ・ 

誤
納
額
の
計
算
内
容 

  
正当計算によ
るもの 

  
Ｂ 

円 

税務署

摘 
 
 
要 

 

添
付
書
類 

□帳簿書類の写し 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印   

 

署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 入 力  
起案 ・  ・ 

決裁 ・  ・ 
      

 

処理 ・  ・ 

※ 
税 
務 
署 
処 
理 
欄  

 

（摘要） 

 
18．06 改正                                   （源１４２４） 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の 
免除証明書を交付できないことの通知書 

 
１ 使用目的 

「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書を交付できないことの通知書｣(源 1434)は、外国法人又は

非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付要件に該当しないため、免除証明書を交付できない旨を申請者に通知

する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「貴社（殿)｣ 申請者が法人の場合は｢(殿)｣を、個人の場合は「社(  )」を抹消する。 

本文の「空白の箇所」 
申請の種類に応じて「所得税法第180条」、「租税特別措置法施行令第３条の３」又は「所

得税法第 214条」と記載する。 

本文の「平成 年 

月 日付」の空白欄 

外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付（追加）申請書の提出年月

日を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の 
免除証明書を交付できないことの通知書 

 
１ 使用目的 

「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書を交付できないことの通知書｣(源 1434)は、外国法人又は

非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付要件に該当しないため、免除証明書を交付できない旨を申請者に通知

する際に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 記 載 要 領 

本文の「貴社（殿)｣ 申請者が法人の場合は｢(殿)｣を、個人の場合は「社(  )」を抹消する。 

本文の「空白の箇所」 
申請の種類に応じて「所得税法第180条」、「租税特別措置法施行令第３条の３」又は「所

得税法第 214条」と記載する。 

本文の「平成 年 

月 日付」の空白欄 

外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付（追加）申請書の提出年月

日を記載する。 

教 示 

 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記載する。 

 また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

（追 加）３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がその法人

課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、

その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が 

証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等 

 

１ 「名称」､「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」の各欄には、日本における法人税又は所

得税の納税地にある事務所等の名称、所在地及び代表者その他の責任者の氏名をそれぞれ記載してくだ

さい。 

なお、「納税管理人」欄は、届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときに、その納税管理人の氏

名を記載してください。 

２ 「①」欄は、証明書の交付の要件に係る規定、及び交付を受けていた証明書の交付年月日、部数及び

証明書番号をそれぞれの空欄に記載してください。 

３ 「②」欄には、届出者が、所得税法施行令第304条又は同令第330条に掲げる要件に該当しなくなっ

たことの事情の詳細を記載してください。 

４ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署

名押印してください。 

５ 「※」欄は、記載しないでください。 

６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受

託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が 

証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等 

 

１ 「名称」､「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」の各欄には、日本における法人税又は所

得税の納税地にある事務所等の名称、所在地及び代表者その他の責任者の氏名をそれぞれ記載してくだ

さい。 

なお、「納税管理人」欄は、届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときに、その納税管理人の氏

名を記載してください。 

２ 「①」欄は、証明書の交付の要件に係る規定、及び交付を受けていた証明書の交付年月日、部数及び

証明書番号をそれぞれの空欄に記載してください。 

３ 「②」欄には、届出者が、所得税法施行令第304条又は同令第330条に掲げる要件に該当しなくなっ

たことの事情の詳細を記載してください。 

４ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署

名押印してください。 

５ 「※」欄は、記載しないでください。 

（追 加）６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受

託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

第304条 
所得税法施行令     に規定する要件に該当しないこととなり、又は所得税法 

第330条 

第 180 条第１項各号 
に規定する外国法人若しくは非居住者に該当しなくなったこと 

第 214 条第１項各号 

の通知書 
 

１ 使用目的 

第304条                                                            第 180条第１項各号 
「所得税法施行令        に規定する要件に該当しないこととなり、又は所得税法                          に規定する外国 第330条                                                            第 214条第１項各号 
法人若しくは非居住者に該当しなくなったことの通知書」は、外国法人等に対する源泉徴収の免除証明書の交付要

件に該当しないこととなったことなどについて免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者に対し通知す

るために使用する。 

２ 記載要領 

 (1) 不要部分を抹消する。 

 (2) 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の納税地を管轄する税務

署名を記載する。 

   また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所名を記載する。 

３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がそ

の法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人

名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 

 

第304条 
所得税法施行令     に規定する要件に該当しないこととなり、又は所得税法 

第330条 

第 180 条第１項各号 
に規定する外国法人若しくは非居住者に該当しなくなったこと 

第 214 条第１項各号 

の通知書 
 

１ 使用目的 

第304条                                                            第 180条第１項各号 
「所得税法施行令        に規定する要件に該当しないこととなり、又は所得税法                          に規定する外国 第330条                                                            第 214条第１項各号 
法人若しくは非居住者に該当しなくなったことの通知書」は、外国法人等に対する源泉徴収の免除証明書の交付要

件に該当しないこととなったことなどについて免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者に対し通知す

るために使用する。 

２ 記載要領 

 (1) 不要部分を抹消する。 

 (2) 「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の納税地を管轄する税務

署名を記載する。 

   また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を

管轄する国税不服審判所名を記載する。 

（追 加）３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等がその法人

課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「氏名または名称」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は 

非居住者の名称、所在地等の変更届出書の記載要領等 

 

１ 法人税又は所得税の納税地にある事務所等の「名称｣､「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」

の各欄には、日本における法人税又は所得税の納税地にある事務所等の名称、所在地、電話番号及び代

表者その他の責任者の氏名を記載してください。 

２ 国外にある本店又は主たる事務所等の「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、それぞれ

届出者の氏名又は名称、住所並びに国内に居所がある場合はその居所又は本店若しくは主たる事務所の

所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

３ 「①」欄には、名称等の変更のあった年月日とともに、交付を受けていた証明書の交付年月日、部数

及び証明書番号を記載してください。 

４ 「②」欄には、変更のあった事項について、変更前と変更後の内容を該当欄に記載してください。 

５ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署

名押印してください。 

６ 「※」欄は、記載しないでください。 

７ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受

託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は 

非居住者の名称、所在地等の変更届出書の記載要領等 

 

１ 法人税又は所得税の納税地にある事務所等の「名称｣､「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」

の各欄には、日本における法人税又は所得税の納税地にある事務所等の名称、所在地、電話番号及び代

表者その他の責任者の氏名を記載してください。 

２ 国外にある本店又は主たる事務所等の「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、それぞれ

届出者の氏名又は名称、住所並びに国内に居所がある場合はその居所又は本店若しくは主たる事務所の

所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

３ 「①」欄には、名称等の変更のあった年月日とともに、交付を受けていた証明書の交付年月日、部数

及び証明書番号を記載してください。 

４ 「②」欄には、変更のあった事項について、変更前と変更後の内容を該当欄に記載してください。 

５ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署

名押印してください。 

６ 「※」欄は、記載しないでください。 

（追 加）７ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税

に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受

託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )配当に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Dividends

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 配当の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Dividends 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 個 人 の 場 合 

Individual 
国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
Corporation 
or other 
entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の配当につき居住者として課税される
国、納税地（注８） 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Dividends mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
３ 配当の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Dividends 

  名 称 
Full name  

  本 店 の 所 在 地 
Place of head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

  発行済株式のうち議決権のある株式の数(注９) 
Number of voting shares issued (Note 9)  

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける配当で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注10）； 

Details of Dividends received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 10) 

元 本 の 種 類 
Kind of Principal 

銘 柄 又 は 名 称 
Description 

名 義 人 の 氏 名 又 は 名 称 ( 注 1 1 )
Name of Nominee of Principal(Note 11) 

元 本 の 取 得 年 月 日
Date of Acquisition of Principal 

□出資・株式・基金 
 Shares (Stocks) 
□株式投資信託 
 Stock investment trust 

   

元 本 の 数 量 
Quantity of Principal 

左 の う ち 議 決 権 の あ る 株 式 数 
Of which Quantity of Voting Shares 

配 当 の 支 払 期 日
Due Date for Payment 

配 当 の 金 額
Amount of Dividends 

    

 
５ その他参考となるべき事項（注12）； 

Others (Note 12) 
 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 １ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無  

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )配当に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Dividends

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 配当の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Dividends 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 個 人 の 場 合 

Individual 
国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
Corporation 
or other 
entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の配当につき居住者として課税される
国、納税地（注８） 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Dividends mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容  

Details of Business  

 
３ 配当の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Dividends 

  名 称 
Full name  

  本 店 の 所 在 地 
Place of head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

  発行済株式のうち議決権のある株式の数(注９) 
Number of voting shares issued (Note 9)  

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける配当で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注10）； 

Details of Dividends received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 10) 

元 本 の 種 類 
Kind of Principal 

銘 柄 又 は 名 称 
Description 

名 義 人 の 氏 名 又 は 名 称 ( 注 1 1 )
Name of Nominee of Principal(Note 11) 

元 本 の 取 得 年 月 日
Date of Acquisition of Principal 

□出資・株式・基金 
 Shares (Stocks) 
□株式投資信託 
 Stock investment trust 

   

元 本 の 数 量 
Quantity of Principal 

左 の う ち 議 決 権 の あ る 株 式 数 
Of which Quantity of Voting Shares 

配 当 の 支 払 期 日
Due Date for Payment 

配 当 の 金 額
Amount of Dividends 

    

 
５ その他参考となるべき事項（注12）； 

Others (Note 12) 
 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 １ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務署 受 付  

税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )利子に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Interest

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     , para.      

 
２ 利子の支払を受ける者に関する事項；Details of Recipient of Interest 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の利子につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Interest mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of business  

 
３ 利子の支払者に関する事項；Details of Payer of Interest 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)   □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Numb） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける利子で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Interest received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 
○ 元本の種類: □ 公社債 □ 公社債投資信託 □ 預貯金、合同運用信託 □ 貸付金 □ その他
 Kind of principal:  Bonds and debentures  Bond investment trust  Deposits or Joint operation trust  Loans  Others

  債券に係る利子の場合；In case of Interest derived from securities 
債 券 の 銘 柄 

Description of Securities 
名義人の氏名又は名称（注10） 

Name of Nominee of Securities (Note 10) 
債 券の取得年月 

Date of Acquisition of Securities 

   

額 面 金 額 
Face Value of Securities 

債 券 の 数 量 
Quantity of Securities 

利 子の支払期日 
Due Date for Payment 

利 子 の 金 額 
Amount of Interest 

    

 
  債券以外のものに係る利子の場合：In case of other Interest 
支払の基因となった契約の内容 

  Content of Contract under  
  Which Interest is paid 

契約の締結年月日 
Date of Contract 

契 約 期 間 
Period of Contract 

元 本 の 金 額 
Amount of Principal

利子の支払期日 
Due Date for Payment

利 子 の 金 額 
Amount of Interest

      

適用；有、無  

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 ２ 
 FORM  ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )利子に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Interest

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     , para.      

 
２ 利子の支払を受ける者に関する事項；Details of Recipient of Interest 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の利子につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Interest mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of business  

 
３ 利子の支払者に関する事項；Details of Payer of Interest 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)   □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Numb） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける利子で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Interest received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 
○ 元本の種類: □ 公社債 □ 公社債投資信託 □ 預貯金、合同運用信託 □ 貸付金 □ その他
 Kind of principal:  Bonds and debentures  Bond investment trust  Deposits or Joint operation trust  Loans  Others

  債券に係る利子の場合；In case of Interest derived from securities 
債 券 の 銘 柄 

Description of Securities 
名義人の氏名又は名称（注10） 

Name of Nominee of Securities (Note 10) 
債券の取得年月 

Date of Acquisition of Securities 

   

額 面 金 額 
Face Value of Securities 

債 券 の 数 量 
Quantity of Securities 

利子の支払期日 
Due Date for Payment 

利 子 の 金 額 
Amount of Interest 

    

 
  債券以外のものに係る利子の場合：In case of other Interest 
支払の基因となった契約の内容 

  Content of Contract under  
  Which Interest is paid 

契約の締結年月日 
Date of Contract 

契 約 期 間 
Period of Contract 

元 本 の 金 額 
Amount of Principal

利子の支払期日 
Due Date for Payment

利 子 の 金 額 
Amount of Interest

      

適用；有、無  

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 ２ 
 FORM  ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )使用料に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Royalties

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 使用料の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Royalties 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の使用料につき居住者として課税される
国及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Royalties mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
３ 使用料の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Royalties 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける使用料で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Royalties received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 

使 用 料 の 内 容 
Description of Royalties 

契約の締結年月日 
Date of Contract 

契 約 期 間 
Period of Contract 

使用料の計算方法 
 Method of Computation
 for Royalties 

使用料の支払期日 
Due Date for Payment

使 用 料 の 金 額 
Amount of Royalties

      

 
５ その他参考となるべき事項（注10）； 

Others (Note 10) 
 

 
 

適用；有、無  

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税（注11） 
Exemption(Note 11)

 様 式 ３ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

( )使用料に対する所得税の軽減・免除
Relief from Japanese Income Tax on Royalties

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 使用料の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Royalties 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の使用料につき居住者として課税される
国及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Royalties mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
３ 使用料の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Royalties 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける使用料で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Royalties received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 

使 用 料 の 内 容 
Description of Royalties

契約の締結年月日 
Date of Contract

契 約 期 間 
Period of Contract 

使用料の計算方法 
 Method of Computation
 for Royalties 

使用料の支払期日 
Due Date for Payment

使 用 料 の 金 額 
Amount of Royalties

      

 
５ その他参考となるべき事項（注10）； 

Others (Note 10) 
 

 
 

適用；有、無  

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税（注11） 
Exemption(Note 11)

 様 式 ３ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

払 者 受 付  
支     印

務 署 受 付  
税     印



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 租 税 条 約 に 関 す る 申 請 書 
  APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

  

外国預託証券に係る配当に対する所得税の源泉徴収の猶予
Extension of Time for Withholding of Tax on Dividends

with respect to Foreign Depositary Receipt
  

 この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
 

名 称 
Full name  

  
 
外国預託証券の
受託者■■■■ 

 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name 

 
 

  
上 記受託者の 
副受託者■■ 

Custodian to 
above mentioned 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name    

 
配 当の支払者 

 
Payer of 

Dividends 

本店の所在地 
Place of 
head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

  
  申請の対象となる配当の支払に係る基準日 
 
    Base date of payment of dividends for application purposes 

      年     月     日 
    mo.    day      yr. 
 
             .       .         

株 式 の 種 類 
Kind of Shares 

株 式 の 数 量 
Quantity of Shares 

登 録 所 有 者 数 
 Number of Registered
 Holders 

  
 
 
  外国預託証券に係る株式の明細 
 
 
    Description of the underlying shares of Foreign Depositary 

Receipt 

   

  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用がある株式 

 
  Shares yielding dividends to their beneficial owners 

to which the Convention is applicable 

 

  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用がない株式 

 
  Shares yielding dividends to their beneficial owners 

to which the Convention is not applicable 

 

 

の

株

式

の

内

訳 

B
re

ak
d
o
w
n
 o

f S
h
ares o

f (5
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  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用があるかどうかの調査を要する株式 

  Shares requiring investigation as to whether the 
Convention is applicable with respect to dividends 
there from to their beneficial owners 

 

  
  その他参考となるべき事項 
 
    Others 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 様 式 ４ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無 

払者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

 私は、この申請書の「 」の外国預託証券に係る株式の配当につい
て、「 」の調査を行うため、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人
税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第３条第
１項の規定の適用を受けたいので申請するとともに、この申請書の記載
事項が正確かつ完全であることを宣言します。 
 
 
        年    月    日 
Date                                  
     外国預託証券の受託者又は副受託者の署名 
     Signature of the Depositary or its Custodian 

  I hereby apply for the treatment mentioned in (8) above, provided 
in paragraph 1 of Article 3 of the Ministerial Ordinance for the 
Implementation of the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law, the Corporation Tax Law and the Local Tax Law 
for the Enforcement of Income Tax Conventions, with respect to 
Dividends payable on shares represented by the Foreign Depositary 
Receipts, and also hereby declare that the above statement is 
correct and complete to the best of my knowledge and belief. 

租 税 条 約 に 関 す る 申 請 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
外国預託証券に係る配当に対する所得税の源泉徴収の猶予
Extension of Time for Withholding of Tax on Dividends

with respect to Foreign Depositary Receipt
  

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
 

名 称
Full name  

  
 
外国預託証券の
受託者■■■■ 

 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称
Full name 

 
 

  
上 記受 託者の 
副受託 者■■ 

Custodian to 
above mentioned
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称
Full name  

  
 
配 当の 支払者 

 
Payer of 

Dividends 

本店の所在地 
Place of 
head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

  
  申請の対象となる配当の支払に係る基準日 
 
    Base date of payment of dividends for application purposes 

      年     月     日 
    mo.    day      yr. 
 
             .       .         

株 式 の 種 類 
Kind of Shares 

株 式 の 数 量 
Quantity of Shares 

登 録 所 有 者 数 
 Number of Registered
 Holders 

  
 
 
  外国預託証券に係る株式の明細 
 
 
    Description of the underlying shares of Foreign Depositary 

Receipt 

   

  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用がある株式 

 
  Shares yielding dividends to their beneficial owners 

to which the Convention is applicable 

 

  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用がない株式 

 
  Shares yielding dividends to their beneficial owners 

to which the Convention is not applicable 

 

 

の

株

式

の

内

訳 

B
re

ak
d
o
w

n
 o

f S
h
are

s o
f (5

) 

  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税
条約の規定の適用があるかどうかの調査を要する株式 

  Shares requiring investigation as to whether the 
Convention is applicable with respect to dividends 
there from to their beneficial owners 

 

  
  その他参考となるべき事項 
 
    Others 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 様 式 ４ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印

務 署 受 付  
税     印

 私は、この申請書の「 」の外国預託証券に係る株式の配当につい
て、「 」の調査を行うため、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人
税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第３条第
１項の規定の適用を受けたいので申請するとともに、この申請書の記載
事項が正確かつ完全であることを宣言します。 
 
 
        年    月    日 
Date                                  
     外国預託証券の受託者又は副受託者の署名 
     Signature of the Depositary or its Custodian 

  I hereby apply for the treatment mentioned in (8) above, provided 
in paragraph 1 of Article 3 of the Ministerial Ordinance for the 
Implementation of the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law, the Corporation Tax Law and the Local Tax Law 
for the Enforcement of Income Tax Conventions, with respect to 
Dividends payable on shares represented by the Foreign Depositary 
Receipts, and also hereby declare that the above statement is 
correct and complete to the best of my knowledge and belief. 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
外国預託証券に係る配当に対する所得税の軽減・免除

Relief from Japanese Income Tax on Dividends
with respect to Foreign Depositary Receipt   

   

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
 

名 称 
Full name  

  
 
外国預託証券の
受託者■■■■ 

 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name 

 
 

  
上 記受託者の 
副受託者■■ 

Custodian to 
above mentioned 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name  

  
 
配 当の支払者 

 
Payer of 

Dividends 

本店の所在地 
Place of 
head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

  
  届出の対象となる配当の支払に係る基準日 
 
    Base date of payment of dividends for application purposes 

      年     月     日 
    mo.    day      yr.     . 
 
             .       .           

  届出の対象となる配当に係る租税条約に関する申請書（様式４）の提出年月日 
    Date of submission of FORM 4 with respect to Dividends mentioned in 
    column   

 

株 式 の 種 類 
Kind of Shares 

株 式 の 数 量 
Quantity of Shares 

登 録 所 有 者 数 
 Number of Registered
 Holders 

  
 
  「 」の申請書の「 」欄に記載した「外国預託証券の真実の

所有者が受ける配当につき租税条約の規定の適用があるかどう
かの調査を要する株式」の明細 

 
    Shares of   of FORM 4 (shares requiring investigation as 

to whether Convention is applicable with respect to 
dividends there from to their beneficial owners) 

   

  
  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税

条約の規定の適用がある株式（裏面の２参照） 
 
    Shares yielding dividends to their beneficial  

owners to which the Convention is applicable 

  

 

の
株
式
に
つ
い
て
の
調
査
結
果 

 
 
F
in

d
in
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f in

ve
stigatio

n
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f
 
 
F
O

R
M

 4  

  
  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税

条約の規定の適用がない株式 
 
    Shares yielding dividends to their beneficial  

owners to which the Convention is not applicable 

 

  
  その他参考となるべき事項 
 
    Others 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 様 式 ５ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無 

払者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

 私は、さきに「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税
法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第３条第１項の規定の適
用を申請した外国預託証券に係る株式の配当について、同条の第２項及
び第３項の規定により上記のとおり届け出るとともに、この届出書の記
載事項が正確かつ完全であることを宣言します。 
 
 
 
        年    月    日 
Date                                  
     外国預託証券の受託者又は副受託者の署名 
     Signature of the Depositary or its Custodian 

  I hereby submit this application form in accordance with 
paragraphs 2 and 3 of Article 3 of the Ministerial Ordinance for the 
Implementation of the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law, the Corporation Tax Law and the Local Tax Law 
for the Enforcement of Income Tax Conventions, with respect to 
Dividends mentioned in (6) above as to which I have submitted the 
FORM 4 according to paragraph 1 of the said Article, and also 
hereby declare that the above statement is Date correct and 
complete to the best of my knowledge and belief. 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
外国預託証券に係る配当に対する所得税の軽減・免除

Relief from Japanese Income Tax on Dividends
with respect to Foreign Depositary Receipt   

   

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
 

名 称 
Full name  

  
 
外国預託証券の
受託者■■■■ 

 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name 

 
 

  
上記受託者の 
副受託者■■ 

Custodian to 
above mentioned 
Depositary 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Full name  

  
 
配当の支払者 

 
Payer of 

Dividends 

本店の所在地 
Place of 
head office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

  
  届出の対象となる配当の支払に係る基準日 
 
    Base date of payment of dividends for application purposes 

      年     月     日 
    mo.    day      yr.     . 
 
             .       .           

  届出の対象となる配当に係る租税条約に関する申請書（様式４）の提出年月日 
    Date of submission of FORM 4 with respect to Dividends mentioned in 
    column   

 

株 式 の 種 類 
Kind of Shares 

株 式 の 数 量 
Quantity of Shares 

登 録 所 有 者 数 
 Number of Registered
 Holders 

  
 
  「 」の申請書の「 」欄に記載した「外国預託証券の真実の

所有者が受ける配当につき租税条約の規定の適用があるかどう
かの調査を要する株式」の明細 

 
    Shares of   of FORM 4 (shares requiring investigation as 

to whether Convention is applicable with respect to 
dividends there from to their beneficial owners) 

   

  
  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税

条約の規定の適用がある株式（裏面の２参照） 
 
    Shares yielding dividends to their beneficial  

owners to which the Convention is applicable 

  

 

の
株
式
に
つ
い
て
の
調
査
結
果 
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  外国預託証券の真実の所有者が受ける配当につき租税

条約の規定の適用がない株式 
 
    Shares yielding dividends to their beneficial  

owners to which the Convention is not applicable 

 

  
  その他参考となるべき事項 
 
    Others 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 様 式 ５
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無 

払者 受 付  
支     印  

務署 受 付  
税     印  

 私は、さきに「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税
法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第３条第１項の規定の適
用を申請した外国預託証券に係る株式の配当について、同条の第２項及
び第３項の規定により上記のとおり届け出るとともに、この届出書の記
載事項が正確かつ完全であることを宣言します。 
 
 
 
        年    月    日 
Date                                  
     外国預託証券の受託者又は副受託者の署名 
     Signature of the Depositary or its Custodian 

  I hereby submit this application form in accordance with 
paragraphs 2 and 3 of Article 3 of the Ministerial Ordinance for the 
Implementation of the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law, the Corporation Tax Law and the Local Tax Law 
for the Enforcement of Income Tax Conventions, with respect to 
Dividends mentioned in (6) above as to which I have submitted the 
FORM 4 according to paragraph 1 of the said Article, and also 
hereby declare that the above statement is Date correct and 
complete to the best of my knowledge and belief. 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

人的役務提供事業の対価に対する所得税の免除
Relief from Japanese Income Tax on Remuneration
Derived from Rendering Personal Services           

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 対価の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 
 

Domicile 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日 本 国 内 に お け る 居 所 
 

Residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 
 

Individual 
（国 籍 Nationality） 

 
 

（在留期間 Authorized Period of Stay）   （在留資格 Status of Residence） 
 
 

本店又は主たる事務所の所在地 
 

Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内で人的役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal 
service 

 

下記「４」の対価につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration mentioned in 4 below and the 
place where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
３ 対価の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan  
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける人的役務提供事業の対価で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Remuneration received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 
提 供 す る 役 務 の 概 要 
Description of Services 
rendered 

役 務 提 供 期 間 
Period of Services 
rendered 

対 価 の 支 払 期 日 
 

Due Date for Payment 

対 価 の 支 払 方 法 
 

Method of Payment 

対 価 の 金 額 
 

Amount of Remuneration

     

 様 式 ６ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

人的役務提供事業の対価に対する所得税の免除
Relief from Japanese Income Tax on Remuneration
Derived from Rendering Personal Services           

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 対価の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 
 

Domicile 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日 本 国 内 に お け る 居 所 
 

Residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 
 

Individual 
（国 籍 Nationality） 

 
 

（在留期間 Authorized Period of Stay）   （在留資格 Status of Residence） 
 
 

本店又は主たる事務所の所在地 
 

Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内で人的役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal 
service 

 

下記「４」の対価につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration mentioned in 4 below and the 
place where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
３ 対価の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan  
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”, explain: 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける人的役務提供事業の対価で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注９）； 

Details of Remuneration received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 9) 
提 供 す る 役 務 の 概 要
Description of Services 
rendered 

役 務 提 供 期 間
Period of Services 
rendered 

対 価 の 支 払 期 日 
 

Due Date for Payment 

対 価 の 支 払 方 法 
 

Method of Payment 

対 価 の 金 額 
 

Amount of Remuneration

     

 様 式 ６ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除
Relief from Japanese Income Tax on Income Earned by(Professionals,)
(Entertainers, Sportsmen, or Temporary Visitors                           ) 

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 報酬・給与の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Salary or Remuneration 

氏 名 
Full name  

住 所 
 

Domicile 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日 本 国 内 に お け る 居 所 
 

Residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

（国 籍 Nationality）  （入国年月日 Date of Entry）  （在留期間 Authorized Period of Stay）  （在留資格 Status of Residence） 
 
 
下記「４」の報酬・給与につき居住者として課税さ
れる国及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Salary or Remuneration mentioned in 4 below 
and the place where he is to pay tax (Note6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

自由職業者、芸能人又は運動家の場合
（ 短 期 滞 在 者 に 該 当 す る 者 を 除
く。）：日本国内の恒久的施設又は固
定的施設の状況 
In case of Professionals, Entertainers 
or Sportsmen (other than Temporary 
Visitors) : Permanent establishment 
or fixed base in Japan 

□有(Yes)  ,  □無(No) 
If “Yes”,explain: 

事業の内容 
Details of 
Business 

 

短期滞在者の場合：以前に日本国に滞在したことの
有無及び在留したことのある場合にはその入出国年
月日等 
In case of Temporary Visitors: Particulars on 
previous stay 
□有(Yes)  ,  □無(No) If “Yes”,explain: 

 （以前の入国年月日）     （以前の出国年月日）     （以前の在留資格） 
Date of Previous Entry     Date of Previous Departure   Previous Status Residence
 
 
 
 

 
３ 報酬・給与の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Salary or Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設又は
固定的施設の状況 
Permanent establishment 
or fixed base in Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける報酬・給与で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注７）； 

Details of Salary or Remuneration received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 7) 
提供する役務の概要 
Description of 
Services performed 

役 務 提 供 期 間 
Period of Services 
performed 

報酬・給与の支払期日 
 
Due Date for Payment 

報酬・給与の支払方法 
Method of Payment of 
Salary, etc. 

報酬・給与の金額及び月額・年額の区分
Amount of Salary, etc. 

(per month, year) 

     

 
５ 上記「３」の支払者以外の者から日本国内における勤務又は人的役務の提供に関して支払を受ける報酬・給与に関する事項（注８）； 

Others Salaries or Remuneration paid by Persons other than 3 above for Personal Services performed in Japan (Note 8) 
 

 様 式 ７ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除
Relief from Japanese Income Tax on Income Earned by(Professionals,)
(Entertainers, Sportsmen, or Temporary Visitors                           ) 

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 報酬・給与の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Salary or Remuneration 

氏 名 
Full name  

住 所 
 

Domicile 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日 本 国 内 に お け る 居 所 
 

Residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

（国 籍 Nationality）  （入国年月日 Date of Entry）  （在留期間 Authorized Period of Stay）  （在留資格 Status of Residence） 
 
 
下記「４」の報酬・給与につき居住者として課税さ
れる国及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Salary or Remuneration mentioned in 4 below 
and the place where he is to pay tax (Note6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

自由職業者、芸能人又は運動家の場合
（ 短 期 滞 在 者 に 該 当 す る 者 を 除
く。）：日本国内の恒久的施設又は固
定的施設の状況 
In case of Professionals, Entertainers 
or Sportsmen (other than Temporary 
Visitors) : Permanent establishment 
or fixed base in Japan 

□有(Yes)  ,  □無(No) 
If “Yes”,explain: 

事業の内容 
Details of 
Business 

 

短期滞在者の場合：以前に日本国に滞在したことの
有無及び在留したことのある場合にはその入出国年
月日等 
In case of Temporary Visitors: Particulars on 
previous stay 
□有(Yes)  ,  □無(No) If “Yes”,explain: 

 （以前の入国年月日）     （以前の出国年月日）     （以前の在留資格） 
Date of Previous Entry     Date of Previous Departure   Previous Status Residence
 
 
 
 

 
３ 報酬・給与の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Salary or Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設又は
固定的施設の状況 
Permanent establishment 
or fixed base in Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける報酬・給与で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項（注７）； 

Details of Salary or Remuneration received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note 7) 
提供する役務の概要 
Description of 
Services performed 

役 務 提 供 期 間 
Period of Services 
performed 

報酬・給与の支払期日 
 
Due Date for Payment 

報酬・給与の支払方法 
Method of Payment of 
Salary, etc. 

報酬・給与の金額及び月額・年額の区分
Amount of Salary, etc. 

(per month, year) 

     

 
５ 上記「３」の支払者以外の者から日本国内における勤務又は人的役務の提供に関して支払を受ける報酬・給与に関する事項（注８）； 

Others Salaries or Remuneration paid by Persons other than 3 above for Personal Services performed in Japan (Note 8) 
 

 様 式 ７ 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等
に対する所得税の免除                      
(Relief from Japanese Income Tax on Remuneration, Grants, etc.,)
(Received by Professors, Students, or Business Apprentices       )

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

  
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 報酬・交付金等の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Remuneration, etc. 

氏 名 
Full name  

日 本 国 内 に お け る 住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

入 国 前 の 住 所 
 

Domicile before entry into Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

（年齢 Age） （国籍 Nationality） （入国年月日 Date of Entry） （在留期間Authorized Period of Stay）  （在留資格Status of Residence） 
 
 

下記「４」の報酬・交付金等につき居住者として課
税される国及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration, etc., mentioned in 4 below and 
the place where he is to pay tax (Note 6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
 

Name 
 

日本国において教育若しくは研
究を行い又は在学し若しくは訓
練を受ける学校、事業所等 
School or place of business in 
Japan where the Recipient 
teaches, studies or is trained 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
３ 報酬・交付金等の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration, etc. 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 
名 称 

 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設又は
固定的施設の状況 
Permanent establishment 
or fixed base in Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける報酬・交付金等で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Remuneration, etc., received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable 
所 得 の 種 類 

 
Kind of Income 

契 約 期 間 
 

Period of Contract 

報酬･交付金等の支払期日 
 

Due Date for Payment 

報酬･交付金等の支払方法 
Method of Payment of 
Remunerations, etc. 

報酬・交付金等の金額及び月額･年額の区分
Amount of Remunerations, etc. 

(per month, year). 

     

報酬・交付金等の支払を受ける者の資格及び提供する役務の内容 
 

Status of Recipient of Remuneration, etc., and the 
Description of Services rendered 

 

 
５ 上記「３」の支払者以外の者から日本国内における勤務又は人的役務の提供に関して支払を受ける報酬・給料に関する事項（注７）； 

Other Remuneration, etc., paid by Persons other than 3 above for Personal Services, etc., performed in Japan (Note 7) 
 

 様 式 ８ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等
に対する所得税の免除                      
(Relief from Japanese Income Tax on Remuneration, Grants, etc.,)
(Received by Professors, Students, or Business Apprentices       )

  

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

  
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 報酬・交付金等の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Remuneration, etc. 

氏 名 
Full name  

日 本 国 内 に お け る 住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence in Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

入 国 前 の 住 所 
 

Domicile before entry into Japan 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

（年齢 Age） （国籍 Nationality） （入国年月日 Date of Entry） （在留期間Authorized Period of Stay）  （在留資格Status of Residence） 
 
 

下記「４」の報酬・交付金等につき居住者として課
税される国及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration, etc., mentioned in 4 below and 
the place where he is to pay tax (Note 6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
 

Name 
 

日本国において教育若しくは研
究を行い又は在学し若しくは訓
練を受ける学校、事業所等 
School or place of business in 
Japan where the Recipient 
teaches, studies or is trained 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
３ 報酬・交付金等の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration, etc. 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 
名 称 

 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設又は
固定的施設の状況 
Permanent establishment 
or fixed base in Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける報酬・交付金等で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Remuneration, etc., received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable 
所 得 の 種 類

 
Kind of Income 

契 約 期 間 
 

Period of Contract 

報酬･交付金等の支払期日 
 

Due Date for Payment 

報酬･交付金等の支払方法 
Method of Payment of 
Remunerations, etc. 

報酬・交付金等の金額及び月額･年額の区分
Amount of Remunerations, etc. 

(per month, year). 

     

報酬・交付金等の支払を受ける者の資格及び提供する役務の内容
 

Status of Recipient of Remuneration, etc., and the 
Description of Services rendered 

 

 
５ 上記「３」の支払者以外の者から日本国内における勤務又は人的役務の提供に関して支払を受ける報酬・給料に関する事項（注７）； 

Other Remuneration, etc., paid by Persons other than 3 above for Personal Services, etc., performed in Japan (Note 7) 
 

 様 式 ８ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無 

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
退職年金・保険年金等に対する所得税の免除

Relief from Japanese Income Tax
(on Pensions, Annuities, etc.      )

  

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 年金等の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Pensions, etc. 

氏 名 
Full name 

（国籍 Nationality） 
 

住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の年金等につき居住者として課税される
国及び納税地(注５) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Pensions, etc., mentioned in 4 below and the 
place where he is to pay tax (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

 
３ 年金等の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Pensions, etc. 

名 称 
Full name  

本 店 （ 主 た る 事 務 所 ） の 所 在 地 
 

Place of head office (main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment 
in Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける年金等で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Pensions, etc., received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable 

年 金 等 の 種 類 
Kind of Pensions, etc. 

支 払 回 数 
Frequency of Payments 

支 払 期 日 
Due Date for Payment 

支 払 方 法 
Method of Payment 

１ 回 の 支 払 金 額 
Amount of Each Payment

     

名 称 
Full name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Name  

退職年金の場合：年金等の
支払の基因となった日本国
内における過去の勤務に係
る雇用者 
 
In case of Pensions: 
Description of the 
employer for whom the 
past services in Japan 
giving rise to the 
Pension, was rendered 

日 本 国 内 の 
恒 久 的 施 設 
Permanent 
establishment 
in Japan 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

保険年金の場合：年金の
支払の基因となった契約
の内容 
In case of Annuities: 
Particulars of contract 
under which the 
Annuities are paid 

（契約の締結年月日 Date of Contract） （契約金額 Amount contracted） （契約期間 Period of Contract） 
 
 
 
 
 
 

 
５ その他参考となるべき事項（注６）； 

Others (Note 6) 
 

 様 式 ９ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
退職年金・保険年金等に対する所得税の免除

Relief from Japanese Income Tax
(on Pensions, Annuities, etc.      )

  

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 年金等の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Pensions, etc. 

氏 名 
Full name 

（国籍 Nationality） 
 

住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の年金等につき居住者として課税される
国及び納税地(注５) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Pensions, etc., mentioned in 4 below and the 
place where he is to pay tax (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

 
３ 年金等の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Pensions, etc. 

名 称 
Full name  

本 店 （ 主 た る 事 務 所 ） の 所 在 地 
 

Place of head office (main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment 
in Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
４ 上記「３」の支払者から支払を受ける年金等で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Pensions, etc., received from the Payer to which the Convention mentioned in 1 above is applicable 

年 金 等 の 種 類
Kind of Pensions, etc. 

支 払 回 数 
Frequency of Payments 

支 払 期 日 
Due Date for Payment 

支 払 方 法 
Method of Payment 

１ 回 の 支 払 金 額 
Amount of Each Payment

     

名 称 
Full name  

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

名 称 
Name  

退職年金の場合：年金等の
支払の基因となった日本国
内における過去の勤務に係
る雇用者 
 
In case of Pensions: 
Description of the 
employer for whom the 
past services in Japan 
giving rise to the 
Pension, was rendered 

日 本 国 内 の 
恒 久 的 施 設 
Permanent 
establishment 
in Japan 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

保険年金の場合：年金の
支払の基因となった契約
の内容 
In case of Annuities: 
Particulars of contract 
under which the 
Annuities are paid 

（契約の締結年月日 Date of Contract） （契約金額 Amount contracted） （契約期間 Period of Contract） 
 
 
 
 
 
 

 
５ その他参考となるべき事項（注６）； 

Others (Note 6) 
 

 様 式 ９ 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
所得税法第161条第３号から第７号まで、第９号、第11号
又は第12号に掲げる所得に対する所得税の免除     

Relief from Japanese Income Tax on Not Expressly
Mentioned in the Income Tax Convention      

 

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
1  適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
2  所得の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Income 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 
 
 

Individual 
国 籍 

Nationality 
 

本店又は主たる事務所の所在地 
 

Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の所得につき居住者として課税される国
及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Income mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name 

 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
3  所得の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Income 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
4  上記「３」の支払者から支払を受ける所得で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Income received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 
所 得 の 種 類 
Kind of Income 

支払の基因となった契約等の概要 
Description of contract 

契約の締結年月日 
Date of Contract 

所 得 の 支 払 期 日 
Due Date for Payment

所得の支払方法 
Method of Payment

支 払 金 額 
Amount of Payment

      

 
5  その他参考となるべき事項（注７）； 

Others (Note 7) 
 

 

 様 式 10 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only
  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
所得税法第161条第３号から第７号まで、第９号、第11号
又は第12号に掲げる所得に対する所得税の免除     

Relief from Japanese Income Tax on Not Expressly
Mentioned in the Income Tax Convention      

 

この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
See instructions on the reverse side. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
1  適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
2  所得の支払を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Income 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
 

Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 
 
 

Individual 
国 籍 

Nationality 
 

本店又は主たる事務所の所在地 
 

Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

下記「４」の所得につき居住者として課税される国
及び納税地(注６) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Income mentioned in 4 below and the place 
where he is to pay tax (Note 6) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

名 称 
Name 

 

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 事 業 の 内 容 

Details of Business  

 
3  所得の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Income 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main
office） 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

名 称 
Name 

（事業の内容 Details of Business） 
 

日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
 If “Yes”,explain:

所 在 地 
 

Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
4  上記「３」の支払者から支払を受ける所得で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項； 

Details of Income received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 
所 得 の 種 類 
Kind of Income 

支払の基因となった契約等の概要 
Description of contract 

契約の締結年月日 
Date of Contract 

所 得 の 支 払 期 日 
Due Date for Payment

所得の支払方法 
Method of Payment

支 払 金 額 
Amount of Payment

      

 
5  その他参考となるべき事項（注７）； 

Others (Note 7) 
 

 

 様 式 10 
 FORM ( )税 務 署 整 理 欄

For official use only
  

適用；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 
（割引債及び芸能人等の役務提供事業の対価に係るものを除く。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
1  還付の請求をする者（所得の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund（Recipient of Income） 

氏 名 又 は 名 称(注５) 
Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

（電話番号 Telephone Number） 

 
2  還付請求金額に関する事項； 

Details of Refund 
  還付を請求する還付金の種類；（該当する下記の条項の□欄に 印を付してください（注６）｡） 

Kind of Refund claimed; （Check applicable block below（Note 6）.） 
 
 
 に掲げる還付金 

...................... Refund in accordance with 
 the relevant subparagraph 
 
 

 
  還付を請求する金額； 

Amount of Refund claimed  
 
 
  還付金の受領場所に関する希望；（該当する下記の□欄に 印を付してください。） 

Choice of place of receipt of the Refund； （Check applicable block below.） 
□日本国内で受領する。 ...................これに 印を付した場合は、次の欄にその受領を希望する場所を記入してください。 

Receive in Japan ..........................In this case, fill out the following blanks for the place of receipt of refund. 
A 預金口座に振込みを希望する場合 

If the Recipient prefers receiving via bank transfer 
 銀行 店 預金種類及び口座番号 口座名義人 
                              Bank                       Branch                 Account and Number              Name 

B 日本郵政公社の郵便貯金口座に振込みを希望する場合 
If the Recipient prefers receiving via ordinary Deposit transfer at the Japan Post 
 通 常 貯 金 の 記 号 番 号 口座名義人 
                           Account Number of ordinary Deposit                           Name 

C 郵便局窓口での受取りを希望する場合                    郵  便  局 
If the Recipient prefers receiving at the post office                         Post Office 

□日本国外で受領する。 ...................これに 印を付した場合は、還付を受ける者又はその代理人に直接送金します。 
Receive outside Japan ..................In this case, the refund will be made directly to the Recipient or his Agent. 

 
3  還付を請求する税額の源泉徴収をした所得の支払者に関する事項； 

Details of Payer who withheld the Income Tax to be refunded 
氏 名 又 は 名 称 

Full name 
 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

（電話番号 Telephone Number） 

 
4  所得の支払者の証明事項； 

Items to be certified by the Payer 

  所 得 の 種 類 
 

Kind of Income 
 
 

  所得の支払期日 
 

Due Date for  
Payment 
 

  所得の支払金額 
 

Amount paid 
 
 

  の支払金額から
源泉徴収した税額 

 
Withholding Tax 
on   
 

  の税額の納付年
月日 

 
Date of Payment 
of   
 

 租税条約を適用し
た場合に源泉徴収
すべき税額 

Tax Amount to be
withheld under Tax 
Convention 

 還付を受けるべき
金額 
 

Amount to be 
refunded 
( － ) 

  
円 

yen
円 

yen  
円 

yen
円 

yen

       

       

       

上記の所得の支払金額につき、上記のとおり所得税を徴収し、納付したことを証明します。 
I hereby certify that the tax has been withheld and paid as shown above. 
 
       年    月    日   所得の支払者 
Date                                      Signature of Payer of Income                                                       印 

通 信
日付印 ・ ・ 

確認印  

還付金；有、無 

□第 1号（Subparagraph 1）

□第 3号（Subparagraph 3）

□第 7号（Subparagraph 7）

租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法
の特例等に関する法律の施行に関する省令第15条第１項
Ministerial Ordinance of the Implementation of 
the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law , the Corporation Tax Law and the
Local Tax Law for the Enforcement of Income Tax 
Conventions, paragraph 1 of Article15 

円 
￥ 

( )税 務 署 整 理 欄
For official use only   

 様 式 11 
 FORM 

払者 受 付  
支     印  

務署 受 付  
税     印  

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE OVERPAID WITHHOLDING TAX
OTHER THAN REDEMPTION OF SECURITIES AND REMUNERATION DERIVED
FROM RENDERING PERSONAL SERVICES EXERCISED BY AN ENTERTAINER
OR A SPORTSMAN IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION
この還付請求書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 

See instructions on the reverse side. 

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 
（割引債及び芸能人等の役務提供事業の対価に係るものを除く。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
1  還付の請求をする者（所得の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund（Recipient of Income） 

氏 名 又 は 名 称(注５) 
Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

（電話番号 Telephone Number） 

 
2  還付請求金額に関する事項； 

Details of Refund 
  還付を請求する還付金の種類；（該当する下記の条項の□欄に 印を付してください（注６）｡） 

Kind of Refund claimed; （Check applicable block below（Note 6）.） 
 
 
 に掲げる還付金 

.....................  Refund in accordance with 
 the relevant subparagraph 
 
 

 
  還付を請求する金額； 

Amount of Refund claimed  
 
 

  還付金の受領場所に関する希望；（該当する下記の□欄に 印を付してください。） 
Choice of place of receipt of the Refund； （Check applicable block below.） 
□日本国内で受領する。...................これに 印を付した場合は、次の欄にその受領を希望する場所を記入してください。 

Receive in Japan.......................... In this case, fill out the following blanks for the place of receipt of refund. 
A 預金口座に振込みを希望する場合 

If the Recipient prefers receiving via bank transfer 
 銀行 店 預金種類及び口座番号 口座名義人 
                              Bank                       Branch                 Account and Number              Name 

B ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 
If the Recipient prefers receiving via ordinary Deposit transfer at the Japan Post Bank  
 貯 金 口 座 の 記 号 番 号 口座名義人 
                           Account Number of ordinary Deposit                           Name 

C 郵便局等の窓口受取りを希望する場合                     
If the Recipient prefers receiving at the Japan Post Bank or the post office                          

□日本国外で受領する。...................これに 印を付した場合は、還付を受ける者又はその代理人に直接送金します。 
Receive outside Japan.................. In this case, the refund will be made directly to the Recipient or his Agent. 

 
3  還付を請求する税額の源泉徴収をした所得の支払者に関する事項； 

Details of Payer who withheld the Income Tax to be refunded 
氏 名 又 は 名 称 

Full name 
 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

（電話番号 Telephone Number） 

 
4  所得の支払者の証明事項； 

Items to be certified by the Payer 

  所 得 の 種 類 
 

Kind of Income 
 
 

  所得の支払期日 
 

Due Date for  
Payment 
 

  所得の支払金額 
 

Amount paid 
 
 

  の支払金額から
源泉徴収した税額 
 

Withholding Tax 
on   
 

  の税額の納付年
月日 

 
Date of Payment 
of   
 

 租税条約を適用し
た場合に源泉徴収
すべき税額 

Tax Amount to be
withheld under Tax 
Convention 

 還付を受けるべき
金額 

 
Amount to be 
refunded 
( － ) 

  
円 

yen 
円 

yen  
円 

yen
円 

yen

       

       

       

上記の所得の支払金額につき、上記のとおり所得税を徴収し、納付したことを証明します。 
I hereby certify that the tax has been withheld and paid as shown above. 
 
       年    月    日   所得の支払者 
Date                                      Signature of Payer of Income                                                       印 

通 信
日付印 ・ ・ 

確認印  

還付金；有、無 

□第 1号（Subparagraph 1）

□第 3号（Subparagraph 3）

□第 7号（Subparagraph 7）

租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法
の特例等に関する法律の施行に関する省令第15条第１項
Ministerial Ordinance of the Implementation o f 
the Law concerning the Special Measures of the 
Income Tax Law , the Corporation Tax Law and the
Local Tax Law for the Enforcement of Income Tax 
Conventions, paragraph 1 of Article15 

円 
￥ 

( )税 務 署 整 理 欄
For official use only   

 様 式 11 
 FORM 

払者 受 付  
支     印  

務署 受 付  
税     印  

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE OVERPAID WITHHOLDING TAX
OTHER THAN REDEMPTION OF SECURITIES AND REMUNERATION DERIVED
FROM RENDERING PERSONAL SERVICES EXERCISED BY AN ENTERTAINER
OR A SPORTSMAN IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION
この還付請求書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 

See instructions on the reverse side. 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の 
対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 
APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING TAX 
ON REMUNERATIOIN DERIVED FROM RENDERING PERSONAL 
SERVICES EXERCISED BY AN ENTERTAINER OR A SPORTSMAN 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 

この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                             ,Article     ,para.     

 
２ 還付の請求をする者（対価の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund (Recipient of Remuneration) 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内で芸能人等の役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal 
services exercised by the entertainer or sportsman 

 

下記「５」の対価につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration mentioned in 5 below and the  
place where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

氏 名 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

納税管理人 
 
the Tax 
Agent in 
Japan 納税管理人の届出をした税務署名 

Name of the Tax Office where the 
Tax Agent is registered 

税 務 署
Tax Office 

３ 還付請求金額に関する事項； 
Details of the refund 
  還付を請求する金額； 

Amount of Refund claimed  
 

  還付金の受領場所に関する希望；（該当する下記の□欄に 印を付してください。） 
Choice of place of receipt of the Refund； （Check applicable block below.） 
□日本国内で受領する。 ..............これに 印を付けた場合は、次の欄にその受領を希望する場所を記入してください。 

Receive in Japan ....................In this case, fill out the following blanks for the place of receipt of refund. 
A 預金口座に振込みを希望する場合 

If the Recipient prefers receiving via bank transfer 
 銀行 店 預金種類及び口座番号 口座名義人 
                           Bank                    Branch                    Account and Number             Name 

B ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 
If the Recipient prefers receiving via ordinary Deposit transfer at the Japan Post Bank 
 貯 金 口 座 の 記 号 番 号 口座名義人 
                           Account Number of ordinary Deposit                       Name 

C 郵便局等の窓口受取りを希望する場合                   
If the Recipient prefers receiving at the Japan Post Bank or the post office                         

□日本国外で受領する。 ..............これに 印を付した場合は、還付を受ける者又はその代理人に直接送金します。 
Receive outside Japan .............In this case, the refund will be made directly to the Recipient or his Agent. 

 
４ 還付を請求する税額の源泉徴収をした対価の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration who withheld the Income Tax to be refunded 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 
名 称 

Name 
（事業の内容 Details of Business） 

 
日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

様 式 12 

FORM  

( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

請求金額 円 

充当金額 円 
承 

 

認 還付金額 円 

そ
の
他 

  

納付日 ・ ・ 充当の申出日 ・ ・ 

通信日付印 ・ ・ 確認印  

務 署 受 付  

税     印  

円 

￥ 

 
租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の 
対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING TAX 
ON REMUNERATIOIN DERIVED FROM RENDERING PERSONAL 
SERVICES EXERCISED BY AN ENTERTAINER OR A SPORTSMAN 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 

この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
       税務署長殿 
To the District Director of                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                             ,Article     ,para.     

 
２ 還付の請求をする者（対価の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund (Recipient of Remuneration) 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本 店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内で芸能人等の役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal 
services exercised by the entertainer or sportsman 

 

下記「５」の対価につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration mentioned in 5 below and the 
place where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

氏 名 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

納税管理人 
 
the Tax 
Agent in 
Japan 納税管理人の届出をした税務署名 

Name of the Tax Office where the 
Tax Agent is registered 

税 務 署
Tax Office 

３ 還付請求金額に関する事項； 
Details of the refund 
  還付を請求する金額； 

Amount of Refund claimed  
 

  還付金の受領場所に関する希望；（該当する下記の□欄に 印を付してください。） 
Choice of place of receipt of the Refund； （Check applicable block below.） 
□日本国内で受領する。 ............. これに 印を付けた場合は、次の欄にその受領を希望する場所を記入してください。 

Receive in Japan.................... In this case, fill out the following blanks for the place of receipt of refund. 
A 預金口座に振込みを希望する場合 

If the Recipient prefers receiving via bank transfer 
 銀行 店 預金種類及び口座番号 口座名義人 
                           Bank                    Branch                    Account and Number             Name 

B 日本郵政公社の郵便貯金口座に振込みを希望する場合 
If the Recipient prefers receiving via ordinary Deposit transfer at the Japan Post 
 通 常 貯 金 の 記 号 番 号 口座名義人 
                           Account Number of ordinary Deposit                       Name 

C 郵便局窓口での受取りを希望する場合                  郵  便  局 
If the Recipient prefers receiving at the post office                        Post Office 

□日本国外で受領する。 ............. これに 印を付した場合は、還付を受ける者又はその代理人に直接送金します。 
Receive outside Japan ............ In this case, the refund will be made directly to the Recipient or his Agent. 

 
４ 還付を請求する税額の源泉徴収をした対価の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration who withheld the Income Tax to be refunded 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 
名 称 

Name 
（事業の内容 Details of Business） 

 
日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

様 式 12 

FORM  ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

請求金額 円 

充当金額 円 

承 
 

認 還付金額 円 

そ
の
他 

  

納付日 ・ ・ 充当の申出日 ・ ・ 

通信日付印 ・ ・ 確認印  

務 署 受 付  

税     印  

円 

￥ 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

( )免税の場合 ⑫×⑧／⑦
In case of Exemption  

租税条約に関する割引債の償還差益に係る 
源泉徴収税額の還付請求書（割引国債用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
1  適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                                                との間の租税条約第      条第      項     
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article      ,para.       

 
2  還付の請求をする者（償還差益の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund（Recipient of Profit from Redemption of Securities） 
氏 名 又 は 名 称 (注５) 

Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 
 

Individual 国 籍 
Nationality 

 

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
3  償還差益の支払者に関する事項；Details of Payer of Profit from Redemption of Securities 

名 称 
Full name 

日本銀行 
Bank of Japan 

本 店 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

東京都中央区日本橋本石町２－１－１ （電話番号Telephone Number） 
 
1－1,2 Chome, Nihonbashi-hongokucho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 03（3279）1111

 
4  上記「３」の支払者から支払を受ける償還差益で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項；Details of Profit from Redemption 

of Securities received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 

① 国債名称 
Description of Government bonds    

② 記号 
Number    

③ 償還期日 
Date of Maturity    

④ 取得年月日 
Date of Acquisition    

⑤ 額面金額の合計額 
Total Amount of Face Value 

円yen 円yen 円yen 

⑥ 発行価額の合計額 発行価額(   )×数量×(   ) 
Total Amount of Issue Price 

円yen 円yen 円yen 

⑦ 償還期間の日数又は月数 
Term（in days or months） 

日又は月days or months 日又は月days or months 日又は月days or months 

⑧ 所有期間の日数又は月数 
Holding Period（in days or months） 

日又は月days or months 日又は月days or months 日又は月days or months 

⑨ 所有期間に対応する償還差益 (⑤－⑥)×⑧／⑦ 
Profit from Redemption corresponding to Holding Period 

円yen 円yen 円yen 

⑩ 源泉徴収税率 
Rate of Withholding Tax 

％ ％ ％

⑪ 限度税率 
Ceiling Tax Rate under Applicable Tax Treaty 

％ ％ ％

⑫ 源泉徴収税額 (⑤－⑥)×⑩ 
Amount of Tax Withheld 

円yen 円yen 円yen 

⑬ 還付請求金額 ⑫×⑧／⑦－(⑨×⑪) 
Amount of Tax to be Refunded 

円yen 円yen 円yen 

・免税の場合、⑨及び⑪の記入を要しない。；In case of Exemption ⑨ and ⑪ need not be filled. 

 
5 その他参考となるべき事項（注６）；Others (Note 6) 
 

 
 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

  

 様 式 13 
 FORM 

還付金；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING
TAX ON PROFIT FROM REDEMPTION OF SECURITIES 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 

（DISCOUNT GOVERNMENT BONDS ONLY） 
この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 

See separate instructions. 

( )免税の場合 ⑫×⑧／⑦
In case of Exemption   

租税条約に関する割引債の償還差益に係る 
源泉徴収税額の還付請求書（割引国債用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
1  適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                                                との間の租税条約第      条第      項     
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article      ,para.       

 
2  還付の請求をする者（償還差益の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund（Recipient of Profit from Redemption of Securities） 
氏 名 又 は 名 称 (注５) 

Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住所又は居所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個人の場合 
 
 

Individual 国籍 
Nationality 

 

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

法人その他の 
団体の場合 

Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
3  償還差益の支払者に関する事項；Details of Payer of Profit from Redemption of Securities 

名称 
Full name 

日本銀行 
Bank of Japan 

本店又は主たる事務所の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main
office） 

東京都中央区日本橋本石町２－１－１ （電話番号Telephone Number） 
 
1－1,2 Chome, Nihonbashi-hongokucho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 03（3279）1111

 
4  上記「３」の支払者から支払を受ける償還差益で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項；Details of Profit from Redemption 

of Securities received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 

① 国債名称 
Description of Government bonds    

② 記号 
Number    

③ 償還期日 
Date of Maturity    

④ 取得年月日 
Date of Acquisition    

⑤ 額面金額の合計額 
Total Amount of Face Value 

円yen 円yen 円yen 

⑥ 発行価額の合計額 発行価額(   )×数量×(   ) 
Total Amount of Issue Price 

円yen 円yen 円yen 

⑦ 償還期間の日数又は月数 
Term（in days or months） 

日又は月days or months 日又は月days or months 日又は月days or months 

⑧ 所有期間の日数又は月数 
Holding Period（in days or months） 

日又は月days or months 日又は月days or months 日又は月days or months 

⑨ 所有期間に対応する償還差益 (⑤－⑥)×⑧／⑦ 
Profit from Redemption corresponding to Holding Period 

円yen 円yen 円yen 

⑩ 源泉徴収税率 
Rate of Withholding Tax 

％ ％ ％

⑪ 限度税率 
Ceiling Tax Rate under Applicable Tax Treaty 

％ ％ ％

⑫ 源泉徴収税額 (⑤－⑥)×⑩ 
Amount of Tax Withheld 

円yen 円yen 円yen 

⑬ 還付請求金額 ⑫×⑧／⑦－(⑨×⑪) 
Amount of Tax to be Refunded 

円yen 円yen 円yen 

・免税の場合、⑨及び⑪の記入を要しない。；In case of Exemption ⑨ and ⑪ need not be filled. 

 
5 その他参考となるべき事項（注６）；Others (Note 6) 
 

 
 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

  

 様 式 13 
 FORM 

還付金；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING
TAX ON PROFIT FROM REDEMPTION OF SECURITIES 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 

（DISCOUNT GOVERNMENT BONDS ONLY） 
この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 

See separate instructions. 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
租税条約に関する割引債の償還差益に係る源泉徴収 
税額の還付請求書（割引国債以外の割引債用） 

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING 
TAX ON PROFIT FROM REDEMPTIOIN OF SECURITIES 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 
(FOR DISCOUNT DEBENTURES OTHER THAN DISCOUNT 
GOVERNMENT BONDS) 

この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                             ,Article     ,para.     

 
２ 還付の請求をする者（償還差益の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund (Recipient of Profit from Redemption of Securities) 

氏 名 又 は 名 称(注５) 
Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 個 人 の 場 合 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

３ 償還差益の支払者に関する事項；Details of Payer of Profit from Redemption of Securities 

名 称 
Full name  

本 店 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

４ 上記「３」の支払者から支払を受ける償還差益で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項；Details of Profit from Redemption 
of Securities received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 

① 銘柄 
Issue    

② 回号 
# 

   

③ 償還日 
Date of Maturity    

④ 取得年月日(注6) 
Date of Acquisition (Note 6)    

⑤ 額面金額の合計額 
Total Amount of Face Value 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑥ 額面１万円当たり売出価額(注7) 
Issue Price of Debentures per10,000yen (Note 7) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑦ 売出価額の合計額(注8) 
Total Issue Price Paid (Note 8) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑧ 償還価額（買入価額） 
Stated Redemption Price (Repurchase Price) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑨ 源泉徴収税率 
Rate of Withholding tax 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑩ 限度税率 
Ceiling Tax Rate under Applicable Tax Treaty 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑪ 源泉徴収税額(注9) 
Amount of Tax Withheld (Note 9) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑫ 所有期間の月数(注10) 
Holding Period (in months) (Note 10) 

月 months 
 

月 months 
 

月 months 
 

⑬ 所有期間の割合(注11) 
Ratio of Holding Period to Stated Life of Debentures (Note 11) 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑭ 還付請求金額(注12) 
Amount of Tax to be Refunded (Note 12) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

 
５ その他参考となるべき事項（注13）；Others (Note 13) 
 

 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 14 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

還付金；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  

 
租税条約に関する割引債の償還差益に係る源泉徴収 
税額の還付請求書（割引国債以外の割引債用） 

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING 
TAX ON PROFIT FROM REDEMPTIOIN OF SECURITIES 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 
(FOR DISCOUNT DEBENTURES OTHER THAN DISCOUNT 
GOVERNMENT BONDS) 

この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                             ,Article     ,para.     

 
２ 還付の請求をする者（償還差益の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund (Recipient of Profit from Redemption of Securities) 

氏 名 又 は 名 称(注５) 
Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 個 人 の 場 合 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

３ 償還差益の支払者に関する事項；Details of Payer of Profit from Redemption of Securities 

名 称 
Full name  

本 店 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

４ 上記「３」の支払者から支払を受ける償還差益で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項；Details of Profit from Redemption
of Securities received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 

① 銘柄 
Issue    

② 回号 
# 

   

③ 償還日 
Date of Maturity    

④ 取得年月日(注6) 
Date of Acquisition (Note 6)    

⑤ 額面金額の合計額 
Total Amount of Face Value 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑥ 額面１万円当たり売出価額(注7) 
Issue Price of Debentures per10,000yen (Note 7) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑦ 売出価額の合計額(注8) 
Total Issue Price Paid (Note 8) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑧ 償還価額（買入価額） 
Stated Redemption Price (Repurchase Price) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑨ 源泉徴収税率 
Rate of Withholding tax 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑩ 限度税率 
Ceiling Tax Rate under Applicable Tax Treaty 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑪ 源泉徴収税額(注9) 
Amount of Tax Withheld (Note 9) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑫ 所有期間の月数(注10) 
Holding Period (in months) (Note 10) 

月 months 
 

月 months 
 

月 months 
 

⑬ 所有期間の割合(注11) 
Ratio of Holding Period to Stated Life of Debentures (Note 11) 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑭ 還付請求金額(注12) 
Amount of Tax to be Refunded (Note 12) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

 
５ その他参考となるべき事項（注13）；Others (Note 13) 
 

 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 14 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

還付金；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
申告対象国内源泉所得に対する所得税又は法人税の軽減・免除 

Relief from Japanese Income Tax or Corporation Tax  
for Japanese Source Income to report 

 
 

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,           Tax Office 

□ 限度税率    ％ 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項；                                       Applicable Tax Rate 

Applicable Income Tax Convention                                         □ 免 除 
日本国と                        との間の租税条約第   条第   項          Exemption 
The Income Tax Convention between Japan and                            , Article    , para.    
 

２ 申告対象国内源泉所得を有する者に関する事項； 
Details of Recipient of Japanese Source Income to Report 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number）
 
 個人の場合  

Individual 
国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地  
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団体の場合  
（注４） 
Corporation or 
other entity 
（Note４） 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

居住者として課税される国及び納税地（注９） 
Country where the recipient is taxable as resident on the 
income, and the place where he is to pay tax (Note 9) 

（納税者番号 Taxpayer Identification Number）
 
 

日本において事業を行っている場合、その事業の概要 
Description of business in Japan, if any 

 
 
 

日本において所得税又は法人税の申告書を提出している場合、その納税地  
Place where he is to pay tax in Japan, if tax return is filed 
in Japan 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

 
３ 申告対象国内源泉所得のうち「１」の租税条約の規定の適用を受けるもの（条約適用所得）に関する事項（注 10)；  

Details of Japanese Source Income to report to which the Convention mentioned in 1 above is applicable(Applicable Income) (Note10） 

条 約 適 用 所 得 の 種 類 及 び そ の 概 要 
Type and Description of applicable Income 

  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 
Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of        Tax Law
（                                                   ） 
  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 

Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of        Tax Law
（                                                   ） 
  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 

Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of        Tax Law
（                                                  ） 
 

 
４ 「１」の租税条約の規定の適用を受ける条約適用所得の支払者に関する事項（注 11)；  

Details of Payer of Applicable Income to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note11) 
所得の種類 

Type of Income 
氏 名 又 は 名 称 

Full name 
住 所 （ 居 所 ） 又 は 本 店 （ 主 た る 事 務 所 ） の 所 在 地

Domicile（residence）or place of head office（main office） 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

 
５ その他参考となるべき事項（注 12）； 

Others（Note12） 
 
 
 
 
 
 

 

様 式 15 
FORM 

税 務 署 整 理 欄
For official use only 

適用；有、無 

前回提出年月日：（注６）       年  月  日
Date of Previous Submission（Note６）          

務署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
申告対象国内源泉所得に対する所得税又は法人税の軽減・免除 

Relief from Japanese Income Tax or Corporation Tax  
for Japanese Source Income to report 

 
 

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of           Tax Office 

□ 限度税率    ％ 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項；                                       Applicable Tax Rate 

Applicable Income Tax Convention                                         □ 免 除 
日本国と アメリカ合衆国                との間の租税条約第   条第   項          Exemption 
The Income Tax Convention between Japan and  The United States of America , Article    , para.    

 
２ 申告対象国内源泉所得を有する者に関する事項； 

Details of Recipient of Japanese Source Income to Report 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number）
 
 個人の場合  

Individual 
国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地  
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団体の場合  
（注４） 
Corporation or 
other entity 
（Note４） 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

居住者として課税される国及び納税地（注９） 
Country where the recipient is taxable as resident on the 
income, and the place where he is to pay tax (Note 9) 

（納税者番号 Taxpayer Identification Number）
 
 

日本において事業を行っている場合、その事業の概要 
Description of business in Japan, if any 

 
 
 

日本において所得税又は法人税の申告書を提出している場合、その納税地  
Place where he is to pay tax in Japan, if tax return is filed 
in Japan 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

 
３ 申告対象国内源泉所得のうち「１」の租税条約の規定の適用を受けるもの（条約適用所得）に関する事項（注 10)；  

Details of Japanese Source Income to report to which the Convention mentioned in 1 above is applicable(Applicable Income) (Note10） 

条 約 適 用 所 得 の 種 類 及 び そ の 概 要
Type and Description of applicable Income 

  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 
Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of      Tax Law 
（                                                   ） 
  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 

Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of       Tax Law 
（                                                   ） 
  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 

Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of       Tax Law 
（                                                  ） 
 

 
４ 「１」の租税条約の規定の適用を受ける条約適用所得の支払者に関する事項（注 11)；  

Details of Payer of Applicable Income to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note11) 
所得の種類 

Type of Income 
氏 名 又 は 名 称 

Full name 
住 所 （ 居 所 ） 又 は 本 店 （ 主 た る 事 務 所 ） の 所 在 地

Domicile（residence）or place of head office（main office） 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

 
５ その他参考となるべき事項（注 12）； 

Others（Note12） 
 
 
 
 
 
 
 

 

税務署受付印 

様 式 15
FORM 

税 務 署 整 理 欄
For official use only 

適用；有、無 

前回提出年月日：（注６）       年  月  日
Date of Previous Submission（Note６）          



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
  （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
  （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

組合契約事業利益の配分に対する所得税の免除 
Relief from Japanese Income Tax on Distribution  
of Business Profits from Partnership Agreements 

 

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 利益の配分（支払）を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Distribution of Business Profits 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
Individual 国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
Corporation 
or other 
entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

届出書の「５」の利益につき居住者として課税され
る国、納税地（注６） 

Country where the recipient is taxable as resident on Profits
mentioned in 5 below and the place where he is to pay tax (Note 6)

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

 
３ 組合（これに類するものを含みます｡）に関する事項； 

Details of Partnership (including similar entity)  

名 称 
Full name  

国 外 に あ る 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 
Place of head office (main office) abroad 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

国 内 に あ る 事 務 所 等 の 所 在 地（注７） 
Place of office, etc. in Japan (Note 7) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

組 合 契 約 事 業 の 概 要 
Outline of business under partnership agreement 

 

国 内 に お い て 組 合 契 約 事 業 を 開 始 し た 日 
Date of commencement of business under partnership agreement  

 

 
４ 利益の支払者（組合員）に関する事項（注８）； 

Details of Payer of Distribution of Business Profits (partner) (Note 8) 

源 泉 徴 収 に 係 る 所 得 税 の 納 税 地 
Place where the payer is to pay withholding tax  

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

１ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

２ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

３ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 

 様 式 19 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

組合契約事業利益の配分に対する所得税の免除 
Relief from Japanese Income Tax on Distribution  
of Business Profits from Partnership Agreements 

 

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 利益の配分（支払）を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Distribution of Business Profits 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
Individual 国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
Corporation 
or other 
entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

届出書の「５」の利益につき居住者として課税され
る国、納税地（注６） 

Country where the recipient is taxable as resident on Profits
mentioned in 5 below and the place where he is to pay tax (Note 6)

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

 
３ 組合（これに類するものを含みます｡）に関する事項； 

Details of Partnership (including similar entity)  

名 称 
Full name  

国 外 に あ る 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 
Place of head office (main office) abroad 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

国 内 に あ る 事 務 所 等 の 所 在 地（注７） 
Place of office, etc. in Japan (Note 7) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

組 合 契 約 事 業 の 概 要 
Outline of business under partnership agreement 

 

国 内 に お い て 組 合 契 約 事 業 を 開 始 し た 日 
Date of commencement of business under partnership agreement  

 

 
４ 利益の支払者（組合員）に関する事項（注８）； 

Details of Payer of Distribution of Business Profits (partner) (Note 8) 

源 泉 徴 収 に 係 る 所 得 税 の 納 税 地 
Place where the payer is to pay withholding tax  

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

１ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

２ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

３ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 

 様 式 19 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印
務 署 受 付  

税     印



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
）

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 
（利子所得に相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付） 

 
〒 

住  所                          
（フリガナ） 

      税務署長          氏  名                ○印    

    年  月  日提出       電話番号                
 
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第 13 条

の２の規定により、下記のとおり請求します。 

還付を受けようとする金額 希 望 す る 還 付 金 の 受 領 場 所 

下記③の金額を移記して
ください。 

（受取には便利な銀行等振込みをできるだけ御利用ください。） 
イ 銀行等   銀行         本店･本所 
        金庫･組合      出 張 所       口座 
        農協･漁協      支店･支所    預金 番号       

還付請求に

関する事項 

円
ロ ゆうちょ銀行の貯金口座 
貯金口座の記号番号    －          

ハ 郵便局等窓口 
         

本店又は主たる
事務所の所在地 
（住所又は居所） 

 

利 子 等 の 

支 払 者 
名称（氏名）  

本店又は主たる
事務所の所在地 
（住所又は居所） 電話    －    － 

利子等の支

払の取扱者 
名称（氏名）  

銘柄・回号（種類・名称） 記号番号（登録番号） 名義人の氏名又は名称 

   

額 面 金 額 数 量 取 得 年 月 日 利子等の支払期日 利子等の金額 

債 券 の 

内 容 等 

    円

支払の基因となった契約の内容 契約の締結年月日 

  

契 約 金 額 契 約 期 間 利子等の支払期日 利子等の金額 

債 券 以 外 

の も の の 

内 容 等 
   円

日本国と           との間の租税条約第   条第   項      の適用 

所得税法の規定により徴収
された所得税の額   ① 

支払の際に課される相手国の租税

の額（みなし外国税額を含む。）② 
還付を受けようとする金額 

（①と②とのいずれか少ない方の金額）③ 

還付を受ける

ことができる

事情の詳細等 円 円 円

・この還付請求書には、①及び②の金額を証する書類を添付してください。 
・この還付請求書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
 
※以下の欄には記載しないでください。 

起 案 ・ ・ 署 長 副 署 長 統 括 官 上 席 担 当 者 整 理 簿  

決 裁 ・ ・ 

施 行 ・ ・ 

決
・
裁        

請求金額 円 通信日付印  年 月 日 承
認 還付金額 円 確認印  

税
務
署
処
理
欄 

処
・
理 

そ
の
他 

（理由） 

検
討
事
項 

 

20．06 改正                                   

（
規
格
Ａ
４
）

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 
（利子所得に相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付） 

 
〒 

住  所                          
（フリガナ） 

      税務署長          氏  名                ○印    
    年  月  日提出       電話番号                
 
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第 13 条

の２の規定により、下記のとおり請求します。 

還付を受けようとする金額 希 望 す る 還 付 金 の 受 領 場 所 

下記③の金額を移記して
ください。 

（受取には便利な銀行等振込みをできるだけ御利用ください。） 
イ 銀行等 
       銀行･金庫･組合     本店･本所       口座 
        農協・漁協      支店･支所    預金 番号       

還付請求に

関する事項 

円
ロ 日本郵政公社の通常貯金口座 
通常貯金の記号番号    －          

ハ 郵便局窓口 
        郵便局 

本店又は主たる
事務所の所在地 
（住所又は居所） 

 

利 子 等 の 

支 払 者 
名称（氏名）  

本店又は主たる
事務所の所在地 
（住所又は居所） 電話    －    － 

利 子等の支

払の取扱者 
名称（氏名）  

銘柄・回号（種類・名称） 記号番号（登録番号） 名義人の氏名又は名称 

   

額 面 金 額 数 量 取 得 年 月 日 利子等の支払期日 利子等の金額 

債 券 の 

内 容 等 

    円

支払の基因となった契約の内容 契約の締結年月日 

  

契 約 金 額 契 約 期 間 利子等の支払期日 利子等の金額 

債 券 以 外 

の も の の 

内 容 等 
   円

日本国と           との間の租税条約第   条第   項      の適用 

所得税法の規定により徴収
された所得税の額   ① 

支払の際に課される相手国の租税

の額（みなし外国税額を含む。）② 
還付を受けようとする金額 

（①と②とのいずれか少ない方の金額）③ 

還付を受ける

ことができる

事情の詳細等 円 円 円

・この還付請求書には、①及び②の金額を証する書類を添付してください。 
・この還付請求書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
 
※以下の欄には記載しないでください。 

起 案 ・ ・ 署 長 副 署 長 統 括 官 上 席 担 当 者 整 理 簿  

決 裁 ・ ・ 

施 行 ・ ・ 

決
・
裁        

請求金額 円 通信日付印  年 月 日 承
認 還付金額 円 確認印  

税
務
署
処
理
欄 

処
・
理 

そ
の
他 

（理由） 

検
討
事
項 

 

18．06 改正                                   



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
免税芸能法人等に関する届出書 
APPLICATION FORM FOR THE NONRESIDENT PROMOTER 

 
この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照して下さい。 

See instructions on the reverse side 
 

      税務署長 
To the District Director,        Tax Office 
 
１ 対価の支払を受ける者に関する事項; 
  Details of Recipient of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

(電話番号 Telephone Number)                 
個 人 の 場 合 
Individual 

国     籍 
Nationality 

 

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

(電話番号 Telephone Number)                 

法 人 そ の 他 の 
団 体 の 場 合 
Corporation or 
other entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is 
managed or controlled 

 

日本国内で芸能人等の役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal services 
exercised by the entertainer or the sportsman in Japan 

 

氏     名 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

(電話番号 Telephone Number)                 

納 税 管 理 人 
The Tax Agent in 
Japan 

納税管理人の届出をした税務署名 
Name of the Tax Office where 
the Tax Agent is registered 

税 務 署 
Tax Office 

２ 対価の支払者に関する事項； 
Details of Payer of Remuneration 

 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile(residence)or place of head office(main 
office) 

(電話番号 Telephone Number)                 

３ その他参考となるべき事項； 
Others  

 

20．06 改正  

税 務署整理欄 
For official use only 

適用;有、無 

（
規
格
Ａ
４
） 

 
免税芸能法人等に関する届出書 
APPLICATION FORM FOR THE NONRESIDENT PROMOTER 

 
この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照して下さい。 

See instructions on the reverse side 
 

      税務署長 
To the District Director of        Tax Office 
 
１ 対価の支払を受ける者に関する事項; 
  Details of Recipient of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

(電話番号 Telephone Number)                 
個 人 の 場 合 
Individual 

国     籍 
Nationality 

 

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

(電話番号 Telephone Number)                 

法 人 そ の 他 の 
団 体 の 場 合 
Corporation or 
other entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is 
managed or controlled 

 

日本国内で芸能人等の役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal services 
exercised by the entertainer or the sportsman in Japan 

 

氏     名 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

(電話番号 Telephone Number)                 

納 税 管 理 人 
The Tax Agent in 
Japan 

納税管理人の届出をした税務署名 
Name of the Tax Office where 
the Tax Agent is registered 

税 務 署 
Tax Office 

２ 対価の支払者に関する事項； 
Details of Payer of Remuneration 

 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile(residence)or place of head office(main 
office) 

(電話番号 Telephone Number)                 

３ その他参考となるべき事項； 
Others  

 

13．07                                   

税務署整理欄 
For official use only 

適用;有、無 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
 

REGISTRATION OF TAX AGENT ON WITHHOLDING INCOME TAX 

源泉徴収に係る所得税の納税管理人の届出書 
 
 
 

Date             

平成   年   月   日 
Place for tax payment 

 
納 税 地                    

To the District Director, 
       Tax Office 

       税務署長殿         Domicile of place of head office 
 

住所又は所在地                    
 

Full name                   Signature 
氏名又は名称                  ○印   

 
I(we) hereby declare that I(we) assign the following person for my(our) Tax 

Agent and authorize him／her to act for me(us) on the withholding income Tax. 

源泉徴収に係る所得税の納税管理人として、次の者を定めたので届け出ます。 
 
 

Tax Agent in Japan 
１ 納税管理人 

 
Domicile 

       〒  － 
 

住 所                            
 

Full name 
ﾌﾘｶﾞﾅ                         Signature     
氏 名                         ○印     Relation to you 

届出者との関係 
Occupation       Telephone Number 

職 業         電話番号    (   )                        
 

Reason for Assigning the Tax Agent 
２ 納税管理人を定めた理由 
 
 

 
 

Others 
３ その他参考事項 

 
 

For official use only 

一般事務整理簿 源泉所得税調査簿 管 理 部 門 連 絡   税処
務理 
署欄 

     

20．06 改正 

 
 

REGISTRATION OF TAX AGENT ON WITHHOLDING INCOME TAX 

源泉徴収に係る所得税の納税管理人の届出書 
 
 
 

Date             

平成   年   月   日 
Place for tax payment 

 
納 税 地                    

To the District Director 
of       Tax Office 

       税務署長殿         Domicile of place of head office 
 

住所又は所在地                    
 

Full name                   Signature 
氏名又は名称                  ○印   

 
I(we) hereby declare that I(we) assign the following person for my(our) Tax 

Agent and authorize him／her to act for me(us) on the withholding income Tax. 

源泉徴収に係る所得税の納税管理人として、次の者を定めたので届け出ます。 
 
 

Tax Agent in Japan 
１ 納税管理人 

 
Domicile 

       〒  － 
 

住 所                            
 

Full name 
ﾌﾘｶﾞﾅ                         Signature     
氏 名                         ○印     Relation to you 

届出者との関係 
Occupation       Telephone Number 

職 業         電話番号    (   )                        
 

Reason for Assigning the Tax Agent 
２ 納税管理人を定めた理由 
 
 

 
 

Others 
３ その他参考事項 

 
 

For official use only 

一般事務整理簿 源泉所得税調査簿 管 理 部 門 連 絡   税処
務理 
署欄      

15．07 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

14．07 改正                                      

１ ７ ８ 

16 

76 

174 

184 162 

175 176 177 

金融機関の営業所等の（異動）届出書 
平成  年  月  日 

受理日付印 

所得税法施行令第 50 条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の 
規定に基づいてこの届出書を提出します。 

 

国税庁長官 殿 
届出者記入 税務署記入 

営業所の所在
地 及 び 名 称 

〒 
○印  
 

新
設 
変
更 
廃
止 
設
定 
訂
正 
削
除 

    
届
出
の
事
由 １ ４ ５ ３ ６ ７ 

 
該当する数
字を記入し
てください。    団体 

区分 業 界 コ ー ド 

必
ず
記
入 

新設・変更 
等年月日 

 年  月  日    営業所番号 
        

   

                    

                    
→(

フ
リ
ガ
ナ)  

                    

          

          

→ 

名 
 

称 

          

                    

                    

                    

→(

フ
リ
ガ
ナ) 

                    

          

          

          

→ 
所 

 

在 
 

地           

 「市外局番－市内局番－加入者番号」を記入してください。

新
設
の
場
合
は
全
部
記
入 
 
 
 

変
更
の
場
合
は
該
当
欄
の
み
記
入 

郵便

番号    －     
電話

番号             

 
都
市
銀
行 

地
方
銀
行 

信
託
銀
行 

－ 

外
国
銀
行 

－ 

信
用
金
庫 

商
工
中
金
等 

信
用
組
合 

労
働
金
庫 

農
林
中
金 

農
協
等 

漁
協
等 

証
券
会
社 

外
国
証
券 

郵 

便
局 

生
保
会
社 

損
保
会
社 

そ
の
他 

新必 
設ず 
の記 

場入 
合・ 

金融機関等
の種類 
(該当する英
字を記入して
ください。) Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ Ｒ Ｓ Ｐ 

 

 団体 
区分 業 界 コ ー ド 

新設の・
場合記入 

本店の表示 
(本店の場合のみ１と記入) 

     

合併等により営
業所等の承継が
ある場合の営業
所番号・・・・ 

        

   
 補完 照 会 審査 入力 
 

税務署
整理欄     

 

（
規
格
Ａ
４
） 

１ ７ ８ 

16 

76 

184 162 

174 175 176 177 

金融機関の営業所等の（異動）届出書 
平成  年  月  日 

受理日付印 

所得税法施行令第 50 条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の 
規定に基づいてこの届出書を提出します。 

 

国税庁長官 殿 
届出者記入 税務署記入 

営業所の所在
地及び名称

〒 
○印  
 

新
設 
変
更 
廃
止 
設
定 
訂
正 
削
除 

    
届
出
の
事
由 １ ４ ５ ３ ６ ７ 

 
該当する数
字を記入し
てください。

   団体 
区分 業 界 コ ー ド 

必
ず
記
入 

新設・変更 
等年月日 

 年  月  日    営業所番号 
        

   

                    

                    
→(

フ
リ
ガ
ナ)  

                    

          

          

→ 

名 
 

称 

          

                    

                    

                    

→(

フ
リ
ガ
ナ) 

                    

          

          

          

→ 

所 
 

在 
 

地           

 「市外局番－市内局番－加入者番号」を記入してください。

新
設
の
場
合
は
全
部
記
入 
 
 
 

変
更
の
場
合
は
該
当
欄
の
み
記
入 

郵便

番号    －     

電話

番号              

 
都
市
銀
行 

地
方
銀
行 

信
託
銀
行 

外
国
銀
行 

信
用
金
庫 

商
工
中
金
等 

信
用
組
合 

労
働
金
庫 

農
林
中
金 

農
協
等 

漁
協
等 

証
券
会
社 

外
国
証
券 

郵
便
局
等 

生
保
会
社 

損
保
会
社 

そ
の
他 

新必 

設ず 
の記 
場入 

合・ 

金融機関等
の種類 
(該当する英
字を記入して
ください。) Ａ Ｂ Ｃ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ Ｒ Ｓ Ｐ 

 

 団体 
区分 業 界 コ ー ド 

新設の・
場合記入 

本店の表示 
(本店の場合のみ１と記入) 

     

合併等により営
業所等の承継が
ある場合の営業
所番号・・・・ 

        

 
 補完 照会 審査 入力 
 
20.06 改正 

税務署
整理欄     

 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

金融機関の営業所等の（異動）届出書の記載要領 
 

この届出書は、金融機関の営業所等が所得税法施行令第 50条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の規定によ

る届出書を提出する場合に使用し、各欄の記入は、次による。 

 

１ 「新設・変更等年月日」欄 

届出の事由別に次の年月日を記入する。 

届 出 の 事 由 記 入 す べ き 年 月 日 

新 設 
最初に非課税貯蓄申告書及び特別非課税貯蓄申告書を受理することと見込まれる日を記

入する。 

変 更 又 は 廃 止 
営業所等の名称、所在地等の異動が生じることとなる年月日又は営業所の廃止若しくは

預貯金等の受入れの業務を廃止することとなる年月日を記入する。「10  記載例」参照。 

 

２ 「届出の事由」欄 

届出の事由別に該当する番号を記入する。 

届 出 の 事 由 番号 参 考 

新 設 １ この届出書を最初に提出するときに記入する。 

変 更 ４ この届出書を提出した後、名称、所在地又は電話番号を変更するときに記入する。 

廃 止 ５ 
この届出書を提出した後、営業所等の廃止又は預貯金等の受入れの業務を廃止す

ることとなったときに記入する。 

 

３ 「営業所番号」欄 

金融機関等の種類に応じ、次により記入する。 

金 融 機 関 等 の 種 類 営 業 所 番 号 

Ａ都市銀行 

Ｃ信託銀行 

Ｈ商工中金等 

Ｋ農林中金 

Ｂ地方銀行 

Ｇ信用金庫 

Ｊ労働金庫 

 
団体 
区分 

業 界 コ ー ド 

        

 

 

金融機関共同コード管理委員会が制定する統一金融機関番号 

（４桁）及び金融機関店舗番号（３桁）を記入する。 

数字の「０」を記入する。 

Ｎ証券会社  Ｏ外国証券  
団体 
区分 業 界 コ ー ド 

        

 

      

証券会社店舗番号（３桁）を記入する。 

日本証券業協会が制定する証券会社コード番号（４桁）を記入する。 

数字の「１」を記入する。 

 
金融機関の営業所等の（異動）届出書の記載要領 

 

この届出書は、金融機関の営業所等が所得税法施行令第50条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の規定に

よる届出書を提出する場合に使用し、各欄の記入は、次による。 

 

１ 「新設・変更等年月日」欄 

届出の事由別に次の年月日を記入する。 

届 出 の 事 由 記 入 す べ き 年 月 日 

新 設 
最初に非課税貯蓄申告書及び特別非課税貯蓄申告書を受理することと見込まれる日を記

入する。 

変 更 又 は 廃 止 
営業所等の名称、所在地等の異動が生じることとなる年月日又は営業所の廃止若しくは

預貯金等の受入れの業務を廃止することとなる年月日を記入する。「10  記載例」参照。 

 

２ 「届出の事由」欄 

届出の事由別に該当する番号を記入する。 

届 出 の 事 由 番号 参 考 

新 設 １ この届出書を最初に提出するときに記入する。 

変 更 ４ この届出書を提出した後、名称、所在地又は電話番号を変更するときに記入する。 

廃 止 ５ 
この届出書を提出した後、営業所等の廃止又は預貯金等の受入れの業務を廃止す

ることとなったときに記入する。 

 

３ 「営業所番号」欄 

金融機関等の種類に応じ、次により記入する。 

金 融 機 関 等 の 種 類 営 業 所 番 号 

Ａ都市銀行 

Ｃ信託銀行 

Ｈ商工中金等 

Ｋ農林中金 

Ｂ地方銀行 

Ｇ信用金庫 

Ｊ労働金庫 

 
団体 
区分 

業 界 コ ー ド 

        

 

 

金融機関共同コード管理委員会が制定する統一金融機関番号 

（４桁）及び金融機関店舗番号（３桁）を記入する。 

数字の「０」を記入する。 

Ｎ証券会社  Ｏ外国証券  
団体 
区分 

業 界 コ ー ド 

        

 

      

証券会社店舗番号（３桁）を記入する。 

日本証券業協会が制定する証券会社コード番号（３桁）を記入する。 

数字の「０」を記入する。 

数字の「１」を記入する。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

Ｑ郵便局等  
団体 
区分 

業 界 コ ー ド 

        

 

 
㈱ゆうちょ銀行の規定に基づいて指定する為替貯金取扱店（局）
番号（５桁）を記入する。 
この場合、末尾の１桁には数字の「０」を記入するが、分室番号
（Ａ、Ｂ、Ｃ）のある分室については、数字（１、２、３）に置
き換えて記入する。 

 

数字の「０」を記入する。 

数字の「３」を記入する。 
  
（省 略）  
  

４ 「名称」欄 

（以下省略） 

Ｑ郵便局  
団体 
区分 

業 界 コ ー ド 

        

 

 
「郵便局における郵便貯金取扱手続について｣(平 4.3.30 郵貯業
第 48 号）第５条（郵便局の局番号）の規定に基づいて指定する
為替貯金取扱局番号（５桁）を記入する。 
この場合、末尾の１桁には数字の「０」を記入するが、分室番号
（Ａ、Ｂ、Ｃ）のある分室については、数字（１、２、３）に置
き換えて記入する。 

 

数字の「０」を記入する。 

数字の「３」を記入する。 
  
（同 左）  
  

４ 「名称」欄 

（同 左） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

適格外国仲介業者の承認申請書 
APPLICATION FORM FOR QUALIFIED FOREIGN INTERMEDIARY 

 
 この申請書は、租税特別措置法第５条の２（振替国債の利子の課税の特例）第５項
第４号に規定する適格外国仲介業者の承認を受けようとする場合に提出します。 
 この申請書の記載に当たっては、３頁の注意事項を参照してください。 
 This form is submitted in claiming approval of Qualified Foreign 
Intermediary under subparagraph 4 of paragraph 5 of Article 5-2 of the 
Special Taxation Measures Law. See instructions on the page 3. 

 
 （追 加） 
日本橋税務署長 殿 
To the District Director of Nihombashi Tax Office 
 （追 加） 
１ 申請をする者に関する事項； 

Details of applicant  

 

代表者名President's Name 
 
 
 
 
 

（ フ リ ガ ナ ） 
Japanese syllabary 

 
名       称 

Name 担当者Name of contact person 
 
 

部署Section 
 
 

電話番号Telephone number
 
 

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head or main office 
 

（所在国） 
 Country 
 

設立又は組織された場所 
Place where the Corporation was  
established or organized 

（所在国） 
 Country 
 

住 
 
所 
 
地 

 
 Add- 
 ress 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is  
managed or controlled 

（所在国） 
 Country 
 

適用を受ける租税条約(情報交換規定を有するものに限る。)に関する事項 
 
Applicable Income Tax Convention : 

ⅰ) to which Japan is a partner ; and  
ⅱ) which has an Article of Exchange of Information ; and 
ⅲ) under which the Applicant is regarded as resident  

corporation of a contracting state other than Japan. 

 
日本国と 
The Income Tax Convention between Japan and   
 
 
 
                       との間の租税条約 

 
 
 名   称 

Name 担当者Name of contact person 
 
 

部署Section 
 
 

電話番号Telephone number
 
 

□ 有 
 

If “Yes" 

所 在 地 
Address 

開業申請書提出年月日(   ・  ・   ) 
Date of submission of  
Opening Business Application in Japan 

 国内の事務 
所等の名称 
 Name of  
 office in  
 Japan 

担当者Name of contact person 
 
 

部署Section 
 
 

電話番号Telephone number
 
 

日本国内の 

恒久的施設 

の状況 

 
Permanent 
establish 
-ment  
in Japan 

□ 無 
 

If “No" 

所 在 地 
Address 

 

提出日；         

( )税  務  署  整  理 欄
For official use only  

税務署受付印 

承認；有、無  

務署 受 付  
税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

２ 申請者又は申請者が口座の開設を受けている外国間接口座管理機関等が口座の開設を受けている特定振替機関等の国内にある営業
所等に関する事項； 
Branch or office located in Japan of Direct Participant or Indirect Participant that established an account of 
the Book-entry JGBs in Japan for the applicant, or the Foreign Indirect Participant or Foreign Re-Indirect 
Participant which established an account of the Book-entry JGBs for the applicant. 

名 称 
Name 

 

所 在 地 
Address 

 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address  

名 称 
Name  

特 定 振 替 機 関 等 の 
国内にある営業所等 

 
Branch or office 
located in Japan of 
Direct Participant or 
Indirect Participant 

所 在 地 
Address  

 
３ 代理人に関する事項； 

Details of the Agent 
代 理 人 の 資 格
Capacity of Agent 
in Japan 

氏名（名称） 
 

Full name 
 

納税管理人の届出
Name of the T
the Tax Agent 

□ 納税管理人 ※
  Tax Agent 
□ その他の代理人
  Other Agent 

住所（居所・所在地）
 

Domicile (Residence 
or location) 

(電話番号 Telephone Number)

 
 
 
 
 
 
 
４ その他参考となるべき事項； 

Other relevant matters 
 

 
５ 誓約； 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  私は、次のことにつき、偽りがなく真実であることを誓約します。
 
① 申請者は、「１ 適用を受ける租税条約に関する事項」に記載した
租税条約の締約国の法人であること 

 
② 申請書の記載事項に変更（異動）があった場合は、日本銀行を経由
して速やかに届け出ること 

 
③ 本申請に基づく非課税の適用に関して税務署長の資料提出要求が行
われた場合に遅滞なくこれを提出すること 

 
④ 非課税適用申告書の提出があった場合に、租税特別措置法第５条の
２第９項に規定するところにより確認を行うこと 

5 Certi fication
 I hereby declare that the below statements are true and 
correct. 
ⅰ  I  am a resident corporation o f a contracting state o f
a tax treaty to  which Japan is a partner,  as mentioned 
in  1 above.  
ⅱ  In case o f any alternation to the descrip tion  in  th is 
application  form, I wi l l  report them to , or fi le  a new 
application form with, the District Director o f 
Nihombashi Tax Off ice via Bank of Japan without delay. 
ⅲ  In case where the Distr ict Director requires to submi t 
documents as to  app lying tax exemption  under ar t ic le
5-2 of the Special Taxation Measures Law(STML), I wil l  
cooperate to do so  without delay. 
ⅳ  In case of submitting Tax Exemption Application , I  wil l  
confirm the contents of Applications in accordance with 
the paragraph 9 o f Artic le 5-2 of the STML. 

※ 「納税管理人」とは、日本国の国税に関する申告、申請、請求、届
出、納付等の事項を処理させるため、国税通則法の規定により選任し、
かつ、日本国における納税地の所轄税務署長に届出をした代理人をい
います。 

※  “ Tax Agent" means a person who is appointed by the 
taxpayer and is registered at the District Director of Tax 
Office for the place where the taxpayer is to  pay h i s  
tax ,  in  o rder to have such agent take necessary 
procedures concerning the Japanese national taxes, such 
as fi ling a return, applications or claims, payment of 
taxes, etc., under the provisions of the General Law for 
National Taxes. 

日付 
Date                 
 
申請者の署名，  
Signature of the applicant (authorized official thereof)                                 
 
                               又はその代理人の署名 
                              or its authorized Agent                                

名 称 
Name 

 

所 在 地 
Address 

（所在国） 
 Country 
 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（所在国） 
 Country 
 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（所在国） 
 Country 
 

名 称 
Name  

特 定 国 外 営 業 所 等 
  Specified Foreign  
  Branches (SFBs) 
 
 

 右の欄に書き切れな

い場合には、別紙に記

載して添付してくださ

い。 
 
I f  yo u  h ave  mo r e  
t h a n  f i v e  S F B s ,  
y o u  ma y  w r i t e  i n  
separate sheet and  
attach it with this  
application. 
 
 □：別紙添付有り 

separate sheet  
attached 

所 在 地 
Address 

（所在国） 
 Country 
  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

「適格外国仲介業者の承認申請書」に関する注意事項 
INSTRUCTIONS FOR APPLICATION FORM FOR QUALIFIED FOREIGN INTERMEDIARY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 日本銀行の証明； 

Certification of the Bank of Japan 
 
 

証 明 書 
Certificate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date            Signature of authorized official, the Bank of Japan                             

 
 
 
 
 

              注  意  事  項                
申請書の提出について 
１ この申請書は、租税特別措置法第５条の２（振替国債の利子の課税
の特例）第５項第４号に規定する適格外国仲介業者の承認を受けよう
とする場合に提出します。 

 
２ この申請書は、日本銀行を経由して日本橋税務署長に提出してくだ
さい。 

 
３ この申請書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、
その委任関係を証する委任状をその邦訳文とともに添付してください。 

 
４ この申請書の提出後、申請書の提出があった日の属する月の翌月末
日までに日本橋税務署長から承認又は却下の処分がなかったときは、
同日において承認があったものとみなされます。  

 
 
 
 
５ 日本橋税務署長から適格外国仲介業者の承認を受けた場合に、その
旨の日本橋税務署長による公表を希望しない場合には、その旨を申し
出てください。 
□：署長による公表を希望しない 

 
 
申請書の記載について 
６ 申請書の□欄には、該当する項目についてレ印を付してください。 

                       INSTRUCTIONS                       
Submission of the FORM 
１  This form is submitted in claiming approval of Qualif ied 

Foreign Intermediary under subparagraph 4 of paragraph 
5 of Article 5-2 of the Special Taxation Measures Law. 

 
２  This form must be submitted to the District Director o f 

Nihombashi Tax Office via Bank of Japan. 
 
３  An Agent, other than the Tax Agent, must attach a power 

of attorney, together with its Japanese translation. 
 
４  If applicant does not receive the granting or rejection of 

the application from the District Director of Nihombashi
Tax Office unti l the last day of the next month of the 
month when the applicant submitted this form, the 
applicant shall be regarded as having gotten an approval 
as of that last day. 

 
５   If applicant does not desire an announcement of the 

approval by District Director of Nihombashi Tax Office 
after the approval of Qualified Foreign Intermediary, 
check the next box. 
□：no announcement desired 

 
Completion of the FORM 
６  Applicable boxes must be checked. 

 当行は、申請者が国債振替決済制度の外国間接参加者であること
を証明します。 

 I hereby certify that the applicant is Foreign Indirect 
Participant in the JGB Book-entry System. 

（追 加） 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

 税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認通知書（承認） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２に規定する適格

外国仲介業者の承認申請については、これを承認しましたから通知します。 

 

 この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内

に 

    税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

 

 

20．06 改正                                    

（
規
格
Ａ
４
） 

第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認通知書（承認） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２に規定する適格

外国仲介業者の承認申請については、これを承認しましたから通知します。 

 

 この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月

以内に 

    税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

 

 

17．06 改正                                     

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

 税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認申請の却下通知書（却下） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２に規定する適格

外国仲介業者の承認申請については、次の理由により却下しましたから通知します。 

 

（理由） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債又は振替地方債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は特

定振替機関等に対して振替記載等がされた日等の通知を行うことが困難と認められ

ること 

 

□ その他（                                ） 

 

 
 

 

 

20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
） 

第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認申請の却下通知書（却下） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２に規定す

る適格外国仲介業者の承認申請については、次の理由により却下しましたから通知し

ます。 

 

（理由） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債及び分離振替国債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこ

と又は特定振替機関等に対して振替記載等がされた日等の通知を行うことが

困難と認められること 

 

□ その他（                              ） 

 

 
 

 

 

17．06 改正                                     

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

     税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

日 本 橋 税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

  東 京 国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

     税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認取消通知書（取消し） 

 

 

 

貴社は、租税特別措置法第５条の２第６項に規定する次の事実が生じたものと認められます

から、同法第５条の２第７項の規定に基づき適格外国仲介業者の承認を取り消しましたから通

知します。 

 

（該当事実） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債又は振替地方債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は特

定振替機関等に対して振替記載等がされた日等の通知を行うことが困難と認められ

ること 

 

□ その他（                                ） 
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第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認取消通知書（取消） 

 

 

 

貴社は、租税特別措置法第５条の２第６項に規定する次の事実が生じたものと認められます

から、同法第５条の２第７項の規定に基づき適格外国仲介業者の承認を取り消しましたから通

知します。 

 

（該当事実） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債及び分離振替国債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は

特定振替機関等に対して振替記載等がされた日等の通知を行うことが困難と認めら

れること 

 

□ その他（                              ） 
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不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

     税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

日 本 橋 税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

  東 京 国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 


